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[凡例]

1、本稿でのオランダ語、インドネシア語、ジャワ語のローマ字表記につい

ては、全て当時のものをそのまま採用した.

2、本稿の中に現れる主な単位相互の換算は、次の基準で行った。
lJlやり-0.71ha

lヒoコル=61kg

3、当時のジャワの行政区画については、 provincieを省、 residentieを理事

州、 regentschapを県、 districtを郡、 desaはデサと日本語で表示した。

地名については、県以上をカタカナ、郡以下はアルファベットで表示し
た。

4、本稿で利用した文献・史料は全て暗号で表示し、本文と註においては基

本的に[ ]内に示した0　時号一覧は、巻末の引用文献・史料を参照され
たい。
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序章　　本稿の課題　と　方法

本稿の課題は、 1930年代世界恐慌期にジャワの農村社会経済の構造がどのよ

うに変化したかという点を、スラバヤとブスキという二つの地域を対象に検討

することである。以下、ここでは、この課題の持つ意味を明らかにするために、

インドネシア近代の社会経済史の中で1930年代のジャワが如何なる位置にある

かを探り、次にこれまでの研究状況の中でのこのテーマの持つ意義を明らかに

し、併せて本稿の方法を提示することにしたい。

第1蔚　インドネシア近代社会経済史の中における1930年代

1、オランダの植民地支配

インドネシア近代の社会経済史を考える時、オランダ植民地支配を契機とし

た近代的資本主義世界市場への包摂と、その下での現地社会の抵抗と変容とい

う間者が重要であることはいうまでもない.オランダ人が現在のインドネシア

地域に初めて到来したのは1596年のことであり、1)その後、 1602年には連合東

インド会社が設立され、 1619年に建設されたバタヴィア(現ジャカルタ)を根拠

地として、以降、 18世紀未までオランダのアジア交易及びインドネシア植民地

支配を担うことになった。2)当初、オランダの目的は香料貿易の独占にあった

ので、インドネシア地域での活動はもっぱら海上交易ルートの支配に向けられ

たo　しかし17世紀後半になると貿易品中に占める香料の比率は次第に低下し、3)

オランダはこれに代わる交易品を求めなければならなくなった。こうしてオラ

ンダは、ちょうどこの頃から、ジャワでマタラム王国の内乱に乗じて拡大した

会社領に、コ-ヒ-を中心とする熱帯特産物の栽培を強制供出制度によって開

始することになった。4'しかし、これを中心としたオランダのジャワ支配は基

本的には在地有力者を通しての間接的なものであり、また特産物の栽培自体も

大規模なものではなかったので、この時期の支配はジャワ社会にそれほど大き

な影響を及ぼすものではなかった。また、外領(ジャワ以外の地域)では、交易

の展開に伴って獲得された若干の支配地も香料交易の衰退とともに事実上放棄

され、ほとんどの地域では実質的支配が展開されることはなかった。

ところが18世紀未に東インド会社が解散し、それ以降の支配を引き継いだオ

ランダ植民地政府の統治期に入ると様相が一変する。外領では、 1840年代以降
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になると各地でオランダ支配の拡大が本格的に進められ、オランダ植民地権力

は現地勢力の抵抗を退け、 1910年代には現在のインドネシア共和国の範囲に相

当する領域を支配下に収めた。他方、ジャワにおいては、オランダは現地勢力

の最大の抵抗運動であったジャワ戦争(1825　30年)を鎮圧して確固とした支配を

確立することに成功し、 1830年、強制栽培制度を導入し、熱帯特産物生産地と

して本格的なジャワ開発に乗り出すことになった。そして、これに伴ってオラ

ンダ支配は社会の基底部にあるデサ(村落共同体)にまで浸透することになり、

ジャワ社会は大きな変容を迫られることになった。5)

強制栽培制度は、コーヒー、砂糖黍、藍、タバコなどの栽培を植民地政庁が

組織して生産物を独占的に買い上げるシステムであり、6)これらの産物はオラ

ンダ商事会社(Nederlandsch Handel Maatschappij)の手でヨーロッパに運ばれ

販売された。7)このように、強制栽培制度はいわば国家による独占的経営のプ

ランテーションであり、この限りでは東インド会社時代の強制供出制度と変わ

るところはなかったo　したがって、当時、次第に力を伸ばしてきたオランダ軍

国の新興ブルジョアジーの参画の場は極めて限定されており、ブルジョアジー

の側からのこの制度に対する批判が高まることになった。それは先ずオランダ

本国における1848年の憲法改正から具体化し、これによって議会-ブルジョア

ジーが植民地経営に参画する機会が開かれたO　そして、この方向は1854年の植

民地憲章(Regeerings Reglement)の制定により、植民地経常の基本原則として

確定されたo　そしてまた、おりしも1840年代頃からジt,-ヮの各地で飢儀が続発

することになり、強制栽培制度は人道主義的な立場からも批判を受けることに

なった。8)

こうして、ジャワでは強制栽培制度は次第に廃止され、民間資本によるプラ

ンテーション経常を中心にした植民地開発へと移っていく。いわゆる「自由主

義政策」の開始であり、 1870年に施行された農地法(Agrarisch Wet, Stbl.187

0no.55)はその画期をなすものであったo　そして、これを契機にジャワでは、

後述するように、砂糖黍を中心とする輸出向け作物の栽培は更に大きく拡大す

ることになる。こうしてジャワの社会経済は世界市場とのつながりをますます

深めたが、この結果、早くも1880年代には世界的な砂糖、コーヒー価格暴落の

影響を受けて深刻な経済の感化を被ることになった。このため、 20世紀初頭か

ら、住民福祉の向上を掲げる「倫理感策」が導入されたが、その下で進められ

た濯瀬などのインララ整備によってプランテーションはますます発展し、 1920

年代に最盛期を迎えることになった。また、外領でも19世紀末以降になると、

西スマトラのコーヒー栽培、東スマトラの煙草、ゴム農園開発、カリマンタン

にLおける石油開発など、各地で民間資本による開発が急速に進行することにな
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った。

以下では、そうした開発の結果としての世界市場向け商品作物栽培の発展を

いま少し詳しく追い、その意味を考えてみることにしよう。

2、世界市場向け商品作物生産の展開と植民地間分業

(1)強制栽培制度下の輸出向け作物栽培の発展

インドネシア、とりわけジャワで輸出向け作物の栽培が本格化したのは、 18

30年に導入された強制栽培制度以降のことであった。強制栽培制度の基本的な

考え方は次のようであった。すなわちジャワでは伝統的に主権者はその臣下の

土地に対して支配権を行使することができ、その土地から生産物の一般に1/5、

時には1/3を現物地代として徴収する権利を持つとの想定の下に、オランダはこ

の権利を引き継いだものとして、直轄支配地域において輸出向け作物を農民の

土地の1/5~1/3に栽培させようとしたのである。ウ)

この制度の導入によってジャワの商品作物栽培は大きく発展したJ-1表はそ

の状況を示したものであるが、中心となったのはコーヒーと砂糖黍であったO

コ～ヒ-は従来から強制供出制度下でも広範に作られてきており、それほど新

しい技術を導入する必要がなかったことにより、すぐにこの制度における中心

的作物となり、政庁は1833年、この輸出の独占制度を導入した。他方、砂糖黍

は30年代には利益が上がらなかったが、 40年代以降、栽培・加工摸術の改善に

よって着実に拡大したo　しかし、最も住民に苦難を与えた藍栽培は伝統的な方

法による栽培に向かず、 40年代末には対象から外れていく。その他、茶、煙草

などにもこの制度が適用されたが、それほど良好な結果をもたらさなかった[c.

E.I. vol.1:20]

(2)「自由主義政策」、「倫理政策」下の輪出向け作物栽培の発展

先述のように強制栽培制度は多・くの批判を受けて徐々に廃止され、10) 1870年

以降の植民地開発の担い手は民間資本の手に移った。ジャワでは1870年農地法

施行以降、プランテ-シヨンが本格的に展開することになる。

先ず砂糖は、 1870年に公布された砂糖法(Suikerwet, Stbl.no.117)で、 1879

年から栽培を毎年1/13づつ、農民から栽培用地を借地することによって実施す

る自由栽培へ移行することが決められ、11) 1891年の栽培から強制栽培は完全に

なくなったが、これを契機にして生産は急速に拡大した。また、農地法の施行

細則として同年7月20日に制定された農地令(Agrarisch Besluit, Stbl no

118)によって農園農業のために荒蕪地を長期間(75年)借地することが可能にな
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ったために、コーヒーのプランテーションが発展し、また、 90年代には茶、キ

ナの栽培も発展した。

J-2表、 ∫-3表は、この時期のインドネシア全体の輸出向け作物栽培と輸出の

展開を概観したものである。これらの表から明らかになることの第1は、輸出

額の伸びの著しさであり、最盛期の1920年代には強制栽培制度期の20倍近くに

まで達している。 「自由主義政策」、「倫理政策」が、輸出向け商品生産の拡大に如

何に貴献したかがよくわかる。そしてそれは、 30年代、世界恐慌の影響によっ

て急減することになる。

第2に、輸出統計の中で農産物が全輸出額に占める比率が、 91.3%→91.9%→

88.4X-サ81.6%→74.0%→79.7%→71.5軍と、 1890年代から低下傾向を示すことであ

る。これは、外領部の開発により、石油、錫などの鉱産資源が重要性を増して

きたことによる。こうして20世紀に.入ると、外領の経済的比重は大きくなる。

第3は、 1910年代からゴム、パーム油などの新しい生産物が統計に登場する

ことであるが、これらは主として外領で生産されたものであり、ここからもそ

の地位の高まりが穣えよう。

第4は、農産物輸出の中で、 「その他の作物」の占める比率が次第に上昇し

ていることである。その原因の一部は、農民による商品生産が拡大し、その多

くが輸出に向けられるようになったことにある。従来、農民生産による輸出品

の大半はコプラであったが、 1g世紀末頃からそれは多角化したといわれる。輸

出額における「小農生産によるもの」の大きな伸びは、こうした農民的商品生

産の発展を反映するものであるtibid.:21】。

第5に、本稿のテーマと最も関係深い問題として、生産面における砂糖の圧

倒的な伸びを上げなければならない。砂糖はほぼジャワのみで生産され、この

時期以降、ジャワの農村経済を大きく規定するものとなる。ただし、 1870年代

には順調であった砂糖生産の伸びも、 80年代には一時的に停滞するo　この時期

には、先述のように世界市場価格が低落したことに加えて、ジャワではセレ-

病と呼ばれる病害が蔓延したことによっても、大きな打撃を被ったのであった。

しかし、ジャワの糖業はこの危機を生産の合理化と、資本の集中、すなわち農

業金融機関によるプランテーション支配の強化によって乗り切ることができた。

こうして、砂糖黍生産は1920年代に頂点を迎えることになる。しかし、同時に

30年代の減少が最も激しいのも砂糖黍である。このことは、ジャワの糖業が恐

慌によって壊滅的な打撃を被り、それによってジャワの農村経済が深刻な影響

を受けたことを示唆するものである。

以上に見てきたように、強制栽培制度の導入から本格化したインドネシアの

輸出向け生産は「自由主義政策」への移行によって著しい拡大を見せ、 1920年
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代に頂点に達した。インドネシアは世界市場向け輸出作物生産地へと経済構造

を変質させられてきたのであり、農民経済は世界市場の動向にますます従属を

深めていったのである。そしてそれゆえにまた、世界恐慌の影響は深刻なもの

にならざるを得なかったのであった。

(3)植民地間分業体制とインドネシア

さて、以上に述べてきた輸出向け作物生産の拡大は、もう一面では住民の食

糧生産を阻害するものでもあった。農地の多くが世界市場向け作物栽培に充て

られ、多数の労働力が輸出向け産業に従事したからである。そして、これにJ-

4表に示されるような急速な人口増'などの要因も重なって、この時期、インドネ

シアでは食糧不足が恒常化することになった。そのことは、先に見た1840年代

ジャワ各地での飢倦頻発からも窺えるように、既に強制栽培制度の初期におい

て最も深刻な形をとって現れためであったo

こうしてインドネシアは、不足する米を補うため、その供給を外国に依存す

る度合いを次第に高めていかざるを得なくなる12)そのことは、 I-5表の米輸

入量の推移から明らかになる。表示のように、 「自由主義政策」が開始された

1870年代からジャワ・マドゥラの輸入量は急増しており、それ以降は先に見た

輸出向け生産の動向とはぼ同様の動きを見せている。このことは、輸出向け生

産の拡大とともに、食糧不足が拡大したことを意味している。

それでは、これらの米はどこからもたらされたのであろうかJ-6表は1860年

代以降の主要輸入元を示したものである。ここから明らかなように、大半の米

は東南アジア大陸臥　そ、れもビルマ、タイ、ベトナムから輸入されている。周

知のように、 19世紀後半には大陸部のイラワジ、チャオプラヤ-、メコンとい
I-

った大河川の下部デルタの、開発が進められ、それまでほとんど無住の地であっ

たこれらの地域は一大米田地帯に生まれ変わったのであるが、そのことがイン

ドネシアの食糧不足を補ったのであった。このことは、インドネシア経済の輸

出向け生産への特化が、東南アジア大陸部における率田開発を前掛こして初め

て可能であったことを意味している。それは、この時期に成立した東南アジア

植民地分業体制の一環をなすものであった13)

こうして見るな′らば、インドネシア経済は、輸出向け生産物の世界市場の動

向によってだけではなく、世界の食糧市場の動向によっても大きく左右される

構造を持ったことになる。そして、こうした構造に内在する矛盾が最も鮮明な

形で現れたのが、 1930年代世界恐慌期であった。したがって、世界恐慌期のジ

ャワ農村社会経済の変化を検討する場合、この両面とのかかわり、前者では特

に糖業の動向とのかかわりが重視されなければならない。
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第2節　ジャワ社会経済史研究における1930年代

1、ジャワ社会経済史研究の展開

それでは従来、 1930年代のジャワの農村社会経済構造の変化はどのように論

じられてきたのであろうか。

ジャワ社会の構造をめぐる研究は、既に植民地期から、主としてオランダの

植民地官僚、植尽史家の手で盛んに進められてきた。それはとりわけ、 19世紀

以降にオランダの植民地支配が直接にジャワ社会の基底部まで及んだことによ

り、ジャワ社会の構造の理解が円滑な支配の遂行にとって不可欠になったこと

と無関係ではないO　すなわち、 19世紀初め以降に導入された地税制度、強制栽

培制度、 1870年以降に本格化した民間資本によるプランテーション開発などは、

いずれもデサ(村落)を単位として展開され、この結果、当時の植民地官僚の報

告書や著作の中では、そのレベルでのジャワ社会の記述が多数含まれるように

なったのであった14)

その後、これらの研究はインドネシア独立によって中断したが、 1960年代末

頃からアメリカ、オーストラリア、オランダ、インドネシアそして日本などで、

再びジャワ農村社会経済の構造に関する研究が盛んに行われるようになった。

いま、それらをここでいちいち取り上げて整理する余裕はないが、15)その特徴

としては(a)対象とする時期が19世紀と1970年代以降の「緑の革命」期に集中して

いること、 (b)歴史研究では末刊行の文書を駆使した、地域レベルの分析が増え

てきていることの2つが上げられよう。このことは、本稿の課題設定と方法に

かかわる問題を含んでいるので、以下、その事情について簡単に見ておきたい。

第1は、戦後の研究では、ジャワ村落をどのようにとらえるかという点が再

び焦点としてクローズアップされてきたことである。このきっかけをなしたの

は、インドネシア地域研究の中で提起されたギアツ(C.Geertz)の「農業のインポ

ルーシヨン」説とそれをめぐる議論の展開であった。ギアツは、 1963年に初版が

出された　ftgriiT∠′/tural lnvolution, the procテess of Fco/ogi(丁。/ Change in

}ndo-s/a[Geertz 1963】において、生態学的な特徴からインドネシアを「内イン

ドネシア」(ジャワの大半とバリ、ロンボクエ水田が主流)と「外インドネシア」

(それ以外の地域-焼畑が主流)に分け、人口増加に対するそれぞれの適応の仕

方から、前者では耕作の集約化、特に単位面積当たり労働投入量の増大によっ

て人口収容力を拡大する傾向を持つとする。そし、て、内インドネシアでは古く

から集約的土地利用と高人口密度が見られたが、オランダの植民地支配によっ
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て導入された砂糖黍栽培が稲作との輪作で展開されたために、この労働の集約

化による稲作の精練化という適応パターンが一層不可一逆的に進行したとし、こ

の現象を「農業のインポルーシヨン」と呼んだ。ギアツによれば、このインポル

ーシヨンの過程は1830年の強制栽培制度導入に始まり、 1870年代以降の民間資

本による糖業プランテーションの発展によって満開期を迎えたというo　そして、

このインポルーシヨン的な適応が、現代のジャワ農村を特徴づける4つの現象、

すなわち社会構造における「伝統社会以後的」性格、土地所有における共同体的

所有の相対的強化、農業生産における乾季作作物の増大、労働機会と所得分配

における「貧困の共有」を生んだとする。

このうち、村落の性格づけをめぐる議論との関わりで特に重要なのは、最後

の点である。ギアツによると、ジャワ社会は増加する人口圧力と限られた資源

の下で、他の「低開発」諸国のように大地主と農村プロレタリアートへと両極分

解したのではなく、経済的なパイを絶え間なく微細な断片に分割し続けていく

ことによって、比較的高度な社会経済的一体性を錐持したのであり、農村の階

層差は持てる者と持たざる者という違いではなく、 「どうやら十分」な人々と「と

ても十分とは言えない」人々との差にすぎない[ibid.:97.　こうした土地保有や

富のほぼ均等な細分化の過程は由:麺部ジャワで生じ、この結果、農民は概して

宗教的、政治的、社会的、経済的な同等性を保ち続けることができたが、他方、

等しく生活水準が低下すること.も余儀なくされた.このように、経済的パイを

ますます小さな断片に分割することで経済状況の悪化に対応するパターンを、

ギアツは「貧困の共有」と呼おのである[Geertz 1956:1411。

ギアツのこのテーゼは、発表された当時は、ジャワ社会の特徴を巧みにとら

えた議論として高く評価された。しかし、 1960年代後半から導入されたインド

ネシア版「縁の革命」の進展の中で、その農村社会への影響に関する調査が進め

られた結果、このテーゼでは説明できない現象が次々と明らかにされ、多くの

批判にさらされることになった。すなわちそれは先ず、現地調査に従事した経

済学者からジャワ社会の現状認識の問腰として提出されたのであった。次いで

ギアツ説の検討は、歴史的視点からのものへと移行して行った。近年のジャワ

社会経済史研究はいずれも多分にギアツ説に対する批判を意識しており、研究

対象がギアツがインポルーシヨンの展開期とした19世紀に集中していることの

一つの理由はこのことによると考えられる16)

第2に上げられるのは、文書館所蔵の未刊文書利用の進展であろう。こうし

た文書を本格的に利用してジャワを扱った研究の先駆けをなしたのは、 1975年

に出されたフアツス-ル(C.Fasseur)の強制栽培制度研究(Fasseur 1975)であっ

たO　本書は、それまで主としてVan Deventerが編纂した史料集(Sijdragen tot
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de k&nnis va/7　het landelijk stslsef op J∂va, 3vols, 1865　66)に依拠して

行われてきたこの制度の研究に、初めて本格的に未刊行史料を大量に導入した

ものであった。この結果、同書では従来比較的等閑視されてきた1850年代以降

についても詳細な分析を行うことが可能となったが、同時にフアツス-ルIは

「私は、東南アジアに関する近年の歴史研究の方向は若干の例外を除いて、ア

ジアに視座をおいたものが主流であると確信している。現在支配的になってい

る考え方に従えば、インドネシアの歴史は、したがってまた強制栽培制度の歴

史も、内側から記述されるべきであり、この場合、インドネシア社会が見せた

発展が中心に据えられるべきである。しかし、このようなインドネシアに視座

をおいた強制栽培制度の把握が、現在なお欠けている地方的、地域的な研究が一/

先行することなしに満足できるだけの結果をもたらすかどうかは問題である。

I ・ ・」 [Fasseur1975:xv]と、地域史研究の必要怪を強調する。フアツス-ル

によれば、強制栽培制度という1つの統一されたシステムがあったわけでは決

してなく、地域毎、砂糖黍栽培の場合には製糖工場毎にさえ大きく異なるとい

う[Fasseur 1977:261 293!こうした研究は、豊富な史料を駆使して初めて可

能になるものであり、フアツス-ルの研究はその可能性を初めて実際に明らか

にした点でも高く評価されよう。かくしてこれ以降、未刊文書を利用した地方

史研究が始まることになった。

こうした中で、 19世紀と1970年代以降を分析対象にした戦後の諸研究は多く

の成果を上げてきた。しかし、その反面、その間の時期を対象にした研究は極

めて手薄であり、その結果、 19世紀初頭の植民地化の深化から現在に至るまで

のジャワ近現代の社会経済構造の変化を一貫してとらえるという点では、残さ

れた課題はなお大きいといわざるを得ない。まして、 1930年代はオランダ植民

地期の最後に位置し、この時期の変化が戦後の社会経済にかなり大きな影響を

及ぼしていると推定されるだけに、その研究の意義は大きい。

2、恐慌斯ジャワの社会経済研究

さて、それでは以上のような研究状況の中で、これまでのインドネシア社会

経済史研究は1930年代世界恐慌期の社会経済変化をどのように論じてきたので

あろうか。先ず、戦前期の研究は概略的なものに限定されるが、それらの中で

この時期を比較的詳しく扱ったもの七しては(a)Vandenbosch 1933(邦訳　大江

1943)、 (b)Gonggrijp 1938(邦訳　岩隈1943)が上げられよう。 (a)は、住民の

福祉が非常に低下し、この結果、貨幣経済から「農村の局限された経済」へと

戻ったと述べ、自給経済への回帰を指摘する。さらに、 「ある地方では、住民
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はほとんど餓死に瀕した生活をした。結核羅病率は驚くほど上昇した。現実の

飢餓を防ぐために、政庁は困窮の特に激しい地方に米を配給しなければならな

かった。 」と、地方的飢餓状態の発生を述べる[大江1943:324'また、 (b)は、

戦前期の著作としては最もよく恐慌期の問題を扱ったものであり、やはり「生

産物経済への逆行」を指摘するが、住民は各種の目的のために日常的に貨幣を

必要としていたためにそれはごく狭い範囲でしか起こりえず、しかもそうした

「生産物経済慣習への部分的逆行」は非常な貧困化の招来を防ぐことができな

かったとする。さらに、住民が市場で販売する農産物の価格が大きく下がった

のに対して、ジャワの農民が購入しなければならなかった商品の価格の低下は

その強度もテンポも弱く、このことが農民経済に大きな苦しみを与えたと指摘

する[岩隈1943:286,288]両者に共通しているのは住民経済の貧困化の強調で

あるが、自然経済への回帰については意見が異なっている。ただし、両者とも

この点については十分な論点を提示しているわけではない。

これに対して戦後の著作である(c)Wertheim 1969:105 115は、ジャワの農民

が以前の閉鎖的自給的経済に復帰できたであろうかと設問し、たしかにしばら

くの間、オランダの新聞や政府報告は、これがかなりうまくいき、ジャワの人

々は「驚くべきやり方で経済危機に対応した」と報じたが、それを一般化する

のは誤りであり、それは悲惨と貧困への道にすぎなかったとする。すなわち、

輸出農産物価格の低下の方が輸入工業製品価格の低下よりも大きかったことが、

農民にとって大きな負担となった、東インドは大輸出国であるにもかかわらず、

ほとんど全ての国が平価の切下げを実施した時にも通貨の交換レートを維持し、

1936年9月に至りようやく切下げに踏み切ったが、この負担は農民に対しても地

税と負債の形で影響を及ぼした。この税と負債が、人々が現物経済へと回帰す

ることに対する主要な障害であり、納入時期の遅れなしに地税を払うためには

ますます負債を重ねなければならず、また、家計や生存のためのより質の悪い

食糧購入のために以前よりも多くの米を売らねばならなくなった。このように、

ウェルトハイムは農民経済の貧困化を強調する。同時に彼は、この時期には多

数の農民が、小規模工業、商業、ランボン移民などの形で農外産業に従事した

ことを指摘し、それは古い伝統からの解放、全社会構造の弛緩を意味するもの

であるとし、さらにインドネシア人中間層が繊維工業などの分野で活動、高い

独立性を保ったとし、こうした動きを「恐慌期の困難に対する新たなダイナミ

ックな適応の要素」と評価している。そして、社会階層分化の拡大とインドネ

シア人中間層の形成をこの中に見ようとしている。

ウェルトハイムもまた、貧困化を強調する点では先の二作品と共通している

が、自然経済への回帰については否定的である。また、本書の目新しい論点は
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農外産業と中間層形成の意義を高く評価することであるが、十分な論証はなさ

れていない。

以上の諸見解がいずれもジャワ、あるいはインドネシアを一般的に論じてい

るのに対して、先に述べた地方史研究の進展を跨まえて分析対象地域を絞って

問題を細かく論じたものとして上げることができるのが、 (d)ジョクジャカルタ

を対象にして論じたオマリーの学位論文(O'Malley 1977)及び(e)パスルアンに

関するエルソンの著作(Elson 1984)の　Capter　8(233　253)である。

オマリ-のジョクジャカルタ社会の変化に関する議論は、大要以下の通りで

あるO　ジョクジャカルタの経済は、完全にヨーロッパ人資本のプランテーショ

ン(この地域では、タバコ栽培、砂糖黍栽培が中心であったが、特に後者は圧倒

的に重要であった)に依存していたわけではないし、また、全面的に農業に依存

していたのでもなかった。バティック産業、銀細工、商業、竹細工、マット製

造、バスケット製造などの産業があり、こうした産業の多様性は、恐慌の到来

によってプランテーションが没落し農産物価格が暴落した際に、恐慌の衝撃を

緩和する役割を果たした。最大の農企業である糖業は、生産調整とコスト削減

で恐慌に対応したが、結局、大幅な栽培縮小を実施することで恐慌期を生き延

びることができた。こうした状況は、先ず、糖業に土地を貸し付けているスル

タン家、バクアラム家にとっては大幅な収入減を意味し、この結果、教師養成、

農業振興、融資、道路、水路などのインフラ整備、治安維持などの点で滞りが

発生した。他方、農民にとっては、例えば、 1924年の報告では中部ジョクジャ

カルタの農民の現金収入の98%以上がプランテーションからの収入であったとい

う状況の下で、糖業の栽培縮小と貸金カットは、恐慌前のf830万から1933年の

f230万へと、硯金収入の激減をもたらした。このことは同時に食糧作物生産の

大拡大をももたらしたが、食糧価格の暴落のために農民の現金不足はほとんど

解決きれなかった。この結果、農民は現物支払いで労働力を交換したりするこ

とになった。政府は、税の引下げを実施したが、それは農産物価格の低下やプ

ランテーションからの収入減を埋めるにはほど遠く、この結果、税の滞納が広

がり、また農民負債が増加した。こうして、ジョクジャカルタの農民は「なお、

家、着物、食物は持っているが、自給と物々交換にもとづいた経済へと引き戻

されざるを得ないという、複雑でわけのわからない地位」に立たされたのであ

る0　-方、農外産業については、銀細工は政府の援助もあって30年代後半期に

は拡大した、バティック産業は原料の高騰と製品市場の購買力後退により大き

な打撃を被った、織物、金属細工、なめし皮産業も大きく後退したとする。し

かし、こうした比較的規模の大きな産業の後退とは裏腹に、農村家内工業とし

ての織物業、竹細工などは恐慌期を生き抜き生産を伸ばしたし、タバコ巻き産
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業や石鹸製造業などの新分野が登場したo　結ノ載　このようにしてジョクジャカ
..

ルタでは貨幣経済における工業部門の占める筏割が大きくなったのであるが、
J

それは、農業部門の現金収入源としての役割か低下したため、それを埋め合わ
i

せるものとしての役割を担って登場したこと妃よるものであって、その背景に

は特に女怪労働者の努力と自己犠牲があったiである。

以上要するに、オマリーは農民経済の変化の問題として、現金不足、現物経

済への回帰、負債の深刻化、製造業部門の嘩割の増大という点を指摘するので

あるo　このように産業構造の変化を指摘した点は評価されるべきであろうが、

社会経済構造、特にデサ社会の構造そのものの変化にまでは検討が及んでいる

とはいえず、この点では従来の水準からあまり進んだものではない。

これに対して、エルソンの研究は、糖業の集中する地域の一つであるパスル

アン理事州を分析対象にして、恐慌下の農村社会経済構造の変化を初めて正面

から論じたものであり、それまでの研究水準を大きく越えたものであるといえ

・る。以下、やや詳しく紹介することにしよう。

エルソンは、先ず、糖価の暴落によって生じた砂糖黍栽培面積と操業糖業の

激減を指摘し、こうした中で糖業が借地契約を破棄しようとしたことに対して、

多くの土地貸出者農民はそれに応じたが、それは彼らの大半が・,失うものは借

地料の将来の分割払いの約束以射こはなかったからであり、結局、彼らは補償

支払いを受け取って自分の土地を取り戻したとする。こうした農民の従順な対

応の背景には、住民が従来から糖業への依存が大きかったこと、村落首長や上

級官吏がこうした交渉に動員され、糖業側に立って動いたという事情もあった。

しかし、一部の農民、特に富裕で教育のある農民はしばしば抵抗し、また、イ

ンドネシア民族同盟(P.B.I.)などの民族主義団体が農民の要求を支援して活動
することもあった。

いずれにせよ、こうした形で実施された糖業の栽培縮小は、パスルアン農村

社会に極めて大きな影響を及ぼしたのであるが、それは巨額の現金収入源の突

然の消滅を意味し、農民は手持ち現金の不足をきたし、この結果、税の滞納、

現物や労働での支払いの増加、小商業、小工業などの困難、スラメタンの回数

の減少などといった現象が発生した○　しかし、その一方では税と食糧品価格が

低下したことによって、実質収入が落ち込んだ人々でさえ、餓死の危険はなか

ったO　糖業の没落で最も大きな打撃を受けたのは、農村社会から完全に切り離

された熟練常雇労働者、特に管理職と技術者であり、非熟練労働者の場合、特

に季節労働者の場合は、精業が返還した水田で展開された住民農業に吸収され、

そこで雇用機会を見つけることができたとする。

そして、エルソンによれば「上述の全ての展開は、糖業地帯における根本的
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な再編のための要素をなした」のであるが、その再編とは、 「多くの点におい

て1830年鍔の強制砂糖黍栽培の導入に伴って現れたパターンの逆転をなすもの」

であり∴女体的には次のような農村社会経済構造の変化が生じたとする。

すなわち彼は、農民を富農(the prosperious)、貧農(the poor)、中農(the

middle peasant,に分け、それぞれの階層の変化を検討する。先ず∴富農とは退

職村長や退職官吏でその権威を利用して富裕化した人達、農民の経済的弱きを

抜け目なく利用した企業家たちからなる大土地所有者であるが、この階層は恐

慌によって壊滅的な打撃を被り没落せざるを得なかった。彼らは、土地の多く

禁三三二:圭享;-I㍉㍉〕二二二言三二
ある。次に貧農は、′　富農ほどドラスチックな没落を経験し

般的には、住民農業の中に生存の必要を満たすだけの収入 ≡:鍔三
。彼らは-

る仕事を見

つけることができた。ただし、本来彼らの生活は限界ぎりぎりであったので、

天災や凶作といった事態が発生すると、その影響は破滅的であった。第3に中

農は、 「この困難な時期を最もうまく生き技いたと思われるのは-、自分と家族

の生計を支えるのに十分な土地だけを持つ農民であった」と評価される。彼ら

は富農や貧農よりも柔軟性があり、その現金支出を本当に必要なものだけに限

定すれば「少なくとも生きるために十分な食料を確保できた。 」例えば、取引

を現金でなく物々交換で行ない、スラメタンの回数を減らし規模を縮小し、塩

や肉の消琴を減らし、米をよ。安い食物に変え、バチックの衣類をプリント勤＼
のものに変え、銅製の鍋ではなく錫製のものを使ったと考えられる.もちろ4,

彼らにとっても恐慌の影響は大きく、特に現金不足と農産物価格の低下にもーか

かわらず借金の返済や諸負担の遂行をしなければならなかった初期の時期には

事態が深刻であったが、これらの解決の鍵は「疑いもなく中農が自分自身の小

区画を経営し管理していたという事実の中にあった。彼らはその費用よりも多

くを生産し得るだけの利用可能な資産を持っていた。この中土地所有者が行な

ったと思われることは、彼の土地をその収益性を高める試みの中でますます非

情に経営したことであった。これが、国内生産物の価格の低下を十分には考慮

に入れなかった諸義務(地税、金貸しからの借金など)を果たすのに十分な金を

掻き集めることのできる唯一のやり方であった。」具体的にはそれは、 (1)糖業

の返遠地で米作を展開したこと、及び、それにもまして重要なこととして、 (2)

従来よりもずっと集約的な、かつてないほどに土地を効率的に利用するという

農業の在り方、すなわち作物サイクルを短縮し、農業技術を改善して、時間と

土地を最大限にまで活用するという形をとって現われた。このことは生産を高

めたのみならず、土地なし農や糖業からの失業者の労働機会をも増やし、単位
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怯っ

面積当たりの投入労働量を増やし、 安い労働力

集約的でさまざまなパターンをとる収穫に余分

た。そして、こうした中、おそらく多数の中農

/

1

で車
.

∴

るクー

働力を

リーや小作人が更に

提供 することとなっ

農が安く手放さざるを得な

かった土地のいくらかを手に入れたであろうとする。

以上のようにエルソンは農業経営のあり方に着目して、大土地所有者の困難

と中農-自作農の相対的安定を指摘した。すなわち、農民層の中農平準化説と

もいうべき見解であり、スベンソン(Thommy Svensson)は、以上のようなエルソ

ンの議論を「彼の結論は全くシンプルである。すなわち、恐慌がパスルアンに

おけるインポル-シヨンの過程をスタートさせたのであるo　土地保有エリート

は、現金流通が消滅した時に没落したO　土地なしは激しく損害を被った.ただ、

家族の生存の必要を満たすだけの土地を持つ『中農』だけが、比較的無傷で逃

れた。 」と要約し、,高く評価した[Svensson 1985:35　37]

エルソンの見解は、農民層分解諭の立場から恐慌期のジャワ農村社会経済構

造の変化を初めて本格的に論じたものであり、しかも農業経営のあり方を視野

に入れた点で従来の研究水準を大きく越え'るものであると思う。しかし、いく

つかの点でエルソン説には問題がある。先ず全体的な印象として、エルソンの

説は必ずしも十分な史料的裏付けを持っているようではない。いくつかの例を

上げると、大土地所有者の没落の原因としている小作料の未払いということは、

実証されていない。中農が生活を合理化したという部分は、彼が用いた史料(L

ette 1933, dl.2:64)を見ると、恐慌期の農民一般の対応を示すものであって、

中農の特性を述べたものではない、農業技術の改善云々は具体的な中身が示さ

れているわけではない、等など。こうしてみると、エルソンのように経営の集

約化を中農の相対的安定の最大の根拠と考えられるか、仮にそうであったとし

ても果たしてこれが中農一般の属性であ-つたのかはなお検討の余地があり、ま

た、そういう傾向が論理的に存在したとしても、それがどの程度にまで現実に

進行したのかは改めて検討することが必要であろう。第2に、エルソン説から

は、農民が経済の酎ヒに一貫して経常の集約化で対応したというイメージが描

かれるのであるが、それほど単純なものであったのだろうか。恐慌の影響は30

年代前半に著しかったが、 30年代後半には経済の回復期に入る。本稿ではこう

した農民を取り巻く状況の変化にも目配りしながら、この間題を考えることに

するo　第3に、エルソンが富農をいう場合、視野に入っているのは地主経営の

側面だけであり、彼らが如何にして土地を集積したかという視点が全く欠落し

ていることは大きな問題であろう。後章で詳述するように、農民の階層間題を

考える場合には、富農層の高利貸としての側面、さらにデサの範囲を越えて展

開した高利貸支配の問題をも見なければ、トータルに論じることは不可能なの
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であり、本稿ではこれらの点を検討した結果、エルソンとは異なる階層変化の

イメージを提出することになるO

以上の研究状況を措まえて、本稿では1930年代の世界恐慌の下で世界市場向

け輸出作物栽培と住民農業がどのような影響を被り、その結果、農民経済がど

のように変化したのか、そしてそのことにより農村社会経済構造がどう変化し

たのかを、農民階層の変動に焦点をおいて検討することにしたい。

第3節　スラバヤとブスキ

1、地域史研究の必要性

ところで本稿では、以上の検討をするに当たって分析対象地域をスラバヤと

ブスキという2つの地域に限定するのであるが、ここではそのことの理由を述

べておきたい。

筆者は、ジャワの社会経済構造の変化を論じる場合、現在の研究状況ではフ

アツス-ルが指摘したように、なお地域史研究を積み重ねる必要があると考え

ている。それは何よりも、ジャワ社会が極めて多様な地域差を含んでいるから

に他ならない。

第1に、ジャワの全域で同じように世界市場向け商品作物生産が行われてい

たのではない。例えば最大の輸出作物である砂糖黍の栽培は中ジャワから東ジ

ャワにかけて集中しており、西ジャワではチルボンを除けば栽培はない。また、

煙草栽培は王侯領、ケドゥ-、ジャバラ・レンバン、ブスキ、バニュマスとい

った諸理事州で盛んであるが、後述のように30年代のその価格の動きは砂糖黍

などとはかなり異なっている。さらにこうした輸出向け商品作物栽培がほとん

ど行われていない地域もある。恐慌の問題を考える場合には、こうした差は、

農村社会へのその波及の仕方に違いを生むと考えられる。

第2に、住民農業を見ても、水田と乾地の比率、擢概の整備状況の差などに

より生産性にはかなりの地域差がある。栽培きれる作物が米に特化しているの

か、それとも他の作物の比率が高いのかといったことも、その地域の経済のあ

り方に大きく影響するものである。

第3に、農村社会構造に大きく影響する水田所有のあり方を見ると、歴史的

には共同占有と個人占有に大別されてきた。前者は、売却することができない、

割香を実施するなど水田に対してデサの様々な規制が強く働き、水田に対する

耕作者の個人権が希薄であるような所有形態のことであり、 19世紀の時期には
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中ジャワから東ジャワにかけて主要な形態であった。これに対して個人占有と

は、デサの規制が相対的に弱く、世襲や売却が可能であり(ただし、他デサ住民

への売却は禁止されるなどの規制があり、この点では排他性を特徴とする近代

的所有権とは異なる)、西ジャワと東ジャワの東の端(東端地方)において主流で

あった所有形態である。この結果、土地集積のあり方には、両形態で極めて大

きな差が生まれることになる。すなわち、前者では地主的土地所有が十分には

展開しなかったのに対して、後者では数十ハやりの規模を有する大地主が出現する

ことになる。加えて、こうした水田所有形態の違いは村落の社会構造の差や村

落首長の地位にも影響を与えてきたのであった17)

2、スラバヤとブスキ

それでは、本稿で対象とするスラバヤとブスキは、ジャワの中ではどのよう

な地域であろうか。図1に示されるように両地域は東ジャワに位置するが、先ず

典型的な糖業地帯であるという点では共通している。 1930年の数字でいえば、

ジャワ全体の糖業数は179であるが、スラバヤにはこのうち35、ブスキには12が

立地し、同年の収穫面積が全体に占める比率はそれぞれ14.7%、 7.7%に達する

[/.V-193III:tabel 199;このように一般的にいえば両地域は世界市場との結

びつきが極めて強い地域である。ただし、後に詳述されるように、スラバヤの

場合にはほぼ砂糖黍栽培に特化しているのに対して、ブスキの場合には州内を

さらに細かく見るとむしろ煙草栽培の方が重要な地域、ヨーロッパ資本の農園

がほとんど意義を持たない地域も存在するという違いがある。

第2に、両地域は土地所有形態では全く対照的である。すなわち、水田所有

形態を見るとスラバヤでは毎年の定期割香を伴う共同占有が一般的であるのに

対して、ブスキでは世襲的個人占有が圧倒的に優勢である。このことは、恐慌

の影響の現れ方に土地所有形態の違いによってどのような差が出るかを検討す

る上で、好都合であると考えられる。

第3に、両理事州は人口や耕地状況などの点でも対照的である。ト7表、 J-8

表から、それぞれの特徴を検討しておきたい。まず、人口密度を見るとスラバ

ヤ理事州のIkm;当たり53-9.98人という数字はジャワ・マドゥラの1930年当時の

18理事州中で最も高い。ちなみにジャワ・マドゥラ全体の平均値は316.11人で

ある。この地域は人口過密地帯なのである。これに対してブスキの205.52人と

いう数値はハンテン、バイテンゾルフに次いで下から3番目であり、ここは最

も人口の希薄な地域の1つである。いま、 1920年から30年までの時期の各県毎

の人口増加率を計算すると、スラバヤ理事州では大都市スラバヤを擁するスラ
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バヤ県のみ33.3%と商いが、残る3県はジョンバン9.4%、モジョケルト7.5%、シ

ドアルジョ3.4%と、ジャワ・マドゥラ平均の18.8%を大きく下回っている(両理

事州内の行政区画については図2を参照)oこれに対しサブスキ理事州ではバニ

ユワンギが74.3%、ジュンブル37.6%と20年代の人口増は極めて著しく、残る2

県もボンドウオソ22.3%、パナルカン20.7%と平均を上回っている。このことは、

既に20年初めにおいてスラバヤ理事州では人口増加の余地がないほどに開発が

進んでいたこと、これに対してブスキ理事州の場合には、20年代にも開発が大

きく進んだが、なおその余地が残っていることを示唆している18)
。
この点を耕地の状況からも見ておこう。いま、耕地が総面積に占める割合を

見ると、スラバヤでは67.4%とジャワ・マドゥラの平均値57.9%を大きく上回り、

耕地開発がほぼ限界に来ていることを示しているが、ブスキの場合はわずか38.

1射こすぎず、なお未墾地が広大であることがわかるoそしてこの違いは、後述

するように両地域における30年代住民農業の発展のあり方の差となって表れる。

次に耕地のありようを見ると、スラバヤでは水田が全耕地の63.6%を占めるのに

対して、ブスキでは39.6射こすぎず、後者では乾地における農業も重要な役割を

占めていることが推定される。

以上、2つの地域の特徴を見てきた。両地域ともにプランテーション地帯で

あり、恐慌の影響を直接的に被らざるを得ない地域であるという共通性を持つ

が、土地所有形態は対照的であり、また、スラバヤは開発がほぼ限界に達した

地域であるのに対して、ブスキはなお一種のフロンティアの性格を持っている

という違いがあると要約できよう。

本稿ではこれらのことを措まえつつ、以下、第1章では恐慌期のジャワ全体

を概観する。次いで第2章ではスラバヤにおける恐慌下の糖業の問題、第3章

ではスラバヤ住民農業、第4章ではスラバヤにおける農民経済の変化の問題を

検討し、第5章はブスキにおける糖業、第6章はブスキの煙草栽培、第7章は

ブスキの住民農業、第8章はブスキ住民経済の検討に当てることにするO　そし

て、終章ではこれらを総括することにしたい。
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)一声二串　　　請j三

1)当時のヨーロッパでは東インド産香料に対する需要が高まり、各国が争っ

て東インドへの航海を試みたのであるが、オランダの最初の航海は、遠国

(van Verre)会社が派遣したハウトマン(Cornells de Houtman)の率いる船隊

によるものであり、 1595年4月にオランダを出航し、 14ケ月後の96年6月23日

に西ジャワのハンテンに入港した。同船隊はそこからジャワ北岸沿いに東航

してバリ島に至って、ジャワ南岸を回って帰国の途につき、 97年8月にオラ

ンダへ戻った。この航海は持ち帰った荷は少なく利益も僅かであったが、自

力で初めて東インドに到達しことによって、その後の航海の先鞭を付けたも

のであった。とれ以降、様々な会社(いわゆる先駆諸会社)が次々に設立され、

争って東インドへ向かうことになった。しかし、こうした会社の乱立は東イ

ンド商品の価格低下を招き、結局、 1602年、各社が合併する形で「連合東イ

ンド会社」(Vereenigde Oost Indische Compagnie)が設立されることになっ

たo　この第1回の航海の模様については、榊トマン、7アン・ネック1981を参照。

2)東インド会社は特許独占会社であり、希望噂から東マゼラン海峡に至る地

域での貿易独占権を付与された他、外国君主及び国家と条約を締結し、軍隊

を置き、要塞を築き、貨幣を鋳造し、地方官を任命する権利を有した。東イ

ンド会社設立の事情については、大塚1969第3章を参照。

3)グラマン(K.Glamann)によると、東インド会社の交易は17世紀を通して着

実に拡大しているのであるが、その輸入品の中に占める香料(スパイスとコ

ショウ)の比率は1619 21年の74.0%から、 1648 50年には68.2%、 1668~70年に

は42.6%、 1698 1700年には22.9%と17世紀を通して確実に低下し、最後の時

期には金額も減少している。これに代わって最重要品になったのは織物であ

るが、世紀末になると新たに茶とコーヒーも重要な貿易品として登場するO

なお、アムステルダムにおける会社の販売品目の比率を見ても、 17世紀後半

から18世紀後半にかけて香料の比率は確実に低下しており、織物、そして1

8世紀中頃からは茶・コーヒーの比率が急上昇している[Glamann 1958:13つ

4]。

4)強制供出制度については、田中1960, 1961、大橋1987a, 1987b, 1989:

1992などを参照.

5)ジャワにおけるオランダ支配の浸透の時期区分については　Burger 1939:

257　を参照。

6)強制栽培制度については、 Fasseur 1975などを参照0

7)オランダ商事会社については　Mansvelt 1925 26を参照0
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8)こうした状況下でオランダ社会に特に衝撃を与えたのは1860年に出版され

た小説　Multatuli,伽,V・舶vela∂/ of de koffieveili/7ge′? der舶d戸ノ・/ands

che　舶!idelmaatsi丁happijであったO　作者の　Multatuliは本名をダウエス・

デッケル(Douwes Dekker, 1820~1887)といい、植民地官僚として1846年から

1857年までマナド、アンボン、ジャワ島各地に勤務した。この作品は、自ら

の西ジャワにおける体験をペースに、作者の分身であるマックス・ハーフェ

ラ「ルが西ジャワのルバック県の副理事官として、強制栽培制度下で不当な

中間利益を得ている原住民官吏を告発し行政改革を図るが、その献策が受け

入れられず、ついにバタヴイアの総督に直訴した後辞職するという内容であ

るo　強制栽培制度下のジャワの農民の悲惨な状況を描き出して、当時のオラ

ンダ文学の中に新しいリアリズムの文体を確立したものであるといわれると

ともに、その内容はオランダの改革主義者とインドネシアの民族主義者に大

きな影響を与えた。その後、この小説は多くの版を重ね、現在でもオランダ

文学の古典的地位を占めている。

9)・ただし、近年の研究では、実際には地域差が大きく、強制栽培制度を統一

した1つの制度として見ることはできないとする見解が有力である。また、

西ジャワのプリアンゲル地方は、コーヒーによる現物納入を内容とする別の

制度-プリアンゲル制度が存在しており、強制栽培制度の導入対象から外さ

れ、またいわゆる私領地(particuliere landrijen)も対象夕日こおかれた。な

お、この制度の実施に伴って、 1810年代のイギリス中間統治時代に導入され

た地税(Landrente)は、理論上は廃止されるはずであったが、現実には徴収

が続けられた。弓銅rl栽培制度下の地税については　Niel 1992の1章を参照0

10)主要作物の強制栽培廃止年代は、 1862年コショウ、 63年チョウジ、ニクズ

ク、 65年藍、茶、肉種樹、 66年煙草である。こうした中で、コ-ヒ-の強制

栽培のみはアチェ戦争による政庁財政悪化のために継続されたが、 1880年代

初めをピークとしてそれ以降は急激に生産が減少し、 1918 19年に廃止され

た。

ll)こうした自由栽培の土地確保のためには借地の仕方を法的に規定すること

が必要であったが、それは1871年の借地令(Grondhuur Ordonnantie, Stbl

no.163)で初めて具体化された。その後、借地令は1879年(Stbl. no.209)、

1895年(Stbl. no.247)、 1900年(Bijblad no.5520)、 1918年(Stbl. no.88)に

よって数回の改正を受けたが、これによりプランテーションの借地条件は次

第に緩和されていき、本稿が扱う時期に有効な1918年借地令では、最長21年

半までの借地が可能になった。

12)もともとインドネシア、特にジャワは古くから米の輸出地として知られて
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おり、例えば、インドネシア海域における香料貿易の中で、モルツカ諸島の

香料に対する対貨としてジャワの米は重要な位置を占めてきた。また、トメ

・ピレスは、スンダ(西ジャワ)には米が毎年ジャンク10隻分も売ることがで

きるほどあり、ジヤオア(中ジャワ~東ジャワ)には4-5種類の莫大な量の米が

あり、主要な商品であると述べている[ピレス1966:299,313~314],

13)東南アジア植民地間分業体制に関する最近の論稿としては、加納1991:

52　67　を参照。

14)植民地期の研究の中でとりわけ大きな影響力を持ったのは、ライデン大学

を中心に展開された慣習法研究であろう。中でもフォーレンホフェン(Van

Vollenhoven)は最も体系的に議論を展開しており、舶J舶atrscフht van Ne-d

erl∂ノ?dsoか-Indie, 3　vols, 1906~1918,舶　Ont.dakking van het fid∂t/・郎ht,

1928　など多数の著作を残したo　フォーレンホフェンはインドネシア地域を

19の慣習法圏に分けて、それぞれの社会構造の違いを解明した。彼の議論の

概要については、さしあたり馬淵1969　を参照O　また、舶t　舶atr紺Iit van

Ned即1andsoh-∫/?dieの一部は、英訳され解説付きで出版されている(J.F.

Hoileman, ed., usn lVoll曽nhoven on I!?</ongゴian　舶at　∠a〃　Seleotions

fr0m舶t fidatrecht va/? Nedsノ・Iand即Jl I/idle, 1981),また、こうした研究

の進展に伴って収集されたインドネシア社会に関する膨大なデータは、/idat

r紺htbu/Tdels, 45　vols, 1911 1955　として集大成されたが、その地域区分

はフォーレンホフェンの慣習法圏をそのまま踏襲しているO　これらの慣習法

に関する研究は、インドネシアを構成する各地域の社会構造理解のための、

基礎的なデータを提供するものである。

戦前期からの研究で、インドネシア社会の構造についての代表的な議論を

展開したものをいま.一つ上げるとするならば、プ-ケ(J.H.Boeke)の「二重

経済論」であろう。彼の議論を一口で言えば∴インドネシア社会には西洋企

業に代表される「資本主義的セクター」と自給的な「原住民セクター」が並存し、

両者が互いに影響をしあうことがほとんどなかったということになろう。こ

の議論は1953年に出版された　Ecoiけmios and eoonosii仁POIi叩of d〟d/

societies as　朗'amplified bp 1/7do/7タSia　に集約されている。 「二重経済論」

に対しては、戦後、様々な批判が寄せられたが、その大半は両セクター間の

相互影響に対してブーケの評価は過小であるという点に向けられている。な

お本書は、永易浩一訳『二重経済論』 (1979年、秋董書房)で翻訳されており、

その解説にはこの議論をめぐる裁判、論争が整理されている。

15)近年のこれらの研究動向については、さしあたり宮本1986, 1992, 1993、

O Malley 1990　などを参照。なお、このうち、宮本1993　はわが国で初めて

19　-



19世紀のジャワを中心としたインドネシア経済史の展開を論じた著作である

が、これに対する筆者の見解については『アジア経済』36巻3号(1995年3月)

所載の書評を参照されたい。

さて、近年のジャワ社会経済史研究の具体的な論点は多岐にわたるが、そ

の中でも中心的な位置を占めるのが、デサの性格をどうとらえるかというこ

とである。それはまた、植民地期以来ゐ重要な問題でもあった.

デサをヨーロッパ人が認識し始めたのはそれほど古いことではなく、 19世

紀の初めの植民地支配の深化以牌であり、主として植民地行政に携わった植

民地官吏の手で研究が進められた。ところで、こうした19世紀の植民地官僚

のデサ社会の理解の仕方には、ヒュスケン(Frans Huesken)の整理に従うな

らば、共通点があったという。すなわち、彼らはジャワのデサを「階層未分

化の、小農民の共同体であり、閉鎖的自給的で生存水準を満たすに十分な生

産を上げ、市場向け生産は極めて限定されたものにすぎない」、すなわち、

ジャワのデサは経済構造としては自給自足的であり、社会構造としては平等

な社会であると見たのであった。こうした伝統的なデサ観はその後の研究の

主流となってきたが、ヒュスケンによればさらに独立後のインドネシアの指

導者のデサ観にまで受け継がれてきたという。すなわち、スカルノはインド

ネシアの政治の基礎に「マルハエニズム」(-一種の大衆主義)を提起したが、

その基礎にはインドネシア社会の大多数は「自分の労働力を売ることもせず、

他人の労働を搾取することもしない人々によって占められている」という現

状認識があった。

こうした伝統的デサ観は、近年の19世紀を和むとしたジャワ農村社会研究

の進展の中で批判にさらされるようになってきた。近年の研究の進展が明ら

かにしたのは、次のような諸点であった。ジャワの農村では既にかなり古く

から住民による商品作物栽培がかなり広範に展開されていたこと、 19世紀に

おけるこうした栽培の担い手はデサ首長を中心とした村内有力層であった、

こうした状況を反映して土地所有にもとづく農民層の分解は既に18世紀末に

兄い出される。そこでは、しばしば広大な職田をもち、住民から不払い労働

を徴発することのできる上層のデサ役人層、村落の水田に対する権利を持つ

が同時に労役負担義務をも持つ自立的農民層(中核村民、 sikep,gogol)、そ

うした農民層とパトロン-クライアント関係で結びついている水田無所有グ

ループや「従属層」の3階層が存在したという[Hues-ken 1989:13~35],

以上、ヒュスケンの整理に従って近年のデサに関する研究の成果を見てき

たが、こうした共通の認識の下にいくつかの点では重大な意見の対立がみら

れる。その中で最も重要なものの1つは、デサを共同体と見るか否かという
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ことであろう。伝統的デサ諭では、ニュアンスの違いはあるが、デサ-共同

体とするとらえ方が一般的であり、そうした立場は近年のデサ諭でも継承さ

れてきた。これに対して真っ向から反対の見解を述べたのがプレマン(J.C.

Breman)であった。彼は「植民地的構築物」としての「村落団体」というテーゼ

を提出した。すなわち彼は、主にプリアンガン、チルボンなど西ジャワの事

例に依拠して、 19世紀初めまではジャワでは「中間首長」(tusschenhoofden=

上級権力と村落首長の中間に位置し、数ケ村を司る首長)の役割が極めて重

要で、彼らによって「村落住民は縦の線によって分割支配」されており、か

って慣習法学者が主張したような「地域性にもとづく(村落)統合」は弱かった、

つまり、当時のジャワ農村社会において最も基本的な社会関係は村落ではな

く、 「農民世帯と彼らのパトロンの間の関係」であったとする。ここから、プ

レマンは「共同体(gemeenschap)としてのジャワのデサは、ヨーロッパ製品

にすぎず、しかもそれはいつか昔に発見されたものではなく、後から構築さ

れたもの」とするのである[Breman 1981:187~215]

しかし、プレマンのテーゼにはいくつかの難点があるように思う。第1に、

彼がこの考え方の根拠にした西ジャワ地方は、ジャワの中では例外的に共同

体的結合の弱いところであり(例えば、土地所有の面では共同体規制の弱い

世襲的個人占有が支配的であり、村落の地理的な構造も中部ジャワのような

集村ではなく、散村である)、これをもってジャワ全体を論じるという方法

には大きな問題がある。第2に、村民と支配者の間の従属関係があるからと

いって、それと農民問に取り結ばれる共同体的関係を直ちに両立不能のもの

として、後者の存在が否定できるであろうか。このような点を中心にして、

プレマン説にはその後、多くの批判が提出されている。

この問題の背景には、具体的にはジャワの土地権、特に中・東部ジャワに

広範に見られた水田の共同占有の起源をどこに求めるかと言う、 19世紀以来

の問題が横たわっているように思う。従来、水田の共同占有は1830年に導入

された強制栽培制度による負担増に対する農民側の対応(負担と収入の平等

化を図る、労役負担者を増やすことが容易なシステムである)としての側面

と、強制栽培の円滑な遂行を図るため(特に砂糖黍栽培が水田での住民水稲

栽培との輪作を行い、また、まとまった栽培区画を必要とするので、その確

保を容易にするた碇月こ所有権が希薄であることが必要)植民地権力の手で導

入された側面が強調されてきたO　実際、 19世紀の史料にはこうした記述が多

く見られるo　しかし、 19世紀初頭のイギリス統治時代ジャワのラツフルズの

調査報告の段階でも既に中・東部ジャワでは共同占有が支配的であり、筆者

は強制栽培制度起源説には賛成できない。かつて筆者は、共同占有はそれよ
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り前の時代においても税負担等に対する農民側の対応の1つの方法ではない

かという展望を書いたことがあるが[植村1982:124~127 、近年、ボ-ムバー

ルト(Peter Boomgaard)は、未刊文書を駆使してこの問題に取り組み、強制

栽培制度以前における共同占有の展開を実証的に明らかにした[Boomgaard

1989],こうしてみると、プレマンのように単純に「共同体=オランダ植民地

支配の構築物」ととらえることはできないように思える。

これに関して、ヒュスケンは次のように述べている。 18世紀末~19世紀初

のジャワの村落には土地の個人占有権も存在したが、土地の完全に自由な使

用を制限する村落の処分権(-共同体規制)も存在した。水田割替制度の導入

は東インド会社支配期末であるが、 「このことは村落処分権が純粋に植民地

支配の創造物であるとか、前植民地期のジャワに共同体的村落がなかったと

いうことではない。 『個人』権と『共同』権とは変動する諸関係の中で出て

くるものであって、政治的中心が実効的権力を持ち、土地と労働力に対する

権利を実効的に行使し得る程度にかかっている。おそらく、王とジャワ北海

岸地方のレへントとの間の権力バランスの変化の下で、そして北海岸地方に

おける貨幣経済の成長と商業資本主義の発展の始まりの結果、 16、 17世紀に

個人占有は強化されたであろう。したがって、 19世紀の土地権の変化は、

『再共有化』といったほうがよりよい。」 Huesken1989:76'ヒュスケン説

には十分な根拠が示されているわけではないが、筆者も見通しとしては基本

的に賛成である。また、宮本も同様に「共同占有」を従来の土地制度の「擬制」

であるとし[宮本1993:105 126]、エルソン(R.E.Elson)も「19世紀末に植民

地官吏連が村落を『一定数の国家の徴税可能な臣民たちの住む場所の単なる

地名』から『それ自身の政府と土地を備えた団体(corporate body)』へと改

革・転換させた業績を宣言したとき、彼らの主張は彼ら自身にとっても政府

にとっても余りにも行き過ぎたものであった。彼らはたしかに村落の改造を、

おそらく、その以前の形態からは見分けがつかないほどにまで成し遂げたの

であるが、彼らはその一体性と結合性を無から創造したのでもなければ、彼

らの政策が1830年代初における強制栽培制度の確立に至るまでの時期に多大

の影響力を持ち始めたわけでもなかった。ダンデルス統治時代からの植民地

統治が、村落の支配権の獲得とその植民地開発の目的にとって最も便利な形

への再編を主たる関心事にしたにせよ、とりわけその世紀の初期にはこうし

た政策が、少なくとも成功を納めたのと同じほどにしばしば失敗をしたこと

を示す十分な証拠がある。当時の村落は、たとえそれを結合させる辞がルー

ズでしばしば変化し、その構成員がしばしば自分自身の利害や国家の利害を、

全体としての共同体を損ねるほどに追い求めたとしても、なお共同体であっ
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た。 」 [Elson 1986:71]と、デサ-共同体説を主張している。

筆者もジャワのデサは基本的には共同体であると考えており、それが植民

地支配の深化の中でどのように変化していったかの検討が、ジャワ社会経済

史研究の重要な課題の1つであると考えている。

16)ギアツ批判の状抜目こついてはさしあたり、加納1979, 1983、宮本1986,

1992, 1993(第1章)、 White 1983　などを参照。

17)ジャワの土地所有に関しては多数の研究があるが、さしあたり、加納19

76、植村1980　を参照。また、土地所有形態とデサの構造の関連については

植村1988a　を参照。

18)ブスキにおける20年代の人口激増の主要な原因は、移民の流入であるO　東

ジャワで移民が集中する地域としてバニュワンギ、ジュンブル、ルマジャン、

マラン(マラン理事州)、ブリ一夕ル(クディリ理事州)が上げられるが、総人口

に占める移民の比率はバニュワンギ県で47.2%、ジュンブル県では37.5%と高

い[uolkstellingJ93Blll:12]これらの移民は大半が対岸のマドゥラ島か

らやってくるマドゥラ人であり、したがってブスキ理事州では彼らの総人口

に占める比率は極めて高い。この地域に住むのは、本来ここの原住民であっ

たウシン人とマドゥラ人およびジャワ人であるが、ウシン人はバニュワンギ

県、特にRogodjampi、 Banjoewangi両部に集中している。これに対してジャ

ワ人とマドゥラ人の分布状況を見ると、バニュワンギではウシン人とジャワ

人が多数でありマドゥラ人は17.6射こすぎないが、それ以外の県ではマドゥ

ラ人の方が多く、特にパナルカン、ボンドウオソ県はほぼ100%がマドゥラ人

である[ibid.:17,22].これに対してスラバヤの場合には大半がジャワ人で

あるO　なお、ジャワの各理事州の人口密度などについては、 ibid.I:tabel

ibid.II:tabe1 9, ibid.Ill:tabel　を参照O
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第　1章　　世界恐′慌下の　ジ　ャ　ワ

前章で述べたように、ジャワの農村経済の動向は、世界市場における商業作

物と食糧作物の双方の動きに強く規定されるものであった。そして、 1930年代

世界恐慌期には、これらの市場が急激に要化したことによってジャワの農村経

済は極めて深刻な影響を被ることになったO　本章では、先ず、そうしたっなが

りがどのような形でジャワにおいて現れたのかを、最大の輸出向け産業であっ

た糖業および住民農業について概観する。そして、それを踏まえて、この時期

の農民経済の特徴として、これまで共通していわれてきた現金不足ということ

の中味を検討してみようと思う。

第1節　世界恐慌とジャワ糖業

1、世界の砂糖生産とジャワ糖価格

19世紀後半期以来、先に見たような商品作物生産は世界的にも大きく発展し

たo　しかし、この結果、その多くは過剰生産となり、世界市場における価格低

下を招いた。砂糖の場合には、次のようであった。

世界の砂糖生産は、ジャワ、キューバなど熱帯地方を中心とした甘煮糖と、

ヨ~ロツパ、北米などの北半球で生産される甜菜糖Iに大別きれる。後者は19世

紀後半期から急速に発展し、甘煮糖との競争を強めた結果、早くも1880年代に

は世界市場における砂糖価格が暴落することになったが、 1902年、産糖国間で

ブルッセル協定が締結されることによって危機を乗り越え、それ以降は両者と

も比較的順調に発展してきたo　しかし、第一次世界大戦によりヨーロッパの甜

菜糖業は大打撃を受け、この結某、甜菜糖はト1表に示されるように生産を減ら

すことになる。逆に甘煮糖はこの時期にも生産を伸ばしたが、 20年代に入ると

甜菜糖業は戦争の痛手から回復し、いわゆる戦後ブームの中で両者とも著しい

生産拡大が見られた。この結果、世界の糖業は消費能力を越える過剰生産とな

り、ト2表に示されるように1923/24年には初めて145,000トンの過剰糖を出すに至

り、これ以降、滞貨の量は急速に増加していった。

こうして20年代後半になると、砂糖価格の下落が始まることになる。ト3表は、

そうした世界的な動向に規定されたジャワ糖(最上級糖、 100kg当たりの大規模

取引価格)の推移を示したものであるo　全体として低落傾向が見て取れるが、そ

れでもまだ1927/28年ごろまでは、消費もほぼ同じペースで拡大したため糖価の

下落はまだそれほど深刻なものではなかったと評価される[KOningsberger 194
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8:393~394]　ところが、 29年になると砂糖市場の状況は次の報告の如く急速に

憩化したO 「報告年度末における砂糖の統計上の位置は、 1年前の既に約50万

トンの過剰生産のため市況に抑制効果がもたらされた時よりも更に悪化した。専

門家の計算を平均してみると1929年の世界生産は約2,725万トンであり、世界消費

は約2,600万トンであるにすぎないので、滞貨はほぼ125万トンにまで増加したこと

になるO　こうした状況下で価格水準を維持できないのは驚くべきことではないO

市場が特殊な事情により安定状況を示した若干の時期を除いて、価格は継続的

に下落した。そして、ついに大半のジャワの生産者がほとんど利益を上げられ

ぬ種の低水準に至ったO　事態の改善のためにあらゆる対策がとられたが、効果

はなかった。・  ・唯一、この(消費拡大を図る-引用者)方向で実施されたこと

は、オランダとベルギーでの砂糖消費税の若干の引下げであった。他の諸国で

は反対に関税が引き上げられ、それたよりジャワを含む非保護生産地の競争は

更に困難となり、それらの企業は保護を受けずにかなりの損失を伴いながら生

産を行ない、一時的には生産量を更に増すことになったO 」 uer言/ag Ha′Tde1

1929:185]

このようにして29年から深刻化した砂糖市場の感化は、翌30年には「砂糖の

世界市場における統計上の位置は既に29年末に不良であったが、更に一層悪化

した。たしかに1930/31年の生産は減少したが(主としてキューバの生産制限に

よる)、消費も後に掲げるミクス(G.Mikusch)博士から引用した統計に示される

ように後退した。1)以前に今後の価格変動に関する楽観的な予測の根拠にされ

た年34%の消費の伸びに代わり、このような後退が生じていることが明らかに

なったのである。世界の滞貨は1930年、 150万トンにも達し、過去7年間の総計は

頭75万トンである。こうした状況の下で価格が未曽有の低水準に下落し、非保護砂

糖生産者がもはや利潤を上げられないのは何ら驚くべきことではないo 」 [ibi

i/.1930:193]と報告されるように更に進行した。　そのメカニズムについてコ一

二ングスペルへル(KOningsberger)は次のように述べている。

「重要産糖国であるジャワを唯一の例外として、すべての国々で糖業はしば

しばきわめて手厚い保護を受けたのでその目標を達成し、人為的な高値によっ

てそれらの国々での砂糖消費は低下した。・ - 1929年、輸出産糖国キューバ

とジャワにおいて売れ残った砂糖が滞貨となり、その量は急速に大きく増加し

たo　そのため、いわゆる『尻えるストック(zichtbare voorraad)』は1931年末、
/

350万トンに達した。自由世舞市場における砂糖価格は暴落した1931年初、それ

は1927年平均のほぼ半分狩あったo　輸出量は全輸出国において、すなわちキュ

ーバ、ジャワ、チェコで.′大きく落ち込み、ドイツ、ハンガリー、・ポ-ランド、

ベルギーでもこれよりはまLであったがやはり大きく落ち込んだ。要するに、
、

ヽ
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1931年には、砂糖をすべてもしくは一部自由世界市場へ向けて生産しているす

べての国の糖業にきわめて深刻な状態が発生したのだ。」 [KOningsberger 1948

:395]

このようにして、 1930年代初めには砂糖価格は世界的に暴落することになる。

こうした状況を打開するため産糖国間での国際的な対策が必要となり、 1931年

5月9日、ブリュッセルにおいてキューバ、ジャワ、ドイツ、チェコ、ポーラン

ド、ハンガリー、ベルギーの糖業の代表が集まり1つの協定を締結したO　いわ

ゆるチャドボーン(Chadbourne)協定である。その主要な内容は、 1931年以降の

5ケ年間の年毎の輸出量を国別に割り当てて制限し、協定終了の1935年の在庫

糖量を協定してその減少を図り、このために必要ならば生産制限をも実施する

ことによって、世界市場における糖価の回復を目指したものであった02)

2、チャドボーン協定とジャワ糖業

(1)チャドボーン協定の受入れ

さて、ジャワ糖業がチャドボーン協定を受け入れた場合、輸出割当予定量は

1931年が230万トン、 32年240万トン、 33年250万トン、 34年260万トン、 35年270万トンとな

り、これを実現し滞貨を-持するためには各年の作付を31年15.3%、 32年11.9%、

33年8.6%、 34年には5.1%縮小することが必要であった。しかし、こうした計画

はすんなりと受け入れられたのではなく、当初はジャワ糖業関係者の中で意見

が割れていた。3)

こうした申、賛成派は輸出を制限するために輸出を許可制にするように政庁

に請願した。これを受けて政庁は、 31年2月25日に砂糖輸出条令案をフォルクス

ラ-トに提出した。従来、植民地政庁の経済政策は、法案に付された説明香(M

emorie van Toelichting)に「政庁の介入は従来の伝統的経済政策とは合わず、

その必要性が極めて高い場合にのみ限定されるべきである」 [ガ.∫.1931I:199]

とあるように、伝統的に私企業に対しては介入しないことを原則としてきた。

この時、敢えてその変更に塔み切ったのは、フォルクスラートの求めに応じて

再度提出した法案説明書に「販売価格は生産コスト以下に下がり、それゆえ砂

糖の販売は赤字によってのみ実現される。そしてそれにもかかわらず、多くが

売れ残るo」 [ibid.:296]、 「この赤字は、近い将来更に大きくなる見通しであ

るo 」[ibid.:321]と述べられるように、 20年代末、糖価下落に増産で対応して

きたが滞貨が増え、赤字を出しつつ輸出せざるを得ないという、それまで植民

地開発の中軸を担ってきた糖業の危機を重大視したからに他ならない0
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こうして砂糖輸出条令　Suikeruitvoer-ordonnantie(Stbl.1931 no.114)及び

その施行規則　Suikeruitvoer-verordening 1931(Stbl.1931 no.175)が制定され、

砂糖輸出は条令発効日である1931年4月1日より最低5年間は許可制になり、各

糖業は輸出量を割り当てられることになった。4)

それにもかかわらず、 1931、 32年の砂糖輸出をめぐる状況は好転しなかった。

いま、 1931年4月から32年3月の間の輸出を見ると1,543,000トンにすぎず(チャド

ポーン協定によるジャワ糖の輸出割当は230万トの、この結果、滞貨は30年4月1

日の15万トンが31年4月1日には713,000トン、 32年4月1日には1,634,000トン、同年末

には2,947,000トンと急激に増加し、糖価も1932年1月のキンタル当りf6.75が12月には

f5.90へと落ち込んだ。このような大量の滞貨の発生は、 1930/31年の砂糖キビ

栽培が無制限であったことと、 31/32年の栽培の制限が小規模であったことによ

るという[/.y.1933I :158~159],

(2)VISPの解散とNIVASの成立

そして、こうした状況は、それまでジャワ糖の販売の90%を支配していたVISP

(Vereenigde Java Suiker Producenten)5　の販売政策に対する批判を引き起こ

した。従来、各糖業は生産予定砂糖量と引渡し期日をVISPに報告し、それにも

とづいてVISPは販売量を決め各糖業に割当を行なっていた。こうした形の販売

により、恐慌前には砂糖黍の収穫される前にほとんどが売却済になったのであ

るが、 20年代末に至って販売は次第に困難となった。この結果、 VISPの販売は

次第に投機的性格を帯びるようになり、 1929年には高値を待って20万トンの砂糖

の売控えを行なったのであるが、世界市場における糖価の暴落によってうまく

売ることができず、結局、 1930年4月に30年産糖の収穫が始まった時、 4万トンの

売残りを出し、安値で輸出業者の手に渡ることになった。こうした状況はその

後も続き、 31年1月1日には31年産糖に対する予約が全くないのにもかかわらず

旧収穫糖が100万トンも売れ残っていた。他方、 VISPに加盟していない糖業は砂糖

を完売できたので、 VISP加盟糖菜の不満が高まり、 1931年末には8糖業が脱退す

るなどVISPは組織が弱まり、解散の方向が次第に強まってきたのである【グープ

バルト1938:195]

しかし、 VISPを解散させるとなると、そのままでは約300万トンの滞貨が無原則

に市場へ出て市場が更に混乱することは明らかであったので、政庁は販売に何

らかの形で介入することを必要と考えた。このため、 VISPに代わる組織を作る

ことが検討され、 4つの案が出され議論されたが、最終吋には砂糖の独占的販

売組織を結成する方向に決まり、 1932年12月30日の　Verbandsuiker-ordonnant

ie(Stbl.no.643)と31日の　Verbandsuiker-verordening(Stbl.no.644)の2つの

法令によって、同年12月31日、バタヴィアにおいて　NIVAS(Nederlandsch-Indi
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sche Vereeniging voor de Afzet van Suiker)が結成され、 1933年1月1日136年

4月1日の砂糖輸出を独占的に管理することになった　6) NIVASは1933年度には生

産量を20万トン上回る160万3000トンを販売するなど比較的順調な働きを見せた。こ

の結果、ジャワの滞貨はト4表に示されるように1935年から大きく減少した。ま

た、輸出価格の下請も止まり、 36年からは上昇に転じた。

このように、ようやく30年代後半期に入るとジャワ糖業は一応の安定を取り

戻すことになるのである。しかし、表から明らかなように、在庫糖減少の最大

の理由は栽培縮小-減産に求められよう。

それでは、栽培縮小に至る経過はどのようであり、またその方法はどのよう

であったのであろうか。以下、糖業の生産面における恐慌対策を検討し、それ

が農村社会に持った意味を考えてみることにしよう。

3、精美の恐慌対策と農村社会

(1)諸経費の削減

ジャワ糖業の恐慌対策は、諸経費-生産コストの削減と、生産規模の縮小に

大別して考えることができる。両者はどのような関連にあったのか、先ずこの

点から検討しよう。

ト5表は、糖業がジャワの住民に支払った貸金、資材購入費、借地料を一覧し

たものである。ここから明らかなことは、賃金、資材購入費、借地料の減少の

時期にずれがあるということである。最も早くから減少するのは資材購入費で

あり、 20年代後半期から一貫して減っている。これに対し貸金は29年から、借

地料は栽培面積の縮小が始まった32毎から減少が見られ、 ha当たり借地料額は

36年に至って初めて大きく下がっている.7'このことは、 20年代後半期の世界

市場における糖価の下落に生産拡大で対応したジャワ糖業は、その経営内部に

おいて先ず資材購入の節約、ついで貸金の引下げ及び労働者数の削減という形

での合理化を進め、それで対応しきれなくなった段階で栽培の大幅な縮小に掩

み切ったことを示唆している。

こうした経費削減について、レ-ヴェルト(Ph.Levert)は1930年以前からかな

り広範に導入されており、その内容は(a)工場施設などの補修回数を減らす、

(b)栽培面における労働の粗放化、 (C)職員数の削減、 (d)貸金等の引下げ、 (e)

栽培縮小からなるという。以下ではこの分類に従ってその中身をいま少し詳し

く検討してみよう。

先ず(a)については、補修回数が最低限に限定され、施設の更新や新設は押さ
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えられた。この結某、建設資材などの住民からの購入が落ち込み、また臨時工

場クーリーが犠牲となったという[Levert 1934:277~281　こうしたことは、フ

レーデ(A.G.Vreede)によれば、ほぼどこでも資材が十分であったので困難なく

実施できたという【Vreede 1931:267],資材購入費の削減が先行したのはこのよ

うな事情によるものであった。

次に(b)I(d)を概観するために、フレーデの報告から、ある糖業におけるイン

ドネシア人労働者の部門別貸金一覧をト6表に転載しよう。ここから明らかにな

るのは、労賃に関して節減の大きいのは栽培労働(作付と作物の維持管理、 30年

11%、 31年17.8%減)と施設維持作業(30年12%、 31年24.3%減)の2つである。この

うち後者は、先述の資材購入節減が反映されたものである。他方、前者では、

作付用清据り作業の一部、除草、垣作り、申耕、水路の維持管理、園場内道路

の補修などの作業が簡略化された。8)

この点を更に労働者数の変化からも確認しておこうO　レ-ヴェルトは、巻末

付録に1922~1932年の糖業労働者数の一覧表を掲げているが、このうち労働者数

がピークに達した1929年以降の数字を掲載したのがト7表である。この表の各職

種の29年と32年の人数を比較してみると、削減率にかなりのパラツキがあるこ

とがわかる。先ず常雇の部門毎の削減率を見ると管理要員28%、耕作要員の中の

化学27%、技術28%であるのに対して、作付運搬は55%と際立って高く、またその

他も43%に達する。季節労働者でも、工場労働者の削減率が15%に過ぎないのに、

作付・収穫・輸送は32%に及んでいる。個々の職種で削減率が大きいのは、常雇

の首席農園係頭領(58%)、農園係頭領(58%)、農場警備員(58%)、季節労働者の農

園頭領助手(65%)、苗係頭領(50%)、農園警備員(51%)等で、栽培部門に集中して

いるo　このように、労働者の削減は栽培部門を中心に進められたのであった。9)

ただし、この数字には臨時雇(日雇)の栽培労働者や収穫労働者を含んでいな

いo　レ-ヴェルトはこの部分を含めた労働者数の推移を、 1931年の1,247,356人

が、大幅栽培縮小の始まった32年には　853,575人、 33年317,212人、 34年87,44

5人へと減少し、失業した者はほぼ100万人に及んだと推定している[Levert 19

34:279] 10)

次に貸金の推移について、東インド報告所載の平均賃金額のデータを1-8表に

転載しておこう。ここから見ると労働者の賃金は30年まではあまり変わらず、

31年から季節労働者の中で若干下がり始め、大幅な下降が始まるのは32年以降

であるo　この点は、糖業連合会年報の記述からも確認される。いま、賃金の前

年比に関するその記述を一覧すれば1-9表のようになる。またレ-ヴェルトによ

れば、常雇労働者の平均日当は1921年には103セントであったものが20年代前半に

下降し25年には88セントになったが、その後は下がっておらず、 31年には90.6セント
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であり、また、収穫期の臨時労働者平均日当も21年が60セント、 25年には49セント、

31年は49セントと同様の推移を示しており、 20年代後半から31年までは平均賃金は

ほとんど変化していない[Levert 1934:bijl.Q],こうして見ると、貸金総額の

減少は、 31年までは主として労働音数削減によって生じたことがわかる。 32年

以降の賃下げについては、レ-ヴェルトによると、常雇は先ずボーナス、割増

金、定期昇給などを廃止され、次いで32年1月に給料の10%カット、閑散期の週

給は4-5日分の日当と決められ、 10月には更に繁忙期の週給は3日分の日当と決

められたという。また出来高払い貸金も30年に引き下げられ、栽培、収穫、輸

送部門の労働者に影響が出たが、 32年に更に大きく引き下げられたという[ibi

d.:277　279]

以上のように見てくると、糖業の恐慌対策で住民経済に最大の影響を及ぼし

たものは栽培の縮小であり、そのことを契機に職員数の削減、賃下げが一層大

規模に進んだといえよう。それでは、その縮小はどのように進められたのであ

ろうか。

(2)栽培の縮小

先ず、各州毎の30年代の糖業の収穫面積を一覧しよう。ト10表は東インド報

告所収の数字をもとに作成したものである。表示のように、栽培縮小は1931年

作付の17%縮小から始まり、 32、 33年作付は更に大きく縮小し、 30年代半ばの栽

培面積は最盛期の1/5以下になったO　恐慌の影響が薄らいだ30年代後半期以降に

は徐々に回復するが、それでもなお30年代未に至っても栽培面積は最盛期の半

分にも満たなかった。ジャワ糟業は恐慌によって受けた壊滅的な打撃から十分

に立ち直ったということはできず、もはやかつてのようにジャワの農村社会に

規定的な影響を及ぼす存在ではなくなったと考えられるのである。

きて、栽培縮小の具体的な方式は次のようであった。当時の糖業の借地の方

式を規定していたのは、 1918年の借地令(Stbl. no.88)である。この借地令では

最長21年半までの長期借地が可能とされたが、当時の糖業にはこれにもとづく

長期借地を実施していたものとともに、単年契約を結んでいたものもあった。

糖業連合会年報によると、栽培の縮小は、それぞれの場合、次のように契約を

変更することで行なわれた。

[単年契約の場合]

糖業側は、当初、困難は一時的な怪格のものであると考えたため、既に農民

と結んでいるの借地契約を次の栽培年へ延期することを認めるよう政庁に求め

たo　これに対して政庁内務部(Binnenlandsch Bestuur)長官は初め難色を示した

が、結局32年の栽培のために結ばれた契約を33年栽培へ延期することを認めた。

この場合、 33年栽培の借地料は支払済みの32年分の借地料で相殺することにな
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り、糖業は新たに33年分の借地料を払う必要はない。ただし、政庁はこの契約

を再延期することや、 33年の栽培のための契約を同じようにして延期すること

は糖業側の要求にもかかわらず認めなかった。その代わり、糖業が先払いした

借地料を放棄するならば既存の借地契約を破棄することができ、同時に新しい

契約をより安い借地料で結ぶことができるという案を示した。この提案は32年

10月の糖業連合会常任委員会で論議された結果、採用されるに至った[uerslag

syndics∂t 1931/32:15]

[長期契約の場合]

糖業側は、精美による土地使用の一方的破棄を政庁が認めるように要求した。

すなわち、これを可能とする条項を借地契約中に含めることを求めたのである

が、糖業側との意見の交換を経て内務長官は、破棄の前に十分な期間を取るこ

と、それが不可能な場合は貸出農民に対し十分な補償を支払うことという条件

を付けてこれを許可した。なお、 1935年になると内務部はこの規定の適用期間

を1941/42栽培年迄とすると決定したといわれ、結局この方式が恐慌期を通じて

可能であった[ibid. 1931/32:15; 1933/35:21]

なお、長期契約の場合には借地料の引下げも間男であったo　従来、糖業の払

う借地料の最低基準は1918年の借地令8条の規定により、少なくとも5年毎に

米価にもとづいて決められることになっていた11)したがって、恐慌期に米価

が大きく下落したことにより5年前と額面が変わらない最低借地料の実質額は

逆に上昇し、それをそのまま払うことは糖業にとって不利であった。かくして

糖業連合会は内務部長官に対し、農民との合意で定められた借地料を新借地料

基準にあわせて引き下げることができるという条項を借地契約に盛り込むこと

を認めるように要求した。この要求は幾度かの論議と協議を経て内務部の認め

るところとなり、 1932年12月24日付けの回状により西ジャワ、中ジャワ、東ジ
1~、 、　-

ャワ各省知事に示された[//>/</.1931/32:16昔、し、.こうして33年後半期から多くの長

期借地契約には、 「借地令8条にいう最低額の改正によって、この額が契約承

認時に有効であった最低額を下回った場合には、次の使用時期の開始を以て借

地料額として新しい最低額に元々の借地額とこの契約承認時に有効であった最

低借地額との差額に等しい額を加えたものが、これについて両者の新たな交渉

を必要とせずに有効である。 」という条項が含められることになった12)

こうした糖業の栽培縮小に土地貸出農民がどのように対応したのかは、スラ

バヤとブスキについて後から詳論することになるが、一般的にいって「制限さ

れた土地は住民に返されたが、それはたいてい土地使用時期を1年間後へずら

すという条件によるものであった。そのかわり、土地占有者に補償が支払われ

た。その額は地方の状況によって異なるが、多くの場合、地税額とはぼ同額で
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あった.糖業はこの返還に際して、一般に住民側の異議申立てを経験しなかっ

た。 」 [∴〝・1933I:75]とあるように、一部の例外を除き、住民側は糖業の提案

を比較的スムーズに受け入れたと評価されてきた。また先に見たように、エル

ソンも同様の評価を下している。ともかくも、こうした形で、 1932年以降、糖

業の借地は大きく縮小し、また、それに伴って大量の解雇、貸下げといった事

態が進行したのであった。

この結果、従来から糖業は糖業地帯では農民にとって最大の現金収入源であ

ったため、糖業地帯の農村社会には極めて深刻な影響が及んだ。我々は先にト

5表でha当たりの賃金、資材購入費、借地料の変化を見たが、いまそれらの合計

が最大である1928年のf134,144 (貸金f106,268、資材購入費f5,008、借地料f22,

868)を100とすれば各年の指数は1929年97、 30年94、 31年83、 32年63、 33年25、

34年12、 35年8、 36年9となる。つまり、 30年代半ばになると糖業からのha当た

り収入は最盛期の1/10にまで落ち込んだのである。こうして、 「様々なデータ-

から1932年にはおよそ　f6,000万(借地料、補償、労賃、資材購入費)が糖業から

住民に支払われたと計算できるが、これは恐慌直前に住民の利益となった額の

50%を下回る。したがって糟業の制限は現金不足を極めて激化させた。それは特

に季節労働者を輩出している糖業地帯の農業上の周辺地においておそらく感じ

られよう。」 [ibid.:lァ]と述べられる如く、それは糖業地帯でいわゆる「現金不

足」を深刻化させることになったのである。

第2節　1930年代のジャワ住民農業

1、 1930年代ジャワ住民農業の特徴

(1)土地利用の集約化の進展

従来、ジャワの住民農業の発展は、増加する人口に対する適応過程という点

から論じられてきた。すなわち、 ∫-4表で見たような19世紀以来の爆発的な人口

増加にジャワ住民農業は基本的には耕地拡大によって対応してきたのであるが、

今世紀に入るとその余地が次第に少なくなり、それ以降は作付回数の増加を軸

とした耕地利用の集約化によってのみ、増産が可能であった時期として位置づ
けられてきた13)

事実、ト11表に示されるように1920年代になると耕地面積の拡大は停滞し、

30年代にはそれはますます困難になった。もちろん、 30年代にもト12表に示さ

れるように、かなりの耕地拡大があった地域もあるが、ジャワ・マドゥラ全体
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としては微増にとどまっているのである14)

それでは、土地利用の集約化は進んだのであろうか。ト13表は1930年代の主

要一年生作物栽培状況を一覧したものであるが、その「全作物収穫面積」欄を

見ると、収穫面積は増加傾向にあること、その伸びは30年代半ばと未に大きい

ことがわかる。また、土地利用頻度を近似的に表すと考えられる「対全耕地面

積比」の数値も基本的に上昇傾向にあるOこのように、一般的にはこの時期、

土地利用の集約化が進んだと見てよい15)

(2)食糧生産の拡大

次に、この時期にジャワの農民がどの作物を重視したのかをト13表から見て

おこうoここからさしあたり明らかになることは、次のことである。先ず、住

民農業の中で最も広く栽培されるものは、水稲(約40%)、トウモロコシ(21.7%-

26.5%上カッサバ(8.4%つ1.4%)といった食糧作物であること。次に各作物の栽

培動向を見ると、最大の比率を占めてきた水稲は30年代を通じて栽培面積が更

に拡大している。これに対してトウモロコシは年毎の増減が激しいが、全体と

してはあまり変化がない。第3に、イモ類の拡大が著しいこと、特にその大半

を占めるカッサバは30年代半ばから後半にかけて拡大が著しい。第4に豆類の

拡大もかなりに上るが、中でも大豆の伸びは著しく、40年には30年の2倍以上

になり、4番目に広く栽培される作物に成長していることが注目される。第5

に、輸出向け作物である煙草の収穫面積は減少している。

このように、この時期のジャワ住民農業は、一般的には食糧作物の栽培を拡

大させて発展したのであるoそして、このことによって1930年代の食糧事情16)

は、経済悪化にもかかわらず、一般的には比較的良好であった。特に最も重要

な主食である米の供給は、ト14表によれば全ジャワ的に大凶作であった34年17)

と37年の落込みを除けば安定していたということができる。また、トウモロコ

シは増減が激しいが、30年代後半期にはカツサバやサツマイモの供給量が増加

し、これらも食糧事情の安定化を支えたのであった18)
。
それでは、以上のような発展にはどのような背景があったのであろうか。以

下、先ずこの時期の水稲作の展開を検討することにしよう。

2、水田稲作の発展

(1)水稲作発展の構造

ト15表は、各理事州毎の水稲栽培面積とそれが水田面積に占める比率の推移

を一覧したものであるo　また、ト16表はそれにもとづいて各年の栽培面積増減
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と水田面積の増減の関係を見たものである。

両表から明らかなように水稲栽培面積は全体として上昇しているが、時期毎

に分けてみると、 1931~32年、 32~33年、 33 34年に大きく伸び、 35 36年には停

滞し、 37年以降、再び拡大している。この内、 1931 34年の拡大は342,883haで

あり、糖業の栽培縮小をト10表に見ると31年の収穫面積200,83lhaが35年には2

7,587haへと173,244ha減少しており、したがってこの時期の水稲栽培面積拡大

のかなりの部分は砂糖黍栽培縮小によるものと推定される。ト16表で理事州毎

の「a-b」の数値に期作の増加と糖業からの返遠地の合計面積とほぼ一致する

と考えられる)を見ても、その数値の大きいのはほぼ糖業地帯であることがわか
る。

この水稲栽培面積の拡大と糖業の栽培縮小との関連については、東インド報

告も次のように記述している。 (下線は引用者)

【1931年]

プカロンガン、バニユマス、ケドゥ-では、東モンスーン期に雨が多か

ったことと、砂糖黍栽培制限の結選、籾の収量は多かった。

白.(メ.1932I :67]

【1932年]

過去10年平均から見ての水稲の拡大は、主に年の後半期に比較的大きか

ったo　このlJadoe"(東モンスーン期稲)の大きな取去を進めたのは、 2つ

の事情によるO　すなわち、艶糖黍栽培の制限と、 6月に雨が多かったから

である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[/.(U933I :65】
【1933年]

過去10年平均から見ての水稲の拡大は、主に年の後半期に比較的大きか

ったO　この:'gadoe"(東モンスーン期稲)の大きな拡太を進めたのは、 2つ

の事情によるO　すなわち、塾塵星置_箪旦製選と、特に東ジャワで雨が多か

ったことである。　　　　　　　　　　　　　　　　[1.y.1934I :57]

[1934年]

過去10年平均から見ての水稲の拡大は、主に年の後半期に比較的大きか

ったo　こが;adoe"(東モンスーン期稲)の大きな拡大は、塾腰襲栽培旦遡

盤と、特に東ジャワにおける十分な降雨、そして、西モンスーン期作の収

穫が不良であったことによる　　　　　　　　　　　[/.tf.1935I :47】

これらの記事では、水稲の拡大の大きな部分が糖業の栽培縮小によって生じ

た乾季作の拡大によるものとされるのであるが、その結果、例えば1933年第2四

半期における水稲作付面積(したがって乾季作)の大増加の大半は、砂糖黍栽培

制限(1932/33年西モンスーン期には前年比で116,OOObouwの減)の影響が顕著で
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あった中、東ジャワにおいてであったと指摘される【L.E.V. 2e kwrt.1933(Bij

voegsel E.u., 8　September 1933):6]ように、乾季作稲の栽培増加は糖業の多

い中、東ジャワに集中することになる。 34年に至るまでの時期の水稲栽培の拡

大の最大の原因は、糖業の栽培縮小による乾季作の拡大にあったのである。

したがって、糖業の栽培が拡大傾向に転じる35"36年になると「前年までと比

較した水稲栽培の拡大は、主に西モンスーン栽培に求めなければならないo　早

魅と謹聴用水の不足のため、及びヨーロッパ人企業の水田使用が拡大したこと

の結果、報告年(-1936年)には1935年、 34年と比較して東モンスーン稲の栽培

は縮小したo 」 [I.L.1936(」.0.1937):1944]、 「しかし、 1935年と比べると、早

魅と濯概用水の不足の結果、そして更にヨ-ロツパ大企業の土地占有が拡大し

た結果、多くの地域で東モンスーン作の収穫は減少した」 /.v.1937I:65]とあ

るように、乾季作は減少する。そしてまた、ト16表で地域毎に見ると、栽培の

減少地域の多くは糖業地帯であることがわかる。この時期には全体として水田

面積自体の拡大はかなりに上るが、糖業地帯では農民が利用できる面積は減少

し、そのことが水稲栽培面積増加の停滞を招いたのである。

37年以降の伸びの原因については、砂糖黍栽培面積はあまり変化がないこと

から、糖業とは無関係の要因を考える必要があろう。拡大の著しい地域はハン

テン、バタヴィア、バイテンゾルフ、プリアンゲル、バニュマス、ケドゥ-、

ポジヨネゴロ、マラン、ブスキなどの諸理事州であるが、これらの多くは周辺
- I--I

部にあることが特徴的である。そして、それらの多くは水田面積自体の拡大も

大きいが、それを上回って水稲栽培面積が拡大している。以上から、この時期

の伸びは、濯糖整備の前進による水田の増加と二期作化の進展によるものと考

えられる。事実、ト16表のr合計」欄で水田面積の推移を見ると、 35年以降、ジ

ャワ・マドゥラ全体で73,043haの拡大を見せており、それは30年代の水田拡大

の約8割泉に当たる。そしてこれは、基本的には濯概整備の進展がもたらした

ものであると考えてよい1-17表は、オランダ直轄支配地における濯概整備状

況を示したものであるが、 35年頃から雨季にも乾季にも安定した給水が可能な

技術清瀬19'を備えた水田面積が急増し、その水田面積全体に占める比率も高ま

っている。この結果、水田面積の増加もこの時期に集中することになり、また、

二期作が可能な水田が増加したものと考えられるのである。

いずれにしても、 30年代を通してジャワの米生産はト13表に示されるように

31年の64,826百トンから凶作であった34年を例外にして順調に増加し、 40年には

84,770百トンと30%増しになった。それでは、こうした動きは世界市場とどうかか

わっており、インドネシアにとってどのような意味を持っていたのであろうか。

以下では、この点を籾米価格の動向と政庁の米政策の検討を通じて考察したい。
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(2)籾米価格の動向と政庁の米政策

(a)籾米価格の暴落

先ず、米価の動向を見ておこう。ト18表は1928~39年の時期のジャワ・マドゥ

ラの籾米の平均市場価格を表したものである。また、ト19表は、その内のPadi

boeloeの月毎の価格変遷を示している。 1-18表の年平均価格を見ると直ちに明

らかなことは、籾米価格は30年には低下が始まり31年から暴善し、 34年頃から

(安値ではあるが)安定し、 37年からは若干上昇することである。さて、ト19表

によれば、 20年代未の価格は規則的な季節変動を示している。すなわち、一般

に雨季作米の収穫期に当たる4~6月頃に最も安いが、その後には上昇し、いわゆ

る端境期である10　3月頃に最も高くなる。ところが、 30年10~12月期には通常の

季節的上昇が見られない。 30年末には、通常の季節的上昇を生じさせないほど

に籾価格が低下したといえよう。

こうした30年代初めの籾米価格の暴落は、国際的な籾米市場の動きと深く連

動していた。それは、先に述べたようにジャワ・マドゥラが大量の米を輸入し

ていたからに他ならない。その歴史的な推移については既に序章、 ∫-5表、 ∫-6

表で見た通りであるが、ここで改めてこの時期の米の貿易状況に関するデータ

をト20表に掲げておく。表示のように、ジャワ・マドゥラは30年代初めまでは

大量の外国米を輸入していたのである。以下、そのことを踏まえて、このよう

な籾米価格動向の背景を見ることにしよう。

ジャワの外国米市場は1929年に恐慌が勃発した時にはなお安定してお,9、米

価は他の食糧品と比べて相対的に高く滞貨もなかった1930年の最初の数ヶ月

もこの状態は継続したが、年後半期に入って激しい価格暴落が始まった　20)こ

の結果、パタヴィアにおけるサイゴン米の大取引平均価格の1922 29年平均に対

する比率を見ると、 30年には90%であったのが31年には50%、 32年には45%にまで

低下したのであった。そして、ジャワの内地市場価格はこれと連動して約2ケ

月遅れではぼ同様の動きを見せ、籾価では30年は22~29年平均の85%であったも

のが31年には50%、 32年には約40%に、米価ではそれぞれ95%、 65%、 50%へと落ち

込むことになったtinvoerverbod rijst 1932:2090】。

特に31年前半期には、サイゴン米、ラングーン米が滞貨を一掃するために安

値で輸出する必要があったこと、日本米が安価で市場に参入してきたことによ

って、外国米価格は一段と大きく下落した[L.E.V.2e kwrt.1931:11]加えて、

この年のジャワでは食糧事情が良好であったにもかかわらず、第2四半期にはそ

の低価格のゆえに大量の外国産米の輸入が行われ、このことが内地市場を強く

圧迫し、カッサバ、トウモロコシなど他の食糧作物の価格をも押し下げること

になった[Ibid.:16!こうした状況は年の後半になると、インドと中国で洪水
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の被害が出たこと、日本における作柄見通しが30年比で13%減と酎ヒし、日本米

の輸出がストップしたことなどにより、やや回復の兆しを見せたのであった[i

bid.:18].

ところが32年に入ると状況は再び悪化し、ずっと深刻なものとなった。その

原因は、米輸出国側の事情とジャワ内の事情に大別される。先ず前者では、こ

の年の前半、仏領インドシナは米輸出関税を引き下げ、またタイは米輸出促進

のために金本位制を廃止したが、このことは前年9月のビルマの通貨切下げとも

あいまって米価の引下げをもたらした。加えて、 32年末にはインドとタイにお

ける豊作見通しが伝わり、また、インドシナでは31/32年産米のストックが大量

に残っていたため、そのことも価格を押し下げる要因となった。こうして、こ

の年には世界の米価は穀物市場一般の低落を上回るペースで暴落することにな

ったo　他方、ジャワ内の事情では、先述したように糖業の栽培縮小によって米

作が拡大し、 1932年には既に127,000トンの増産になったことが上げられる[invo

erverbod rijst 1932:2091]この結果、 「1931年前半には、米市場はなお全般

的な穀物事情によって若干支えられていたが、後半期になるとこの支えもなく

なり、激しい価格低下が発生した. 」 【/.i′.1933I:161]とあるように、特に年

後半の暴落が顕著になったのであった。

(b)米輸入条例とその影響

以上のような事情によって、 33年初めのジャワの米価をめぐる状抜目ま極めて

深刻な段階に達したo　こうして、何らかの対策が必要になり、それは先ず、 3月

22日の暫定的米輸入制限令(Stbl.no.116)施行によって、米輸入を農工商部長の

許可制にすることから始まったo　この規制は4ケ月の時限立法であったが、 7月

22日には米輸入条例(Stbl.no.299)が制定され、輸入規制は引き続いて実施され

ることになった。この結果、直ちにタパヌリ、スマトラ西海岸、ベンクレン、

ランボン、バリ・ロンポク、チモールと周辺地域が輸入禁止措置の対象にされ、

そのすぐ後にジャワ・マドゥラも輸入禁止地域に含められた。更に8月初旬には

ボルネオ南部及び東部地域、モルツカが対象に入れられ、また、マナドでは輸

入禁止を漸進的に実施することになったo　こうして1933年末には外米輸入が無

制限に行える地域はスマトラ東海岸、リアウと周辺埋域だけになり、これ以外

の地域ではジャンビ、バンカと周辺地域、ボルネオ西部地域が一部輸入を認め

られるのみになった。これに加えて、政庁は同年12月16日の命令(Stbl.no.499)

で、なお輸入が許可されている地域を経由して外国米が輸入禁止地域に輸入さ

れることを禁止した【∴〝.1934I:53]以上の輸入禁止措置は、その後、各地域

の食糧生産状況や経済事情に応じて撤回されたり再施行された。したが、ズいず
/

れにせよこの条例によって植民地政庁は外国米の供給を完全にコントロ」ルす

-　37　-

し/



ることが可能になったのであった。そして、この結果、ト20表で見たように、

この年を境にしてジャワ・マドゥラの米輸入は大きく減少することになったの

である。

この条例が目的としたことは内地産米の価格引上げではなく、その価格を外

米価格から切り離すことによって安定させることであった。内地産米が望まし

い価格水準を下回る場合には外米輸入禁止によってそれを阻止し、また、望ま

しくない価格上昇は安価な外米輸入によって防止できるとするのである[Voeds

elproblemen 1940:673~674] 21)そしてまた、米価の安定によってトウモロコ

シやカッサバにもその影響が及ぶことが期待されたのであった[Memorie Toeli

chting 1934]。

この措置の結果は2つの点で重要であった。第1は籾米価格の動きである。

ジャワ内地市場価格は、 34年3月22日の暫定米輸入条例公布以降、 3月未には投

機によって一時的に急騰したが、輸入許可証発行によって鎮静化した。その後

は政庁の許可政策にもとづく取引が信頼されず、またこの年の雨季作が豊作で

あったことにもよって米価は大きく値下りし、 3月22日水準を下回る時期が続い

たが、 5月から安定化傾向に入り[L.E.V.2e kwrt.1933(Bijvoegsel e.u. 8 Sep

tember 1933):7]、 7月以降には特に2級品を中心にしてかなり安定し[I.L.193

3(F.V.1934):1333]、 33年末の価格水準は輸入米の25~40%高に落ち着いた[i.e.

1934I:42]こうしたことは、 33年の後半期、外国米価格が大きく低下した22)

にもかかわらず実現できたものであり、米輸入禁止令の意図通りに「ジャワ市

場は完全に外国市場から切り離され、実質上、地方の収穫の結果が価格を完全

に左右するようになった」 [L.E.V.3e kwrt.1933(Bijvoegsel E.〟. 8 December

1933):7jのであった。こうした状態は基本的にはこれ以降も継続し、例えば3

4年には、 4月には新米が市場に登場したことによって価格は低下傾向に入った

が、 5-8月期の価格は前年を上回った[rijstprijzen 1934:1609]と報告されるよ

うに、価格の回復も始まるに至ったoト21表はこの年の後半期の主要穀物の市

場価格を33年同期と比較したものであるが、籾米価の上昇を明確に示している。

また、 35年前半期の状況に関して経済部長官は「1933、 34年にはなおしばしば

見られたデサにおける不合理な低価格は、滅多に発生しなくなった。 」 Econo

mische Zaken 1935:429]と述べており、価格安定が更に進んだことが窺われるO

こうして、先に見たト18表に示されるように、ジャワ・マドゥラにおける籾米

の市場価格は米輸入規制によって次第に安定していったのである。

第2は、上に述べたこととも関連して、インドネシア内の米の島喚問交易が

活発化したことである。ト20表右の数字はそのことを示しているが、特にジャ

ワ・マドゥラから外領への輸出の増加が目立っ。それは、ジャワの米市場は外
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国市場からの独立によって需給関係に規定されるようになったが、 33年乾季の

糖業の縮小による食糧作物の大増産の結果生じた新たなストックの激増が市場

を悪化させる危険があり、これを防ぐためにジャワその他の米剰り地域の米を

外領へ輸出することが政策的に進められたことによる[Directeur L.N.H. 1933

:402]すなわち、 34年には外領の特定地域にジャワ米輸入を義務付け、一定の

距離を越える米輸送には輸送割増金が輸送会社に交付されることになったCopk

oopprijzen padi 1934:472]　ただし、ジャワが外国米輸入を停止したことによ

って先述したようにジャワ米の価格は外米より高くなり、そのことは特に両者

の価格差の大きかった東スマトラなどでは不利であったので、政庁は2月25日か

ら、外米輸入禁止地域でも状況次第では外国米輸入を許可し、その場合には両

者の差額に応じた額の許可料を徴収することにした(Stbl.1934 no.85)[Voedse

lproblemen 1940:674]o23

ト22表は、こうしたことによって促進された34年の島喚問交易の状況を一覧

したものである。表示のように南セレぺスとバリ・ロンボクなども余剰米を出

すがジャワからの輸出が最大であり、外領のほぼ全域への輸出が行われている。

このようにして、ジャワでは米の増産によって自らの需要を基本的に満たすこ

とができるようになっただけではなく、かなりの量を外領へ輸出するまでにな

ったのであった。この結果、インドネシア全体の外国米輸入は30年代後半期に

は大きく減少することになった。このことは、国際的には19世紀後半期以来の

東南アジア植民地間の分業体制が解体の方向に向かいっつあったことを意味し

ていよう。

(3)ジャワ米の流通構造とその変化

(a)流通の構造

それでは以上に述べたような30年代米市場をめぐる変化は、ジャワの農良経

済にとってどのような意味を持つものであっただろうか。この点を考えるため

には、当時、農民の生産する米がどのように流通していたかを見なければなら

ない。

ト23表は、 1930~32年の各理事州毎の米の過不足状況を見たものであるが、ク

ラワン、インドラマユ、ジュンプルなどの地域が多量の米を輸出しているのに

対して、バタヴイア、プリアンガン、スマラン、スラバヤなどは需要を満たす

だけの生産が上がらず、大量の輸入が必要である。このように、米はジャワ内

でも地域間でかなりの量が移動していたのであった。したがって、米は最重要

の主食であるとともに商品でもあり、農民にとっては貴重な現金収入をもたら

すものであった。生産される米の内、どの程度が販売されるかについては確定

することが難しいが、 1933年に書かれた報告によると40%程度が地方市場で販売
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される[invoerverbod rijstl933:2090]とも、 40　50%が商業流通に入り、残りは

栽培者が直接に消費するか近隣で現物支払いなどに利用される[rijstjaar 193

3:2112]ともいわれ、かなりの部分が商品化されていたことになる0

さて、籾米の流通市場は大きく2つに分けられる。第1は、最終的には精米

所に行き着くコースであるが、農民が直接に精米所と取引をすることは滅多に

なく、西ジャワではtengkoelak、中ジャワではbakoel、東ジャワではwlidjoと

呼ばれる中間商人が介在するのが普通である。彼らは以前には精米所から前貸

金を受け取って農民から籾を買い付けて精米所に納入していたが、恐慌期に入

るとこの前貸金はほとんどのところで交付されなくなり、庶民銀行やデサ銀行

からの借入れによる自己資金で活動を行うようになった。また、以前には精米

所は彼らに対して籾1ヒoコル当たり5 10セントの割増金を払っていたが、これも恐慌

期にはほぼなくなったという。また精米所の中にはデサ内においた専属の代理

人に買付けを任せるところもあるが、この場合には、買付価格は中間商人より

も高いといわれる[opkoopprijzen padi 1934:467　469],

それではこうした経路で流通するのは、米の生産のどの程度を占めるのであ

ろうか。ト24表は1928　39年の時期における精米所加工米が籾の生産高に占める

割合などを示したものである。ここからわかることは、精米所の活動は西ジャ

ワ、東ジャワ、申ジャワの順に活発であること、 34年から比率が急激に上昇し

ていること、そして最大でも精米所に流れる籾はせいぜい20%程度であるという

ことである。先に34年の段階での米の商品化率が40~50%であることを述べたが、

この表の同年の精米所加工米比率12%と比べると、精米所へ行き着くルートは米

流通の中では小部分であるにすぎない。それは、精米所で機械穐きされる米の

価格はデサ内の価格水準と比較すると一般に高すぎるためそこに還流すること

が困難であり、定期的に消費するのが主としてヨーロッパ人、印欧混血人、東

洋外国人、インドネシア人上層及び都市住民に限定されており、これ以外では

消費者の3%程度が米価が安い時だけこの米を消費するにすぎないからである[E

conomische Zaken 1940:511,519)　しかし、精米所による籾の買上げは、 「米

価は地域的には、損失を出したためにストックを抱えることに対して極めて慎

重になった買上商人と精米所の活動の減少によって大きく影響された。」 [I.L.

1931:3.、 「物価水準全般を規定するものとして決定的な意味を持ち、これに

よってトウモロコシ、サツマイモなど他の住民作物の内地価格も間接的に影響

を受ける。 」白・1ノ・1938I:185]といわれるように、その農民経済に及ぼす影響

は大きかった。

米流通の第2のルートは、米商人(bakoel beras)によって農民から買い上げ

られた籾が、彼らの手で米として売られるケースである[opkoopprijzen padi
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1934:467　これらの商人は買い付けた籾を数百~数千ヒDコルの小量に分けて貯蔵

し、端境期になるとそれを高値で売るのであるが、この場合、籾は前貸制で契

約された米掲き女(toekang noetoe)により手鴻きで精米きれ、いわゆるカンポ

ン米としてデサに還流する[rijstjaar 1933:2112]。すなわち、これらの消費者

は一般の農民であり、それは住民の80%以上を占めるといわれる[Nota fabriek

rijst 1940:519)],

さて、農民が以上のような形で稲を販売するのは主として雨季作の収穫期で

あり、また、価格が年間で最も安いのでこの時期には米商人や精米所は買付け

に大きな関心を示すことになる。逆に、 1~3月の端境期には販売はほとんど行わ

れず、この時期には農民はなおストックが残っておれば自家消費に充て、また、

精米所も雨季作稲のストックを十分に持っている[opkoopprijzen padi 1934:4

72　そして、農民にとってのこの販売の性格は、ブルヘルが「古典的な、米を

保存し徐々に自家消費するというジャワ農民像は大きく変化している。また、

以前には農民の販売するのは余剰部分のみであったが、現在はしばしば大半を

販売し、このため、たいてい自家消費に十分な量は残さない。 20年代、ドゥ・

フリース(De Vries)のパスルアン調査から既に農民のストックの少なさが明ら

かにされており、農民は副収入を求めて後に商人から米を買い戻すのである。

-　多くのジャワ農民は避けることのできない現金支出を埋めるためという、

差し迫った必要から米を販売したのであって、恐慌の結果生じた困難は、これ

によって極めて深刻なものとなった。米の代わりに、彼らはカッサバのような

価値の低い食糧で満足しなければならなかったo 」 【Burger 1975, vol.2:45]と

述べ、また32年の収穫期の報告が「稲の豊作の結果、現在に至るまで食糧事情

には何ら間蓮はないo　しかし、農民が現金支払い義酎地税、銀行への支払い、

肥料代など)を遂行できるためには、収穫の異常に多くの部分を販売しなければ

ならない可能性がある。」 【L.E.V.2e kwrt.1934(bijvoegsel E.U. 2 September

1934):11]と指摘するように、一般的には必要部分にまで食い込んだ形での窮

迫的性格の憩いものであったo　したがって、こうした販売ではいわゆる青田買

い(idjon)が盛行することにもなる　24)

(b)流通の変化

さて、 30年代初めの米価の暴落によって、籾米の流通は一時的に停滞した0

例えば31年の農業報告を見ると、 「全般的な状況を見て第1に指摘できること

は、本年は農産物のストックが大きい状態で始まったことであり、これは1930

年最終四半期の極めて激しい価格低落によって促進された。借金の返済や税支

払いのた馴こ売らなければならない者だけが売却した。富農や商人は投機目的

で売控えしたo 」 [I.L.1931:3]とあり、経済的に余裕のある農民は低価格を嫌
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って販売を一時控えることになったo　また、逆に精米所の側も、 32年第2四半期

には「米の新収穫の到来によって多くの地域で人々は米を売ろうとしているこ

とが観察されるが、精米所からの需要は少ない○　例えばクラワンの精米所は3月

末現在26ヶ所が操業していたが、この数は6月末には51にまで上昇した。したが

って、現在なお17が操業停止状態にあることになるo　この報告四半期の最終月

に至るまでにこれらの精米所が買い付けた籾は1,200,000ヒoコルであるが、通常の

精米能力は20,000,000 25,000,000ヒoコルであるo状態のよくない地方では、籾は

ほとんど売れなかったo」 [L.E.V.2e kwrt.1932(Bijvoegsel e.u. 2 September

1932):11]とあるように、利益の減少のために買付けを減らし、操業を停止す

るものが増加したo　そして同年12月の報告に「精米所は、極めて低価格ではあ

るが、少なくとも・ -　通常の量を買い入れるようである。しかし、籾米その

他の食糧作物の取引は精米所においてもその外側においても、現在、全く不活

発であるo　多くの大規模農民は通常よりもずっと多くの(籾の)ストックを抱え

ているo 」 [afdeeling landbouw 1932:390]と述べられる如く、籾米を初めとす

る農作物の取引は全般的に低迷したo　こうした状態は33年第2四半期の報告に

「デサ内に平常時を上回る籾のストックがあるといわれるが、特にそれは富裕

層の手で保持されているO 」 [L.E.V.2e kwrt.1933(Bijvoegsel e.h. 8 Septem

ber1933):7圧あるように、翌年前半期まで続いたoすなわち、米の低価格、

それによる精米所の不振などの影響で、比較的生活に余裕がある富農層を中心

にした籾米の売控えが発生したのであった。

ところが、米輸入規制が施行された後の12月の状況を見ると、 「(ジャワ米の

外領輸出によって)年末になると市場を圧迫していた滞貨は日に見えて減り始め」 、

「国内市場はかなりの販売量を示し好調であったo　旧ストックは次第に動き始

めたo 」 [ibid.4e kwrt.1933(F.^.1934):361,362]とあるように、籾取引は再び

活況を呈し始めたのであった。　　　　　′

それは、米輸入制限によってnx外戚の米需要を満たすものが、従来の外国米

からジャワの精米所米に代わり、その結果、精米所の経常が安定したこと[Aan

teekeningen voedselsituatie 1936]、加えて、この時期には装置の近代化によ

り精米所の生産能力自体も上昇したこと[Voedselproblemen 1940:677 678日こよ

って、精米所の営業が拡大したことによるoト24表で見た通り、 34年からその

生産高は急増しており、精米所がジャワの籾米流通に占める比重は拡大した。

この意味では、米輸入規制を契機とした米市場の変化は精米所に利益をもたら
したということができる　25)

しかし、このことは農民にとっては必ずしも利益とはならなかった。この時

期には輸入禁止措置の結果、籾価が米価よりも相対的には有利になり、農民の
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籾販売が促進されたというが、 「他の現金収入源がなくなり、しかも税負担や

負債の増加の結果、農民は従来にもまして大量の籾を販売せざるを得なくなっ

た」 [Aanteekeningen voedselsituatie 1936]と指摘される如く、その窮迫販売

的性格は変わらなかったのである。加えて、精米所への籾販売の増加と米価の

上昇は、後述するように米の増産にもかかわらず農民の食糧事情をむしろ要化

させ、主食がカッサバなど他の栄養価の低い安価な作物へ移行する傾向が強ま

ったO　そして外~国産米を輸入してこれを補うことも、 1936年のギルダー切下げ

により外米価格はジャワ米価格とはぼ同様の水準に至ったので、住民の購入可

能な価格で提供するには政庁の補助が不可欠であり、困難であったのである[V

oedselproblemen 1940:682]

こうしてみると、 34年以降の米市場の回復は必ずしも農民経済にストレート

に安定化をもたらすものではなかったといえるのである。

3、大豆栽培の拡大

次に、 30年代に栽培拡大が最も著しかった大豆について、その事情を検討し
ておこう。

(1)ジャワの大豆栽培の特徴

大豆はジャワでは最も重要な蛋白源の1つであるが、豆のままで間食あるい

は副食として消費されるのは小量に過ぎず、大半は加工される。普通、大豆は

豆の色によって白大豆と黒大豆に分けられるが、前者からは豆腐、後者からは

ケチャップや醤油などが製造されるo　したがって、大豆は基本的には内地消費

ではあるが、一般に生産農家からこれらの製造業者に販売されることになる商

品作物である[Koens 1948a:268,270】o　ブルヘルによれば、ほぼ2/3程度が販売

されるという[Burger 1976 vol.2:44]

インドネシアでの栽培は外領ではほとんど行われておらず、ほぼジャワのみ

に集中しているo　その栽培は水田作と乾地酌こ分けられるが、ト25表に示され

るように水田作が中心であり、しかも次第にその比率が上昇している。ドゥ・

フリ~スによると、水田での雨季稲作の後作としての大豆栽培(kedelee oenga

ran)はジャワのほぼ全域で行われるが、周年濯潅田で稲収穫直後の5-6月に播種

し、 8~9月に収穫する栽培が最も多いというo　この後、可能なところでは更に2

回目の大豆栽培を実施したり、あるいはトウモロコシ、落花生などを作る場合

もあるO　栽培は大豆単作の場合もあるが、トンガツタ豆やトウモロコシと混作

されることもあるo　他方、乾地作の場合は雨季入り直後(laboehan)に播種し、
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更に2回目の雨季作として雨が少なくなった時期(marengan)にも播種する。た

だし、水田作に比べると手間がかかり、それほど多くなかったという【Vries1

932:599,600,611,627　628,632~633],

ジャワにおける生産の中心はト26表から明らかなように中、東ジャワである。

中でもジャバラ・レンバン理事州とブスキ理事州は毎年、定期的に他地域へ輸

出するだけの余剰を出し、ポジョネゴロ理事州も生産量は少なかったが輸出を

行ってきた。またマディウン、クディリ、マラン理事州はほぼ自給可能なだけ

を産出し、スラバヤとプカロンガンも30年代に入って自給可能になった。これ

に対して、スマラン、ケドゥ-、ジョクジャカルタ、バニュマスなどは大消費

地であり、輸入地域であった【spoorvervoer kedelee 1935:219]。 1-27表は193

3年におけるそうした状況を示したものである。

さて、ジャワの大豆は1920年代にもト25表に示されるように栽培は徐々に拡

大してきたのであったが、それだけではジャワ内の需要を満たすことができず

ト28表に示されるように大量に輸入してきた。輸入大豆は全ていわゆる「大運

大豆」、すなわち旧満州産大豆であり、三井物産を初めとする輸入業者の手で

スマラン、スラバヤ、タンジュンプリオクなどへ運ばれ、ここから華人ブロー

カーの手に渡って流通した[Blokhuis 1931:586 591],ところがト25表、ト26表

で見たように1932年頃からジャワ内の生産が急増することになり、 33年には東

ジャワで約30,000トンの過剰生産を出すに至ったと報告される[Nota 4de Afdeel

ing1934]そしてこれとともに輸入量は減少し、 36年からはジャワ内需要を満

たすだけでなく1-29表に見るように一部を輸出するようになったO

(2)大豆増産の背景

それではこうした増産の背景は何であろうか。先の表から明らかなように、

この時期には栽面積増の拡大と単位面積当たり収量の上昇がともに見られる。

先ず前者は、糖業の栽培縮小との関連が酎、。すなわち「ちょうどいくつかの

重要な糖業地帯において住民により多くの大豆が栽培されていることから、解

放された土地はこの栽培の拡大に大規模に利用されたといえるO ・ - 1930-

34年の時期には解放された蕉園の一部にしか大豆が栽増されず、残りにはおそ

らく主としてトウモロコシと他のいわゆる『蓑作物』が栽培されたと考えられ

る1934年以降には、これらの作物はますます大豆に代えられていった。 」[s

ltuatie Kedelee 1938:644]とあるように、農民は糖業からの返遠田の一部に大

豆を栽培し、それが次第に他の作物を圧倒していったのである。こうして「砂

糖黍栽培の縮小は、結果として既に拡大しつつあった大豆栽培を極めて強く刺

激した」 [Memorie Toelichting 1933;のであったO　したがって後者の単位面積

当たり収量の増加も、これと関連が深い。すなわち、収穫面積の大拡大は主と
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して糖業地帯の濯概水田においてであり、もともとha当たりで高収量を実現し

てきた地域で発生したからである。ただ、同時にこの時期には、政庁農業指導

局の仲介によってno.29(白大豆)、 no.27(黒大豆)、 nol6(黒大豆)といった新し

い高収量品種が広まったこともこの原因の1つであった[situatie Kedelee 19

38:666~667],

しかし、それでは農民はなぜ他の作物ではなく、大豆を選訳したのであろう

かo　この間題を考えるには、価格の推移を検討しなければならないo

ト30表は1927~37年の白大豆、黒大豆それぞれの月毎の内地市場価格の動きを

示したものである。ここから見ると、価格低下が目立ち始めるのは30年後半か

らであり、以降も白大豆は36年まで、黒大豆は34年まで下降が続く。そして、

白大豆の場合は37年から価格が上昇し、黒大豆では35年から始まった上昇が36

年には再度下降し、 37年には上昇に転じる。このように30年代前半から申ごろ

まで大豆価格は下降傾向にあるが、その下がり方のペースは34年以降にはずっ

と緩やかになり、この時期以降、大豆価格は比較的安定する。

そして、価格低下が激しい時期についても、 1930~32年には他の作物と比べる

と価格低下は相対的に小さかったと指摘される。つまり、この時期には大豆価

格は相対的に高かったのであり、それが33年までの栽培拡大の背景の一つであ

ったo　ところが、 33年中ごろになると満州大豆の価格が暴落し、また、 33年の

大増産の結果、ジャワ内価格も大きく下がることになった[situatie Kedelee

1938:644; Bruyn 1941:35],加えてこの年の後半期には約70,OOOhaの砂糖黍栽

培制限地が農民に返還され、 34年には大豆栽培が更に拡大して状況が一層悪化

することが見通された[Memorie Toelichting 1933],

こうした状況の下で、植民地政庁はジャワの大豆栽培保護のために、 34年2月

24日、先に述べた米輸入条例を改正し、第1条の「米」という表現を「米、大豆、

醤油、味噌」に代えることによって大豆と大豆製品も輸入許可制の下におき、

通常の輸入関税の他に輸入許可証交付手数料として100kg当たりfO.75の特別支

払いを求めることにし[Stbl.1934 no.85]、事実上の輸入制限に踏み切ることに

なったo　この手数料は3月31日には更にfl.25に引き上げられたが、この効果は

すぐに現れ、 1月にf3.85/100kgであった大連大豆のスマランでの価格は3月未に

はf5にまで上昇した[L.E.V.le kwrt.1934(f.A/.1934):902],こうして先に見た

ように大豆輸入は35年から激減し、また、味噌、醤油輸入も大きく減ることに

なったのであったo　また、鉄道も、ト31表に示されるように2月20日から大豆輸

送運賃を20%引き下げて、ジャワ産大豆の輸送条件を改善した【L.E.V.le kwrt.

1934(F.A/.1934):902;こうして、 34年以降、ジャワ産大豆の価格は相対的に安

定し、 36年までは大連大豆を上回ることになる【situatie Kedelee 1938:647

-　45　-



これに加えて、ジャワ産大豆は売行きも好調であった。例えば、 1935年第2四

半期の状況を見ると、 「多くの方面から大豆買付けに対しての高い関心がある

ことが明らかになった。通常の中間商人が関心を示したのにとどまらず、何人

かの華人大商人やある重要なヨーロッパ商社も大規模な買付け準備をしているO

こうした状況であったので、大豆価格は多くの地方での大豊作にもかかわらず、

1934年価格からそれほどは下がらないであろ-うと予測される。白大豆の価格は、

多分前年を上回るであろうO 」 [L.E.V.2e kw.汁.1935(5.サ.1935):1397つ398]i二

報告され、続く第3四半期にも「取引では新収穫大豆買付けに十分な関心がある

ことがすぐに明らかになった」 [Ibid.3e kwrt.(E.AU935):1938]と述べられる。

更にこの時期には増産によって供給がジャワの需要を上回り価格が暴落するこ

とが心配されたが、これを防ぐために6月には外領の一部について外国産大豆の

輸入を禁止し、ジャワ産大豆の販路を広げる措置がとられた[ibid.]

以上のように、大豆栽培の拡大は前半期にはその価格が相対的に高かったこ

とによるものであり、また後半期には輸入禁止令が後半期の価格安定を導き、

版籍が十分に兄いだせたからに他ならなかった　26)大豆は、一貫して有利な商

品作物としての地位を保っていたのである。

4、トウモロコシとカッサバ

米と大豆の価格動向が輸入を通じて世界市場の動きに直接的に左右され、そ

れゆえに輸入規制が実施されねばならなかったのに対して、トウモロコシとカ

ツサバの場合は事情が異なっていた。

ジャワのトウモロコシは水稲と並ぶ主要な食糧であり、その栽培は水田作と

乾地作に大別されるが、ト32表から明らかなように乾地作が全体の3/4を占める。

そして、例えば1931年の乾地作収穫面積は乾地全体の33.4%を占めることから示

されるように、乾地では最も重要な作物であった。乾地作は栽培時期から一般

に第1回作と第2回作に区分することができ、前者は2-3月頃、後者では7-8月

頃が収穫の最盛期となるH L-1931(bijlage e.u.% sept.1932):6],また、申、

東ジャワでは水田の主要な裏作であり、各地で西モンスーン前作(voor-westmo

esson aanplant=laboehan mais、作付は10月から11月初め)、西モンスーン後作

(na-westmoesson aanplant、作付は稲収穫後、すなわち乾季作)の年2回の栽培

が行われるが、西ジャワでは乾地作だけである[Bruyn 1941:29],

きて、ジャワのトウモロコシの主産地は乾地作ではマドゥラ、マラン、ブス

キ、ポジョネゴロ、ケドゥ-、スラカルタ、ジャバラ・レンパン、バニュマス、
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水田作ではポジョネゴロ、ジャバラ・レンバン、マラン、プカロンガン、ブス

キ、クディリ、スマランであるが[I.L.1933(」.*U934):1335]、これらの地域を

中心とした生産は内地消費量を上回り、ト33表に示されるように一部はオラン

ダを初めとするヨーロッパ諸国や日本に向けて輸出されてきた。ところが、表

示のように29年に半減したヨ-ロツパ向け輸出は30年にはほぼゼロになり、代

わって日本及び中国向け輸出量が増加したものの、全体としては輸出が大きく

減少した。しかし、ト34表で1925 40年の時期の生産量に輸出量が占める比率を

見るとごく僅かにすぎない。大半は内地消費向けなのである。

したがって、トウモロコシの内地価格は世界市場と直接に連動するものでは

なく、基本的にはジャワ内地の需給関係に規定きれると考えられる。しかし、

同時に、米と並ぶ主食であるがゆえに米価の影響を受けることになり、それを

通して間接的に世界の穀物価格の影響が現れることになる。ト35表に示される

内地価格の動きがほぼ米と同様であるのは、そのためであると考えられる　2?)

さて、その栽培動向は、価格動向と必ずしも相関関係にはない。それは、トウ

モロコシが重要な主食であること、更に水田では米や大豆、乾地ではカッサバ

その他と競合関係にあることなどによるものである。ただし、こうした諸関係

には地域的な差が大きく、一概には論じられないので、後にスラバヤとブスキ

に関して具体的に検討することにしたい。

次に、カッサバが30年代後半期に大拡大した背景を考えておこう0

カッサバはト36表に示されるようにほとんどが乾地で栽培される。作付は最

も少雨の819月を除けば、年中可能である。その後、 10ケ月程度を経て収穫期を

迎えるが、これを過ぎるとイモが木化して食用にならなくなる。また、たいて

いの場合は主作物として栽培されるが、陸稲や落花生の間に間作されることも

あり[Koens 1948b:178,186]、 31年にはその拡大が見られた[L.E.V.2e kwrt.19

31(mrl432/31):17!栽培の中心地はスラカルタ、マドゥラ、マディウン、クデ

イリ、ポジョネゴロ、スマランなどである[I.L.1933(f.*U934):1336],

きて、カツサバも主食として利用され、 1938年の数字では1人当たりの年間

消費量は180kgといわれるが、これらはスライスしたものをゆでて食べたり、干

しイモであるガプレク(gaplek)を粉にして蒸したり、あるいはご飯に混ぜて蒸

したりして食べる[Koens 1948b:189,195],自家消費して余る部分は農民自らの

手で、あるいはカッサバ企業に販売されて、ガプレクやタピオカデンプン(tap

loca一meel)などに加工されず、その生産量は米、トウモロコシの収穫如何に大

きくかかっている。カッサ.両ま基本的に米、トウモロコシの補助食糧であり、

これらの収穫が不良の場合;,{にはカッサバの自家消費が増加するからである[Bru

yn 1941:32],

mm

t=<
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ところで、この加工品は欧米などではアルコール製造原料や家畜飼料として

も需要があり、主として西ジャワ産のものが輸出されてきた。その状況は1-37

表に示されるが、 20年代末から激減し、 37年にはかなり回復している。こうし

た動きの基本的な原因は製品価格の推移に求められる。いま、カッサバ加工品

の主力であるガプレク粉(gaplek-meel)の輸出価格の推移を見ると、 30年に100

kg当たりf6.30からf2.20へと低下し、 34年にfO.60と底値を記録し、その後、上

昇傾向に入り、 37 38年にはf3近くにまで回復、 39年9月の第二次大戦勃発後に

は大きく上昇して40年1月にはf4.20にまで達したという[Bruyn 1941:33~34].

この結果、例えば価格が低下した時期には、 「タピオカ製品の価格が極めて悪

かった結果、近年の輸出は大きく後退した。特に30年末、価格が大幅に低下し

たので生産した作物を輸出のために加工することは原住民にほとんど利益をも

たらさなくなり、この結果、自家消費分として必要な分だけ掘り出して後は芋

を土に埋めたままにしておくことになった。」 [uerゴ/∂g Hande11930:223　と報

告されるように、農民は加工品作りや企業への販売に向かわなくなるのである。

したがってまた、 37年の輸出増加の背景には価格回復があったと見られるので

ある。

しかし、ト34表から明らかなように輸出量が生産量に占める比率は決して高

いものではない。カッサバもトウモロコシと同様に、大半は内地消費に向けら

れているのである。したがって、価格に対する世界市場の規定性もやはり間接

的であると見られるo　実際、ジャワ内地価格は必ずしも輸出価格の動向と同じ

ように推移するのではない。卜38表、ト39表に示されるカッサバとガプレクの

内地市場価格は、最も低いのはガプレク粉輸出価格と同様に33年末から34年初

にかけての時期であるが、 34年後半期から回復した価格は36年には再び低下す

るなど、動きはより複雑である。

さて、 30年代後半期の栽培拡大の背景の1つは、表示のように内地価格が前

半期に比べて相対的に上昇安定したことにあると考えられるが、それに加えて

次のような事情が影響しているように思われる。

1936年の植民省宛のある報告書によれば、 「この現象(食糧不足のこと-引用

者)は、主席鯉、大なり小なり現金収入に依存してきた住民の一部が、年間の
ある斯間、あるいは時に年中通してよりよい食糧を購入できないほどに貧困化

したという状況の結果として見なければならない。このグループの規模は、近

年、疑いなしに拡大したので、質の劣る食糧への需要は増大し、増産にもかか

わらずそれを完全に満たすことはできなくなった。しばしば、そして特に端境

期にその食糧事情が問題となり政庁の対策をとらせたのは、これらの人々であ

るo　その屋敷地や耕地がある期間、ほとんどあるいは全く何も生産しないので、

-　48　-



収穫や借入れからの収入が新収穫の前に底をついてしまうのは、特に非土地占

有者であるが、小土地占有者の場合もこれは珍しくないようだ。 」 Aanteeken

ingen voedselsituatie 1936]とあり、現金収入減少の結果、下層農民を中心に

して主食が米からより質の悪いものへと変化したことが指摘される。

こうした傾向は、 1930年に「経済状態の要化のため、原住民は1930年にはそ

れまでに増してトウモロコシとガプレクを多く消費するようになった0 」 uer

sJ柑舶′?</<?/ 1930:223]と報告されるように、既に30年代初めの段階から始まっ

ていたが、顕著になったのは34年頃からであったと考えられる。そして、それ

はおそらく、先に述べたように米輸入規制によってジャワの籾米価格が安定し、

農民の精米所への籾販売が増加したことと関連があろう。すなわち、米価が相

対的に上昇したことが、主食の中味を変化させたのである。この結果、政庁経

済部長官の40年2月の書簡によれば、米の増産にもかかわらずジャワの住民1人

当たりの米消費量は1925 28年平均の87.8kgから36 39年平均では82.2kgに低下

することになった[Economische Zaken 1940b]逆に、1936年のある覚書に「カ

ツサバとサツマイモの35年栽培の大きな伸びは、 1つには34年凶作に対する正

常な反応であるが、いま1つは安い食糧への需要シフトの結果である。」 [Aant

eekeningen voedselsituatie 1936]とあるように、カッサバなどの主食として

の利用が増え、そのことによってこれらの作物の栽培が拡大したのであった。

先に見たカッサバの30年代半ばからの著しい増産は、こうした事情の反映でも

あったといえよう。

第3節　農民経済の変化

1、 「現金不足」の深刻化

きて、これまでの恐慌期の経済に関する研究では、前章で紹介したように「現

金不足」の深刻化という点が共通して強調されてきた。すなわち、恐慌による農

企業の不振、農産物価格の暴落によって農民の貧困化が進行したという点では

認識は共通している。しかし、その結果、住民経済が自給化したか否かという

点では、見解の相違が見られたO以下で右打"盲のことをも含めて「現金不足」と

いわれてきたことの中味を、今少し検討してみることにしたい。

先ず、この時期の農民の経済状況の推移を概観するために、主要な税である

地税の納入状況をト40表から見ておきたい。この時期には、経済状況の酎ヒに
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伴っていわゆる「恐慌減額」という形で1932年以来減額措置がとられ(その数値は

減免額の「その他の理由」欄に表される)、28)この結果、 「C,実際の徴収予定額」

はかなり減少するのであるが、それにもかかわらず滞納が急増している。そし

てそれは33年にピ-クとなり、その後、徐々に減り始めるが30年の水準に戻っ

たのは38年のことであった。こうした滞納増加の原因として東インド報告は「現

金不足」[/.」/.19321:88; 19331:27; 19341:29上　あるいは恐慌減額が不十分

であったこと[I・亡′.1935I:25]を上げているが、それは農民の経済状況をほぼそ

のまま反映していると考えられようO　すなわち、ジャワの農民経済は一般に31

年頃から恐慌の影響を強く受けるようになり、 30年代中ごろに最も深刻な状態

に至り、後半期に入って徐々に回復に向かったのである。

2、 「現金不足」の中味

それでは、 30年代半ばに最も深刻化した「現金不足」とは農民経済にとってど

のような中味を持つのであろうか。この点を、 1932~33年にケドゥ-理事州クブ

メン県のクトウイナングン(Koetowinangoeng)郡で実施された15家族を抽出した

家計調査から見ておこう0 1-41表は同調査による1家族当りの平均収支を示し

たものであるO　先ず、収入支出とも1933年は32年の半分以下に落ち込んでいる

ことが目につくo　特に支出の減少は大きく、経常支出は1/3に縮小しているが、

このことは生活の切詰めを意味するものである。特別支出は更に大きく削減さ

れているが、このことは農民が借地や土地購入などで積極的に経営を拡大する

といったことを止めたことを意味していよう。次に収支に占める現金の比率を

見ると、いずれの項目についてもかなり高く、しかも33年にもあまり変化して

いないことが注目される。

この点について、ブーケは、農民が現金収入を充当する必要があるのは、地

税や銀行負債のような高額の債務のためだけではなく、 「日常の生活維持(塩、

石油、煙草、唐辛子及び現在では米への出費も含む)と衣料、交通費をも外部世

界に依存してきた」からであると述べ[Boeke1940, dl.1:68上ドゥ・フリース

も、あらゆるカテゴリーの人々に現金の使用は普遍的に見られ、農民は日常的

に生活必需品の購入のために小額の現金が必要であり、デサ内の貧困層もどれ

ほど少なくとも現金収入を欠かすことは不可能であったという[Vries 1937:43

2]oすなわち、こ・の時期にも現金は農民生活にとって不可欠のものであった。

それゆえ、現金不足とは、ジョヨハディクスモ(Djojohadikoesoemo)が「イン

ドネシアの家計にとってもっとも重要なことは、大きく低下した現金収入との

関連で現金支出がどれほどの額になるかということである。中央統計局の資料
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によると、残念ながら現金支出の低下は現金収入の低下とは比べものにならな

かったo　農産物収入と賃金はそれぞれ70%、60%以上、また借地料収入もかなりの

程度低下したのに対して、現金支出の様々な構成部分はその下がり方がずっと

弱く、テンポも遅かった.地税の低減は33射こ過ぎず、石油や消費財は50別訣下

しか下がらなかったo　学費や電車賃、バス代は一定していた。このような支出

に比べての収入の大幅な減少、状況に完全に対応できないということが、住民

の中に現金不足を発生させたのである」 [Djojohadikusurao 1952:23]と指摘する

通り、収支バランスの悪化に他ならなかった。

3、 「現金不足」に対する農民の対応

それでは、こうした状況に対してジャワの農民はどのように対応したであろ

うかo　第1にそれは、東ジャワ省知事が「彼らは驚嘆すべき適応能力を持って

いることを示している。彼らはこのショックを可能な限り生産物経済に切り換

えることによって吸収するo 」 [MvO OosトJava 1933:37~39]と述べるように、

現金支出を最低限まで切り詰める形をとった。それは先ず生活の切詰めとなっ

て現われるo　例えば、収穫後のスラメタンの簡略化(牛の代わりに鶏を料理に用

いるなど)、普通はこの時期に購入する新しい着物を買わないで済ませる、主食

を米から自作のトウモロコシやカッサバに変える、あるいは自作の米を売って

より安いトウモロコシを購入する、バティックの代わりに安いプリントのシャ

ツで我慢する、鋼製の鍋などをブリキ製のものに変えるといったことが行なわ

れたo　次に、現金による取引は次第に後退し物々交換、たとえばヤシの実と鶏、

籾と石油の交換といったことが盛んになった[Bijvoegsel E.礼,2 Sep.1932:ll

12; E.帆,16 Dec.1932:983; Lette 1933:31~32,41 42,64],加えて、 「収入が

常に減り続け、また労働力の供給が増大したことによって、土地貸出しを含む

土地耕起、原住民作物の植付け、維持管理のコスト、デサ内の貸金は大きく低

下した。現金収入の不足が深まるにつれて、これらのコストはますます現金に

代わり現物で払われるようになり、各地で相互扶助が束められた。 」 [Lette 1

933:31]、 「予想し得た通り、相互の土地貸借は特にここ数年来大きく減少した」

[Bijvoegsel 」.#.,1932:13】とあるように、住民農業においても現金を伴う諸関

係が後退し、現物支払いや相互扶助に切り換えられていった。

これらのことは、いわば消極的・防衛的な対応であり、従来、 「自然経済への

回帰」として指摘されてきたのであるが、先に述べたことからも明らかなように

農民経済にとって貨幣は不可欠であり、これには大きな限界があった。それゆ

えにまた、農民は以下のように積極的に現金収入を増やすことによって現金不
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足を乗り切ろうと努めたO

先ず住民農業では前述のようにこの時期、大豆栽培が拡大したが、それは、

米価の下請という事態の中で、農民は比較的有利な形で現金収入をもたらす作

物として大豆を選択したことを意味している。全体として作付頻度が上昇した

ことも、こうした対応の1つとして位置づけることができよう。

次に、この時期のジャワでは農外産業の拡大が見られるのが特徴であるが、

それは「確実に運行する労働機会の減少のために、住民は以前にもまして工業

や商業から副収入を得ようとしたo　かくして住民繊維産業やストロ-チェ、29)

煙草産業は恐慌の影響下に規模を拡大し、同様のプロセスは金属加工業のよう

な他の小産業でも見られたO 」 [′.V.1932I:52]と述べられるように、やはり恐

慌を積極的に乗り切ろうとする人々の活動の表れであった。更にまた、 1936年

のジャバラ・レンバン理事の覚書によれば、 「本来のワルン業(-屋台)は、ほ

とんど原住民だけが行うo　ワルンの数は増加したが、稼ぎはごく僅かであり、

新たに作られたものはすぐに消えてしまったo 」 [MvO Japara-Rembang 1936:1

01]とあり、人々が僅かな稼ぎを求めてワルンでの商いを行おうとしたことが窺

われるo　また、 32年頃には東ジャワのバンギルからシトウボンドに至る沿岸地

方では漁業に従事する者が大きく増加したが、それを行うのは沿岸住民にとど

まらず周辺地域の畑作農民の参入も見られるといわれるtE.u. Extra Numiner(D

ecember 1932/Januari 1933):39]

このように、ジャワの農民は農業の集約化、少しでも有利な作物への切換え

といったことに加えて、農業以外でもあらゆる収入源を求めて少しでも現金収

入を増加させ、そのことによって恐慌を積極的に切り抜けようとしたのであっ

たo　しかしまた、こうした努力にもかかわらず、現金不足の状態はより深刻で

あり、結果的には高利賃の支配が拡大することにならざるを得なかったことも

事実であったoそしてそのことがこの時期、農村社会の構造に大きな影響を及

ぼすことになるのであるが、それについては後にスラバヤとブスキの事例で詳

論することにしたい。
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第　1　草　　　書主

1)この統計によれば、世界の1928/29年、 1929/30年の砂糖生産と消費は次の
通りである。

生 産 消 費

合 計 増 減甜 菜 糖 甘 煮 糖 合 計 増 減

192 8ノ29年 9 ,594 19 ,2 86 28 ,8 80

ー 4 20

27 ,4 7 9

- 59 1192 9/ 30年 9 ,332 19 ,12 8 28 ,4 60 26 ,988

単位: 1,000トン

出所: uerslag Handel 1930:196

なお、減産が大きいといわれるキューバの生産高は、 1928/29年が5,240千

トン、 1929/30年は4,746千トンである。

2)詳しくは日本貿易研究所1944:193-201、 KOningsberger 1948:397-398、

ゲ-プバルト1948などを参照o　なお、砂糖以外にも、ゴム、茶、およびデ

リー(東スマトラ)煙草、さらに世界生産の90%を占めるキナについても生産

制限が実施されたo　この結果、ゴム、茶、キナについては価格の安定を取り
戻すことができた。

3) 1931年2月の時点では、ジャワ糖の78.2%を生産する糖業が賛成、 16.7%を

占める糖業が反対、 5.1%が保留であったo　なお、反対派の主要な理由は、生

産制限によって生産コストが上昇するという点にあった[〟.∫.1931I:198-1
与川主

4)その仕組みを施行規則に従って31年の例で見ると、次のようである。各糖

業の1931年度の輸出割当許可量は、 「1931年の各糖業生産量×2200万キンタル÷

ジャワ糖総生産量」と決められ、滞貨を抱える糖業はこれに別枠の割当を追一

加することを認められたo　なお、輸出許可は、スラバヤに設立された政庁の

許可局が交付することになっている。

5) VISPについて詳しくは　E.〟H Extra Nuramer, Dec.1932/Jan.1933:45-50

を参照。

6)この組織は、糖業の所有者、経営者をメンバ-とし、この中から毎年少な

くとも15名を選出し、これと蘭印総督が任命する非会員の議長及びジャワ銀

行が執行部を形成するo更にここから常任幹事が選出されて、通常の業務に

当たった　NIVASの詳細は、 ibid.:52、ゲ-プバルト1938:206207を参照0

7)表示の如くha当たりの借地料は34年まではむしろ上昇しているが、これは

糖業の栽培縮小が蕉園の中の収量の悪い部分から始められたことによる。こ

の点についてはL.E.V.2e kwrt.1933(Bijvoegsel E.〟. 8 Sept.1933):9 10
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参照。

8)詳しくはLevert 1934:277 281, Vreede 1931:268など参照。

9)工場内労働者の削減率が相対的に小さいのは、レ-ヴェルトによれば一定

の限度を越えると砂糖の質が劣化するからであるという。

10)それではこの100万人の人々は、どこへこれに代わる収入獲得の場を求め

たのであろうかo　フレーデによると東インドの失業問題は二重の構造をもっ

ているというo　すなわち、ヨーロッパで発生するような個人的失莱(indiv

idueele werkloosheid)、すなわち詩個人が労働機会を失い賃金収入がなく

なって金欠と絶対的貧困に陥ることと、アジア諸国に特有の集合的な貧困の

進行、すなわち集団を形成し相互に支えあってい`る村落住民の中に労働機会

の減少や凶作が発生すると、デサ単位で富の減少、食料不足などが発生する

ことである[Vreede1932:185]レ-ヴェルトは、この分類によりつつ、糖

業で発生した失業問題はほぼ後者の問題であるとする。そして失業者はほぼ、

恐慌の影響によって変化した住民農業のなかに吸収されたと指摘する。すな

わち、住民農業は糖業の栽培縮小によって空いた土地の利用、乾地、天水田

の利用、商品作物価格の暴落による転作などの結果、大きく食料作物生産を

発展させることとなり、栽培面積が拡大し、作付回数も増加した。これらの

ことは住民農業における労働機会を増やし、それは土地なし農民を吸収する

うえで十分なものであったとするのである[Levert 1934:285 287]。

しかし、この点についてレ-ヴェルトは根拠を示しているわけではなく、

検討の余地があるように思われるo　レーヴェルトがいうように住民農業が拡

大したことは後に見るように事実であり、このことは恐らく労働力需要を増

大させたであろうと思われるのであるが、同時に供給も大きく伸びたからで

あるo　それは、糖業を初め農企業での失業に加えて、都市失業者とスマトラ

における契約クーリー(スマトラの契約クーリーは、主として東スマトラの

煙草、ゴム園で不足する労働者を補うために、ジャワから派遣されたもので

ある)のジャワ農村への還流によっても引き起こされたものであった。都市

失業者の多くは、 「マデイウンの国鉄基地での大規模な職員削減の結果に関

する調査からわかったことは、解雇された者は実際には困難な状態にはない

ということである。彼らは町で別の仕事が見つけられない場合や、そこに住

む家族に頼れない場合には、デサへ帰ったO 」 [F.A/.1932:983]、 「多くの企

業が営業を停止し、都市から田舎へ戻る者が多いので、 (農村部の)労働力は

供給大である0　時には収穫に際して、収穫者があまりに多すぎるので、秩序

を回復するためにデサ役人の仲介を求めなければならないことさえあった。」

[MvO Batavia 1934:302]と報告されるように、出身デサへ生活のかてを求め
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て戻ったのであった。そして、後者の報告に見られるように、稲の収穫にバ

ウォン(当時のジャワでは、稲の収穫には誰でも参加できるという、一種の

相互扶助慣行が広範に見られた。収穫参加者は自分で収穫した籾の一定量を

報酬として受け取ることができたが、これがバウォンである。)を求めて殺到

することになる。また、スマトラからの帰遠クーリーの問題は、この時期、

常に政庁労働観察局の注目するところであったが、既に1930、 31年には帰還

者が出かけていく者よりもそれぞれ12,536人、 56,250人上回っており、 32年

には上半期だけでこの数が36,935人に達した[E.v.1932:983].こうした事情

で、この時期には農村部の労働力は恐らく供給過多になっていたと考えられ

よう。

このような状況の下で、一般的には「調査地域のどこからも、原住民農業

は十分な労働機会を提供したと報告される。この場合、調査地以外でも観察

されることだが、それが可能な者は、以前は自分自身で行っていたあらゆる

労働を今は他人にやらせているという状況があることを指摘しておかなけれ

ばならな.い。 」 [E.〟. Extra Numnier, December 1932/Januari 1933:38]とあ

るように、住民農業は以前にもまして多くの労働者を吸収した。その顕著な

具体例として上げられるのは先に触れた稲の収穫への大量の人々の殺到であ

り、地域によっては婦人のみならず男子の参加も見られた。そして、この場

合、バウォンはたいていの場合、下げられることはなかったという仕.E.V.

2e kwrt.1932(Bijvoegsel e.u. 2　September 1932):11].

以上のような状況はあたかもギアツがいう「貧困の共有」が発生したかの如

くであるが、糖業の栽培縮小によって拡大した乾季作の場合にはいささか事

情が異なっていた。すなわち、 「主として、この仕事は相互扶助を伴いつつ

家族労働で行われた。したがって、稲収穫後の原住民農業における貸労働の

機会は大きく縮小した。」 [ibidふ「原住民農業における労働は、米の収穫

後に極めて縮小したo　様々な作物の東モンスーン作はかなり拡大したが、そ

のために必要な仕事は大抵は家族労働と相互扶助でなされた.・ ・ ・報酬を

支払うクーリー労働が使用される場合には、これらはほとんど現物で払われ

た。」 [Ibid.3e kwrt.1932(Bijvoegsel E.〟. 2　December 1932):12]とあるよ

うに、乾季作はあまり過剰労働力の吸収には責献していなウ十のであるo

こうして見ると、失業した人々がデサ社会においで奄民農業に吸収され、

「貧困の共有」が発生したと単純にはいえないように思わ打者o　もちろん、住

民農業の拡大が過剰労働力の吸収に責献したことは疑いないのであるが、同

時に、副業や農外産業の拡大があって初めて過剰な農村労働力をともかくも

農村が吸収できたと考えるべきであろう。
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ll)その決定の仕方は次のようであるo先ず、西モンス-ン期と東モンスーン

期を大別し、前者の時期の水田の借地料基準は、 IK'ウ当たりの乾燥籾粗収量

から収穫手間賃(bawon)として1/6を除き、残った額から、粗収量が26ヒOコル以

上の場合は11ヒ8コル、 26ヒoコル未満の場合は残りの半分を控除した量の籾の換金

額とするo後者の時期については水田を分益小作に出した場合の小作料に準

拠して㍍ウ当たりf5 f26の間でf5の倍数になるように定めるが、その水田が

東モンスーン期に休閑されるのが普通である場合にはf2.5とする。以上の各

々の租収量の確定には地税額決定に際して実施されている水田の収量別グル

ープ分けを利用し、同一グループに属する水田は同一の最低借地料基準を持

つこと、また、換金の基準額は、これも地税徴収の際に利用されている籾の

平均市場価格に準拠して定められることとされたo　こうして各モンスーン期

の基準額が決まると、一栽培年18ケ月分の借地料合計は「西モンス-ン期+

東モンスーン期Ⅹ2+水田復旧費」という形で算出されたO東モンスーン期の

金額が2倍にきれるのは、砂糖黍は-栽培期間に乾季を2回使用するからで

あり、また「水田復旧費」プラスされるのはそれが収穫後の砂糖黍の欄を除

去し再び畦を作って水田に戻すのがかなりの重労働になるからである。こう

して定められた金額は暫定地として少なくとも1ケ月間は地方行政府の役所

で公示し、またその旨を官報(Javasche Courant)に掲載して異議申し立てを

受け付け、その後に初めて5年間有効な最低借地料基準として正式に決定さ

れることになった。この手続きは1918年2月15日付け政庁命令no.68(Bijbl

ad 9030)で決定され、同年9月28日の政庁命令no.23(Bijblad 9089)で一部

改正されたo　なお、有効期限の5年については、その間に地税査定の改訂が

行われた場合には、有効期限にかかわりなしに早急に新基準を設定するもの
とされた。

12)この条項は1933年6月19日付けの内務部長宮書簡no.A.I.12/5/13に載せら

れたものであるO　これについてはMvO MiddenJava 1933:69を参照0

13)例えば、ブースは「20世紀の初期の時期までは、栽培面積の拡張がジャワ

の米生産において生じた成長の主要な理由であったことは、ほとんど疑いな

いことのようである　　　　20世紀にはジャワにおいて土地面積を拡張し続

けることはより困難になってきたので、米の更なる増産の大部分は既存の土

地における収穫の集約化によるものであったo 」 [Booth1988:37 、 「1920年

から1960年に至る40年間は、ジャワの米作の集約化の時期と見ることができ

るが、そこでの集約化とは水田の収穫率の上昇のことであると規定される。 」

[ibid.:39]と述べるo　また、加納啓良も、 1920年代については10年代後半か

ら20年代にかけて畑地が大きく拡大し、その拡大を「唯一の拡大要因とする
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粗放的な農業の停滞的持続が、この時期のrジャワ農民農業の特徴」とするが、

30年代は「二期作、多毛作地が若干増加し、耕地利用の集約度が向上し始め

た時期→であり、 「農民による食糧生産農業は集約化による発展を開始した

が、その方向は当面、作付頻度の増加による耕地利用の集約化に向かったの

であり、単当収量に見るべき変化は、まだ現れていない」時期であると[加

納1988:115]、ほぼ同様のことを述べている。両者の意見には土地の集約的

利用が何時開始されたかについて若干の違いがあるが、いずれも本稿で対象

にする1930年代は、基本的には土地利用頻度を高めること、すなわち作付回

数の増加を軸とした耕地の集約的利用によってのみ増産が可能であった時期

であるとする点では共通している。

同様の点は　Voedselproblemen 1940でも指摘される。すなわち、同論文

は30年代の食糧生産の伸びを、 (a)耕地拡大、 (b)耕地利用の拡大、 (C)単収

の伸びの3つの点から考察し、 「192938年の全ジャワ・マドゥラの水田収

穫面積の増加のうち、約1/5が水田拡張によるものであり、 4/5が水田利用の

改善のためである。乾地については、収穫面積拡大の1/Gが乾地の拡大によ

り、 5/6が利用の改善のためである。 」と述べて基本的な要因は(b)にあるこ

とを指摘し、また(C)の単収の増加は概して見られないとする。その上で、

水田については、その面積の拡大が特に重要なのはブスキ理事州であること、

利用の拡大はスマラン、マドゥラ、ハンテン、ポジョネゴロ理事州を除くほ

ぼ全理事州で見られたが、 「この拡大はたいていの場合、東モンスーン作の

拡大と砂糖黍栽培の縮小とともに生じた」と指摘する。また、乾地の収穫面

積増は、耕地自体の拡大によるものはごく僅かであり(これが重要なのはハ

ンテンとバイテンゾルフのみ)、ほぼすべてが3回目のトウモロコシ栽培(い

わゆるrisco-raais)、およびカッサバと大豆の栽培拡大との関連でみられる

土地利用の高度化によるものであり、それは東ジャワ(マラン、ブスキ、マ

ドゥラ)とプリアンガンがずば抜けているとする[Voedselproblemen 1940:

656　657

なお、同論文は、米の単収がほとんど伸びていないというが、その要因は

施肥による土地改良がほとんど進んでいないことにある。例えば、 1939年に

住民が購入した化学肥料を施した面積は約100,OOOhaであり、ジャワの全耕

地の1%を越えるものではないと推定されている。原因は、大半の農民が化学

肥料を購入するべき時期に現金を持っていないことにある。また、緑肥は約

30,OOOhaに利用されるにすぎないが、これは住民農業の輪作方式の中に緑肥

を組み込むのが難しいからであるという。したがって、栽培法の改善、例え

ば苗代への薄蒔きと施肥、田植えの際の正条植え、除草などの面での改善は
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西ジャワを中心に若干見られるものの(西ジャワでは約135,OOOhaに適用され、

東ジャワでも導入が始まっているという)[ibid.:667 669]、ジャワの水田農

業を規定する基本的な条件は、なお自然条件、特に水のコントロールにあり、

水稲ha当たり収量の推移は、凶作率の変化と強い対応関係にあるのである。

単収が本格的に増加するのは、ブース、加納両氏とも60年代後半から実施

された「緑の革命」以降のことであるとするo　例えば加納は、 1970年代を著し

い農業生産力向上の時期であり、栽培される作物は以前に比べはるかに水稲

に偏っているが、短期間における化学肥料投入の急増によって単収が上昇し

たと規定している[加納1988:118】。

14) 1930年代の耕地拡大についてト12表から窺えることは、次のようなことで

ある　(a)水田面積の増加は極めて緩慢であること。ただし、バクヴイア

(21,200ha, 6.2%増)、プリアングル(13,893ha, 6.2%増)、バイテンゾルフ

(ll,090ha, 6.2%増)、チェリボン(2,417ha, 9.増)、ブスキ(22,417ha,

9.4%増)の諸地域では水田拡大が30年代を通じて著しい(b)乾地面積の拡大

は水田の倍近いが、比率からするとそれほど大きくはない。ハンテン(51,7

65ha, 34.2%増)、バイテンゾルフ(51,588ha, 24.6%増)、プリアングル(23,

llOha, 5.増)、ジョクジャカルタ(26,23lha, 14.1%増, 33~40年)などの地

域で著しい。 (a)(b)から、この段階でもなお、耕地の外縁的拡大によって農

業生産の増加を目指した地域が存在したことが窺われるが、それらは基本的

には周辺部に集中している(c)いくつかの地域では耕地面積が減少してい

るが、これについてはその中味と原因を検討しなければならない。

なお、ブースは1920年代以降の耕地拡大について、それから60年の間に乾

地が水田を上回る速度で拡大したこと、 1930年から1961年までの時期をとる

と、西ジャワ、ジャワ北岸地域、東ジャワ、ジョクジャカルタなどで乾地の

伸びが大きいこと、逆にブスキなどでは水田面積の拡大が続く一方で乾地は

縮小しており、水田の一部は乾地からの転換により形成されたものであると

いったことを指摘している[Booth 1988:81 82!

15)これらの数字は収穫面積であり作付面積ではないため、ここから土地利用

の集約化に関する議論を行うことは必ずしも適切ではないが、長期的な動向

を見る場合にはそれほど大きな誤差は出ないと考えられる。なお、 31年、 3

4年に全作物収穫面積がかなり減っているのは、天候条件によるところが大

きいと考えられる。

16)ジャワ・マドゥラの食糧消費には地域的な差が大きい。酉ジャワでは米の

消費が多く、トウモロコシはあまり食べない。 30年代にはカッサバの消費も

伸びている。植物蛋白としては落花生が多く、大豆はこれより少ない。これ
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に対して中ジャワと東ジャワはよく似ているが、中ジャワでは米消費が多く、

東ジャワではトウモロコシが多いo両地域の落花生と、特に大豆の消費は西

ジャワに比べずっと多いo　カッサバ消費は極めて多く、なお大きく伸びてい

る[Voedselproblemen 1940:660]ただし、ここではこうした地域差は捨象

して、ジャワ・マドゥラを一般的に扱うことにする。

17) 1934年は凶作がジャワ・マドゥラのはぼ全域に及んだことによって、食糧

不足が広がった時期であったo　この年の気候は5月中旬までは雨季が長引き、

特に4月には多くの地方で雨量が平年の2倍を越えたが、それ以降、突然に

激しい乾燥期に入ったo　このため、収穫した稲の乾燥と裏作物の作付が大雨

で妨げられ、後には土地が急速に乾燥してしまったために土地耕起が困難に

なり、また、濯概状態の悪い地域では乾季稲作に大きな被害が出た[L.E.V.

2e kwrt. 1934(」-*/.1934):1425],この結果、 34年前半期の水稲凶作面積は、

33年同時期が191.000A*ウ、 32年が147,000㍍りであったのに対して312,000flナ

ウにまで拡大した。これに加えて、この年の天候不順は陸稲、トウモロコシ

にも大きな被害を与え、これらも大面積の凶作が発生した。この結果、これ

らの作物の生産高は下に掲げる表に示されるように33年と比べると大きく減

少し、消費可能穀物量は32、 33年と比べそれぞれ50万トン、 60万トン少なくなっ

た　Economische Zaken 1934]

こうしたことの結果、恐慌による現金不足の進行ともあいまって事態は極

めて深刻な状態に至ったo　このため、植民地政庁は同年7月からは地方行政

首長に各四半期毎の経済状態報告提出を義務づけるとともに、窮乏地域に対

する食糧の供給などの対策をとることになる[Nota 4de afdeeling 1936],

この食糧不足は、この年の乾季作トウモロコシ栽培が前年の698千;rウから

935千)ドゥへと激増し、乾季稲作も拡大したこと[L.E.V. 4e kwrt.1934(E.〟.

1935):326]、このトウモロコシ栽培とカッサバ栽培か大豊作であったこと、

更に34/35年雨季作稲が東ジャワを中心に豊作であったことにより、 1935年

前半期には一部地域を除いて改善の方向へ向かった　L.E.V. le kwrt.1935

(E・〝-1934):893; Economische Zaken 1935:426)]
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米、トウモロコシ(脱穀されたもの)の生産高

理 事 州 19 34年 193 3年 19 34年 の

対 3 3年 比

}ドンテン 1 ,65 4 ,6 06 1 ,507 ,4 70 110

)ーやタウサイア 4 ,02 2 ,3 7 9 4 ,4 55 ,8 08 90

1¥ーイテンl)・/ すけ 3 ,27 6 ,5 3 6 3 ,8 05 ,6 93 86

フ0 ,}アンケサル 4 ,4 77 ,3 12 5 ,154 ,8 61 8 7

f x U 'y 3 ,515 ,1 95 4 ,04 8 ,20 9 8 7

西 ジ ャ ワ 16 ,9 46 ,0 28 1 8 ,97 2 ,04 1 8 9

フDカロンが ン 4 ,5 99 ,2 51 5 ,2 70 ,698 8 7

スマラン 4 ,4 04 ,82 5 5 ,2 74 ,3 43 8 4

シ11ヤ1ドラ/レン八ナン 3 ,73 3 ,5 6 3 4 ,5 42 ,40 8 8 2

}ドニユマス 4 ,163 ,7 3 5 5 ,0 76 ,47 9 8 2

ケド ゥー 4 ,35 1 ,7 40 4 ,9 54 ,66 6 8 8

シ11ヨクシ11ヤカルタ . 2 ,0 45 ,4 73 2 ,1 17 ,362 9 7

スラカルタ 4 ,4 74 ,5 78 5 ,18 6 ,872 8 6

中 ジ ャ ワ 27 ,7 73 ,1 65 3 2 ,4 22 ,828 8 6

スラJドヤ 3 ,2 74 ,54 7 3 ,622 ,315 90

ホやシ.ヨネコ.ロ 3 ,3 59 ,20 5 4 ,8 90 ,5 7 1 69

マデ イウン 3 ,43 1 ,3 14 3 ,75 0 ,4 83 9 1

ケデ イリ 4 ,533 ,0 63 5 ,14 2 ,2 61 8 8

マラン 7 ,9 90 ,8 23 9 ,72 3 ,94 9 白2

711スキ 6 ,8 09 ,7 33 8 ,244 ,14 0 8 3

マド ゥラ 3 ,9 81 ,9 01 4 ,8 00 ,013 83

東 ジ ャ ワ 3 3 ,38 0 ,5 86 4 0 ,173 ,7 32 8 3

ジ ャ ワ . マ ド ゥ ラ 7 8 ,09 9 ,7 7 9 9 1 ,5 68 ,6 01 8 5 -

単位:ヒOコル

出所　Productie rijst en mais 1934

18)ただし、地域毎に見ると食糧事情の差は大きい。特に、ポジョネゴロ、ス

マラン、チェリボン、ハンテン、マドゥラなどではしばしば凶作が発生し、

食糧不足が蔓延した。 34年の大凶作以降も、例えば35年には「バイテンゾル

フ、インドラマユ、チェリボン、テガル、バニュマス、テラチヤップ、ポジ
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ヨネゴロ、ジョンバン、マデイウン、クデイリ、マドゥラ各県及び東に位置

する諸島において、凶作、糖業の不振、異常に低い現金収入の結果、困難が

発生したo 」 [Indische telegram 1936]と1936年の蘭印総督から植民省宛の

電報が述べる如く、食糧不足は各地で発生し、これを受けた植民省も「ジャ

ワの原住民の食糧事情はなお常に不安定である。このことは、食糧不足が飢

餓の可能性もある食糧危機に発展する恐れのある地域が存在することを意味

しているo　→ [Nota 4de afdeelingl936]という認識を示している。同覚書は

その例として、チェリボン理事州では1935年、凶作の結果、 50,000人の食糧

不足が「飢餓」にまで発展し、学童は、教師によれば食糧不足のために生気

がないと報告されることをあげている。また、比較的凶作面積が少なかった

1938年にも、ポジョネゴロ51,949ha(ジャワ・マドゥラ全体の凶作面積123,

416haの42.1%)、バタヴイア10,738ha(8.7%)、マドゥラ10,303ha(8.3%)、ス

ラバヤ9,807ha(7.9%)、ハンテン9,407ha(7.6%)などの地域では大面積が凶作

となった[I.L.1938U.〟.1939):1764]

19)植民地期の濯酎ま、技術擢概(technisch bevloeiing)と住民濯概(wilde

bevloeiing)に分けられるのが普通である。前者は、植民地政庁の手で施さ

れた半永久的な施設を持つ濯概のことである。他方、後者は住民自身の手で

伝統的に行われてきた濯概のことを指し、この場合、堰などの設備はたいて

い雨季の洪水で流失してしまい、毎年作り直さなければならなかった。なお、

これらの技術的な問題などについては、田町1938、田中1987などを参照。

20) 30年後半の米価下落は、前年の水稲作が不作であったため、この年の初期

に大量の外米輸入を行ったが、この年の作柄は良好で米剰りとなったことに

よる[/.y.1931I :103,106

21)植民地政庁はジャワで凶作が発生し穀物不足が生じた場合には、地方的な

食糧不足に供給を行うために自らの手でかなりの量の外米輸入を実施してい

るo　例えば1935年第1四半期のジャワの外米輸入量106,644トンは前年同期の2,

094トンを大きく上回るが、これは34年凶作による不足に対応したものであっ

た[L.E.V.le kwrt.1935(F.〟.1935):893]また、 37年12月には6,500トンを輸

入したが、これは凶作によりスラバヤからスマランにかけて安価な消費米の

不足が発生したことに対応したものであり、同時に東ジャワで米価が上昇す

るのを防ぐ意味もあったという[ibid.4e kwrt.1937(f.〟.1938):472]

なお、経済部長官の34年11月の書簡によると、必要と見なされる外米買付

けの権限は植民地政庁が独占し、重要輸出港であるサイゴン、バンコク、ラ

ングーンでは-商社とだけ取引することが決められた。すなわち、この時点

ではサイゴンではde firma Dunlop & Kolff、バンコクではGijselman & St

Sif K



eupが取引相手に指定され、ラングーン市場は価格が相対的に高かったので

当面は前者2市場の価格上昇の際に買付けを実施する予備市場とすることに

なったという[Economisch Zaken 1934b]

22) 33年後半期の外国米市場は、ヨーロッパにおける穀物の過剰生産、日本の

米の豊作見通し、中国政府が国内米豊作と大幅安値のために生産者保護の目

的で高率輸入関税を実施したことなどによってかつてないほどに悪化し、サ

イゴン、バンコク両市場では10月には上昇した米価が11月第1週には急落し、

ビルマ市場だけが相対的に安定していたO　こうした状況は11月中旬にはいっ

たん回復するが、年末には再び値下り傾向に入ったという。詳しくは　L.E.

V.4e kwrt.1933(F.机1934):362　を参照。

23)もっとも、この年にはジャワ米が凶件であったために、先の輸入義務付け

と割増金制度は7月1日に撒回され、外領の一部は外国米に開放され、またジ

ャワに関しては政庁自らが外国米輸入を行い、それは9月から12月にかけて

108,000トンが販売されたo　また、これに加えてジャワにはスラウェシ米が輸

入され、その量は8~12月の5ケ月間に6,466トンに達した。しかし、この結果、

安い外国米価格が内地市場を圧迫することを防ぐために、 9月には輸入され

た外米に対して100kg当たりfO.75を課税することになった(Stbl.1934 no.5

44)[opkooprprijzen padi 1934b:52]この課税額はその後、 34年12月8日に

は政庁命令no.KStbl. no.668)でfl.lO/lOOkgに引き上げられたが、 36年9月

26日のキつげ-切下げによって輸入米価格が上昇したために、 36年10月3相の

政庁命令no.10(Stbl.no.581)で廃止された。しかし、その後も外米価格の高

僧は続き、 39年末になると内地米価格を上回るという現象も生じたという

[Voedselproblemen 1940:676]

24) 1933年のある調査によれば、青田買いの比率は地方によって大きな差があ

るが、調査地域では30~40射こ達するという[rijstjaar 1933:2112],

25)なお、こうした精米所の活動の活発化は相互間の競争を激化させ、買上価

格が上昇した結果、 38年に西ジャワ、中ジャワで行われた調査によれば、高

い生産性を持つ優良な精米所でもほとんど利益が上がっていないということ

が明らかになったという[Econoroische Zaken 1940c'また、逆に精米所の

過剰生産によって、 1937年には東ジャワで籾買上げ価格の低下を招くことに

なづた　Voedselproblemen 1940:682]同様の事態は、 39年にも生じた[Not

a fabriekrijst 1940'こうしたことから政庁は1940年、精米所営業規制条

例(Stbl.no.104)により精米所の営業を規制することになった。

26)なお、 34年に収穫面積が減少しているのは、播種の時期に大雨が長く続き、

その後、突然乾季が始まったという、この年の天候不順の影響が大きい。農
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民の大豆栽培への意欲は、特に東ジャワではなお高いと報告される[L.E.V.

3e kwrt.1934(」.〟.1934):1927]

27)ただし、 34年の価格上昇にはオランダ政府によるインドネシア産トウモロ

コシ輸入に対する優遇措置の影響も働いている。ジャワのトウモロコシは先

に見たように29年から日本向け輸出が増加し、 30年代初めには主として日本

のみに向けられるようになった。日本は従来、アルゼンチン産トウモロコシ

を輸入していたのであるが、輸送費の安さのため、それを凌駕することがで

きたのであるO　しかし、この結果、インドネシア産トウモロコシ輸出は日本

人バイヤーに強く依存することになり、価格は低く抑えられることになった

[Voedselproblemen 1940:686]こうした中、ジャワのトウモロコシは33年、

栽培拡大と豊作、外国市場の不調によって3,000トンの輸出されない滞貨が発

生し、この結果、内地市場は圧迫され、米価に対する価格比が大きく悪化し

たと報告され[Memorie Toelichting 1934]、 34年にはオランダ政府と植民地

政庁が協議した結果、オランダはインドネシア産トウモロコシ輸入に際して

優遇措置をとることになった。そして、これによって輸出価格全体が上昇し

たといわれる[Voedselproblemen 1940:686】。

28)植民地政庁がジャワ・マドゥラの農村経済の悪化を認識したのは、既に1

930年のことであった。そして31年1月に開催されたこの年の第1回-レへント

会議では地税の減額が初めて話巌に上り、その後、この点はしばしばこの会

議の議題にされたが、特に5月5日にスラバヤで開かれた会議ではそれが強く

主張された。こうした状況を受けて、その後、内務部長官と財務部長官、お

よび各省知事が協議を重ねた結果、地税を原則的に引き下げることがこの年

に決定された[Overzicht voedselverhouding 1931　こうして、 32年にはジ

ャワ・マドゥラ全体で110郡に10~20%の減額が実施された0

2g)ストローチェは丁字を加えたジャワ独特の煙草であり、 1880年頃から中部

ジャワ北岸のクドゥスで製造が始まり、 1920年代半ばまでははぼクドゥス市

内に限定されてきたが、販売先が拡大し外領にまで広がるとともに次第に中

部ジャワ各地や東ジャワでも製造されるようになった。恐慌前、恥山地クド

ゥスではこの産業によってf200万/年の収入がもたらされていたという。恐

慌初期には副収入を得ようとして多数の農民がこの製造に参入し、製造所数

は著しく増加したが、 30年代半ばになるとその多くは閉鎖を余尽なくされたo

しかし、家内副業による生産は続き、生き残った企業はそれを買い取って低

価格での製品製造を拡大したといわれる。詳しくは　MvO Djapara-Rembang

1936:48　49　を参照。
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第　2　章　　t珪界恐一院と　_=く　ラノヾヤ糖業

本章の課題は、前章で述べた世界恐慌下のジャワ糖業の動向を、糖業の中心

地であったスラバヤに即して具体的に検討し、糖業の恐慌対策に対して土地貸

出者である農民がどのように対応したかを明らかにすることである。それに先

立って、以下ではこの地域の糖業の状況を概観しておくことにしたい0

第1節　スラバヤにおける糖業の分布状況

この地域における糖業の展開は早く、既に強制栽培制度の初期においてジャ

ワ最大の糖業地帯であった。1) 2-1表はデ-タの得られた1866/67年栽培以降の

栽培面積を示したものであるが、先ずここから理事州内でもスラバヤ県は当初

から一貫して栽培は少なく、この県における糖業の意義はそれほど大きくはな

いことがわかるo　したがって、以下の考察では残り3県に焦点を絞ることにす

るo　さて、この地域の糖業はその後も大きく拡大し、最大時の1930/31年栽培は

強制栽培制度下の栽培面積の5倍以上に達しているが、表示の通り、この拡大

は1880年代から1900年代にかけて著しく、 1910年代に入ると鈍化している。Z)

このことは、この地域では既に1910年代以前に砂糖黍栽培のための適地はほぼ

開発され尽くしたことを示唆するものであろう　3)X逆にいえば、この地域はそ
/′ ＼

れだけ糖業の設立に適していたのである。

以上の歴史的概観を楕まえて、ここでは恐慌期の入口の時期における糖業の

分布状況とその住民経済における意味を見ておきたい。

各膚毎の立地糖業とその栽培面積は2-1表に示される通りであり、これらの糖

業は基本的には製糖工場立地県で栽培を実施しているが、中には他県で栽培を

行っているものもあり、4'県毎に水田のどの程度を使用したかということは正

確に算出することができない。ただ、糖業が住民経済に占める役割のイメージ

をつかむために、ここでは各精美がすべて立地県で栽培を実施しているものと

して、 1930/31年栽培がそれぞれの県における水田面積に占める比率を算出する

と、 2-2表右端の数億のようにシドアルジョ30.6%、モジョケルト23.7%、ジョン

バン18.9%となる。後述のようにこの地域では栽培は三年輪作法で行われるので

借地面積は栽培面積の3倍あり、シドアルジョでは水田の92%近く、モジョケル

トでは71臓、ジョンバンでは57%近くが借り入れられていることになるO　この

数値自体が他県と比較すると高いが、更に全耕地に占める比率を見ると、これ

ら3県の比率はジャワの糖業地帯の中でも群を抜いて高いことがわかる。この

ように、この地域はジャワの串で最大の糖業地帯であった。
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さて、糖業のこの地域の農民にとっての意味は、何よりも巨額の現金収入を

もたらすものであった　2-3表は恐慌前の時期における糖業からの支払額を一覧

したものであるが、 frhり当たりf473に達するO　そして、この地域には糖業以外の

このような現金収入をもたらすヨーロッパ人経営の農企業はほとんどなく、5)し

たがって2-4表に示されるように、民営事業の支払貸金総額の中でも糖業は圧倒

的な比率を占めた。糖業は、この地域の農民にとって最大の現金収入源であっ

たのである。

第2節　スラバヤ精美の栽培の特色

それでは、この地域の糖業の栽培にはどのような特徴があるのであろうか。

以下、栽培の方法と栽培用地の確保の仕方に分けて検討してみよう。

1、糖業の栽培方式

ジャワにおける糖業は、住民の水田を借地することによって栽培用地を確保

し、その上に一般には住民農業との三年輪作で、すなわち、借入地を三つの部

分に分け、図3に示されるようなサイクルで、栽培を展開してきたO　今、その栽

培過程をこの地域のKrian糖業の例で示せば、およそ以下のようである。

まず、 4月初旬頃に砂糖黍の栽培に使用するべき水田の稲の収穫が終了すると、

図4に示されるような栽培用地の造成が開始される。この場合、水田上に残って

いる稲藁、株、雑草などは全て焼却し、造成きれた植床には基肥として小量の

硫安を施す。この作業は約2ケ月を要し、その後、それが済んだところから願に

苗の作付を実施していくo作付は、いわゆるレイノソ法、す聖与埠与れた億-一一一、- ---ち/,
溝に植える方式であり、6) 1)Vウ当たり16,000　24,000株②骨埴する。ここまでの

作業は、住民農業で使用するのとほぼ同じ農具を用いてなされ、 1)ドゥにつき毎

日5~6名という大量の労働力が投入される。

こうして作付が終わると、その後、補櫓、 2-3回の追肥、申耕除草、濯水、苗

の成長に応じての5回の培土などを経て、翌年6~11月に収穫期を迎えることにな

る。収穫のピークは6~9月であり、刈り取った砂糖黍はその日のうちに牛車また

は専用軌道によって製糖工場へ搬入して圧搾する。この収穫・工場への搬入作

業にも極めて大量の労働力が集中的に投入される[Quintus 1923:87~142]

このように栽培部門では4-9月が労働力雇用のピークであったO　労働者は基本

的には日雇であり、農園の領域内にあるデサから募集されるが、労働力が不足
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する場合には近隣デサからも輸入される[Ibid:139　すなわち、この地域では

労働者は基本的に近隣から供給されたのである。それは、序章で見た通り、こ

の地域が人口過剰地帯であったことと関係が深いと思われる。7)

2、栽培用地の確保の仕方

この地域の糖業の経営で最も顕著な特色は、その栽培用地確保の仕方であろ

うo　すなわち、 1935年のスラバヤ州理事覚書が「(シドアルジョ県では、精美へ

の)貸付は全くのデサ貸しであり、デサ首長が借地料を受け取って、これをゴゴ

ルに分ける。」 [MvO Soerabaja 1935]と述べ、またモジョケルト、ジョンパンに

関して、 1931年当時のモジョケルト州理事の覚書に「砂糖黍栽培のための土地

の借入れは様々な方式で行われるが、圧倒的に多いのはデサが貸出者として登

場するものである。共同占有でない土地と職田だけがデサの伸介なしで借り入

れられる.」 [MvO Modjokert0 1931とある如く、デサ単位の集合的な借地が一

般に行われてきた。そして、この場合、デサ首長が実質的に貸出しを決めるュ

とになる。同覚書は「デサ首長がデサ内で権力を持っていることは先に述べた

ところから既に明きらかであるが、この点は糖業への土地貸出しからも明らか

になる。デサ首長、及び子村ではカミトウワ(karaitoewa)が貸出しを決定し、ゴ

ゴルは単に形式的にこの取引に賛成するにすぎないと明確にいうことができる。

糖業が考慮に入れるのは彼らである。このことによってまた、共同占有地の借

入れは極めて容易であり、借地料は古くから職田や個人占有地(jasan-gronden)

と比べて安かった。 」 [ibid.]と指摘している。ただし、ジョンバン県のみは南

部を中心にして個人占有地や固定持分制共同占有地がかなり多く、ここでは個

人との契約による借地も見られた。 8)

きて、こうした集合的借地方式がこの地域では古くから行われてきたことは

かつて指摘した通りであるが[植村1978"、それはデサの水田を全て糖業に貸し

出す場合に適合的な方式であった。そしてこの場合、毎年の土地割香の際、各

持分権保有者は水田持分の1/3をglanggangan(雨季稲作後に糖業に貸し出す水田)、

1/3をdongkelan(砂糖黍栽培に使用後の水田)、1!3をsawah patebonanまたはteg

al tebon(砂糖黍栽培用水田)として指定され[MvO Soerabaja 1935〕、それらは

別々の場所に割り当てられた。このことによって、各持分保有者は毎年同じ広

さの水田を精美に貸し出すことができ、糖業はそれによってまとまった栽培用

地を安定的に確保して三年輪作で栽培を実施することができたのである[Soeka

sno 1938:298] 9)またシドアルジヨ県では、デサ首長やデサ役人の職田につい

ても同様にして3つの土地グループに位置する、同じ大きさの3つの部分に分
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割することが行われた[MvO Soerabaja 1935]

さて、こうした集合契約では、借地料は個々の土地貸出者に支払われるので

はなく、デサ毎にまとめてデサ首長に渡されるのが普通である。シドアルジョ

の例では、それは次のようであった。

彼(-デサ首長)は最後の部分(-砂糖黍栽培が実施されるデサの水田

部分)に対して毎年精美から借地料を受け取るが、糖業はこれからはその

土地3/3分の地税を控除し、残り、すなわち「税を超過する分」(kelebihan

padjeg)を全部、デサ毎にデサ首長に渡す。デサ首長はこの金を権利を持

つゴゴルに、織目表(printjenstaten)の中で等しく分配する。この細目表

には、この場合、あらゆる義務負担金(bijdragen)が記入されている。デ

サ首長に対するパンチェン、デサ学校への出費、見張小屋、橋、デサのス

ラメタンのための負担、洪水防止のための負担、額の大きい銀行券で払わ

れる糖業の払いの両替コスト、屋敷地の地税、また時には若干の差押さえ

を受けた者の収入税等だが、これらは各貸出者全員に割り振られる。

更に、当然に細目表では言及されないが、ルラーがゴゴルと小額貸付の

契約を結び、これを同じように一人づつ割り当てるという不正を行う場合

を考えると、 「税を超過する分」の中からゴゴルの手に入るのが如何に少な

いかがイメ-ジできよう　　　　　　　　　　　[MvO Soerabaja 1935]

このように、糖業は先ずデサの全水田の地税分を控除し、残りを借地料とし

てデサ首長に渡し、デサ首長はそこから共同体内で課せられる諸経費などを差

し引き、残りを各ゴゴルに分配することになる。10)いずれにせよ、こうした方

式により、糖業の栽培縮小以前には、この地域の農民は個々に地税を支払うこ

とは必要なかった。

さて、以上のように糖業の借地に際しては、デサ首長の役割が極めて重要で

あり、彼らの協力を如何に取り付けるかということが糖業が安定的に土地と労

働力を確保するための鍵となった。このため、この地域の糖業は早くからデサ

首長に対して割増金を交付してきたが[植村1978]、 30年代初めにおけるその状

況は次の通りであった。

(モジョケルト、ジョンバンでは)古くから様々な割増金制度が行われて

きた。デサ首長、子村首長に対する土地貸出割増金(inbrengenpremie)は

どこでもf5/;ドゥであるが、借地の際の彼らの伸介を確実にするためのもの

である。同様にデサ首長、子村首長に与えられる耕作割増金(bewerkings

premie)は、溝掘りのための労働者供給を促進するためのものである。こ

の2つの割増金は近年、 1つにまとめられた。

防火割増金(brandpremieあるいはdadoek premie)は、農園火事が起こら
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なかった場合にデサ住民に与えられることになっている。この割増金は行

政側の影響によって20年以上前に設定され、蕉園火事をなくすることに貢
献した11)

身元保証料(getuigengeld)の形で、デサ首長は糖業と荷車輸送あるいは

トロッコ輸送契約を結んでいる彼のデサ出身の者1人づつについて、更に

fl以上の割増金を受け取る　　　　　　　　　[MvO Modjokert0 1931]

以上のように、糖業はデサ首長に対してかなりの金額を交付することによっ

て彼らの協力を取り付けてきたのであった。12)

借地契約の期限は、シドアルジヨ県では21年半の長期契約が圧倒的に多く全

体の約90%を占め、それ以外は主として職田に対する単年契約である[Verslag

grondhuurcontracten 1933]他方、モジョケルト県、ジョンバン県では3年半

契約が極めて多いが、 21年半契約への移行も見られた[MvO Modjokert0 1931]

さて、この地域の糖業の今1つの特徴は、土地の早期確保のために、貸出前

の水田に農民が早稲を栽培することを奨励してきたことである。ジャワ糖業の

砂糖黍栽培では、気候条件から作付は遅くとも6月中旬には終了することが望ま

しかったo　この場合、菜園の造成には約1ケ月を要し、その後、作付まで約6週

間、土地を通気させねばならなかったので、遅くとも4月初旬には土地を確保す

る必要があったo　しかし、それに先行する住民の米作が様々な原因によって時

期が遅れることもしばしばあり、これを防いで早期に土地を確保するために糖

業は様々な手段をこうじてきた13)早稲栽培はその中の1つであり、この地域

では古くから用いられてきた014) 30年にも、モジョケルト、ジョンバンでは割

増金を交付したり、あるいは借地協定の条文中に早稲栽培を明記したり糖業側

が種籾を提供するといった方法を通じて、これが奨励された[ibid.]また、シ

ドアルジョ県では、特にWatoetoelis、 Popoh、 Kremboong、 Toelangaan糖業が割

増金交付により奨励してきたが、この場合、同時に早稲の苗も住民に提供し、

それは数千ヒ。コルに及んだという[MvO Soerabaja 1935] 15)

この結果、早稲は通常種より1ケ月早く収穫ができるので、この地域の糖業

の中には既に3月1日に(時には2月中にさえ)土地の使用を開始することが可能と

なったものもあり、シドアルジヨ県では借地契約中に使用開始時期として4月1

日ではなく、 3月1日と記入した糖業もあったという[ibid.]

以上、この地域の糖業の特色を見てきた。次節ではそれを踏まえて、この地

域の糖業が恐慌にどのように対応したかを検討することにしたい。
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第3節　スラバヤ糖業の恐慌対策

本稿では前章でジャワ糖業の恐慌対策を検討し、一般に経費削減が先行し、

それで対応できなくなった段階で大幅な栽培縮小に踏み切ったことを明らかに

したが、スラバヤ糖業の場合も基本的にはこの通りであり、様々な形での経費

節減策の実施から着手され、それは恐慌期を通して一貫して続けられたo　同時

に31/32年栽培を小規模に縮小したが、それだけではとても乗り切ることができ

なくなり、 32/33年栽培から大規模な栽培縮小に拝み切ることになる。また、こ

の過程で、借地料の引下げをも実施することになった。以下では、先ず経費削

減策の中味を検討し、ついで借地料引下げの問題に触れ、最後に栽培縮小につ

いて検討することにしたい。

1、スラバヤ糖業の経費節減策

先ず、シドアルジョ県で操業するKremboong糖業を例に、経費削減の様子を具

体的に検討しておこう0　2-5表は、同糖業の1927/28年栽培から1929/30年栽培、

1932!33年栽培から1939/40年栽培までの時期のha当たり栽培経費の推移を一覧

したものである。収穫面積の項に示されるように、この糖業は恐慌期を通じて

それほど大規模な栽培縮小を実施してはおらず、合計欄に示されるようにもっ

ぱら経費節減でこの時期を乗り切ろうとしたことが窺える。

さて、表示のように、この糖業では1929ノ30年栽培から経費節減が始まり、こ

の年には前年比で7%減となっている　30/31年栽培についてはデータが得られず

不詳であるが、翌31/32年栽培では28/29年栽培比で22%減と更に経費節減が進め

られ、ジャワ全体の糖業が大幅な栽培制限に入った32/33年以降を

:l= :-I.

達なテンポ

栽培と比較でこれが進行している。今、 31ノ32年栽培の経費を項目毎に28/2

してみると、最も節減が大きいのは「耕作費」であり、 f109.57、 43.0%減とな

る。次いで「肥料代」 (f38.87、 30.7%減)、 「職員給与」 f20.4、 20.5%)、 「濯

概費」 (f16.9、 44.1%)などが続く.しかしこれとは逆に「借地料」、「早稲栽培

割増金」といった項目はむしろ増加している(この理由については後述する)0

こうした経費削減の意味について、同糖業の取締役は「我々の制限策は主とし

て、最終的により安い砂糖を得るべく、作業の密度をずっと落とすことによる

ものである」 [Directie Kremboong 1933!と述べているが、要するに耕作部門の

作業の粗放化が中心的に進めらこれたと見てよい。

これ以降も経費節減は更に進められ、 34/35年栽培まではやはり耕作費の削減

は著しいO　肥料代も33年から34年にかけて大きく減り、また苗にも金をかけな
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くなった。このことは、耕作の粗放化、合理化が更に進められたことを意味し

ていようo　ただし、 35/36年栽培以降は耕作費は増加した年があるなど、減り方

が目に見えて鈍ってくる。おそらく、この時期までに作業の粗放化が限界に達

したと考えられよう。他方、借地料(ここには不使用補償も含まれると考えられ

る)の動きを見ると、 34/35年栽培から急激に低下する。このことは、後述する

最低借地料基準の改訂及び借地契約の改訂と関係があるo　いずれにせよ、全体

として栽培経費は30年代前半期には激減し、後半期に入ると減り方が鈍くなる

のである。

さて、上の例では「栽培の粗放化」の具体的中味は不詳であるが、それは経

常主体が同じToelangaan糖業の1930/31年栽培(72i/rウ)の例からかいま見ること

ができる。この糖業では、栽培面積自体は前年(693Aナウ)よりもむしろ若干増加

しているが、ここでも様々な形で経費の削減が計られた。先ず、栽培コストに

ついてはha当たりでそれまでのf220からf170に引き下げられたが、それは例え

ば除草量を減らすことでその費用をf16からf7に引下げた、砂糖黍への濯水は従

来柄杓を用いて行っていたが、植溝へ直接に水を引き入れる方式に変更してf2

4からf15に、培土は以前の4回から3回に減らしてf20からf15に経費を節減した、

施肥については分量自体は減らさなかったが、これまでの3回から2回実施に改

めて労賃をfllからf8にした、など、特定の作業を簡素化あるいは廃止すること

で実現された。

またこの糖業では、常雇の工場職員、農場職員の人員整理や貸金引下げはこ

の段階では行われず、非常勤クーリーの日当も据え置かれたが、 =場技能工に

ついてはそれまでの過6日労働による6日分の賃金支払いが、過3日は午前中だけ

の労働に短縮して貸金は4.5日分支給することに改められた。砂糖黍収穫・輸送

の分野では、収穫・運搬の単価が5.5セント/ヒoコルから4.5セント/ヒoコルヘ引き下げられ

た。更に、土地貸出農民に対する早稲栽培奨励についても、それまでは割増金

f40に加えて苗1ヒDコル(f8に相当)を交付していたが、 f40のみに改められた.以上

のようにしてこの糟業は栽培経費でf25,000、技能工賃金でf5,000、早稲栽培割

増金でf2,800、収穫・輸送でf13,000、合わせて約f46,000の経費を削減するこ

とができた[Ass.Resident Sidoardjo 1931]

同様のことは、モジョケルト県の精美についても報告されている。この県で

は、既に1930年に、以前は3回以上実施していた除草、培土、清水などが2回以

下に減らされたので労働機会がずっと減少し、砂糖黍栽培の全期間を通しての

労賃が減少した[Regent Modjokerto 1930]、多数の常雇技能工は労働目数を減

らされて貸金が減った、以前には残業が多かったので賃金を支払っていた作業

を現在は出来高払いに切り換え、貸金水準はジャワ糖業雇用者連合の定めた基
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準以下に抑えている、常雇原住民職員のボーナスを廃止した、年金受領資格を

得た者から常雇職員を解雇している[Resident Modjokerto 1930]といったこと

が報告される。16)

また労賃そのものも、恐慌期には大きく引き下げられた。例えば、シドアル

ジヨでは植溝掘りは請負労働で行われるが、恐慌以前には1本につき4~6セント払わ

れていたのが、 30年代半ばには1~1.5セントにまで低下したという[Soekasno 1938

:316】 17)

以上、主として栽培縮小前の段階で実施された経費節減策を見てきたが、こ

れらは2-5表で見たKremboong糖業のデータからわかるように、 32年以降、一層

強化されていったのである。

2、借地料の引下げ

先ず、前章で触れた長期借地の場合の5年毎の最低借地料基準改訂の状況を

見よう。シドアルジョ県では35年3月23日の理事命令no.2130/7aで2-6表に掲げ

たような基準額が設定されているO　それ以前の基準額についてはデータが得ら

れなかったが、改訂時期から考えると恐慌の影響が本格化する以前であり、か

なり高かったと考えてよい。したがって、 .この県の糖業はこの基準に従う限り、

35年までかなり高額の借地料を払わなければならなかったと思われる。モジョ

ケルト県では31年7月30日の理事命令no.7589/16で暫定値が決められ[MvO Modj

okert0 1931]、 32年4月25日の理事命令no.1277/16で2-7表に示されるように32

~36年の最低借地料基準が確定されたO　この金額について1934年初期の報告は

「現在の土地の貸出価値の水準とは異なるものである」 [Verslag grondhuurco

ntracten 1933]と述べ、やはりこの段階では糖業にとって高すぎるものと評価

している。また、ジョンバン県では31年2月5日の理事命令no.1322/16によって、

31年2月5日から36年2月4日まで有効な基準が2-8表のように定められた。なお、

この県については25年決定の基準額デ-夕が得られたので表右端に記載したが、

31年基準はそれと比べてそれほど大きく下がっていないことがわかる。したが

って、やはりここでもそれは高すぎると評価されたが、同時に「長期契約全て

を破棄することを防ぐためには、 (1934年のための)中間的改訂が重要になるで

あろう。 」が、 「将来、十分な毎年の借入れが計算できなくなることを恐れて、

いくつかの糖業は直ちにそれを実施することを控えた。それは個人占有地や持

分が固定した共同占有地(いわゆるatok]が主要、あるいは多い地域で操業する

糖業である。 」とも指摘され[ibid.]、 36年の正式改訂を待たずに借地料基準の
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引下げを実施した糖業が多かったことが窺える。

さて、以上のような基準の改訂の動きの中で、実際の借地料の支払額はどの

ようであったか見ておきたい。先ず、シドアルジョ県では1935年の理事覚書に

よると、 「新しい最低借地料は、シドアルジョでは水田の全等級に関してflOO

/71やり、 f117/鮮りに固定されていた旧借地料よりも、平均してf40低いものであっ

た. 」 【MvO Soerabaja 1935]とあり、また、 38年に出たスカスノの調査報告に

は「現在、この借地料額は土地の質に応じてf50~75/)ドゥ/栽培年(18ケ月)である

が、以前は平均してほぼfllOであった。 」 [Soekasno 1938:316]と述べられる。

更に後述する1932年のBalongbendo副郡での栽培縮小交渉の中で　デサKemangsen

は糖業に対して借地料全額fioo/;ドゥを要求しており[Verslag onderhandelinge

n]、これまた後述するニティレジョ(Nitiredjo)事件の中でもニティレジヨの書

簡はPopoh糖業が払ってきた借地料はfioo/;ドゥであることを指摘している[Niti

redjo 1932]また、後述するようにシドアルジヨの糖業の多くは旧長期契約か

ら新契約への切換えの中間の時期に転換契約と呼ばれる単年契約をf75/八..ウで締

結したと報告される[Verslag grondhuurcontracten 1935]以上のことからす

ると、この県では恐慌前の段階でははばnoo~f120程度であった借地料が、 f75

を経てf50程度へ引き下げられたものと考えられる。ただし、短期契約の場合に

は最低借地料基準の規制を受けることがないので、引下げ帽がもっと大きかっ

た糖業もある。後述するように、シドアルジョでは多くの糖業が旧長期契約を

破棄して35/36年栽培には単年契約を結んだが、その借地料を見るとWatoetoel

isは1,020/ドゥの栽培に対して借地料総額はf23,408.73、 )Vウ当たりではf23、 Po

pohは10651ドゥにf23,973.07、f23/)ドゥ、 Porongは588;ドゥ、f14,796-08、 f25/;ドゥと

著しく低い額になっている[ibid.]

モジョケルトでは、短期借地が多かったので、最低借地料基準はシドアルジ

ヨほどには意味を持たなかったと考えられる。この結果、早くも1930年には多

くの精美が借地料引下げの動きを示しており、 30年10月の当時のモジヨケルト

理事の書簡によれば、 Sentanenlorはこれに成功し、 Tangoenanでは農場職員が

デサ首長と交渉を進めているが、その際、引下げを飲まなければ借地を停止す

るということを切り札にしているという[Resident Modjokerto 1930b]こうし

たこともあって、ここでの,恐慌期の借地料は一般にシドアルジョより低いもの

であった。例えばKoning-Willen II　の栽培縮小以前に締結していた短期契約で

は32/33年がf40/鮮り、 33/34年がf38/鮮り、 34/35年はf37/刀.tウであった。この金

額は、この糖業の同時期の長期契約の借地料がf92/八11ウであったことから考えて

も低いものである[Verslag onderhandelingen]また恐慌期に新たに締結され

たModjoagoengの35/36年単年契約ではf30またはf36/rウ[Verslag grondhuurco
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ntracten 1934]、 37/38年栽培短期契約の借地料では、 Kremboongはf35 40/八・ウ、

Eschauzier社傘下のSentanenlor、 Bangsal、 Brankal、 Tangoenan、 Ketanen5糖

業はf25　30/;ドゥである[ibid. 1937],

ジョンバン県の場合も短期契約が多く、恐慌以前の借地料は不詳であるが、

恐慌期、 34/35年にはSomobito(単年契約)f50/;ドゥ[ibid. 1934]、 35/36年にはS

omobito f25/;ドゥ、 Tjoekir f30 35/八やウ[Verslag grondhuurcontracten 1935]、

36/37年Tjeweng f25/)ドゥ、 Tjoekirf30/Aやり、 Gempolkrep f20~25/Aやり、 Modjoag

oeng f35//Tウ、 Peterongan f25/fl。ウ[ibid. 1936]などの数字が得られ、やはり

ここでもモジョケルト同様にかなり低いことがわかる。

以上のように、借地料は長期契約の場合、 30年代初めの最低借地料改訂では

それほど大きく引き下げられたのではなかった。他方、短期契約の場合には借

地令8条の適用外にあるため引下げは比較的容易であり、大きく低下することに

なるo　したがって、各糖業にとって30年代前半には相対的に不利な現行長期契

約を如何に処理するかが最大の課題となる。そして、それは次に述べる栽培縮

小交渉の中で、追求されたのであった。

3、栽培縮小

(1)1931/32年栽培の縮小

さて、こうした中で行われた1931/32年栽培の縮小は、比較的小規模なものに

とどまった。今、各糖業の1930/31年栽培面積、 31年作付面積、同縮小率を一覧

すれば2-9表の通りであるが、 Pohdjedjer糖業のようなごく一部を除いて縮小規

模は大きくない。そして、この栽培縮小は、モジヨケルト州理事によれば「当

然、最も利益が上がらない土地で実施され」、 「予め糖業との間で持たれた話

し合いの結果、既に締結されていた借地契約の破棄に際してはほとんど困難は

なく」進められた[MvO Modjkerto 1931]、またシドアルジヨ県でも30年後半か

ら31/32年栽培を劣等地について中止する交渉が行われた[Resident Soerabaja

1933]とあるように、生産が上がらない劣等地を中心に行われたものであり、

それによって栽培全体の効率化を目指すものであったといえよう。したがって、

例えばシドアルジョのPradjekan糖業、 Tangarang糖業は栽培を中止した部分に

関して1年分の税相当額の補償(flO~20/n当)という、比較的低額の補償金を払

うことで、交渉はまとまったのであった[Directie Kremboong 1932;そしてこ

の結果、糖業は良質な土地のみを借地することになったわけであり、先に上げ

たKremboong糖業の例に示されるようにha当たり平均借地料額が上昇したのは当

然であった。

しかし、世界市場における精価の暴落は、こうした対策をほとんど効果のな
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いものにするほど激しいものであった。結局、各糖業は翌年の栽培から更に厳

しい対応を迫られることにならざるを得ない。以下、 1932/33年栽培以降の本格

的な栽培縮小を中心にした糖業の動きを検討することにしよう。

(2)1932/33年栽培以降の本格的縮小

この時期以降の名糖業の栽培縮小の方式については、 2-10表a~Cに要点を掲載

した通りである。以下、各県毎に特徴的な点をいま少し述べてみたい0

[シドアルジョ県]

この県の糖業の対応は3つのタイプに分けられる。第1のタイプは32年中に

長期契約を破棄しこれ以降は借地を行わなかったものであり、 Boedoeran、Sroe

nl、 Perningが属するが、これらの精美はいずれも37年には工場を閉鎖している。

第2は33/34年栽培までは不使用協定を締結して栽培を中止し、 34年に34ノ35年

栽培以降の長期契約全てを破棄し、以降、長期借地を実施しなかったものであ

り、 Porong、 Tanggoelangin、 Tjandie、 Waroeがこれに当たる。第3は、やはり

33/34年栽培までは不使用協定締結で対応し、 34年にそれ以降の時期の長期契約

を破棄したが、 34/35、35/36年栽培についてはいわゆる転換契約(conversie co

ntract)を締結して単年借地を行い、 36/37年栽培から新たな長期契約を結んで

土地を借り入れたKetegan、 Krian、 Balongbendo、 Watoetoelis、 Popoh、Toelan

gaan、 Kremboeng糖業である。この新契約には、 35年3月に施行された最低借地

料基準額引下げにもとづく低額借地料、土地使用を糖業側が一方的に破棄でき

るなどの、糖業側に有利な条項が含められた。こうしてみると転換契約締結は、

最低借地料基準改訂までの時期の繋ぎとしての意味が強いと思われる0

このように、 3ゲル-プに共通して、いずれも現行長期契約による高額借地

料での借地を回避しようとしたのであった。そしてこうした栽培用地の使用中

止、契約破棄の際には、いずれも表示のような1)ドゥ当たり金額の補償金が支払

われ、土地は農民に返還された。またこの際、デサ首長に対しては、従来から

借地に当たって交付していた手数料が栽培縮小の仲介に対する割増金という名

目で継続して払われることになった。なお、こうした契約破棄、新契約締結は、

デサ単位の集合契約であるために、デサ集会を開催し、その決定を経て実施さ

れた。

さて、交渉の経過を概観すると、 32/33年栽培の土地不使用、契約破棄交渉は

31年後半期に始まり、翌32年前半にははぼ終了した。この時期には、本県で操

業する糖業は栽培中止の補償としてf35//ドゥの統一補償額を提示して交渉に臨ん

だ[Verslag onderhandelingen]。この金額は、ジャワの多くの地域の糖業が第

1章で触れたように地税相当額の補償しか払わなかったことから見ると、かな

り高いといってよい。そしてこの間、 2-10a表に示したように、 Krian、 Balong
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bendo、 Watoetoelis、 Popoh糖業で交渉が難航するという事態も見られたが、シ

ドアルジョ県副理事の報告に従えば、この頃までは交渉はほぼ平穏に推移した

と評価されるo　これに引き続いて、各糖業は33/34年栽培以降の契約問題の交渉

に入ったo　ところが、この年の7,8,9月頓から、住民側と糖業側との合意が未成

立のデサを中心に、 P.B.I.の手で農民組織ルクンタニ(Roekoen Tani)が次々と

設立され、交渉は次第に困難になった[Ass.Resident Sidoardjo 1933]。18　す

なわち、この団体の活動の影響を受けた農民側の抵抗によって、契約破棄交渉

は表示のようにPorong、 Tjandie、 Boedoeran、 Sroeni、 Waroe、Watoetoelis、Kr

emboong、 Perningなどで32年後半期から翌年前半期にかけて難航し、更に運動

は合意未成立デサの外部にも拡大し、いったん合意に達した契約破棄を住民側

が取り消そうとするといった事態も生じた19)特に33年5月にはP.B.I.幹部の

遊説によりルクンタニは糖業に対する民事訴訟のために副部長の協力を要求、

糖業の栽培縮小の困難は頂点に達する恐れがあったと報告される。しかし、こ

の頃、政庁の弾圧が強まるなどして運動が切り崩されたことで、こうした抵抗

はほぼ終息し、これ以降、ほとんど見られなくなった【Resident Soerabaja 19

33],そして、これとともにルクンタニ勢力も大きく後退し、 P.B.I.、ルタンク

ニは運動方針の変更を迫られることになる。20)

【モジョケルト県]

この県では先述したように多くの糖業が3年半の短期借地契約を結んでいた

が、 Periling、 Sedati糖業は全てが長期契約、 KOning Willemllは短期契約と長

期契約の両方で借地していた。なお、表示のようにこの県では他県に立地する

Kremboong、 Modjoagoeng、 Somobito糖業も栽培を実施していたが、面積は大き

くはない　21)

さて、短期契約の場合の栽培縮小は、後に栽培を恒久的に停止した糖業を除

き、基本的には栽培の翌年への延期という方法によって行われた。ただし、表

示のようにその場合の補償額はシドアルジョの長期契約不使用補償と比べると

かなり低い。同時に、この県では不使用地の一部を住民に再貸付したり、分益

小作で耕作させることが多いことも特徴的であり、 34年初期までの交渉では表

示のようにSentanenlorが不使用地の半分、 Ketanenも1/4をこれで処理しようと

している他、 Brankal、 Bangsal、 Tangoenanもこの方法を一部適用しているが、

34年以降になると元々短期契約であった糖菜で借地を行ったものはすべてこれ

を適用している　2Z)他方、長期契約の場合は契約破棄が一般的な方式であった

が、これは先に見たようにこの時期の最低借地料基準が物価動向から見て高か

ったことからすれば当然であった。ただし、 KOning Willem IIとModjoagoengで

は当初は不使用協定で対応し34年に破棄、前者はその後は契約を結ばなかった
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が、後者は1年契約に切り換えた。そして、補償額は、シドアルジョ県と比較

するとやはり低額であるo　また、この県に関する報告書を読むと、いずれの場

合でもシドアルジョでは一般的に見られるデサ首長に対する割増金交付には全

く触れられていないことも特徴的である。

きて、交渉の経過を見ておこうo　この県でもやはり32~34年初の時期にはいく

つかの糖業でそれは難航し行政当局の介入が行われたが、それ以降になると糖

業側の提案がスムーズに受け入れられるようになったO　以下では、初期から再

貸付という方式を採用した、 Eschauzier社が経営するSentanenlor、 Brangkal、

Bangsal、 Tangoenan、 Ketanen糖業における短期契約(ほとんどが3年半の集合契

約)に関する交渉の経緯と、 KOning Willemllの長期契約破棄交渉の例を検討し

ておきたい。

Eshauzier社傘下の5糖業は32/33年栽培を50%(2-1表に従えばほぼ3,ioo;ドゥ程

磨)縮小することを決め、 32年初め、貸出者に対して以下のような提案を行った。

「本年に栽培を行わない土地は、現行契約を破棄することによって1933/34栽培

年へ延期するo　他方、このことによって1933ノ34年栽培に関して発生する借入地

の過剰分は、すべて借地料を考慮に入れつつ1934/35年栽培へ延期する。土地貸

出者に対しては、 1932/33年に栽培しなかった土地の地税相当覇の補償を交付す
る。」

こうした条件で行われた交渉の進捗状況を見ると、同年8月初旬段階でSenta

nenlor、 Brankalに関しては全ての借入地について合意が成立していた。また、

Tangoenanでは1デサ(2Wウ)、 Ketanenでは5デサ(52)ドゥ)が全借地料を要求して

まとまらなかったが、全体として交渉は順調であった。こうしてこの段階でこ

れら4糖業の縮小予定地のうち2,735;ドゥが、この条件で処理済みであったo　ただ

Bangsal糖業だけは交渉が難航し、縮小予定地582/Tウの内、合意できたのはわず

か75)ドゥ(13%)にすぎなかった。ここでは貸出者は借地料全額を要求したり、あ

るいは3栽培年分の地税を要求したので、同糖業は7月末まで交渉を一時凍結し、

その後、改めて3栽培年分の地税を補償するという条件を提示して交渉を進めて

いるが、以前にこの条件で合意したデサがそれを撤回するという動きも出てお

り先行きは不明であると報告される　Bangsal糖業でのみ交渉が難航した理由に

ついては「現在まで説明がついていない」が、郡長によるとかつてイスラム同

盟が持っていた影響力がなお働いており、住民の気質が変わっているのだとさ

れる[.Verslag onderhandelingen〕。この事態が、その後どのように展開したか

は不詳であるが、 2-1表による限りこれらの糖業は32/33年栽培を予定通り50射ま

ど縮小しており、何らかの形で合意が成立したと見られる。そして、ここでは

報告書を見る限り、 P.B.I.やルクンタニが介入したということは窺えない。
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これらの糖業は33!34年栽培については更に大きな縮小を実施している。この

年にも基本的には地税相当額の低額補償による使用延期で対応したが、この段

階で新たに、 33/34年栽培を実施せずその後も保持する予定のない土地約493/r

ウを農民にf8.5~flO.5/;ドゥで再貸付することを提案したO　しかし、多くのケース

で農民側はこの金額を糖業側に払うことを拒否し、この結果、 33年乾季の問、

これらの土地は休閑きれたままであった。その後、糖業側はこれらの土地をこ

れに続く雨季にf5/;ドゥかfio//rウの先払い条件で住民に再貸付することを提案し

たが、住民側は無償で土地が返却されることを強く要求した。結局、この交渉

には行政当局が介入し、これらは34年には籾収穫の2/5を小作料とする条件で農

民が分益小作することになった[Verslag grondhuurcontracten 1933]。23)

以上のように、ここでは先ず地税相当分の補償交付による栽培延期というご

く一般的な方法が捷起されたが、 33年初めに至って再貸付という方式が新たに

登場することになったのであった。

次にKOning Willemllの事例を見よう。この糖業は1932/33年栽培用地として

長期契約で672flやり、短期契約で373;¥やりを借りていたが、この年の栽培を中止す

るために、長期契約借入地をその地税額に等しい総額f8,263 (借地料f61,652の

13.4%)、平均すればfi2.3/;rウの補償金で返還することを提案した。しかし、貸

出者側の拒否に会い、精美側は補償額を倍に引き上げたが、この提案も受け入

れられなかった。そこで、次のような提案を行った。 「本年(1932/33栽培年)に

関しては、各デサで借り入れている土地全部(3占有期分)の地税額に等しい補

償を交付する。来年以降において栽培を実施しない場合には、貸出者はそれら

の年に糖業が契約によって使用しなければならない土地の地税を補償として受
け取る。 」

この提案をいくつかのデサは受け入れたが、大半は拒否の姿勢を崩そうとは

しなかった。それゆえ、糖業側は行政の介入を要請し、郡長、副部長が説得に

当たった結果、いくつかのデサが新たにこれを受け入れることになったが、な

お大半は補償額引上げ、あるいは1年目は借地料全額、次年以降は地税何年分か

の補償を要求した。結局、この問題は土地の休閑が続くことを恐れた行政当局

が再度説得に入り、両者が若干の譲歩をすることで基本的には解決した。しか

し、テつt Ngimbanganと、デサLemingirの子村　Ngagrokはあくまでも契約遂行を

要求し続け、前者は6月にP.B.I.のスウオノ(Soewono)の支援を求め、後者も民

事訴訟を提訴することをデサ決定した。この結果、糖業側はこの要求に応じる

ことになり、これらのデサは32/33年栽培の借地料全額を獲得した。その後、 3

3年3月になって、契約は両者の合意により破棄されることになった[Verslag o

nderhandelingen; Verslag grondhuurcontracten 1933]。24)
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このように、ここではP.B.I.の支援を得たデサのみは借地料全額支払いとい

う大きな成果を獲得したが、それがなかったところでは結局、行政当局の介入

によって運動が封じ込められてしまったのであった。

以上に示されたように、この地域では交渉はシドアルジョに比べれば農民側

にとって不利な条件で推移した。それではその理由として何が考えられるので

あろうか。

補償額の相対的な低さの1つの要因は、恐らく短期契約が多かったことによ

って借地料自体が低額だったことに求められよう。しかし、長期契約において

もやはり補償額が少なかったことや、再貸付という方式が取られたこと、デサ

首長に対する割増金が交付されなかったことはこれだけでは説明できない。し

たがって、この地域の土地貸出者の抵抗のあり方とのかかわりをも考える必要

があろうo　これまで見てきたように、たしかにこの地域でも32年から34年初日こ

かけていくつかの糖業で抵抗が見られたo　しかし、それは2-10表に示されるよ

うに、シドアルジヨと比べるならばそれほど広範なものであったという印象は

受けない。そして、その大きな原因として、 P.B.I.、ルクンタこの活動がシド

アルジョと比較して弱かったことが上げられよう。先にKoiiing WillemIIの例で

見たように、この団体の支援を受けたデサでは土地貸出者は所期の成果を獲得

したのであったが、それはごく小数にとどまったのであった。この結果、 32年

の交渉は糖業側から見て比較的スムーズに推移し、このことが翌年になると更

に農民側に不利な再貸付という方法が登場することにつながったのである。こ

れに対しては農民側は抵抗したのであるが、結局、行政当局の介入によってそ

れを飲まざるを得なかった。それは、この段階では既にシドアルジョ県での抵

抗もほぼ終息しており、農民を取り巻く情勢は更に不利になっていたというこ

とと無関係ではなかろう。こうして、それ以降、再貸付という方法は更に広範

に通用されるようになるのであったO

[ジョンバン県]

ジョンバン県の栽培縮小の特徴は、他県に比べて32/33年栽培の縮小が比較的

小規模であり、 33/34 35/36年にかけて極めて急激に実施されていることであろ

うo　この県に立地する糖業で　32/33年栽培を中止したのはModjoagoeng糖業のみ

であったが、逆に33/34年に栽培したのは2糖業、 34!35年は1糖業、 35/36年は2

糖業にすぎなかった。

さて、これらの糖業の借地契約はモジョケルト県の場合と同様に短期契約が

多いが、最も一般的に用いられた方式は補償金を交付してそれを破棄し、借地

料がより安く、糖業側に有利な条項を含んだ新契約に切り換えることであった。

例えばTjoekir糖業では1933/34年の栽培を中止するために同年の契約を破棄し
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flOのドゥの補償で34/35年のための借地契約に切り換えたが、この場合、契約中

にはこのflOは「新借地料」と記載されており、栽培実施の場合にはこれを借地

料に充当する予定であった。また、 34年2月1日までに通告すれば、糖業側が一

方的に契約を破棄でき、住民は土地を返還され先のflOを不使用の補償として受

け取ることになることが協定された[Verslag grondhuurcontracten 1933]実

際には、この糖業は34/35年栽培は実施せず、住民は土地を返還された。なお、

短期契約で借り入れた土地を使用しない場合、農民への再貸付あるいは分益小

作させる形で処理することが多かったことは、モジヨケルトの場合と同様であ

った。

他方、長期契約の場合にはそれまで行われてきた契約を破棄することが普通

であり、 Goedo糖業、 Ponen糖業はその後、これに代わる新たな契約は結ばなか

ったが、 Tjoekir、 Blimbing、 Modjoagoeng、 Seloredjo楢葉などは有利な新契約

の締結を目指した。いま、 Seloredjoの例でその方式を見ると次のようである。

この糖業では1932年に長期契約の一部について、糖業が一方的に契約を破棄

できること(補償金:f15 20/Aやり)、土地を使用しないことが可能であること(捕

償金:flo/ハやりまたはfl5/A㌣)、を内容とする追加協定を貸出者との間に結んだO

この際、貸出者にf4//ドゥ、デサ首長にはIll)ドゥの割増金が交付されたO　また、

34年には現行長期契約の一部を補償なしで、一方的破棄・不使用条項、最低借

地料基準が引き下げられた場合にはこの糖業が払う借地料をもそれに連動して

引き下げることを可能にする条項を含んだ新21年契約に切り換えたが、最低借

地料条項の組込みに当たってはf2.50/八ナウの特別割増金が交付された[ibid. 19

34]このような形で長期契約を再編したのは、将来の通常栽培再開に備えて、

長期契約の一部は破棄せずに残しておこうとしたからであった　25)こうして同

糖業は、 34/35年栽培以降、 36/37年栽培長期借地629Aナウを35年9月に通告してf

lOの補償金で栽培中止した【ibid. 1935]、 36年9月に37/38、 40/41、 43/44年栽

培用地合計610/rウをfl5/Aナウの補償金で破棄した[ibid. 1936]、翌37年には残る

38/39、 41/42年栽培用地628ハ'1ウを同額の補償金を11月16~20日に支払って破棄し

た[ibid. 1937]など、この条項を発動することで対応することになった。しか

し、結局、この糖業は本格的に営業を再開することはできなかった。

さて、以上のような交渉では、やはり特に初期においてシドアルジョ県と同

様にかなりの住民側の抵抗が見られ、 34年初期までの時期にはたびたび行政の

介入が必要であったibid. 1933]しかし、それはシドアルジョとは対照的に、

2-10表Cに示されるように特定の個人による場合が多かったのが特徴的である。

すなわち、それは県南部に多い、糖業と個人契約を結んでいるヨソ地(jasa-gr

onden=世襲的個人占有地)の占有者を中心とした抵抗であったO　以下、 Blimbin
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g糖業とGoed0時業の例でその中味を見ることにしよう。

Bliflibing糖業の借地契約は全て長期契約であったが、 33/34年から栽培を停止

することになったので33年1月から交渉に入り、 3月に至るまでの時期に23%につ

いてf12.5/Jtナウの補償で契約を破棄したO　そして3月には、残る契約の大半を破

棄して借地料引下げ、一方的破棄・不使用条項を含む新契約への切換え交渉に

入ったが、結局、最終的には全契約をf12.5/;ドゥの補償で破棄することになるo

ところが、 33/34年栽培の使用中止に関して　デサBanjoerangのヨソ地占有者

Atmoredjoなる者はこの提案を受け入れることを拒否し、ジョンバン地裁へ提訴

した.徒はP.B.I.とかかわりがあったとされるが、結局、糖業側は地裁での審

理の始まる2日前にこの栽培の借地料全額を支払うことになった。また、この年

には他にも数人の世襲的個人占有地占有者が受け入れを拒否し、糖業側はその

対応に追われたという[ibid.],さて、 Atmoredjoとの交渉は翌年にも合意に至

らず、糖業側は34/35年栽培についてもやはり全借地料を支払った[ibid. 1934]。

この間題が解決したのは翌35年のことであり、 1回の栽培につきf50/八すりの高額

補償によってようやく契約破棄に漕ぎつけることができた。彼は各栽培につき

10がり、 3栽培年分を貸し付けており、これによってfl,500を手にすることがで

きたのだった[ibid. 19351。

他方、 Goedo糖業は33年に短期契約をf5/rウという低額補償で新契約に切り換

えることに成功したが、長期契約についても32年に平均補償額fi6//rウで破棄し

たO　ところが、 Perak副郡(Djombang郡)で合計16Aやウの土地を持つ数人の貸出者

が全借地料支払いを要求し、このうちの川やウは苗栽培に使用することで折り合

いがついたが、残るi5/rウについては結局、要求通りに33/34年栽培に関する借

地料全額が支払われることになった　34/35年栽培についての交渉でも彼らは強

い態度を崩さず、結局、 34年に補償額をf30/;ドゥへ引き上げることで解決するこ

とになったという[ibid. 1933, 1934]　この例でも、交渉は糖業と貸出者個人

との間でなされており、契約は集合契約でなく、ヨソ地占有者との間で結ばれ

た個別契約であると思われる。

以上から明らかなように、ここでの抵抗主体はヨソ地占有者であり、しかも

Blimbingの例ではかなりの大土地占有者である。そして、シドアルジヨ県の場

合には抵抗は33年後半期には完全に終息してしまうのであるが、ここでは上の

事例の他にも2-10表Cにある　Tjoekir、 Ponen、 Modjoagoeng、 Seloredjo　の例か

らも窺えるように、それ以降も引き続くことが特徴的である。このように、こ

こでの土地貸出者の抵抗の構造は、シドアルジョとはかなり異なったものであ

った。
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以上、 3県の栽培縮小の方法と経過を見てきたのであるが、26)　般的にいっ

て31/32年までの縮小は劣等地を中心とした小規模なものであり、本格的に縮小

が開始されるのは32/33年栽培以降のことである。その方法は借地の方式により

様々であるが、モジヨケルト、ジョンバン県は補償額がシドアルジョ県よりも

かなり低く、また、不使用地の処理の仕方に関しても、農民が糖業に生産物な

どを提供する条件での再貸付、分益小作がかなり広範に適用されたことに見ら

れるように、農民側にとって不利であったといえよう。

これに対する土地貸出者側の抵抗は縮小本格化とともに激化し、一般的には

初期の時期の交渉に集中的に表れたが、シドアルジヨ県では早くから頻発した

紛争が34年以降はほとんど見られなくなる。これに対してモジョケルト県では

糖業の提案が比較的スムーズに受け入れられたO　他方、ジョンバン県での最大

の特徴はヨソ地を占有する個人による抵抗が目立つことであり、抵抗は34年以

降も継続した。こうした点は後述する個人占有地帯のブスキ理事州における借

地の場合に典型的に表れるので、その構造については第5章で詳述することに

し、以下では、この地域に特徴的な集合借地の場合の土地貸出者の抵抗のあり

方と構造について、それが最も典型的に表れたシドアルジョ県のケースを例に

検討したい　27)

第4節　糖業の栽培縮小に対する住民の抵抗:シドアルジョ県

先に述べたように、シドアルジヨ県での栽培縮小交渉は32年前半期頃までは

ほぼ平穏に推移したと評価されてきた。しかし、この年の後半期から各地にル

クンタニが設立され、交渉は次第に困難を増-し、 33年5月頃にはそれが頂点に達

したが、この頃から政庁の弾圧が強まり運動が切り崩されることになり、抵抗

はほぼ終息した。それでは、こうした運動は何を要求し、それはどのような意

味を持つものであったのか、本節では、交渉が平穏であったとされる時期の2

つの事例と、農民の抵抗が激しくなったとされる時期の状況を検討し、この問

題を考えてみることにする。

1、初期の運動

(1)1932年前半期Balongbendo副郡における32/33年栽培縮小交渉28)

最初に検討するのは、 Krian郡　Balongbendo副郡で32/33年栽培中止のために
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行われた土地不使用協定締結交渉の問題である.この副郡では　Balongbendo、

watoetoelis、 Krianの3糖業が合計して703がり(499ha)の水田を借り入れていた

が、 32/33年栽培を334;rウ(237ha)縮小することにし、ほぼf35/rウの補償による

使用中止を32年初めに提案した。ところが、 1デサを除く全デサが受入れを拒否

した0　2月26日、郡長と副郡長が説得に当たったが効果がなく、その後の原因調

査、説得も成果が上がらないままに5月初めになり、この時、大半のデサが「借

地料が時期通りに支払われなかったので長期契約を破棄する」ことをデサ集会

で決定した。糖業側は契約破棄には基本的に賛成であったが、なお、合意を取

り付けて住民との友好関係を保持しようとしたと伝えられ、 6月初めにシドアル

ジョ県副知事が伸介に乗り出し、交渉がまとまらない8デサの首長を召集、住民

と話し合って先のデサ決定を撤回するよう説得に当たった。この結果、これら

のデサは直ちに先のデサ決定を撒回し、補償金要求額を決定した。29)

このうち、 Djabaranは先の補償額にf5/)Vウを上乗せすることでBalongbendo糖

業と合意し、また、 Seketieは当初、 f70//rウを要求したが、後、このデサに所

属する子村Seketie、 SonosariとWatoetoelis糖業との問でf40/n㌣で合意に至っ

たo　しかし、テeサWatessariは同糖業に対して補償額f70/rウを要求し、これが

受け入れられない場合は契約を破棄するとした。注目されることは、このデサ

では、貸出者がこの段階に至るまでも土地を休閑のままにしていたことである。

結局、契約は破棄されることになる。そして、 7月中旬になって初めてP.B.I.幹

部の弁護士スウオノが同糖業に対してこのデサに借地料全額を支払うように要

求したが、糖業はこれには応じなかった。また、 Kemangsenは借地料全額(flOO

/Jtナウ)を要求、残る4デサ(Sedoeri、Bankalanwringinpitoe、Soewaloeh、 Djeroe

klegi)のうち、 3デサは補償額f80月ドゥ、 1デサは借地料全額を要求した。

これら未解決地について、 Watoetoelis、 Krian両糖業は契約破棄で対応する

ことになるが、 Balongbendo糖業の場合は、副知事の伸介後も残った113;ドゥにつ

いて、農民側の　P.B.I.の支援を求めての全借地料支払要求に対して、本社から

の「合意に達しない土地については砂糖黍の栽培を実施せよ」という指示にし

たがって、栽培を実施することになる。ここでは、農民側は要求通り借地料全

額を獲得したのである。

以上の交渉経過の中では、 5月に、なぜ、多くのデサが、 「契約破棄」のデサ

決定を行ったのかがよくわからない。政庁側はこれについて様々な形で調査し

たが、さしたる原因を見つけることができなかった。結局、州理事は、栽培縮

小の決定が遅く、糖業がその必要を十分に住民に説明できなかったこと、また、

行政側の姿勢に積極性が欠けており、このために糖業に対する不信が発生した

ことが背景にあるようだと推測しているが、十分な説明になっているようには
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思えない。

いずれにせよ、このように農民の要求は当初、ストレートには現れず、 6月以

降になって初めて補償引上げ、借地料全額支払という要求が提出される。そし

て、 Watessariの例に見たように、貸出者が土地を休閑にしていた、つまり糖業

への貸出し可能な状態にしていたことを考えると、農民側の意図はあくまでも

糖業による借地を実現させるところにあり、契約破棄のデサ決定は、住民がそ

の意味を十分には理解できないままに選択した1つの戦術であった可能性も考

えられる。30)

(2)ニティレジヨ(Nitiredjo)事件31)

この紛争は、 Soeko副郡の　テ11サWonokasianを構成する3つの子村の1つWono

kasianで、 1932年、 Popoh糖業の32/33年栽培中止に住民が反対して発生したも

のである。同糖業は栽培用地を1921年から始まる21年半契約で借地していたが、

栽培中止をf35/nやりの補償支払いの条件で貸出者に提案したo　交渉の結果、他デ

サは全てこれに同意したが、この子村の一部の貸出者は受入れを拒否、借地料

全額の支払いを要求した　32)

この運動のリーダーを務めたのがニティレジョという農民である。彼は、先

ずPopoh糖業に書簡を送り、次いで32年4月20日付けで蘭印総督に対してPopoh糖

業に契約借地料全額支払命令を出すよう直訴した。その要求の根拠として、ニ

ティレジョは、先ず、借地契約は簡単に破棄されるべきものではないとする。

次に、糖業から補償を受け取って土地を返還されたとしても、現在の配水規則

では砂糖黍は雨季には受水できないから、この水田では水不足が生じ、デサ内

に水の奪い合いによる対立が発生する可能性がある、更に、米価が以前は1ヒOコ

ル当たりf4であったのが現在ではせいぜいfl.5にまで下がっており、米作は経済

的に釣り合わない、地税も各自で負担しなければならないがそれは容易ではな

いと述べている。

この子村では、 120名の水田占有者全員が合計45fl*りの土地を同糖業に貸し也

しており、糖業の提案に対して50名は同意を表明したが、 70名は反対であった。

そして、 32年の7月12日に、原住民自治体条例第6条にのっとり子村の貸出者坐

員が出席した集会が開かれ、 94名の賛成で借地料全額支払いを求めてPopoh糖業

に対して民事訴訟を起こすこと、そのための費用をデサ金庫から支出すること

が決定された。この決定は、慣例通りに上級権力に提出され、 「民事訴訟につ

いては問題はないが、デサ金庫は他の子村とも共用だから1つの子村の裁判費

用の出費は認められない」とする意見が付けられ決定登録簿に記入された。

この後、ニティレジョはスウオノに民事訴訟の支援を要請したが、スウオノ

は裁判費用等として糖業に対する要求総額のほぼ5%に当たるf250の先払いを求
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めたo　ニティレジョは、この金額を土地貸出者から徴収できず、結局、 93名の

貸出者が糖業の提案を受け入れてf35の補償を受け取ることになったO　このため

に、 10月17日、改めてこの93名の出席でデサ集会が行われ、先の集会の決定の

撤回が決められた。残った27名分の糖業からの補償はデサ金庫に供託されてい

たが、年末の雨季に入り、この27名も自分の耕地を耕作し始め、補償受取りを

求めたので、紛争は解決した。

(3)前半期の運動の特徴

ノ、 ヽ　、

tL〆.

v__l

以上に述べてきた2つの事例の特徴点を整理しておきたい。先ず、これらの

運動が要求したことは、その撫%Kは差があるものの、結局、借地料全額支払

いあるいは補償の引上げという点であり、相手は糖業に限定される。次に、運

動の進め方では、いずれも正規のデサ決定にもとづいて要求を提出するという

合法怪が特徴である。したがって、こうした要求にデサ首長、デサ役人がどの

ように対応したかといえば、ニティレジヨ事件の場合は要求主体が子村である

ので必ずしもはっきりしない点もあるが、登録されたこの子村の集会決定を見

る限り、このデサの首長(loerah)アブドウルラフマン(H.Abdoelrachman)、子村

代表(petinggi)のダヤ(P.Dajah)の署名があり、また、 Balongbendo副郡でもデ

サ決定には当然デサ首長の署名があると考えて良いから、少なくとも、デサ首

長などが当初から糖業側に立って積極的に農民の要求を抑えようとした様子は

窺われない。しかしまた、逆に、デサ首長が農民側の要求を積極的に実現しよ

うとした様子も、報告書を見る限りでは窺われなし1J要するに、彼らが運動に

特に積極的にかかわったり、反対したということはなかったと考えられる。第

3に、 P.B.I.の介入は、いずれの場合も運動の後半部分に一限定されている.第

4に、この2つはほぼ同時期の運動であるが、ニティレジョ事件の場合は民事

訴訟方式を採り、 Balongbendo副郡のケースでは糖業との交渉に終始し、各デサ

間で要求内容がまちまちであることに示されるように、相互の連関性がほとん

ど感じられないということが特徴的である。政庁側がこの時期の交渉を比較的

平穏だったと評価したのは、運動が以上のような質を持っていたからだと思わ

れる。

2、ルクンタこの介入と運動の激化: 1932年後半期~33年前半期

以上とは対照的に、 32年後半期以降の運動はP.B.I.、ルクンタこの全面介入

により、極めて激しい、組織的で要求のはっきりしたものに変わってくる　33)

シドアルジョ農村部各地では集会が組織され、運動への参加が訴えられ、ルク

ンタニ支部が次々と設立された。先ず、そうした集会の模様を見ることにしよ
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う。

(l)P.B.I.公開集会

次に掲げるのは、 32年7月19日にBalongbendo副郡で開かれたP.B.I.の公開集

会に関する報告である。

7月19日、シドアルジョ県Balongbendo副郡において、糖業のまん前にあ

る家で　P.B.I.の公開集会が開かれ、多数が参加した。

ルスラン・ウォンソクスモ(Roeslan Wongsokoesoemo)の団結、ルタンタ

ニに関する演説は、彼のジャワ語が不十分であったため、あまり理解され

なかった。

スンジョト(Soendjoto)の方が、この点では成功を納めた。
′

彼は吏ゴ

決して程度の低い言草ではなく社会的状況によってそうなっているのだと

いう感情を、集会が保つように働きかけた。更にまた、デサの住民を"w

ong tjilik　と称するのも正しくない。例えば原住民官吏はデサ住民の税

金によって養われているということを想起する必要があると述べた　34)

(中略)

税制度も批判の対象になった。スンジョトに従えば、農民は収入の約2

5%を地税として納めているが、収入税を課せられている者は5%も払って

いない。農民がこの不公平に対して異議を申し立てないのは、アドバイス

が欠けているからである。このアドバイスは、人々が団結を望む時に初め

て得られるものであり、 P.B.I.はいっでもそれを望む者に提供する用意が

ある。

各デサは、ルクンタニを持たなければならない。　-　しかし、ルクン

タこの執行部を作ることによって、デサ行政が解体すると考えてはならな

いo　デサ行政には、政府によってそれ自身の任務が設定されているO

クスマディ(Koesmadi)も、仮にそれが直接的にルクンタニ結成につなが

らないとしても、農民の団結の効用は大きいと述べた。その例として、糖

業が、住民の貸出地に関する合意締結拒否の際に、借地料全額を支払わな

ければならなかったことが上げられた。この演説者も、 P.B.I.が農民にア

ドバイスを提供して援助することを約束した。

【Politiek verslag Juli 1932]

このように、集会にはルスラン・ウォンソクスモ(中央執行委員・スラバヤ支

部長)、スンジョト(中央委員会秘書・ルクンタニ責任者)、クスマディ(中央委員

会総秘書)らP.B.I.中央幹部が出席して演説を行い、団結の必要、すなわちルク

ンタこの支部を設立するべきこと、そしてそれが糖業との交渉において借地料

全額を獲得する上で大きな効用を持つことが訴えられた。そしてこの場合、デ
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サ行政を解体すべき対象とは見ていないこと、また、地層問題をも重視してい
ることが注目される。

(2)糖業に対する要求

さて、これらの集会では、 「全借地料を要求し、既に以前から知られよそで

はどこでも実行に移されている糖業の握案を原則的に拒否する」という統一方

針が訴えられるのが普通であった[Ass.Resident Sidoardjo 1933],この場合、

糖業に対する園争の呼びかけは次のような形で行われたO

企業が存在する以前には、政府が砂糖黍を栽培していたのであるが、つ

いには会社に委ねられ、会社はデサ決定によって直接に土地を21年間の3

年半契約で借り入れて多くの利益を上げてきた。糖業が困難を覚えるや否

や、諸君らも困難なことを要求されたが、諸君らの利益は会社の利益とは

比べものにならないほど少ない。

その契約は法律に等しいものであり、現在、 P.B.I.はそのためにオラン

ダからの法律家を準備している　Gedagan副郡のデサLoewoengでは、人々

は契約を破棄したくなかったので、現在、糖業によって契約通り全額が払

われている。そのことから栂印を押したことの効用を思い起こし、借地料

の支払いがすぐには行われず、それを待つのがいやならば、スラバヤで裁

判に訴えなければならない。

[Resident Soerabaja 1933]

ここでは、糖業に借地契約を遵守させることが強調され、もし、糖業がこれ

を守らない場合、訴訟手段に訴えることが提起きれている。それでは、この民

事訴訟はどのような方法によって行われようとしたのであろうか。以下の史料

はそれを具体的に示すものである。

一つのテ-マが、すべてのこうした集会では登場する。

指導者達は手慣れたいつもの作法で、人々は糖業の提案に反対すること

を望んでおり、借地料全額を要求していると、聴衆に訴えかける。 「拍手

喝采」によって、賛成の意志が表されるo　こうして、全員一致で提案が可

決され、それは同じ集会において「デサ決定」に決定される。

同様の例をスアラ・ウムム(Soeara Oemoero)紙は、例えば次のように掲

載している。

「その夜、集会は直ちに契約破棄に賛成しないという意見の一致からな

るデサ決定を行った。賛同の声の多きから判断して、この決定は既に有効

なものと見なされた。 」

「そしてその夜も、糖業の長期契約破棄の希望には賛成できないとする

デサ決定が行われた。 」
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(中崎)

その目的のために必要な数字や日付、名前が記入された後、このいわゆ

るデサ決定は、公式登録簿に記載されることになり、署名が行われた後、

慣例通りの身分順に従って提出されるが、これは、民事訴訟のために必要

な県評議会の代表者会議(College van Gecommitteerden)の許可を得るた
めである。

したがって、これらの「デサ決定」のすべては民事訴訟を起こせるよう

にすることが目的であり、 Gedagan、 Poengoel、 Sroeni、 Bangah、 Manjar、

Tjeraandi、 Sidokerto、 Sedatieなど、全てのデサにおいて文面は同じであ

るo　その際、正確な日時を記入するによって、日時の記録された夜の集会

において「全員一致」でこの決定に至ったという証拠にすることを、人々

は決して忘れない。

(中略)

・このいわゆるデサ決定には、デサ首長の署名さえ行われている。

・拒否した場合には、彼らが知っている罪状登録簿は、彼らのデサの

全住民の告発に関する「裁判」で確実に免職になることを覚悟しなければ

ならないほど大きいという事実を強く示された後、署名することになるの

である。

(中略)

この際、最も早く実る種類の稲を作ることも忘れずに奨励される。その

場合、この種の稲を植えることは、実際、 「補償(roegi)」を手に入れる

ことになり、人々が田植えを済ませたところでも確かであるということが

確認される。この場合、晩稲を作る苗代は上で述べた早稲に代えねばなら

ないo　なぜなら、借り手に「提供」するために、契約された(糖業の)使用

開始日には土地を無条件で自由にしなければならないからである。この損

失は、全借地料を受け取ることで十分に埋合わせがつき、過去の損失は利

益に変わるのである。

この際、残りの使用期間について糖業が支払うべき全借地料の額がどれ

だけであり、これを糖業から引き出さねばならないということが、聴衆に

対して忘れずに示される。

【Ass.Resident Sidoardjo 1933!

このように、訴訟はデサ決定によって決定される。この限りでは、運動は合

法的な形態を取ろうとしているのである。しかし、この集会はあくまでもルク

ンタこの集会であり、本来のデサ集会とは別のものである。それにもかかわら

ず、ここでこのような公式登録簿に記載されるようなデサ決定が行われるとい
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うことは、この集会にデサの集会参加有資格者の大半が参加していることを意

味し、運動の広がりを如実に示すものである。このように、運動はあくまでも

デサという法的統一体に依拠する形で、即ち実質的にはデサぐるみで進められ

ようとしたのであった。

(3)地税問題

さて、この時期に運動の中で重視されたもう1つの要求である地税問題35)は、

どのように扱われたのであろうか。副理事の報告は以下のように述べている。

こうして、 P.B.I.の関心はゴゴルの経済的義務へと向かい、特に1932年

の地税は(夜間集会での)実りの多い論議のテーマであった.実際、この税

はあまりにも垂すぎた。あからさまではない形で、不払いがアドバイスさ

れた。

P.B.I.は、数年の支払猶予を求めて1つの要求書を作成し捷出したが、

それはルクンタこの人気を獲得しようとするものでもあった。

こうして、農民同盟が設立されたすべてのデサや子村において、証紙を

貼った同様の請願書が集められたが、これには付録として、全ゴゴルの栂

印をついた名列表が必ず付けられていた。

ここではデサ役人がリードしたので、これらのゴゴル全員が1932年末、

全く地税を払っていなかったことは驚くべきことではない。

(中略)

事情聴取から明らかになった限りでは、この請願書は、スンジョトの手

でタイプされ、少なくともスラバヤの相談局(Advies Bureau)において作

成され、一方、栂印をついた付録は、デサ役人、あるいはその伸介によっ

てルクンタニ指導部の手で生み出された。

(中略)

この付録には、デサ役人の名が含まれ、デサ首長の名さえ見られる。弁

明のために呼び出されると、このデサ首長はためらうことなく、調査官に

対して、デサ首長としてではなく、持分権保有者として栂印を押したのだ

と表明した。

LAss.Resident Sidoardjo 1933]

以上のように、地税園争では不払いのアドバイスを行うとともに、支払猶予

の請願書が作成されるが、ここでも対糖業要求の場合と同様に、統一的な方針

が採られ、また、全ゴゴルの署名という形でのデサそるみ運動が追求されたの

であった。

(4)デサ役人、デサ首長の協力

さて、このような形で運動を展開するためには、デサ役人層、とりわけデサ
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首長を味方につけることが不可欠の条件であると考えられるが、 33年の契約交

渉に関する報告書に、ルクンタニは「しばしばデサ首長達をその隊列に組み入

れた」 [Verslag grondhuurcontracten 1933]とあるように、それは意識的に追

求された。この結果、前引の史料にも見られるように、この時期、多くのデサ

役人、デサ首長が運動に協力するという事態が発生していたのであるが、彼ら

はそれにとどまらず、ルタンタニ設立集会に関する報告に「夜間の集会、これ

にはほとんどすべての場合、デサ首長やその他のデサ役人が家を提供し、ある

場合にはその名を貸すことで、また別の場合では自らが召集を行ったり、ある

いは集会の日時、場所を予めアナウスしたりすることでその集会の召集にデサ

行政が協力した。- ・この後、設立されるべき『農民同盟』の目的についての

賞賛がなされ、この集会において地方執行委員を選出することを決めることに

よって、実際に設立に移る。この場合にいわねばならないことは、この執行部

の列にはいつも何人かのデサ役人が席を占めるということである。 」[Ass.Resi

dent Sidoardjo 1933]とあるように、集会の場所を提供したりそれを召集する、

更には執行部に加わるという形で、自ら積極的に運動をリードすることさえあ

った。

こうしたことは、農村部における経済危機がますます深まる中で、とりわけ

職田の借地延期という事態に直面した彼らの多くも、ルクンタこの働きかけに

応じざるを得なくなったことを意味していよう　36)もちろん、 「Balongbendo

周辺のデサ首長のほとんどが、 1933/34年栽培年に関する合意の取付けに完全な

協力をしており」 [Politiek verslagJuli 1932]とあるように、多くのデサ首

長が政庁側の働きかけによって精美側に立ち、ルクンタニ設立を妨害したり、

あるいは「地税請願」を支持しないといった形で、運動に反対した【Ass.Resid

ent Sidoardjo1933]ことも事実である。こうしたことは、彼らが長年、糖業と

農民の仲介役を務め、糖業側に立って利益を得てきたこと[植村1978上　多くの

糖業が契約破棄に際して、従来から契紺手数料としてデサ首長に交付してきた

割増金を存続させたこと[Ass.Resident Sidoardjo 1933;などによるが、更に、

「農民組織の設立によって、この組織の執行部はデサ行政に次ぐ権力として登

場した。したがって、デサ行政はP.B.I.がデサの問題に介入することを喜ばし

く思わないであろう。」 【Politiek v¢rslagJuli 1932]と報告されるように、ル

クンタこの活動が一般にはデサにおける彼らの権力を掘り崩すものであったこ

とが大きな理由であったと考えられる。こうした反対派のデサ首長に対しては、

ルタンタニ側は、先に見たように、当時、広範に見られたデサ首長の地税横領

などの不正行為を告発する構えを見せて、彼らの反対をくじこうとしたのであ

った。
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(5)運動と地域の秩序

こうしたことは、植民地支配体制の安定のために不可欠な地域の秩序を維持

することにおいて要の位置にあるデサ首長やデサ役人が、その機能を果たさな

いことを意味するものであり、政庁にとっては極めて深刻な事態であった。そ

して、それは更に次のような形でのデサ役人、デサ首長の上級権力に対する反

抗というそれまでおよそ考えられなかったところにまで発展することになる。

先ず掲げるのは、デサ役人がデサ首長、副部長に対して反抗し、解任された事

件に関する州理事の調査報告である。

デサTjemandieにおいて解任されたデサ書記アテモ(Pa Atemo)、計量役

ダリップ(Pa Darip)、伝達役ラスマニ(Pa Rasmani)は、解任に対する抗議

をするために既に1933年1月14日付けの証紙を帖付した要望書を私宛に提

出してきているo　彼らは同時に、 Tjemandieのルラ-・ウォンソレジョ(W

ongsoredjo)を告発している。

しかし、私にはこの告発を受理する理由がない。なぜなら、

(a)前書記のアテモはこのデサのルクンタニ会員であるが、 1932年11月

4日のルクンタニ集会において、原住民自治体条例第6条に定められた村落

集会はルクンタこの集会とは別の方法で召集され運営されねばならないこ

とを知りながら、Waroe糖業との問の土地貸出問題に関する出席した村民の

決定を村落決定の公式な記録に登録した。また、このアテモはTjemandieの

ルラーに対するあからさまな憎悪の念を表し、デサ集会に姿を見せなかっ

た。彼の税金の管理もでたらめであった。

(b)グリップとラスマニは、ともにルクンタニ・チュマンディ支部の執

行委員である。このことによって、彼らは明らかに副部長に対して粗野で

挑発的な態度を取ることが許きれると考えたようである。実際、 1932年1

2月6日にSedatie副部長が土地占有者の要望によって集会を行うためにこ

こを訪れたとき、ラスマ二はルラーの家へ通じる道の途中に立ちふさがっ

て、副理事に道を譲ろうとしなかった。集会の際には、ラスマニ以外の全

村民はあぐらをかいて座った。集会の最中に、彼は副理事から適切でない

態度を諌められた。彼にはこの叱責が耐えられなかったようである。なぜ

なら、彼はダリップとともに、シドアルジョのルクンタこの中央指導者で

あるイスムティヤル(Isinoetijar)のもとにアドバイスを求めに出かけたか

らである。

翌朝、ラスマことダリップは副理事を訪問し、挑むような調子で、なぜ

前者が叱責を被ったのか明らかにせよと要求した。

ルラーに対して反抗したこのデサ役人をその職から解任することが、
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デサTjemandieにおける迅速な安寧の回復のためであることは、詳しく説

明する必要もなかろう　　　　　　　　[Resident Soerabaja 1934]37)

ここでは、デサ役人がデサ首長と副郡長に対して反抗的な態度を取ったこと、

しかもそれがルクンタこの影響によるものであったことが報告され、更に先述

したようなルクンタニ集会による正規のデサ集会の代行が問題にされている。

このケ-スではデサ首長は政庁側に立っていると考えられるが、これに対し

て以下の2例はデサ首長自身が上級権力の命令に従おうとしないという点で、

事態は政庁にとって一層深刻であった。

(C)あるデサ首長は数日前、精業の補償提案に対する不満を調べるため、

定められた日に彼の家の玄関先にデサ住民を召集せよと副郡長から命じら

れたo　彼はこれに対して、人々が望んでいないからそんなことをするつも

りはないと答えた。しかし、この命令は守られ、副部長がやってきたが、

問題のデサ首長は、集まったデサ住民の述べるところでは「税金を保管し

なければならない」という理由で欠席した。

【Ass.Resident Sidoardjo 1933]

(d)レへント代理と書記が参加したデサ住民との別の集会では、デサ首長

はいくつかの借地契約の破棄に関して、 1年前、自分の家の玄関先で、副

知事から糖業の権利がなくなったからその土地を再度、割賛せよと命令さ

れたことを認めた。

この土地がどうしてこの間ずっと休閑されたままで、この命令をなぜ実

行しなかったのかという問に対して、彼は、たしかに副知事はそのように

いったが、この土地が裁判中であることを考えたからだと答えた0

この場合、領収書の写しを見ることは悪いことではないが、それによる

と、このルラーはこのいわゆる裁判のためにスンジョトにf325を先払いし

ており、この金は、この裁判でデサ首長を助けることになっているスウオ

ノ氏に払われるものである。

領収書には「裁判を行うため」と書かれており、また、更に調査を進め

た結果、このf325は以前にスラバヤの民族銀行38)から借り入れたもので

あったことが明らかになった。

このデサ首長はこのために自分の石造りの家と屋敷地を担保にしなけれ

ばならなかったのであるが、職を失うことになった。

[ibid.]

(C)の例では、デサ首長は一応、副郡長の命令には従っているものの、極めて

反抗的である。そして、 (d)ではデサ首長は明らかに裁判闘争の先頭に立ってお

り、その立場を上級権力の命令より優先させたため解任されたのである。後述
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するようにこのようにして解任されたデサ首長は多かったと思われるが、 「解

任されたことを全く不当であると考えた1人のデサ首長が、スンジヨトとともに

飛行機でバタヴイアへ赴き、官僚ヒエラルキ-を全く無視して内務部長宮の事

務所への立入り許可を求めた」 [ibid.]という事例に示されるように、それに対

しても異議申し立てが行われるという状況であった。

(6)後半期の運動の特徴

以上に述べてきたこの時期の運動の特徴を、前半期の運動と対比的にまとめ

ると次のようになろう。先ず、要求内容では明確に借地料全額支払要求に一本

化したこと、そしてこれとともに地税問題が併せて登場したことである。要求

相手は糖業のみならず、政庁にも及んだのである。次に運動方法では、 P.B.I.、

ルクンタニが最初から全面介入しリードしたことによって、訴訟という統一戦

術が採られ、更に、ルクンタニ集会でデサ集会を代行し、ここで「デサ決定」

を成立させたことが特徴的である。運動は形の上では合法的であったが、実質

は非合法なデサぐるみ蹄争の形をとったのであった。この場合、デサ首長、デ

サ役人の協力が不可欠であったが、少なくとも運動の高揚した地域ではルクン

タニに積極的に協力するデサ首長が多数現れたのであった。そして事態はもは

や単なる糖業と農民間の紛争にとどまらず、地域における秩序自体を否定する

方向へ向かい始め、 「安寧と秩序(rust en orde)」を脅かすに至った。この意味

で、この時期の運動は植民地政庁にとって許容範囲を越えるものであった。

(7)弾圧と運動の終息

かくして、運動に対する政庁側の弾圧が強められることになる。それは1937

年の東ジャワ省知事の総督宛書簡に「デサ貸しが行われている地方では、デサ

の名において契約の履行を敢えて法廷に訴え出たデサ首長を解任することで、

全ての抵抗を終息させるのに十分であった。それは、デサの訴訟開始のために

必要な、法にのっとって書かれた県評議会代表委員会の承認書が、もちろん交

付されなかったことからも、なおさら当然の結果であったO」[Gouverneur Oost

-Java 1937]とあるように、この時期に農民-ルクンタニ側が統一的戦術として

採用した民事訴訟を阻止することに重点が置かれたが、更に上に述べた事態の

展開に対応して、デサ役人、デサ首長のルタンタニへの協力を禁止し両者を切

り離すことが重視された。

フォルクスラート議員スロソ(Soeroso)はこの点を問題にし、「シドアルジョの

レへント代理と副理事は、同県の郡長会議(districトconferenties)において、

デサ役人がルクンタニ会員になることはスラバヤ州理事によって厳しく禁じら

れていると述べた。・  ・既に様々なデサ役人が、ルクンタニ会員であるために

解任された。・ ・」とする33年5月23日付けスアラ・ウムムの記事について、
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具体例を上げ政庁の見解を質した【Voorzitter Volksraad 1933]が、これについ

てスラバヤ州理事の調査報告は次のように述べている。

デサ首長、デサ役人がルクンタニ会員に加わることについて、シドアル

ジョではどの官吏も、フォルクスラート議員R.P.スロソが質問したような

禁止はしていないo　ただ私は、これら全役職者に対して、この団体の宣伝

をすること、その指導部に席を占めること、集会を呼びかけること、寄付

金を集めること、住居の公用部分を集会のために提供することを禁じただ

けである　　　　　　　　　　　　　　　[Resident Soerabaja 1934]

これを受けて、政庁側はフォルクスラート議長に対して、次のような内容の

回答をすることを指示した。

デサ首長とデサ役人がルクンタニ同盟の会員となることの禁止は、シド

アルジヨの官吏によっては出されていない。スラバヤ州理事がデサ行政官

に禁じたのは、この団体の宣伝をすること、その指導部に席を占めること、

ルクンタこの集会を召集すること、寄付を集めること、彼らの家の公用部

分を集会のために貸すことである。

政府はこの禁止を合理的であると考える。また、政府はデサ行政の原住

民社会で占める地位が利用され、ルクンタ二に公的な性格が与えられるこ

とに対しても同意できない。この団体の目的が農民の利益を擁護すること

であったとしても、そのシドアルジョにおける活動方法は批判を免れるも

のではない。

質問の中で取り上げられているデサ役人の解任は、いずれもルクンタこ

の会員であることがその理由ではない。この解任は、これらの者が、明ら

かにルクンタことの関係によって原住民行政官吏に対して不適切な態度を

取ったこと、あるいは村落首長に反対する活動を行ったという事実と関連

するものであり、これによってデサにおける安寧と秩序が乱されたからで

ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　[procureur-Generaal 1934]

以上の政庁側回答を見る限り、ルタンタこの会員となること自体は禁止され

てはいない。しかし、それは、先に見たようなルクンタニ集会におけるデサ首

長、デサ役人の協力は全て認めないという見解であり、彼らを運動から実質的

に切り離すことでデサぐるみの運動を事実上不可能にするものであった.

こうした政庁側の弾圧に加えて、ルクンタこの側にも弱点があった0 33年5月、

運動が最高潮に達した時期、主要な抵抗の中心での合意成立の理由は糖業側の

ルクンタニ指導者買収であった(Gedanganではf500、 Poengoelではf800が支払わ

れたという)と、副理事報告は述べている[Ass.Resident Sidoardjo 1933]。加

えて、先にも引いた37年の東ジャワ省知事の書簡が、ルクンタこの運動を振り
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返って「訴訟にかかる時間の長さや費用の大ききは、契約破棄などに対する抵

抗を不可能にするのに決定的な役割を果たした。糖業は、人々が比較的小額の

補償で契約を破棄しようとしない限り、何も払わなかった。農民は、たとえそ

の費用を負担できたと仮定しても、様々な義務を抱えているので裁判の結果を

待つことはできなかったであろう。更に加えて、裁判のために巨額の先払いを

要求したスウオノの欲のためにルクンタニへの信頼は掘り崩されていった。」[G

ouverneur OosトJava 1937]と指摘するよう・に、民事訴訟という統一方針それ自

体や、それにかかわったP.B.I.幹部スウオノの姿勢にも、当時の状況の中では

大きな問題があった。

こうして、この時期、高揚した糖業の契約破棄問題に対する運動は、その高

揚のゆえに敗北した　P.B.I.自身も34年のマラン大会において「土地に対する

アドバイスを強めた結果、人々は専横に容易には屈しなくなった。それゆえ、

一方の側(-糖業)から数千ギルダーが農民に支払われた.人民はルクンタニ組織

が上げた利益を享受した。それでも、財政状態の結果、人々は追求した目的に

はなおほど遠い状態にある。」[Verslag "Landbouw Afdeeling" 1934]と総括し、

糖業から譲歩を引き出した成果を誇りつつも、運動の成果の不十分さを認めざ

るをえないのであった。こうして、「1933年と比較して、本報告午(1934年のこと

・引用者)の交渉は静かに進んだ。若干の例外を除いて、貸出者は政治団体の影

響を受けなかった。」[Verslag grondhuurcontracten 1934]とあるように、この

時期を境に糖業の縮小交渉は、極めてスムーズに進むようになったのである。

3、運動の構造と意味

それでは、以上に述べてきた運動の構造は、当時のこの地域の農村経済、地

域の秩序とのかかわりから見るとどのような意味を持っていたのであろうか。

先ず、この運動の基本的な性格は、ニティレジョの総督宛書簡に示されるよ

うに土地占有農民(gogol no.1)の経済要求に根ざした生活防衛の運動であった

といってよい。したがって、要求内容も土地占有を前提にしており、土地占有

者のみが参加するデサ決定方式という運動スタイルがとられている。

次に、この地域の運動が、なぜ、このように激しく展開したかを考えてみた

いo　その要因として先ず考えられることは、この地域がルクンタこの運動の中

心地であったという事情である。 2-11表は、 P.B.I.の支部や斑(kring)が設立し

たルクンタニ支部の数を一覧したものであるが、 33年の数字でいえば合計125の

うち、この県に属するものはシドアルジョ9、 Balongbendol2と他県に比べて多

S9
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しかし、問題はなぜ、この地域で特に他地域にもましてルクンタニが、この

時期に大きく発展し得たのかであるo　それは、この県における農民経済の糖業

への依存性の高さに求められようo　先にこの県ではほぼ全ての水田が糖業に貸

し出されていることを述べたが、同様の地域として酎こルマジャン(Loemadjan

g)県、クディリ(Kediri)県も上げられる(2-2表参照)。しかし、これら2県の

場合、耕地面積全体に占める水田の比率はそれぞれ27.4%、 44.4%とそれほど高

くはないのに対して、シドアルジョ県では70.4%と極めて高く、耕地全体から見

てもその大半が糖業とかかわりを持っているのである。加えて、シドアルジョ

ではこれら2県と異なりはぼ全ての水田が定期割菅を行うために、例えば両県

で栽培きれる煙草のような割替実施の時点で土地に植わっていなければならな

い商品作物の栽培は不可能である[Vink 1928:23】。要するに、シドアルジョ県

では現金収入源としての糟業の役割が、他地域にまして圧倒的に大きかったの

であるO.従来、人々は糖業が払う借地料を地税などの税納入に充てる他、「しば

しば、銀行その他からの借金の返済に充ててきた」 [Verslag onderhandelinge

n]のであり、それがなくなることは死活問題であった。このことが、この地域

において糖業の栽培縮小に対する農民の反対運動を特に激しいものにした基本

的な要因であった。

第3に、運動が32年後半期から激化し、 33年後半期に急速に鎮静化したのは

なせかを考えておきたいO　運動激化の一般的な背景としては、第1章で述べた

ように、 32年後半期に籾米価格の下落が急速化して通常の季節的上昇がほとん

ど生じなかったこと、それゆえに糖菜の栽培縮小によって自ら籾米を販売して

地税を納入するためなどの現金を作り出すことを余儀なくきれた農民にとって

は大きな痛手であったという事情が上げられよう。ちなみに後述するブスキ理

事州のWringinanom糖業のケースでも、やはり32年後半期から縮小交渉はそれま

での時期よりも一層難航している。そしてこうした背景の中で、この時期にル

クンタニが全面的に介入して運動をリードし、農民の経済要求を巧みに組織し

たこと、とりわけ、地税問題を縮小問題とともに提起したことは、初めて地税

を個々に支払わなければならないという事態に直面したこの地域の農民の心を

とらえたと考えられる。こうしたことが、この時期に運動が激化したことの理

由であった。したがってまた、ルクンタニが弾圧されることによって、運動は

急速に鎮静化することにもなるのである。

ただ、ここでは運動のこのように急速な高揚、急速な鎮静化の意味を、地域

の秩序との関連からもう少し考えてみたい。この場合、鍵になるのは運動の

「デサぐるみ」という形態であるo　この形の運動には、先述のようにデサ首長

を初めとするデサの支配層の協力が不可欠であり、彼らが先頭に立っことによ
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ってのみ運動は高揚すると考えられるo　だからこそ、先に引いたP.B.I.公開集

会の記事に見られるように、 P.B.I.側もこの段階ではデサ行政それ自体を克服

すべき対象としては位置付けず、それと並行する形でルクンタニ支部を組織し

ようとしたのである　39)そして、こうしたことは、運動が、住民のデサ首長に

対する従来の関係、即ち挽拝の構造を湿存させたままで展開したことを意味し

ていよう　40)ルクンタこの集会は、デサ首長が召集し、彼らの家で行われたこ

とによって初めて成功したのであり、運動は彼らが執行部に名を連ねたことに

よって初めて盛り上がったのであるO　したがって、運動の場ではデサの支配層

を糖業・政庁側とルクンタニ側が奪い合うことになり、デサ首長が弾圧によっ

て前者の側に立つと住民もそれに従うことになり、ここでの運動は簡単に終息

せざるを得ないのであった。

結局、運動は地域の秩序否定の方向に向かい始めたものの、その要にあるデ

サの体制自体を否定するものではなかった。我々は、デサ首長に住民が反抗し

た運動の例として、 19世紀から20世紀初めにかけて頻発した農民反乱や、戦後

の40年代後半、いわゆる「社会革命」期の事例を思い浮かべることができる。

しかし、前者の場合には往々にして運動のリーダーであるキアイなどが説くイ

スラム、あるいは伝統的な救世主思想が農民をとらえ、このことによって彼ら

は世俗的秩序否定の方向に向かったのであるが、41) P.B.I.、ルクンタニからは

そうしたイデオロギーは提起されなかった。また、 「社会革命」期には、多数

の対日、対オランダ協力派のデサ首長が住民の手で首をすげ替えられるという

事態が発生し、植民地期以来の地域の秩序は一時期、解体した.しかし、その

時期にこれが可能であったのは、中央における権力の空白状態が続き、地域の

秩序を保障する力が働かなかったからである　42)これに対して、ここで取り上

げた30年代前半期にはオランダ植民地政庁の支配は極めて安定しており、民族

主義運動は厳しい統制下に置かれ協調派の運動しか許されないという時代であ

うたo　こうした状況下で、運動が地域の秩序そのものを否定しそれに代わるも

のを作り出すことは極めて困難であった。したがって、デサ結合の極めて強い

この地域では、運動はデサぐるみの形をとらざるを得ず、そのことによって急

速に発展するが、また、急速に鎮静化することになったのである。

お蝣H r. -

/

以上K細々は1930年代世界恐慌下のスラバヤにおける糖業の状況を見てきたo

強制栽培制度以来、大きく発展してきたこの地域の糖業はこの時期に壊滅的な

打撃を受け、様々な形での経費削減策を実施したが、結局、大規模な栽培縮小
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に踏み切らざるを得なくなったのであった。こうして、同地域の糖業は恐慌の

影響が最も深刻であった30年代半ばには、栽培を最盛期の1/10近くにまで減少

させることになった。そして30年代後半期、恐慌からの回復期には若干の回復

を示したとはいうものの、この地域の糖業はもはやかつての繁栄を取り戻すこ

とは不可能であった。

こうした糖業の推移は、それに対して大きく依存して住民経済に深刻な影響

を及ぼすことになったと考えられよう。それは先ず、住民収入の激減となって

表れた。 1935年、スラバヤ理事は、シドアルジョでは通常年の借地料はf150万

であったが34年には借地料と補償とを合わせてもわずかf36万9千に減少した、

しかしそれよりも重大だったのは賃金収入の減少であり、シドアルジヨ県では

f450万、理事州全体ではfl,300万と計算されると指摘している[MvO Soerabaja

1935],また、 2-12表に掲げた政庁経済部のデータによれば、栽培縮小が本格

的に実施された33/36年の時期には、年平均でシドアルジヨ県f303万卜71.7%上

モジヨケルト県ではf599万卜90.0%)、ジョンバン県でf593万1千ト91.8%)、 3県

合わせるとfl,495万1千仁86.2%)が通常年に比べて減収にな~ったことがわかる。

しかも、この地域では先に見たように糖業からの収入は住民の現金収入の中で

圧倒的な比率を占めていたのであり、この収入源の消滅は極めて深刻な影響を

及ぼすことになる。この結果、 33年~34年初期の調査に「現金不足現象は至ると

ころで観察された。モジョケルト県でも状況は大変であった。以前に汰(糖業か

ら)毎年約500万キやルタ11-が住民にもたらされていたのであるが、現在ではほとん

どゼロに近い。ここでも現金不足が起こっている。一般に貨幣経済から現物経

済への移行の傾向がある。 」 [Verslag grondhuurcontracten 1933]とあるよう

に、各地で深刻な現金不足状況が発生した。また、同調査は税徴収が極めて困

難になっていることをも指摘している。

こうして、この時期、精美へ依存してきた農民経済の構造は、変化を過られ

ることになった。もちろん、 「(シドアルジョでは)糖業はその大規模な縮小にも

かかわらず、収入源としてはなお大きな意味を持つ。」[Soekasno 1938:315]と評

価されるように、 30年代半ばに至っても糖業が様々な形で支払う現金が住民経

清にとって

前のよう古 し._

不可欠

圧倒的

民は、これまでとは

えられる。そして、

て表れてこよう。以

持ち、それが恐慌

たい。

の

な

は

それ弊何よ
下、庫を改

影尋を受け

I

～
I

I

～

たこ

もの

とは事実であろう。しかし、それは恐慌以

ではなかった。 したがって、この地域の農

ろで収入を確保しなければならなくなったと考

りも本来の生産点である自らの農業の問題とし

め

て

て、この地域の住民農業がどのような構造を

どのように変化したのかを検討することにし
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項等　2　_.串　　　r!1ア

1)この地域で糖業が経営を始めたのは、19世紀の強制栽培制度下においてで

あったo　ここでは先ず1833年にTjandi糖業(シドアルジョ県)が設立され、次

いで35年には　Waroe、 Ketegan(シドアルジヨ県)、 Sentanenlor(モジヨケル

ト県)、 Goedo(ジョンバン県)、 Ketabang(スラバヤ県)、 36年にPorong、 Tan

ggoelangin、 Boedoeran(シドアルジョ県)、 38年にWatoetoelis(シドアルジ

ヨ県)、 DjombangCジョンバン県)、 39年にはBalongbendo(シドアルジョ県)の

各糖業が営業を開始した。 40年代にはシドアルジョ県でSroeni(43年)、 Kr

ian(47年)、 Rremboong(48年)、モジョケルト県でKOning Willemll(42年)、

Gempolkrep(46年)が設立される[宮本1993:318]このように、この地域、

特にシドアルジョ県の糖業の多くは虫制栽培制度下に起源を持つものであり、

皆目こ1840年の段階で、スラバヤは東隣のパスルアン、プロポリンゴとともに

栽培の中心地であり、これら3理事州からの生産はジャワ全体の65%を占め

た　Fasse′ur 1975:18]また、 1850年代半ばのUmbgrove委員会調査報告によ

れば、 1853年段階では全ジャワの96製糖工場のうちスラバヤには18が集中し、

その作付面積8.030Aやりはジャワ全体の19.6%、生産高296,779ヒoコルは21.8%を

占めるが、いずれも理事州中のトップに位置する[宮本1933:164】。

・なお、理事州内でも、シドアルジョ県では16糖業の内、 11糖業が強制栽培

制度下で操業しており、 1870年代後半には新設が終わっているのに対して、

モジョケルト県では12糖業中の半数しか強制栽培制度下で操業していない、

またジョンバン県ではそれは12糖業中のわずか2糖業にすぎず、 70年代に4糖

業、80年代に6糖業が新設されているというように、開発の早い遅いが見られ

るo　もっとも、それでも後述するブスキ理事州の場合と比較すれば、糖業開

発の歴史は古いといってよい。

2)この伸びの牽引者はもちろん農民からの借地上で展開された自由栽培であ

るo　それは砂糖法の規定によって強制栽培から自由栽培への切換えが実施さ

れる時期以前から始まり、切換え実施前年の1878/79年栽培の段階で既に強

制栽培面積の45射こ達しているが、ここでは、もう少し、栽培拡大の特徴を

見ておきたい。いま1870年代(1870/7了1879!80年)、 80年代(1880/81 1889/

90年)、90年代(1890/91 1899/1900年)、1900年代(1900/01 1909/10年)、1910年

代(1910/11~1919/20年)、1920年代(1920/21~1929/30年)の各10年毎の栽培面

積の平均を取ると、それぞれ9,730;ドゥ、14,396㍍り、19.522Aやウ、34,470;rウ、39,

171;ドゥとなり、栽培面積拡張は1880年代から1900年代にかけて大きかったが、

1910年代以降は伸びが鈍化したことがわかる。このことは、先に述べたよう
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にこの地域での糖業の開発が相対的に早かったことに対応するものであるが、

80年代の伸びは主として糖業の新設が要因である。これに対して90年代、 1

900年代には各糖業の規模の拡大が全体の栽培面積を押し上げた。すなわち

3県の各糖業の平均栽培面積を見ると、強制栽培期には平均40inやり、最大で

も480/1やりであったが、自由栽培への移行が完了した1891/92年の数字ではま

だそれほど大規模なものはなく、最大は779A㌣(Tangoenan糖業)であるが、

200八ナウを下回るようなものもあり、平均すれば493;rウとそれほど大きくはな

いo　ところがそれから10年後の1901/02年の平均は9257ドゥと、 1.9倍に拡大し

ているo　しかし、 1911/12年平均は992J¥やり、 1921/22年平均は1,044/1・ウ、 193

0/31年平均はi,i76;r*であり、それぞれの前期に対する伸びは1.1倍に過ぎ
ない。

3)事実、 1913年7月8日には内務長官命令no.857によってこの地域の水田に

おける砂糖黍栽培の拡大は特別なケースを除いて禁止され、また1925年3月

24日には内務長官命令No.A.I.1/4/16でGoedo糖業の栽培拡大申請が却下され

るとともに、乾地も含めたブランタス河下流の平地全体で糖業の拡張申請を

認めないことが決定されている[MvO Modjokert0 1931],これ以上の拡大は、

もはや住民農業を大幅に犠牲にすることなしにはできない段階にまで、糖業

の栽培が広がっていたのである。

4)例えばMvO Modjokert0 1931によると、Blimbing糖業とGoedo糖業はそれ

ぞれクディリ理事州で700/ドゥ、 290;ドゥを栽培、 Perning糖業は約600八。ウをシ

ドアルジョで栽培、 Kremboong糖業はモジョケルトで小面積を栽増していた

ことがわかるo　これ以外にも様々な糖業が他地域で小面積の栽培を実施して

おり、その状況についてはVerslag gro`ndhuurcontractenに散見されるが、

正確な数値は確定し難い。

5)糖業以外のヨーロッパ人企業については、僅かにモジョケルト、ジョンバ

ンの北部丘陵地帯と南部の火山山農に永粗借地上で展開されるコーヒー、ゴ

ムの農園があるにすぎず、しかも「山地栽培農園は、原住民にとっては極め

て地域的な形で若干の意味を持つにすぎない。常雇労働者は永租借地内の農

園カンポン(ondernemingskampongs)に住んでいるo 」[MvO Modjokert0 1931]

とあるように、それほど住民経済には大きな意味を占めるものではなかった。

6)レイノソ法は、キューバでアルバロ・レイノソ(Alvaro Reynoso)によって

創始された耕作法であり、溝植えにより深植えが可能になり、規則正しい濯

排水によって収量を高めることができ、また、労働力を大量に投入すればす

るほど高収量を得られる特性を備えており、大量の安価な労働力が供給され

るジャワ糖業にとっては極めて好都合な栽培方式であった。この方式が最初
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に導入されたのは強制栽培制度下の1863年のことであったが、以降、次第に

普及し、 1920年代にはクディリ、マランなどこの方法が技術的に適さないi

部の軽質土地帯を除き、ほぼ全糖業地帯において採用されたというo　以上の

点については、加納1981:80"81を参照。

7)ただし、ジャワの遠く離れた部分から労働者を呼ぶこともなかったわけで

はないo　例えば、モジョケルトやジョンバンでは「周辺諸県から、長年にわ

たって砂糖黍園の造成に際してかなり大規模な労働者の一時的流入が見られ

る」【MvO Modjokert0 1931]といわれるo

なお、こうした労働者がスラバヤでどれほどの人数になるかを正確に示す

データは得られなかったが、ジャワ全体についての平均データから考えてお
きたい。

ティへラール(Tichelaar)によれば、糖業で働く現地人労働者は(a)I場内

労働者、(b)輸送・収穫労働者、(C)栽培労働者の三種類に分けられる。 (a)は技

能工(toekang)、試験場職員(laboranten)、主席クーリ-頭領(hoofdkoelie

mandoer)、倉庫頭領、工場警備員(fabriekswaker)などの常雇労働者と、繁

忙期(campagne)だけ仕事に就く季節労働者から構成され、後者の半数近くは

工場クーリーからなるが、酌こは農園頭領(fabriekploegmandoer)、計量係頭

領(weegbrugmandoer)、農園警備員(tuinYaker)、収穫頭領(snijveldmandoe

r)、荷車係頭領(karremandoer)、軌条係頭領(railbaanmandoer)、及び主と

して華人から募集されるボイラー係などの職種がある1924年段階での1工

場当たりの平均は873名であり、このうち284名が常雇、 589名が季節労働者

である(b)は、砂糖黍輸送が荷車または牛で牽引する貨車行われる場合に

は、糖業は輸送労働者と契約を結び、収穫労働者は彼らが確保する。輸送が

蒸気機関車牽引の貨車で行われる場合には、収穫労働者確保は工場の頭領た

ちの仕事となる。こうした雇用形態であるので、正確な人数を割り出すこと

は困難であるが、 1924年には収穫実施179糖業のうちデータの得られた171工

場で輸送に荷車28,416台と貨車68,473両が使用されたので、各輸送手段当た

りで契約者を含めて2~3名が必要であったと仮定すれば、全糖業で250,000名

を越える収穫・輸送労働者が働いたことになる(c)については、 1925/26年

栽培における労働者数調査から、 179糖業全部では129万人以上、 1糖業当た

りでは7,200人以上という数字を掲げている[Tichelaar 1927:166 174]

以上のデータにもとづいてスラバヤの労働者数を推定すると、この時期の

精美数は36であるから、工場労働者30,000名強、収穫・輸送労働者約50,000

名、栽培労働者約260,000名、合計すればほぼ360,000人が精美で雇用された

ことになる1930年のスラバヤ理事州4県の人口がほぼ198万人であるから、
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単純に計算すれば5人に1人、すなわちほぼ一家族に1人は糖業での労働に従

事したことになるo　もちろん以上の計算は厳密さを欠くものであるが、この

点からも糖業がこの地域の住民経済にとって如何に大きな意味を有したかが
理解できよう。

8)ここでは、 1920年代後半のデータによると水田面積全体に個人占有と固定

持分制共同占有が占める比率はそれぞれNgoro都のBareng副郡73.9%, 6.5%、

Modjowarno副郡29.5%, 22.0%、 Ngoro副郡44.2%, 7.5%、 Djombang郡のDiwek

副郡で23.6%, 5.8%となる。この結果、 192627年に糖業はこれらの副郡でそ

れぞれ580/ドゥ(固定的占有水田面積の19.0%)、 3397ドゥ(ll.6%)、 384A㌣(18.7

%)、 303ハ㌣(24.3%)、合計して1,606/ドゥと、かなりの面積の個人占有および

固定持分制共同占有水田を借地している。もっとも、これらの副郡でも割替

水田借地面積はそれぞれ233A㌣(割香水田面積の39.0%)、788;ドゥ(32.1%)、582

)1㌣(34.1%)、 699A*ウ(29.1%‖こ達し、全体としては割替水田の借地の方が多

い[Vink 1927:711~714],

9)なお、土地占有者の中に糖業への土地貸出しを希望しない者がいる場合に

は、その持分は土地割香の際に別の区画と交換された【R.E.D.:441]

10)なお、この記事でスラバヤ州理事はゴゴルに分配される金額が極めて少な

いことを指摘しているが、以前には借地契約はarendscontractenと呼ばれ、

糖業はその領域全部の地税額に等しい借地料しか払わなかった。 「税を超過

する分」が支払われるようになったのは、 1918年以降のことであったという

[MvO Soerabaja 1935]

ll)蕉園火事は、主として農民の放火によって発生するものであり、糖業地帯

の農民の精美に対する抵抗の一形態であると考えられているが、強制栽培制

度とともに現れ、 1880年代から激増して事態は糖業にとって深刻なものにな

り、 1911年をピークにしてその後は減少したo　地域的にはパスルアン、ブス

キ、クディリ、スラバヤといった東ジャワ諸州を中心に多く発生したが、 20

世紀初頭の激増期には申、西ジャワにも及んだ。農民が放火する理由は、糖

業に土地を早く返還させることを狙ったもの、糖業側の労働者に対する不当

な取扱い、収穫作業を軽減するため、デサ首長などに対する恨みをはらすた

めなど様々であるが、いずれにせよ、糖業にとっては作業日程が狂い収量が

低下するので深刻な問題であった。このため、例えば農園警察を設置するな

ど様々な対策が取られたが、ここに述べられるデサに対する割増金交付もそ

の一つであった.なお、庶園火事については、さしあたり　Elson 1979、植村

1988　を参照。

12)こうした割増金制度は不正の温床となってきたので、シドアルジョではこ
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の時期に廃止されようとした0　35年のスラバヤ州理事の覚書は次のように述

べているo 「糖業地帯の状況の変化を利用して、現在、不正に導くデサ首長

のための割増金制度に終止符を打とうとしている。特にpremie lebang、す

なわち、決められた時期より以前に糖業の労働者が植清を掘ることを完了し

た場合に、デサ首長が受け取るf-5/;ドゥの割増金は、これまた、再々述べてき

た政府栽培の名残であり、ここでは現在、労働者はなお(たいていは契約を

結んだ)デサ住民であり、デサ首長が彼らを労働に駆り立てることができる

のであるが、近代的な労働慣行がある国では根本的な意と見なされるべきで

あるo　ただ、この禁止は地方官吏から出されるべきではなく、政府の措置が

必要であろう。」 [MvO Soerabaja 1935]

13)これについては、植村1989　を参照

14) 20世紀初めの時期の状況については、植村1978を参照。

15)このような早稲栽培のための交渉も、糖業とデサ首長との問で行われた。

割増金が交付されたのは、早稲は晩稲と比較すると収量がかなり落ち質的に

も劣るため栽培農民にとって収入減になるからである[植村1978:66-68]が、

1935年のスラバヤ理事の覚書によれば通常種(padi gendjah)よりも収量が

川.り当たりで5ヒoコル少なく、価格はfO.50/ヒoコル低いという。また、鳥による

被害を防止するための特別な見張りの費用としてflO 12.50/rウが必要であ

るo　州理事は、これらから早稲栽増はf40/rウほどの減収になると試算して

いるo　この結果、シドアルジヨではこの時期、 f3540/;rウの割増金が交付さ

れた[MvO Soerabaja 1935],

16)なお、この時期にはヨ-ロツパ人職員の給料も引き下げられた。例えば

シドアルジョ県のPorrong糖業では、 1931年1月1日から、砂糖価格が1929年

水準に戻れば切下げ分を9%の利子をつけて払い戻すという条件で、支配人を

除くヨーロッパ人職員の給与を15%カットした[Resident Soerabaja 1931],

17)こうした結果、 30年代後半期に入り経済の回復とともに始まった物価の上

昇によって労働者の実質収入は大きく低下することになった。植民地政庁も

事態を放置できなくなり、 36年5月、貸金調査に乗り出し、 37年9月には企業

労働で最も低賃金な部分を各地方の生活費上昇に合わせて引き上げるように

勧告することになった[Economische Zaken 1938a],こうして、この時期以

降、糖業労働者の賃金は若干、引き上げられることになる。植溝掘りと最終

培土に関するその推移は次表に示した通りである。
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糖業労働者の1日当たりの平均収入

糖 業 中 心 地 植 溝 掘 り ( 男 子 ) 最 終 培 土 ( 男 子 )

19 3 6年 1 9 3 8年 19 3 6年 19 3 8年

糖 業 数 収 入 糖 業 数 収 入 糖 業 数 収 入 糖 業 数 収 入

17 . 6 7M a d j a l e n g k a 3 15 .2 3 3 1 9 .3 3 3 1 0 .8 3 3

S in d a n g l a o e t 3 2 0 .0 2 3 2 3 .5 0 3 1 3 .6 0 3 2 0 .2 4

西 ジ ャ ワ 平 均 6 17 .6 3 6 2 1 .4 2 6 1 2 .2 2 6 1 8 .9 5

T j i l a t j a p
- - 2 1 3 .5 0 - - 2 1 3 .5 0

B r e b e s 3 1 4 . 5 3 3 1 7 . 3 0 3 l l . 7 5 3 1 6 . 5 8

T e g a l 4 1 5 .3 6 4 18 . 6 9 4 8 . 4 4 4 1 4 .7 5

P e m a l a n g 4 1 6 .2 5 4 1 9 .7 2 4 l l .2 0 4 1 5 .3 6

K e n d a l 2 1 9 .7 5 2 2 1 .0 5 2 1 4 .7 5 2 1 8 .3 8

T a j o e 2 1 4 .9 6 2 1 7 .1 2 3 1 3 .5 1 2 1 8 .2 7

S r a g a n 1 8 . 5 1 l l .5 0 1 7 . - 1 l l .-

S o l o 8 1 0 .0 5 9 1 3 .2 5 8 8 .7 7 9 l l .6 5

D j o k j a 1 4 1 2 . 5 8 1 2 1 4 . 6 5 1 4 1 0 . l l 12 1 3 .6 1

中 ジ ャ ワ 平 均 38 1 3 .2 8 3 9 1 5 .7 8 3 9 1 0 . 3 2 3 9 1 4 . 0 9

M a d i o e n 6 14 .9 6 6 1 8 . 1 2 6 l l .8 8 6 1 5 . 6 3

S i d o a r d j o 1 0 1 8 .8 0 9 2 0 .5 7 1 0 1 3 .3 8 9 1 6 .4 4

D j o m b a n g 5 1 4 . 1 6 7 1 9 .6 5 5 l l .2 0 7 1 6 .7 9

K a l a n g b r e t 1 1 2 .5 0 1 2 0 .- 1 1 0 .- 1 2 5 .-

K e d i r i 1 2 1 6 .7 7 1 2 1 8 .0 8 1 2 1 4 .5 4 1 2 1 7 ,8 0

B l i t a r 1 1 6 . 1 0 1 1 8 ..- 1 1 5 .- 1 1 8 .-

K e p a n d j en 2 17 .7 5 2 2 0 . 1 3 2 1 6 .ー 2 1 8 . 7 5

P r o b o l i n g g o 6 1 6 .3 3 4 1 9 .8 8 6 1 0 .9 6 4 1 3 .2 5

P o e g e r 3 1 9 .8 3 4 2 1 .5 0 3 1 5 .6 7 4 2 4 .5 0

S i t o e b o n d o 5 2 1 .4 0 5 2 2 .4 0 5 1 2 .6 0 5 1 7 .7 4

東 ジ ャ ワ 平 均 5 1 1 7 .2 2 5 1 1 9 . 6 9 5 1 1 3 .l l 5 1 1 7 .5 1

全 ジ ャ ワ 平 均 95 1 5 .6 7 9 6 1 8 . 2 1 9 6 l l .9 2 9 6 1 6 .2 1 】

単位:セント

出所: standaardbudgetten 1939
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18)ルクンタ二は、民族主義者ストモ(Soetomo)の主催するスラバヤのインド

ネシア研究会を母体に1930年10月に設立された大衆政党Persatoean Bangsa

Indonesia!インドネシア民族同盟、以下P.B.I.と省略)が設立した農民組

合である　P.B.Iについては、さしあたり　Blumberger1931:433-435、 f/?ど

・yc/叩aediedl.7:912 913、 Pluvier 1953:97 100、 Ingleson 1979、 Poeze

1983、 Poeze 1988などを参照　P.B.I.が糖業の栽培縮小に対して初めて具

体的な対応を議論したのは、 32年5月14~16日に当時の30支部中の27支部が参

加してスラバヤで開催された非公開年次会議のことであり、この会議では、

糖業地帯の農民の状況が話麿にされ、その利益擁護のために協同組合原則に

立脚した農民組織ルタンタ二を設立することが決定された。ルクンタニはス

ラバヤに設けられた相談局(Adviesbureau Roekoen Tani)により指導され、

糖業の借地契約破棄問題、地税引下げ要求、デサ行政の改革、協同組合原則

による米穀倉庫(Loemboeng Roekoen Tani)設立などの課題を掲げ東ジャワの

糖業地帯を中心に活動したo　こうした経緯についてはPoeze 1988:164 165、

Soeara Oemoei 17,18 Mei 1932"(//>02ト5-1932,no.20:304)、 "ibid. 19

Mei 1932"(//>;? 28-5-1932,no.21:319) 、 Politieken Inlichtingendienst

1932などを参照。

19)例えば、 Politiek verslag Juli 1932が載せるWatoetoelis糖業の事例で

は、デサWatessariの貸出者との間で長期借地契約破棄の合意が成立してお

り、このことのデサ決定は登録済みであったが、その後、農民側は新たに全

借地料を獲得するためにP.B.I.幹部スウオノ(Soewono)の援助を要請するこ

とを決め、スウオノは糖業支配人に対して全借地料支払いを要求した。また、

住民側は貸付地を休閑のままにしていたという。

20)ルクンタ二が最大勢力に達したのは32年から33年前半期のことであ、り、

33年7月の大会時には、 111の承認済み支部と47の承認申請中の支部、会員数

20,000名を擁するに至った["Darmokondo ll Juli 1933"(IRQ15-ト33, no.

28:443); Poeze 1988:296】o　支部設立はその後も続けられたようであり、

34年3月29日~4月2日に開催された　P.B.I.マラン大会での「農業部」報告

(Verslag "Landbouw Afdeeling" 1934)によると、設立された支部数は125、

他に未承認の支部が約50、会員数は約20,000名、うち12,500名が承認支部、

7,500名が未承認支部に属したという。ところが運動の高揚とともに政庁側

の激しい弾圧が加わり多数の支部が勢力を後退させ、脱退に追い込まれた会

員は全体の35%に及び、正式会員は8,125名に減少した。それが特に激しかっ

たのはシドアルジョ地域であり、 P.B.I.Gedagan班は完全に勢力が衰え、こ

この管轄下にあったルタンタニ14支部の中で残ったのはわずか4支部のみ、
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またP.B.I.Gempol班も完全に生命力を失ったといわれる。こうした後退状況

はその後も続き、 35年4月のP.B.I.第4会大会でのスンジョト(Soendjoto)に

よるルクンタニ年次報告(Verslag Roekoen Tani 1934)によると、ルクンタ

ニ支部数は97、正式会員数は6,883名となった。こうした勢力後退との関連

もあって、 P.B.I.の農村部での運動は、これ以降、地税支払いを容易にする

ことを目的とした米穀倉庫(Loemboeng Roekoen Tani)設立へと重点が移って

いくのであるが、この点については別稿で検討する予定である。

21)その借地方式を見るとKremboongは乾地を対象にした12年半契約で借入地

は73.57ha(1935/36年栽培用地)、 Modjoagoengは長期契約と短期契約双方を

締結、借入面積は56.32ha(34/35年栽培用地)、 somobitoは短期契約であり

34/35年栽培用借入地は44.63haであった。

22)その方法は、 Dinojo糖業の1935年の例でいうと次のようであった。ここで

は35/36年栽培のために短期契約で74.77ha借り入れていたが、これを住民が

糖業に対してf12.03/haの借地料を使用前、 35年9月1日、 36年5月1日の3回

に分割して払うという条件で、住民に再貸付しようとした。そしてこの条件

で58.23haは交渉がまとまったが、 16.54haは合意が成立しなかった。また、

Ketanen糖業の35年の分益小作の方式は次のようである。この年、この糖業

は81.5haを借り入れたが、栽培を実施したのは38.68haであり、残りの42.8

2haは農民に分益小作させ、その収穫からバウォン(収穫報酬)1/5を引いた残

りの2ノ5を小作料として受け取ったという[Verslag grondhuurcontracten 1

935],

23)なお、これらの糖業の一部は35/36年から栽培を再開するが、それらの栽

培用地に対する短期契約で支払われた借地料は大幅に値下がりし、 1937年段

階ではf25~30/7ドゥであった[Verslag grondhuurcontracten 1937]

24)なお、 34年になるとこの糖業は恒久的閉鎖を決定し、長期契約全てを破棄

することを決め、そのためにf17.85 21.40/haの補償を提案した。しかし、

貸出者側は地税と同額の補償を毎年交付するという32年の提案の継続を要求

した。これに対して糖業側は34年4月1日交付予定の補償金の交付停止を通告

し、併せてこの件について貸出者が提訴すれば破産請求を行うことを明らか

にした。このため、貸出者側は行政当局と相談の上、最終的に提案を受け入

れることにし、長期契約は全て破棄されるに至った。こうして、との年、既

に製糖工場の全面的撤去が開始されることになった[Verslag grondhuurcon

tracten 1934]このように同精美が強い立場を取り得たのは、 34年には既

にP.B.I.勢力が衰退していたことと関係が深いと思われる。

同糖業の短期契約の処理についても触れておく。この糖業は契約の破棄を
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目指し、先ず、 「1932/33栽培年のために既に先払いした借地料は、土地占

有者に譲渡する1933ノ34年の使用に関しては、貸出者は借入地の地税額を

補償として受け取り、 1934/35年については補償しない。 」という条件を提

示したo　ちなみに32/33年栽培の平均借地料はf39.7/;ドゥ、 33/34年栽培予定

地の地税額は平均門・7月ドゥであるo　しかし住民側はこの提案に同意せず、支

配人との話し合いが持たれた後、新たに33/34年については地税の倍額1こ補

償を引き上げるということが提案され、この結果、半数のデサが合意した。

しかし、なお残り半分のデサはこれをも拒否し、結局、糖業側は33/34年の

補償に1931年分の地税滞納額を払うといういくつかのデサの要求を受け入れ

ることになった。これらのデサでは31年10月の地税納入時点で33/34年分の

借地料を受け取っていなかったので31年分の地税納入ができず、また、この

滞納額は借り入れ区画の地税総額をかなり上回るものであったからである。

こうして、 3デサを除き、合意が成立した。これらのデサの内、 1デサは借

地料全額、 2デサは半額を要求し、最終的には糖業側は要求に応じたので、

ようやく短期契約全てが破棄されることになったという[Verslag onderhan

delingen; Verslag grondhuurcontracten 1933コ。

25)同社の株主宛年次報告書によれば、この点は「現在、ジャワ精美の半分以

上が生産を全面的に停止しなければならないだろうということは確実である。

我々は、莫大な砂糖滞貨がはけるや否や、我々の企業も再び生産の一端を担

うことができるだろうと確信している。それゆえ、我々は長期契約の核心部

分を維持することを決定した。貸出者との合意がとれるならば、我々は土地

を使用できない期間においてごく僅かの補償を支払うだけでよい。この合意

ができなければ、補償額を引き上げてではあるが契約を破棄することを試み

るであろう。 」 [Verslag Seloredjo 1933:4]と説明されている。

26)スラバヤ県でもこの時期にはシドアルジョ県に立地するBalongbendo、 Wa

roe、 Ketegan、 Perning糖業が栽培を展開していたので、その縮小事情に簡

単に触れておきたい。

Balongbendoは572haをflOO/haの長期契約で借地していたが、 32/33年栽培

は全面的に中止し、 f43/haの不使用補償を払った。 33/34年栽培は187ha実施

し、残りはf36/haの補償で栽培を中止した。同時に、 33年には契約全ての破

棄交渉が進められ、通常の借地料flOO/haの1!3を補償することで合意が成立

した。これらの交渉は関係するデサの首長が伸介を行い、極めてスム-ズに

進められた。この糖業は従来からデサ首長に対して借地の際の仲介手数料と

してf7/haを払ってきたが、この交渉の仲介に対しても同額を交付した。以

降、この糖業はこの地域での借地を行わなかった。
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Waroe糖業はGoenoengkendeng郡で77haを33/34年栽培のためにf70/haを越

える借地料を先払いして単年借地していたが、この年の栽培を中止し、契約

条項にある規定に従ってこれらの土地を貸出者にf7/ha余りの地代で再貸付

することを提案したo　しかし、この提案を受け入れたのは1デサだけであり、

残る2デサはルクンタニの影響を受けて拒否したo結局この土地は糖業の現

地人職員に再貸付されることになったo　また、 Djabokota郡では長期契約で

112ha、短期契約でIOha借地していたが、 32/33年栽培はf50/ha、 33/34年栽

培はf43/haの補償で栽培中止したoその後、短期契約は33年に既に支払済み

の借地料を放棄することで破棄され、長期契約も34年に地税噺と等しい補償

支払いで破棄されたo　この糖業も、これ以降、契約締結はなかった。

Ketagan糖業は長期契約で48haを借りていたが、 32/33、 33/34年栽培をそ

れぞれf50/ha、 f43/haの補償で中止し、土地は住民に返還された。 34年には

契約破棄交渉を実施した0　倍地のうち、 14㍍ウは合意が成立しなかったので

34/35年の使用を総額f436.46の補償で中止したが、残りは地税額と等しい補

償で破棄され、 2年連続する単年契約とそれに続く長期契約に変更された。

しかし、この土地での34/35年栽培、 35/36年栽培はそれぞれf30 35/八。ウ、 f

20 25/;rウの補償及び関係デサ首長への割増金交付によって中止され、また、

先の14A㌣についても35年には契約を破棄し、新契約への切換えが行われた。

36/37年、 37/38年には346ha、 320haとかなりの面積の栽培を再開するが、こ

のうちの324ha、 295haはKarah-Ketintang私領地におけるものであり、住民

からの借地上での栽培は小面積にすぎなかったo　また、 1936年11月には新長

期契約の中の38/38年栽培、 40/41年栽培合計25haを地税額の補償で破棄した。

Periling糖業はかつて栽培を行っていたが、 1934年以来、契約を結んでい
ない。

以上については、 Verslag grondhuurcontracten 1933~1937を参照。

27)なお、先に註7)で見た通り、スラバヤ理事州では約36万人の労働者が糖業

で働いており、栽培縮小とともにその大半が職を失ったと考えられる。しか

し、これらの労働者がそれに対して抵抗したという記事は、この時期の報告

書には全く見られないo　このことについて、筆者は現実にほとんど抵抗が行

われなかったと考えているo　その理由としては、第1に民族主義運動の低迷

に規定されて、この時期には常雇労働者も含めて糖業労働者のほとんどが未

組織であり、 1920年前後の時期のように大規模なストライキを打つ力量を備

えていなかったこと、第2に、常雇労働者の場合は一般にデサ社会との関係

が疎遠になっていたといわれ、また臨時雇労働者の場合には土地なし農民が

多く、彼らはデサ共同体の正式な構成員ではないという事情のために、デサ
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結合に依拠した運動も不可能であったことが考えられよう。

28)この交渉の経緯についてはVerslag Onderhandelingenを参照。

29)ただし、この説得の模様を伝える"Soeara Oeraoem ll Juni 1932"(//>018

-6-32, no.24:372~373)の記事「糖業と人民」によれば、事実関係は異なっ

ているo　すなわち、この時期に副知事はデサ集会に出席し、糖業が提案した

「補償額f35を受け取らないのは愚かしいことであるo　なぜなら、その場合、

どうやって地税を納めようとするのか?」と興奮した調子で住民に圧力を加

え、住民が10月までに地税を納入しない場合には差押えをする、デサ首長は

管轄デサの地税が集まらなければ解任すると述べたが、糖業の提案を受け入

れたのは1デサだけであったという。

30)例えば、 Krian糖業では32年末に33/34年栽培縮小交渉が実施され、f35/;r

ウの補償と割増金交付の条件で合意が成立し、それがデサ決定で確定され支

払いが行われたが、その後、農民側は最低借地料より低い額で土地を糖業に

提供しようとし、それが不可能なことに落胆したと報告されるが["Verslag

grondhuurcontracten 1933'つ、このように契約破棄の意味について必ずし

も十分な理解があったとは思えない例も見られる。

31)この事件の経過については、 Verslag onderhandelingen及びGouverneur

Oost-Java 1933、 Resident Soerabaja 1933b、 Ass.Resident Sidoardjo

1933b、 Resident Soerabaja 1932,、 Nitiredjo 1932　を参照。

32)この借地契約が締結された1921年当時、 Wonokasian、 Klitih、 Kersanはい

ずれも独立したデサであり、それぞれがデサ単位の集合契約を締結していた。

後、デサ統合によりこれらはWonokasianを中心集落とするデサWonokasianの

子村となった[Ass.Resident Sidoardjo 1933]したがって、デサのまとま

りは名目的なものであり、住民の共同の場は各子村である。ここでの運動が

子村単位で行われたのは、以上の理由による。

33) P.B.I.は既に32年1月にはその機関紙において糖業の契約破棄問題を取り

上げているのであるが["Soeara Oemoem 26 Januari 1932"(IPO13-2-32, n

o.6:92)]、実際に契約破棄交渉に介入したのは、同年5月のルクンタニ設立

決定直後、クディリ理事州Kertosono郡におけるLestari糖業と農民との間の

紛争が最初であったo　ここでは、 P.B.I.リーダーに指導されたと見られる農

民130人ほどが、地税を糖菜側が負担するという条件で契約を破棄し土地を

農民に返還するという糖業側の提案を拒否し、 P.B.I.タルトソノ支部に支援

を要請したo　これに対してP.B.I.中央はスウオノ、クスマディ(Koesmadi)、

ルスラン・ウォンソクスモ(Roeslan Wongsokoesoemo)を現地に派遣、 6月3日

のあるデサ首長宅での土地貸出者との話し合いでこの糖業に対して訴訟を起
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こすことが決定され、これにはスウオノが無償で支援をすることになった。

糖業側はこうした動きに対して、結局、契約通りの金額を貸出者に支払うこ

とになり、この件は貸出者側の全面勝利で終わった。ここでは、後述するシ

ドアルジョで広く用いられた訴訟という戦術が既に採られている。これにつ

いてはPolitie-rapport 13 Juni 1932, no.121/S、 "soeara Oemoem 27 Mei

1932*(//>01ト6-32, no.23:356)、 "ibid. 10 Juni 1932"(ipo25-6-32, no.
25:382)を参照。

34)ジャワ語には大きく分けて普通体(ンゴコ)と丁寧体(クロモ)の2つのスピ

ーチレベルがあり、前者は対等の者、親しい者どうし、及び目上から目下に

対しての会話において、後者は目下から目上に対して`の会話に用いられる。

こうしたスピーチレベルが生じたのは、歴史的にジャワ社会の身分制と関係

があったo　ジャワでは、住民は一般に、プリアイすなわち貴族あるいは官吏

と、 wong tjllik(文字通りには「小さき者」 )すなわち一般庶民とに大別さ

れ、前者は後者に対してンゴコを用いるのは当然であるが、後者は前者に対

してクロモを使わなければならないという慣習があった。こうした中で、 1

917~23年頃、クロモを廃止してジャワ語をンゴコに統一しようとする、いわ

ゆる「ジョウオ・ディポ運動」が発生したo　この運動は、単にジャワ語の簡

素化を目指したものではなく、クロモの持つ社会的機能の廃絶を目指すもの

であったoスンジョトの演説がンゴコやwong tjil畔'について触れている背

景には、こうした事情があったo　なお、 「ジョウオ・ディポ運動」について
は、深見1980　を参照。

35)恐慌臥農産物価格の下落によって農民の地税負担は極めて困難に陥り、

滞納が急増したことは前章で述べた通りであるが、スラバヤにおいては後に

第4章で明らかにされるように事態は一層深刻であった。こうした状況下で

P.B.I.は地税問題を活動の重点の1つに設定したのであるが、それに着手す

るのは31年4月29日にスラバヤで開催された中央執行部会議においてであっ

たo　この会議は中央執行部と支部とが一堂に会して全般的な運動方針を論議

した最初の機会であったが、ここでは、 Kertosono支部からの提起を受けて、

籾価格が低いこととの関連で地税引下げ要求決議が採択された["Soeloeh

Ra jat Indonesia 6 Mei 1931"(IPO1931 1:438 440); Poeze 1988:59-60]

その後も引下げ要求は、 33年4月の第2回大会(於ソロ) [ibid.:274-275]、

同年7月のルクンタニ大会[ノ-∴295~286; Verslag Roekoen Tani Congres

1933]で提出されている。

36) Verslag grondhuurcontracten 1933によると、シドアルジョではこの時

期、地税の滞納が大規模に発生したが、その原因の-つにデサ首長の未払い
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があり、その理由として彼らの職田に対する単年契約が最も容易に破棄され

たことが上げられているoこの場合、彼らはその職務と職田の広大きの故に

それを自ら経営することが困難であり、そのことが地税納入を不可能にした

のであるo同様の事態は他地域でも生じたo例えば、 HvO Japara-Rembang
1932、 ibid. 1936など参照。

37)なお、このうちの(b)のケースは、事実関係に若干の差があるが、 Ass.

Resident Sidoardjo 1933でも報告されている。

38)この銀行BanMasional Indonesiaはストモのインドネシア研究会によっ

て192時に設立され、インドネシア人だけの預入れによって急速に資本を蓄

積し、それをもとにP.B.I.傘下の協同組合などへの融資を行った。これにつ

いてはPluvier 1953:99、 Poeze 1983:xxiv,xxxviiiなどを参照。

39)この点で興味探し、のは、運動が困難に陥った33年7月に開催されたルクン

タニ大会でのスブロト演説「デサの権利一、イスムティアル演説「デサ評議

会→で、土地占有者が糖業との問で土地貸出契約を締結したり破棄した…

る際にもっと自由に振る舞えるようにデサ首長の権限を縮小し、土地占有者

の権利を拡大することが主張され、この方向に治ってデサ首長を議長とする

デサ評議会を作るべきことが初めて打ち出されたことである。イスムティア

ル演説によると、デサ首長は本来、政府の官吏であるとともに住民の「父」

でもあるべきなのに、現実にはデサ住民の意向を窺おうとはせず専横的窓意

的であり、行政の道具以外の何者でもないoしたがって、デサの内部問題を

デサ自らが調整するためには、特定の規則の施行がそのデサにとって望まし

いか否かを決め、デサ集会が必要か否かを判断し、新しい規則を導入し、税

を賦課し、現金支出に同意を与え、政府と協議してデサ首長の任免を行う権

限を備えた、デサ首長を議長とする評議会を設立することが必要であるとす

るo　このことは、この段階に至って、 P.B.I.、ルクンタ二がそれまでのデサ

行政に対するとらえ方を初めて修正したものであると考えられる。デサ評議

会構想についての詳細は、 Poeze 1988:295 296、 Verslag Roekoen Tani Co
ngres 1933　を参照。

40)住民のデサ首長に対する挽拝の構造については、植村1988を参照0

41)こうした農民反乱のいくつかの事例については、 Sartono 1973を参照。

42) 「社会革命一期のこうした状況については、例えばKahin1985などを参
Iltf.
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第　3　章　　t蛭界恐J院と　ス　ラノヾヤ住民農業

本章の謀凱ま、スラバヤ南部3県、における恐慌期の隼民農業を検討し、それ
がどのような特徴を持っていたか、恐慌による経済変化が如何なる影響を及ぼ

したのかを明らかにすることである。

第1節　スラバヤ住民農業の特質

1、住民農業をめぐる環境

(1)耕地の状況

この地域の耕地状況については、既に序章で耕地開発がほぼ限界に達するま

で行われたこと、水田面積が全耕地の63.6%を占めるという水田地帯であること

を指摘しておいたが、 J-7表から明らかなようにこれらの特徴は3県にほぼ共通

したものである。ここではなお2つのことを付け加えておきたい。第1は、乾

地の中味についてであり、シドアルジョ県ではその大半が屋敷地であり、畑地

はほとんどないといわれる[Soekasno1938:295],他方、モジヨケルト、ジョン

バン両県についてはこのような記述がなく不詳であるが、 1人当たりの乾地面

積はシドアルジョ県よりかなり広く、畑地も存在したと見られる。1'第2には、

シドアルジョ県沿岸部のSidoardjo、 Taman、 Porong郡には3-1表に示されるよう

に広大な養魚池が広がっていることである　J-7表でこれら3郡の耕地比率が

Krian郡と比較するとかなり低くなっているのは、この面積が「耕地面積」の中

に含まれていないからである。これらの地域では漁業が持つ意義は大きなもの

があったと思われるが、この間題は史料も乏しく本稿の範囲を越えるので、こ

れ以上右耳扱わない。2)

(2)雨季と乾季

次に、住民農業を大きく規定する気候条件、すなわち降雨状況につヤ、て見て

おこうo　一般にインドネシアの気候は10月頃から始まり翌年4月頃まで続く雨季

と、 5月頃から9月頃まで続く乾季に分けられるが、東へ行くはどこの差が明確

になるといわれる　3-2表はこの地域における1879 1922年の各月の平均降雨量

を示したものであるが、この地域ではシドアルジョでもモジョケルト・ジョン

バンでも、 11月頃から本格的な雨季が始まり1~2月に最も雨量が多いO　逆に8~9

月頃が最も少雨であるo　住民農業はこうした条件により、雨季作(10-4月)、乾季

作(5~9月)に大別されることになる03)ただし、表中の「最高雨量」、「最低雨量」
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の項目から明らかなように、年によっては雨季にも雨が少なく、逆に乾季に雨

季の平均雨量に等しいような大雨が降ることもある。後述するように、こうし

た天候不順は住民農業に深刻な影響を及ぼすものであった。

2、栽培状況

(1)主要作物と土地利用頻度

さて、以上のような環境の中で、この地域の住民農業がこの時期に何を栽培

していたかを見ておこう0　3-3表は1930~40年の時期のスラバヤ理事州の耕地面

積、栽培状況などを示したものであるo　また、この理事州は1930年まではシドア

ルジョ、スラバヤ両県からなる(旧)スラバヤ理事州と、モジヨケルト、ジョン

バン両県からなる(旧)モジヨケルト理事州に分かれていたので、 30年について

は3-4表に示されるような両地域毎の統計が得られるQ先ず、この2つの表から、

恐慌の影響がまだそれほど及んではいないと考えられる1930年の栽培状況を見
ることにしよう。

主要な作物として先ず上げられるのは、水稲である0　3-3表によると全収穫面

積の48.5%を占めるが、ジャワ・マドゥラ全体の比率が39.6%である臣13表]こ

とからすれば、その意義は特に高いo　以下、比率の高い順に上げるとトウモロ

コシ(22.2%上大豆(6.9%)、その他の豆類(5.9%上カッサバ(4.5%)、落花生(3.

7%)と続くが、特徴的なことは大豆の重要性が高いこと(ジャワ・マドゥラ平均

は2.1%)、更にジャワ・マドゥラ全体では6.2%を占め4番目に多い陸稲は、ここ

ではほとんど意味を持っていないことであるo　ただ、地域毎に見ると、 3-4表に

示されるように、 (旧)スラバヤ理事州では水稲の比率が高いのに対して、 (旧)

モジヨケルト理事州ではそれほどではなく、トウモロコシやカッサバといった

作物の比率が相対的に高いといった、いくぷんかの差が見られる。

次に土地利用頻度を見ると、全作物の収穫面積が耕地全体に占める比率は11

1.3%であるが、ジャワ・マドゥラ平均の102.0%をかなり上回っている。しかも

ここでは前章で述べた通り、水田の多くが糖業に貸し出されているから、実際

にはこの数字に現れる以上に土地を集約的に利用しているといってよい。スラ

バヤは耕地利用の集約度が高い地域なのである。なお、 (旧)スラバヤ理事州の

比率が低いのは、スラバヤ県に乾地が多かったこと、耕地の農業条件が後述す

るように悪いことによるものと思われる。

(2)水田作と乾地作

それでは、先に上げた主要な作物は、それぞれ水田と乾地、雨季と乾季に分

けた場合ではどのような栽培状削こあったのであろうか。これについては1933

年からしかデータが得られず、この時期には既に糖業の大幅栽培縮小が行われ
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恐慌の影響が強く働いていると考えられるが、他に適当な数字がないので3-5表

に33年の数字を掲げて検討しておこう。

さて、表から明らかになることは、以下のことである。第1に、水田では水

棉(全作物作付面積の61.4%)、トウモロコシ(14.3%)、大豆(12.6%)の3作物が多

いが、雨季作だけ見ると水稲が圧倒的に多く(88.0%)、トウモロコシ(9.3%)がこ

れに次ぎ、両者以外の作物はほとんど栽培されないことである。更に細かく見

ると、 1~4月期には水稲(96.6%)がほとんどを占めトウモロコシ(0.2%‖まごく僅

かしか作付されないo　他方、 10 12月期には水稲(63.7%‖まそれほど多くはなく、

トウモロコシ(35.1%)がかなりに上るO　水稲雨季作の作付の最盛期は114月であ

り、トウモロコシは10~12月に集中するのであるo　第2に、水田乾季作で最も多

いのは大豆(29.2%)であり、以下、トウモロコシ(21.8%)、米(21.2%)と続き、こ

の3作物で7割以上を占めているo　第3に、乾地ではトウモロコシ(36.3%)、カ

ツサバ(21.0%)が群を抜いて多いo　第4に作物毎に見ると、米は水稲にほぼ限定

されており、陸稲はほとんどないoトウモロコシは乾地作も多いが水田裏作の

方が大きいo　これに対してカッサバは基本的に乾地作物であることがわかる。

また、大豆はほとんど水田作であり、それも乾季に集中している。落花生は水

田乾季作が最も多いo　そして第5に、このデータから作付率を計算すると水田

は158.6%と高いが、乾地は65.9%でしかなく土地利用の集約度は決して高くない

という点である。

以下、シドアルジョ県とモジヨケルトジョンバン県に分けて、こうした特

徴が各地域でどのように現れているかを見ておきたい。

先ず、水田作では、シドアルジョ県の場合、 3-6表に示されるように、理事州

全体の平均値と比べると水稲の比率が低く、大豆が平均以上に広範に栽培され

ているo　また、トウモロコシの栽培は少ないo　次に3-7表は同県の1936年におけ

る水田栽培状況をまとめたものであるが、ここから雨季の状況を見ると、利用

可能水田の90.8 96.7%で稲が収穫されており、ここでは水田雨季作はほぼ水稲

単作であり、 =「12月期のトウモロコシ作付も多くはなかったことが窺える。他一--′`、-＼′/-l

方、水田乾季作については、同表から明らかに、最も重要な作物は大豆である。

特に内陸部のKrian郡では70%近くを占めるo　次に多いのが乾季米であり、大豆

が比較的少ないTaman郡では半分近くに達するo逆にKrian郡ではこの栽培の意

義は小さいo　一般にジャワで水田乾季作に多いトウモロコシは、この地域では

dongkellan地(砂糖黍栽培後の返還された水田)を中心に栽培されるのみであり、

36年の収穫面積でいえばKrian都で1,826ハナウ、乾季利用可能水田の15.9%を占め

る他は多くないo　落花生やサツアイモもdonkelIan地に限定され、やはりKrian

郡で栽培が多いo　これら3作物は5~9月に植え付けられ、収穫は8-11月である
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[Soekasno 1938:311 。この県の水田栽培は、米と大豆により重点がおかれてい

たといえよう。

これに対してモジョケルト・ジョンバンの水田作では、 1931年の理事覚書に

「近年ますます増えていることであるが、いわゆるdongkellan地、すなわち収

穫後の蕉園は給水時期が他の水田より後回しになり、この結果、稲作のために

いっも十分な水が得られるとは限らないので、しばしば西モンスーンにも裏作

物を作らなければならないということがある・ -」 [MvO Modjokert01931]と

あるように、糖業への土地貸出しとの関連で一部では雨季にも米以外の作物が

作られていたo　水田裏作では、トウモロコシ、カッサバ、ランバットイモ(ket

ela rambat)、豆類が重要であるが、大豆栽培が拡大しつつあったという。また、

南ジョンバンでは煙草が広範囲に栽培されていた[ibid.],43他方、乾季米栽培

は3-9表に示されるように20年代後半期に大きく減少し、 1930年の6,3511ドゥはこ

の年の乾季利用可能水田の8.5%程度にすぎない。5)ただし、許可面積を大きく

上回る面積に栽培されていることが特徴である。以上のように、ここでは米、

大豆の占める比重は相対的に軽く、その分トウモロコシなどが重視されていた。

次に乾地栽培について見よう0　3-8表はシドアルジョ県の屋敷地における一年

生作物の1932年と36年の収穫面積を示したものであるが、最重要なものはカッ

サバであり、ここでもトウモロコシは重要でない。次に利用頻度を見ると、 32

年の全収穫面積が乾地面積(ただし30年の数億)に占める比率は34.6%にすぎず、

この限りでは集約的な利用とはいえず、先に見た33年段階のスラバヤ理事州全

体の乾地利用率の低さに責献しているといってよい。モジヨケルトジョンバ

ンについては、 「乾地と屋敷地における裏作物の栽培は、詳細に考察するだけ

の材料を提供するものではない」 [MvO Modjokert0 1931]とあり不明な点が多い

が、 3-4表と3-5表を突き合わせてみると、乾地栽培トウモロコシのかなりの部

分はこの地域の畑地で栽培されていたと推定される。また、利用頻度はシドア

ルジヨよりはかなり高かったと見てよい。

ただ、乾地の中でも屋敷地については、以上の数字には現れない果樹などの

栽培の重要であったことを付け加えておかなければならない。シドアルジヨで

は特にヤシが重要であり、また、バナナ、竹、マンゴー、ナンカといったもの

も近接するスラバヤ市で容易に販売できるので、これらの栽培は農民の貴重な

補助収入源となっていた[Soekasno 1938:311~312],また、モジヨケルト・ジョ

ンバンでもやはり栄樹等の栽培が活発に行われ、住民に貴重な現金収入をもた

らしていた。6)

以上にスラバヤの住民農業を概観してきたo　いくぷんかの地域差はあるが、
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一般的には水田作を中心に、雨季には水稲、乾季には裏作物を栽培する農業が

展開されていたといってよいo　以下では、この水田農業の特徴について更に検

討を進めることにしたい。

3、水田農業の特徴

(1)濯概整備状況

最初に、水田清光状況を見ておこうO　スラバヤ理事州はブランタス濯概区O

rngatie-afdeeling Brantas)に属し、プランタス河とその支流から給水される

のであるが、濯馴犬祝には理事州内でもかなりの地域差がある。先ず、北部に

位置する(旧)スラバヤ県の36,937;ドゥ、 (旧)グリツセ県の43,45川やりの水田は大

半が天水田である[MvO Soerabaja 1935]これに対して、糖業地帯である南部

3県では、謹聴整備が進んでいる。

特にシドアルジョ県では、 35年の理事覚書によると44,360Aやウの水田は全て技

術濯瀬田である[ibid.],この県では、 [lirip付近でLengkong堰を通じて導水さ

れたプランタス河の水が、 Porong運河、 Mangetan運河及びそこから伸びる第2

次、第3次水緒から給水され、広範に張り巡らされた水路網のおかげで天水田

はなく、ほぼ全ての水田が雨季にも乾季にも水を利用できるのである[Soekasno

1938:299] 7)

他方、モジョケルト、ジョンバン県では、 31年の理事覚書によれば、水田総

面積128,737/Tウのうち濯瀬田はno,490;rウで、これらは様々な規模と給水能力

を持つ70を越える給水区に分けられていたo　完全な技術濯瀬田は59,820/1つバ水

田面積の46.5%)であり、特に20年代前半期に大きく増加した。8,住民濯瀬田は

約50,000fl当であるo　そして天水田は18,000;ドゥを越えるが、このかなりの部分

はモジョケルト県北部のModjokasri郡とジョンバン県北部のPloso郡の泥灰土地

帯に集中している[MvO Modjokert0 1931],また、 35年の理事覚書ではモジョケ

ルト、ジョンバン両県にはそれぞれ57,902;rウ、 70,835;ドゥの水田があるが、こ

のうち59,820;iつ亘46.5%)が技術濯瀧田、約50,000八やウは住民濯概、約18,000;ドゥ

は天水田であるという[MvO Soerabaja 1935;なお、両県では濯据水路最末端

の第3次水露の状況も漏水が多く、水路改修の不十分なことについて、利用者

である精美側と農民側がお互いに非難の応酬を繰り返してきたが、 1930年以来、

糖業側が栽培1㍍り当たりflの金額を負担し、農民側が日常の維持管理を行って

この金額を受け取るというシステムが確立され、これ以降、状態は日に見えて

改善されたという[MvO Modjokert0 1931]。9)
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以上のように、スラバヤ南部3県の連載整備は相対的によく進んでいたが、

中でもシドアルジョ県は極めて良好であった。このことは、先に見てきた両地

域の栽培状況の違いの原因の1つであったと考えてよい。また、上に述べたこ

とから明らかに、 1931年と35年の2つの理事覚書の問に濯概状況の変化が全く

といってよいほどない。このことは、シドアルジヨでは既に改善の余地なく濯

概整備が進んでいたこと、モジヨケルト、ジョンバンではおそらく財政上の理

由からそれが不可能であったことを意味していると考えられよう。

(2)達概規則と糖業

さて、前章で述べた如くこの地域はジャワ最大の糖業集中地帯であったが、

そのことはこの地域の薄概にも極めて大きな影響を及ぼしていたO　以下では、

その点を濯概規則の検討から考えることにしたい。

この地域でこの時期に行われていた水利現則は、 1921年10月26日付けスラバ

ヤ州理事命令no.213/43で決定されたものである[MvO Soerabaya 1935; A-.t'.ig

22:221]同規定前書によれば、この規定は糖業連合会シドアルジョ、モジョケ

ルト、ジョンバン支部との21年9月28日の協議を経て、 10月14日付けのブランタ

ス清瀬区長代理の書簡no.7291/1などを参照して決められたものとあり[Javasc

he Courant 1921 no.89上　この決められ方からして糖業の利害を反映するもの

となっていることが予想される10)

さて、この地域の水利規定の中味は糖業への給水が問題になる乾季と、住民

の水田稲作が展開される雨季とに大別される。すなわち、乾季には昼夜給水法

が行われ、雨季にはゴロンガン制度が導入された。

[昼夜給水法]

この方式は既に強制栽培制度期から実施されてきたものであるが、いま、そ

の原理を21年水利規定に見ると次のようである。

第2条

1、十分な量の水が利用できる限りにおいて、砂糖黍栽培と住民栽培は同

時給水に対する権利を有し、この場合、栽培の面積と必要が計算に入れら

れる。

2、水量が1項に規定された同時給水には不十分な場合、清瀬区長の手で関

係給水委員会(bevloeiingscommissie)と協議の上、輪番方式(beurtregel

ing)を定めることができるが、この場合、水は昼間には砂糖黍栽培に、夜

間には住民栽培に利用される。

3、溜池(kringwadoek)が造られている地域では、前項の規定は適用されな

sr

4、溜池が造られている地域で同時給水のために十分な水が利用できない
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時、あるいは他の理由からそれが必要であると見なされる時には、濯概区

長の手で関係給水委員会(bevloeiingscommissie)と協議の上、′目方式(et

malenregeling)を定めることができる。すなわち、砂糖黍栽培と住民栽培

に対して、順番に全ての利用可能用水を供給するものであるが、この場合、

給水期間の決定には栽培の規模と内容とが考慮される。

5、日方式では、企業の砂糖黍苗栽培に対して、それ以外の砂糖黍栽培と

同じ日に給水する。

ft:i某

砂糖黍栽培に対する給水は午前6時から、最大限で午後5時まで行われるが、

更にこの給水時間は砂糖黍栽培面積及び当該給水地域(bevloeiingsgebie

d)の規模との関連で、当該給水委員会と協議の上、清瀬区長により調整さ

れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid.]

要するに、十分な水が確保できない場合には、砂糖黍には昼間(午前6時~午後

5時)、住民栽培には夜間に給水するというシステムであった。このシステムは

38年10月29日に制定された東ジャワ省水利規定33条でも引き継がれIている[Wat

erreglement Oost-Java 1938]先に見たようにこの地域では乾季には極端に雨

量が減少するが、この33条の公式解説によると、 5~7月はたいてい全作物に必要

な水量を同時給水するだけの水が利用可能であるが、 8月になるとどこでも水量

がかなり減少するので、給水時期を分離する必要があると述べられており[Pro

vinciaal Blad Oost-Java 1938, nummer ll, 8 Augustus 1938:373~374]、この

方式は乾季の後半期に実施されたと思われる。

また、モジョケルト、ジョンバンに関しては1931年の理事覚書に「ブランタ

ス省濯概区長によって、 1931年、農業指導官とともに、濯瀦委員会の同意を得

て、また糖業と原住民行政と協議の上で、若干の給水地区において東モンスー

ン期に配水の別の方法が試行された。これによると、加工糖と住民作物への同

時給水が廃止された。この最初の試行の当面の結果は予想を上回って良好なも

のであったので、 1932年にはこれを更に多くの地区に拡大することが構想され

ているo　将来、この結果が同じように満足いくものであれば、東モンスーン期

濯酎こおける多くの困難は除去され、全ての利害関係者の利益となるであろう。」

[MvO Modjokert0 1931]とあるように、昼夜給水法実施は30年代に入ってからの

ことであり、それまでの同時給水方式を改めたものであった。

いずれにせよ、こうした形での給水方法は夜間しか受水できない住民農業に

とっては極めて不利なものであり、農民の不満の種であった1921年の糖業調

査委員会報告は、それを次のように述べている。

周知のように、この規則によると東モンスーン期の後半においては、濯
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概用水は昼間に全部もしくは大半が砂糖黍に給水され、夜間に住民栽培に

給水される。この方式は糖業中心地のほぼ全域で適用されており、特に東

モンスーン期に水が十分には利用できない地域において見られる。この方

式は、既に以前からのものであり、政府砂糖黍栽培の時期においても昼間

には先ず砂糖黍栽培に給水されてきたのであった。

以前、民間精美の初期においてはこの方式に対する苦情はそれほどでは

なかった。当時は砂糖黍栽培も住民栽培もなおそれほど大面積を占めては

おらず、砂糖黍栽培は当時かなり粗放的に行われそれほど多くの水を必要

とはしなかったからである。後、砂糖黍栽培がより集約的なものとなり、

これによってより多くの水を必要とすることになり、砂糖黍栽培と住民の

裏作栽培が徐々に拡大し、また多くの地方で山間部の開墾の進展の結果東

モンス-ン期の水量が減少するに至って、昼夜給水法に対する苦情がます

ます前面に出てくるようになった。

濯概委員会によると、濯鞭用水の夜間給水に対する住民側からの主要な

苦情として上げられるものは、夜間の暗さのために水は正しく配分され濁
rー---ー　Jノ-

される-こ」二盟でIj二、したがってきちんと受水できるのは水路に近接した

耕地だけであり、そこから遠い水田にはほとんど水が来ないか、全く来な

いことがあるというものである。この場合、しばしばデサの権力者が夜間

に給水される水の大半を獲得してしまうことがあり、このことは優先権が

少ない者にとっては不利である。

ヨーロッパ企業の集約的な砂糖黍栽培にとっては昼間の給水が必要であ

るが、この点は糖業によっても認められている。

夜間の正しい水管理が不可能であり、そのことが経済的な水使用の妨げ

となっているところでは、夜間給水は原住民の栽培にとって同様によくな

いものである　　　　　　　　Suiker-Enquete Commissie 1921:183 184]

このように、精業の栽培拡大と住民農業における乾季作の広がりとともに、

住民農業に夜間給水される水の正しい配分が深刻な問題となり、また、住民農

業への不利な影響が次第に明らかになってきた。政庁はこれらの間馨を解決す

るため、増弛方式による同時給水を提起し、それは既に1910年代未から実行に

移されたのであるが、モジヨケルト、ジョンパン両県での30年代の昼夜給水法

導入に示されるように、結局、解決には至らなかったと思われる11)

いずれにせよ、こうした状況は乾季には住民農業が十分な水を利用できない

ことを意味している。この結果、水を大量に使用する作物、特に乾季米の栽培

は制限されることになる1921年水利規定8条は次のように述べている。

1、第2回目の稲、すなわちwalikdamenの栽培は、砂糖黍と他の裏作の後
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に、濯概区長の判断により給水委員会と協議して、初めて裏作物に必要な

量以上の水の供給を考慮する。

2、清瀬区長によって給水委員会と協議して、毎年4月末以前に以下のこと

が決められる。

a,次の東モンス-ンに裏酌こ必要な量以上の水に対する権利を有する第

2回目の稲すなわちwalikdamenの面積と位置、及びこの栽培に必要な

苗代の面積と位置。

b,特殊な場合を除き、第2回目の稲作のための苗代造成に対してこれ以

降は給水しないと清瀬区長が判断する期日o　ただし、ここには第7条に

規定する沼田の栽培は含まれない。

3、前項aに当たらない第2回目の稲すなわちwalikdamenの栽培は、住民の

他の裏作以上の水に対する権利を有しない。これらは、濯概区長が給水委

員会と協議の上で十分な濯概用水が利用可能であると判断した場合に、初

めて裏作に必要な量以上の給水を考慮される。

第2項に上げられる協議にもとづいて、スラバヤ理事州南部では4月15日より

以前に乾季米栽培決定のための集会が行われ、ここで認可面積が最終的に決定

されることになる[MvO Soerabaja 1935],それ以外の乾季米、すなわち第3項に

いう栽培はいわゆる「無許可栽培」である。

このように、乾季における給水原則は糖業を優先したものであ、り、住民農業

の乾季作を大きく制約するものであった。この点については、後に再び触れる
ことにしたい。

[ゴロンガン制度]

昼夜給水法が乾季における糖業と住民農業の問の配水に関する規定であった

のに対して、雨季に実施されたゴロンガン制度は、第一義的には雨季における

水田米作のための配水規定であるo　すなわち、水田をいくつかのグループに分

けて時期をずらせて給水し、その時期に苗代を作らせるということによって濯

糖用水を節約し、雨季の初めにしばしば発生する水不足に対応しようとしたも

のであり、ゴロンガンとはこのグループのことを意味する。

30年代初めの時期の具体的な実施法をシドアルジョの事例で見ると、次の通

りであったo　ここではデサを1つの給水単位とし、デサの全水田をglanggangan

とdongkellanに大別し、前者を更にゴロンガンA、ゴロンガンBに区分してい

たo　すなわち、デサの水田のうち砂糖黍栽培中の1/3を除く残り2/3を3つのゴロ

ンガンに分けて、時期をずらせて給水していたのである[MvO Soerabaja 1935;

そして同時に、長年にわたって苗代を水路の近くに1区画にまとめて同じ時期

に作り、水の浪費を防いできたという[R.E.D.:466;
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しかし、この制度の導入は、それによってglanggangan水田の田植えを早め、

糖業の土地早期確保を容易にするために行われたものであり[植村1989:103,1

17]、やはり糖業と無関係ではなかったo　スラバヤでこのシステムがいっから本

格的に採用されたかは不詳であるが、 20世紀初めには同様のシステムが各県で

行われており、12)また20年代には、政庁農工商部農業局の1928年の年次報告に

よると「糖業に貸し出さない(lanjah)水田の田植え時期に関する調査が実施さ

れたo (清瀬)分区技師が述べるところでは、 Ianjah水田の1/9はglangganganゴ

ロンガンAと、 1/9はBと、 1/9はCと同じ時期に田植えを行わなければならな

いということを、既に長年にわたり何度も周知徹底させてきた。しかし、この

規則は十分には知られてこなかったようであり、少なくとも決してしっかりと

は守られてこなかった。 1anjah地の田植えは常に認められた時期より遅れて行

われ、時にはdongkel地(砂糖黍栽培に使用後の水田)とほとんど同時期のことも

あったo 」 [Verslag Afdeeling Landbouw 1928:271]とあり、一貫してそれが実

施されていたことがわかるo　そして、ここにも述べられるように、糖業への貸

出前の水田の田植えが最も優先され、逆に砂糖黍栽培後の水田への給水が最も

後回しになっていたのであった。

以上に述べてきたように、この地域の濯酎ま雨季も乾季も糖業を優先したも

のであり、そのことによって住民農業は様々な制約を受けてきたのであった。

以下では、そうした状況の下で展開された水田米作の検討に移りたい0

(3)水田米作の特徴

先ず、水稲の生産性について見ておくことにしたい。 3-10表は、 192227年の

各部毎のha当たり平均収量を一覧したものである。ジャワ・マドゥラで20キンタル

を越える郡は423郡中77郡(18.2紺こすぎない13)から、これを越える収量がある

場合には高収量であると考えてよかろうo　これに従ってこの表を見ると、 3県

に属する12郡中の7郡(58.3%‖ま20キンケルを越えており、全体としては比較的高収

量であるといえるo　しかし、県毎に見るとシドアルジョ県は全ての郡で収量が

商いが、モジョケルト県ではDjaboeng郡、 Modjokasri郡、ジョンバン県ではPI

oso郡とNgoro郡で大きく落ちるO　また、スラバヤ県及び35年から編入された旧

グリツセ県の3郡の低さが顕著である。

こうしたことは、先に見た清光整備状茨目こ規定されるものと考えてよいo　そ

して、このことはまた凶作の発生とも関係が深いo　理事州全体の各年の凶作率

については3-3表に示される通りであるが、県毎では35年の理事覚書から34年の

3県の数字が得られ、それによるとシドアルジョ5.7%、モジョケルト14.4%、ジ

ョンバン17.7%となる。理事覚書は「シドアルジヨ、モジヨケルト、ジョンバン

では、稲の凶作は普段は決して大規模ではない。しかし、 34年にはかなりに上
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った。 」 [MvO Soerabaja 1935]と述べており、この数字は特別に高いものであ

るから、普段はシドアルジヨではほとんど凶作がない、モジヨケルト、ジョン

バンも相対的には多いがそれほどではなかったと考えられよう。 =)

ただし、例外的にプランタス河北岸の泥灰土からなる天水田地帯ではしばし

ば凶作が発生した[MvO Modjokert0 1931]特にジョンバン県北部のPloso郡で

は、 31年r9月には12,450八tlウの栽培のうち3,267/rウ(26.2%)、翌年同期にも12,

624/1やり中の2,850がり(22.6%)が凶作となり[Verslag voedseltoestand Septembe

r 1932]、 34年には多数のデサで状況は更に悪化し、食糧事情は極めて憂慮すべ

き状況に陥った15)

以上のように、この地域では水稲の収量は一般的には高く収穫は安定したも

のであったが、特定の地域では度々凶作が発生したのであった。そしてそれは

先に見た濯瀬整備状況に規定されるものであった。

さて、この地域の水稲栽培の特徴について`は、早稲栽培が行われること、平

均すれば雨季には水田の90%近く、乾季には20%程度に栽培されるが、地域的に

見るとモジヨケルト、ジョンバンではいずれもこの比率が低いこと、乾季米栽

培は糖業への給水優先のために制限されていたことを既に指摘した。以下では

乾季米栽培の性格についていま少し述べておきたい。

3-11表は1932 34年の時期の各県の乾季米栽培面積を「許可されたもの」、 「無

許可のもの」に分けて示したものである。ここから明らかなことは、 (a)スラバ

ヤ県を除いて栽培面積が大きく拡大している、 (b)特に、モジョケルト、ジョン

バンの栽培拡大は著しく、既に32年の両県の合計9,904flやウは先に見た理事覚書

による30年栽培面積6,351/Tウの55.9%増しであるが、 34年には両県ともシドアル

ジヨ県の栽培面積を上回るに至っていること、 (C)許可、無許可の点から見ると、

シドアルジョは許可面積の比率が圧倒的に商いのに対して、モジョケルト、ジ

ョンバン両県は無許可の方が多く、栽培面積拡大の大部分が無許可栽培拡大に

よるものであるということである。これらの特徴のうち、栽培拡大に関するも

のは次節で検討することにして、ここでは(C)の問題に触れておこうO

このような地域差が生じることの原因は、やはり清瀬整備状況の差に求めら

れるo　ところで後者の地域の乾季米栽培について、 1931年のモジヨケルト州理

事覚書は次のように述べている。

東モンスーン期には水量が十分でないので、稲を広範に栽培することは
できない。

毎年、乾季米の栽培が可能であると見なされるところではごく限られた

面積が指定されるが、これは主としてその地域の水量や湿地の具合にかか

っているo　この乾季米はいわゆる許可された乾季米(gesanctioneerde ga
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doe)であり、この栽培は稲作の必要に見合った量の水の権利を持つもので

ある。

しかし、この他にこれより広く、ただし減少しつつあるいわゆる無許可

乾季米が作られているが、これはどこでも誤って"gadoe pelanggaran"

(「禁止された乾季米」の意-植村)と称される。この栽培は禁止されてい

るわけではないが、給水量は裏作物に必要な量で計算されるので危険が大

きい0　-部を休閑することによって多くの土地の水を合わせて、この乾季

米栽培に十分な水を供給することが試みられるO　このようにして一般の農

民(eenvoudigen tani)を犠牲にして無許可乾季米栽培を始めるのは、デサ

内で最も影響力ある人たちである[MvO Modjokert0 1931]

このように、無許可栽培は栽培それ僧体が禁じられているわけではないが、

十分な給水を受けることができずリスクが大きいのである。それにもかかわら

ず、この栽培が許可された栽培を上回って展開されるのは、収穫期の米価が雨

季作稲よりも高く、他の作物よりも相対的に有利であるからだと考えてよい。

そして、この栽培の担い手がデサ内の有力農民であることを考えると、この栽

培は販売目的の商業的性格の強いものと考えられよう。

(4)籾米の流通

さて、本稿では第1章で農民の生産する籾米のかなりの部分が商品化されて

いたこと、流通には大きく分けて2つの経路があったことを述べておいたが、

この地域ではどのようであっただろうかo　この地域の精米所の30年代の営業状

況は3-12表に示した通りであるが、シドアルジヨ県については「この地域では

米は原住民にとって主食ではあるが、それでも籾は主として商品作物として機

能するo籾は、県内の6ヶ所にある精米所に販売されるのを除いて、県外(主と

してモジョケルト)の籾買付商人にも売られる。」 [Soekasno 1938:314]とあり、

またモジョケルト、ジョンバンでも大半が華人経営のかなりの精米能力を持つ

精米所があり、また、モジョケルトではこれ以外にやはり華人経常の商社が籾

米を初めとする農産物の取引に従事していたと報告され[MvO Modjokert0 1931]、

両地域とも籾の大規模な買付けが行われていたと考えられる。これらは、第1

章で述べた第1の流通経躍=こ当たるものであるO

しかし同時にジョンパン県に関する報告によると、ここでは精米所の買付商

人の他に多数のデサでbakoel berasと称される米商人が活動し、彼らは農民か

ら買い上げた籾を精米所へ提供するのではなく、それを自ら精米して米として

販売していたo　つまり、これらはカンポン米としてデサに還流するのである。

そして、ジョンバン県庶民銀行支配人によれば、農民の多くは精米所よりもこ

の商人に売る方を好んだという[opkoopprijzen padi 1934a:470](これらの米
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商人は第1章で述べたように比較的規模の大きな買付けを行ったと考えられる

が、ここでは更に次のような形の籾米流通の形も報告されている。

Tは米商人であり、 - ・(ジョンバン県庶民金融銀行から)f5を借り、

(利子10%の条件で)11ケ月賦でfO.50づつ返済することになっていた。既に

2回の返済は支払われたが、 1回はfO.50滞納した。

借り手自身の言明によれば、この金は米取引に利用したという。稲の買

付けはPにある市場で彼自身が行うが、そこでは毎日籾4pentjarをfO.30

/pentjar(合計fl.20)で買い付けるo　これらは妻とともにしっかりと揖く。

薄いた後、茎、穂、籾殻、米(これには2種類があり、すなわち大粒のも

の-最上質と、粉に砕けた米-m-emr-低級品である)の混合物をふるいに

かけるo　そうすると大粒のものはふるいの中に残り、それ以外の細かい米

(menir)、完全に粉になった糠の混合物はふるいの日を通って落ちるo　こ

れで準備は全て完了であるo　この作業はだいたい半日(3時間)かかる。生

産されるものは次の3種類である。

1,売ることのできる米(las)

2,実際には売れない細かい米(menir)、これは自家消費用に充てられる

が、売ることもある。

3,糠(茎、穂、皮)や籾殻、これらは鶏の餌にされ、これらが収入をもた

らすことは滅多にない。

第1番目のものの生産量はだいたい40がトック(batok、ハトックはヤシ殻

の容器)になるが、売れるのは3611.・FックほどだけであるO　なぜなら、ハトヅ

クで計る時には両手一杯分の米をおまけしなければならず、だから実際に

はハトックに山盛りにしなければならないからである。ハトック1杯の値

段はfO.03かfO.04であり、最近の売上はfl.25程度(しばしばfl.30)であるo

利益はfO.05と1 )Vトックの米(las)-fO.04の価値、及び1/2mックの細かい米

(menir)-fO.02の価値と、フスマfO.Olであり、合計すると約川.12(多くて

もfO.17).これが、例えば昨日、彼が稼ぎだした利益であった。

一週間の利益は、したがって7x fO.12=fO.84(多くてもfl.10)という

ことになるo　精米した米が毎日売れるからであるが、たいていは華人に売

られるo　しかし、この収入から借入れを返済するのではない。この金は衣

服、食糧、税支払い、抽代などに必要だからである。借入れは通常では犀

敷地(100ルつの収穫から返済されるが、そこにはヤシの木が10本、竹5本、

多くのバナナ、ジュルック、ジャンプ-、カテスの木それぞれ1本がある′O

例えば今月、彼はヤシをfO.30(15個Ⅹ 2セント)、バナナfO.20、及びその他

様々なものをfO.10、合計してこの日にはfO.60売ったO　したがって、彼は

- 123　-



銀行への返済のために他人から金を借りる必要はない。しかし、彼は先月

は病気にかかり米を売ることができなかったので、屋敷地からの収入を生

計費に充てねばならず、このため銀行への支払いができなかったのである。

彼はこれ以外には、庶民銀行からも華人からのアラビア人からも、あるい

は原住民金貸しからの借金もないo　彼は、この他に水田1mを占有し、稲

を作っているo　この水田は自作であり、貸し出したり雇用労働を用いるこ

とはない　　　　　　　　[onderzoek desabanken 1933:1053-1055]

この史料から窺えることは、第1にTが稲穂を市場で購入していることであ

り、このことはそれが市場で日常的に流通していることを意味している。おそ

らくは、生産者農民自身が市場に出していると考えられる。特に糖業の栽壇縮

小によって地税納入などのために必要な現金を獲得することに迫られた農民は、

従来にもまして収穫した稲を売らざるを得なくなり、それによって市場に出さ

れる量も増加したと推定されるo　第2に、この取引の特徴は極めて規模が小さ

いことであ'るo　したがって、 Tはこの稼ぎだけで生活しているのではない。彼

は水田11ドゥを耕作する平均的な規模の土地占有農民であり、他に屋敷地で収穫

される果樹などからの収入もあるo　この米取引はいわば補助的な収入にすぎな

いo　営業は全くの家内営業であり、雇用労働を用いることもない。そうした点・

でいえば、こうした形での米取弓巨＼の算入は′一般の農民にとって極めて容易で

あったと考えられるo　以上のことを考えると、こうした米商人はかなりの数に

上ったと思われる。

こうしてみると、この地域では籾米は様々なレベルで農民の手で販売され、

農家の不可欠の現金収入源をなしていたのであり、その流通は極めて盛んであ

ったということができよう。

(5)水田裏作

先に述べたように、この地域の水田裏作で重要な作物は大豆とトウモロコシ、

乾季米であったo　このうち、乾季米については既に触れたので、ここでは大豆

とトウモロコシについて、この地域の栽培の特徴を検討しておくことにする。
[大豆]

大豆は、第1章で述べたようにジャワでは水田作が主流であり、周年濯瀬田

で最も多く作られたo清瀬整備が相対的に進んでいたスラバヤ南部の糖業地帯

は、栽培中心地の1つであり、先に3-5表で見たようにほとんどが水田裏作とし

て栽培されていた16)理事州内では栽培はシドアルジョ、モジヨケルト、ジョ

ンバン3県に集中し、スラバヤ県では重要ではない17)いま、これら3県の

1928 30年における大豆栽培の水田面積に占める比率を一覧すると3-13表のよう

になるo　この時期には特にシドアルジヨとジョンバンで栽培が盛んであったが、
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モジョケルトでも急速に拡大しつつあったことが読み取れる。

20年代末~30年代初めの時期の栽培法の特徴は次の通りである。先ず、種子は、

農民自身が収穫の際に最も出来の良い豆を次の栽培用として別に収穫して保存

するのが一般的であったが、シドアルジョ県では種子商人から購入する場合も

あったoこれらの商人は収穫期に特別に良くできた大豆を買い上げるが、この

場合、農民は彼らと収穫引渡しの日を決め、その日になると彼らは農家を訪れ

て翌年の種にする最もよく太った豆を選び出す。これらが翌年、種子として売

られることになるのである。播種は、一般に雨季作稲の収穫前に行われること

が多く、このために改めて土地を耕起することはない。こうした方法がとられ

る理由は、大豆は水を必要としない作物として種涯を受けられないが、稲が植

わっている限り給水される権利を持つからとされる。また、ジョンバン県では、

この大豆の収穫後にその1/3程度の面積に第2回目の栽培を実施するが、この場

合には播種の前に耕起を行うo栽培は単作でなく、他作物と混作されることが

多い18)
o収穫は播種後、約1ケ月後の除草などを経て、80つ00日で可能になる.

手できやをもぎ取り、そこから直ちに豆が取り出される。残ったさやと茎は家

畜の餌に利用される[Vries1932:607,612613,617,621~622,640-643

収穫された大豆は、シドアルジヨ、モジョケルトでは華人やジャワ人の買付

商人がデサへやってきて買い上げるのが普通であった。現金払いが一般的であ

ったが、シドアルジョでは華人による前貸供与も多かったという。また、ジョ

ンバン県では収穫直後に華人商人に売るが、この場合、規模の小さい農民は自

分で大豆を商人のところまで運んで現金払いを受け、規模の大きい農民は先に

価格交渉をするという19)いずれにせよ、3県とも農民の手で市場に出される

ことは滅多になかったoこのようにして集荷された大豆は、シドアルジヨでは

大半が他地域へ輸出され、モジョケルト、ジョンバンでは一部が県庁所在地へ

運ばれ、一部が他地域へ輸出されることになる[Blokhuis1932:595-596]

以上のように、この地域の大豆栽培も農家の現金収入源として大きな意味を

持っていたのであった。

[トウモロコシ]

理事州内での栽培の中心はモジヨケルトジョンバン県であり、シドアルジ

ヨ県では多くないことなど若干の特徴は既に先に述べたので、ここでは消費と

流通のあり方について触れるにとどめたい。

ジョンバン県副理事は、トウモロコシは一部が食糧として自家消費され、そ

れ以外は販売されると指摘している[Ass.ResidentDjombang1934]が、前者の

役割は特にPloso郡などの農業的後進地帯では重要であった。先述のようにこの

郡ではしばしば凶作による米不足が発生し、例えば、1931年末-32年初には食糧
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事情は極めて酎ヒしたが、 「marengan(西モンスーン後作-乾季作)トウモロコシ

が豊作であり、また、 Iaboean(西モンスーン前作)トウモロコシの作柄が平年並

みであったために、状態はそれほど切迫したものではない」 [Verslag voedsel

verhoudingen December 1931]、 「11~12月には食糧事情はあまりよくない状態

になったが、この3ケ月間のトウモロコシの収穫は良好であった。このトウモロ

コシ収穫のおかげで、十分に安い食糧がある。調査から明らかになったところ

によると、トウモロコシのストックはその一部が(小作や収穫手間賃などの結

果)非土地占有者の手にもある。　・ 」 ibid. Januari 1932]と報告される

ように、トウモロコシの豊作のおかげで食糧危機を免れることができた。この

ように、トウモロコシは米の不足を補うものとして、重要な役割を果たしてい

たのである。

次に販売の問題を見ようo　以下の史料は、ジョンバン県におけるトウモロコ

シ商人に関するものである。

Dはトウモロコシ商人である。彼は(B村落銀行から圧5を借り、これま

でに2回返済したが、一度はfO.50の滞納を出したo　この借入れは11回返

済である。

借り手自身の述べるところによると、彼はこの金をトウモロコシの商し)

に使ったo　彼は普通、トウモロコシをまだほとんど客が来ない早朝に市場

で買い付けるo　この時、彼はトウモロコシを安く仕入れることができ、最

近の例では1,000本当たりfl.70であったというo　このトウモロコシは小売

りされ、売上はfl.801.85となるo　買い付けた量は常に売り切ることがで

きるo　彼は平均すれば1日400本を買い付けるので、これからの利益はほぼ

fO.08であるo　この中から市場の小屋の使用料を3セント引かれるから、純益

は5セントということになる。旅費はかからない。デサBはM町に接している

からだo　この町には大きな市場があり・ -トウモロコシの買付けは商人

から行うが、この商人達は全てデサBから15kmはど離れたNgoroあるいは

Kandanganからやってくる。トウモロコシは肩に担がれたり、牛車によっ

て運ばれたりする。

[Onderzoek desabanken 1933:1055 1056]

ここからわかるように、 Dの仕入れ元の商人達はかなりの量のトウモロコシ

を約15kmほどの距離を運んでM町の市場に持ち込むのであるが、彼らは生産者

農民から買付けを行うものと考えられるoそして、それはDの手で小売りされ、

地元の消費者の手に渡ることになるo　このようにして、トウモロコシは流通に

入るのであった。

しかし、トウモロコシの流通はこの形が全てではない。スラバヤ理事州はト
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ウモロコシの輸出地帯であり、 1930年前半期29,760トン、 31年前半期42,093トン、

32年前半期には42,360トンを他地域へ搬出していた[Nota Regentenconferentie

1932]この量は3-2表に示される理事州の生産量から見ると、それぞれ約52%、

84%、 85射こ相当する。むしろ、生産されるトウモロコシの大半は他地域への輸

出向けであったo　こうして見ると、トウモロコシは大半が販売に向けられた商

品作物であったということができるのである。

以上にスラバヤにおける住民農業の特徴を見てきた。それを簡単にまとめる

ならば、水田農業の重要怪が圧倒的に高いこと一、糖業の規定性が極めて強いこ

と、商品生産的性格が強いことの3点になろうo　それでは、こうした特徴を持

った住民農業が、恐慌期の糖業の後退と農産物価格の暴清という状況の中でど

のように変化したのか、以下の節ではその点を検討することにしよう0

第2節　世界恐慌下におけるスラバヤ住民農業の変化

1、堵業の栽培縮小と農業条件の変化

(1)利用可能水田面積の増加

1930年代世界恐慌期に、この地域の住民農業をめぐる条件はどのように変化

したのであろうかo　先ず耕地面積の変化から検討しようo　先に掲げた3-3表を見

ると、 30年代には耕地面積はほとんど増えていないことが明きちかである。20)

特に生産の主要な場である水田はむしろ減少傾向にあり、清瀬整備が進んで乾

地、あるいは荒蕪地が水田化されたことも全くなかったことを物語っている。

本章では前節で31年と35年の理事覚書との問で淳概整備の進展が全くないとい

うことに触れたが、おそらく30年代後半期になっても状況は変わらなかったも

のと考えられよう。

しかし、糖業の栽培縮小によって、この地域の住民農業の条件は大きく変わ

ったo　それは先ず、住民農業が利用可能な水田面積を実質的に大きく増加させ

ることになったo　いま、各時期の水田面積から砂糖黍栽培利用面積を引いて住

民利用可能水田面積を算出すると3-14表のようになる。栽培縮小前の30年と比

較すると、最も縮小が大規模であった時期である34年乾季には70.424A*ウ(53.9

%)、 34/35年雨季には35,2841ドゥ(20.6%)の増加となった。加えてこれらの水田は

一般に濯概がよく整備された良田であり、このことは後述するように30年代住
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民農業に大きな影響を及ぼすものであった。

(2)清瀬制度の変化

糖業の縮小は、利用可能水田面積を増加させただけではなく、それまで糖業

優先で行われてきた濯寵方式にも変化をもたらしたO　前節で述べたように、昼

夜給水法は制度としては変更された形跡はないが、糖業の縮小によって通用範

囲が狭まったと考えられるo　そのことは、 3-11表に示されるように糟業地帯で

は32年から34年までの問に乾季米栽培許可面積が大きく拡大していることから

推定できる。しかし、この時期にそれよりも変化が大きかったのは、ゴロンガ

ン制度であった。すなわち、 33年から稲作が大規模に拡大したことによって、

それまでの3ゴロンガン制から全区画をA~Dの4ゴロンガンに区分する方式へ

と変更されたのである。ここでは、シドアルジヨ県の事例からその中味を検討

し、そのことが住民農業にどのような意味を持ったかを考えておきたい。

この県の場合、新方式では、各ゴロンガンへの給水はA(10月5日つ9日)、 ち

(10月20日~11月4日)、 C(11月5日119日)、 D(11月20日-12月4日)という形で15

日間隔で行われ、農民はこの15日間に苗代を作ることになる。 1つの第3次区画

に属する水田はすべて同じゴロンガンに属し、ある年にゴロンガンAに属した

水田区画は翌年にはゴロンガンDになるという形でローテーションによって交

替するo　この結果、 3-15表に示されるように、県内全デサの約1/3はデサの全水

田の80%以上が単一のゴロンガンに所属することになった【Soekasno 1938:300]

こうした変更の意図について、東ジャワ省政府の公式見解は「各ゴロンガン

において稲を植え始める時期は、稲の収穫が成功するように選ばれた」のであ

り、この「ゴロンガン規則では、そこに砂糖黍が栽培されるかどうかとは無関

係に、一定のシェーマにもとづいて、第3次区画全部について作付が順番に早

まったり遅くなったりするのであるが、この導入によって砂糖黍栽培のための

耕地が配水、給水で優先されるという慣行がなくなったのである。ゴロンガン

規則は、稲の早期作付の成功を保証するものであるが、それはこの規則によっ

て水不足の際も利用可能な水の全てを栽培されている作物に向けることができ

るからである。ゴロンガン規則は決して栽培を遅らせるものではなく、水管理

を改善することによってほとんど常に最後の栽培をも早めるものですらある。 」

[Provinciaal Blad Oost-Java 1938, nummerl8, 29 October:618]と述べており、

この限りでは、従来のglanggangan水田への優先給水原則をなくし、稲作を安定

させようとしたものであった。それでは、それはどの程度に実現されたのであ

ろうか。

先ず、糖業への貸出田に対する優先給水原則の廃止については、新制度によ

って水田の提供時期が平均1ケ月遅れることになったため、 「糖業は稲作を早め
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なければならないようなきわどい水利規則をいつも主張する」 [MvO Soerabaja

1935]とある如く、糖業側は一貫して土地早期確保のためのゴロンガン制度を

要求し、糖業連合会は1938年に「このようなゴロンガン規定に対しては、我々

の産業は常に不必要かつ問題の多いものとしてとらえてきた。当時、この

は、酎紺におい・c-j持しD&言質:'_ド:)こくTf.:蝣'>;な輔恒u'I.I
ll.与I.¥>して了)l/ljモ土
'7,-i:,棺丑L:)大損lこ・Lo."
i*"l.'!套てIi晒し帖_1.7/、こきtit三',(吊8(AォilUI:l用は糊Jl∴

より安定的な状態に戻ったので、我々はこのゴロンガン規定は再び撒回される

べきであると考える0-」という意見を東ジャワ省政府に提出している[P

rovmciaalBladOosトJava1938,nummerll,8Augustus:389]ことから見ると、

かなりの程度に実現されたかのようである○しかし、3-15表では、同一デサ内

に複数以上のゴロンガンが依然として残るものもなお多く、また、政庁側も先

の公式見解とは裏腹に貸出田への優先給水を必要補していたようであり、21)更

に後述するスカスノの調査報告から見ても、必ずしも完全に実施されたとは思

えない節もある。

しかし、より重要なことは、この新制度によって新たな問題が発生したこと

である。最大の問題は、後の給水時期に当てられたゴロンガンに属する水田ほ

ど籾の収量が減少し、凶作発生率が高いことである○スカスノの掲げる農業指

導局収集のJl+り当たり籾収量データ(3-16表)と、Waroe副郡における凶作面積デ

ータ(3-17表)は、この点を示している[Soekasno1938:300-301]そして、デサ

の全水田が同じゴロンガンに属する場合には、凶作がデサ全体に及ぶことにな

った[MvOSoerabaja1935]

その原因について、スカスノの報告は、「外部調査の際に情報提供者が示し

たところでは、この地方では後のゴロンガンに属する水田の耕起には最初のゴ

ロンガンの水田に対するほどには注意を払わないことがないわけではないとい

うoこれらはデサで利用できる労働力の量といくらかの関係がある。これとの

関連で更に注意すべきは、第1、第2ゴロンガンには"glanggangan"水田が位置

し、第3、第4ゴロンガンには"dongkelan"水田が位置するということである。

確実には言えないにしても、このことが生産怪の差と何らかの関係があること

は有り得ないことではないo」と、極めて慎重な言い回しで指摘している。更

にまた、役畜不足が問題であるとするoすなわち、このシステム導入により水

田は3相前後の期間で田植え準備を済ませなければならなくなったが、この結

果、耕起作業に必要な牛が絶対的に不足した。こうした状況は県内の363デサの

うち182デサに及んだという[Soekasno1938:302,303]。Z3>また、スラバヤ州理

事の35年覚書も、労働力と役畜数の関係から、デサ全体の田植えを一度にでき

るかは疑問であるとし、更に1934年の凶作は第3、第4ゴロンガンに集中した
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が、その原因の一部は田植えが遅れ拙速に流れたことにあるという[MvO Soer

abaja 1935]

以上からわかることは、第1に、複数のゴロンガンがあるデサでは労働力不

足のため、後のゴロンガンほど耕起作業が雑になる傾向のあることであり、こ

の労働力不足は先行ゴロンガンでの田植え作業に労働力を取られることから発

生するものと考えられるo第2に、スカスノが第1、第2ゴロンガンにはglan

gganganが位置するといっているのは、従来の給水原則がそのまま継承されてい

ることを示すものであるo　そして第3、第4ゴロンガンが返遠田に集中してい

るのであれば、一般に砂糖黍栽培からの返遠田の収量が請ちることは古くから

知られたことであり、そこでの凶作発生の高さは当然のことであった　23)第3

に、役畜不足の問題は、全水田が同一ゴロンガンに属するデサで集中的に現れ

たと考えてよいということである。

この問題を軽減するため、 1934/35年の酉モンスーン期には第3、第4ゴロン

ガンの給水時期が若干早められたo　すなわち、第1ゴロンガン(前年はゴロンガ

ンC)は10月10臥　第2ゴロンガン(前年はゴロンガンD)は10月25日は前年より

遅くなったが、第3、第4ゴロンガンはまとめて11月10日から給水を開始する

ことが決められ、実際にはこの年は雨量が多かったのでこれよりも5日早く行わ

れたo　この結果、シドアルジョでは水田44,5961ドゥのうち36,6781m(82.2%)が3

4年末までに田植えを済ませることができたというibid.],しかし、これが問

題の根本的な解決にならなかったことは、 3-17表に示されるように、それ以降

の時期にも第3、第4ゴロンガンに凶作が集中していることから明きらかであ
る。

こうしてみると、 33年から始まった新しいゴロンガン制度はその実施の不徹底

さのゆえに旧来の制度の持つ矛盾を十分には解決できなかったばかりか、実施

されたところでは新しい問腰を引き起こすことになったのである。

さて、それではこうした状況下で、住民農業の栽培はどのように変化したの

であろうかo E・〟減収の"oost en aanplant"は1932年用から40年10月までの時

期、各理事州毎に毎月の主要作物の作付、収穫統計を掲載している。本稿では

これらをもとに作成した「水稲収穫・作付面積」表(3-18表)、 「トウモロコシ

収穫・作付面積」表(3-19表)、 「大豆収穫・作付面積」表(3-20表)、 「カッサ

バ収穫・作付面積」表(3-21表)、 「全作物作付面積」表(3-22表)及びこれらの

数字から作成した「1930~39年主要作物作付面積」表(3-23表)、 「水田主要作物

雨季乾季別作付面積」表(3-24表)、 「水田裏作の推移」表(3-25表Z4)、 「主要

作物の対全作物作付面積比」表(3-26表)などから考えてみることにしたい。
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2、作付面積と作付率の変化

先ず、 3-23表から全作物の作付率の推移を見ようo　全耕地についての数字は

30年から利用可能であるが、これによると先ず目につくのが30年の非常に高い

数値であるo　翌31年には作付率は大きく低下し、以降、 30年代前半期の各年作

付率は33年までは低下傾向にあるが、 34年に急上昇している。 35年の低下は、

後述するように3郡合併による影響が大きいと思われる。 30年代後半期には37

年の低下はあるが、全体としては上昇傾向にあり、 38、39年には34年を上回る数

値を記録している。耕地別に見ると、先ず水田では最初の数字の得られる33年

の作付率もかなり高いが、 34年には更に16.3ホoイントも上昇し、その後、 3郡を合

併した35年に急落するが、 30年代後半期には37年の大きな下降を除いて、全体

の傾向としては上昇しているo他方、乾地はこれとは異なり、 33年の作付率は

65.9%と低く、 34年には更に若干低下しているが、やはり後半期には大きく上昇

しており、その伸びは水田の場合よりも大きい。

それでは、こうした数字の動きは何を表しているのであろうか。果たして、

農民の作付意欲をそのまま示すものであろうかo以下、各時期の作付面積の推

移から考えることにしよう。

先ず、 30年から31年への作付率の大幅な低下は、 30年に351千haを記録した作

付面積が31年には利用可能耕地面積の増加にもかかわらず大きく減少したこと

によるが、注意すべきことは3-3表によると31年の水稲凶作率が前年の0.3%とい

う非常に低い数値から一挙に5.3%に跳ね上がっており、別のデータによれば全

作物の凶作面積も30年の216千)Vウから10.8千/rウに上昇していることである。特

に年前半期に9・1千Jt㌣(収穫面積の4.4%)と大きく(30年同時期は1.4千㍍ウ、 0.5

%)[Nota Regentenconferentie 1932:Bijl.5]、この時期の気候条件が前年同期

と比べて悪かったことを示唆しており、このことが、特に年前半に多い水稲、

大豆などの作付の障害になったと考えられよう　25)すなわち、 31年の作付率下

降には気候条件の悪化の影響が大きかったと見られるのである。加えて、 1929

/30年雨季の水稲作は概して件付時期が遅かったといわれ[L.E.V.2e kwrt.1931,

mr 1432/31]、 30年1~4月期に通常より大面積の作付が行われ、 30年の数字はそ

の分大きくなっていると見られることも、両年の差を大きくした。ただし、 3-

2表による限り、 31年の凶作率は30年代に平均的な数値であり、逆にいえば、 3

0年の高い作付率は、極めて良好な気候条件に支えられて作付が順討すぎるほど

に進んだことによる、例外的に高い数億であったと考えられる。したがって、

これ以降の各年の数値がこれより低いことをもって、農民の作付意欲が30年よ

り小さかったと即断することはできない。
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32年、 33年は恐慌の影響が本格的に現れた時期であるが、作付率は低下傾向

にあるo　いま、水稲凶作率を見るとそれぞれ4.8%、 4.7%と31年とそれほど変わ

らず、また、 32年前半期の全作物凶作面積は9・1千八つ亘4.3%)と前年と同じであ

る　Nota Regentenconferentie 1932:Bijl.5]ので、気候条件の悪化がそのこと

に影響したとも考えられないから、この両年に農民が土地利用の集約化を進め

ようとしたはいえないo　作付面積自体は32年には6千ha、 33年には18.5千haほど

増加しているのであるが、それは糖業の栽培縮小による利用可能耕地面積拡大

と比較すると32年には約3,800ha下回り、 33年には上回るもののそれは2,OOOha

程度にすぎないo　こうしてみると、作付拡大の原因は集約的利用の前進にある

のではなく、糖業からの返遠田に水稲や大豆を中心とした作物を栽培したこと

によるものであり、また農民はこの段階ではなお返遠田をそれほど有効には活
用できていないといえよう。

これに対して、 34年は水田における作付の大拡大が行われた年であった。水

稲凶作率14.2%に示されるように気候条件が特に惑かったにもかかわらず、水

田作付率は急上昇しており、水田の集約的利用が急速に進んだことが窺える。

そして3-24表によると、この年には雨季乾季を通して全ての時期に大規模な拡

大と利用可能水田比の上昇が見られるが、その主たる担い手は水稲であった。

他方、乾地で見られる作付面積の減少は、気候条件悪化の影響が大きいと考え
られよう。

次に3郡合併後の30年代後半期の動向を見ようo　この時期はまた、糖業の栽

培が再び増加に転じ、利用可能水田面積が減少を始める時期でもある。きて35

年には前年比で50,OOOha近い作付拡大があるが、この年には耕地面積自体がほ

ぼ同じ程度に拡大しているから、実質的には作付拡大はゼロに等しい。耕地別

に見ると、水田では明らかに実質的作付減であるが、糖業の栽培拡大の影響が

大きいと思われるo　また作付率の大きな低下には、新たに加わった3郡の水田

の大半が条件の惑い天水田であったことが影響していると見られる　26)他方、

乾地の場合は作付面積の増加が乾地面樟増を大きく上回り、ここでは作付が増

加したといってよいo作付率の上昇は、土地利用の集約化が始まったことを示
すものと考えてよい。

36年の作付率上昇は、利用可能面積の減少にもかかわらず作付が増加したこ

とによるものであり、土地利用集約化の傾向が引き続いたものと考えられる。

水田での作付拡大は小幅であるが、 3-24表から時期毎に見ると1-4月期には水稲

の激増により著しい作付拡大が見られる反面、 10つ2月期の拡大は小さく、また

乾季作はかなり減っていることである10~12月期に作付拡大が小幅にとどまっ

たのは、 12月後半にようやく西モンスーンが始まり、 11月はやや雨が多かった
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ものの10、 12月は寡雨であった[L.E.V.4e kwrt.1936(F.〟-1937):448]というこ

の年のジャワの気候条件によるところが大きい。この結果、トウモロコシは増

加したが、米がそれ以上に減っているo　また、乾季作減少の主たる理由は、 3-

18表から窺えるように雨季稲作付時期が前年と比較すると遅れており3月にも大

面積の作付が行われた結果、その収穫時期も後ろへずれ込み、そのことが特に

乾季前半の蓑作物の作付に影響を及ぼしたことによると考えられる　Z7)他方、

乾地ではトウモロコシとカッサバの拡大に支えられて作付面積は大きく増加し、

作付率も上昇している。

作付率が大きく底下した37年の作付面積減は特に水田において著しく、乾季

と10 12月期に集中している。前者の時期の減少理由は不詳であるが、この年の

水稲凶作率9.9%が34年に次いで高いことを考えると、気候条件の悪さと関係が

深いと推定される。後者の時期の減少理由も、東ジャワでは10月にかなりの雨

不足【Oogst en aanplant October 1937(E.u.1937):2552]、 11月には早魅【ibid.

November 1937(」.〟.1938):6]と報告され、またこの期の前半には雨季入りの遅

れによって苗代作りと田植えに影響が出たが、 12月の大雨で回復した、トウモ

ロコシも東ジャワ各地で初めは早魅の長期化により、後には大雨により作付に

影響があった[L.E.V.4e kwrt.1937(F.A/.1938):465]と指摘されることから、や

はり気候条件の悪さに求められよう。乾地の作付減はこうした気候条件にもか

かわらず比較的小幅にとどまっているが、それはおそらく、最重要作物である

トウモロコシ作付は通常年には最盛期である11月には早魅の影響で大きく減少

しているが、 12月には(おそらく天候が回復した結果)それを補う形でかつてな

い大面積を記録している【3-12表]ことに示されるように、農民の栽培意欲が高

かったことの結果であり、前年までの集約的利用の傾向はこの年にも継続して

いたと見ることができよう。

38年には、水田、乾地ともに作付面積は過去最高となった。この結果、作付

率が大きく上昇したのであるo　水田では糖業の栽培拡大にもかかわらず各時期

ともに過去最高値を達成しているが、前年と比べると特に乾季と10~12月期の拡

大が著しい。乾季には大豆、 10~12月期には水稲作付の大拡大がその主たる要因

であるが、後者は、 10月は小雨であったが【ibid. October 1938(f.〟.1938):21

97]、 11月の東ジャワは十分すぎるほどの雨量に恵まれて水稲作付は前年を大き

く上回った【ibid. November 1938(f.〟・1938):2341]、 12月もスラバヤでは平均

的な雨量に恵まれた[ibid. December 1938(E.w.1939):107]と報告される、前年

とはうって変わった良好な気候条件に恵まれたからと考えられる。乾地の作付
拡大はそれまで拡大傾向にあっ

そ、トウモロコシが過去最高を

たカッサバが更に作付を伸ばしたことに加え

録したことが要因である。
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39年作付は水田では前年を更に上回っているが、水稲が大きく減少し、トウ

モロコシが大きく拡大していることが目につく。先ず水稲について3-24表を見

ると、乾季作は前年とほとんど変わっていないが、雨季作は1~4月作付が17,10

9Jドゥ、 9.減、 1012月作付が4,847がり、 9.1!減とともに大きく減っている。 1

-4月作付減の理由は、 1938/39年雨季作では良好な気候条件に支えられて38年1

2月までに既に多くの作付がなされたことによるものであり[3-18表]、このシー

ズンの雨季作全体ではむしろ作付は拡大しているO　他方、 10~12月期の減少は1

2月の約7,000/ドゥの減少が要因であるが、この月にはジャワ全体でも前年を大き

く下回っており、農業指導官の報告によればそれは11月の乾燥のためであり、

その状態は12月の第1週にはますますひどくなったが中旬になってようやく十

分な降雨に恵まれて人々は田植えを急いでいると指摘される["Oogst en aanpl

ant December 1939(e.u.1940):144]。スラバヤの場合も、ここに原因を求める

ことができよう。他方、トウモロコシは6~9月期作付が大拡大しているが、それ

it38/39^mmmftゥikh#闇票闇霊t*a.&tt霊室誓　誓
からも窺えよう。乾地の作付減の要因は、水稲作の場合と同様に年末の少雨の

せいであったと見られる。

このように、各年毎に細かく見てくると、作付率の推移は気候条件に左右さ

れることが大きく、必ずしも土地利用の集約化に対する農民の意欲の程度をそ

のまま表すものではないことがわかる。そこで、上述の内容をもとに改めて土

地利用の集約化という点から整理してみると、次のようなことがいえよう。

第1に、 30年代を通して見ると基本的には土地利用の集約化が進んだ、すな

わち農民は作付回数の増加によって増産を計っ'たということができよう。この

結果、水田においても乾地においても、 30年代末の時期には高い作付率を実現
したのであった。

しかし第2に、その開始時期を見ると、この地域の農民は糖業の栽培縮小が

本格化した32年以降、基本的には作付拡大で経済の酎ヒに対応したといってよ

いが、 33年までの時期は返遠田に作付を拡大するという、いわば「外縁的拡張」

にとどまっており、与えられた耕地における作付回数を増やしてそれ自体の利

用率を高めることはほとんど行わなかったのである。すなわち、耕地の集約的

利用が本格化するのは34年以降であり、農民は恐慌に対して即座にそれで対応
したとはいえないのである。

第3に、水田と乾地に分けてみると、前者の作付率の伸びは相対的に小さく、

特に集約化の進展が著しかったのは後者においてであった。前者の理由として

は、水田では30年の数億に示されるように恐慌前から既に集約度の高い栽培が
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展開されており、それを更に高める余地が少なかったからではなかろうか。他

方、乾地の場合には33年段階でも65.9%とおよそ集約的に利用されていなかった

ので、それを進める余地が大きかった。また、行政側もこれを奨励した。シド

アルジョではそのために、住民は屋敷地の栽培に以前よりしっかりと注意を払

うようになったといわれるが[Soekasno 1938:312]、こうしたことの結果は3-8

表に示されるように36年の乾地収穫面積が32年の1・8倍に増加したことに現れて

いる。こうしてみると、スラバヤの住民農業は、この時期に乾地の集約的利用

という新しい分野へと進出することによって恐慌に対応したということもでき

よう。

それでは以上のような集約化に責献したのほどの作物であり、その背景には

如何なる事情があったのであろうかo　次に、主要な作物の栽培動向を検討し、

そのことを考えることにしたい。

3、主要作物の栽培動向

先ず、 3-23表及び3-26表から主要作物の作付の年毎の動向を概観しておこう。

水稲は30年代前半には大きく拡大したといってよく、ことに33年、 34年のそれ

は顕著であるo　しかし、 30年代後半期には増減を繰り返しており、特に37年と

39年の大きな減、 38年の大増加が目立っが、全体としては伸びが停滞している

印象がするo　作付比率から見ると、 34年の上昇と39年の低下が顕著である。次

にトウモロコシは30年代前半期には縮小傾向にあるといってよい。 34年水田作

の作付比率低下は顕著であるo後半期になると増減を繰り返しながらもかなり

の増加傾向にあるo　そして、水田作と乾地作ともに、 39年を除けばほぼ同様の

動向を示しているo比率では、水田における39年の急上昇、乾地における37年

の下降が目立っているo　カッサバは前半期にはほとんど増えていないが、後半

期には大きく拡大したo　このことは36年からその比率が上昇傾向にあることに

も示されるo　最後に大豆は、前半期に大きく拡大し、後半期に入ってもややそ

のペースは鈍化するが依然として拡大が続いているといえようo　この結果、水

田作大豆の占める比率は30年代後半期には大きく上昇している。またこれらの

傾向は、 3-3表に示される収穫面積の動向ともほぼ一致するものであるO

以上のように、スラバヤでの主要作物の栽培動向は30年代前半期と後半期で、

比較的明確に傾向に差が見られるo　その理由としてさしあたり思い浮かぶのは、

糖業の栽培が前半期には縮小の一途を辿り、後半期にはやや拡大したことであ

り、更に3郡合併も影響していると思われるが、以下、このことも考慮に入れ
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ながら栽培動向を水田と乾地とに分けて更に詳しく検討することにしよう。

(1)水田における栽培動向

[雨季作]

3-24表によると、雨季作は米とトウモロコシの合計作付面積が全体の93.1-9

6.,を占め、他の作物は大豆を除けば重要性を持たない。ただし大豆が若干の

比率を占めるのは、この地域では前節で述べたように雨季稲収穫前に作付がな

されるからであり、大豆は基本的に乾季栽培作物といってよいので、乾季作の

項に含めて検討することにしたいo　このことをも踏まえて考えると、 1-4月期の

作付はほぼ水稲のみであるといってよい。他方、 10つ2月期にはトウモロコシも

最も比率が大きい32年で39.3%、最小の34年でも23.8%と、かなりの面積に作付
きれる。

さて、先ず30年代前半期を見ると、 32年までの時期については3-23表と3-24

表から作付面積と雨季、乾季に分けたデータは得られないが、農業経済報告に

よれば30年、 31年の乾季米栽培面積はともに16.000JTウである[L.E.V.3e kwrt.

1934U.〝・1934):1925]したがって、この数字と3-23表に示される両年の栽培

面積とを勘案すると31年には水稲雨季作は若干の拡大にとどまったということ

ができるo　また、 32年の乾季米栽培面積は3-11表によると22,3621ドゥであり前年

より6,000;ドゥはど拡大しているが、この年の水稲栽培全体の拡大は3-23表に従

えばやはり6,000Jドゥ程度であるから、雨季作はほとんど前年と変わっていない

ことになる。このように、 30年から32年までの時期には雨季水稲作付はほとん

ど拡大していないといってよいoトウモロコシについては、この時期に関する

耕地別、雨季・乾季別データは得られないので不詳である.

水稲雨季作の拡大が始まるのは33年からであるo　この年の乾季米の拡大は3-

11表に従えば6,000八''ウ程度であるから、雨季作はかなり拡大したといってよい。

このことは10 12月期の作付が前年より3,306;¥やり増え、比率も前年同期から一挙

に11.3ホoイント上昇していることからもわかろうo　そして、 34年には水稲作付面積

が前年より34,368ha-41,680/Vウ、前年比23.6%増という大きな拡大を見せたが、

雨季作は1~4月に前年同期の19,393/ドゥ、 13.5%増し、 10~12月に15,632/Tウ、 46.

6%増し、合計するとが17,372fl㌣(前年比119. 、拡大全体の72.4%)の増加であ

ったo　他方、トウモロコシはこの33年1012月期には前年を大きく下回り、全作

物に占める比率も大きく低下し・た0　34年には作付自体は若干拡大したが、比率
は更に低下している。

この時期の水稲雨季作拡大の背景には、様々な理由が上げられる。先ず、ぺ

~スにあるのは、糖業からの返遠による利用可能水田面積の拡大であるO　ただ

し、なぜ特に水稲だけが大きく増加しトウモロコシは減少あるいは微増にとど
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まったかはここからは説明がつかないし、 34年10~12月期の水稲作付拡大はそれ

を大きく上回っており、それまで水稲を栽培しなかった水田にも農民が作付を

広範に行ったことになるが、これも説明できない。第2は、気候条件である。

33年10~12月期の時期のそれを見ると、 11月の東ジャワは雨が多く[Oogst en a

anplant November 1933(E.サ.1933II):1067]、また12月には「全域(とりわけ東

ジャワ)において(トウモロコシの)作付面積は前年を下回ったが、それはおそら

く雨が早く降り、西モンスーン稲作シーズンが早まったことによろう。」 [ibid.

December 1933(E-u.1934):114]と報告され、この時期の拡大は良好な条件に支

えられていたことがわかる。また、 34年には年初の大雨が水稲作付には幸いし、

特に東ジャワでは1月に前年末に引き続いて、 1928/31年平均を169千がウも上回

る大面積の作付がなされた[ibid. Januari 1934(E.サ,1934):316 318;そして

10 12月の気候も、 10月中旬から良好になり[ibid. October 1934(5.^.1934):!

881]、東ジャワでは11月には雨が多く、ジャワ全体で見ても西モンスーン稲作

の作業はあらゆる面で順調であり、ほとんどの技術濯概地域で第1ゴロンガン

の田植えは終了した[ibid. November 1934(E.A/.1934):2035 2036]、 12月には雨

はやや少なかったが、ほとんどの分野で雨季稲作付は順調であり、技術濯概地

域では稲の大半の田植えが終わり、技術清瀬でない水田や天水田でも既に大面

積の田植えが行われている[ibid. December 1934(F.AM935):115]とあるように、

水稲作付にとって極めて好都合であった。しかし、 33年に急上昇した10 12月期

の塑 比率が、気候条件のよくない30年代後半のいくつかの年にも比較的高い

レベルを保っていることは、ここからだけでは説明がつかない。

こうしてみると、この時期には農民が特に水稲を志向したと考えるべきであ

る。その一般的な理由として考えられるのは、米が最も重要な主食であるとい

うことであろう。したがって、利用可能水田増加という条件の下で、農民は可

能であればトウモロコシを犠牲にしても米を選択したと考えられる。トウモロ

コシは米に対して従属的な地位しか占めていないのである。加えて、トウモロ

コシ自体の価格もこの時期には低迷しており[3-32表上米との比価を見ると33

年後半期には前年より更に悪化しており、 33年10~12月期の作付は明らかに不利

であったo　しかし、 34年に米への志向がとりわけ高まったことについては、次

の理由を上げねばならない。すなわち、第1章で述べた政庁の米輸入禁止によ

る籾米価の安定である。このことは、この地域の米の多くが販売されていたこ

とから、重要なファクターであったと見てよいo　しかし同時に、 34年の凶作に

対する対応の側面も見逃すことはできないように思われる。スラバヤでは3-18

表によって収穫状況を見ると、 33/34年雨季作の収穫面積が前年を大きく下回っ

ており、また4月には理事州全体で4,140/ドゥ[ibid. April 1934(E.v.1934):859]、
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5月には14,957/Tウ[ibid.Mei 1934(e,(蝣/.1934):1058 、 6月には11,663/rウ[ibid.

Juni 1934(F,A/.1934):1190]という大面積の凶作が発生したと報告される。し

たがって、もともと米輸入地域であったこの地域では米不足が発生したと考え

られ、農民はそれを増産で補う必要に迫られたこと、そしてこうした状況がま

すます米価を引き上げたと見られるのである○　いま東ジャワのカンポン米価格

を見ると、 3-27表に示されるように34年後半期から上昇傾向を見せ、また、シ

ドアルジヨの例でいえば籾価は3-28表の如く34年には回復している。この結果、

特に年の後半期に水稲栽培は切実かつ有利なものとなり、それへの意欲が高ま

ったと考えられるのであるo　他方、トウモロコシの価格も34年には上昇し、米

に対する比価も改善されたo　おそらく、このことがこの年の作付拡大を導いた

と思われるが、農民はそれ以上に水稲を重視したのであった。この両年の雨季

には明らかに水稲への志向が強まったのに対して、トウモロコシは相対的に重

視されなかったといえよう。

30年代後半期の水田雨季水稲作は30年代前半期のような大拡大は見られない。

しかし、各雨季シ-ズンの利用可能面積に対する水稲作付面積の比率を計算し

てみると、 35/36年voォOA)、 36/37年95.8%、 37/38年92.2%、 38/39年96.1%、 39/4

0年92.9%となり、 37/38年と3g/40年のシーズンを除けば水稲作付が拡大した33

/34年雨季の95.8%と変わらず、雨季水稲作は安定した形で行われていることが

窺えるo比率の低い両年については、いずれも先述した如く気候条件が要かっ

たことによる作付減が理由であると見られる。これに対して1012月期のトモロ

コシ作付面積の増減は、基本的には10~12月期の水稲作付の大小によって左右さ

れたと見られるo　少なくとも、この時期にも、雨季作トウモロコシの栽培が特

に重視されたということは史料からは窺えない。

【乾季作]

先ず、全作物の乾季作付面積の推移を3-24表から見ると、 34年には大きく拡

大しており、利用可能水田面積に対する比率も前年のno nvから75.7%へと拡大

しているo乾季作への農民の意欲は大きく上昇したと見てよい。 30年代後半で

は、 35年の拡大は9,553ハ.ウであり利用可能面積の増加にははるかに及ばず、比

率も66.3射こ落ち込んでいるが、これは農業条件の惑い3郡合併の当然の結果で

あろうo　それ以降の年を見ると、比率は36年68.1%、 37年66.1%、 38年72.0%、 3

9年83.6%、 40年72.5牝基本的には上昇傾向にあり、もちろん気候条件の影響は

あるが30年代後半期にも乾季作は拡大を続けたと見てよかろう。そして、いま

一つこの表から窺えるのは、 「その他」の全作物に占める比率が低下傾向にあ

ることであり、乾季作が次第に米、トウモロコシ、大豆の主要3作物に特化し
ていく様子が読み取れる。
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さて、これらの主要作物の動向を、 3-25表から大豆は4月作付分をも考慮に入

れ、またトウモロコシは6~9月期作付分に焦点を絞って検討すると、先ず、 3作

物それぞれの作付面積の比率では、表示のよ・うに30年代前半期には乾季米が上

昇、大豆はほとんど変化がなくトウモロコシは低下が著しい。この段階で最も

重視されたのは乾季米であったo　ところが30年代後半期には米の比率は低下、

大豆は38年までは急上昇しその後急落、トウモロコシは基本的には削、上昇傾

向にあるO　この時期には、大豆とトウモロコシがより重視されたことが窺える。

以下では、このことの背景を、栽培動向を更に詳しく検討することを通して考
察することにしよう。

(a)30年代前半期の動向とその背景

乾季米は、先に述べたように32年から栽培拡大が始まるが、 3-11表によると

その拡大はスラバヤ県ではほとんど見られず、糖業地帯である3県に集中して

いるo　レへント会議の議事録も、スラバヤ理事州では「乾季米は、1931年6月末

のわずか800;ドゥから5,400がりに拡大したo　この5,400がウの中でもほぼ4,500八,.ウ

は制限地に植えられたものであるo 」 [Nota Regentenconferentie 1932]と、 3

2年の拡大の大部分は糖業の縮小による返遼地において行われたことを指摘して

いるo　この年の砂糖黍縮小面積は約22,600rウであるから、その約20射こ乾季米

が作られたことになるo　このように、 30年代前半期の乾季米栽培の拡大は糖業

の縮小と極めて密接な関係を持っていた。

ただし、 34年の大拡大については、先に雨季米作拡大の背景として上げた作

付意欲の高まりが作用したと考えられるoそのことは、この年の乾季米栽培で

は、十分には給水を受けられないというリスクが大きいにもかかわらず無許可

栽培がとりわけ拡大した[3-11表]ことにも示きれよう。

次に大豆についても作付面積データが利用できるのは32年第2回栽培以降で

あるが、先に見たようにスラバヤの栽培はほぼ全てが水田乾季作でありそれら

は基本的に年内に収穫されるから、 3-3表の収穫面積の数字はその年の水田乾季

作大豆の栽培動向をほぼ反映すると考えてよいo　これによると、大豆も32年か

ら栽培が大きく拡大し始める0 7月の栽培報告によれば「スラバヤでは大豆栽培

の拡大は約50%を記録した→ [Oogst en aanplant Juli 1932(f.〟,1932):317]と・

あり、農業経済報告によれば9月末現在の収穫面積と栽培中面積の合計は前年同

時期比で7,398/Tウ、 33%増とされる[L.E.V. 3e kwrt.1932, Bijvoegsel e.h. 2

December 1932:45]ように、その拡大は大規模なものであったO　そしてその背

景には、 32年8月の覚書に、同年摘未現在の栽培面積は26,000がウであるが前年

同期より9,000㍍ウの拡大である、そして糖業の栽培制限地だけでも約11,000;ド

ゥの大豆が植えられたと報告される[Nota Regentenconferentie 1932]ように、
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乾季米同様に糖業の縮小がこの栽培拡大の要因となっているのである。こうし

て大豆は急速に増産されたが、この結果、スラバヤ理事州では32年頃には州内

の需要を自給できるようになったという[spoorvervoer kedelee 1935:219]

33年の栽培については、 3-25表からは第2回作が前年比で2,380flやり拡大した

ことしかわからない。しかし、この年の第1回栽培の増減は、次のようにして

推定できるo　すなわち32年の収穫面積は29,935/ドゥ(3-2表の数字をハナウに換算)で

あり、通醇は1-3月、 10~12月の作付は極めて少ないことを考えると、 4-9月には

少なくとも27,000 28,000㍍ウ程度が作付されたとの推定が可能であるから、 32

年の第1回栽培は25,000 26,000ハilウ程度となろうO　したがって、 33年の第1回

栽培は前年比で10,000/ドゥ以上は拡大したということになるo　この年の8月には、

シドアルジョ県の一部で初めて第2回日の大豆作付が行われたという報告[Oog

st en aanplant September 1933(E.#.1933II):708]もあり、 316表によると同県

では前年より5,ooorウ以上も収穫面積が増えている。この栽培への志向は強ま

り、 32年に引き続いて栽培拡大は更に大きく進んだのである。おそらく、前年

と同様に糖業からの返還地に広範に栽培が展開されたと考えられる。 34年の栽

培拡大は前年に比べて小さくなったが、シドアルジョで「水田作で第1回の大

豆収穫後、なお多くの第2回目の栽培が行われる。 」 [L.E.V. 3e kwrt.1934(F.

^.1934):1927]と第2回栽培の拡大が報告されるように、その栽培への関心は依

然として高かったo　したがって、この県では33年より更に3,000/rウ近い栽培拡

大が見られたのであった。

このように大豆への志向性が高かったのは、第1章で述べたようにこの時期

の大豆価格の下がり方が相対的に緩やかであったことに求められよう。 30年代

の大豆価格についてはシドアルジョ県の推移を3-29表、ジャワ・マドゥラ白大

豆平均価格の推移を3-30表に示したが、いずれからもこの時期の低下が窺える。

しかし、白大豆とカンポン米との比価を示した3-31表によれば、特に栽培拡大

が著しかった33年には前年を上回っているのである。 34年にはこの価格は若干

低下したが、それでも大豆輸入規制によって「7月1日以降、ジャワへの大豆輸

入がストップした結果、生産中心地の価格は収穫月においてもなお高水準を保

ち、西に向かっての船、道路、鉄道での輸送は増加した。 」 [ibid.】ことが、引

き続く拡大を支えたと考えてよい。

これらに対して、トウモロコシは31年には「ジャワ全域で、トウモロコシ、

カツサバ、落花生の安倍との関連で、乾季米栽培に対する強い志向があること

は、農業指導員が等しく述べると・ころであるo 」 【ibid. 3e kwrt.1931(mr1684

/31, Vb 19-12-31-8月とあり、また33年7月の報告には「シドアルジョ県ではこ

のシーズン、人々はトウモロコシ価格が低いので、より多くの他の裏作物を植
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え付けたo 」 [Oogst en aanplant Juli 1933(F.〟.193311):354]とあるように、

この時期には価格が相対的に低かったので重視されなかったのである。ちなみ

に3-32表で東ジャワ省におけるトウモロコシno.1市場価格の推移を見ると、 33

年が最も落ち込んでおり、また3-33表に現れるようにカンポン米に対する比価

も依然として低い状態が続いている。 34年の4月頃からは前年を上回るようにな

ったが、なおそれはトウモロコシへの志向を強めるものにはならなかった。加

えてシドアルジョ県の場合には、先に触れたように水田トウモロコシ栽培は糖

業からの返還地に限定されていたので、糖業の縮小の結果、 3-6表に示される通

り、この栽培も減少したのであった　28)

いずれにせよ、スラバヤの農民は30年代前半期には、糖業からの返遠田に相

対的に有利な米と大豆の作付を拡大することによって水田乾季作を発展させ、

恐慌による経済悪化に対応したのであった。

(b)30年代後半期の動向とその背景

先ず、領域が拡大した35年について考えようo　乾季米はほとんど伸びがなく、

比率も低下しているo　しかし、比率の低下は、 3郡合併により乾季に濯概ので

きない水田が44,000a4ウ近く増加したことからすれば当然である。また、 3-18表

に立ち戻ってもう少し細かく作付状況を見ると、先行する雨季作の遅れにもか

かわらず5~6月はかなり拡大しており、 7月の約7,000/ドゥの減少が乾季作全体の

伸びの停滞の原因であることがわかるが、 7月の減少の理由は乾燥が極めてきうー1---

かった[ibid. Juli 1935(f.aM935):1353]と報告される気象条件に求められよ

うoそして、この年の乾季には糖業の使用面積が3,300-あま。増加-損おり当
南部3県では乾季米作付が縮小せざるをえないことをも勘案すると、乾季米栽

培への農民の志向が弱まったとの判断は必ずしも適当ではない。

次に最も増加したのはトウモロコシであるが、この増加には3郡合併の影響

が大きいと考えてよいo　また大豆は4-5月に前年を大きく上回る作付がなされ

[3-20表]、この年も引き続き拡大傾向にあり、この栽培への志向は依然として

泉いように思われるo　その要因としては、何よりも価格上昇があろう0　3L-29表

によれば、シドアルジョ県の大豆価格はこの年、初めて上昇に転じており、ま

た、 3-30表に示される白大豆価格も34年後半から35年前半にかけて比較的安定

しているo　そして更に、第1章で述べたように、販売も好蘭であった.大豆は、

現金収入源として一層有利になったのである。

36年以降の時期の、先に述べた大豆、トウモロコシの拡大と、乾季米の相対

的低下の背景については史料が不足しており十分に明らかにすることは困難で

あるが、可能な限り探ってみよう。

先ず乾季米の減少は、価格を見ると36年には低下するが37年からは上昇して
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おり、それとの関連で見ることはできないようである。むしろ、糖業の栽培動

向との関連が大きいように思われるo　米は乾季作の中で最も大量の水を必要と

する作物であり、その栽培は周年濯瀬田に集中すると見てよいが、砂糖黍栽培

拡大によって利用可能な条件のよい水田面積が減少したこと、加えて昼夜給水

法が再び厳格に実施される水田がおそらくは増加したことなどが影響したと考

えられるo　したがって、リスク回避のために相対的に水の少なくても済む大豆

やトウモロコシへのシフトが生じたとしてもそれほど不思議ではない0

これに加えて、この時期の大豆やトウモロコシの価格は比較的安定したもの

であったO　大豆価格は38年までしかわからないが、 3-29表によればシドアルジ

ヨでは36年には低下するが37年には再び大きく上昇しており、また3-30表に示

される白大豆価格は37年半ばから38年にかけて上昇して比較的高値で安定して

いるo　他方、トウモロコシ価格も3-32表からわかるように36年には前年より低

いが、 37年からやはり上昇し高値で安定している○　そして、トウモロコシの場

合には米に対する比価を見ても、この時期には30年代前半期を上回っている。

おそらくそれは、第1章で述べた30年代後半期になるとジャワ人の主食がより

安いものへと移行する傾向が強まったという状況がこの地域でも見られ、29)そ

れによって主食としてのトウモロコシに対する需要が高まったことによるもの

であろう。

このように、 30年代後半期の乾季作の推移も、糖業の動向や作物価格の動き

と密接な関連を持っていたということができよう。

(2)乾地における栽培動向

乾地については33年以降しかデータがないが、先ず3-26表から窺えることは

トウモロコシとカッサバの合計面積が占める比率が水田における主要作物の合

計比率ほど高くはないことであるo　ここでは、水田以上に多様な作物が栽培さ

れていたのであるo　しかし、同時にこの2作物の合計比率は30年代後半期に上

昇傾向にあるo先に見たように乾地栽培の集約化は30年代後半期に特に進んだ

のであるが、それに貢献したのはこの主要作物の栽培拡大であったといえよう。

作物毎に見ると、トウモロコシは最も広範に栽培される作物であり、その比

率は35~36年には上昇しているが37年には低下しており、全体としてはあまり変

化がないo　ただし、 30年代後半期の作付面積は36年から一段高いレベルを記録

しており、先に述べた価格の安定、トウモロコシに対する需要の増加と関係が

あると思われる0　37年は例外的に作付面積が減少した年であるが、 3-19表から

わかるように作付最盛期の11月の大きな減少がその要因であり、この月の早魅

の影響によるものと思われるo同表によれば、翌月には大面積の作付が行われ

ており、農民の栽培意欲はこの時期も大きかったといえよう。
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これに対して、カッサバは30年代後半期に著しい栽培拡大が見られる。その

一般的な背景としては、トウモロコシと同様に、主食がより安いものにシフト

する傾向があったことが上げられようが、同時に3-34表でこの作物の価格の動

きを見ると、主要作物の中では最も早く上昇が始まり、 30年代後半期には高値

で安定し、この結果、 3-35表によればカンポン米に対する比価も同様に良好で

あることが注目される。価格上昇はトウモロコシを更に上回るものであり、そ

のことが農民をして特にこの栽培に向かわせた原因であったと考えられよう。

4、 30年代住民農業変化の構造と意味

30年代恐慌期スラバヤ住民農業の変化は、以上に述べた通りであった。ここ

ではその特徴を、前節で見たこの地域の農業の特徴との関連からまとめておき

たいO

先ず、第1にいえることは、水田米作を軸にする農業の性格は基本的に変化

しなかったということである。このことは、米が最も主たる食糧であるという

ことからすれば当然であろう。したがって、米価の低落にもかかわらず、米は

常に水田作の6割ほどの比率を保つことができたのであ′鼻。  ・丸レ

第2には、糖業の動向が極めて大きな影響を際プ宜ことである。 30年代前半

にはその栽培縮小によって住民利用可能面積が拡大し、水田における作付は大

きく拡大した。そのことはまた、水利規定の通用が変化したことによって、特

に乾季米栽培の拡大をもたらすことになった。しかし、その栽培が再び拡大傾

向に入る30年代後半期には、糖業優先の水利規定の通用が再び強められたこと

によって、乾季に大量の水を使用する作物の栽培は困難になった。

第3に、この地域の農民は、価格の有利な作物を巧みに選択して栽培を展開

したということである。これまで見てきたように、 34年の水稲乾季作の大拡大、

大豆のほぼ一貫した拡大、後半期のトウモロコシとカツサバの拡大などに、そ

れは示される。このことは、農民が作物選択によって恐慌に対応してきたこと

を意味するものであろう。しかしまた、次のような意味をも持っている。

これらの動きを見ると、明らかに価格の上昇が栽培拡大の契機となっており、

そのことが土地利潤の集約化をもたらしたのである。農民は、決して窮乏のゆ

えに土地利用の集約化を進めたのではなかった。恐慌の影響によって経済の要

化が深刻化し作物価格が暴落した30年代初期に土地利用の集約化がほとんど進

まず、農産物価格が上昇し始めた34年以降に急速にそれが進んだことは、この

点を物語るものであろう。
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このことは、この地域の農業の強い商業的性格に規定されたものであると考

えられる。したがって、農作物の販売と栽培状況との問には密接な関係があっ

たO　本稿では第1章で、 30年代初期には米の流通が一時的に停滞したが、 34年

の輸入禁止以降になって再び活発化し、特に精米所が流通に占める比重が高ま

る傾向が見られたということを指摘したが、スラバヤでも同様の傾向がこの時

期に現れた0　31年9月のある報告によると、旧モジョケルト理事州では、買付商

人は籾の買上げを控えており、住民はなおたくさんのストックを持っていると

あり[regentschapsverslagen voedseltoesland]、また3-12表に示される精米所

の動きを見ても34年までは停滞していることがわかる。しかし、同表によれば

30年代後半にはいるとその活動は急速に活発化し、原料買付け量も増加するこ

とがわかるo　このように、精米所の活動状況は米の生産動向とほぼ一致して変

化しており、流通の活発化が生産を促したともいいうるであろう　30) 30年代の

スラバヤ住民農業は、恐慌による経済変化の中でも決して自給的性格を強めた

のではなく、その商業的性格は変わらなかったのである.
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第　3　章 .i主

1) J-7表から1人当たりの乾地面積を計算すると、シドアルジョ県が0.032ha

であるのに対してモジョケルト県0.065ha、ジョンバン県は0.047haと、それ

ぞれ約2倍、 1・5倍に達する。ただし、ジョンバン県Ngoro郡のModjowarno副

郡のように、 1925年段階で乾地面積1,6791ドゥのうち畑地は73ハつりこすぎない

[Vink 1926:120]ような地域もあった。

2)内陸部に位置するモジョケルト、ジョンバン両県の場合には、当然のこと

であるが漁業は盛んでなかった。すなわち養魚池はモジョケルト県のTrawa

s副郡(Djaboeng郡)に小規模なものがいくつかあるにすぎず、しかもそれら

は農業用水としても利用されたため水量は少なく、漁業の発展は期待できな

かったo　また滑池(veldwadoek)を養魚に利用することが試みられたが、これ

もうまく行かなかったと報告される[MvO Modjokert0 1931]

3)雨季作、乾季作の時期については、当時の農業関係統計で一般に用いられ

る区分に従った。

4) 1920年代の中ごろまでの時期の煙草栽培面積は下表に示される通りである

那 192 1年 192 2年 19 23年 19 2 4年 192 5年 19 26年

Ng or o 33 6 2 45 24 9 9 43 44 3 5 70

D j ofliban g 64 8 2 45 398 7 08 74 1 84 9

M od j oag oe ng 13 4 3 49 270 8 40 4 07 58 1

P lo so 56 4 2 35 3 84 1 ,05 6 7 74 67 g

ジ ョンパ ン県 1,68 2 1 ,07 4 1 ,293 3 ,54 7 2 ,3 65 2 ,67 9

甲ito: : iv、り

出所: Gadroen 1927:1

が、 34年の副理事の報告でも「本年は、特に南ジョンバンで多くの煙草が栽

培きれているo　私は、この地域及びやはり煙草栽培が行われているKaboeh酎

那(Ploso郡)における異常な早魅によって収穫が不良になるのを恐れている。」

【Ass.Resident Djombang 1934はあり、この栽培が続いていたことがわかる。

これらの煙草栽培がどのように行われてきたかを、 20年代後半期のNgoro

郡、 Djombang郡に関して見ておこうo　これらの地域では煙草栽培に最も適し

た土地は砂地の水田であり、栽培者は現金払い1年半当たりf65ノ㍍ウ、 2年

間でfno/;ドゥ、 3年間でf135/八L'ウの借地料で借り入れたO借地は最長10年ま

で可能であり、 3年以上借地の場合、年間の借地料はf35/八つりこ下がった。
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時には土地は1年間に2回貸し出され、 1回は稲、後の1回は煙草を作るこ

とがあるo　この場合、借地料は稲についてはf30/;rウ、煙草についてはf40/

;vウである　Bongsoredjoでは、現地の協同組合Mardiharsojoが煙草栽培のた

め以下のような借地料基準(1㍍ウ当たり)を決めているO

借地 か ら 借地 料 借 地 か ら 借地 料 借 地 か ら 借 地 料

作 付 まで 作 付 まで 作 付 まで

の期 間 の 期 間 の期 間

18ケ月 f27 .0 0 12ケ月 f 3 1 .5 0 6ケ月 f 3 6 .0 0

17ケ月 f 27 .7 5 1 1ケ月 f 32 .2 5 5ケ 月 f 37 .0 0

1 6ケ月 f 28 .5 0 10 ケ月 f 33 .0 0 4ケ月 f3 8 .00

1 5ケ月 f2 9 .2 5 9 ケ月 f 33 .7 5 3ケ月 f3 9 .00

14 ケ月 f3 0 .0 0 8 ケ月 f3 4 .50 2 ケ月 f4 0 .00

13ケ月 f3 0 .75 7ケ 月 f3 5 .25 1ケ 月

0ケ 月

f4 1 .0 0

f 42 .0 0

栽培は、 7月前半の苗床への播種から始まる。苗床は水路の近くや泉があ

る土地の肥えたところに作られ、土地の肥沃度が不足する場合には角の削り

屑(hoornschrapsel)や鶏小屋から出た肥料を施す。作られる品種は、主とし

て内地市場向けケルフ煙草製造に通したものである。移植は苗が35日ほど経

過した8月初めから9月10日噴までである。

収穫された煙草のうち、クロソツク製造に通しているものはKlomp&Co.、

Eraser Eaton、 Mirandolle en Voute、 Djember Tabakmaatschappijといった

ヨーロッパ資本の煙草会社によって華人代理人を通して削、付けられる。他

方、ケルフ煙草の場合には商人や富裕農民によって前貸しが供与され、収穫

が彼らの手に渡ることが多いが、前貸しを受けず、自分で煙草加工に当たる

か加工させ、 2~3月の自由市場で販売するものも見られたO

なお、これについての詳細は、 Gadroen 1927:2 20,25-34を参照。

5)この計算は次のようにして行ったo J-7表によると1930年の両県の水田面

積合計は91,371へケトル=128.692A*クであり、ここから2-1表により両県の1929

/30、 1930/31年の砂糖黍栽培面積合計54,0491日を引いて乾季利用可能水田

面積を求めると74,643がウとなるo　これで1930年乾季米田植え面積を割ると、

8.5%という数字が得られる。

6)例えば1933年のある調査によると、ジョンバン県S村の農民Aはその150

ルー(=1/4;ドゥ)の屋敷地でヤシ25本、ジャンプ-40本、マンゴ-10本、ランド
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ウ-20本、バナナ70本、ジュルック1本の果樹を栽増し、他に竹を10本所有

していたo　また、同村の農民Sは70ルーの屋敷地でヤシ5本、バナナ30本、竹

7本、マンゴー2本、ランドウ-7本を栽増し、ここから1日当たり3セントの収入

を上げていたという[Onderzoek desabanken:1064~1066],

7)この県は全域がいわゆるブランタスデルタ(シドアルジョデルタ)に位置す

るが、このデルタは18世紀初めにはほとんどが沼沢池であり、 1820年頃にも

なお多くの沼沢が残っていたが、 1852~57年にシドアルジョ施設(Sidoardjo

werken)の工事が行われてこの地域の給排水が急速に改善され、良田地帯に

生まれ変わった1920年代半ばの理事覚書によると、この工事はなお最終的

な完成には至っていないとされるものの、県全域の水田約48,000㍍りがLeng

kong堰によって恒常的に給水きれ、収穫の失敗は実質的にないとされる川e

raon Residen Surabaya 1924:58],県内は、 Mangetan運河(給水面積27,330

Jl。ウ=19,404ヘクタール主Porong運河(16.900Aやり=11,999ヘクタール)、 Kemlaten水路(9

sonやり=682ヘクタール上Lengkong水措(51Uすり-363へクター*)の4給水区(bevloeiing

sgebied)に分けられている[Soekasno 1938:299]なお、給水区とはrl区

画の土地であり、その区画の各部分が同一の濯概用水によって給水できるこ

とにより、お互いに直接的な給水関係に立つもの(1938年東ジャワ省水利規

定) 」[Waterreglement Oost-Java l白38]を指す。

8)例えば1920年代前半には、 10年代初めから開始された干拓工事竣工によっ

て、それまで沼沢地であったWatadoekan地域(14,000;ドゥ)はこの地域で最も

豊かな水田地帯に生まれ変わったといわれるo　なお、この工費の一部は周辺

で操業する糖業から栽培拡大認可を条件として寄付させることで賄われたと

いわれ、工事の目的が糖業にあったことが窺われる.詳しくはMemori Resi

den Surabaya 1924:58を参照O　他方、 Perak副郡(ジョンバン県Djombang郡)

にあるRawa-Paras湿地帯(約1,000がり)は雨季にはブランタス河の水が定期的

に溢れる地帯であり、ここも乾燥化する計画が立てられたが、ブランタス河

の水位調整池としての役割を重視して計画は実行に移されなかったO　このた

め、ここでは栽培は乾季しか可能ではなく、また、しばしば凶作が発生した。

この地域内にあるテ'lサKarangdaganganの例では1931年、 343Aやりのうち262/tや

りが凶作となったo　この結果、それまでここの耕地は(税制上)水田として見

なされてきたが、この年に乾地として扱うことに変更されたという。これに

ついては　Ass.Resident Djombang 1934を参照。

9)これらの水がデサのレベルではどのように管理されたかにも触れておきた

いo　水はブランタス河やその支流、運河などから第2次水指を経て最終水路

である第3次水耳目こ至るのであるが、ブランタス濯概区における通常の給水
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区のこのレベルの建設・維持管理等については1922年10月12日付けスラバヤ

州理事命令no.216/43で規定が作られ、同年11日目目付け命令no.236/43によ

ってシドアルジョデルタへの通用が公布された。

それによると第3次水路の建設と補修の費用負担は契約によって糖業に義

務づけられるが、維持・管理は基本的にはデサの仕事である。すなわち、水

路の維持管理を毎週特定の日に実施すること、年に1~2回は水路の清掃な

どを実施しなければならないo　ただし、これにもとづいて20年代後半に実際

になされたのは、 2週間に一度、数名の水田持分権保有者が日常的な維持管

理をすること、水田耕起直前の時期になると持分権保有者が1-数日間にわ

たって召集され水路の清掃を実施することであったo　デサの仕事で最も重要

なものは、この水路からの配水であるo　水は水量測定点を経て水田面積に応

じた量が各デサへ流され、それを各水田占有者間に分けるのがデサの仕事と

なるo　これに携わったのは一般にデサ首長代理(petinggi)であったが、,臨時

に任命されるtoewowoと呼ばれる役職の人々に補佐されるのが普通であった。

この場合、 toewowoはデサ労役を免除されたり、手当として若干の現金ある

いは水田を与えられるが、あくまでも臨時的な役職であった[R.E.D.:461-4

62】o　しかし、 30年代に入り、この制度は修正され、 31年にはいくつかの第

3次区画でtoewowoが正式の水利担当役人として試験的に任命され、 33年か

らはシドアルジョー般で制度化されるに至った。彼らは10日毎に濯概頭領

(mantrトirrigatie)と会議を持ち、様々な水田の耕作状削こ関する報告を作

成することになった[MvO Soerabaja 1935:他方、このtoewowoはジョンパ

ン県では既に30年代に入るかなり前からデサ役人であり、また、モジョケル

ト県では1930年から正式なデサ役人になった[MvO Modjokert0 1931],

10)なお、 35年の理事覚書によれば、これとは別にシドアルジョ県のためには

シドアルジョ契約なるものがあり、糖業はこれによって一定量の水を保証さ

れているとあるが[MvO Seorabaja 1935]、詳細は不詳であるo　また、これに

ともなって、ブランタス濯瀬区の通常の給水区における第3次水路の建設・

維持については22年10月12日付け理事命令no.216ノ43で定められ、同年11月

11日付け命令no.235/43でシドアルジョデルタへの通用が公布された。

ll)ジャワの糖業地帯では既に強制栽培制度期から昼夜給水法が実施されてき

たが、この方式は住民農業にとっては不利であり、これに対する住民側の不

満は大きかった。この結果、酎こ1890年代初めにこの方式の問題点について

も調査が行われ、その後の数回の同様の調査を経て、 1915、 16年に至り、当

時の政庁水利局技師タラ-メル(Ch.G.Cramer)の手で住民側、糖業側と頻繁

に会議が持たれ、昼夜給水法を溜弛方式による同時給水に代える問題が論議
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されたo　こうして16年には最初の試行がなされ、 18年からはこの制度が様々

な給水区に組織的に導入されるようになった。この年の末には、溜池の数は

240、それによる給水面積は34,600ハつりこ及んだ0 19年にはこれによって昼夜

給水法の廃止を進めていく原則が決められ、年末の溜池数は342、給水面積

は53,300;¥つりこまで拡大したO　そして20年には暫定予算の中に建設費として

f150万が初めて計上されるに至った[Encyclopaedie dl.5:461 465; Versla

g wadoekstelsel:3]この3年間の建設費の実額は、糖業調査委員会報告に

よればf930,000に上ったo　同報告では、毎年、 f150万づつかけて建設を続け

れば8年後には昼夜給水法は過去のものになり糖業に対する不満は解消され

るであろうと_の見通しが述べられている[Sinker-Enquet Coramissie 1921:1

87~188]

この方式は、夜間給水を中止してその水を溜池に貯水し、それを昼間に濯

光水路からの水と合わせて糖業と住民栽培の双方に同時給水するものであり、

このために、平均150 2001ドゥの給水能力を持ついわゆるkringwadoekを各第

3次区画毎に1ヶ所づつ建設することが目指された[Ibid.:185 186]

スラバヤ理事州での実施状況を見ると、先ずモジョケルト、ジョンバン両

県では、 1917~18年に滑池の数がかなり拡大し【Metzelaar 1931:769上1927

年の調査によれば前者では15の溜池からの給水面積は17,606;ドゥ、後者では

11の溜池から17,088flつりこ及んでいる【ibid.:832 835]他方、シドアルジヨ

県でもf25,000の工費をかけて7ヶ所の溜池が造られたが、給水面積は1,656

)ドゥと小規模であった[ibid.:822]ところが、溜池の効用に関して行われた

調査から明らかになったことは、一般的にいって裏作の拡大に目立った責献

をしてはいないこと[ibid∴801]、配水の改削こ役だっていない[ibid∴769

ということであった。し轟も1927年に当時のスラバヤ溜池調査農業指導官の

ヴィンク(Vink)が述べたところでは、この時までにジョンパン県は総工費f

210,277.99をかけて建設された溜池の給水面積は13,230;¥やウであったが、実

際の給水可能面積はこれよりもかなり小さい上に、補修費がかなりかかるこ

と、さらにこのシステムの導入によって漏水が増加したなどの欠陥が見られ

たという[ibid∴787~788〕。こうしたことが、モジョケルト、ジョンバンで

このシステムから昼夜給水法へ次第に変更されていった原因であったと考え

られる。

なお、1917~18年の溜池建設とその使用に関してはVerslag wadoekstelsel

:22~23などを参照。

12)仇ki./-Soerabaja:315によると、スラバヤ県では「一般に、砂糖黍栽培の

ために借り入れられる土地は、それに先立つ西モンスーン期には最初に耕起
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されるo 」、シドアルジョ県では「次の東モンスーン期に糖業が栽培を行わ

なければならない土地が最初に耕起されるのは、常に習慣となっている。」、

モジョケルト県では「glangangan水田に与えられた優先権は、以前には糖業

はそれを現在のようには重視しなかったものの、政府栽培の時代からのもの

である。一、またジョンバン県については、企業に土地を貸し出さないデサ

では最も耕起しやすい土地が最初‖こ耕され、それは利用可能労働力に応じて

少しづっおこなわれるのが従来の慣行であったが、糖業への貸出地の早期耕

作によってこの慣行がすっかり乱されてしまい、本来ならばその位置から最

後に耕すべき水田区画がしばしば早期に耕作きれることになったとあり、既

に20世紀初めにはこのシステムが一般的に行われていたと考えられる。

13) 20キンケルを越える郡は理事州毎に西ジャワではハンテン1ノ15、バタヴィア

0/9、バイテンゾルフ1/6、クラワン1/7、チェリボン1/10、インドラマユ4/

10、西プリアンガン6/13、申プリアンガン6月5、東プリアンガン0ノ23、中ジ

ャワではプカロンガン1/28、スマラン1/34、レンバン0/23、バニュマス0/1

9、ケドゥ-1!34、王侯領ではジョクジャカルタ0/7、スラカルタ4/33、東ジ

ャワではマディウン0/21、スラバヤ7/25、マドゥラ0/21、クディリ8/23、パ

スルアン20/2g、ブスキ15/18(20キンタルを越える郡の数/郡総数)となり、東端

地方に集中している。スラバヤ南部3県だけとると7/12となる　Scheltema

1928:782　787を参照。

14)理事州全体の凶作率をジャワ・マドゥラ全体の30年代の凶作率(30年2.9%、

31年5.9%、 32年4.5%、 33年5.4%、大半の地域で凶作となった34年が7.6%、35

年5. 、36年3.7%、 37年4.5%、38年3.5%、 39年2.6%、 40年の1.5%[/.^.1931II

:tabe「191; //>/rf.1932II~3511 :tabel 193; /*/</.1936II-41II :tabel 192

から算出])と比較すると、 30年代前半期は比較的状況がよい。ただし、 34年

凶作は他地域にまして深刻であったo　また30年代後半からは常に平均を上回

っているが、これは35年から農業条件のよくないグリッセ県3郡が編入され

たことと関係があると思われる。

15)度重なる凶作の結果、この郡では食糧事情に関する特別の調査がいくたび

か実施されたo　そして、 32年1月の調査報告によれば、 31年10、11月には食糧

事情が大きく悪化したという【Verslag voedseltoestand Januari 1932],ま

た33年1月の報告では、この郡の食糧ストックは2ケ月分しかない、つまり4

月末の雨季作稲の収穫まで持たないことが報告される[ibid. Januari 1933]

ただし、この時期までのこの郡の食糧事情は、トウモロコシの収穫が比較的

豊作であったことで緩和され[ibid.Januari 1932]、深刻な食糧不足が発生

するまでには至らなかった。
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ところが、全ジャワ的に凶作が広がった34年のケースでは、問題はそれを

越えて深刻化したo　この年、スラバヤ理事州では、凶作は特にジョンバン県

で深刻であったo　同年8月27日に同県レへント、副理事、監督官、郡長、副

郡長、一般庶民銀行関係者などを集めて開かれた会議では、副理事が食料事

情が特に深刻化しているPloso郡のKaboeh、 Plandakan、 Ploso副郡およびDj

ombang郡のTambelang副郡、 Modjoagoeng郡のKesamben副郡の状況報告を行っ

ているが、主としてメンテク病のために雨季水稲作が大きく被害を被り、納

税のために貯蔵の一部を販売した残りは極めて少なく、農民は次の乾季米や

裏作の収穫までの消費分が足りないだけではなく、次の雨季作用の種籾にも

不足する状態であったという[Notulen vergadering Djorabang 1934]

これらの状態がどれほど深刻であったかは、既に2月には「籾とトウモロ

コシのストックが尽きようとしている」 [Verslag voedseltoesatand Febru

ari 1934]と報告されることから明らかであろうが、同年9月17日付けの副理

事からスラバヤ州理事宛の書簡に示されるいくつかのデサのデータから、さ

らに一層具体的に見ることができるo　例えば、 Ploso副郡のデサKedoengdowo

では水田177;ドゥ、乾地37/¥ナウ中のm/rウが凶作になり、総人口1,040人のうち

籾を備蓄しているのはわずか2人にすぎず、その量は合計で3ヒoコルしかなかっ

たo　しかも、栽培中の94fl㌣の裏作(トウモロコシ、胡麻、サツマイモなど)

も「早魅のため凶作の可能性あり」と報告され、また、この地域には糖業を

初めとする農企業がないので、住民の副収入の機会は炭焼きや枯れ枝集めに

限定されていたo　この結果、この村では庶民銀行への返済の滞納率は100%、

34年の地税滞納率は97%に及んだo　こうして、この村が位置するPloso郡では、

住民は最近の数週間、 1日1食しか取ることができず、それも質量的に決定

的に不十分であると報告されるO　また、 Djonibang副郡のデサBandjardowoの

ケースでは、水田7261ドゥ、乾地32八.tウのうち420/ドゥが凶作に見舞われ、人口

2,489人中で籾の蓄えを持つ者は20名、 134ヒoコルであった。裏作としての乾季

米、トウモロコシ、豆などは早魅により全部凶作となる可能性があった。こ

のデサの庶民銀行滞納率は68.8%、 34年地税滞納率は90%と前者よりはまLで

あったが、これはこの年の2月にDjombang糖業とNgelom糖業からそれぞれf1

50、 f52.5の栽培中止補償金が交付されたことによる[Ass.Resident Djomba

ng 1934]

こうした状況を受けて8月27日に会議が持たれたのであり、その後、 9月1

7日にはジョンバン県副理事は総督に対して救済資金の支出を要請し、この

結果、 10月26日の総督命令で、東ジャワ省知事に「ジョンバン県の数デサに

おいて食料飢餓を防止するためのいくつかの対策と関連した経費に充てるた
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め、 fll,000を使う権限」が与えられた[Uittreksel Besluit]さらに、 ll

月末にはPloso郡のための救済事業としてMarmojo河の改修工事着工が決めら

れ[Directeur Verkeer en waterstaat 1934]、 12月17日には総督命令によっ

てそれへの費用f35,000の支出が認められている[Besluit Gouverneur-Gene

raal1934]ただし、こうした対策にもかかわらず、 「ジョンバン県では天

水田での田植えが早魅のため、遅れている(35年1月)」 [Oogst en aanplant

Januari 1935(」.〟・1935):292]、 「ジョンバン県Ploso郡では早魅のため、

稲の収穫は不良である(36年11月)→ [ibid November 1936(」-.〟.1936):2503]

と報告されるように、この地域の農業条件の悪さは基本的に改善されなかっ
fza

16)ただし、シドアルジョ、ジョンバンでは砂糖黍栽培直後の返還田にはほと

んど栽培されることがないという【Vries 1932:623 624]

17)ただし、モジョケルト県のDjaboeng郡、ジョンバン県のPloso郡、 Ngoro郡

では大豆栽培はほとんど重要ではない。

18)シドアルジョ県及びモジョケルト県のシドアルジョ県に接する諸郡では、

一般に大豆はトウンガヅク豆(katjang toenggak)と混作され、ジョンバン県

では第1回目の栽培は単作であるが、第2回目の栽培では主としてトウモロ

コシ、胡麻、サツマイモなどと混作される。それはこの栽培が虫害や生育期

の過剰な雨の害を受け易く、リスクが大きいからである。

19)この県では、以前には東部にジャワ人の独立した商人もいたが、この時期

には独立性を失い華人商人への橋渡し役を務めているにすぎないといわれる。

20)この時期に唯一開発が進んだのはシドアルジョ県の養魚池である0 3-1表

から明らかなように、シドアルジョ郡における拡大が顕著であるが、この郡

では水田、乾地ともに若干増えていることから、これらの養魚池は沿岸部の

荒撫地を切り開いて新たに作られたものであると判断される。

21)先の東ジャワ省政府見解の出される約2ケ月半前の東ジャワ省水利規定案

公式解説に、 「農業技術的観点から見ると、とりわけ砂糖黍栽培が集中的に

行われている地域では栽培計画が必要である。すなわち、この栽培にとって

は加工糟栽培用地が可能な限り早い時期に使用可能になることが重要である。

この土地(glanggangans,lemekgronden)に対しては、その必要性が認められ、

住民栽培に悪影響を及ぼさないと考えられ、固定したゴロンガンを持つゴロ

ンガン規定が適用不能もしくは通用の必要がない場合には、加工糖栽培に先

行する西モンスーン稲作開始時期に対して、残りの土地(dongkellan地と1a

njah地)よりも優先権を与えることができるO 」 [Ontwerp Waterreglement

Oost-Java]とあり、新制度導入にもかかわらず、糖業への貸出地については
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稲の栽培開始時期を優先的に早めること、すなわち給水時期を早めることが
明確に述べられている。

22)スカスノが掲げる農業指導局のデータによると、 ioo;ドゥの水田の耕起には

30日間に48頭の牛が必要であり、牛1対当たり4)ドゥ前後の作業となる。とこ

ろが、この地域では例えばデサPesawahanでは147mの水田に対して牛の数

は19頭にすぎない、デサKendoengbotoでは牛1対当たりで28がウの作業をし

なければならないというふうに、耕起作業に必要な牛の数が絶対的に不足し
ていたのである。

この地域の家畜飼育状況についても触れておきたい。この地域は糖業地帯

であり、従来から、砂糖黍輸送の牽引力として牛は大きな意味を持ってきた。

30年代初め頃になると、砂糖黍輸送の・大半が軌道によるものに切り替えられ

ていったため、この点での需要は減少したが、それでもモジョケルト、ジョ

ンバンでは毎年いわゆるパソツカン(pasokkan)契約が結ばれ、数千頭の牛が

砂糖黍輸送に当たっていたo　この契約では農民は糖業から前貸しを受けて牛

を購入するが、その所有権は前貸金が返済されるまでは糖業側にあり、農民

はこの牛を使って砂糖黍輸送に従事することで負債を返済することになるの

である[MvO Modjokert0 1931　このように牛は糖業との関連で重要であっ

たが、この作業が終わると、雨季作住民農業の耕牛として利用されることに

なるが、先に見たように耕牛の数は不足気味であった。

いずれにせよ、以上のような状況であったので、この地域での牛や水牛の

飼育は盛んに行われ、その頭数はモジョケルト県で牛56,026頭、水牛9,114

頭(1929年)、ジョンバン県では牛44,876頭、水牛14,725頭(1929年)[MvO Mo

djokert0 1931]、シドアルジョ県では牛26,108頭、水牛2,528頭[Soekasno

1938:304]に及んだo　またモジョケルト、ジョンバン県には、古くからModj

okerto、 Modjosari、 Poeloeredjo、 Djombang、 Modjoagoeng、 Koedoeに重要

な家畜市場があり、他地域からの家畜も運ばれてきて取引され、特にModjo

kerto、 Djombang市場ではその数が毎年数千頭に及んだといわれる[MvO Mod
jokert0 1931],

23)返遠田の稲収量が落ちることについては植村1978:69でも触れたが、砂

糖黍栽培による地力の低下、砂糖黍の切り株除去等の余分な作業が必要なた

めに水田造成が拙速に流れがちで田植期までに十分な本田準備ができないこ

となどが考えられる。

24) 3-25表で大豆とトウモロコシをそれぞれ第1回栽培、第2回栽培に分けた

ことに関して少しばかり説明をしておく必要がある。大豆は第1節で述べた

ように、播種後80つ00日で収穫されるo　したがって、 3-20表aで作付状況を

- 153　-



見ると4月から本格化するが、この月に作付けされたものは6月終わりまでに

は収穫可能であるo　それゆえ、 7月以降の作付はその収穫後に植えられたも

のと考えることにしてもそれほど大きな誤りはなかろう。同様にトウモロコ

シもしばしば2回目の作付けがなされたり、あるいは大豆収穫後の水田に作

られたりすることが当時の報告に散見するo　例えばBruyn1941:29によると、

ジャワのトウモロコシ栽培は特に中、東ジャワの多くの地域において、西モ

ンスーン前作と酉モンス-ン後作に分けられるが、前者は10月か11月の初め

に植えられ、後者では水田裏作として作られるという。以上からここでは栽

培期間をも考えて、 6~9月までを第1回栽培、 10つ2月作付けを第2回栽培と

することにする。

25) 31年には特に5-6月に雨が続き、東ジャワでは水田トウモロコシ作付は19

28!30年平均に対して29,700がりの減少(ただし、 719月には26,800ハ㌣増加し

て、かなりの部分が回復された)、大豆は4,300;ドゥ減少(7 9月期にも2.500Aや

りの減)であったo　乾季米のみは5~9月に146,000;ドゥの作付拡大があったが、

全作物では乾季に11,200八。りの減になった[L.E.V.3e kwrt.1931(mr 1684/31

Vb 19-12-31-8)],

26) 1930年当時のグレシック理事の覚書によると、これら3郡を含むこの理事

州の水田は地味が悪いことに加えて、それに適した河川がないために浅瀬も

不十分でその大半が天水田であり、それが毎年大面積にわたって発生する凶

作の原因になっているという。詳しくはMeraori Residen Gresik 1930:26-

27　を参照。

27) 3-25表からこの年の水田裏作の栽培状況を見ると、乾季米(前年比-3,724

)日月、大豆第1回栽培仁6,590;i㌣)など乾季の初めに作付すべき作物の減少

が大きく、またトウモロコシの第1回栽培も全体としては若干増加している

が6月の作付面積は前年比で9,42川。ウの減となっている。

28)なお、スカスノに従えば、落花生とサツマイモについてもトウモロコシと

同様のことがいえるというo　ちなみにシドアルジョにおける落花生の収穫面

積は1932年1,096/ドゥ、 33年i,459;rウ、 34年l,077;¥つ、 35年1.237A㌣、 36年1,

325;rウ、サツマイモは1932年1,507ハやり、 33年1,053がり、 34年683Aやり、 35年8

58A'ウ、 36年877/1やりである　Soekasno 1938:306　307]

29) 36年のある報告は、こうしたことが当てはまる地域としてジョンバン県を

も上げている[Aanteekiningen voedselsituatie 19-36]

30)もっとも、 30年代半ばのシドアルジョ県での調査に、農民は県内6ヶ所の

精米所や県外の買付業者に籾を販売するが、 「一般に籾の大半を収穫直後に

手放してしまうか、あるいは既にそれより以前に様々な前貸関係に入ってお
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り、それは収穫後に清算しなければならない」 [Soekasno 1938:314,316]と

あるように、こうした流通の展開を支えたのは農民の窮迫的販売であり、増

産は栽培農民に必ずしもストレートに利益をもたらしたわけではなかったと
考えられる。
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第4章　　世界恐慌と-ラ-ヤ・農民轟至済

本章の課題は、前章までに述べた糖業の栽培縮小と住民農業の変化の下でこ

の地域の農民経済がどのように変化したか、またそのことによってこの地域の

社会経済構造がどのような影響を受けたのかという点を検討することである。

このためには、先ず、この地域の農民経済の特徴に触れておく必要があろう。

第1節　スラバヤにおける農民経済の特徴

この地域の農民経済の一般的な特徴として先ず指摘すべきは、糖業への依存

性の高さであろうo　この点は第2章で詳述したのでいちいち繰り返す必要はな

いが、要するに糖業の提供する借地料と労賃が現金収入の極めて大きな部分を

占めてきたといってよいo 「シドアルジョデルタの水田占有者は、屋敷地分を

除く地税査定額の全額、したがって特定の年に砂糖黍を栽培しない区画のそれ

も含めた税の支払いを借地料から禿てることを、長年の慣行にしてきた。他方、

借地料の残りはしばしば銀行その他からの借金の返済_に充てられてきた。 」[Ve

rslag Onderhandelingen 1932]とあるように、それは税支払いその他の現金支

払い義務の遂行にとっても不可欠のものであった。

第2に上げるべきは、前章で検討した住民農業のあり方から明らかなように、

この地域の農民は商品生産者としての性格が極めて削、という点であろう.彼

らの生活は深く商品経済に巻き込まれており、現金収入を如何にして確保する

かということが生活を再生産する上で不可欠のことであった。

以上に述べたような特徴は、この地域の3県に共通するものであった。いま、

地域内の経済状況の差を考えると、 Modjokasri郡(モジヨケルト県)とPloso郡

(ジョンバン県)では通常でも経済状況が憩い【Notulen landrente-conferentie

1932上　シドアルジョ県ではスラバヤ市に近接していることにより同市への移

住者が多数である[Soekasno 1938:292】1)といった以外には、特に目立った地域

的差異は窺えないo　以下では、これを措まえて、いくつかの事例から、この地

域の農民経済について具体的に検討してみたい。

1、農民の収入・支出状況

スカスノは、シドアルジョの農民の収入と支出の特徴について次のように述

べているo 「通常の状況では、農民の主たる収入は当然のことであるが激しい
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季節的変動を経験するo　彼らは1年の内の一定の間隔で区切られた時期、すな

わち収穫期に一度に収入を手にするo　・しかし、将来に対する注意が欠け

ており、収入を季節に分けて使うことができず、この結果、収穫からの収入は

短期間でそのほとんどあるいは全てを使いきってしまう。　・ 『砂糖』に対

するものであれ他に対するものであれ土地貸出しの際に受け取った現金は、再

び収入がある時(すなわちたいていは砂糖から解放された土地から得られる最初

の収穫の時)まで持たさなければならないのであるが、土地が自由になりその耕

起に比較的大きな金額を費やさなければならない時、あるいはそれ以前におい

てさえ完全になくなってしまっているのは、ごく普通のことである。」[ibid∴3

31~332]要するに収入の季節的な変動が大きく、農民はそうして得た収入を年間

にうまく分散して使うことができないというのであるo　このことをもう少し考

えてみよう。

この地域の農民の主たる収入源は水田農業と糖業にあるが、表作としての稲

の収穫は先に見たように4~6月頃に集中しているo　また、裏作を行う場合、大豆

の収穫は819月がピークであり、その後、トウモロコシの収穫が1月境まで続く

ことになるo　糖業に土地を貸し出している場合には、通常、借地料支払いは4月

初めであるo　また糖業での労働機会は4~10月頃までに限定されるO　こうして見

ると、農民が収入の機会に恵まれるのは4月から翌年の1月頃までということに

なるo　したがって、雨季米の田植えが本格化し耕起のための出費が必要である

年来頃から翌年の稲の収穫までの約半年間をどのように乗りきるかということ

が、農民にとって最大の問題であったと考えられる。

以上を跨まえて、 1933年に実施されたデサ銀行2)の機能に関する調査の報告

からジョンパン県の2人の農民の収支状況について具体的に検討して見よう。

(A)農民P.S.(デサS)

P.S.は1932年1月に門を借り入れ、 32年8月に稲の収穫から返済すること

になっていた(利子は月1%),

返済はなお行われていないo　借り手の言うところでは、この金は一部

(f5)を水田耕作に使い、残り(f2)は食糧費に充てた。借入れ宋返済の理由

は、 1932年の稲作が雨季作(padi rendeng)についても乾季作(padi gadoe)

についても全くの不作で、 f4の収入しか上げられなかったからであるO　こ

の金は税支払いに充てられた。ルラーが、税を先ず払わなければならない

といったからである。彼の水田占有(共同占有)面積はl.m/rウである。他

に彼は70ルー(1ル「は1/500八㌣)の崖敷地を占有し、そこにはヤシ5本、バナナ

30本、竹4本、マンゴ2本、ランドウ-7本がある.これらからの収入は1

日3セント程になる。これらの生産物は時々Pにある市場で売られるが、ヤシ
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は病気にかかっていたので売れなかった。借り手は瓦屋根の家を持ってい

るo　合計してl.ni;ドゥの水田占有の内、前回の季節(1932/33年)に自分で

耕作したのは200ルーにすぎず、残りはルラーが作った。これからの収入は

すぐに1932年の税支払いに消えたo　今年の税は悶・65であるが、なお未納

であるo　自作地200ル-からの収穫は実質的にゼロに等しく(tepak病のため)、

370ンチサル(178ンチヤルは0・2ヒoコルすなわち約12kg)しかないo

ルラーに貸し出した土地はこの間に返還され、 2回目の稲作(gadoe)の

ための新たな播種が終わってい-る。しかし、このための籾を彼はデサWに

住む親戚から借りなければならなかったので、収穫後には8フCン軸は返済

しなければならないo　彼は前年にもルラーから食糧用として107つチヤルの籾

を借り入れたが、これもまだ返済しておらず、したがって1933年の税と農

民銀行に対する1932年分の返済以外になお乾季米から10+8-18フoンチヤルを払

わなければならない1933年の収穫時に彼はルラーの水田で日雇労働者と

して働き、 1日に15セントと食事を得た(彼は牛を1頭連れていった)。糖業

の栽培が行われていないので、彼はそこから収入がなく、また短期間の臨

時労働者としての仕事を見つけることはごく僅かしかない。だから唯一の

副収入は崖敷地からの収入と、ルラーのところでのboeroeh inenoemboek

(稲の脱穀者)としての仕事だけである。彼にはデサ銀行以外からの借入れ

はないo　質入もしたことがなかったが、これはテーブルを1つと椅子2個、

ペット1つしか持っておらず今後も難しいであろう。だからまた、これま

でに何かを売ったということもない。

家族は6人からなる.最年長の子供が7歳とまだ小さいので妻は働いてい

ない。

[Onderzoek desabanken 1933:1065~1066]

(B)ハジ　B.(デサB)

ハジB・はゴゴルであり、妻のワルンのために借入れを行った。借入れ

はf5で11週返済条件であるが、既に4回の返済を行い、滞納はない。

借り手とその妻の言うところによると、この金はワルンのために使った

ものであり、そこでは飯、コーヒー及びレイストターフェル(rijsttafel)

のためのあらゆる材料を売っている。

彼はいっも返済は容易である。毎日、返済のためにはぼ了セントづつ蓄え

ているからである。妻は1日に20セント余りを稼ぐが、これはこのワルンが

幹線道路の交差点に位置し、またB糖業にも近いのでよく娠あっており、

十分に可能である。

借り手の生活状況はよい。なぜなら、彼は家5軒を持ち、このうちの3
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軒を電話局頭領(telefoonmandoer)に貸して月にf5の収入があるからであ

るo　更に彼は70ルーの屋敷地、 200ルーの個人占有田(sawah jasan)、 600ルーの

共同占有水田持分(sawah gogolan)を持つが、これらを貸し出したり何ら

かの方法で人に重ねたりはしないo　彼には他の借入れはないが、これは重

い義務を引き受けるには歳を取りすぎていると感じているからである。彼

は75歳であり、妻は69歳であるo　水田の地税(padjeg boemi)は合計f17.1

5であり、屋敷地税(padjeg pekarangan)はf3であるが、 1932年分について

は酎こ納入した。他方、 33年分の税のうちf2.50については督促状(soera

t padjeg)にしたがって支払われた。以前に彼は庶民銀行から借り入れて

いたが、その最後は関係帳簿からわかったところでは1927年のことである。

水田は彼自身と2名の労働者によって耕作され、労働者の1名は年季労働

者(boeroeh tahoenan)であり、もう1名は季節労働(in lossen loondien

st)である。

年季労働者は1年間にf15と、服一揃い、かなりの食事を受け取る。季

節労働者は1日fO.30であるo　田植えは女たちと子供達の手で行われたが、

彼女等は(したがって同じ者達は)、来るkemis-kliwonの目3)に収穫を開始

して、収穫の1/5を貸金()ドゥ才のとして受け取ることになっている。借り手

はに妻が1人いるだけで、子供はない。

[ibid.:982~983]

以上の2つの事例からわかることは、次の通りである。第1に、 SもBもゴ

ゴルであり、土地占有規模から判断する限りはほぼ標準的な農民である。ただ

し、 Sの生活状況は決してよいとはいえない。もっとも、かれの家は瓦葺きで

あるから、かつては豊かな時期があったとも考えられる。これに対してBは家

5軒を持ち富裕であるo　王iの富裕さは彼がハジの称号を持つことにも表現され

るo　第2に、両者とも水田では雨季とともに乾季にも稲を作っており、少なく

とも両者の水田ともに乾季にも濯概が可能であったことがわかる。しかし、両

者の水田経営は大きく異なっているo　通常、この程度の面積の水田は家族労働

で耕作可能であるが、 Bが農業労働者を雇用しているのはおそらく彼の高齢の

ためであろうo　いずれにしても、この史料から知りうる限りでは、彼は水田耕

作費用は自前で準備しており、経営は安定していると考えられる。これに対し

てSの場合は家族構成から考えるとまだ若いと考えられるから、ルラーへの貸

出しは自作できないからではなく、現金の必要に迫られてのものであるように

思われるo　第3に、両者ともに副収入が家計にとってかなりの重要性を持って

いることが窺われるo Sの場合には、屋敷地の果樹の収穫の販売とルラーの水

田での収穫労働者としての稼ぎが、明らかに不可欠の収入である。おそらく彼
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は、以前には糖業で労働者として働いていたものと思われるが、糖業の栽培停

止によってそこからの収入を断たれ家計が窮迫化したと考えられよう。これに

対してBの場合には、貸家からの収入と妻の経営するワルンからの収入が大き

いo　第4に、両者ともにデサ銀行から借金している点である。家計状態が惑い

Sの場合にはこれ以外にも籾を借り入れており、しかも借入れ時期から考える

とおそらくは水田耕作費に充てるために借り入れたf7のうち、一部は生活費に

流用していることから示されるように、借入れは不可欠であった。他方、 Bの

場合には十分な収入があると考えられるにもかかわらず、やはり借入れしてい

るo　時期が不詳であるのではっきりしたことはいえないが、やはり現金が不足

する時期があったと見られる。

以上のように見ると、この地域の農民にとっては収入がなくなる半年間を乗

り切るために、副収入が極めて重要であり、更にまた土地貸出しや籾、現金の

借入れも不可欠であったと考えられる。

ところでこの2人のケースは、まだ比較的恵まれていると考えてよい。彼ら

の現金借入れは利子の低いデサ銀行、農民銀行からに限定されており、また、

Sのルラーからの籾借入れは史料から窺える限りでは無利子と思われるからで

あるo　このような形で低利で農民に融資を行う公的機関としては、この他に庶

民金融銀行(Volkscredietbank)が各県に1ヶ所づつ、更に籾貸付を行うデサル

ンブンがあるo　この地域のデサ銀行数は4-1表、デサルンブン数は4-2表に示し

た通りであるo　デサ銀行は31年のモジョケルト理事覚書では近年大きく拡大し

たとされるが[MvO Modjokert0 1931]、 4-1表によるとその後も増加傾向にある。

これに対してデサルンプンは表示のようにシドアルジヨでは全くなく、また31

年の理事覚書によると、この段階ではその業務拡大に対する要求はないとされ

る[MvO Modjokert0 1931]。4)しかし、いずれにしても1931年のデサ数はスラバ

ヤ県が204、シドアルジョ県342、モジョケルト県319、ジョンパン県307である

から[Verslag Volkscredietwezen 1931 74上各県ともに銀行やルンブンのない

デサの方が圧倒的に多いo　加えて、こうした公的融資の場合、保証人が必要で

あるとか、手続きが極めて煩雑であるとか、あるいは貸付条件が柔軟性に欠け

るといった多くの欠陥を持ち、住民にとってあまり利用しやすいものではなか

ったといわれる【Verslag Woeker 1:17,24]したがって、これらは必ずしも住

民の必要に十分な形で応じられるものではなく、農民はいきおい民間の高利賃

に頼ることになるo　以下、そうした形での農民の負債と土地貸出しがどのよう

な状況であったかを見ることにしたい。
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2、農民負債と土地貸出し

先ず、籾借入れの事例を見ようo　ジョンバン県のTernbelang副郡(Djombang郡)

に位置する　テ.サKedoengboengkil、デサBalonggemek村は　Ngeloni糖業の領域内

にあり、この糖業は31年まではこれらの村で土地を借り入れて借地料を支払っ

ていた。ところが、これらのデサのゴゴル達は、 11月に糖業からの借地料を受

け取る3ケ月前、すなわち8月に高利貨から籾をf5/ヒoコルで借り入れることがしば

しばあったという。これらの借入れは借地料を受け取った後に返済するのであ

るが、当時の籾の市場価格はf2.40/ヒoコ)もであったといわれるから、 3ケ月で倍以

上の籾を返済するという非常な高利であった[Ass.Resident Djorabang 1934],

そしてこの事例では、雨季作米の収穫からそれほど時を経ない時期に酎こ籾を

借りなければならないということが注目される。既に、恐慌前においても農民

経済は逼迫していたのである。

次に掲げるのは、庶民金融監督官ケスレル(A.Kessler)が1929年3月にジョン

バン県のあるデサで観察した富裕なゴゴルPによる籾貸付の事例である。

(デサ銀行の)借り手からの回答で明らかになったところによると、この

ヂサではしばしば隣のデサDの一人の富裕なゴゴルによる貸付が行われて

いるo　このゴゴルはPak P.という者であるが、たいていは1~2月に食用と

して籾を貸し付ける。収穫の際に(56月頃)、つまり3~4ケ月後にこれを清

算する場合には、籾1ヒoコルにつきf7-50だけ払えばよいが、借りた時点での

価格はf4である。したがって4ケ月間の利子は90%、年利では270削こ達するO

別の金貸しがもっと厳しく取立をするので収穫によってこれを返済するこ

とが困難になる場合には、 10月に糖業の払う借地料の中から籾1ヒoコルにつ

いてf9を払うことも可能であったが、この場合の年利は約166%である。た

だし、後者の方法はほとんど利用されることがなかった。なぜなら、 Pak

P・はそれ以外の方法がない時だけしかこれを適用しないからである。

(これは利率から見れば当然である。 )慈善家として描かれてきたPak P.

は、実際、昨年はこのような損失を被ったので、今年は借地料からは1ヒoコ

ル当たりflOを払わせるであろう。

デサDでは、この慈善家に関する詳しい情報が得られた。ここのデサ住

民はそれほど積極的には情報を提供しようとしなかったが、そのことから

Pak P.は言いなりになる子分を抱えていることがわかる。しかし、危険

がないことが次第に明らかになるにつれて、人々は口を開き始めた　Pak

P・は水田を30Aeり程度まで占有している(すなわち借地している)ようで

あり、それは1つのデサだけではなく、周辺の複数デサにまたがっている。
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50/rウや70バー1ウという数字も上げられたが、これは多分誤りであろうo　この

地域では実質的に全ての土地が定期割替共同占有で、ゴゴル持分1区画は

300 400;トの広さであり、ここから糖業が1/3を借り入れているというこ

とを考えるならば、以上の状況が何を示すものか最もよく理解できようO

このデサでも同じ条件でPak P.に財政的に従属している者が何人かいる

が、ここではこの善人はしばしば返済できない貧困者に支払いの代わりに

無償で土地を耕させてきた○　返済額に達するまで何日間働かなければなら

ないかというのは面倒な問題であるが、全部を取りしきる善良なるPak P.

がこれも取り決めたo　返済額に達した時には、彼は率直に彼らに対して家

に帰ってもよいと告げさせたのである。

なお若干の情報を、ちょうでこの目に息子がデサ銀行書記に任命された

ばかりの長老(kamtoewa)から得ようと試みた　Pak P.は善良な男であっ

たo　たしかに彼はデサ役人ではなかったが、それでも彼の言葉には重みが

あったO　ととろで、彼は多くの土地を耕作していたのであろうか。いや、

デサの台帳によるとせいぜい5八Llウであり、 5ハ・tウ分の税を払っているにすぎ

なかった0　-　　　　　　　　　　　　　[Kessler 1929:165-166]

この例での籾貸付は端境期の食糧用としてのものであり、そのこと自体は不

思議なことではないが、それがデサの範囲を越えて展開していることが注目さ

れるo　次に、彼は居住デサだけではなく他のデサにおいても広大な土地を事実

上支配しているが、それはこのような籾貸付を橿子にして集積したものと見て

よいo　そして、この場合、籾貸付の返済の代わりに労働力を提供させることで

経営を行っており、籾貸付を通じて事実上の地主経常を発展させたといってよ

いo　しかも彼が地税を5)Vウ分しか払っていないことに示されるように、土地の

名目上の占有権は元来の占有者の手にあり、こうした集積は統計上には現れな

いのであるo　この地域は史料中にあるように定期割香を行う共同占有であった

が、それはこのような形での事実上の土地集積を押し止めることはできないの

である。

こうした形での土地集積はこの地域では既に広範に行われていたようである。

1934年のジョンバン県副理事の報告によると、 Modjoagoeng郡では現金不足が深

刻であるが、その理由として凶作がしばしば発生することとともに、ゴゴルが

土地の大部分を極めて安い値段で富裕なハジに貸し出していることが上げられ、

「この社会要は古くからのものである。旧モジョケルト理事州のスニッツレル

(Schnizler)理事の奨励によって、ゴゴルはその持分の1/3を越える部分を貸し

出すことをデサ決定で禁止されたo　しかし、この正しい意図を持った方策は、

十分には実施されなかったo 」と述べられる[Ass.Resident Djombang 1934]
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また、 1931年のモジョケルト理事覚書も「1年間のゴゴル持分の貸出しは極め

て多く、現金支払義務遂行のためにデサ首長に貸し出すことは珍しくない。 」

[MvO Modjokert0 1931〕という。

次に、この理事覚書にあるような現金の必要を満たす際に、庶民銀行やデサ

銀行から借入れできない農民が頼らざるを得なかったと思われる高利貸の状況

について見ることにしよう1920年代末~30年代初めの時期の高利貨は、「ジャ

ワ・マドゥラではほとんど全ての地方で高利貨が存在していることが観察され

るo　アラビア人の高利賃は全域にわたって見られるが、貸付額は概してやや高

額であるo　華人高利貨も同様に各地に分散しているが、酉ジャワではおそらく

数の上で中ジャワ、東ジャワよりも若干少ない。彼らの貸付はやや高額の場合

もあるが、主にはいわゆる『ミンデリンガン業(mindringan bedrijf)』、すな

わち少額を短期間貸し付けることに従事している。・　・　・ヨ-ロヅパ人で高利

貨に従事する者はごく僅かであるo　また、把握されている原住民高利貨の数も

比較的小数である. 」 [Verslag Woeker I:7]といわれるように、一般的には華
人とアラビア人が主体であった。

さて、シドアルジョ県では1925年の報告にしたがえば、 200人を越える華人金

貸と、 50人のアラビア人金貸しが活動していた。彼らの貸付条件は次の通りで

あった。

小額貸付の場合には毎日あるいは5日毎に返済がなされるのが普通であ

り、この場合たいていは借用証書は作られない。シドアルジヨ県では、ア

ラビア人金貨はflO flOOの金額については借用証書を求めるのが普通であ

るが、これにはルラーとデサ役人1人が証人として署名するo　また、 flOO

を越える金額についてはしばしば公証人の証明書が要求される。

極めて多くの場合、高利貨は品物をその価値よりもずっと高い値段で犠

牲者に売りつけ、それを分割払いで要求しようとする。

たいていは市場(passar)で行われる小額貸付の場合の利子に関しては、

次のようなタイプがある。

1、貸付額f2.50、返済は日額fO.10を30日間行う。したがって月利20%c

2、貸付額f2.50、返済は目上50づつ5日毎に6回行うo　月利20%,

3、貸付額fl、返済は日額fO.06づつ21日間行う。 21日についての利子は

26%<

日毎払いの場合には、借り手は返済を1日怠っても罰則はないが、 5日

毎支払いの場合には返済が滞ると1回につきfO.05がsangoe(経費)として

加算される　　　　　　　　　　　　[Rapport Woeker 1925:14? 148】
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こうした貸付が如何に大規模に行われていたかについては、例えば20年代半

ばにPorong郡に住む1人のアラビア人高利貨の貸付総布がf300,000に達したと

いう報告[ibid.; Verslag WoekerII:bjil.1]からも窺えよう。

モジョケルト、ジョンパンの場合も高利黛の大半は華人とアラビア人であっ

た。 31年の理事覚書は次のように述べている。

庶民に対する民間の金貸しはtjina mindringであり、彼らは日々、ある

いは市の立つ日に金を貸し付けた音から数セントの金を回収することを通し

て容易に顧客を確保できている。

tjina mindringの数は多く、恐慌によって既に目立って減少したという

ものの数百人に上るo　この高利貨の集団についてどのように考えようとも、

彼らは明らかに必要を満たすものであり、その巧みなやり方のためにどの

デサ銀行によってもこれを抑えることはできない。

アラビア人の金貸しもかなりの数であるが、貸付金額はより大きいのが

普通であり、しばしば受領証を用いるo　彼らの貸付システムにおいては、

返済義務を時期通りに果たせなかったことを利用する濫用が大きな役割を

果たす。彼らによる犠牲者の中には、特にジャワ人の官吏、役人が多いが、

ヨーロッパ人も珍しくはない　　　　　　　　[MvO Modjokert0 1931]

ここでは、特に華人高利賃が住民の必要を満たすものであり、デサ銀行の貸

付業務によってもそれをなくすことができないとされることが注目される。こ

れは、公的な融資が先述のように手続きが頗項であったのに対して、彼らの場

合には、例えば借り手がクーリ-ならば日払いで返済を認める、商人ならば市

場の終わった時に返済すればよいといった形で貸付条件が極めて柔軟性に富ん

でおり、借り手と個人的な接触をしてその状況をよく把握しており、あらゆる

機会に貸付を提供する、担保は少しでよい[Verslag Woeker I:17~18; ibid. II

rbiJl.II,2~3]、などといわれるように、住民にとっては日常的に容易に金を借

りることができる存在であったからである。

それでは、彼らはどのような貸付を行ってきたのか、以下の史料はそれを示

している。

(ジョンバン)副郡庁所在地には9人のtjina-minderingが住んでおり、

住民にいわゆるrolassansysteemとidjo-an-systeemによって融資すること

を仕事にしている　rolassan-systeemでは、主に小商人に1回につきflOの

金額が貸し付けられる　rolassanという名称はflOの貸付に対してf12を返

済しなければならない、つまり1日f0-40を30回払わなければならないと

いうことと関連がある　minderingは借用証書の類は使用せず、様々な負

債を手帳に漢字で書き付けるだけである。だから返済が滞った場合には
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(これは滅多にないことであるが)、 minderingは彼の借り手に関して全く

記録がないO　郡法廷(districtsgerechten)はtjina-minderingの請求を

「証拠不十分(koerang terang)」として常に退ける。

Idjo-an-systeemでは、 12~1月に農民に金が貸される。 f2、 f2.50につき

6~7月に籾1ヒoコルあるいは現金f4.50を返済することになる。このidjo-an-

systeemによる貸付の返済が滞った場合にも、金貸しは法廷へ訴えたが、

結果は思わしくなかった　　　　　　[Vreedenburgh 1926:360-361]

以上の中で、 idjo-anは端境期に農民に・貸し付けて雨季作稲の収穫後に返済さ

せるものであり、農民の田植え費用やこの時期に尽きてしまう食糧費にとって

不可欠の融資となったと考えられるo　他方、 rolassanは市場での商人への貸付

であるが、先に見たように農民にとって副業収入は家計の重要な一部を占め、

生産物の多くが市場で販売されていたことを考えるならば、これまた農民にと

って必要なものであったと思われる。

いずれにせよ、恐慌前の時期においてもスラバヤ南部の農民経済の中には、

籾借入れ、土地貸出し、そして現金借入れという形を通して、経済的富裕者あ

るいは高利貸の支配が広がっていたといえよう。そして、こうした状況の中で

恐慌が到来したのであったO　以下、節を改めて、それによる農民経済の変化を
検討することにしよう。

第2節　恐慌期の農村経済の変化

恐慌期の経済変化については、第1章で述べたように、一般に現金不足の深

刻化ということが指摘されてきたo　スラバヤの場合には、特に糖業の栽培縮小

の影響が大きいのであるが、以下では、それがいつごろから始まり、どのよう

に推移したかを地税納入状況と庶民銀行融資の2つの点から、具体的に検討し

てみよう。

1、地税納入状況の変化

(1)地税納入状況

この時期の地税納入状況を考える際には、 2つのことに留意しなければなら

ないo　第1は農民経済の悪化に伴う納入の困難である。第2は、そうした状況

に対して植民地政庁が実施した地税の引下げ、いわゆる恐慌減額である。地税

納入率はこの2つの要素によって影響を受けることになる。
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さて、この地域でも地税の恐慌減額が実施されることになったのは、 1932年

からであったo　この年の減額率は4-3表に示される通りであるo　シドアルジョ県

とジョンバン県のNgoro郡は他の地域に比べて減額率が低かったが、この率は翌

33年には20~25%に引き上げられ、更に34年からは3県ともほぼ同様に平均40%に

設定されることになった[MvO Soerabaja 1935]。それではこうした減額によっ

て査定酎まどのように変化したのであろうか.先ずシドアルジヨ県につLいては

4-4表に示される通りである1931年の査定額が7%ほど上昇しているのは、この

年に地税査定の改訂が行われた結果である。同様の改訂はモジョケルト県では

1930年、ジョンバン県では29年に実施され、この段階ではやはり引上げが行わ

れたo　両県の査定額の推移は4-5表に示される。改訂による引上げが帝にジョン

バン県で大きいのは、この間にWatadoekan水利工事が完成したからであるとい

う[MvO Modjokert0 1931]いずれにせよ、こうした結果、 30年代前半、査定額

は次第に減少した。

それでは、こうした査定額に対するこの時期の納入状況はどうであったか。

4-6表は1931年から34年までの地税受納額を一覧したものである。この表からわ

かることは、 3県の受納額が恐慌減額の比率を上回って減少していることであ

るO　恐慌減額にもかかわらず地税は完納されなかった、すなわち恐慌減額が経

済状況の酎ヒに追いついていないのである。次にその減少のペースは33年以降

になると3県ともにジャワ・マドゥラ全体、東ジャワ平均を上回っている。こ

のことは、この地域の経済の悪化が平均以上であったことを物語るものといえ

よう。

さて、この表の数字と先の査定額の数字から見ると、 1931年にはシドアルジ

ヨでは地税はほぼ完納されたといってよいO　他方、モジョケルト、ジョンパン

両県については31年の理事報告に「1931年には厳しい恐慌の結果、 (それまでほ

とんど困難なしに行われてきた地税徴収が)突如として惑い方向に変わった。こ

のことは、地税の大幅な引下げがなぜ必要となったかということの理由である。

・ 」 [MvO Modjokert0 1931]と述べられるように徴収に困難が発生したので

あるが、いま、この年の納入率を30年査定額と4-6表の数字を使って計算してみ

るとそれぞれ97%、 92%ほどになり、まだそれほど大規模な滞納は発生していな

いといえる。ところが32年から33年になると、 3県ともに状況が悪化した。シ

ドアルジョ県では32年になると「持分権保有者はすぐに地税支払義務を怠り、

滞納が発生した。滞納酎まデサ首長の一連の不正、デサ首長の未納入、デサぐ

るみの不払い(ルタンタこの扇動による)によって一層ふくれあがった。 」ので

あるが、 1933年になると「滞納は更に増えて25%に達した。 」という。また、モ

ジヨケルトでは33年末現在で、 32年分地税はなお5%が未納であり、 33年分は36
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%しか徴収できなかったo　ジョンパン県でも33年11月末現在の地税納入は48%に

すぎなかった[Verslag grondhuurcontracten 1933],

こうして毎年の滞納は累積し、 34年末には4当表に示されるように膨大な額に

達した0 35年の理事覚書は「1934年にはほとんどどこでも前年までの滞納を取

り戻すことができず、ジョンバンとモジョケルトでは極めて大きな苦労と酎＼

圧迫によって1933年の地税査定額に等しい額を集めることができたが、シドア

ルジョとスラバヤでは93%しか集められなかったo 」 [MvO Soerabaja 1935】と述

べているo　しかも同覚書によれば、これら徴収した税の大半は糖業が支払った

補償から納入されたものであり、モジョケルト、ジョンバン両県の大半の糖業

とシドアルジヨの4糖業についてはこの年が補償交付の最後の年になるから35

年には更に徴収の困難が予想されるとしている。

地税納入状況が改善されたのは、 30年代後半期になってからであった0　4-8表

はその状況を示したものであるが、 36年からいずれの県でも滞納率が大きく低

下したことがわかるo　このことは、一般的には前章で述べた農産物価格の上昇、

土地利用の集約化の進展などによる農民経済の回復によるものと考えられ、こ

の時期になって恐慌の影響からスラバヤ農民経済が抜け始めたことを示唆して

いるo　ただ、査定額自体も低下傾向にあり、恐慌減額などの対策が更に進めら

れたことをも示してい、る。

(2)地税納入促進策

しかし、政庁の対策はそれにとどまるものではなかった。もう一方では、前

引の理事覚書によると34年の税徴収額は明らかに同年の査定額を越えているこ

とに示されるように、厳しい取立てを実施したのであった。特にモジヨケルト、

ジョンバン両県では、次のような納入促進策が実行に移された。すなわち、農

民に稲の一部(収穫の1/5~1/4)を預け入れさせ、価格の上昇を待ってそれを売却

してその収入から地税を納入させるというものである。

この方式は1934年に先ずジョンバン県のTembelang副郡で試行され、同年の地

税査定酎42,232.04のうち、凶作によってf5,870.62の徴収を免除しなければな

らなかったにもかかわらず、査定額の127射こ当たる額の地税を徴収するという

成果を上げた。同年のジョンパン県全体の地税徴収額はこの年の査定額の101%

に当たる額であったとされ、この副郡の徴収率は際立ってよかった。こうした

ことを受けて、この制度は35年からはジョンバン県全体に拡大されることとな

ったo　この場合、籾の預け入れは「自由意志」とされたが、反対者には本年の

税及び前年までの滞納分を直ちに納入することを求める督促状が発行され、強

制執行が行われたo　こうして35年5月段階では約20,000ヒoコルほどの籾が貯蔵きれ

ていたという[Ass.Resident Djombang 1935]また、 35年8月13日付けの経済部
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長官から総督宛の書簡によれば、地税納入の際にジョンバン県で取り立てた籾

60,000 70,000ヒoコルが現在数百のデサに分散されて保管されているが、速やかに

ジョンバンの町の近くに位置する営業停止中のTjeweng糖業に集められる予定で

あると述べられており[Economische Zaken 1935b]、この年の雨季作収穫期に籾

の差押えが着実に進められていることがわかる0　36年にもジョンバン県庶民金

融銀行支配人が、この年、 「稲収穫直後に地税の厳しい取立てが実施された」

と述べており【bedrijf VCW 4e kwrt.1936:169~1703、こうした方法がそれ以降

も継続されたと考えられる。

モジョケルト県で実施されたのもほぼ同じ方式であった。同県レへントの19

35年5月7日付け書簡によると、ここでは34年、住民が糖業から受け取る金額は

借地料f2,659.04、補償金f35,084.91であるが、この年の地税査定額f324,015と

前年までの滞納額f275,403を徴収するのにはこれでは不十分であると判断され、

督促状を発行して農民の籾ストックの一部を差し押さえたo　この差押えはデサ

命令(prentah-desa)によって実施され、籾は徴税者自身の手でデサ首長宅へ運

ばれて貯蔵された.こうして得られた籾は31,645ヒoコルに達し、これの販売から

f38,802.79の収入があった。販売の際には納税者も立ち会い、それが売れると

地税が完納されたものと見なされたo　このような方式で税納入が促進された結

果、 1933年末にはf275,403あった累積滞納額は34年末にはf261,370に減少した

ので、 35年にはこの徴税方式を更に集中的に実施する方針であるという[Versl

ag opstapeling 1934]

要するにこれらの方式は、地税を金納から現物納に変更しようとするもので

あり、それは農民経済の一方における現金不足の深刻化と、他方における食料

生産農業の拡大という状況変化に対応したものであった。そして、取立てに関

する限りは、先に見た納入状況に示されるように、比較的うまく機能したとい

えようo　しかし、いずれにしてもそれは先に引いた35年の理事覚書にあった通

り「強い圧迫」を加えることによって初めて可能になったのであり、農民にと

っては大きな負担であったと考えられる。

(3)糖業の栽培縮小と地税納入の困難

ところでこの地域でこの時期に地税納入が困煮自こなったのは、糖業の栽培縮

小と関連が強い。第2章で見たようにこの地域では多くの場合、デサの全水田

が貸し出されており、この場合、地税は糖業が直接に政庁へ納入することが習

慣であったo　そしてそうでない場合も、 「地税の賦課は経済の上で大きな意味

を占めるが、通常時にはその負担は過重であるとは見なされない。この糖業地

帯では、貸労働による現金獲得の機会が極めて多いからである。したがって地

税の徴収はほとんど困難なしに行われ、その際、かなりの部分は受け取った借
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地料から支払われてきたO 」 [MvO Modjokert0 1931]というふうに、糖業からの

現金収入の多きによって、恐慌前には容易に地税を収めることが可能であった。

ところが、糖業の栽培縮小とともに状況は大きく変わることになった。農民は

それまでとは違って個別に地税を払うことになったのである。5)

そして糖業からの収入が望めなくなった農民は、自らの生産物を販売して納

税のための現金を作らねばならない.実際、例えばジョンパン県のテ㌣Kの農民

Sは、 1933年の地税納入に糖業からの補償とともに雨季作稲の後に作る裏作物

を販売して得た現金を充てている[Onderzoek desabanken 1933:1036 103円o　し

かし、この場合、 4-4表に示されるように、主要な作物である籾の価格低下は地

椀査定額の低下をはるかに上回るペースで進み、十分な現金を獲得することは
困難であった。

しかもこの時期、シドアルジョ県ではpadjeg-randjenと呼ばれる分割払い方

式が導入されたO　この方式では、農民は第1四半期に総額の8%、第2四半期に50

%、第3四半期に32%、第4四半期に10%を納入することが定められた[Soekasno 1

938:318],農民にとってこの制度は、特に収入がほとんどなくなる第1四半期の

納入が困難であったと思われるo　スカスノによると「多くの農民は(特に端境期

には)労働機会を見つけることができないので、この"radjen"を満たすためには

いわゆる"idjon"融資に頼らざるを得ないo　デサ首長自身でさえも(彼自身の分

だけではなくヂサ住民の分も含めた)地税を正しく上納するために、融資提供者

から現金を受け取ることが珍しいことではない。」 [ibid∴335 336】とこの事情

が述べられるo結局、シドアルジョ県では累積した1932~34年分地税の滞納額合

計f116,532.13は36年に至って徴収を諦めることになった[ibid.:341],

以上のように、この地域では糖業の栽培縮小が地税納入状況悪化の基本的な

原因であった1936年の東ジャワ省知事の書簡が、糖業の栽培が継続されてい

るシドアルジョ県のKremboeng、 Toelangaan副郡では1935年以前においても地税

が完納されたことからわかるように経済状況は周辺地域よりもずっと良好であ

り、恐慌減額率を引き下げても住民は糖業からの借地料や労賃収入で十分に税

を払うことが可能であろうと述べている[Gouverneur Oost-Java 1936]ことは、

このことを逆説的に示しているといえよう。

2、庶民金融と農民経済の変化

(1)貸付引締め策の推進

さて、以上に述べたような農民経済の貧困化の進行の中で、農民に比較的低

利で金融を行う庶民金融銀行、デサ針子(農民銀行)はどのような役割を果たし
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たのであろうかo　先ず、庶民金融銀行の1930~34年の貸付額の推移を4-9表から

見ておこう。

ここから窺えることは、第1に各銀行ともに貸付額を減らしていること、す

なわち貸付引締め策を進めていることである。しかし、第2にそれには銀行に

よってかなりの差があることがわかるo　すなわちスラバヤ県銀行の引締めが相

対的に緩やかであったのに対して、シドアルジョ県銀行は最も早く大幅引締め

に摘み切り、貸付額の減少も最も大きいo　他方、モジヨケルト県銀行は31年に

はほとんど引締めを実施していないが、翌32年から急に強化している。ジョン

バン県銀行の引締めはシドアルジョとモジョケルトの中間的なものであるとい

えよう。

デサ銀行の状況は4-10表に示されるo　ここでも貸付額の減少は明きらかであ

り、やはり引締め策が強力に進められたことがわかる。ただし、ジョンバン県

を例外とすれば貸付件数はそれほど減っておらず、この引締めはもっぱら1件

当たり貸付額を小さくすることによって行われていることになる。

(2)滞納の増加

このようにいずれの銀行も30年代初め、引締めを進めているのであるが、そ

の直接の理由は滞納の増加にあった0　4-11表は1930年8月132年9月、 33年各四半

期と33年末、 34年末における庶民金融銀行の各月滞納状況を示したものである

が、各県ともに滞納率は上昇している。ただし、県毎に見るとスラバヤでは32

年9月までは比較的少なく、 33年から10%を越えるがそれほど高いものではない。

ところがシドアルジョはこれとは対照的に既に30年8月段階で14.54%を記録し、

更に31年5月から急増するo　こうした滞納の増加は「シドアルジョにおける状況

は常により重大であったo　ここでは1930年の4月から5月にかけて、滞納はf14,

000からf36,000へ、すなわち4.i　から12.93%へ増加し」 [Volkscredietinstell

mgen le derde 1931:342]とあるように、表示の時期の少し前から始まったも

のであった。また、モジョケルトでは31年8月ごろから高くなるがシドアルジョ

と比べると状態はずっとよく、本格的な上昇は32年7月から始まる。この時期の

急騰の原因は、籾の低価格と凶作の発生、およびこの時期の貸付見通しが高す

ぎたことにあると報告される[ibid. 3e kwrt.1932:684]ジョンバンでは31年

7月から滞納率は大幅に高くなり、 32年8月から更に急騰している。表示のよう

に33年第3四半期がもっとも商いが、 11月末の時点での滞納率は40%と報告され

るから、それ以降、若干の状況改善があったといえる。この比率に関して、当

時のある報告書は「この比較的良好な数字は貸付の件数、額ともに厳しく制限

したことによって得られたものである。 」 [Verslag grondhuurcontracten 193

3]と述べ、滞納減少のために引締めが強められたことが窺われる。いずれにせ
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よ、これら3県はスラバヤ県と比べると滞納率はずっと高くなる。このことは、

おそらく糖業の栽培縮小による経済の急速な悪化の反映だと考えられる。また、

モジョケルト県の滞納が32年前半期まで少ないことの理由は不詳であるが、 19

31年の理事覚書によると「モジョケルト銀行はおそらくかつては(貸付が)慎重

すぎるほどでさえあり、この結果、他の銀行に比べると営業規模がやや小さか

ったが、このことは現在の不況下では大きな利点として指摘することができる。 」

[MvO Modjokert0 1931]とあり、この時期までは貸付政策が慎重であったことと

の関連があるように思われるo　いずれにせよ、 4-8表に示された貸付額の減少時

期とこうした滞納の増加とは密接な関連が窺われるのである。

村落銀行の場合には庶民銀行ほど両者の関連は明確ではないが、やはりここ

でも滞納が増加していることが見て取れるo　ただし、滞納率は庶民金融銀行よ

りはるかに小さいo　これは、この銀行の取引がデサ内に限定され、借り手の把

握が容易であることと関連があるものと思われる。5)

30年代後半期の滞納状況については庶民銀行のみデータが得られたが、それ

は4-12表に示される通りであるo　ここでも、先に見た地税納入状況と同様に滞

納率は次第に低下しており、経済状況の回復が反映しているものと思われる。

しかし、 4-11表に示される恐慌前(29年12月)の滞納率を下回るに至った時期は

スラバヤ県で37年、ジョンバン県では38年と遅く、シドアルジョ、ジョンバン

両県では大きく上回ったままであるo返済状況は30年代前半期と比べれば改善

されたとはいえ、依然として滞納問題は深刻であったといえよう。実際、この

時期の報告書を見ると、シドアルジョ県では36年第3四半期にも「デサ貸付の滞

納は目立っては減少していない0　- ・(農民の経済状況からして)銀行からの

負債の清算はほとんど問題にならないo 」 【bedrijf VCW 3e kwrt.1936:595]と

指摘され、 37年第1四半期には、農民の収入が不十分であることを理由に「900

件を越える申請が却下きれた」 [ibid, le kwrt.1937:467]といわれる。また、

ジョンバン県でも36年第4四半期報告によれば「季節貸付に向けられる金額は減

少したが、それは新たな滞納がかなり増加したことと関係があり、この結果、

貸付対象者のより厳しい選定を適用しなければならず、貸付額は引き下げられ

なければならなかったo　加えて、銀行支配人の述べるところでは、多数の分割

返済者は稲収穫直後に地税の厳しい取立てが実施されたので負債清算の余裕は

ほとんど残らず、もはや敢えて借入れを行おうとはしない。 」 [ibid. 4e kwrt.

1936:169 170]とあり、 37年第3四半期報告では「ジョンバン県では滞納対策が

集中的に続けられた結果、先に融資を停止した64デサのうち、 10デサに対する

融資が再開されたo 」 [ibid. 3e kwrt. 1937:867]と述べられるo　この結果、こ

の時期にも、貸付制限が続けられたのであった。
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このように見てくると、これらの公的な融資機関はこの時期、農民経済の悪

化によって発生した滞納の増加に対して貸付の制限で対応したが、それでもな

お滞納は減少せず、この結果、ますます引締めを強化していったということが

できようo　そのことは、一般的にいえば、農民はこの時期、最も必要とする低

利での融資の道を大きく制限されたことを意味している。この時期、政庁の庶

民金融は農民の現金不足救済の手段にはなり得なかったのである。

3、現金不足の深亥=ヒ

この結果、現金不足はますます深刻化したo　これに対して、スラバヤの農民

も先ず、第1章で述べたような生活の切詰めによって対応した。 4-13表はこの

時期の各県毎の塩の販売数を表したものであるo　生活必需品であるこの販売数

が減少していることは、切詰め状況が如何に深刻であったかを示すものといえ

よう。

次に、現金取引をなるべく縮小しようとした　4-14表はシドアルジョ県の13

ヶ所の公設市場が受納した市場税の推移を表しているが、この減少の原因とし

てスカスノは市場税が引き下げられたことの他に、小取引の後退と、税金逃れ

のために市場外での取引が増えたことを上げている[Soekasno 1938:312 313'

また、 1931年の理事覚書によれば、 「この数ヶ月、市場を訪れる人の数も目立っ

て減少した。このことは市場収益にも反映し、また特に市場において固定した

商い場所を持つ者の数が極めて減少することになった。」 [MvO Modjoekrt0 193

1]と述べられるo　こうしたことは、全般的に現金取引が縮小したことの反映で

あると考えてよい。 33年の調査報告によれば、これらの県では至るところで現

金不足が観察され、一般に現金経済から現物経済への移行の傾向があると指摘

される[Verslag grondhuurcontracten 1933]

また、積極的な対応としては、前章で見たように農業経営の集約度を高めて

生産を増加させようとしたこと、更に各作物作付面積の推移に示されたように

価格の動向に敏感に反応し、少しでも利益の上がる作物を栽培しようとしたこ

となどが上げられよう。この結果、前章で見た通り、食糧作物を中心としてこ

の地域の農業生産は大きく上昇し、ジョンバン県の一部地域を例外にすればこ

の地域では深刻な食糧危機は生じなかった。

しかし、これらの増産がそのまま生産者農民の利益の増加につながったとは

考えにくい。ジョンバン県の副理事が1934年に述べるところによれば、収穫の

半分以上は税納入のためと高利賃への返済のために使用されなければならなか

ったし[Ass.Resident Djombang 1934]、同県の副監督官によるとKesamben副郡
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ではこの年、乾季米の収穫の大部分は既に高利貨であるハジからの借金返済に

向けられたといわれるからである[Notulen vergadering Djotnbang 1934]。

しかも、先にも見た通り、農民は地税や庶民銀行への返済、日常の必需品購

入のための硯金収入が不可欠であり、これらではこのための収入としては明ら

かに不十分であったo　したがって、公的金融機関が貸付引締めを実施した時、

ますます高利貨への依存を強めねばならなくなるQ　そのことがどのような状況

であり、それが如何なる社会的変化をもたらしたか、以下で検討しよう。

第3節　農民負債の激化と高利貸の土地支寵の拡大

1、 30年代における高利貨の活動

我々は先に恐慌前の時期においても、この地域では高利貸による農民支配が

広範に行われていたことを述べたo　この点に関して30年代の状況を見ると、シ

ドアルジョ県では「生産物価格の低いことと労働機会が少ないことは、イジョ

ン(稲と大豆)及び土地貸出しが盛行する原因である」 [bedrijf VCW 3e kwrt.1

936:594~595'、 「住民は水田の長期貸出しの結果、継続的な負債に苦しんでい

るo　　・加えて作物にはイジョン前貸しが広範に行われている。 」 [ibidle

kwrt.1937:467]、モジョケルト県では「銀行支配人の書簡によると、ここでの

負債は住民相互間の水田貸出し以外には、主としてイジョン前貸し、及び米や

トウモロコシに対して収穫時に利子をつけて現物で返済する形で前貸しが行わ

れることが原因である。 」 [ibid.]、またジョンバン県でも「乾季米の大部分が

既にハジ(デサの高利貸)への借金返済に向けられている(Kesamben副郡)」 [Not

ulen vergadering Djombang 1934]、 「(1931年以来)イジョン制度(稲の先売り)

や収穫に対する前貸しが、これらの共同体では著しく発展することになった。

籾はfO.40またはfO.60/ヒoコルで先売りされたが、収穫時の価格はf1-30-fl.50に

達し、後にはf2にまで上昇した○　前貸しを受けた者は、凶作の結果、彼らの義

務を果たすことはできず、ましてや次の西モンスーン期稲作の収穫までの問に

消費するだけ十分なストックを蓄えることなどできないので(乾季米や裏作の収

穫も、全部あるいは一部凶作であった)、新たに借金をしなければならず、ます

ます高利貨の支配下に深く陥って行った(Djombang副郡テやサBandjardowo、デ

サToenggorono、.テやサDenanjar)」 [Ass.Resident Djombang 1934]とあるように、

相変わらず高利貸の活動は盛んであり、むしろ恐慌期の経済悪化によって農民

負債はより深刻な状態に発展していることが窺われる。そして次に掲げるジョ
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ンパン県Tembelang副郡テ㌣ Keodoengboengkil、テ㌣ Balonggeraekの例は、その

ことをより具体的に示している。

これらのデサにおける経済状態の悪さの原因は大凶作のせいというより

は、むしろ住民に対する融資が少ないことに求められる。

これらのデサはNg占lom糖業の領域内に位置している。数年来、土地をこ

の糖業に貸し出してきたゴゴルは、借地料を受け取る(それは11月に行わ

れるのが慣例であった)約3ケ月前に高利貸から1ヒoコルあるいはそれ以上の

(料)を1ヒ。コル当たりf5の換算で借り入れてきた。

この時の籾の市場価格は、 f2.40/ヒoコルであった.

借地料を受け取った後、この借入れは返済された。

現在、 Ngelom糖業は1932年以降、テ㌣ Kedoengboengkil及びテ.サBalong

gemek村ではもう借地料を払っていないので、高利貨から借りた者はその

年の10月にはもはや負債を返済することができなかった。

この時、高利費との間で次のような協定が結ばれた。すなわち、なお貸

付け中の額はイジョン前貸しとして見なすこと、この場合、未清算の前貸

金1キつげ一につき、西モンスーン収穫の籾1ヒDコルを6ケ月以内に供出しなけ

ればならないというものであった。

こうした方法で、高利貨は半年で貸し付けた1ヒOコルの籾に対して5ヒoコルの

籾の返済を受け取ることになったが、これは年利に換算すると80欄こなる。

債務者は、 1932年10月に(したがって貸付け3ケ月後にも)負債各f5につ

いてf7-50を返済することもできたが、金がなかったので、負債の返済は

籾で行わなければならなかったo　この時、籾価格は乾季米の収穫その他の

結果、 fl.60/ヒoコルまで低下したので、彼らは4.5ヒoコル(門.50/1.60)以上を

負担しなければならなかった。

籾1ヒOコル当たりの利子は、この計算では3・5ヒoコル、すなわち年に14ヒoコル=

1400%であった。

デサKedoengboengkilとデサBalonggemekのゴゴルがこの時以来、借金地

獄にはまり込み、納税は別にしても、自らをきちっと養えなくなったとい

うことは、驚くべきことではない。

したがって一般庶民銀行は、これらのデサに対してもはや貸付けを実施

していない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ibid.]

この例では、農民は以前から籾を借り、糖業からの借地料収入の現金で返済

してきたo　ところが糖業が栽培を停止したため、返済は籾で行わなければなら

なくなり、実質的な利子は更に高いものとなり、返済はますます困難になって

いったのであるo　しかも、こうした状況下で庶民銀行が貸付を停止したことは、
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状況を更に意化させたと考えられるo　すなわち、糖業の栽培縮小、農産物価格

の低下、庶民銀行の貸付引締めという、恐慌期に特有の現象によって農民負債

はますます深刻化するのであった。

こうした状況がどのように展開したかを、以下ではスカスノの調査にもとづ

いてシドアルジョ県の事例から検討することにしたい。

同調査によると、シドアルジョ県での貸付には(a)籾を貸し付けて籾で返済さ

せる、 (b)現金を貸し付けて籾で返済させる、 (C)籾を貸し付けて現金で返済さ

せるの3種類があった。このうち(a)は主としてデサ住民相互間でなされるもの

であり、借り手はそれを種籾や生計維持のために利用するが、返済は収穫後に

借入れの倍量というのが慣行である　Soekasno 1938:316'シドアルジョにデサ

ルンプンがないことがこの形態が広く行われる理由であり、この場合には互酬

的な怪格が強いと考えてよい。

これに対して(b)は、 "idjonサ7)または"tempahan"と呼ばれ、土地耕起時期や

それ以前にも提供されるが、 (a)よりも広範に行われる。貸し手はデサ住民だけ

にとどまらず、よそに住むジャワ人金貸しや華人、アラビア人金貸しも登場す

るo　この場合、華人やアラビア人め金貸しは、 「Gempol(バンギル県)のアラブ

人0はPorongに代理人を持つが、その中でテふサPamotanのPak Sは約30人に対

して　tempahan貸付を行っている0　㌢サMagersari(Sidoardjo郡)では、 Wが華人

L.S.TJ.の代理人である　Tainan郡では多数の華人が、ルラー(loerah)、チヤリ

ツク(tjarik)、その他のデサ役人を代理人として熱心に利用している。モジヨ

ケルトの華人K.H.はテeサBakoengtemenggoengan(Krian郡)に10人を越える代理

人を持ち、彼らは農民に信用貸しを提供し、その土地を借り入れているo 」と

報告されるように、普通デサ内の代理人を適してこの貸付を行うが、それは特

にルラーを初めとするデサ役人であることが多いといわれる[ibid.:317 318;

また(C)も同様に金貸しの手で行われるものであるが、 (b)に比べるとそれほど

多くはない[ibid∴319]こうして見ると、農民負債の深亥HLということとの

関連では、特に(b)が問題になる。以下、この形態に於ける貸付の事例をいくつ

か上げ、その特徴を見ることにしよう。

2、貸付条件

[事例1]

テLtサPenambangan(Krian郡)のBは、 1936年11月にDから、収穫(1937年

4月)後に籾1ヒOコルを返済しなければならないという条件でfO.60を借りたo

その2ケ月後(1月)、彼は地税の一部を納めなければならなかったので、同
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じ人物から0・5ヒ8コルの籾を返済する条件でfO.35を借りたo　翌月、彼はTか

ら更にf2.40を借りたが、収穫後に3ヒOコルを供出しなければならなかったO

この取引における利子率を計算すると、次のようになる。籾価格は、 193

7年4月には約fl・70であった　fO.60の借入れに対しては、だから5ケ月後

に利子としてfl.10払わなければならなかったo　これは、年利440%に相当

する　fO.35の3ケ月間の借入れの利子はfO.50であり、年利は570%になる.

f2.40で3ヒoコルの籾(f5.10相当)返済の場合には、利子は2ケ月でf2.70、す

なわち年利675%であるO

[事例2]

同じデサのPak K　は、 1936年12月に借りたf2.10の借金の返済のために

籾3ヒoコルをNに提供したo　この取引での利子率は年430%である。
[事例3]

デサPamotan(Porong郡)の.T.は1~2月(端境期)に上述したPak.S(アラ

ブ人0の代理人)から、 2ヒoコルの籾を返済する条件でfl.50借りた。年利は
500%強に達する。

[事例4]

デサGelam(Sidoardjo郡)では、 Wは土地耕起(11月)の時にMから、収穫

(4月)後に2ヒoコルの籾を供出しなければならないという条件でfl.40を借り

た。年利は約343射こなる。

[事例5]

デサGedagan(Taman郡)の華人K.L.に関しては、 1ヒOコルの籾毎に除草期(n

dadakあるいはmatoen)の貸付ではfO.60、稲が4ケ月経過した時(raapak)に

はfO.80、収穫の約1ヶ月前(mongso koening)にはflを貸し付けるといわ

れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid∴318-319]

以上の事例に共通していることは、いずれも貸付が端境期に行われているこ

とである0　倍入金が何に充てられたかについてはっきりと記述されているのは

[事例1]の地税支払用だけであるが、 [事例4]は土地耕起費用、 [事例5]の貸付は

除草費用などであると思われるo　それ以外は、借入時期から判断するとこの時

期に不足する食糧用であると考えてよいo　そして、いずれも利率は(a)の場合よ

りずっと高い。

こうした条件であるがゆえに、農民が収穫によって返済することはしばしば・

困難になるo　したがって、高利貸は担保として土地を要求することになる。そ

の結果、例えば、テ㌣ Gelangの農民は1937年に借りた籾の返済のために1938/3

9年にこの高利貨に対して土地を貸し出すことになった[ibid∴332]と報告され

るように、土地の移動が発生することになる。以下では、この点を検討するこ

- 176　-



とにしたい。

3、高利貨による土地集積の進展

先に述べたようにこの地域の水田所有権は一般に毎年の割菅を伴う共同占有

であるために、水田の売却はできないo　したがって、水田の移動は一般に(イ)ゴ

ゴル権の譲渡、 (U)水田借入れの二つの方法を通して発生することになる。先ず、

(イ)については次のような事例がある。

共同占有地の持分の譲渡に関しては、あるゴゴルが別の者のために一定

額の補償を受け取ってゴゴル身分(gogolschap)を放棄することは珍しいこ

とではないが、これは事実上、協定された金額で(たいていは借金返済の

ために)そのゴゴル権(gogolan)を他人に譲るという取引であるO　例えば

デサMindiのゴゴルPa Tは(ルラーと相談の上で)信用貸し提供者Nに地

位を譲るために引過したが、これはfll.40の補償額で行われ、この内のf

8.90は地税支払いに当てられたo　この取引の理由として彼が上げたのは、

彼の水田は継続して(同じ人物に)貸し出されているので決して自由な使用

ができなかったことであるo　同じ理由でSは彼のゴゴル権をflOの補償で

=・(上述のNの息子の1人)に譲ったが、この内の門.70は地税の支払いに

当てられたo　同様の方式でハジAは7区画を下回らない土地を(家族名義で

はあるが)集積できた　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid.:320]

このようにして、 Nや=・、ハジAは事実上、水田を集積できたのであるが、

この場合にはゴゴル権に付随する諸義務も当然に新しいゴゴル権保有者へ移動

すると考えられるから、高利貸による土地集積では(ロ)が中心的な方法になった

と考えて間違いなかろう。

さて、土地を借り入れるのは「多数の信用貸し提供者はデサ内では同時に借

地者でもある」 、「多数のルラーやデサ役人、あるいはその家族が借地者として

登場する」 [ibid.:321]といわれるように、土地借入れを行うのは高利貨やデサ

役人層であり、 Tainan郡に関しては30年代前半期にデサ首長への貸出しが激増し

たといわれる　MvO Soerabaja 1935]が、それらの内で定期的にIorウ以上を借り

入れるような大規模な借地者はデサ外の人間、特に華人高利貨が多かった【Soe
kasno 1938:321]

それではこうした借地はどの程度に展開していたのであろうかo　先ず、デサ

Gelangの例を見ることにしよう。

デサGelang(Porong郡)では、 Toelangan糖業が毎年なお水田の1/3、すな

わち約58;^。ウを借り入れているが、 112人、すなわちデサのゴゴル全体(18

- 177　-



9人)のほぼ60%が残りの水田持分、合計して約64ハ・りを高利貨に貸し出して

いるo　このデサの水田総面積176障りのうち8.5A判ま"tjawisan desa"8に

使用されるから、持分権保有者が利用できるのは167.5;rウであるO比率で

表せば、糖業に貸し出す土地を含めて利用可能水田の約73%が貸し出され

ていることになる　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid∴322]

ここでは、糖業の借地がまだ行われており、借地料収入や労働機会に恵まれ

ている点で経済状態は相対的によいと考えられるにもかかわらず、計算すれば

雨季利用可能水田の6割近くが高利貨の事実上の支配下に入っている0

それでは糖業の借地がなくなった場合にはどうなるのであろうか。以下の2

つの事例はそれを示している。

[デサ　Mindi]

この間題に関するデータから、デサMindi(Porong郡)では36人のゴゴル

のうち31人、すなわち86%が、合計して26/¥やウをしばしば名前の上がった

Nに対して貸し出していることが特記きれる。ついでながら彼らがいうと

ころでは、このデサではもはや糖業に対して土地貸出しを行っていない。

このデサの共同占有地(gogolangronden)は34Aやりであるo　ここから、その

収穫がいわゆる"tjawisan desa"、つまり"pantjen loerah"(デサ首長に対

する労役買上げ)、 "padjeg gandjaran prentah"(デサ役人の職田の地税納

入用)、 "tambahan gandjaran loerah lan inodin"(デサ首長とmodinの職田

の追加分)からなる部分4.5Aやりを引くと、ゴゴルが利用できる水田面積の8

8臓が借地取引の対象になっていることになる。

[デサBakoengtemenggoengan]

デサBakoengtemenggoenganでは、糖業への貸出しはもう行われていない

が、 1936 37年に199人のゴゴルの内、149人、約75%が土地を貸し出した。

1937 38年については130人、 65臓である。この場合、このデサでは1936

年に政府の手でいわゆる「負債帳消し策(schuldvrijmaking)」との関連で、

デサ金庫から合計f2,089が試験的に貸し付けられたことを考慮すると、こ

こでは以前にはもっと大規模な貸出しが行われていたと考えられる。

[ibid.]

いずれの事例も先のデサGelangの場合よりも高利賃の借入比率はずっと高いO

すなわち、本来ならば糖業に貸し出していた部分までが高利貸への貸付に回っ

ているのであるO　しかも、 Mindiの土地貸出しの原因は地税支払いのための現金

を確保することにあったといわれ[ibid∴332]、これも糖業が借地を停止したこ

とで発生したのであるo　こうして見ると、糖業の借地中止は高利貨の土地支配

を拡大させるものであったといってよい。
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しかも、水田持分の1/3を超える貸出しは公には禁止されているので、デサ首

長は貸出状況を少なく報告することがあり、高利貨の借地は実際にはもっと大

きい可能性があるというo　こうして、スカスノによればシドアルジョ県の大半

のデサにおいて、水田と屋敷地のほとんどが事実上、特定の高利貨の支配下に

入っているという[ibid.:331]

さて、以上のような高利貸の借地は、しばしばデサ首長の仲介を利用して集

合的に行われたo　スカスノは次のように報告している。

借り入れる土地が可能な限りまとまった区画に位置した方がよいという

ことは、借り手の利益からすれば当然である。 「デサ役人(この場合、ル

ラ-)が全ての借入、交換取引において果たす決定的な役割」との関係上、

借り手が取引に当たってルラーの全面的な伸介を確実にして、共同占有地

の毎年の割香の際には彼ら(借り手)の利害を考慮にいれてもらうことは、

極めて重要であるo　かくして借り手がルラーの「御機嫌をとる」ために全

力を上げること、もっといえば彼をできる限りしっかりと、また速やかに

味方に付けようとすることは議論の余地がない.だからあるルラーや他の

デサ役人が進行中の債務関係において金貸の側に立ち、彼らの職田をも借

入取引の中に含めることも珍しいことではない。したがってこうした結果、

一般にデサ役人とともに住民もまた最終的に借用貸提供者に依存すること

になり、これによって反対者を厳しく圧迫することができるような条件が

設定されることがあるo　したがって、例えば借入取引は、危険を最小限に

とどめるために、持分権保有者と個別に結ぶのではなく集合的になされ、

この場合、ゴゴルの土地貸出者が協定を遵守できない時にはそれ以外の貸

出者がその義務を共同で行うという規定が作られる。

共同体的な(gemeenschappelijke)借入協定によって、デサPenambangan

の27人の持分権保有者は1936年11月に、 H.A.の代理人Sに対して彼らの水

田13.5haを1937 38年耕作について集合的に借地料f513、つまりf38作,ウで

貸し出したことを宣言したo　ここでは契約条項の中に、もちろんまとまっ

た区画を確保するためであるが、持分権保有者が個々に貸し出す権利を持

つ水田持分ではなく、借入総面積が記載されている。この目的は、特にそ

の地域の位置と境界がきっちりと書かれていることからも示されるが、契

約条項の中にも取り上げられるo　こうして、ここでは特定の土地区画の貸

出しは、それらが貸出者に割り当てられていない時点で行われる0

[ibid∴324　325]

先にこれらの高利賃はデサ首長を初めとするデサ役人層を代理人として利用

して貸付を行うことを述べたが、土地借入の際の伸介もその延長線上にあるも
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のであるo　そして、いずれの場合も、デサ内におけるデサ首長の権威が利用さ

れているのであるo　そしてまた、こうした高利貨による集合的借地も糖業の借

地が行われていた時期には決して起こり得ないものである。

きて、それでは高利貸が払う借地料はどれほどの額であったのかo　上の例で

はf38/)Vウであるが、これは後述のように特殊なケースであり、一般にはこれよ

りずっと低く、 「現金払い」での借入("contante" huur)の場合は1年にf15 f20/

)tJウの間であるo　しかし、借地料を農民が受け取る時期と土地提供の時期の間が

どれほどかによって大きく規定され、 (イ)デサBakoengtemenggoenganのSの水田

持分1・Om当のKに対する1年間の貸出しではflO.50<このデサの地税額はf13/

]ドゥ)、 (ロ)同じデサでの華人K.H.の代理人の1人Pa S.の1 ←区画」 ("bagian"=

l.ooirウの1/3)分の支払い借地料は、土地の嬰自こ応じてf2~f2.80/年、すなわち

八.'9当たりではf6 f8.40、テ㌣ HindiのTがNから受け取った借地料はf9.75(也

税額はf9.07)、川)テtlサGelangの土地の大半を借り入れているハジBの借地料は

現金ではなく1ヒDコル当たりf3またはf3.5という金額に換算したf15分の量の籾で

払われるが、 36年の籾価格はf1-38/ヒoコルであるから実際の借地料はf6.90/A当に

過ぎない(地税額はf9.71/;rウ)、というふうに、地椀賦課額を下回る場合、ある

いはそれとほとんど変わらない場合があったibid.:329 330]。 9)

それではこうした土地借入は高利貸にとってどのようなメカニズムで利益を

もたらし、また、それは農民にとってはどのような意味を持っていたのであろ

うか。

高利貸は借入地を経常するのに、収穫物を折半する条件での分益小作(直小作)

を採用する場合もあったが、この場合は、借地料はより低くなり、また、こう

した経営はそれほど多くはなかった[ibid∴329　むしろ、基本的には次に掲げ

る　デサPenambanganの事例のように再貸付を行ったのであるO

借り入れた土地の経営に関しては、借り手がその土地を自分で栽培する

のではなく様々な志願者に再び貸し付けるならば、彼のリスクは当然に最

小になるo　このために、最初に考慮に入れられるのは貸出者自身である。

かくして上述の借地協定では、貸出者は土地を現金での借地料f60/A蝣ウを

払えば一定期間の再借地が認められるということが協定された。 (これは

一般にそうであるが)彼らにこの支払いができない場合、 H.A.はこの土地

を第三者に貸し付ける権利を有するが、その場合には、この貸付が先に述

べた額よりも低額で行われるならば元々の貸出者はその不足分をすぐに一

括して共同で支払う義務を負うという条件が付けられる。かくしてこの協

定が借り手にとって実質的に意味するところは、貸し付けたf38について

利子f22、すなわち約58%の稼ぎであるということであるO　もちろん、この
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利子を得ることが金貸しの目的であるが、そのことは口頭の約束から明ら

かになるo　それによると貸出者は、毎年、借地協定の延長の場合にはこの

「利子→のみ払えばよいo　この仕組みは次のようである。元々の貸出者は

彼ら自身の土地をf22の支払いで再借入し、この借地協定の1年間の延長

はf38/灯りを基礎とするo　これによって、貸出者と借り手の間の元の借地

契約は解消されるo Sが語ったところでは、彼は既に10年間もH.A.と貸出

契約を結んでおり、水田持分のうちO.srウが、 f30を払えば借り戻すこと

ができるという条件で、 f19で貸し出されている。この間、彼はこのf30を

作ることができなかったので、この代わりに毎年、 fllを支払った。また、

残りのf19については新たな契約が結ばれたo　以前のよい時期においても、

定期的な負担(主として地税)の他になおこの固定した額を水田持分を第三

者に再貸付することなしで支払うことは既に不可能であったので、まして

この恐慌期にはこれを行うことはより不可能であった。なぜなら、家計が

よくない経済状況の影響を被ったのみならず、毎年払うべき額の収入に占

める比率がどんどん拡大してきたからである。だから彼は1936年、この

「利子」を払うために、 M.S.(H.Å・の息子)と協定を結ばなければならなか

ったが、これによって彼は屋敷地をM.S.に対して、 1年以内にその屋敷地

を買い戻さなければならないという(口頭の)約束でfl4(「利子として」支

払い義務のある金覇よりf3多い金額)で売却した。

この農民が1936年になって初めて高利賃に対してもはや支払いができな

いという窮状に陥ったのは、行政当局によるとこの年の稲の収穫が不良で

あったからだというo Lかしそれにも劣らず大事なことは、彼は1932/33

年には糖業労働者としてなお頭を水面上に出すのに十分なだけの稼ぎを得

ていたということである。しかし、この年以降は「砂糖」における労働機

会の縮小はかなりのものであり、ま,たこの時期には籾価も低かった(シド

アルジョでの底値は1936年に記録した)ので、この農民はほとんど解決不

能の財政上の難問の前に置かれることになったのである。

外部調査が示すところでは、既にデサPenambanganの全ての土地貸出者

が、これと同じ理由、同じ条件で、屋敷地に関する契約を結んでいる。上

述の、当然に継続する利子支払いとは別に、現在彼らには屋敷地売却額の

返済義務が生じていることになり、 (自明のことであるが)その上にまた地

税その他の負担が常に重くのしかかっているのである。

[ibid.:326　327]

このデサの水田に対して高利貨が支払った借地料は、先に上げたようにf38/

;rウと例鋸勺に高額であったが、それはこうした経営が行われることを前提にし
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てのことであったo　そして、農民は結局、利子支払いのために貸出契約を繰り

返さざるを得ず、負債はどんどん膨れ上がっていき、屋敷地まで売却すること

になるのであったo　つまり、土地貸出しによってますます負債地獄に深く落ち

込んで行く甲である。そしてまた、 Sの例に示されるように、ここでも糖業の

栽培縮小と農産物価格下請というこの時期の経済状態の変化が、農民負債の深

刻化に拍車をかけたのであった。

このような農民負債の深刻化を前にして、植民地政庁もようやく対策に乗り

出すことになるo　すなわち、 1935年、一般庶民銀行による各地方毎の農民負債

状況調査が始められ(本稿で利用しているスカスノの調査報告もその1つである)、

その結果、協同組合局(Dienst voor Cooperatie)及び内務部と共同で負債救済

活動に乗り出すことになったo　ここでは、オランダ本国から供与されたf2,500

万の資金からf60万を基金として農民負債の買い上げのためとこれに関連した端

境期のための融資を行うこと、協同組合を組織することなどが方針化され、こ

れにもとづいて1938年の例ではジャワ・.マドゥラ全体で内務部との協力分4,16

1件、 f228,000、協同組合局との協力分690件、 f298,000の融資が実施された[D

jojohadikoesoemo 1952:167 171]。

こうして、シドアルジョでも先に朝用した　デサBakoengtemenggoenganの例に

ある36年のデサ金庫からのf2,089の試験的貸付に見られるように、この活動が

進められたo　しかし、こうした活動は以下に掲げる例に示されるように十分な

効果を上げるものではなかった。

外部調査によれば、例えばデサBakoengtemenggoengan(Krian郡)では、

行政当局の手で貸出地の受戻しのために合計金額f2,089が提供されたが、

この内の約半分は(デサ首長自身の供述によると)地税に充てるために留保

された。このデサのKなる者によると、彼名義の融資額f13.50の中から手

にしたのはわずかf3.64に過ぎなかったが、それはf6.86が1936年の地税の

月賦のた馴こ、 f3がハジAに貸し出した水田持分の借地料に対するいわゆ

る利子として直ちに控除されたからであるという。これによって同時に現

行の借地契約が再延長されたことは明白であるo　また、テ・tサDjoempoetre

io(Taman郡)のPへの政府融資fBからは、ルラーの手で地税納入分として

f5が差し引かれた　　　　　　　　　　　　　　[soekasno 1938:337]

この融資は、貸出地の受戻しのた馴このみ使用されることが決められたもの

であったが、この例ではデサ首長が地税支払いと高利貨への利子支払いに一部

を充ててしまったのである。この例ではデサ首長がなぜこういった行為に出た

のかは必ずしも明確ではないが、次の例はデサ首長が高利貸の代理人であるが

ゆえに政府融資を妨げようとしたことを示している。
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テカサTj・では、1936~37年の土地耕作のために13人に農民貸付(tanileeni

ng)が提供されたのであるが、 1937~38年については全く申請が出されなか

ったo　調査によると、先の借り手は銀行からの援助を望んだのであるが、

デサ首長はこれに仲介の労を取ろうとはしなかったことが明らかになった。

彼は銀行からの融資が提供されることを望まなかったのである。なぜなら、

彼自身、ボロン郡で大規模借地着の1人であるハジI.の代理人であった

からである　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid.:336]

ここでは、デサ首長は高利貸の代理人として活動しており、自らそれによっ

て利益を上げていたために、一般庶民銀行の介入を望まなかったのである。

以上のように、植民地政庁による農民負債救済事業は十分な成果を上げるこ

とができなかったo　それは、高利貨の活動がデサ首長を初めとする村落支配層

と深く結びついていたからに他ならないo　いずれにしても、このようにしてこ

の地域のゴゴルは、全体として高利貨による土地支配の進展の中で事実上の土

地なし農民に転落していくことになる○　しかも、ゴゴル身分に課せられる諸義

務だけは依然として残ることになり、その地位は本来の土地なし農民より更に

憩いものであった。

4、農民経済の悪化とデサ内諸階層

以上に述べてきたように、恐慌期、スラバヤでは土地占有農民は一般に貧困

化し、高利貸の支配がますます深まったのであるが、このことをデサを構成す

る諸階層との関連でいま少し検討し、その意味を考えてみたい。

(1)デサ内の階層構造

この地域では水田の定期割替制共同占有形態に表現されるように、デサの結

合が極めて強いのが特徴であるo　そしてデサの農民の中には土地占看を軸にし

て、 (a)水田占有者、 (b)屋敷地のみの占有者、 (C)他人の屋敷地に家のみを持つ

者、(d)他人の家に寄寓する者という階層差があった(a)は単にgogoKシドアル

ジョ)、あるいはgogoトkentjeng(モジョケルト、ジョンバン)、(b)はanggoeran

(シドアルジョ)、 setengah-gogol(モジョケルト、ジョンパン)と呼ばれるのが

普通であったが、これら2階層は植民地政庁の謀する諸義務を負担し、デサ首

長の選挙権を看していたo　これに対して(C)はシドアルジヨではnoempang-kara

ngあるいはkarangkopek、 (d)はnoesoepと呼ばれ、一般に選挙権はなかったが、

諸義務負担も臨時の労役にかりだされることだけに限定されていた【RED 434;

475~476]シドアルジヨではこれらのうち、 (a)-(c)は行政上はgogol no.1 n0

3として区分されたが、 1930年代半ばの各郡毎の構成比は4-15表に示される通り
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であるo　県全体で農民の約半数が水田占有者ということになるが、10)この層が

デサ内での相対的富裕層であった。

これらの諸階層は基本的に固定していたといってよい。シドアルジョではgo

gol n0.1が死去あるいは引退した場合、その水田持分継承権は第1に彼の成人

した息子あるいは義理の息子にあり、それが不在の場合には兄弟にある。両方

ともいない場合には、最も年長の労働可能なanggoeranに与えられるのが普通で

あったo　この場合、水田持分を分割して継承することはなく、また、シドアル

ジョでは1910年代初め、多数のデサで行政当局の奨励によって水田持分が1㍍ウ

に達しないデサでは新たな持分保有者を認めないことが決められた。こうして、

この県ではgogol n0.1の数が増加し、そのことによって共同占有水田持分が縮

小することはなく、平均してi;vウ前後の面積であるという状態が続いてきたH

bid.:456 457'モジョケルト、ジョンパンでも同様に、 gogol-kentjengの数を

固定することによって持分の細分化を防いできた[MvO Modjokert0 1931]した

がって、非水田占有者が水田占有者に上昇する機会は極めて限定されていた。

また水田占有者の中には先に見たいくつかの例に示されるように何らかの原

因で富裕になるものがいたことは事実であるが、水田持分の売却は禁止されて

いたのでデサ内で大規模な土地集積が生じることは基本的になく、彼らの中に

大規模な階層分化が発生することはなかったといってよい。したがって、デサ

内で最も経済的に優位に立っのは、この階層から選ばれるデサ首長を初めとし

た村落支配層であった。デサ首長は形式的には選挙によって選出されるのであ

るが、 4-16表に示されるシドアルジョ県のデサ首長の勤務年数から明らかなよ

うに長期にわたって在職する者も多く、事実上、特定の家系によって占められ、

彼らがデサ内の有力層を形成してきた11)その職務上の収入分布は4-17表に

示される通りであるが、この地域ではスラバヤ県を除いて豊かな者が相対的に

多いことがわかるo　これらの収入の内訳についてはデータの得られたシドアル

ジョ県の例を4-18表に掲げたが、ここから明きらかなように、収入の中では職

田収入が最も大きな部分を占める。職田面積の上限は1914年11月7日の理事命令

no.60/13aでio/rウと定められたが、県南352デサ申、職田がないのは了デサにす

ぎず、 30年代後半期、デサ役人全体の職田面積を併せると全県で5,088Jドゥ、水

田面積の11%を占めた。これらは一般に良田であり、滅多に凶作は起こらなかっ

た[RED:444,460; Soekasno 1938:296]そして、第2章で述べたようにこれら

の職田もほとんどが糖業へ貸し出されていたが、それはその相対的な広大さと

地味のよさによってデサ首長に通常の水田持分貸出し以上の収入を保証するも

のであった。

デサ首長の収入で次に多いのは地税などの徴税手数料であるが、当時、デサ
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首長は徴収した税の8%を手数料として受け取ることができた。更に付け加えて

おくべきことは、この表に掲示される以外の職務収入として糖業への土地貸出

しの際の手数料が多いことであり、例えばデサSifliogiran(Krian郡)ではf350、

全収入の23.5%、テ㌣ Trosobo(Tainan郡)ではf180、全収入の16.2%に達する[RED

:444]この地域では糖業がこうした形を通しても、デサ首長の富裕化に貴献し

てきたのであったo　これに加えて、表の「f900未満デサ首長で個人収入により

十分富裕な者の比率→という項目に示されるように、デサ首長は職務上の収入

以外に様々な収入を得ていたo本章で述べてきたことでいえば、借地による事

実上の経営拡大が農業収入を高める確実な手段となる。こうして表の解説によ

れば、シドアルジョでは90%以上のデサ首長が十分な収入を得ていたという[RE
D:444],

以上のように、デサ内ではデサ首長を中心とする村落支配層が経済的には飛

び抜けて優位に立ち、デサ住民の半数を占める水田占有者層はそれ以下の層と

比べると相対的に収入が多かったが、その内部では比酎勺均一な階層であった

といってよいo　それではこうした構造は、恐慌によってどのように変化したの
であろうか。

(2)恐慌とデサ内階層

先ず、水田占有者層は、本節でこれまで述べてきたところから明らかなよう

に、基本的には層として没落したといってよいoデサの水田占有者全体が高利

貨の支配下に陥ることで土地を事実上喪失し、しかも水田占有に付随する諸義

務は残ることによってgogol no.2以下の経済的地位に転落したのである。そし

て逆に水田を持たない階層が、この時期に上昇したということも窺われない。

彼らもまた、糖業の栽培縮小によって労働機会を喪失し、現金収入の道を断た
れたのであった。

それでは、デサ首長を初めとする村落支配層の状況はどうであったか。たし

かに先に述べたように、 30年代にもシドアルジヨ県ではデサ首長の土地借入れ

が見られ、このことは彼らがそれを通して土地集積を事実上進めたことを意味

するものと考えられるが、 1933年11月の東ジャワ省知事の書簡に「全般的に悪

化した経済状況との関連で、近年、デサ首長の収入は大きく低下した。職田の

貸出しは現在ではあまり利益をもたらさず、またデサ住民の義酎勺な支払いの

集まり具合も悪いo更に、地税徴収手数料からの収入も大きく減少したが、こ

れは第1にかなりに達する恐慌減額のせいであり、第2には徴収に当たって滞

納が大きいからであるo 」 [Gouverneur OosトJava 1933b]とあり、また、スラ

バヤ州理事の35年の覚書では「現在、デサ首長とデサ役人にとっても困難な時

期であるo職田は十分な収入をもたらさず、住民はパンチェンを支払わず、糖
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業はもはや借地手数料(premie siti)とIobangを交付しない。融資の元手は枯渇

しているo　多くのデサ首長は貧窮化している. 」 [MvO Soerabaja 1935]と述べ

られるように、全体的な傾向としてはこの層もこの時期に窮乏化したと考えた

方がよいように思う。

先に見たように、デサ首長の最大の収入源は職田であったが、この地域では

そのほとんどが糖業に貸し付けられていたo　それゆえに、糖業の縮小がデサ首

長に対しても直接的な打撃となったのであった。加えて、糖業の栽培縮小はそ

れまでデサ首長の収入のかなりの部分を占めた土地貸出手数料にも影響を与え

るものであったO　このようにデサ首長は一般の土地占有者よりも一層糖業に対

する依存性が高かったが故に、その栽培縮小の影響はより深刻であったと考え

ることができるo　加えて、地税納入状況の悪化は、彼らの2番目に大きかった

収入源としての徴収手数料を直撃した0 1935年の財務部長官の書簡によれば、

ジャワ・マドゥラ全体でデサ首長が受け取ったこの手数料は1929年には約f270

万であったが、 32年にはf220万、 34年f180万、 36年にはf170万へと30 45%種減

少し、糖業地帯では特に徴税が困難であったという【Departement Financien 1

935　また、先に引いた史料にあるように、デサ内での様々な収入も住民の貧

困化のために徴収不能になったのであったo　こうして、デサ首長は糖業から返

還された職田を自ら経営することを余儀なくされるのであるが、それは「必要

に迫られて自作をしたり、分益小作に出しても、その収入はほとんど耕作コス

トやそこにかかる地税をカバーできるものではない」 [Gouverneur Oost-Java

1934]状態であった。

こうして、その収入源の大半を断たれたデサ首長は貧困化する。その結果、

第2章で述べたように、多くのデサ首長が糖業に対する運動で先頭に立っこと

になり、また、税金の横領が頻発し強盗団に加わるものさえ現れたと報告され

る12)また、彼らの多くが高利貨の支配下に入り、その手先として活動せざる

を得なかったのであった13)こうした状況に直面して東ジャワ省知事は34年8

月の総督宛書簡で職田の地税を免除することを提言しており[ibid.上14)また

植民地政庁は、 1936年、西、中、東ジャワ省知事に対して、デサ首長への財政

援助のためにそれぞれf80,000、 f80,000、 fl75,000を上限として支出する権限

を付与しているが[Besluit Gouverneur-Generaal 1936]、これらのことに状況

の深刻さが表されているのである。

以上要するに、この地域では恐慌の影響を受けてデサ内の全階層が貧困化し

没落したのであったo　そしてそれは、精業の経営に適合的な定期割替制共同占

有という土地所有形態が維持されたために、デサ内の階層構造が固定しており

土地占有者の占有面積が一定であったこと、しかも基本的には全ての土地が糖
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業へ貸し出されていたために、唯一可能であった借地による経営拡大の道も極

めて限定されざるを得なかったこと、相対的に広大な土地を経営するデサ首長

の場合も同様に糖業への貸出しによって、経営的な優位に立つことができなか

ったという、この地域のデサの社会経済構造の特質に規定されるものであった。

言い換えれば、糖業への依存性が極めて高かったこの地域の農村社会経済が、

突然の状況変化に対して、その依存性の高さのゆえに新しいものを生み出せな

かったことを意味しているo結局、この地域の農村経済は糖業に代わる当面の

現金獲得の場として、高利貸を選択する他なかった。この結果、高利貨による

事実上の土地集積が進むことになったo　ここでは、それまでの社会経済構造が

そのままの状態で、高利貸支配の下に陥っていくことになったのである。

おわりに

以上に述べてきたことをまとめれば、次のようになろう。スラバヤの農民経

済は、糖業への依存が強く、また自らの農業を通しても深く世界市場の動向と

かかわってきたo　こうした構造の結果、恐慌の影響は農民経済を直撃し、農民

の中には深刻な現金不足-費匪HLが広がることになり、そのことは既に恐慌前

の時期から見られた高利貸による支配をより削とさせたO　こうしてこの地域の

土地占有農民は、定期割曹制共同占有という水田所有形態にもかかわらずその

土地所有を事実上喪失し、また村落支配層も基本的にはその経済的な地位が低

下したのであったo　スラバヤの農民層分解は、デサぐるみの下降分解という形
をとったのである。

こうした状況は、村落内での土地占有者と非占有者との間の経済的な格差を

縮小させたと考えられ、デサ内ではあたかもギアツのいう「貧困の共有」の過

程がこの時期に進行したかの如き印象を与える。しかし、視野をデサの外部に

まで及ぼすならば、既に見てきたように全体として没落するデサ住民の対極に

は、農民の現金不足を利用して広大な土地を事実上集積した村外高利貸が存在

したのであったo　この意味では、世界恐慌は階層分化を押し進めたといってよ

いのであって、スラバヤ農村は決してこの時期に「貧困の共有」によって恐慌

に対応したのではなかったのである。
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第　4　草　　　書主

1)スカスノによれば、 1930年データではスラバヤ市に住むシドアルジョ県生

まれの移住者は13,505人であり、これはバンカラン(Bangkalan)県出身者の

20,767人に次ぐものであった[Soekasno 1938:292],

2)デサ銀行(desabank)は庶民金融銀行(volkscredietbank)、籾の貸付を行う

デサ・ルンプンとともに、オランダ植民地政庁の手で整備された金融機関で

あるo　これらの前身は様々であるが、 1904年に政庁によって管理下に置かれ

るようになって以降、組織の整備が進められた。この内、デサ銀行はデサ住

民を対象にして小額貸付を行うことを目的とし、 1934年現在の数字ではジャ

ワ・マドゥラで6,284行、外領では457行が営業していた。他方、庶民金融銀

行はジャワでは原則として各県(regentschap)に1行設置され、一般的にはデ

サ銀行より大口の貸付を行った。これらについての詳細は、 "Volkscrediet

wezen"(Encyclopaediavol.4):605 608、 Cramer 1929　などを参照0

3) kemis-kliwonは、ジャワ独特の日の数え方であるO　ジャワには7日を1週

間とする普通の曜日とともに、 5日で一巡する「市の立つ日(dina pasaran)」

と呼ばれる日の数え方がある。両者を組み合わせると35日で一巡するが、ジ

ャワでは年月日の他にこの2つの組み合わせで日を表すことが行われる。

kemisは7日1週間の木曜日、 kliwonは5日1過の5番目の目である。

4)このようなデサ銀行とデサルンブンの対照的な動向は、基本的には貨幣縫

清の発展に規定されたものであった。こうした点についての詳細は、さしあ

たりCramer 1929　を参照.

5)この糖業が地税を払い込む方式は、 30年代には政庁によって禁止された

[Soekasno 1938:334],

6)デサ銀行の管理運営を担う運営委員会にはデサ首長が加わり、残りの委員

は融資を認められた者によって選出されたという。これについて詳しくは

Cramer 1929:48　を参照。

7) "idjon"というのは本来、生育中の作物に対する前貸しを意味する言葉で

あり、ここでのこの用法は正確ではない。

8) tjawisan desaとは、文字透りには「デサの用意されたもの」の意味であ

るが、デサの共通の支出に備えて用意された水田であると考えられる。

9)なお、土地が期限通りに提供できない場合には「補償」が要求された。例

えば、子村(doekoeh)Betjirokoelonの48人のゴゴルはそれぞれ350ル-杏)1シ・

Aに貸し出したが、この内の10人は土地の提供が8月ではなく10月になった

ので貸出面積は390ルーに増加したl/rウを貸し出したPaT　は、同じ理由から
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1)ドゥ40ルーを提供しなければならなかったが、持,分面積は1.001/ドゥしかなかっ

たので不足分を同じデサの住民から借り入れてこれに充てたという[Soekas

no 1938:329]

10)ただし、 gogoln0.2には沿岸のデサ以外のところで世襲的個人占有地を

持つ者も含まれる[Soekasno 1938:293]が、この県の土地所有形態から考え

るとごく僅かであったと考えてよい。

ll)村落首長の選挙に関しては、植村1990　を参照。

12)例えば、 1933"34年にジョンパン県では合計76名、シドアルジョ県では36

名のデサ首長が地税を横領して罷免され、またシドアルジョ県では7名のデ

サ首長が強盗短日こ加わりバニュワンギ県での襲撃を組織した、さらに偽金作

りを行う者がいたなどと報告される[MvO Soerabaja 1935;Gouverneur Oost

-Java 1934]

13)こうしたことの事例は既にいくつか上げたが、他にもシドアルジョ県の

テeサGelangの首長は高利貨のげB　に屋敷地をf300で売却し、月にf20を払

って住み続けることを認められており、この結果、毎年の土地割香の際、最

上地をこの高利貨に割り当てたという例も報告される【Soekasno 1938:338]

14)もっともこの提案は酉ジャワ省、中ジャワ省知事の反対に遭い、東ジャワ

省知事は35年8月25日付け内務部長官宛書簡で撒回した[Gouverneur Oosト

Java 1936】。
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第　5　章　　世界恐一院と　ブスキ糖業

本章の課題臥　この地域における糖業の経常の特色を明らかにし、それが世

界恐慌に対してどのような対策をとったか、そしてそれに対して住民側がどの

ような反応を示したかを検討することであるo　以下、先ずこの地域で糖業がど

のように展開してきたか、 30年代初めにおいて理事州内で糖業はどこに立地し

ており、地域経済とどのように関わっていたかを検討することから始めたい。

第1節　ブスキにおける糖業の分布状況

ブスキにおける砂糖黍の栽培もスラバヤと同様に強制栽培制度下で開始され

たが、糖業地帯としての本格的開発は比較的遅く、「自由主義政策」期以降のこ

とであったo　しかし、ト1表に示されるようにその後の拡大は著しく、ピーク時

の1920年代末の栽培面積は強制栽培制度期の10倍以上に達したOユ)

さて理事州内における糖業の分布状況を見ると、当初からパナルカン県に集

中していたが、 1930年代にもやはりパナルカン県に6製糖工場と最も集中し、

ボンドウオソ県に2工場、ジュンプル県に3工場、バニュワンギ県には1工場

存在するo先に第2章で検討したスラバヤの場合と比較すると、全体に糖業数

は少なく、また地域的な遍在の度合いも高いといえよう。これらの糖業の栽培

は基本的には製糖工場立地県で行われるが、パナルカン県のAsembagoes、 Pand

ji、Oleanは恐慌前のいわゆる通常年においてはボンドウオソ県でそれぞれ79ha、

125ha、 65ha、ポンドウオソ県のPradjekanはパナルカン県でIlhaと、若干の糖

業は他県でも栽培を展開していた[Rapport grondhuurcontracten 1935]なお

これ以外に、隣のマラン理事州ルマジャン県に立地するDjatiroto糖業がジュン

プル県で大規模に栽培を行っていた。

きて、栽培縮小前の通常年には、各県毎にどれだけの砂糖黍栽培が行われてい

たのであろうか0　5-1表から窺えるのはバニュワンギ県の817haのみだが、残る

3県については1936年2月の政庁経済部(Departement van Economische Zaken)

の総督宛報告書に数字が見え、パナルカン県5,786ha、ボンドウオソ県2,467ha、

ジュンブル県6,449haである　Economische Zaken 1936]

こうした糖業の展開が各県の農民経済にどれほどの意味を持っていたかのイ

メ-ジを掴むために、砂糖黍栽培面積が水田面積、耕地面積に占める比率を計
算してみよう。

パナルカン県ではJ-8表によると水田面積は22,641ha,耕地面積は67,489haで

あるから、糖業の栽培はそれぞれに対して25.6%, 8.6%を占めるO栽培がすべて
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三年輪作法で行われると仮定すれば借地面積は栽培面積の3倍となり、県内の水

田の77%近くが糖業に貸し出されていることになる。この県については更に細か

く郡毎の数字が得られる　5-2表は各糖業の郡毎の栽培面積を示したものである

が、通常年の1930/31年栽培では、 Sitoebondo郡で30%、 Panaroekan郡で26%、 B

esoeki郡で19%の水田に砂糖黍が栽培されており、したがって各郡の借地面積は

それぞれ水田の90%、78%、 57%を占める0　本表にデータがないSoemberwaroe郡に

ついては県全体の通常栽培面積5,786haから3郡の栽培面積合計4,423haを引く

とl,363haという数字が得られ、水田面積の約29%に当たる。ここでは水田の90

%近くが糖業に貸し出されていることになる。こうして見ると、この県の農民経

済の糖菜に対する依存度は、スラバヤほどではないにしろかなり高いといって
よい。

ポンドウオソ県の場合には、水田面積24,639ha,耕地面積75,802haであり、

比率はそれぞれ10.0%、3.3%であるo　この県では水田の30%が精美に貸し出されて
いることになる。

ジュンブル県では水田面積68,759ha、耕地面積143,962ha、比率はそれぞれ

9.4%、4.5%である。ただし、この県では砂糖黍栽培が実施されるのはTanggoel、

Poeger、 Woeloehan3郡のみであり、 5-3表の「本来の栽培予定面積」欄の数字か

ら計算すると、通常年の栽培面積はTanggoel郡l,534ha、 Poeger郡4,758ha、 Wo

eloehan郡l,043haであり、各郡の対水田面積比は12.7%、 36.8%、 10.9%となる。

特にPoeger郡で、砂糖黍栽培が大きな意味を持っていることがわかる。

バニュワンギ県では水田面積36,940ha、耕地面積99,432ha、比率はそれぞれ

2.2%、 0.8%と低く、借地は水田の6%程度にすぎない。

次に、 5-4表から糖業で働く労働者数を見ると、やはりパナルカン県が最も多

く、有職者人口比でみても12削訣上がこれに関係し、またこれ以外のヨーロッパ

資本の農園はないことがわかる。これに対して、ジュンブル県でも糖業労働者

数はかなり多いが有職者人口比は低く、ここでは「糖業以外の非原住民栽培」

で働く労働者の方が多いo　ボンドウオソ県では、糖業労働者数は多くはないが、

比率はジュンブルより高い。ただし、それ以外の「非原住民栽培」労働者とは

ぼ括抗している。バニュワンギ県では労働者数、比率ともに小さい。

以上要するに、ブスキにおける糖業は特にパナルカン県において大きな影響

を農民経済に与えてきたといえよう。次章で述べるように、この県ではもう1

つの世界市場向け栽培である煙草栽培はほとんど行われておらず、典型的な糖

業地帯であるといってよい。これに対して、ポンドウオソ県の場合には煙草栽

培もかなり行われており、両者の混合地域である。ジュンブル県では、糖業は

歴史も浅く、特定の郡に集中しており、それ以外の地域では後述のように煙草
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栽培が中心であるo　また、バニュワンギ県では糖業の意義は小さい0

第2節　ブスキ糖業の栽培の特色

1、倍地方法の特徴

この地域でも糖業は基本的には住民の水田を借地することで栽培用地を確保

してきたが、 2)この場合、借地契約の締結は、個々の土地占有者と個別に行わ

れたo　この点はデサぐるみの集合一括契約が大半であったスラバヤの場合と対

照的であるo　契約期間に関しては、 30年代初めまでの時期には21年半の長期契

約が一般的であり、他に追加的に単年契約が結ばれていた。恐慌前の時期の借

地料は、長期契約の場合はその時期に有効であった最低借地料基準によって定

められ、単年契約の場合は土地の肥沃度によって差があったが、栽培年(18ケ月)

当たりの最大でflOO/Jドゥであった[MvO Bondowoso 1931:33~34]。

借地方式が以上のようだったので、糖業の土地確保に際してのデサの役割も

スラバヤとはかなり異なっていた。この地域でも強制栽培から自由栽培への移

行期には一般に仲介者としてデサ首長を動員し仲介手数料を交付してきたので

あるが、それに加えてその上位に位置する郡長の権威を利用することもしばし

ばなされてきたo　しかしながら、こうした方式は1895年借地令改訂によって12

年契約が締結されるようになると次第に取られなくなり、以降、デサ首長は借地

そのものにはほとんどタッチすることがなくなるのである[植村1983a:2940]

こうしたスラバヤとの差は、この地域の水田所有形態が世襲的個人占有であり、

デサ首長の社会的地位がスラバヤのようには高くないということに原因が求め
られよう。3)

2、栽培方法の特徴　-　Wrnginanom糖業の1936/37年栽培の事例

このようにして確保した栽培用地上での栽培の仕方を見ると、この地域では

20世紀初めまでは三年輪作法の他に二年輪作や四年輪作も行われていたが、 30

年代初めまでには三年輪作法に統一されたと考えられる。4)また、レイノソ法

の採用もかなり遅くになってからであったし、5)スラバヤでは常に土地貸出農

民との間での紛糾の種となってきた貸出前の水田における早稲栽培義務付けも

ほとんど行われてこなかった[植村1983a:15~17]

さて、以下、 30年代におけるこの地域での砂糖黍栽培の様子を具体的に見る
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ために、パナルカン県に立地するWringinanoin糖業の1936/37年栽培を詳しく眺

めてみようo　この糖業は、 5-5表に示されるように1920年代後半には900 1,000

haの栽培を実施してきたが、 31年の栽培から生産制限に入り、 32年から34年ま

では栽培を停止、 35年から再開しているo　借地契約は表示のように20年代後半

から21年半長期契約が基本となり、補助的に単年契約を実施している。
[栽培用地の確保]

この年、同糖業は最終的には850haの栽培を実施したが、この栽培面積の決定

は糖業を取り巻く状況がなお不安定であったため遅れ、借地契約にもとづく土

地貸出者への栽培実施通告期限の1935年末には未定であった。このため、同糖

業では栽培面積の下限を暫定的に700haと設定し、これ以上の拡大も想定して栽

培用地の確保に努めたo　すなわち、この時点での長期借地面積は673.2haにすぎ

なかったので、不足分を次のような方式の単年借地で補うことにし、 10月より

実施したo　すなわち借地料は1J2等地f40//¥すり、その他はf35/八つりこ設定され、

支払いは2回に分け、先ずf7.5を支払い、借入部分の不使用が1月中に貸出者に

通告される場合、これは不使用補償として交付される。通告が遅れる場合、補

償額はf2.5/月づつ引き上げられるo　糖業は土地不使用を一方的に通告でき、こ

の場合に借地料全額支払義務はないo　土地が使用される場合には、先払された

補償額は、第2回目の支払いの際に借地料から差し引かれる。このように、同

糖業は栽培面積の増減に対応可能な方式をとろうとしたのであった。

この後の単年借地の進展を見ると、ラマダン月明け(Inlandsche Nieuwjaar:

この年は12月27日)までに約108.9haの借入れが行われたが、その後は土地所有

者側の貸出意欲低下のため交渉は停滞し、 36年1月21日付けの本社宛の書簡の段

階でも110.7haにすぎなかったo　しかも、この書簡によればこの内の63.lhaは上

に述べたような支払方式によるものではなく、借地料一括払いにより借り入れ

られたものであった。このことは、土地貸出農民が不利な条件での土地貸出し

に抵抗したことを意味しているO　この書簡で工場側は本社に対して今後は一括

払い方式によって借入れを行うということを表明しているが、それはこうした

状況を踏まえたものと考えられるo　これ以降の単年借地が実際にどのような形

で行なわれたかは不祥であるが、 3月前半には必要な面積が確保されることにな
った。6)

次にこうして借り入れられた土地が実際にはいつ糖業側に引き渡されたかを

見よう　5-6表の左端の「栽培用地確保」欄はその進捗状況を示している。これに

よると最初の用地確保は3月前半期であるが、表註に示したように、この年には

これ以外に50haを休閑借りしており、7)その部分は既に2月に確保されている。

この他にも、この年、この糖業は早期の土地提供に対する割増金制度を復活し
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て土地の早期確保に努めたのであるが、8)予定した栽培用地の全てが確保され

たのは例年よりも遅い6月前半期であったo　この結果について年次報告書は期待

通りには順調でなかったと述べ[Jaarverslag WA 1936:71]、また栽培報告は土地

引渡しに不規則性が目立ち、このため後の造成作業に支障が出たと指摘してい

る【Aanplantrapport no.6, 31 Maart no.9, 15 Mei]この遅れの原因につい

ては、 1936/37年の栽培実施が確定しなかったために、土地貸出者は借地料全額

を受け取ることになるのか、それとも不使用補償を受け取ることになるのかが

わからず、このことが栽培予定地での水田耕作の迅速な進行を妨げることにな

ったこと、加えて1935年には乾季が長引き、稲作に利用できる淳概用水が常に

不十分であったことが上げられている[Jaarverslag WA 1935:47 48'

[栽培用地の造成]

こうして確保された土地は、 2月後半に先ず休閑借部分から、次いで3月初

旬以降は収穫済みの水田部分から、 A、 B、 Cの3区画に分けて砂糖黍栽培用

地に造成されていったo　造成作業は先ず、潅光・排水路を張り巡らすことから

始まるo水路には蕉園をめぐる環状水措(ring goten)、幹線水路(hoofd goten)、

小水路(kleine goten)の別があり、深さは70cm、水路間の間隔は幹線水箱が通

常の土地で100m、湿気の多い土地で50m、小水指は10.45mであった。湿気の多い

土地部分には、植溝(geul)2 3本毎にそれと同方向に追加の小水路を掘り、更に

植溝の真ん中を横切る小水路を追加して、乾燥を促進した。この作業に少し遅

れて、植溝の造成が始まるO植溝は長さ10m、幅40cm、深さ25cmであるが、湿気

の多い部分では先述のように水路により長さを半分にした。この作業は1本当

り1・5セントの出来高払いであるo　掘られた植溝は再度鍬入れをして土を細かく砕

き(loswerken)、十分に通気させるため約2週間放置する。この後、通常の土地

は植床が地表面から25cra、乾燥の激しい土地では30cm、湿った土地では15cmの

深さになるように、また非常に湿った土地に関してはほぼ地表面にまで溝の両

側に積み上げた土が埋め戻されるo　こうして、作付準備は7月下旬には全て終了

した[ibid. 1936:71~73],

[作付]

作付は、造成が義も早く済んだ休閑借部分から　3月の下旬に開始され、造成

完了部分から順次行なわれ7月後半に終了した。この年には先に述べたような

土地提供の不規則きのため作業ペースは最初のうちは1日7ha未満と上がらず、

この結果、作付最適月の4-5月の作付面積は約半分にすぎなかったが、後にはよ

り多くの土地が使用可能になり12haを越えたo　作業の手順は、前日に植溝に清

水し、雑草を取り除いて苗を植え、直後に小量の潅水を実施する形で進められ

たo　この場合、潅水は水路から人手で水を汲み上げて実施されたが、労働力不
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足のため、作付期後半には前日に植溝に水路から直接注水する方法が採用され

たo　この後、枯死した苗を取り除き、新しい苗に代える補植作業を経て作付は

8月にすべて終了した[ibid∴73~74] 9)

【栽培の維持・管理]

この後、砂糖黍の首は生育期に入るが、この時期の主要な作業は、施肥、培

土(苗の生長に応じて植清の両側に積み上げられていた土を根元に被せる)、濯

水、除草などであるo施肥は硫安を主とし、時期をずらせ2回行なう。第1回

施肥の直後に小量の土をかぶせ、この後、第2回施肥の数日後に第1回培土が

行なわれるo　この糖業では一般に生育日数45-50日ごろに第1回培土を、 60 65

日ごろに第2臥90日ごろに第3回、 120日ごろに最終培土を実施し、この年の

培土は11月中旬には実質的に終了した。

生育期の砂糖黍への潅酎ま、植溝に水路から直接給水して行なう　Panaroek

an郡での給水原則は昼間は砂糖黍に、夜間は住民農業に給水する昼夜給水法で

あり、リンギンアノム糖業は通常時には午前7時から午後3時まで給水を受けた

が、水田の耕作が始まる11月11日以降の給水時間は11時-4時へと短縮され、 12

月10日以降はほぼすべての水が住民栽培に回され、糖業は潅概の必要な苗園を

除き特別の申請をしないと給水を受けられなかった[ibid.:85;

[収穫に向けての準備]

以上のように栽培作業の重要部分はほぼ11月中旬に終了し、後は成熟を待っ

て収穫するのみとなるo　そのための準備作業として、 9月後半から先ず砂糖黍の

高さの測定が始められるo　この糖業のこの年の栽培品種は2878P.0.J.、 2967P.

O.J.の　2種類であったが、 9月30日の栽培報告では両者ともに120cmであったo

生育は順調で12月末の栽培報告では323cm、最終の測定結果が報告された3月31

日の栽培報告では前者は437ci、後者は429cmに達した。 4月初めからは成熟度調

査(含糖量などのサンプル測定と葉の色の観察)が開始される。この年、砂糖

黍の生育終了の最初の兆・候は2月の前半に乾燥が最も進んだ蕉園周縁部で観察さ

れ、その後、成熟現象は着実に増加していったが、 4-5月に雨が多かったため前

年に比べかなり遅れがみられ[ibid∴21]、収穫開始のメドがたったのは5月末で

あったo　こうして、 6月19日、例年よりかなり遅れて収穫が開始された10)

[収穫]

収穫は最も早く作付けられた区画から着手され、次いで乾燥の進んだ周縁部

及び失火を減らすため線路沿いの部分が6月中に刈り取られた[Aanplantrappo

rt 1937, no.12]収穫に従事したのは、工場周辺に住むflの前払金で契約され

た収穫労働者719名と、年来の慣例であったサブディ島からの輸入労働者241名

(彼らは旅費25セント、食費10セン沌支給される)であるO収穫貸金は砂糖黍1キンタル当
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たり1・5セントの出来高払いであったが、状態の良い砂糖黍が輸送用貨車に38キンタル

奴上積載されている場合には、クーリーに5セント、収穫頭領には2セントの割増金

が支払われ、逆に正しく収穫されていない場合、収穫賃金は減額された。これ

らの貸金は、収穫目の翌朝、収穫監督の手で、その日の収穫割当の指示後に支

払われた[Jaarverslag WA 1937:147]収穫の進捗状況は、各半月毎の1日当たり

平均収穫面積を見ると6月後半期から順に5.0、 6.4、 6.4、 6.9、 7.1、 6.5、 6.6、

6・4、 6.Ohaであり、 6月後半期が際立って悪く、その後、増加して8月後半期に

ピークとなり、以降再び低下している。これは次のような事情による0　6月後半

期には労働者の中で病気が広がり、労働力供給が悪化した。 7月前半期には病人

数が減少し、作業にあたる収穫労働者の数も十分になったため収穫のペースは

上昇し、その後、 8月中までは収穫、輸送ともに順調に進んだが、 9月からは倒

れた砂糖黍の収穫が増加し、収穫画も次第に製糖工場から遠く離れたものにな

り、ペースは低下した[Aanplantrapport 1937, no.12~no.20]しかし、この年

の収穫は藷園火事が大規模に発生して妨げられるようなこともなく、ll) lha当

たり1,565キンタルの砂糖黍、 157.0キンケルの砂糖、台糖率(lha当たりの砂糖生産量÷

1ha当たりの砂糖黍収量×100)10.03という平均値を残して10月29日に終了した

【Jaarverslag WA 1937:147]
p

[砂糖黍の工場への輸送]　　　、′,

砂糖黍の工場への輸送卓 先ず蕉園から常設のトロッコ線路(総延長43kra)ま
′ノ

では取外し可能な臨時甲ノ線描を敷き、貨車を1対当りf5の前払金で契約された
ノ

合計56対の牛に引かせ/たo　そこから工場までは合計6台の蒸気機関車が牽引し、

敷地内では、砂糖黍IJ&下し施設まで運ぶのに昼間、夜間それぞれ。対の牛が牽

引力として利用された。これらの線路は、収穫期を通して、毎日3名の頭領と1

5名のクーリーの手で点検され、また線描の布設・取外しには12名の頭領と48名

のクーリーがあたったO

輸送用貨車は12クついフつこ分けられ、加工速度及び未加工の収穫済み砂糖黍量

を勘案して決められた当日収穫量に合わせ、大半が早朝　6時に収穫園へ配車さ

れ午後1時まで使用された。配車の遅れた貨車には積込みはなされたが、一杯に

積むためその日には工場へ牽引せず、翌朝一番に空の貨車を引いてきた機関車

で工場へ運ばれた。使用された貨車は累計36,978両、 1日当たり307両弱であっ

た[ibid∴148~149],

3、労働力不足問題

さて、 5-6表に示したように、糖業の農園作業では蕉囲造成作業に特に大量の
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労働力が投入され、 Wringinanom糖業の場合、作付作業と合わせるとピークの4

月後半~5月後半期には1日当たり2,500名を越えているo　こうした労働力は、ス

ラバヤの糖業の場合には先述したように基本的には近隣デサの住民から供給さ

れてきたのであるが、この糖業の場合には既に示されたようにサブディ島から

労働者を輸入することが慣例化していることが注目される。また、この糖業は

収穫労働者に関しても、毎年、サブディ島から受け入れており、更に1926年糖

の収穫からは近隣出身の契約収穫労働者に対して前払金を交付して労働者の交

替と減少を可能な限り抑えることによって[ibid.1926:38]、収穫労働力の安定

供給に努めているo　このようにこの糖業では、労働力を如何に確保するかとい

うことは常に深刻な問題であった.この年のその状況について、年次報告書は

大要次の通り述べている。

労働者の出は前年よりは改善きれたが十分ではなく、常にその確保のため

に大きな努力が払われたが、その中では労働力輸入が大きな部分を占めた。

3~4月は、天候不順、デサ地の再クラス分けのために労働者の出は悪かった。

5月に入ると天候が回復し若干の改善が見られたが、その後、労働者の中に

多数のインフルエンザ、マラリアの患者が発生、更に稲収穫後、恒例のデサ

の祝祭、結婚式などにより労働者の出は目に見えて悪化、 7月後半以降は概

して良好になったが、常に労働者供給に多くの注意が払われた。

[ibid.1936:72]

こうした結-栄、栽培報告によれば造成作業の遅れ(4月後半、 6月前半)[Aanpl

antrapport 1936, no.8、 no.11]、培土の遅れ(A区画、 8月前半)[ibid.,no.15]

といった状況も現れた。このように、この糖業は労働力輸入を中心にして労働

者の確保に努めたにもかかわらず、常にそれは不足気味であり、それが作業の

円滑な進行を妨げているのである。そしてこのような状況は、この年に限った

ことではない。この糖業の年次報告は毎年「労働力」という項目の記事を載せ

ているが、それによると毎年、労働力供給状況の悪さが作業の遅れの原因とな

ったことが報告されているI2)

こうして見ると、この糖業における労働力不足は構造的な性格のものであっ

た。そして、このことはこの糖業だけではなくブスキ糖業に共通する問題であ

ったo　パナルカン県では、 「糖業の労働力は、 Besoeki郡では主に土地の住民か

ら供給される。蔓の他の郡ではかなりの数のサブディからの人々が、 4月から6

月の間、農園労働に従事する　Pandji糖業支配人ハルテヴェルト(Hartevelt)氏

によると、この時期にはクーリーの約1/41/3がサブディ出身者であるo　それ

以外に砂糖黍栽培で働くのは、土地占有者、非占有者両方であるO」[Onderzoek

Panaroekan 1932]、 「パナルカン県では十分な労働者がいないので、機械によ
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る土地耕作が適用され、農園作業のための労働者をマドゥラから連れてくる。」

[MvO Bondowoso 1931]とあるように、県外から季節労働者がやってくることが

恒常化していたo　ジュンプル県の場合には、 「毎年、数千人のマドゥラ人が対

岸から、糖業の繁忙期(suikercampagne)やコーヒーの摘果の時期に、本県の農

企業に仕事を求めにやってきて、仕事が終了するとすぐに故郷へ帰っていく。」

[MvO Bondowoso 1931]のであるが、 「この地域で操業する糖業は住民の労働機会

になっていないo」「工場内作業も農園作業も『輸入民』で満足せざるを得ない。

だから、この現金収入源から利益を得るのは、この埠人民だけである。」[Onder

zoek Djember 1932]と指摘されるように、労働力の大半を輸入に頼っており、

糖業の労働力不足はパナルカン以上に深刻であったといえよう。そしてこのブ

スキ糖業の労働力不足状況は既に1910年代には見られ[植村1983a:17-18]、 30

年代後半期の報告に「ブスキ糖業は、ジュンプルの糖業とコーヒー農園を除い

ても毎年3,0004,000人(の栽培・収穫労働力)杏(サブデイとマドゥラから)輸入

している。 」[Notulen ASNI 1938]とあるように、一貫して続いたものであった。

このようにこの地域の糖業の労働力不足は構造的な問題であったが、その最

も基本的な要因は、序章で見たこの地域の人口の少なさに求められよう。外部

からの労働力輸入は、それを補うために不可欠であったといえる。

しかしながら、同時にまた恐慌が状況を更に惑イヒさせた点も見ておく必要が

あるように思われる　Wringinanom糖業の1935年の年次報告は1936年糖の栽培労

働者の不足の原因について、 (1)3年間の操業停止と、住民の中の現金不足とい

う状況に鑑みて労働力の供給は大きいと予想したが、住民は現金経済を最小限

にとどめており、現金獲得のための労働の緊急性は大きくなかった、 (2)糖業の

栽培縮小により以前よりも住民栽培が拡大し、多くの労働力が吸収された、 (3)

稲の収穫は良好であり食料事情がよいので、労働意欲が低下しているノという　3

点を挙げている[Jaarverslag WA 1935:21~22]。

いずれにせよ、この地域では労働力輸入によって初めて作業の円滑な進展が

可能であり、また、逆に労働者を輩出するマドゥラやその周辺の地域にとって

は、とりわけ乾燥の激しい乾季には格好の出稼ぎ先であったのである0

以上述べてきたように、この地域の糖業の栽培には、借地の方式が個別契約

であり、その際のデサ首長の果たす役割が相対的に小さいこと、労働力が不足

し輸入労働力に頼らざるを得ないという2つの点において、スラバヤの場合と

際立った違いがあったo　以下では、この内の特に前者の点をも踏まえながら、

この地域の糖業が恐慌に対してどのように対応したかを検討することにしたい。
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第3節　ブスキ糖業の恐慌対策

この地域の糖業も恐慌の影響を深刻に被ったが、それは何よりも砂糖の販売

停滞という形で現れることになる0　5-7表は1930年末から35年8月末までの時期

のWringinanom糖業の滞貨状況を一覧したものであるO　これによれば31年中ごろ

の滞貨は6,000袋程度だったが、その後、 31年産糖の収穫が進むにつれてその数

は11万袋あまりに増加したo　この砂糖は32年4月前半に約1万袋ほど掛けるが、

その後もその数はほとんど変わらず、それが減り始めるのはようやく32年末以

降のことであったo　しかし、 32年5月後半からは32年産糖がこれに加わり、この

滞貨は33年末まで変わらず34年に入って徐々に捌け始めることになるが、最終

的にゼロになるには1年以上を必要としたo　このように、この時期には前年産

の砂糖がほとんど捌けない内に新収穫の砂糖が滞貨として増加しており、した

がってこの糖業が32/33年-34/35年栽培を実施しなかったことが、滞貨の重圧を

減らすのに大きな役割を果たしたと考えられる○以上のような状況は、この地

域.の糖業に共通するものであったと考えられるが、それではこの地域の糖業は

これにどのように対応したのであろうかo　以下、経費節減策と栽培縮小に分け
て検討してみよう。

1、経費節減策

この地域の糖業が経費節減の実施を開始したのは既に20年代末からであった

が、本格化したのは30年以降であると思われる。いま、ジャワ糖業雇用者連合

(Java Suiker Werkgevend Bond)ボンドウオソ・ジュンブル支部から当時のボン

ドウオソ州理事に対して行われた報告を見ると、この地域の糖業は1930年、山

岳地域における砂糖黍挿し枝栽培(cultuur van suikerrietsteken)の大規模な

縮小を実施したo　更に、工場内労働者の給与、日当の引下げはどこでも見られ、

いくつかの糖業では職工(toekang)、書記、実験室職員の給与が10%引き下げら

れたo　また、クーリー賃金を引き下げた糖業もあったO　施設の建設や拡張は中

止され、多くの糖業では労働時間が半日に短縮され、 12月にはほとんどの期間

にわたり全く作業を中止した結果、職工は解雇は免れたものの給料が半減した

糖業もあったo農園作業でも、多くの糖業は同じ貸金でより多くの作業を負担

させること、例えば、請負作業を貸金引上げなしに増加させるなど、実質的な

労働強化によって経費節減を図ったという。更に、栽培作業を簡略化させるこ

とによって、 ha当たり20%ほどの経費節減を達成した糖業もあるという　Resi

dent Bondowoso 1931; Department BB 1931]
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こうした対策はその後の恐慌の深まりとともにますます強化されていくので

あるが、ここでは先ずそれがどの程度に行われたかを、ジュンブル県で操業す

るGoenoengsari、 Semboro、 Bedadoeng糖業のデータから見ておこう0　5-8表a~C

はこれら3糖業が関係する住民に支払った金額の1930/31年栽培から1932/33年

栽培までの時期の推移を一覧したものであるO　ここから借入面積1ha当たり支払

額の1930/31年"1931/32年の変化を見ると、 Goenoengsariは貸金でf163.8、 34.

8%の減、資材提供ではfl.2、 35.3%の減、総額ではf165.9、 27.3%の減であり、

Semboroの場合は貸金でf95.8、 21.9%の減、資材提供ではf2.3、 32.9%の減、総

額ではflOl.5、 17.5%の減、 Bedadoengでは賃金でf138.5、 31.7%の減、資材提供

ではf14.9、 93.1%の減、総額ではf97-9、 16.6%の減である。各糖業の経費節減

の大きさが窺われるが、特に貸金低下の比率の大きさが目につく。中でも、 「耕

作盈鹿-」の減り方が大きいのは、栽培面積がそれほど違わないことからすると、
弓遍clノ

賃金単価の引下げとともに、作業過程の簡素化によって雇用労働者数を減らし

たことによると推定される。また、 「原住民職員」賃金の減り方も極めて激しい

が、これは31年段階になると大規模な人員削減が行われたことを推測させる。

そして、当然のことであるが、栽培縮小が本格化する32/33年には、表から明ら

かなように住民に対する支払額は通常栽培時の1/10ほどに落ち込むのである。

次に、経費節減の具体的な中味についてWringinanom糖業の例を検討しておき

たいo　先ず、 1925/26年つ937/38年の栽培部門における経常費の変化を、 5-9表

により検討しよう。いま、これらを栽培縮小前の通常期(1925/26年~1930/31年)、

縮小期(1931/32年)、停止期(1932/33年"1934/35年)、再開期(1935/36年~1937/

38年)に分け各期の「合計」の平均を見ると、それぞれf674.96、 f567.94、 f66.01、

f278.46で、縮小期は通常期の84%、停止期は10%、再開期は41%であり、大規模

な経費削減の実施が窺われる。また、削減は大半の費目に関して縮小期に入る

以前から始まり、縮小期、再開期には一層進んでいる.ここでは、これらのう

ち、合計すれば栽培費のほぼ半分を占め、また農民経済との関わりが特に深い

「借地」と「耕作」に絞って更にその中味を具体的に考えてみたい13)

「借地」は借地料、土地早期提供促進のための割増金などからなり、先ず1926

/27年の上昇は、この年の栽培地に借地料が長期借地の2倍の単年借地が多いこ

と、栽培拡張に伴う新規借入地の借地料が高いこと、 12年半契約から21年半契

約への変更実施が原因である[Jaarverslag WA 1926:34; 1927:9]。 1929/30年の

高騰は、 21年半契約への変更と、異常に早い雨期入りにより栽培用地の早期撹

供が進み、割増金支払いが増加したためである[ibid.1930:9]停止期のこの項

目は栽培停止補償、後述する新契約への変更費用などからなる[ibid.1933:16:

1934:7; 1935:8]再開期の出費が小さいのは、新契約によって借地料が低
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下したことによるo　この時期の数字は生産制限に伴う出費を含み、これを控除

した部分は1935ノ36年の例でいうとf74.87にすぎない。この時期の漸減は、生産

制限に伴う出費が次第に減少することによるibid.1936:25; 1937:110; 1938:

33]このように、再開期の借地料は通常期と比べ大きく引き下げられたのであ

るが、この過程での様々な問題に関しては後述する。

「耕作」は通常期において耕作費に占める割合が最も高く、その節減は糖業に

とり極めて重要であったo　節減は1929/30年から始まり、全般的に支出が厳しく

管理制限され[ibid.1930:9]、再開期には「様々な仕事の単価を非常に低く設定

して」 [ibid.1936:25]出費の削減が計られた。例えば、この糖業は栽培再開に

備えて1932年9月に1933/34年栽培のための予算を作成し、その中では植溝造成

貸金は1本当り2・5セントに設定されていたが[Confidentiee1 1932, no.84〕、 1936

/37年栽培では更に1・5セントにまで引き下げられた。このように、各作業の出来高

払い貸金が引き下げられたのである。

さて、 「耕作」費節減のいまひとつの内容は、農園作業従事労働者数の削減で

あったと思われる　5-10表は1925/26年~1937/38年の農園作業従事クーリー数

(ha当たり)を概観したものである.このデータでは、栽培年によってどの作業

までカウントするかという基準が異なっており、したがって累計を単純に比較

することはできないが、基準が同じ年度を比較すれば、 1925/26年1926/27年、

1927/28年1928/29年に増加、 1929/30年1931/32年には減少しており、ク-リ

ー数は1928/29年あるいは1929/30年までは増加傾向にあり、その後、減少した

と推定できる。さて、再開期のクーリー数は表註にあるように造成クーリーと

作付クーリーのみの合計数であるので、これと通常期、縮小期の作付終了まで

のクーリー数を比較してみようO　いま、件付終了が月末頃であった1925/26年

(8月末)、 1928/29年(7月末)、 1930/31年(7月末)、 1931/32年(7月末)を取り上げ、

各年のその時期までのクーリー数合計を計算すると、それぞれ419.5、 519.4、

521.0、 494.4という数字が得られる。ここには濯粧、施肥、培土などに従事し

た労働者も含まれると思われるが、この時期に最大の労働力を要するのは造成、

作付作業であり、大半がそのためのクーリーであると見てよい。したがって、

ここから見ると、再開期には労働者数が極めて大きく削減されたと判断できよ

う。

こうした人員削減の背景には、次のような作業内容の変更があったO　最も大

きく変わったのが栽培用地の造成方法であ′る1931年の年次報告書によると、

近年の通常の植溝は長さ8mであり、 1931/32年にも78.5%がこの長さで掘られた

が、 「経費節減との関連で、次年度から普通の土地での作付のために植溝の長さ

を10mにしても、困難や損失はない。こうすれば、水路網造成コストがかなり節
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減できよう。 」と述べられ【Jaarverslag WA 1931:40]、水路数を減らすことによ

るコスト削減が意図きれていることがわかる。こうして、再開期には前節で述

べたような長さ10mの植溝に統一されたのであったo　これに伴って小水路の中心

間隔は従来の8mから10・5mに広がり、幹線水路も83.33mから100m間隔となった

[ibid.1936:85;水路は、 1931/32年までは作付の前後2回に分けて掘っていた

が[ibid.1931:50]、再開期には最初から目標の深さ全部を掘り、深さ自体も浅

くなり【ibid.1936:85]、省力化が計られた。また、乾燥のきつい区画では1931

/32年から幅25cmの狭い植溝の造成を行ない、従来と比べて造成費を半分で済ま

せた【ibid. 1931:40]この他、栽培の維持・管理においても、 1931/32年には

「耕作費削減との関連で、栽培の清潔維持は必要最小限に留められた」のである

[ibid∴42]

次に、砂糖黍の収穫・輸送について検討しよう　5-11表は、収穫・輸送費を

一覧したものであるO　ここから直ちにわかるのは、縮小期以降の総額の著しい

減少であり、また、コストの高い牛車による輸送は次第により安価な貨車輸送

に代えられる傾向にある。 5-12表は、これらのうちの主な費目の動向を示して

いるo　先ず、最も額が大きい収穫貸金は1928/29年の総額を100とすれば、 1929

/30年以降の年はそれぞれ90、 84、 40、 26、 25、 29と、特に縮小以降の下がり方

が激しいo　この原因は、この表の「キンタル当たり」に示されるように収穫単価の引

下げにある。14)収穫に関していま-つ述べておくべきことは労働者数の変化で

あ.り、 5-13表に示した如く減少の一途を辿っている。いま、収穫砂糖黍重量を

収穫労働者数合計と収穫日数(ただし、これについてはデータが得られなかった

のでこれとほぼ同じ工場稼働目数で代用した)で割って1人の労働者の1日当た

り砂糖黍収穫量を概算してみると、表示のようにその数値は1928/29年から上昇

し、再開期には約2倍にまでなる。このことは、収穫労働の強度が、貸金の下

降にもかかわらず高まっていることを示しているo

次に、収穫割増金を見ると、 5-13表にあるように平均積載量は増加している

にもかかわらず、 5-12表のキンタル当たりの交付額はやはり下降傾向にある。その

原因は支払基準が厳しくなったことによる。例えば1928/29年には、積載量33~

35キンタルは20セント、 36 40キンタルは30セント、 41キンタル以上には40セントが交付されていたの

であるが[ibid.1930:43]、年々最低積載基準の引上げ、交付額の引下げがなさ

れ、縮小期の1931/32年には38~45キンケルが10セント、 46キンケル以上で15セントを労働者に

交付し、 37キンタル以上の場合に頭領に対して3セント交付することになった[ibid.19

32:52],再開期になると、先に述べたように38キンタル以上の場合に労働者に5セント、

頭領に2セント渡すことに変更された。

輸送関係の費目も総額の減少は著しいが、これらの各項における貸金等住民
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への支払額は不詳である。ただ、 「蕉園から常設線への輸送費」については作業

に従事した牛の数と契約金の一部がわかるO　前者は通常期には増減を繰り返し

ながらも増加傾向にあり1930/31年には78対に達するが、 31/32年には52対と急

減し、再開期には35/36年の64対から、 36/37年56対、 37/38年48対と減少する。

契約金は28/29年までの1対当たりf25が、 31/32年にはflO、 35/36、 36!37年f5、

37/38年にはf7.5となるO　また、 「線描仮設・撤去費」では作業要員が31/32、 35

/36年の頭領15名、クーリー60名から、 36/37年以降は12名プラス48名に減って

いる。 31/32年の数字が特に低いのは、この年の常設線緒維持費を「乾季2回、

雨季1回の除草に限定した」からだという15)

以上見てきたように経費削減、経営合理化は1920年代末から始まり、栽培縮

小を契機に本格化した。そして農民にとってのその意味は、作業単価、すなわ

ち賃金の大幅な引下げと大量の人員整理であり、またそれに伴う労働強化であ

った。

2、栽培締小

(1)栽培縮小の方法

ブスキ糖業が栽培縮小を実施したのは1931/32年からである。しかし、この縮

小はジュンブル県の栽培縮小調査報告の表現を借りるならば「価値の低い区画の

排除」[Onderzoek Djember 1932]という性格のものであり、スラバヤの場合と同

様に生産性の低い土地での栽培を中止して生産コストの削減を目指すものであ

ったo　この結果、例えば、ボンドウオソ県に立地するのPradjekan、 Tangarang

糖業遥例で見ると、 5-14表に示されるように乾地での栽培は前者では1931/32年

から、後者では1930/31年から中止され、また水田におけるha当たりの収量もそ

れぞれ1930/31年、 1931/32年から顕著な上昇が見られることになった16)

以上のようであったから、この年の栽培縮小それ自体が住民経済に及ぼした

影響は、決して大きなものではなかったと考えられる。それは、例えばボンド

ウオソ、ジュンブル両県の1931/32年栽培の縮小に関する農工商部農業局の報告

が「ボンドウオソ・ジュンプルでは、制限は平均以下にとどまった。

Soekowidi、 Tangarang、 Bedadoeng、 Goenoengsari、 Djatiroto、 Soekodonoにつ

いては、住民の稲とタバコの栽培がこのショックを大半吸収できた　Wringina

nomは砂糖黍栽培が極めて広大な地域に立地するが、ここでは集約的な裏作が期

待できるO 」[Afdeeling Landbouw 1931]と述べている如くである。したがって、

住民側がこれに対して抵抗したという報告も見られない。

ところがこれに対して、 32/33年栽培以降の縮小は「本来の意味での制限」
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[Onderzoek Djember 1932]であり、極めて大規模なものとなった。その方法は、

借地した土地の使用を不使用協定を締結して延期することと、借地契約それ自

体を破棄し、糖業側に土地不使用や契約破棄の一方的な通告の権利を認める新

契約に変更することに大別されるが、一般に各糖業は先ず前者の方法を実施し、

次第に後者に移行していった。いま、その具体的な手続きをWringinanom糖業の

ケースを例にして眺めてみよう。

この糖業は5-5表で見たように31/32年栽培から縮小を実施するが、この年の

当初の借入面積は909.67haであったo　このうちの96.23haはi;rウ当たりf30の補

償で不使用協定を締結して使用を中止し、また24.7haは翌年の苗を栽培する平

地苗園に転用した。この方式は上級行政官と協議の上で進められ、住民にはス

ムーズに受け入れられたという[Jaarverslag WA 1931:37]栽培を停止した19

32/33年、 1932/33年も同じ方式がとられたが、補償額はf20に引き下げられた

【ibid.1932:44; 1933:18]このような形での不使用協定の締結は、この糖業が

位置するパナルカン県で操業していた6_糖業が共通して採用した方法であった

が、一般に理事や副理事、レヘントから繰り返し指示を受けた郡長が指導し、

手数料を交付されたデサ首長が仲介を行なうという形で行政機構を総動員して

進められた。この場合、不使用協定は借地契約書の正本に記入されるのではな

く暫定協定書が作成される。土地貸出者はそこに、合意に達した証拠と補償の

受け取りのために栂印を押し、証人としてデサ首長を含む2名のデサ役人が署名

をする。こうして出来上がった暫定協定書は、行政当局の審査を経て承認され

るのである[Verslag grondhuurcontracten 1933]

1934/35年栽培用地からは、旧契約から上述した一方的破棄条項を含んだ新契

約への変更という方式が通用された。このための交渉は1932年9月から始められ

たが[Jaarverslag WA 1933:24]、郡長、あるいは副郡長などの列席のもとに貸

出者との間で契約変更のための暫定協定が結ばれ、貸出者は同意の印とこの時

支払われる1㍍ウ当たりf20の割増金受領のために協定書に栂印を押したO　不使用

協定の場合と同様に、この書類にも出席している関係デサの首長と書記が証人

として署名した。協定の本文はオランダ語で書かれていたが、内容はこの地域

の地方語であるマドゥラ語で貸出者に示され、疑問が出た場合には郡長等が説

明を行なった。こうして暫定協定が締結されると、貸出者には新しい契約書作

成に同意する義務が生じ、契約書が作成されることになる。暫定協定の締結に

応じない貸出者に対しては、従来通りの不使用協定の締結が追求された[ibid.

:27　28]。17)

さて、この新契約には一方的破棄条項とともにもう1つの重要な内容が含ま

れていた。すなわち、借地料引下げにかかわる条項であるo　当時、一般に糖業
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の支払う借地料には地税支払いのためになされた水田の等級分けにもとづくラ

ンクがあったが、従来、この糖業では土地の等級にかかわらず最良地の借地料

をほとんどすべての借入地に適用してきた。新契約ではこれを改め、等級毎に

その時期に有効な最低借地料基準を適用することが定められたのである。そし

て、これに加えて、1934年3月14日付けのブスキ州理事命令no.197によって、パ

ナルカン県とボンドウオソ県における最低借地料基準が28年8月14日以来、6年

7ヶ月ぶりに改訂された18>
oこの際に決められた基準額は5-15表に示される通
りであるが、31年当時のボンドウオソ州理事の引継覚書によれば両県の借地料

はf105からf34の間であり[MvOBondowoso1931、引下げ幅の大きさが窺えよう。

これを受けてWringinanom糖業でも5-16表にあるような形での支払いに変更され

たが、この結果、旧借地料と比較しての支払額の減少は35射こ達し、契約変更

のために費やした費用(1934年12月末現在でf9,364-55)を補って余りあるもので

あった[ibid.1934:22]。19)

(2)栽培縮小交渉の経過

以下では、この方式で行われた各糖業の栽培縮小交渉の実情を、それに関す

る報告書が作成されている1933~37年の時期について各県毎に見ていくことにし

たい。

[パナルカン県】

この県の1932/33年栽培縮小は、5-2表に示したようにPanaroekan郡(Wringin

anoni糖業が加工糖栽培を停止)とBesoeki郡(Boedoean糖業が栽培停止)でそれぞ

れ72%、54%と大きく進められたが、Sitoebondo郡ではむしろ1931/32年栽培より

若干拡大しており、またAsembagoes糖業が操業するSoemberwaroe郡でも極めて

小幅なものであった。この年、大幅縮小を実施した両糖業は、土地使用の延期

と契約破棄に対する補償として、前者はf20月ドゥ、後者は地税と等しい金額を払

った【OnderzoekPanaroekan1932'

33/34年栽培になると、5-1表から明らかなように前年に栽培停止した2糖業

に加えて新たにAsembagoes、deMaas糖業が栽培中止に踏み切ったOゝ/この結果、

/、.・、
Soemberwaroe郡、Besoeki郡での砂糖黍栽培はなくなったo'

さて、この栽培の縮小交渉は33年から34年初めの時期にかけて行われたが、

Wringinanom精美は長期借地についても単年借地についても、前年と同額のf20

//rウの補償額で使用を34/35年栽培まで1年延期することで合意に達した。他方、

Boedoean糖業は、この栽培のための借入地を全て長期契約の破棄によってキャ

ンセルしたが、これに対しては一部は補償額flO/八ナウが払われ、また一部につい

ては非合法に先払いきれていた借地料が放棄されたAsembagoesとdeMaasはと

もに不使用協定を締結することで対応し、補償額としてそれぞれf20/ハやり、flo
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/;rウを払ったが、 de Maasは一部にはf45/Aやりの高額補償を交付したと伝えられ

る[Confidentiee1 1933　no.3]

他方、 PandjiとOleanも栽培の主要部分をこの県で行っているが、これらの糖

業は結果的にはこの年、栽培縮小を実施しなかった。両糖業は当初は縮小を予

定しており、それぞれf20/;rウの補償額で不使用協定を締結したのであるが、後

に栽培を実施することになり、土地貸出者に借地料との差額を支払うことにな

ったo　また、 Pradjekan糖業の栽培地は、地税額と等しい補償額で解約きれた

[Verslag grondhuurcontracten 1933]

1934/35年栽培縮小交渉では、先述したような糖業側に有利な「恐慌条項」を

含んだ新長期契約への切換えが、 Wringinanom、 Pandji、 Asembagoesで本格的に

進められたo　このうち、この年の栽培を中止したWringinanomとAsembagoesは新

契約にもとづいて不使用協定を締結して対応したO　ただし、WringinanomとPand

jiでは、貸出者側の抵抗によって一部は旧契約で土地を借り入れなければなら

なかった。他の糖業では、既に前年に長期契約を破棄したBoedoeanは単年借地

のみであり、地税と同額の補償で使用を1935/36年栽培へ延期した。他方、 01e

an、 de Maasは制限を実施しなかったo　また、 Pradjekanはこの年以降、この県

では土地借入れを行わなかったibid. 1934]

1935/36年に栽培を実施したのはAsembagoes、 Pandji、 Olean、 Wringinanomの

4糖業であり、 Boedoean、 de Maasは栽培を行わなかった。交渉では、いずれも

新契約への切換えが中心におかれた[Rapport grondhuurcontracten 1935]。 19

36/37年、 37/38年栽培でも、栽培を実施したのは前年と同じ4糖業のみであり、

Boedoeran糖業は36年10月に閉鎖された[ibid.1936; ibid.1937]

[ボンドウオソ県]

この県において栽培を行うPradjekan、 Tangarang糖業は1932/33年栽培を完全

に中止したが、土地使用の延期・中止、及び長期契約破棄交渉で対応した。翌

年からは縮小された面積で栽培を再開するが、このために行われた33年~34年初

期の交渉は長期契約の破棄のみのためのものであり、地税と同額の補償が支払

われた。そして、 33ノ34年栽培については単年借地を実施した[Verslag Grond-

huurcontracten 1933]これらの交渉に当たっては、糖業側と土地貸出者が直

接交渉し、後から郡長が契約破棄が合意されたことを確認した。 34年3月に最低

借地料基準が改訂されたことについては前述の通りである[Verslag grondhuur

contracten 1933; Verslag P.T. 1932:8]なお、 Tangarang製糖工場は栽培縮

小に伴って操業をストップし、 33/34年糖からは加工はPradjekanでのみ行われ

ることになる[Verslag P.T. 1932:6; ibid. 1937:7]

34年の報告では、この年にも地税額による旧長期契約の破棄交渉を行ってい
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ることが見え、交渉が前年だけで片付かなかったことがわかる。また、恐慌条

項を含んだ新長期契約にもとづく借地が行われたとあり、既に新契約への切換

えが進められていることがわかる[Verslag grondhuurcontracten 1934-

両糖業は35/36年栽培の制限に際しては、新契約の不使用条項によって交渉を

行い、平均f6/haの低額補償を支払ったo　もっとも、この内の150haは後に栽培

を実施することになり、借地料との差額が追加払いされた[Rapport grondhuur

contracten 1935】。これ以降の年も、両糖業は同様の不使用交渉で栽培制限に

対応したo　補償額は36/37年栽培がf6.85/ha[ibid 1936]、 37/38年栽培はf16/h

aであった[ibid 1937]

[ジュンブル県]

ジュンブル県で栽培する糖業はいずれもH.V.A.(Handelsvereeniging Amster

dam)が経営するものであり、栽培制限に当たっては同一方針で望んだ[Verslag

grondhuurcontracten 1933]大幅縮小に踏み切った32/33年栽培の縮小交渉の

状況については5-3表に示される通りであるが、制限目標はSemboro、 Djatiroto

がほぼ100%、 GenoengsariとBedadoengが87.5%、 85.3%という大きなものであっ

たO　この表の中にある「借地料支払済面積」 nv¥やり余りは、栽培の再開に備え

て苗栽培を実施するためのものである[Rijke 1934:30],貸出者との交渉は、基

本的には地税額の補償による土地使用の1年延期の線で進められたが、 5-3表原

註にあるように、これを望まない者に対しては契約破棄交渉を進めた。しかし、

33/34年以降の年の栽培については現行契約破棄交渉が進められ、 34年末には全

契約が破棄されることとなったo　この年には新たに契約を結ぶことはなかった

[Verslag grondhuurcontracten 1934]

翌35年の第4四半期になって、 1936/37年栽培のための契約締結が行われる。

すなわち、 Djatirotoが17契約、 515.415^やり、 Goenoengsariが192契約、 1,078.

235;¥やウを締結して[Rapport grondhuurcontracten 1935]、栽培が再開された。

この年以降の契約は1収穫期間毎の単年契約であり、借地料はf40//ドゥであった

[MvO Besoeki 1938]この契約には、契約破棄と土地使用延期を糖業側が一方

的に通告して行うことができる恐慌条項が盛り込まれていた[Rapport grondhu

urcontracten 1936]

[バニュワンギ県〕

県内で唯一操業するSoekowidi糖業は、 21年契約ではない長期借地契約で栽培

を実施していたが、 33年には個々の貸出者と直接に契約破棄、土地使用延期の

交渉を行ったo　補償額はバラバラであったが、平均すればf5/jlやり程度であった

というo　こうしてこの糖業は1933/34年栽培用地全部のキャンセルに成功したが、

1934/35年栽培用地は認可面積全体のi,150;ドゥを借り入れた。ただし、この年は
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栽培を実施しない予定なので、この借地は1935/36栽培年に延期されることにな

ったと報告される[Verslag grondhuurcontracten 1933]実際には、この糖業

はこれ以降は栽培しなかったが、この際の対応については不詳である0

また、この県では1933年9月30日の理事命令no.798/により従来の最低借地料

基準が撒回されたが、この糖業が新たな長期契約を締結しなかったため、新た

な基準が設けられることもなかった[ibid.]

(3)土地貸出者の抵抗

交渉経過はおおよそ以上に述べた通りであったが、この問題に関する報告書

を見る限り、これらはボンドウオソ県、バニュワンギ県では(精業側から見て)

ほとんど問題なしにスムーズに進展したo　しかし、パナルカン県のWringinanom、

Pandji、 De Maas及びジュンブル県では、糖業の提出した条件に対して、住民側
の抵抗が見られた。

Wringinanom糖業では1933 34年初の交渉において、 Panaroekan副郡の　Kilen、

Wringinanom、 Paoewan、 Soemberkolak各デサで合意取付けのために集会を持つ

必要が生じ、そこでは原住民行政官が糖業の縮小方式を説明したが、合意には

至らなかったo　これは、インドネシア党、 P・B上、ルタンタこ、ルクンカンポ

ン(Roekoen Kampoeng)などの民族運動組織が介入したためであるときれる[ibi

d.],しかし、この合意拒否の姿勢は、 34年の報告では「よい方向に変わった」と

あるo　同じ報告では「デサ行政は手数料を受け取って交渉の伸介を行った」とあ

り、こうした状況に対してデサ行政の権力が動員されたことが窺われる。しか

し、この年に本格的に始められた新契約への切換えについては、合計して38八.,

ウの土地を貸し出している数人の農民が暫定不使用協定の締結すら瀧否し、結局、

これらの土地は旧契約のままで借り入れることになる[ibid. 1934]この契約

切換え問題は、翌年の交渉においても約3%の貸出者が依然として糖業の提案を

受け入れようとはしなかった[Rapport grondhuurcontracten 1935]

Pandji糖業でも、 1933年~34年初の交渉ではいくつかのデサで説明のための集

会を持つ必要があった。これは、土地の不使用通告が遅れたことに原因があっ

た[Verslag grondhuurcontracten 1933!いずれにしろ、 33年1月初めの段階で

は交渉の進捗状況はかなり悪く、未解決面積は約500;ドゥ、借入地の1/硝=こ上る

ものであった[Confidentiee1 1933 no.2]。 34年からは前述のように新契約への

変更の交渉が進められるが、かなり難航したようである。暫定協定を結んだに

もかかわらず旧契約破棄に同意しなかった者が3名おり、工場側は彼らを告訴

するに至ったO　また、 34/35年栽培用地のうち13がウは旧契約にもとづいて借地

されたが、これはそれらの土地占有者が旧契約破棄のための暫定協定調印を拒

否したからである[Verslag grondhuurcontracten 1934'なお、同糖業は1934
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/35年栽培に関して、 35年にも旧契約から新契約への切換えを行い、この交渉時

にf37.84の補償金で244;rウあまりの契約を破棄している[Rapport grondhuurco

ntracten 1935]このことは、新契約への切換えが貸出者側の抵抗によってス

ムーズには進まなかったことを示すものと考えられる。

De Maas糖業の場合には、 1933 34年初期の交渉に関する報告に「de Maasの困

難も、原因はP・1.1.、ルクンタこの活動に求められる。しかし、内務部の仲介

なしに短期間で問題は解決したo　これは、一部には補償を増額したことによる。」

[Verslag grondhuurcontracten 1933]とあり、ここでも契約変更に際して貸出

者側の抵抗があり、糖業側は補償金を拒否者についてはflOから引き上げたこと

がわかるo　この糖業は34/35年栽培については制限を実施しなかったが、それで

も34年には「政治的影響を受けた小グループによる困難が発生した。これは工場

自身の手で解決された。」[ibid. 1934]という状況が生じた。こうしたことがあ

ったので、この糖業は35年の交渉では内務部の仲介を要請することになる。こ

の年、契約破棄に際して受入れを拒否した者に対しては、一般補償額の倍に当

たるf20を交付して合意を取り付けようとした。ところが、内務部は補償額に差

がありすぎるとして一般の補償flOをf15に引き上げるように指導し、この結果、

追加払いが行われた[Rapport grondhuurcontracten 1935],翌36年にも内務部

の伸介が要請された。それは「法外な旧契約破棄に対する補償要求が全体とし

ては利益にならないことを住民に示すため」であったが、契約破棄拒否者は

「当初はf20で満足していたのが、 f60以下では契約破棄に同意しなくなり、こ

の金額が払われた。」とあり、行政側の仲介はあまり効果を上げることなく、結

局、補償金の大幅引上げが行われた[ibid. 1936]。この問題はこの年で解決し

たようであり、翌年の報告では行政側の介入は全くなく、旧契約の破棄、補償

の分野では困難は発生しなかったと述べられる[ibid. 1937]。

他方、ジュンプル県の糖業の縮小交渉で特徴的なことは、 1932/33年栽培の縮

小交渉のみに紛争が集中しており、翌年以降の栽培の契約破棄はスムーズに終

始していることであるO　さて、先に掲げた5-3表はその栽培年の縮小交渉の状況

を一覧したものであるが、これを郡毎に組み直してみると、最後の項目の「契約

が維持された面積」、つまり交渉が合意に至らなかった面積は、 Tanggoel郡30.

00;^。ウ、 Poeger郡668.554鮮り、 Woeloehan郡2.090;ドゥであり、それぞれの制限目

標に対する比率は1.4%、 10.9%、 0.2%となり、交渉は農民経済の糖業依存が特に

高いPoeger郡で特に難航したことがわかる。同郡は土地使用時期の延期に対す

る拒否面積も763.49;¥やり、この交渉が行われた面積全体(6+7)の15.3%と高いO

それでは、こうした貸出者側の抵抗に対して、糖業側はどのように対応した

のであろうか0　5-3表原註によれば、使用期間の延期について、若干の者には-
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般に支払われた地税額と同額の補償の他に様々な特権が認められたとあり、更

に合意しようとはしない者に対して、 1年間の使用延期、あるいは契約破棄に

f60を上限とする補償を交付することが提案されている。要するに、実質的な補

償引上げによって糖業側は事態を打開しようとしたのであった。

しかし、この問題はこれでは解決したわけではなかった。 33~34年初期の報告

によると、いくつかの契約についてジュンブル地裁に調停要求が提出され、糖

業側は民事訴訟になる前に代表と交渉して合意を取り付けたという。また、当

局を動員してデサ集会で合意しない者の説得に努めている[Verslag grondhuur

contracten 1933],また、 34年にも、長期契約破棄にf200//ドゥという高額補償

を支払った例があり、また、 「その他のケースでは、一般にキャンセルのため、

仲介人が利用された。民事訴訟に至ったものはなかった。地裁に貸出者の申請

がいくつか提出されたが、直接交渉で解決された。 」とあるように、この年まで

問題は引き続き、全契約が破棄されたのはこの年の年末に至ってからであった

[Rapport grondhuurcontracten 1936]

以上の土地貸出者側の抵抗で特徴的なことは、第1に運動は当然個人のレベ

ルによるものであるが、焦点は補償引上げにあるということである。すなわち、

経済要求が中心に据えられたのであるo　第2に、ここでもスラバヤと同様に民

族運動組織の介入が見られるが、シドアルジョの例のようには全面的であると

いう印象はしないO　以下、こうした点を踏まえながら、土地貸出者の抵抗がど

のような構造を持っていたかをWringinanom糖業の栽培縮小交渉の経過を追いな

がら具体的に検討してみたい。

第4節　土地貸出者の抵抗の構造: Wringinanom糖業の事例から

1、不使用協定締結交渉と貸出者の抵抗

既に述べたように、この糖業は33/34年栽培までは不使用協定を締結すること

で栽培縮小を実施したのであるが、 31/32年の小規模縮小については交渉はスム

ーズに経緯したO　そして32/33年栽培地に関する交渉も比較的順調に進行し、通

常であれば借地料が支払われる32年4月初めには、補償を受け取り不使用に合意

した貸出者は98%に達した[Confidentiee1 1932, No.31, 5 April]しかし、合

わせて43.8haの土地を持つ17人の貸出者が借地料の全額支払いを要求して補償

方式の受入れを最後まで拒否した。結局、これらの土地は翌年の栽培のための

平地苗園として利用されることになった[Jaarversalg W.A. 1933:4]また、こ
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の年にはげMoehamat Basir(デサSemberkolak在住)、八シやMoehamat Mangsoe

r(デサWringinanom)、畔Abdoeldjalii(デサSemberkolak)、 P.Beng Soepi(ド

サWringinanom)、 P.Beng Bo Man-an(テすすWringinanom)、 Tawie(デサDawoean)の

6名の貸出者が、いったん補償を受け取った後、 5月17日付けの書簡で総督に対

して借地料全額支払いを直訴するという事態が発生した[Confidentiee1 1932

no.69, 4 Augustus]このケースは背後にP.B.I.の活動があると見られていた

が、それ以上には進展しなかったO　しかし同様の要求をしたデサKielenのDoel

lah(退職警官)、 Moehamat Anirin(大土地占有者)、 Moekrim(退職官吏)の場合に

は、 Wringinanom糖業に対して借地料全額支払命令を出すようシトウボンド地裁

に提訴したo　糖業側は不使用協定の合法性を確信していたのにもかかわらずこ

のケースを極めて重大視し、弁護士を雇って裁判に臨んだo　それは、この背景

として「政治的リーダーの影響のもとで、何人かの土地貸出者がテストケース

として裁判を始めるため闘争資金としていくらかを拠出した模様である」とい

う情報が伝えられたことと無関係ではあるまい。地裁での審理は6月22日から始

まり8月初めに結審、 3人の要求は却下された。これを不満とした彼らはスラバ

ヤの上級審へ控訴したが、ここでも却下されることで決着がついた[Jaarversl

ag WA 1933:4; Confidentiee1 1933, No.12, 15 Juni; No.18, 23 Juni; No.2

3, 9　Augustus]

1933/34年栽培地の暫定協定締結交渉は32年8月下旬からレヘント、理事、副

理事と協議し、理事の承認を得た後、 9月2相に開始され[Confidentiee1 1932

no.72, 16 September]、 11月初めには借入予定i,oi8;rウのうち半数の契約の補

償支払いが済んだ[ibid. no.72, ll October]と報告されるように当初は順調

であったが、 11月は34ハやりしか進まず[ibid.81, 3 December]、 33年1月初め、理

事、副理事、レへント、副知事、関係郡長、同じ問題を抱えるPandji、 Olean糖

業の支配人とともに持たれた対策会議の時点でも350;ドゥほどが残っていた[ibi

d.1933, no.2, 13 Januari]交渉の進展が特に悪かったのはKielen、 Wringin

anom、 Paoewan、 Soemberkolakの4デサであった[Verslag grondhuurcontracte

n1933],交渉拒否者は「デサ内で、主だった着として活動している者」と述べら

れ、 1月下旬の交渉相手6名の占有地は合計100バウであると報告されるように、

大土地占有者であるデサの有力者が多く、彼らの持つ影響力のゆえに他の住民

の場合にも遅れが生じていたのであった【Confidentiee1 1933, no.3, 28 Janu

ari]そして、この背景には、前年度の場合と同様、 P.B.I.など民族主義団体

からの働きかけが見られたo　この団体のこの糖業の周辺地域に於けるリーダー

は　Marsoeto　というパナルカン塩倉庫の職員であり、彼は　Mohamat Amrin、 Mo

hamat Djenの2名と協力してデサ内で園争資金を集め、土地貸出者に借地料全
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額を要求するよう説得活動を展開した[ibid. 1932, no.78, 10 November]　こ

の結果、かなりの貸出者が借地料支払期である4月まで交渉を見合わせようとし

たのであった[ibid. 1933, no.2, 13 Januari],

こうした事態に直面した糖業側は不使用補償額f20は据え置くが、交渉拒否の

姿勢の削、デサの主だった土地貸出者に対してほぼ借地料全額に当る金額を貸

付けることで打開を図ったo　そこには、この層の拒否の姿勢を崩せば残りの者

も交渉に応じるであろうという意図も込められていた[ibid. no.3, 28Januar

i; no.5, 4Februari; no.10, 2Maart],こうして、この年の不使用交渉はよ

うやく33年4月初めにほぼ完了したが、約50haは占有者が最後まで借地料全額支

払いを要求し不使用協定が結べなかった。結局、これらの部分については、 19

33/34年には使用しないが1934/35年には平地苗園として使用することがある、

この場合には借地料全額を支払うという内容の暫定協定を結んで、補償支払い

なしに決着がつけられた[Jaarverslag WA 1933:18]

2、契約変更交渉と貸出者の抵抗

さて、 34/35年栽培からは新契約への切換えが目指されるが、その経緯はどの

ようであったのだろうか。暫定協定の締結状況を見ると、当初、約80%の借入

を処理するまでは順調であったが、それ以降は期待どおりには進まなかったと

いわれる[ibid.1933:27],すなわち、 11月末の工場から本社宛の書簡には「我

々は暗礁に乗り上げている」とあり、割増金引上げのため当面f3,000を自由に

使う許可が求められており[Confidentiee1 1933, no.32, 29 November]、この

頃には進展がほとんどストップしていたと考えられる　5-17表は交渉開始から

3ケ月余りたった1933年末現在の変更状況を示しているが、ここでも変更済みは

約80%であり、 12月にも進展がなかったことがわかる1934年初めには若干の進

展があり、 3月15日付けの本社宛書簡では未変更は約400ォやウであると報告される

[Confidentiee1 1934, no.11]　その後の細かい推移は不祥であるが、 5-18表

に示した通り年末までにはかなりの前進があったことがわかる。しかし、同時

に、末変更の契約が、特定のデサに集中して残っていることが注目されるので

ある。

契約変更の進捗状況は以上のようであったが、この間の経過についていま少

し詳しく検討し、拒否を続けたのは如何なる人々であったのか、糖業側は変更

促進のために如何なる方法を用いたのかという点を考えてみたい。

先ず、前者の点に関して得られた最も早い時期の記述は1933年の年次報告で

あり、そこでは「大半がデサ内に取巻きを従えた富裕な貸出者から構成される
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グループ」であると述べられる[Jaarverslag W.A. 1933:27~28],彼らは後述す

るような糖業側の対策によって次第に切り崩されていくのであるが、最後まで

残った者はト19表に示した通りであるo　この表から明らかになることは、年次

報告が指摘する如ぐ大土地所有者が多いこと、例えばH.Aboedoellahの貸付面

積はio;rウを越え、 Ridwanは8)Vウ、 Oesmanは7/rウ、 Bengは　5Jl㌣を越えているo

更に彼らが1人で多数の契約を結んでいることは、その水田がデサ内に分散し

ていることを表している　Ridwanのケースでは複数のデサで土地を貸しており、

デサをまたがって水田を持っていることがわかる。こうしたケースの多いこと

は、 34年12月15日付けの本社宛書簡に、変更を拒否している「大半の土地所有

者はOleanにおいても土地を持っており、そこでも変更の実現には成功していな

い」 [Confidentieel no.33]とあることから明らかである。要するに、拒否者

の中心は経済的には不在地主であり、それゆえにこそ各糖業において契約の変

更に克く抵抗したのであったO

しかも、彼らはデサ内で大きな影響力を持っていた。彼らの動きを見ると、

例えば34年2月25日の書簡によれば、 1週間前に栽培中止を通告した時点での約

20%の契約未変更者は主として何人かの大土地所有者、 1グループの退職官吏、

取巻きを抱えたプリアイであると指摘きれるのであるが、彼らは、 4月1日にな

れば1934/35年の借地料全額が支払われることになるからそれまでは契約変更を

しないようにと住民を指導したといわれ[ibid. no.9]、彼らの動きが他の農民

にも影響を及ぼしていたことが窺われるo　こうしてみると、借地契約の変更を

拒否した人々の中心は、補償支払いによる土地不使用を拒否した人々と同様の

グループであったといえよう　20)

糖業側はこうした動きに様々な方法で対応を図った。先ず上述した拒否者に

対する割増金引上げのための費用f3,000については本社の承認を得[ibid.1933

no.29, 5 December]、 34年末までにf2,500が支出された　21)次に、借地料が

改訂によりf40未満になる土地については、必要なら、拒否者に対し最低f40は

保証するということを暫定協定の起草時に約束して、契約変更を促進すること

が考えられたO　この構想は、借地料改訂の内容がほぼ明らかとなった33年12月

20日の書簡[ibid. no.36]で初めて工場から本社に提案され、数回の意見の交換

を経て承認されたがibid. 1934, no.3, 15 Januari]、結局、実施されなかっ

たようであるO

また、この糖業は交渉促進のため行政の伸介を求め、それは次のように実現

された0　34年3月初めの交渉で、土地占有者たち(プリアイ)は契約変更の条件と

して割増金のflO上乗せと地税支払い用としてハ11ウ当たりflOの貸付を要求した

[ibid.no.ll, 15 Maart]この際の糖業側の仲介要請に応じて、 3月21日の朝、
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契約変更拒否者はパナルカン郡役所に召集きれ、パナルカン県副知事と郡長と

が説得にあたったo　この結果、集会に来たのは拒否の姿勢の最も強い者ばかり

であったので直ちに大きな成果が上がることは期待されなかったが、それでも

2名が旧契約破棄ノに傾き、その後、更に1名が契約変更に同意を表明し、合計

12.5/1やりの契約が変更されるという成果を上げたという[ibid.no.12, 21 Maart】。

このように、ここでは副知事という高い地位の内務官僚が仲介役を演じている

のが注目されるが、それは契約変更拒否者の高い社会的地位に対応したもので
あった。

更にまた、土地貸出者に対して、前述の割増金交付の他に旧借地料相当額の

現金貸付が実施された1935年4月24日付け本社宛書簡[ibid. 1935, no.7]には、

土地貸出者に対する貸付現金未決済額の一覧表が載せられており、それを転載

したのが5-20表であるo　同年5月2日付けで同糖業の支配人からブスキ州理事に

送られた書簡によると、この表中の1932年の税支払い用は1930-31年に、使用期

間の延期及び契約変更は1933~34年に交付されたという[ibid. no.8]この表で

注目されるのは、 5-17表、ト18表と重ねあわせてみると「延期・契約変更」のた

めの貸付が、契約変更状況のよくないデサに集中していることである。このこ

とは、貸付が契約変更促進手段として重要な意味を持ったことを示唆している。

更にまた、貸付人数が多くないことは、これが土地貸出者一般を対象にしたも

のではなく、特定の、おそらくは契約変更に応じようとしない者に集中的にな

されたことを意味していると考えられる。

さて、この金額‖まあくまでも貸付であり、糖業側は後の借地料支払いの際に

相殺されるべきものと見なしていた。そして、実際にこれが行なわれたらしい

ことは表示した1936/37年栽培用地に関する貸付額返済残高の変化、すなわち3

6年6月現在高の減少から窺うことができるo　しかし、その後は表示の通り返済

は進まなかったo　こうした事態を踏まえ、糖業側も返済の減免を検討し始める。

この点については本社との間でしばしば意見が交換されたが、 6月23日付け本社

宛書簡[ibid. 1936, no.22]では、 1~2等地については1/3、 3-4等地については

1/2という借地料の低下分とほぼ等しい額の減免が提案されている。こうした減

免率の根拠は、貸出者はこの貸付を契約変更同意の代償として受け取った新契

約の最初の使用期の借地料と見なし、引き下げられた借地料との差額を返済す

るつもりはないと、糖業側が認識したことにあった[ibid*, no.37, 25Juni]

こうした減免が行なわれた理由は、 7月29日の書簡に「土地貸出者との良好な関

係を維持・増進するため、工場はこの問題に関して寛容な立場をとらねばなら

ない」[ibid. no.23]と述べられるように、借地問題でのこれ以上の混乱を避け

ることにあった。
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こうしたことによって、リンギンアノム糖業は大半の栽培用地を1934年中に

新契約に切り換えることに成功したのであった。先に述べた「借地」費の低下の

背景には、このような事情があったのであるo　しかしながら、これに最後まで

抵抗した人々は1936年になっても態度を変えず、補償支払いによる不使用をも

拒否したことにより、結局、これ`らの土地は旧契約による借地料f84で借り入れ、

1936/37年の栽培に使用せざるをえなかったのであった[Jaarverslag WA 1936:
93　22)

3、抵抗の構造

以上、 Wringinanom糖業の交渉経過を追ってきた。これらを第2章で検討した

シドアルジヨなどのケースと比較をするならば、次のような特徴を持っている
といえよう。

第1に、土地貸出者の抵抗は、ここでも基本的には栽培縮小実施の初期に集

中しているが、シドアルジョの場合、運動は32年後半期から急速に高揚して33

年半ばには終息したのに対して、ここでは比較的遅い時期まで持続したという

ことができる。

第2は、抵抗の形態の問題であり、このことは先の運動の持続性の問題とも

関係があるo　報告書では、外部の政治勢力の介入の問題がしばしば触れられる

が、先にも述べたようにシドアルジョに比べるとそれほど全面的であるという

印象はしないo　さて、シドアルジョではそうしたP.B.I.などの影響の下で、デ

サ首長が先頭に立ってデサぐるみの運動が展開され、それは単なる糖業に対す

る経済要求を越えて地域の秩序事態を否定する方向にまで発展したのであるが、

ブスキの場合には、 Wringinanom糖業の例に示されるように、デサ首長は基本的

には糖業側に立ち続け、リーダーシップを取ったのは大土地占有者であった.

この場合、大土地占有者の多くは不在地主であり、それまで大面積の土地を糖

業に貸し出していたので、糖業の栽培縮小は借地料収入の大幅な減収を意味す

るo　したがって、彼らは何よりも契約破棄への反対、あるいは補償の引上げと

いうことを中心に掲げて運動を展開したのであった。運動は、先に触れたよう

に経'済要求に終始することになる。

以上のような差は、糖業の借地方式の遠い、すなわちシドアルジョではデサ

単位の集合借地であったが、この地域では個々の土地占有者と個別に借地契約

を締結したことに求められるであろう。そして、結局、このことは両地域にお

けるデサの性格の違い、すなわち共同占有であるか、個人占有であるかに起因

するものと考えられよう。
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おわりに

最後に、以上に述べてきた糖業の栽培縮小が周辺の農民経済にどのような直

接的な影響を及ぼしたかについて、硯金収入の減少という側面から簡単に触れ
ておきたい。

5-21表には、理事州内3県の糖業の住民への支払額が示されるo　ここから、

栽培縮小が本格的に実施された33/36年の時期には、年平均で通常年と比べて

ボンドウオソ県ではf134万5千(-84.8%)、パナルカン県ではf226万7千(-60.9%)、

ジュンブル県ではf414万3千主99.8%)の減収になったことがわかる。

この減収額自体は第2章で見たスラバヤの場合と比較すれば多くはないが、

このことは一般的にいって農民経済の中に現金不足を発生させたと考えられる.

そして、それはとりわけ糖業が最も集中しているパナルカン県において深刻な

影響を及ぼしたo　ただ、この点については第8葦で詳述するので、ここではさ

しあたり1932年の糖業縮小の影響調査に「住民の状況は、現金不足を別にすれ

ばそれほど大きな困難はないo」 [Onderzoek Panaroekan 1932]と、現金不足が

進行していることが述べられていること、スカスノが「砂糖黍栽培の縮小によ

って質の悪い土地は真っ先に借入れ対象から外され、最上の水田だけが求めら

れたo　次に借地料の引下げによって、良田を持つ農民は同じ額の借地料収入を

上げるため七より多くの面積を貸し出そうと努めなければならなかった。これ

は主として土地占有者にかかわることであるが、全住民にとっても様々な貸金

や、仕事と資材提供に対する補償の引下げは、少なからざる収入減少を意味し

たo　労働機会の減少は、住民になお負担となった。仕事から閉め出された労働

者は、以前にはよそからやってくることもあったのであるが、現在はデサで家

族や知人に頼らなければならなくなり、このことは後者の人々にとって負担増

を意味したo 」 [Soekasno 1937a:361~362]と報告しているように、現金不足が

全階層に及んだことを指摘するにとどめておきたい。

これに対して、 5-21表では減収が金額、比率ともに最も大きかったジュンブ

ル県の場合には、いささか状況が異なっていた。確かにこの県でも糖業の集中

する3郡ではパナルカン県と同様の事態が発生したと考えられ、例えばレイケ

(Rijke)は「南西ジュンプルでのみ、土地はH.V.A.3精業と　Djatiroto糖業に貸

し出されているO　これらの糖業は、 192831年の間、合計して10,500ハやり程を借

り入れていた。 32年初め、再開する場合のための苗栽培に使用しなければなら

ない約500がりを除いて土地の借入れは中止するという突然の通告があったo　こ

の制限によって借地料だけでもf800,000、それよりもずっと多くの工場内外の

クーリー貸金が減収になった。」 [Rijke 1934:30]と指摘するのであるが、この
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地域の場合、糖業での労働に従事するのは先にも述べた通り大半が輸入労働者

であり、「この地域で操業する糖業は、住民の労働放会にはなっていない。工場

と住民の問の唯一の明確なっながりはさしあたり、企業がその栽培のために土

地を必要とすること」 [Onderzoek Djember 1932]であるというふうに、糖業の

住民経済の中での占める位置はより限定的であった。更に、糖業は県内7郡中

の3郡に限定されており、県全体としてはむしろ次章で述べる煙草栽培の方が

重要であったo　この結果、第8章で明らかにきれるように、この県の経済状況

の推移はパナルカン県とはかなり異なったものとなった。

以上要するに、この地域でも糖業の栽培縮小は農民の中に現金不足を発生さ

せたのであるが、パナルカン県を除けばそれはスラバヤの場合ほどに全面的な

意味を持たなかったといえるのである。
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第　5　章　　　註

1)ブスキにおける糖業の設立は強制栽培制度期にまで遡るが、最も早く設立

されたWringinanoro糖業でも1845年と比較的遅い。その後、 48年にde Maas、

49年にPandji、 52年にBoedoeanとOleanが設立され、強制栽培下ではこれら

5糖業(本論文で扱う時期の行政区分に従えばいずれもパナルカン県に立地)

が営業を行った0　53年のUmgrove委員会調査報告によれば、これら5製糖工場

は合計して2,005;¥つ亘ジャワ全体の5.0%)の土地に栽培される砂糖黍の加工に

当たり、 76,547ヒoコル(ジャワ全体の5.6%)の生産を上げていたとされる[宮本

1993:164] 「自由主義政策」への移行とともに、これらの糖業は住民借地を

基礎とする栽培に切り換え栽培面積を拡大し、同時に80-90年代には新たな

糖業が次々と設立されたo　すなわち、 83年にはPradjekan、Tandjoengsari、

84年にはAserabagoes、 90年にはKabat、 91年Rogodjarapi、92年Tangarang、 94

年Soekowidi、 95年Nangkaanと、工場設立のピークを迎える。しかし、その

後はこの動きは一段落し、 1902年にはNangkaan、 04年Tangdjoengsari、 12年

Rogodjampi、 16年Rabat糖業が閉鎖されるなど、むしろ糖業数は減少する0

時業設立の第2のピークは20年代後半であり、理事州内で唯一糟業の存在し

なかったジュンプル県にGoenoengsari(26年)、 Semboro(27年)、Bedadong(28

年)が設立されるo　こうして、この地域の砂糖黍栽培面積は、強制栽培期の

2,000;ドゥからピーク時の20年代末には20,000A*ウ以上と10倍以上に拡大する

のである[植村1983a],

2)ただし、 Asembagoes糖業では永租借地でも栽培を行い、また5-2表に示さ

れるようにBoedoean, De Maasはブスキ郡において若干の乾地栽培を実施し

ている。

3)これについては、植村1989　を参照。

4)住民農業との輪作の方式については30年代の史料には特に記述がないこと

から、ジャワ糖業で一般的であった三年輪作法が適用されていたと考えられ

る　MvO Bondowoso 1931によると、数年前に　de Maas糖業が認可面積を100

がり越えて栽培するという違反を犯したが、この場合、デサの耕地の1/3以上

の借入れを防ぐようにしなければならないと報告されており、少なくとも内

務部側は三年輪作を基準としていたことが窺われる。

5)ブスキにおいてレイノソ法の通用が始められたのは20世紀になってからで

あり、 1910年代初めまではなかなか定着しなかった。その理由としては、こ

の地域では牛の飼育が盛んなので撃を用いて耕す旧式の耕作法に都合がよか

ったこと、労働の集約度が高いレイノソ法を実施するには労働力が不足して
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いたことなどが上げられるo　詳しくは　植村1983a:16~17を参照。

6)以上の記述は、 Jaarverslag WA 1935:45,4㌦ 1936:69、 Aanplant 1935

no.59, 25 September、 1936 no.4, 21 Januariによった。なお、 850haの決

定は36年3月4日のことであるが[Aanplant* no.14]、この面積は同年に許可

きれた砂糖生産量131,773キンタル(最上級精製糖換算)を基礎に、 1ha当たり155

キンタルの生産予定で算出きれたo　もっとも造成作業は900ha分が実施され、最

終的に850ha栽培体制になったのは8月前半であった。

7)糖業にとって栽培用地の早期確保は栽培の円滑な進展のためには極めて重

要であり、このためジャワの糖業は様々な方法をこうじてきた。休閑借は、

糖業が土地の早期確保のために用いた方法の一つであり、補償支払いによっ

て雨季米作を犠牲にすることを借地契約で条件付けたものである。この方法

は20世紀初めにはプカロンガン、チルボン理事州などを中心に20世紀初めに

はかなり広く利用されたが、糖業にとってはコスト面であまり有利ではなく、

また雨季米作を損なうために、 1910年代末の食糧危機の深刻化に伴い、いわ

ゆる「休閑借条例(Braakhuurordormantie)」 (Stbl.1918 no.791)で制限され

るに至ったo　詳しくは植村1989:104 105　を参照.

8)この制度は栽培中止前に実施していたものであるが、栽培を再開した193

5/36年栽培の場合には、栽培実施決定の土地貸出者への通告が36年2月18日

と遅かったため割増金設定を行うことができず、このために貸出者側に稲の

早期作付の刺激がなく、土地引渡しは例年にまして不規則であり遅れが出た

という[Jaarverslag WA 1935:18~20]それがこの年にこの制度が復活され

た直接の原因であり、その金額は、 2月前半までの土地引渡しにはflO/ハやり、

2月後半f7.5/nすウ、 3月中引渡しf5/;ドゥとされた。

なお、土地早期確保のためジャワの糖業がしばしば用いた方法に早稲栽培

の義務付けがあり、この糖業でも1920年代後半期にバニュワンギ県から輸入

した早稲を住民に栽培させようと試みたが、この地域で従来栽培されていた

品種と生育期間がそれほど違わなかったことと、収穫の際籾粒が落ちやすく

住民に嫌われたことによって失敗し、 30年代初めには栽培きれなくなった。

これについてはibid.1927:23、 1928:26、 1932:39を参照。

9)借地面積と栽培面積に約55haの差があるのは、栽培を実施しない劣等地、

水搾沿いの土地、菜園をめぐる環状道路などの面積が前者に含まれるからで

ある。栽培面積には水指等の面積も含まれている。詳しくはibid.1937:20

を参照。
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10) 1920年代後半からの製糖工場稼働期間(収穫期間とほぼ等しい)は次の通り。

出所:1924/25~1927!28はJaarverslag WA 1928:51、1928/29 1935/36は
ibid.1936:114

ll)ジャワの糖業ではかつて収穫期にしばしば放火による蕉園火事が発生し収

穫作業の進行を妨げたが、一般には1911年をピークにその後は減少し、 20年

代以降はほとんど見られなくなったo　この点についての詳細は、さしあたり

植村1988b、 Elson 1979を参照o　こ~の糖業でもかつては放火によるものと

見られる大面積の火事が発生したが、 30年代には1930年が4件、40.15ha、 3

1年3件、11.76ha、 32年はゼロ、 36年は5件、 3.61haと極めて少なくなって

おり、この年の収穫では下表に示されるように3件、焼けた面積の合計は11.

66haにすぎず、すべて失火によるものであった。ただ、砂糖黍の盗難は相変

わらず多く、特に9月にはA区画に属する2つの蕉園で大量の盗難が発生し、

見張の追加が行なわれたという[Aanplantrapport 1937, no.17、 no.18]な

お、この年の栽培の見張は、シトウボンドの農園警察司令部の指揮・協力の

もとに14名の警察官と1名の頭領の手によって実施されたが、両者の協力体

制はきわめて良好であったと報告されている[Jaarverslag WA 1937:11]。

日時 発生蕉園 面積 損害額 原 因 等

6月26日. 南Paras 4 .OOha f678 収穫労働者の食事準備の際の失火

拘留4ケ月

7月13日 北Nanggkaan 3 .76ha f769 .5 収穫労働者の煙草の投げ捨て、

拘留4ケ月

8月18日 Boekollan 3 .90ha f366 蒸気機関車か らの火の粉による

出所: ibid. 1937:13

12)例えば、 1926年には作付、除草などの作業のために多数の労働者をマドゥ

ラ及びその周辺の諸島、さらには女性労働力を山間部のデサから輸入した、

彼らのために工場周辺に新たに5軒のクーリー小屋を建てた(1927年糖)[ib
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id. 1926:20]、 1929年には土地が早期に利用可能となったので、それを直ち

に造成するため労働力輸入に全力を挙げ、稲の収穫がまだ始まっていないク

ラクサーン、ブスキ周辺、および近隣糖業周辺から2月後半期には800名の労

働者を輸入した、 3月中旬のラマダン月明けにはいつものように労働力供給

は大きく低下した、 5~7月はデサの祝祭、マラリアの大流行のため労働者の

出が悪かった(1930年糖)[ibid.1929:32; 1930:3]、 1930年には稲の収穫が遅

れたため近隣糖業の造成開始が遅れ　このために労働力供給が前年よりも悪

化した、マラリア、インフルエンザ、赤痢の流行により多数の病人が出た

(1931年糖)[ibid.1930:28]、 1936年には、労働者の出方が予想を下回り、パ

イトン、タラクサーン、ブスキといったところから労働者を輸入せざるを得

なかったが、結局作業に遅れを生じ、 6月中旬終了予定だった36年糖の作付

が7月15日までかかった[ibid.1936:18]、というような状況であった。

13)これ以外の費目についての節減内容を簡単に述べておくO 「欧人職員給与」

「原住民職員給与J節減は、人員削減と給与引下げによる。停止期にはほぼ全

員が解雇され、一部の者には失業手当が支給されたO　再開期の職員数は通常

期よりも少なく、給与も低く押さえられた。 「見張」(栽培警察)は1926/27年

から導入され、停止期にはクーリー小屋警備員の給与のみの支出となったO

「施肥→減少は、 1930ノ31年より主力肥料である硫酸アンモニウム等の使用量

を減らしたこと、同時に単価も低くなったことによるが、再開期には単価は

さらに下がっているo 「濯瀬」は1930/31年から厳しい管理を行なったことが

低下の理由である。 「苗」は1927/28年に初めてマランからP.0.J.2878種を輸

入したことで額が増えたが、後、こうした供給システムは変更され、また単

価も下がったことで経費が節減された。 「楕・道路」、「雑費」はいずれも厳しい

支出管理による。以上の点に関して詳しくは、 ibid. 1927:9、 1930:37、 19

31:ll 12,55~56、 1932:15,48、 1933:16,22、 1934:7、 1935:8,42、 1936:25-

26,103、 1937:110~111,142、 1938:33~34を参照。

14) 1937/38年の収穫貸金単価の上昇は、政庁の引上げ勧告の結果である。な

お、この年には収穫末期の11月後半になって、雨天とラマダン明けの祝祭の

ため収穫労働者の出が滞り、割増金を交付して労働者の確保に努めたという

【ibid. 1938:132'

15)これらについて詳しくはibid.1926:39、 1927:46、 1928:48、 1929:60、

1930:45、 1931:64、 1932:54、 1936:112"113、 1937:150、 1938:134を参照0

16)これらの糖業は経営体が同じ姉妹糖業であり、従来、 VISPを通じて砂糖を

販売していたo　糖価の下落に対して、両輝業は当初、栽培面積拡大で対応し

たo　すなわち、両糖業の加工糖栽培面積の上限は1929年1月9日の内務部長官
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の措置によりそれぞれ2,000/rウに引き上げられ[Verslag P.T. 1928:9]、 29

/30年、 30/31年の栽培は5-14表に示されるように拡大された。しかし、 31/

32年からは制限実施の方針に切り換え、この年の栽培縮小は生産性の低い土

地を中心に実施されたo　この結果、 5-14表に示されるように畑地での栽培は

中止され、また、単位面積当たりの砂糖収量が上昇したibid1930: 193

1:9; 1932:6]このように栽培制限に当たって最良地のみに栽培を実施する

ことは、その後も方針とされた1933/34年以降の栽培の単位面積当たり収

量が高いのはこのためであり、このことは生産コスト節減に大きく貢献する

ことになるo　なお、この糖業でも砂糖黍輸送において荷車によるものが次第

に軌道による輸送に切り換えられていく傾向にあるが、この理由は前述した

ように輸送コストの削減を計ったものであるO　収穫コストの引下げでは、こ

の他にも収穫貸金、輸送貸金単価の引下げも合わせて行われた[ibid 1931:

7, 1932:7, 1934:7, 1935:7],

17)こうした方式は、この年からパナルカン県の全糖業において導入された。

これについてはVerslag Grondhuurcontracten 1934を参照。なお、工場と

本社との間に交わされたこの時期の書簡を見ると、 9月の交渉開始以降も結

ばれるべき新契約の細部についてはなお詰めが行なわれており、不使用通告

期限をいつにするのか、不使用補償額をいくらに設定するのかといった点は

未定のままであった。

18) 1918年借地令の規定では最低借地料基準は5年毎に改訂されることになっ

ていたが、この地域での改訂作業は遅れ、 33年12月19日に開かれた「最低借

地料定期改訂のための勧告委員会」に理事が計算表を提出することから開始

された。この委員会は、政庁側、糖業代表、土地貸出者代表から構成され、

理事提出の計算表を審議するが、理事はこの委員会で出た意見とそれをふま

えた自分の意見を付してこの計算表を東ジャワ省知事に提出し、それが承認

されることによって新しい最低借地料が決定されることとなる。理事提案で

はそれぞれの最低借地料基準は1、 2等地がf55、 3等地f36.5、 4等地f32.75、

5、 6等地がf26であったが、これに対して貸出者代表は借地料引下げは止む

を得ないが税負担が川。ウ当たりflO~f20と高すぎるのでf60以下に引き下げる

べきではない、ただし、税額が以前のようにf5つ0に引き下げられるのであ

れば理事提案を受け入れることは可能であるとと主張した0　-方、 Wringin

anom糖業代表は理事提案がなお高すぎると主張した。もっとも同糖業から本

社に宛てた書簡では、理事提案がそのまま基準額となった場合には契約変更

拒否の危険を回避するために最低f40を保証し、状況によっては支払に際し

て若干の上乗せを行なう権限を与えてほしい旨を求めている。これについて
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は、 Confidentiee1 1933, no.36, 20 Decemberを参照。

19)契約変更費用の内訳は以下のとおりである。

村長等への割増金 f2 ,000

貸出者への特別割増金 f2 ,500

欧人職員日当 (弁護士費用を含む ) f 1,100

原住民書記給与 f 400

副理事役所書記給与 f 100

収入印紙等 f2 ,500

f 200証明料

雑費 (旅費ほか ) f 600

合 計 f9 ,400

1935年分支出実績 f3 ,247.63

1936年分支出実績 f3 ,415.30

1937年分支出実績 f2,701.62

支出実績合計 f9,364 .55

出所: Jaarverslag WA 1934:23

20)なお、 5-19表のP.Beng Soepieは、明らかに先に述べた総督への直訴をし

た者の1人であると思われる。

21)註19)の「貸出者への特別割増金」がこれに当たる。なお、 Jaarverslag

WA 1935:8によると、この年に払われた割増金は1,114.481/ドゥ分、 f22,299.

24で、 )ドゥ当たりf20となり、 35年には追加払いがなかったのがわかる。

22)これ以外の年についても契約変更拒否者の土地がどのように処理されたか

を見ておくと、 1934/35年栽培用地に関しては33年11月2相の本社宛書簡で

は不使用協定を締結することをめざしていると報告されていたが[Confiden

tieel, no.32]、結局、これはうまくいかず、翌年のための平地苗園に利用

することになり旧借地料で借り入れたといわれ[Jaarverslag WA 1935:7]、

1935ノ36年栽培用地はやはり旧借地料で借り入れて栽培に利用したという

[ibid∴44]これらの拒否者はその後も態度を変えず、 1938/39年栽培につ

いてもなお、旧契約のままであった[ibid.1938:11],
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第　6　章　　世界恐僧完と　ブスキ煙草栽培

周知のように、植民地期インドネシアにおける煙草栽培の中心は東スマトラ

(デリー)とジャワであったo　そして、本章で検討するブスキ地方は、 6-1表に示

されるようにジャワの中でも中心的な生産地の1つであった。

この地域は最も古い煙草産地であるといわれるが、栽培の本格的展開は1860

年代以降、すなわち、1859年に監督官ビルニー(G.Birnie)が当時のボンドウオソ

県Djember郡に着任し、その後、官を辞してこの地域でヨーロッパ市場向け煙草

栽培を始めて以降のことであるo彼は、マティーセン(C.S.Mathiesen)、へンネ

ップ(A.D.van Gennep)と協同して煙草企業を設立、その後、同社は1875年からビ

ルニー一族の経営となり、 Oud Djemberと称きれた0　60年代にはこれに続いて

Soekowono、Djelboek、Soekokerto-Adjongの各企業が次々と設立され、 70年代か

ら独仏戦争の影響による市場価格の高値に支えられて急激に発展した。栽培面

積は、 1873年には4,869haであったものが、 1915年には52,518haと10倍以上に拡
大した[植村1983b:61~63],

本章では、こうした位置にあるブスキ煙草栽培がどのような構造的特質を持

っていたのか、それが世界恐慌の中でどのように変化したのかを検討したい。

第1節　ブスキにおける煙草栽培の構造

1、理事州内の煙草栽培分布状況

植民地期ジャワの煙草栽培は、農園が住民水田を借地して行う農園栽培と、

住民が自由に行う住民栽培に大別されるo　また、ブスキでは6-2表に示されるよ

うに収穫時期は7月から翌年1月までに集中しているが、これらは、 2-3月頃から

播種を開始して5つo月頃まで、つまり乾季に収穫する前期作と、 7月上旬頃から

播種して12~1月頃に収穫する後期作に区分されるが普通であるO前期作は基本

的に住民栽培であり、表からも明らかなように主として乾地に作られ、 9月が収

穫の最盛期であるo　他方、後期作は主として水田で行われるが、農園栽培はす

べてこれであるo　ただし、農民の中には農園に水田を貸し出さずに自ら後期作

煙草の栽培を行う者も多い[栗林1941:81; Jaeggi 1949:495] i)

さて、 1930年代のブスキ理事州内の煙草栽培の分布を見ると、南部地域、す

なわちジュンプル県とボンドウオソ県に集中している。このうち、農園煙草栽

培はジュンブル県を中心にラウン山西農に集中し[栗林1941:70]、 30年代初め、
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ジュンブル県ではOud Djember、　T.M.(Besoeki Tabak Maatschappij)、 Soeko

wono、 Djelboek、 Soekokerto Adjoeng、 Soekosari、 Manggisan、 Fraser Eaton

の8社が栽培を展開していた[Onderzoek Djember 1932:bijl.no. 4]また、ボ

ンドウオソ県には、最大手企業であるLandbouw Maatschappij Oud Djember経営

のNangkaan、経営規模が二番目である　T.M.(Besoeki Tabak Maatschappij)が経

営するKalトanjar、Tamanan、Pengarang、Boender、両企業の協同経営であるSoem

bersari、 N.V.Tabak Maatschappij Kontjir経営のKontjir、 Fraser Eaton社経

営のBondowoso、及びジュンブル県に所在のSoekowono、 Djelboekの10農園があ

った[Memori Residen Bondowoso 1929:175]0 2)他方、住民栽培地帯はこれよ

りさらに北にも伸びて、ボンドウオソの町を中心とする地方からプラジュカン

地方に至っている[栗林1941:70]

いま1930~33年の時期の両県の煙草収穫面積を掲げると、 6-3表の通りである

が、これにもとづいて両県の栽培縮小前の煙草栽培が耕地に占める比率を見る

と、先ずボンドウオソ県では30年.07b、 31年10.8%と、ほぼ耕地の1/10がこれに

利用されていることになるo　他方、ジュンブル県では30年には26.6%、 31年は3

0.2%と、比率がボンドウオソ県よりもかなり高く、煙草栽培の占める比重が極

めて大きいことがわかる。

また、ジュンプル県では、農園栽培の通常年の郡毎の栽培・借地面積がわか

るので、それをもとに水田面積に占める比率を計算すると6-4表のようになる。

ここから明らかに、県内でもDjember、 Majang、 KalisatおよびRambipoedji郡

は農園煙草地帯であるのに対して、 Tanggoel、 Woeloehanでの栽培は少なく特に

Poeger郡ではほとんどゼロに等しいo前章で見たように後者の3郡は糖業地帯

であり、特にPoegerでは砂糖黍の栽培が広範に展開されていたO　このことが農

園煙草の少ない軍国である。また、この県ではおよそ60,000人の農民が農園煙

草栽培に従事していたといわれるが[L.E.V. 3e kwrt.1932(mr 16/33, Vb 16-2

-33-6):11]、 J-8表によるとジュンブル県人口は93万人ほどであるから家族数は

ほぼ18~23万と考えられ、県全体で見ても全家族の1/4~1/3程度がこの栽培から

収入を得ていたことになる。農園煙草地帯4郡だけ見ればこの比率は更に高く
なろう。

住且煙草の県内分布は不詳であるが、乾地作だけ取り上げれば、後に第7章
包t

で見るようにWoeloehan郡が最大の中心地であり、またTangoel郡でも栽培が多

い[7-16表]というふうに、必ずしも農園煙草の分布と一致するものではない。

ただし、この県では住民煙草は水田での栽培の方がはるかに盛んであり、3)級

述のようにその収穫の多くは農園に買い上げられることを考えると、全体とし

てはやはり農園煙草の分布とそれほど大きく異なってはいないと考えられる。
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以上のように見ると、ジュンブル県では煙草栽培が農民経済に占める比重は

極めて大きいが、中でも特に農園煙草地帯4郡では、その栽培動向は住民経済

を決定的に左右するものであったと考えられる。

2、農園煙草栽培の特色

きて、それではこのような分布状況にある煙草栽培はどのような特色を持っ

ていたのであろうかo　先ず、この地域の農園栽培から検討しよう。

ブスキの煙草農園は住民から地税額と等しい低額借地料で水田を借地し、煙

草栽培契約を結んで土地貸出農民に栽培させる方式が一般的であった。この場

合、農園は各年の中ごろに、借入地の借地料額を直接にデサ首長に払うのが慣

例であった[Rijke1934:31]借地契約期限は一般に5年であり、この間に地

税が改訂された場合には差額を農園側が追加払いすることになる。

実際に煙草栽培に利用される水田は、 6-5表に示される「通常栽培」面積と

「借入面積」の関係からも明らかなように、およそ借地面積の半分程度であり・、

その時期も7月から12月までに限定されるo農民は貸出地の半分には自由に栽培

を行うことができ、また、 1月1日から7月1日までは貸し出した土地全部を利用

できる04)したがって、そこでは1月1日以降に雨季稲作が行われ、煙草農園へ

の土地貸出しでは糖業の場合とは異なり米の収穫を犠牲にする必要はない。

さて、 7月1日から土地は耕起された状態で約1ケ月間、通気させるためにその

ままにされるO　そして栽培実施予定の区画がもう一度鍬で細かくならされ、作

付準備が行われ、大小の排水指が掘られた後、普通は8月の第1週に作付が始ま

るo栽培契約を結んだ農民には農園から苗が供給されるのであるが、苗園から

苗を引くことができる時期になると、栽培者は施設にきて報告し、栽培台帳(a

anplantboeken)に登録されるo　いわゆる栽培者カード(pl訂ntersbriefje)を最初

の苗を引く時に交付することによって、移植用の苗を農園から無料で供給され、

続いてこの栽培を農園の指示に従って管理し、後、登録した施設に摘んだ葉を

搬入することの契約、すなわち栽培契約が成立することになる。

作付作業は男の仕事であるが、その後、女性が植えられたばかりの苗に潅水

する。この濯水は3日間続けられるo　また、後から補楢ができるように、畝の

間にも苗が植えられるo　作付本数は、ケドゥ一種は19,200本/ha、交配種(ケド

ゥ一種とデリー種を掛け合わせたもの)は17,600本/haが-般的であった[Jaegg
i 1949:498　500,502;

なおジュンブル県の場合、農園側は煙草a)質凄保つために、栽培者1人当た

り最大1/2㍍りの栽培契約しか結ばなかったという[Onderzoek Djember 1932]
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このため、それ以上の面積の水田を煙草農園に貸し付ける農民の場合には、か

って筆者が述べたように小作を雇うことになったと思われる[植村1983b'レ

-ツテが、 「煙草貸金の、、多くの部分は貸出地の占有者自身の手には入らずに、多

くの家族構成員や、この目的のために占有者によって区画分けされた土地部分

を耕作・管理する隣人連の手に入るo　だから、後の葉の供出の際に賃金を受け

こ取るのは彼らであるo 」 [Lette1933 1:118]と述べるのは、こうした状況を表

しているものと考えられる。

こうして栽培された煙草は契約にもとづいて農園側が買い上げるのであるが、

-乾燥は住民の手でなされたり、青葉のままで供出されたものを農園の乾燥室で

農園側負担で実施するかのいずれかであった。

さて、こうした・栽培においては、先に触れたように、毎年、農園側と栽培者

・農民側との間に栽培契約が取り交わされ、両者の義務等が定められるのが普通

であるO　いま、ジュンプルで1932年にB.T.M.が栽培者と結んだ契約に含まれる

諸条件を見ると次のようであった。

先ず、一般的規定として、栽培者カード及び栽培台帳の中にある用語の説明

がなされるが、そこでは栽培者が煙草を搬入する際に行う選別の基準が細かく

述べられる。メすなわち、煙草の種別を品質によってブラッド(bladtabak)n。.1、

no.2、クロtjック(krossok)no.1、no.2、カンポンクロソツク(kampong-krossok)

に分け、それぞれの規格が示される05)例えば、最上級品であるブラッドn0.1

は、正しい時期に農園の指示通りに茎の全箇所から収穫された、最も上層の5

枚の菓(いわゆるtopbladeren)を除いた葉であって、デリー種の場合には16タつ

A(Rijnlandse duimen=2.616cm)以上、交配種の場合には18タ㌧川以上の長さを持

つものと規定されるo　これに対してタロソツク　n0.1は、 a,農園の指示に従っ

て、最上層の5枚の葉を除いて茎全体から収穫された健康な葉で、デリー種の

場合には13タつム以上、交配種の場合には14タつム以上の長さを持つもの、 b,ブラ

ッド煙草としては認められないが、農園の基準でクロソツク　n0.1に適すると

判断されるもの、 C,最上層の5枚の葉で14タつム以上の長さを持つものである.ま

た、最下級のカンポンクロソツクは、農園の指示にしたがって、会社の乾燥小

屋以外で乾燥され束ねられた煙草である。

次に、農園側の義務として、十分な収容能力を持つ倉庫を備えること、栽培

材料、必要な化学肥料を栽培者に提供すること、栽培者の土地耕作、栽培、収

穫等について監督し指示を与えることなどが上げられる。農民が搬入する煙草

に対する支払額及び支払方式は、 10ホサーム(boom; lboomは、 20タやイム以上の長さの

竹串を用いて通常の方法で突き刺した17枚の煙草の葉)当たりで、ブラッド　n0.

1は11セント、支払は煙草を選別した直後になされる。ブラッド　n0.2は7セント、クロ
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ソツクn0.1は4セント、 n0.2は2セントであり、これらに対する支払は週毎に行われる。

カンポンクロソツクに対しては0.5kg当たり1セントが搬入時に支払われるが、極め

て質の良くないものなどに対しては支払を行わないと規定される。

他方、栽培者の義務としては、他の農園のために栽培をしないこと、農園側

の指示に従って栽培等を実施することなどが上げられる。こうした栽培が何ら

かの原因で不作になった場合の措置については、 「栽培者によって維持されて

いる栽培が、洪水(雨による被害を含まない)の結果、栽培者の責任ではなくし

て、全部あるいは一部が失われた場合には、その損害はB.T.M.等が、専門家か

らなる委員会の見積に従って埋め合わせるものとする。この委員会は、原住民

首長1名、被害発生デサの古い栽培者1名、企業が指名した煙草栽培を熟知した

ヨーロッパ人1名の、計3名からなるo 」とあり、洪水以外の原因による不作は

栽培者の責任とされた【Onderzoek Djember 1932:bijl. No.5]

以上のように、ブスキでは農園煙草は住民に栽培が委ねられたが、その過程

にはかなり厳しい条件が付けられたのであったo　それは、これらの煙草が輸出
商品であったからに他ならない。

さて、こうした栽培を通して、煙草農園はそれに関係する農民の貴重な現金

収入源となるJaeggi 1949:496によると、その中味は次のようであった。

1、住民が提供する資材と燃料、これには輸送費、倉庫の建設、修理、維持に
当たる場合の労賃を含む。

2、苗園のクーリー貸金、借地料0

3、栽培の維持コスト。乾燥と病虫害対策費を含む。

4、原住民職員の給与、ボーナス。

5、タバコの輸送費。包装の輸送(balentransport)を含む。

6、束ね作業、選別作業貸金。

7、包装小屋内外でのタバコ加工貸金。

8、ブラッド煙草、クロソツク、カンポンタロソツク、前期作煙草(vooroogst)
の場合の栽培貸金。

9,借地料。

こうした形での住民に対する支払いは、ジュンブル県副理事によれば、 1928、

29、 30年の約30,000/rウの栽培に関して、借地料、労賃その他、資材購入費等合

わせてそれぞれの年にf810万、 f720万、 f720万という大量の現金をもたらした

[Onderzoek Djember 1932] 6}　ジュンブル県における糖業のもたらす現金収入

は5-21表によればf415万であったことからすれば、農園煙草栽培がジュンプル

県の農民の現金収入源として持った意義は極めて大きなものであったといえよ
うO
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3、住民煙草栽培の特色

次に、住民煙草(vrijmantabak)について検討しよう. 6-2表によって理事州全

体の栽培状況を見ると、 33 39年の作付面積平均では水田栽培(主として後期作)

と乾地栽培(主として前期作)の面積はほぼ桔抗している。ただし、年毎に見る

と水田栽培は34年をピークに減少の一途を辿っているが、乾地の場合には増減

が見られる。また、乾地栽培の主な場は畑地であるが、屋敷地でもかなり広範

に栽培されていたようである。7)

また、住民煙草栽培農民は決して専業煙草農家であったわけでもない。いま、

ボンドウオソ県　デサPのDという農民の1939年の栽培例を示すと、次のようで

ある。

彼は1/2Jrウの農園煙草(tabak-segelan)用地(借地)、 3/4)ドゥの自由栽培

(Vrijman-tabak)、 1/21ドゥの畑地を持っているが、これらに常に煙草を栽

培するわけではなく、他の(食糧)作物を作る年もある。

・彼は合計で3/4ハ+りの栽培に、葉を乾燥させて串(soedjen)に通す

までにf15.5の費用をかけた。粗収入は不詳であるが、それは彼が平均価

格で販売したのではなく、選別して様々な質の煙草に分けて売ったからで

ある。昨年埠、この区画の煙草栽培でf90の価値がある煙草を収穫した。

このように高い収入を実現できたのは、収穫にしっかりと注意を払ったこ

と、天気が乾燥していたからだという。しかし、しっかりした管理を行お

うとすれば、 3/4)ドゥを全部自分だけで栽培することは不可能であるという。

だから、彼は延べ80人分(mantakken)の雇用労働を使用した。また、 3回行

った収穫の各回毎に他人の援助を受けたが、これにはf2.50かかった。彼

には仕事の手助けが出来る家族はいない。　-彼は3/4;rウの煙草からf

75の純益を上げた。しかし、通常はこれほど多くない。

彼はよそで良い値がつかない場合には質の悪い煙草だけを競りに出すが、

競りを利用することは多くない。彼の大半の最上品は、自分で小部分に分

けて様々な場所に供給することを試みた。

[krossok-rapport 1939:495　496]

この農民の例では、農園煙草栽培と自由栽培を並行して行っており、また、

自由栽培部分の質を保つために雇用労働を用いていることから考えても、生活

のかなりの部分を煙草に依存していると見てよいが、おそらく煙草価格が悪い

年には食糧作物栽培に切り換えるのであろうo　また、 1/2JTウの畑地には煙草以

外の作物を作っていると考えられる。

さて、こうして栽増される品種は、ジャワ・マドゥラの大半の地域では国内
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消費向けケルフ煙草加工用のものであるのに対して、ブスキでは農民はしばし

ば農園煙草栽培者から苗を入手することもあり[Jaeggi 1949:495]、煙草農園の

周辺では農園で作られるのと同じケドゥ一種、交配種が作られ[Broek 1949:541]、

ほとんど全ての葉がクロソツク加工に通したものである[Ontwikkeling krosok

1937:2117; Onderzoek achterstand 1935:485],そして、この場合、農園煙草

のように農園側が様々な条件を付けたり、栽培の指導監督を行うことはないの

で、概して農園煙草よりも品質が落ち、価格はずっと安い。それゆえ、生産さ

れ尋煙草は、通常、クロソツク、またはこの地域では特にカンポンクロソツク

として扱われるのであるが、中には小量の優良種ブラッドに分類されるものも

含まれるという[栗林1941:14~15]

生産された住民煙草は青葉のままで煙草農園の乾燥小屋に運ばれて買い上げ

られることもあったが、基本的には農民の手で乾燥され、s)y拳銃的にボルグ
(borg)と呼ばれるジャワ人やマドゥラ人の仲買人を通して、買上企業(opkoop

firina)に販売されたり、9)あるいは栽培者自らの手でかボルグによってカセメ

ック(Kasemek)、ナンカーン(Nangkaan)に設置された煙草市場10)に運ばれて輝

りにかけられた[植村1983B:71; Jaeggi 1949:516~517]

ボルグは買上企業のための煙草集荷を主な仕事としており、たいていはf300

ほどの資本を前渡しされて仕事に当たったo　ジュンブル県では、 1937年、 107件

のボルグ営業許可が出されていたという。ただし、ボルグは栽培者から直接に

煙草を買い付けるのではなく、バンドル(bandol)というエージェントを使った。

1人のポルグは平均して30人程度のバンドルを使ったが、煙草栽培中心地では

最大100名程度を抱える者も見られたというo　バンドルはほとんどがボルグが住

んでいるデサか、それに接するデサの人間であり、煙草収穫期にポルグからfl

O115程度の金額を前渡しきれ、彼に煙草を提供する。集荷地域は基本的には固

定しており、普通は家族構成員や隣人が栽増した煙草を、生産者の家を回って

集荷し、それをボルグの買付け場所まで運搬する。集荷の際には、煙草の荒選

定を行うのが普通であったo　栽培者に前貸を行うことはなかった[krossok-rap

port 1939:439　440,443　446,449~450,453,479]

バンドルへの煙草引渡価格は、当然、買上企業への直接販売より低い。それ

にもかかわらずこうした方式が広く行われたのは、 (1)直接販売の場合、農民は

より厳しく葉の選定をしなければ企業側が受け取ってくれず、また輸送費もか

かり、リスクが大きい、 (2)バンドルへの販売の場合には、収穫を少しづつ行う

ことができ、このことは農家の乾燥スペースが小さいこととの関係上、都合が

よい、 (3)バンドルは、荒選定はするが、事実上、全ての煙草を受け取ってくれ

る、 (4)バンドルは顔見知りであり、親切であるという理由からであったという
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[ibid.1939:480,488]

いずれにせよ、こうして買上企業に買い上げられた煙草は加工を経て、農園

煙草と共にブスキクロソツクとして輸出される。この結果、ブスキで生産され

る煙草は大半が輸出されることになる○　以下、そうしたブスキ煙草の輸出と価

格の問題を節を改めて検討することにしたい。

第2節　世界市場の動向とブスキ煙草

1、ブスキ煙草の輸出構造

ブスキ煙草を含めてジャワ産の煙草は、生産の大半が消費地へ直接に輸出さ

れるのではなく、いったんオランダの集散地に運ばれアムステルダム、ロッテ

ルダム両市場で入札され、そこを経由して最終仕向地に向かう。この場合、農

園煙草の主力である後期作の収穫は年末であるから、基本的には前年産の煙草

が競りに出されることになる0　6-6表は、 1926~36年におけるその輸出状況を一

覧したものであるo　同表から明らかなことは、第1にオランダ経由の販売量全

体が1931年から急減していること、第2にオランダ経由で輸出される仕向地で

はドイツが半分以上を占めること、したがって、第3に販売量はドイツへの輸

出如何によって大きく規定されること、第4にこうした販売状況に規定されて

オランダへ運ばれるジャワ煙草の量(貯蔵量に表される)は、 1933年から激減し

ていることである。

ドイツ向け輸出の1931年からの激減は、この年の1月1日から外国煙草に対す

るドイツの輸入関税が100kg当たり従来の80マルク(rijksmark)から180マルクへと引き

上げられたことが原因であったo　このことは、価格がデリー煙草などに比べて

相対的に低いジャワ産煙草にとってはとりわけ不利であった11)この結果、こ

の年の前半期にはなお市場介入によって価格を一定水準に保つことができたが、

秋期の競りからジャワ産煙草の価格は暴落する[Ontwikkeling krosok 1937:21

692171]。 6-7表は、そうした価格の動きを一覧したものであるo　ここから明ら

かなように、ブスキ煙草の価格は32年に暴落し、以降、低水準に終始し、よう

やく36年から回復の兆しが現れ、 37年春期の入札ではかなりの高値をつけたが、

38年の販売では再びかなりの低下を記録、 39年になって回復するのである。

2、ブスキ煙草農園の恐慌対策
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以上のようなブスキ煙草をめぐる市場の動きは、この地域で営業する農園の

経営を圧迫するものであった0　6-8表は、その1つB.T.M.の経営状況の一端を示

すものであるが、同社は31年から無酉己に、さらに32年からは赤字経営に転落し

ているo　この結果、この地域の煙草農園はこれへの対応を迫られることになる。

それは、どのように実施されたのであろうか。

ブスキ煙草農園は既に1931年には6-3表に示される栽培拡大にもかかわらず様

々な経費削減策に入ったが、それはオランダでのこの年の秋期入札における価

格暴落後に特に酎ヒされ、農民が供出する煙草の品質検査が厳しくされた[J.U.

1932I:74　このことは、翌年以降もさらに酎ヒされ、 32年産煙草の供出時に

は「最も厳しい品質検査」が行われたというibid.1933I:77

そして、 1932年栽培からは生産制限に入ることになる。ジュンブル県でのこ

の年の栽培縮小は、当初、 30%の予定であった[L.E.V. le kwrt.1932:10]とこ

ろが、この年の第2四半期の見通しではこれが40 50射こ引き上げられ[ibid 2e

kwrt.1932:10]、最終的には6-5表に示されるように県全体では57%という大きな

縮小を実施し、地域によっては栽培がゼロになるところも出た。この結果、約

16,OOOhaの借入地が住民農業の使用に充てられることになった。ただし、この

年には借地契約は破棄されず、住民は借地料-地税分は受け取ることができた

[Onderzoek Djember 1932】o　また、買上価格も約30%程度引き下げられた[L.E.

V. 3e kwrt.1932 (mr 16/33, Vb 16-2-33-6):11]他方、ボンドウオソ県の煙

草農園も、 3月までの時期には末だ何ら対策をとっていなかったが[ibid, le

kwrt.1932:10]、その後、栽培縮小に蹟み切ったと見られ、 6-3表に示されるよ

うにこの年の収穫面積は前年比で37.4%減少した。しかし、こうした栽培制限に

もかかわらずブスキ煙草農園の財政状況は悪化し、 1933年には大半の農園が赤

字を出すことになったo　それは、制限の結果、かえって生産コストが上昇した

からであるという　Ondernemingscultuur 1933:575],

33年栽培の縮小は、当初、 VEBTO(ブスキ欧人煙草企業家連合)によって1932年

よりも制限幅を縮めることが決められ、それは新聞報道によると35%であったと

いう[L.E.V. 3e kwrt.1933:10]　しかし、結局、この年も制限は50別次上にま

で拡大される[MvO Besoeki 1934; /.t′.1934I :154]そして、前年と違う点は

「制限策によって面積の縮小が行われたところでは、借地契約の破棄と土地の

不使用は、全て内務部との協議を経て全ての関係土地貸出者との合意の上で実

施されたo　支払われた補償は公正なものと見なされる。 」 [MvO Besoeki 1934]

とあるように、借地契約自体の破棄が行われたことである。

そして、こうした栽培制限にともなってジュンブル県ではBTMのRawatantoe、

Djoeboeng工場が閉鎖、 Fraser EatonはAmboeloeでの栽培をごくわずかかにとど
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め、 34年はクロソツク買上げのみに限定する予定といわれ、ボンドウオソ県で

もN・V・tabaksonderneming KontjirはKontjir農園を一時閉鎖したと報告される

[MvO Besoeki 1934]ように、いくつかの農園が操業を停止した.

1934年も、 VEBTOの当初方針は35%縮小であった[L.E.V. le kwrt.1934(f.〟.1

934):904]しかし、最終的には31年比で50%縮小が実施され、買上煙草の量も

半分に減らされた[I.L′・1935I:58]そして、この縮小実施に当たって、 34年前

半期には煙草栽培用地の借地契約が再び破棄されたが、それはl,800haに及んだ

[L.E.V. 2e kwrt.1934(F.*/.1934):1432],この年にはN.V.Tabak Cultuur Maa

tschappij Soembersarieが倒産した[Jaeggi 1949:515],

栽培制限が緩められたのは1935年からであった。すなわちこの年の栽培縮小

は30射ことどめられ/.y.I1936:75; L.E.V. 4e kwrt.1935(f.〟.1935):443]、こ

の縮小率は翌36年の栽培についても同様であった[/.y.1937I :77]。 37年には

「36年比で16%の増加」 [ノ・….1938I:83]と報告されるように、制限はさらに緩

められたo　ボンドウオソ県では栽培の拡大さえ行われたという[MvO Besoeki 1
938:29],

また1937年には長年試みられてきた煙草栽培地の区画分け(rayoneering)がジ

ュンブル、ボンドウオソ両県で実施され、それまで複数の農園の借地が入り組

んでいた1デサでの借地は1農園に限定されることになった[MvO Besoeki 193

3031]この区画分けは、いくつかの農園にとっては一層多額の出費を必要

としたが、この年、各農園が合計で約50,OOOhaの借入地を敢えて再分割したの

は、 1935/36、 1936/37年の収穫の損失が小さく、し?くつかの会社では黒字を計

上したという条件があったこと、 1932年以来のオランダ煙草市場では、上質の

煙草だけはなお高価格をつけ、このために区分けによって、生産物の品質向上

のためにあらゆる手段が取れることを狙ったからである[Jaeggi 1949:516],

この結果、煙草農園はまとまった区画に栽培できるようになり(いわゆるブロ

ックシステム)、この適用後は、従来の「借入面積の半分に煙草を栽培する」と

いうことに代えて、 「必要ならば借入地全部に煙草を栽培することができる」

という内容の条項を借地協定に組み込む農園もあったという。このことは、実

質的に借地料が半減する可能性を持つものであった[MvO Besoeki 1938]

こうした結果、 1933年以来、 Oud Djemberを除いて毎年、赤字を出してきた煙

草農園は、1937年にはその全てが黒字を計上することができ[MvO Besoeki 1938]、

また、 36年にはFraser Eaton社経営のAmboel農園がWoeloehan郡で操業を開始、

さらにボンドウオソ県ではKontjir農園が借地を開始する、新たにCeres農園が

設立されるという動きも出た[MvO Besoeki 1938:32]。

しかし、 38年に行われたオランダの競りでの37年産ブスキ煙草の価格は、後
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過したo　すなわちこの年には142,967箱が競りにかけられたが、平均価格は0.5

kg当たり17.5セントにすぎず、前年の179,6∽箱、 21.75セントを大きく下回るものと

なった[/./.M939I:205],しかもこの年の農園栽培は大雨のためにかなりの部

分で凶作が発生し、総生産高は37年産の60%を下回るだろうといわれる状況であ

ったo　このため、既に恐慌の影響を切り抜けたかのようであったブスキ煙草農

園の経営は再び悪化し、 1939年には再び大規模な栽培制限を実施することにな

るのであった[//>/rf.:90; Groote cultures 1939:735],

このような推移は、ブスキ煙草のオランダ市場への出荷量に反映している。

これについては、 6-9表a,bに示される通りであるO

3、 30年代ブスキ住民煙草の動向

農園煙草がオランダにおける市場価格の影響をまともに受けたのに対して、

この時期の住民栽培の展開は6-10表の収穫面積の推移に示されるようにもう少

し複雑であるo　ここでは30年代の住民煙草栽培の展開を年毎に追い、その特徴

を考えてみたい。

1930年の住民栽培は、同表に示されるようにジャワ・マドゥラ全体では前年

より若干の増加であるが、ブスキでは約10,600ha、 60%近くも拡大した。カセメ

ック市場での後期作価格も6-11表に示したようにf15/ヒoコルと高値をつけた。こ

の住民煙草の高価格は翌31年前半期にも続き、ジャワ・マドゥラ全体ではこの

年の栽培は畑作、水田作ともに大きく拡大した。ブスキでも、大拡大した30年

と比べてさらに3,400haあまり、 12%ほど伸びている。しかし、ちょうど、この

年の秋季のオランダの競りにおいて先述のように価格が暴落し、このことによ

って農企業の買付価格は大きく下降、また搬入の際には厳しい品質検査が実施

されるようになったo　特に、価格の低下が激しかったのはブスキを含めた東端

地方であり[′ t/.1932I:74]、このことは6-11表に示される同年の価格の低下か

ら窺える。

こうして、 32年初めには栽培農民の中に収穫した煙草を販売することが困難

であるという声が聞かれるような状況になり、また、同年3月末~4月初にかけて

はオランダでの春期競りの価格がさらに低下したことが知られるようになって、

ジャワ内地方市場価格はさらに低下した[L.E.V.2e kwrt.1932(bijvoegsel E.〟.

1932):10]こうした状況に対して、ブスキの煙草栽培農民は栽培を大幅に縮小

することで対応したo　例えば、 9月末までの収穫面積(前期作)と栽培中の煙草

(後期作)面積の合計を見ると、 31年の約27,800;ドゥに対して、この年は15,300flや

りにすぎない[L.E.V.3e kwrt.1932(mr 16/33, Vb 16-2-33-6)]こうして、この
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年の収穫面積は前年と比べほぼ半減したが、この結果、煙草の供給量が減少し

たため、他地域に比べてブスキでの価格低下は比較的緩やかなものにとどまり、

32年後期作のカセメック市場での価格はかえって前年よりも高くなった[日ノ.1

9331 :77; Statis.landbouwgewassen December 1932:1224]しかも、この競り

値は32年12月のf5.47/キンタルから年が明けて1月にはf12.93/キンタル、 2月にはf16.1

8/キンタルとさらに上昇した【Verslag Ass.-Resident le kwrt.1933:29]

このような32年後期作の高値は、33年の住民煙草栽培意欲を高めるものであっ

た0　3月の報告によれば、ブスキではケルフ煙草と前期作クロソツク栽培への関

心が昨年より大きいとされ[Oogst en aanplant Maart 1933(f.〟.1933):1801上

4月にも「ブスキでは、前期作煙草栽培への特別に活発な取り組みが目立つ」と

報告される[ibid. April 1933(-」.〟.1933):1981]。そのことは、 6-2表によって

33年6月の作付面積を32年と比較しても明きらかであろう。

同年7月には前期作煙草の買上げが始まったが、この価格はまずまず良好であ

ると報告され[ibid. Juli 1933(」.AU933II):356上　6-11表に示されるようにカ

セメック市場では8月にはf13.81/キンタル、 9月にはfll.30/キンタルの平均価格をつけ

たが、これは比較的高値であった31年前期作を上回るものであった。特筆すべ

きことは、この時期にジャワ内のシガレット産業が大量の買付けを行ったこと

であり、カセメック市場ではこの2ケ月間に83,286kgが取引きれたが最大の買い

手はFaroka社であったという。こうしたことが、住民煙草市場を支えたのであ

った[Volkscredietwezen,3e kwrt.1933(uc〟 1933):1099~1100; L.E.V.3e kwrt.

1933(Bijvoegsel E.U- 8 Dec. 1933):10]。この結果、後期作栽培にも農民は高

い意欲を示し[Oogst en aanplant Juli 1933(f.〟1933II):356; ibid. August

us 1933(F-if. 1933II):540]、 6-2表からも明らかなようにこの年の後期作作付

面積は前年をかなり上回ることになる。

この年、ジャワ・マドゥラ全体では6-10表に示される・ように収穫面積が前年

よりかなり後退した。このかなりの部分は天候不順が原因で中・東ジャワで発

生した大凶作によるものであり、この年のそれは20,000;ドゥと前年の1,300八.tワを

大きく上回った[/.y-1934I:66]ブスキでも8月に豪雨によって後期作の苗床

が大きな被害を受けた[Oogst en aanplant Augustus 1933(f.〟.193311):540]、

9月の雨で多数の苗床が被害にあった[L.E.V. 3e kwrt.1933(Bijvoegsel E一M.

8 Dec.1933):10]、 11月にも豪雨によって水田後期作のかなりの部分が正常な収

穫が出来なくなった[Oogst en aanplant November 1933(E.4/.1933II):1073]な

どと報告されるが、それでも早場後期作煙草収穫の始まった10月以降の収穫面

積は作付面積の拡大を反映して前年を大きく上回ることになった。品質は天候

不良の影響を受けたためまずまずであったが、価格は予想を越えて良好であっ
「1
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年の収穫面積は前年と比べほぼ半減したが、この結果、煙草の供給量が減少し

たため、他地域に比べてブスキでの価格低下は比較的緩やかなものにとどまり、

32年後期作のカセメック市場での価格はかえって前年よりも高くなった巨.〟.1

9331 :77; Statis.landbouwgewassen December 1932:1224'しかも、この競り

値は32年12月のf5.47/キンタルから年が明けて1月にはf12.93/キンタル、 2月にはf16.1

8ノキンタルとさらに上昇した[Verslag Ass.-Resident le kwrt.1933:29]。

このような32年後期作の高値は、33年の住民煙草栽培意欲を高めるものであっ

た0 3月の報告によれば、ブスキではケルフ煙草と前期作クロソツク栽培への関

心が昨年より大きいとされ[Oogst en aanplant Maart 1933(f.〟.1933):1801]、

4月にも「ブスキでは、前期作煙草栽培への特別に活発な取り組みが目立つ」と

報告される[ibid. April 1933(f.〟・1933):1981].そのことは、 6-2表によって

33年6月の作付面積を32年と比較しても明きらかであろう。

同年7月には前期作煙草の買上げが始まったが、この価格はまずまず良好であ

ると報告され[ibid. Juli 1933(」.AM933II):356]、 6-11表に示されるようにカ

セメック市場では8月にはf13.81/キンケル、 9月にはfll.30/キンタルの平均価格をつけ

たが、これは比較的高値であった31年前期作を上回るものであった。特筆すべ

きことLは、この時期にジャワ内のシガレット産業が大量の買付けを行ったこと

であり、カセメック市場ではこの2ケ月間に83,286kgが取引されたが最大の買い

手はFaroka社であったというo　こうしたことが、住民煙草市場を支えたのであ

った[Volkscredietwezen,3e kwrt.1933(uc〟 1933):1099-1100; L.E.V.3e kwrt.

1933(Bijvoegsel E.u. 8 Dec. 1933):10],この結果、後期作栽培にも農民は高

い意欲を示し[Oogst en aanplant Juli 1933(F.〟・1933II):356; ibid. August

us 1933(」.u. 1933II):540]、 6-2表からも明らかなようにこの年の後期作作付

面積は前年をかなり上回ることになる。

この年、ジャワ・マドゥラ全体では6-10表に示されるように収穫面積が前年

よりかなり後退したo　このかなりの部分は天候不順が原因で中・東ジャワで発

生した大凶作によるものであり、この年のそれは20,000;ドゥと前年の1,300がりを

大きく上回った[/.V.1934I:66]ブスキでも8月に豪雨によって後期作の苗床

が大きな被害を受けた[Oogst en aanplant Augustus 1933(」.〟.1933II):540]、

9月の雨で多数の苗床が被害にあった【L.E.V. 3e kwrt.1933(Bijvoegsel E.ti.

8 Dec.1933):10]、 11月にも豪雨によって水田後期作のかなりの部分が正常な収

穫が出来なくなった[Oogst en aanplant November 1933(E.a.1933II):1073]な

どと報告されるが、それでも早場後期作煙草収穫の始まった10月以降の収穫面

積は作付面積の拡大を反映して前年を大きく上回ることになったO　品質は天候

不良の影響を受けたためまずまずであったが、価格は予想を越えて良好であっ
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たという[I.L.1933U.〟.1934):1339]

34年栽培は、 33年の価格がよかったことによってジャワ・マドゥラ全体で水

田作、畑作ともにかなり拡大したo　こうして栽培された煙草は、先に述べたよ

うに買付業者に売られるのであるが、この年には、買付業者は以前にもまして

上質品に関心を向け、これにはかなりの高値をつけた12)他方、下級品は極め

て低価格ではあるが、華人買付業者に売ることができたという[Ondernemings-

cultuur 1934:582],

ブスキでも、 3月報告によるとこの月に前期作とケルフ煙草の苗床作りが終了

したが、前期作への意欲が特に高いといわれ【Oogst en aanplant Maart 1934

(」-AU934):718]、 6月までの作付面積は33年を1,970八つ上回ったが、生育期の

天候不順のために作柄は不良であり収量は悪かった。この結果、 9月には煙草の

供給過少のために一端開いたカセメック市場をすぐに閉鎖せざるを得ないとい

った事態も生じたが[ibid. September 1934(E.y.1934):1690]、品質はかなり良

く、 Faroka社が1,400キンタルほどを平均f12.10で買い付け、またBritish Amerikan

Tobacco Companyも市場に参入するなど、この年もシガレット製造業者が大量の

買付けを行って市場を支えた[Ondernemingscultuur 1934:582〕。

他方、後期作については7月に「ブスキでは、人々は各地で後期作タロソツク

を大量に植えることを跨糟しているが、これは明らかに、煙草農園の様々な区

画が栽培停止され、これにより煙草市場が制限される可能性が大きいことと関

連があるO 」 [Oogst en aanplant Juli 1934(f.〟.1934):1384]という報告があ

り、前期作の高値にも関わらず、農民の対応は慎重であったが、結局、前年を

大きく上回る煙草が作付された。この栽培は10月までは作物の状態は良好であ

ったが、 11月になると豪雨に見舞われ、 12月も収穫は思わしくなかった。この

煙草の販売状況を見ると、農園、買付業者は主として上級品を買い付け、この

際、極めて厳しい選定を実施したので、価格は低かった。これは、この年の後

半期のオランダでの競りにおける価格の悪さが基本的な原因であった13)また、

多くの下級クロソツクは、 Paiton(プロポリンゴ県)のある華人買上業者の手に

わたった[I.L.1934U.机1935):575,1221; Ondernemingscultuur 1934:582~583

L.E.V. 3e kwrt.1934(」.〟.1934):1928;。

1935年栽培は、こうした34年後半期の低価格と厳しい品質選定の結果、縮小

する[I.L. 1935(」.〟.1936):1504]ブスキの前期作は9月には収穫が終わったが、

早魅の被害を受け、作柄は平年以下であったo　買付価格は、 6-11表に示した通

り、前年を下回った。他方、後期作も11月~12月初めにかけての早魅にあい、作

柄は平年並みだったが、これから作られたクロソツク価格は予想以上の高値を

つけ前年を上回った[Ondernemingscultuur 1935:746;
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36年のブスキ煙草は1月に収穫された35年後期作の最後の部分が品質がよく、

両市場での平均価格はflO.57/キンタルと前年末を上回ったo　また、 2-3月には、ド

イツがロッテルダム市場で34年後期作煙草の残りの部分のかなりの量を買い付

けた[L.E.V. le kwrt.1936(F.AU936):1094]こうした状況のもと、ブスキで

はこの年、乾地への前期作作付は引き続いて減少したが、シガレット用に栽培

される前期作煙草の水田栽培が前年より拡大した14)この栽培期間中には雨が

多く、ここから作られる煙草は後期作的性質を帯びることになり、シガレット

産業からの買付けは少なかったが、売れ行きは好調であったという。他方、後

期作も大きく減少したが、生育期に雨に恵まれて品質はよかった。価格は前年

よりも低かったが、 11月15日~12月末の市場での取引量はカセメック328,619kg

(前年は80,882kg)、ナンカーン142,997kg(前年は43,088kg)と大きく伸び、また、

市場外でも多くが買い付けられたo　そして、上質品にはかなりの高値がつけら

れた[I.L.1936(f.〟・1937):1952; Ondernemingscultuur 1936:852; L.E.V. 3e

kwrt.1936(f.^/.1936):2356; ibid. 4e kwrt.1936(E.A/.1937):465],

1937年になると、オランダ市場における価格の上昇の影響で、ジャワ各地では

年初から地方取引価格も上昇傾向を示し、ブスキでも1月価格のf16.50 f26.50

が3月にはf19.66 f27.50に上昇した[L.E.V. le kwrt.1937(F.〟.1937):1267]

この上昇傾向は年末まで続いたが、こうした中でブスキでは特に畑作が拡大し

た[/.y.19381 :78; L.E.V. 2e kwrt.1937(E.tf.1937):1969]。そこで作られた前

期作煙草は売行き好調であり、価格も後期作煙草を上回ることが多かった[Oog

st en aanplant December 1937(f.〟.1938):198つ99]また、この年の後期作は

雨に恵まれず、前期作煙草の性質を帯びたものが多かったのであるが、しばし

ば買付業者はこれに本来の後期作煙草よりも高値をつけたという[MvO Besoeki

1938:68]こうして、この年、ブスキ住民煙草は比較的良好な価格を実現する
ことができた。

このことは、翌38年の前半期の栽培に影響を与えた。 6-2表によると、 6月ま

での作付面積は前年比で水田作917;ドゥ、乾地作1,726;ドゥ、合わせて2,6431円と

大きく拡大するが、例えば2月の報告には「ブスキ理事州では前期作煙草に対す

る関心は前年よりずっと大きい」 [Oogst en aanplant Februari 19380.〟.193

8):929上5月の報告を見ると「水田前期作苗床が既に作られたが、農民の意欲

はここ数年よりも大きい」 [ibid. Mei 1938(f.〟_1938):1293]と、価格上昇に対

する農民の反応が示される。しかし、この年の後期作は逆に大きく縮小するこ

とになったo　それは、 6-7表で見た通り、オランダ市場における37年産煙草の入

札価格が低下したことと関連があると思われる。そして、こうした栽培縮小は

翌39年にはさらに大きなものになったのである。
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以上に、ブスキにおける住民煙草の栽培状況を見てきたのであるが、その推

移は農園煙草とはかなり異なるものであったo　それは一言でいえば、栽培面積

の増減が買付け価格の推移に極めて敏感に反応して起こるということであろう。

すなわち、農民は価格が低下すればすぐに煙草栽培を縮小し、逆に上昇が起こ

れば栽培を拡大するのであるo　こうしたことが可能であったのは、先に見たボ

ンドウオソ県デサPの農民Dの例に示されるように、場合によっては他の作物の

栽培に切り換えることが容易であったからである。そして、おそらくはトウモ

ロコシへの切り替えがなされたと考えられる。15〕

そしてその買付価格は、基本的にはオランダ市場における取引状祝と価格に

よって規定されるものであったO　住民煙草の多くが、買付業者や農園の手を経

てオランダ市場へ輸出されたからであるo　しかし同時に、この地域の住民煙草

栽培は、ジャワ内のシガレット製造業者への販売をも行うことによって、オラ

ンダ市場の変動から農園煙草ほどに直接的には影響されたわけではなかったこ

とも事実であるo　このことによって、例えば農園煙草が50%の栽培制限を持続し

た33、34年には栽培をむしろ拡大することができたのであった。

このようにして、住民煙草栽培農民は恐慌による状況の変化に極めて柔軟に

対応できたといえよう。

おわりに

最後に、以上のような30年代煙草栽培の動向の農民経済にとっての意味を考

えておきたい。

先述のように、煙草栽培はジュンブル県を中心に農民経済に巨額の現金収入

畢もたらしてきた。それでは、農園煙草からの住民収入は恐慌期にどのように

減少したのであろうかo　レイケによると、ジュンブル県では農園の払う通常年

の借地料f650,000も大きく減少したが、農民にとって最大の収入減は栽培した

煙草の収入減であったというo　これは、 32年には買付け価格が100串(soedjen)

当たりでfO.50低下したことにもよるが、それよりも農園が通用した厳しい選定

の方が不利益であり、 「以前には第一級品として納めた煙草が32年には二級品、

三級品に査定された。住民栽培煙草の販売では農園がさらに厳しい査定を通用

したので、困難は一層大きかった。 」という[Rijke1934:31]

こうして見ると確かに煙草栽培農家の収入減はかなりのものであったと考え

られるが、前章で検討した砂糖黍の場合と比較すると、その意味にはかなりの

違いがあるようにも思える。それは第1に煙草農園の払う借地料は地税分でし

かなく、糖業への土地貸出農民の場合のようにそれが収入の大きな部分を占め
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るというわけではなかったことである。第2に土地貸出期間は半年にすぎず、

それも乾季のみであり、加えて1農家の農園煙草の栽培は1/2;ドゥに限定されてい

たので常に他作物の栽培を並行して行ってきた。こうした点から見ると、煙草

栽培農民の農園への依存度は、糖業への土地貸出農民に比べて相対的に小さか

ったといってよいo　第3に、住民煙草が農園煙草とは異なって32年以降も比較

的高価格をつけたことによって、煙草栽培農民の減収は緩和されたことが考え

られるo　そして第4に、先に見た通り、煙草栽培農家は価格変動に対して柔軟

に対応できたことによって、収入減を最小限に食い止めることが可能であった
と思われる。

さて、それでは煙草栽培農家の収入はどれほどであったのか。先に見たボン

ドウオソ県テ11サPの農民Dは1939年に3/41ドゥの自由栽培からf75の純益を上げた

が、もう少し例を上げると、同じ県のデサSでは1/21ドゥ当たりでf40~80の収入が

あり、全ての作業は家族労働で行われる[krossok-rapport 1939:492]というか

ら、これはほぼ純益に等しいと見なしても良いo　ジュンブル県のデサSのケース

では、 )rウ当たりに換算して粗収入でうまく行けば川0 100、雨など.の被害に遭

った場合にはf65~75程度であるが、ここでも栽培はi/2/rウ程度なので耕作費は

ほとんどゼロに近いという[ibid∴485,487]これらの収入は、この時期のパナ

ルカン県での糖業の支払う借地料が、前章で述べたように1年半につき最も高い

場合でもf61//¥すりであったことを考えれば、かなりの高額であると評価できよう0

この時期においても、埋草栽培は凶作にならない限り、相対的にかなり有利な

収入をもたらすものであったと考えられるのである。

こうして見ると、前章で検討した糖業地帯と煙草地帯では恐慌の影響はかな

り異なった形で現れたといえよう。それが両地域の経済状況をどのように規定

したかについては、第8章で具体的に述べることにしたい。
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1)もっとも、 Krossok-rapport 1939:435では、これとはやや違って、前期

作を6月から収穫が開始され、 8月が最高潮でありこの月に畑作煙草の最良の

葉が採れるものである、後期作は11月頃から収穫開始される栽培であるとし、

両者の中間に8月から収穫を開始する水田中間作を設定している。ただ、本

稿では一般的な二分類に従って記述を進めることにする0

2) 6-3表によれば、この県の住民煙草収穫面積は1930年23,268;ドゥ、 31年28,

664がウ、 32年14.208A。ウであるが、 7-16表に示される乾地作の収穫面積はそ

れぞれ7,157;ドゥ、 6,687八ナウ、 4,86Uやりであるから、水田作収穫面積は16,ll

1)ドゥ、 21,977がり、 9,347;¥。ウとなる0

3) Javatabak:1324によると、ブスキにおける主要煙草企業の34年頃の煙草

生産高は次の通り。 (1箱は70kgの煙草葉からなる)

Landbouw Maatschappij Oud Djember

B.T.M.

Landbouw Maatschapp'ij Soekokerto-Adjoeng

Cultuur Maatschappij Djeboek

Landbouw Maatschappij Soekowono

Landbouw Maatschappij Soerabersari

Landbouw Maatschappij Soekosari

1934年収穫:

1934/35年収穫:

1934年収穫:

1934年収穫:

1934年収穫:

1933年収穫:

1934年収穫:

61,072箱

32,449箱

10,048箱

8,989箱

8,293箱

3,853箱

2,407箱

4)使用しない残り半分には、農民は煙草シーズンには食糧作物(したがって

煙草ではない)を自由に栽培することができるが、例えば豆、米、砂糖黍と

いった煙草の栽培に悪影響を与える作物は例外である。契約で禁じられてい

る作物は、農園によって必ずしも同じではない。しかし、この禁止にもかか

わらず農民がそこにも煙草を作ることがしばしばあったが、この場合、農園

側は、この煙草も関係農園に搬入され競合しない限り、概してこうしたこと

を見逃すようであったという[Onderzoek achterstand 1935:481

5)この当時、生産される煙草の種別は次の通りである。

(a)ブラッド

高級品質の葉タバコを総称する名称、ほとんど全てが農園で生産されるが、

住民から買い上げるものの中にも極めて小量であるがこの品質に入るものが

あるo　用途は主として葉巻の上巻き用だが、中巻きないし充填用も含まれる。

ほとんど全てを輸出する。
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(b)クロソツク

(イ)ハングタロソツタ

農園生産業タバコの中で破損、乾燥の不出来などにより品質が劣り、ブラ

ッドに入れ難いものo　ただし、総体的にみて品質は次項のクロソツク、カン

ポンクロソツクよりは優れている。

(F)クロソツク、カンポンクロソツク

住民が栽培、乾燥した葉タバコ、すなわち農園タバコに対する住民葉タバ

コは全てタロソツクであるo栽培の時期、地方等により用途は葉巻向け、紙

巻きタバコ向け、その他パイプタバコ向けなど様々であるが、概して品質が

劣り値段も農園タバコより格段に安いo　ただし、農園タバコが全てブラッド

であり、住民タバコが全てクロソツクであるわけではない。カンポンクロソ

ツクのカンポンは「村→の意味であり、住民生産タバコを農園タバコと区別す

るためにブスキ地方で特に使用される名称であるo　ジャワの他の地方では単

にタロソツタと称する。

(C)ケルフ

ケルフはオランダ語の「刻む」であるo収穫直後に生葉を刻んでから乾燥し

たジャワ古来の刻みタバコであり、用途が広く、住民生産の大部分を占める。

[栗林1941:14~15]

なお、ブスキの農園煙草はブラッドが少なく、クロソツクが多いのが特徴

である。これについてはJavatabak:1322　を参照。

6)もっとも　Lette1933,1:108によると金額はこれよりは少なく、旧ジュン

ブル理事州全体の煙草農園が、毎年、借地料、苗床、乾燥小屋の建築と維持、

資材の提供費、栽培賃金、耕作、品質検査、原住民職員給与の形で住民に支

払う金額は、行政当局の見積ではf600万であるという。また、 L.E.V. 3e k

wrt.1932(rar 16/33, Vb 16-2-33-6)によると、通常年にはほぼf200/haの現

金を東モンスーン期に住民にもたらすと述べられ、これを栽培面積の数値と

掛けると、ほぼf563万程度になる。

7)例えば、 Krossok-rapport 1939:435~436によると、 「報告者は(住民煙草

が主として畑地に栽培される以外に)屋敷地での集中的な煙草栽培を観察し

たo　どこでも、煙草が植えられた家の周りや近くの小区画の屋敷地を見るこ

とができるo　この理由は極めて明白であるo　デサ住民がいうところでは、煙

草は収穫の成功のために多くの維持管理が必要である。上質の煙草を収穫す

るためには、植えられた煙草につく虫は一匹づつ手で取り除かなければなら

ないし、除草その他の様々な小さな仕事が必要である。煙草栽培は実際、デ

サ住民にとって一種の園芸農業(tuinbouw)である。それより更にわかりやす
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いのは、こうした園芸小作業は「自分の園」、つまり家の近くで行うことが

好まれるということである。竹垣などで囲まれ保護された区画で、煙草はス

コールから守られるO　さらに家の近くでは、かなり労働の節約になるのであ

るo　こうした作業は、ほとんど子供や婦人の手でなされる。だから、煙草は

家の近くで栽培される。多くの場合、家の前で遊んでいる子供達はそこから

煙草の小さな栽培を監督できるのである。 」と述べられる。

8)住民煙草の乾燥は、従来、家の屋根、あるいは壁、土の上で行われたが、

家の中へ運び込んだり外で広げたりして煙草の葉を絶えず移動させたので、

不必要に損傷したり汚れたりすることが多かった。このため、農業指導局は

小規模乾燥小屋の設置と使用を奨励し、その使由は次第に増加したという

[MvO Bondowoso 1931],

9) 20年代後半、煙草価格の上昇とともに、特にボンドウオソとその周辺では

住民煙草を買い上げて加工することを専門とするいくつかの企業が設立され、

買付けに当たったが川emori Residen Bondowoso 1929:175; MvO Bondowoso

1931]、それ以外の企業も住民煙草の買上げは盛んに行ったようであり、そ

の品質を高めるために、農業指導局と協同して良質の種を農民栽培者に供給

するなどのことを実施した。そのコストは1930年には仕100であったが、こ

れは関係農園が負担したという[MvO Bondowoso 1931]なお、 1939年の調査

報告によると、買付企業に直接に煙草を搬入するのは比較的大面積の煙草栽

培を行う者のみであり、この場合、彼らはボンドウオソの買付企業中心地ま

で白から煙草を携えて出かけ、いくつかの企業に分けて煙草を販売するが、

売れ残った部分はバンドルやボルグに引き渡すこともあるという。これらは、

販売も含めて3~5日を要する旅行であった[Krossok-rapport 1939:489]

10)煙草市場は、先ず1916年にカセメック(ボンドウオソ県)に設立された。当

初は住民後期作煙草の販売が試験的に行われ、 1921年からこの地域に広く栽

培される前期作煙草の販売が行われるようになった1930年初め頃のこの市

場の状況について、中央金庫(centrale kas)ボンドウオソ監督官バンク(∫.

A.Banck)は次のように述べている。

「1月28日、私はカセメックの煙草市場を訪問した。この設立では、小農民

を援助することが目的とされた。彼らがその煙草を農園に売らざるを得ない

場合には、彼らは質の劣る煙草は抱えたままでいることになる。農園が収め

るのは良質のものだけだからである。この場合、彼らはこのあまり質の良く

ない煙草を捌くことができるのは、極めて安い価格に.よってだけである。同

時に農園は、入場券を持つ者は誰でも買うことが出来る市場での自由競争の

ために、良質の煙草の価格をあまり大きく値切ることは出来ない。この入場
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券はボンドウオソ県知事が発行するo　この利益に預かるのは、自由栽培者

(vrijman)のみである.煙草はこの市場では小量づつ販売されるが、それは

農民が持ち込む場合と同様であり、かくしてお互いがあらゆる種類を持ち込
むことになる。

この市場の職員は、市場支配人(marktmeester)、競り人(afslager)、帳簿

係(boekhouder)、書記各1名、検査役(keurder)3名、警備員(djaga)数名から
なる。

ここでは物事は次のように進むo　農民はここへ来ると煙草を1ヶ所の大き

な小屋に持ち込み、包装を解くo　そこでは煙草の選定がなされるが、それは

湿り気を帯びたもの、かびの生えたもの、まだ緑の葉を除くだけである。そ

れ以上の選定は行われないo　この後、彼らは煙草を再び包装することを認め

られるo　それからそれらは帳簿係の手で計量され、重量カードが交付される。

このカードは2つに分けることができ、・そこには農民の名前、デサおよび重

さが記入されるo　この後、煙草は競り小屋に運ばれるが、そこでは数名の警

備員が包がすり代わらないように目を光らせている。買い手の数が十分な場

合には、販売が開始されるo計量の際に5%の風袋(tarra)が差し引かれ、他

方、農園は通常30%を差し引くが、この場合には農園は若干の高い価格を支

払うことをも付け加えて述べておく必要がある。

飛込みの買い手は、購入希望額を予め小額貨幣で預入れする必要がある。

販売の際、買い手は重量カードの半片を受け取り、残り半片は売り手が持

っているが、ここには実現された価格が記入される。決済は直ちに行われる

が、この際、売り手は販売価格の2%、買い手は3%を納めなければならない。

この課税から、様々な市場経費が賄われるのであるO　市場では全てが極め

て順調に進んでいるo　取引も極めて盛んであるO　随分と遠く離れたところか

ら、農民がこの市場へ煙草を売りにやって来ることさえある。ここでも、前

期作煙草と後期作煙草は区別される。

以前には煙草は近くにある農園でも選別され買い上げられていたが、現在

ではほとんど行われることはない。　　・市場は煙草価格をいくらかは刺

激する方向に機能してもいるo　もし農園が良質の煙草に対して高値をつけれ

ば、市場では質の劣るもの以外ほとんど見かけることはなくなるので、 (市

場の)買い手もこの場合には(こうした状況を防ぐためには)買値を引き上げ

ることを余儀なくされるのである。逆の場合には自由煙草はほとんど全てが

市場に持ち込まれ、市場では十分な数の買い手がいるので、農園はやはり価

格を引き上げなければならない。

1930年1月までこの市場は県評議会管轄下にあり市場監督官(Controleur
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van net pasarwezen)が管理していたが、現在では省の直轄になっているO

農民は概してこの市場に大いに満足しているが、そのことは取引量からも

窺えるo　普通、前期作煙草の品質は後期作よりも劣る。前期作煙草の販売は

だいたい8月頃から始まり、後期作は11月に始まる。」 [Banck 1930:217~218]

このように、この市場は農民煙草が低価格で買いたたかれることを防止す

る目的で設立され、 30年初め頃までは活況を呈し、その目的に沿って農民煙

草の流通に大きな役割を果たしていたのであるが、その後の時期になると状

況が変化してきた1934年のブスキ理事の覚書によると、 「カセメックの煙

草市場は、近年、煙草栽培住民から見るとほとんど重要ではなくなってきた。

競りでは、大規模買上商人の関心がますますなくなってきた。買上商人が1

人しか出席しないこともしばしばであり、また、本年9月の前期作の競りは

2週間公示された後、煙草の供給が全く不十分であったために中止された。

このため、経費が収入をかなり上回った。この直接の原因としてはボンドウ

オソにおける前期作の不作(本年の気候条件はこの栽培にとって例外的に悪

かった)が上げられるが、カセメックにおける煙草の競りは既に数年来後退

状況が観察されていたことを指摘しなければならない。 」と述べられ、この

後退要因として、ブスキ理事は煙草栽培・取引が本来持っていた投機的怪格

が市場変化によって前面に出てきたこと、前期作煙草の買上げ許可が激増し

たことにより1ヶ所で競りをすることが実情に合わなくなったこと、市場の

場所が栽培の中心地から離れているため搬入が容易でないことを指摘してい

る[MvO Besoeki 1934]この記事だけから、市場取引後退理由の詳細を理解

することは困難であるが、少なくとも恐慌期に入り、価格が大きく変動した

状況の下で市場取引も停滞した様子が窺える。その後、 1935年になってジュ

ンブル県のナンカーンに第2の市場が開設された。この市場では特に後期作

収穫時に煙草の搬入が多かったが、前期作煙草はカセメック周辺ほどには確

られていなかったので、これに対する意義は大きくはなかったという[Memo

n Residen Besoeki 1922:168; MvO Bondowoso 1931; MvO Besoeki 1938]

なお、ジヤエギによれば、実際にこれらの市場にタロソヅクを持ち込むのは

ボルグであったという[Jaeggi 1949:516~517]。

ll) 1936"1938年産のデリー煙草、王侯領煙草、ブスキ煙草のオランダ市場に

おける0.5kg当たり平均取引価格を比較すると、次表のようである。

ブスキ煙草の価格が相対的に低いことの理由は、この地域の煙草栽培方式

に求められる。すなわち、この地域ではデリーや王侯領などとは異なり、栽

培は基本的に農民に委ねられるために、生産される煙草の中で最上級品のブ

ラッドが少ないことによる　Javatabak:1322によれば、王侯領では6,639ha
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の栽培から約11,000トンのブラッド煙草が生産されるのに対して、ブスキでは

19,252haから7,000トンしか産出しないというo　ブスキの場合、これよりも低

級品のクロソツクが多かったことが、価格が相対的に低かったことの原因で
ある。

1 9 3 6 年

収 穫

1 9 3 7 年

収 穫

1 9 3 8 年

収 穫

デ リ ー f l . 3 8 f 1 . 3 0 f 1 . 0 8

王 侯 領 f O . 4 4 5 f 0 . 3 7 f 0 . 4 2 5

ブ ス キ b l a d f 0 . 4 3 f 0 . 3 6 f 0 . 4 6

h a n g k r o s s o k f 0 . 2 5 5 f 0 - 1 8 5 f 0 . 2 9 5

K a m p o n g k r o s s o k f 0 . 1 8 f 0 . 1 3 f 0 . 1 5

出所: Groote cultures 1939:730

12)こうした状況に直面して、植民地政府も住民煙草の品質改善のた削こ、様

々な試みを行っているo例えば、ボンドウオソにおかれた農業指導員は、住

民栽培煙草の品質改善のために望ましい品種の良質の種を提供し、小規模乾

燥小屋によってよりよい乾燥方式をとることを宣伝し、市場価格が高い高品

質のクロソツクを作るように指導した[MvO Besoeki 1934]、従来、農業指導

局はケドゥ一種と交配種の種子を住民に供与していたが、 1938年には前期作

煙草としてシガレット製造に通したカストウリ(Kastoeri)種、ヴァージニア

(Virginia)種、その他のアジア系煙草を試射勺に栽培する試みが、拡大され

ることになった[MvO Besoeki 1938:69;、後期作のクロソツクの品質改善の

ため、 1933年以来、毎年、煙草コンテストが開催され、例えば1936年にボン

ドウオソ県で煙草買上げ企業と農業指導局が協同して開いたコンテストでは

最も質の良いものに賞を与えた[/.y.1937I:87]、 37年のコンテストには60

0名の農民が参加し、また、この年以来、植付と作物管理のコンテストも行

われるようになった[MvO Besoeki 1938:70などの例が見える.また1937年

のタロソツク条例(Stbl.no.604)でクロソツク加工と取引の改善を計るため

の対策を仕事とする中央組織が設立された[MvO Besoeki 1938:37]

13) 1934年後半期のオランダ市場では、ドイツ向け輸出がますます困難になり、

市場は強く押し下げられ、ジャワクロソツクに対する注文は秋季競りではほ

とんどない状態だった[L.E.V. 4e kwrt.1934(F一封.1935):335]

14) 1938年のブスキ理事の覚書によると、こうした形での住民の前期作煙草栽
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増への関心の高まりは近年の特徴であり、水田での栽培が増加しつつあるが、

それは畑作前期作は天候不順の影響を被る危険性が大きいからであるという

[MvO Besoeki 1938:68~69],

15) 1932年の煙草栽培の縮小に際して、どの作物がその代わりに植えられたか

について、庶民金融関係の調査報告は次のように述べているo

「煙草栽培の制限の結果、どの住民作物が拡大したかを検討してみる。とい

うのは、人々は耕地を休閑するのではなく煙草が植えられていた水田面積に

他の作物を植えるのが普通であると、想定されるからである。

さて、やや目立った発見がある。栽培統計によると、水田煙草栽培の縮小

は、自由になった水田での他の作物の栽培ではごくわずかしか補われていな

いのである。

Tamanan郡に関する水田煙草と水田トウモロコシ(これ以外の裏作物はこの

地方では非常に小さい意味しかなく、考察外におくことができる)の1931/32

年の作付統計は次の通りである。

1931年　煙草　2.321A。ウ　トウモロコシ1,241Vウ

1932年　煙草　644;rウ　トウモロコシ1,901bouw (1933年1月を含む)

住民煙草の栽培が1,677八やウ、農園煙草が約1,250^ウ(制限を平均50%とす

る)縮小したのに対して、水田作トウモロコシはわずか660flすりしか増えてい

ないのであるo　だからTamanan郡では2,200;ドゥを越える水田が休閑されたこ

とになる。これはありえない。

だから栽培統計は、間違っているはずである。そしてこの考え方は、乾地

の栽培統計を分析することでよりはっきりする1931/32年の煙草とトウモ

ロコシの作付統計は以下の通り。

1931年　煙草　4io/rウ　トウモロコシ　2,482/rウ

1932年　煙草　146)ドゥ　トウモロコシ　4.725Aやウ

2641ドゥの煙草面積挿小に対して、トウモロコシの拡大は2.243Aやりに達するo

この数字も受け入れることはできないO

ボンドウオソの農業指導官は次のように述べている。 『1932年の後期作煙

草はほとんどの部分がトウモロコシに代えられたと考える方がよい。』数字

を見ると、 2,200/ドゥの水田作の縮小と約2.000A"ウの乾地作の『多すぎ』があ

り、栽培区画のデータには誤りがあり、 『畑作トウモロコシ』として登録さ

れた2,000㍍りのトウモロコシは、正しくは『水田作トウモロコシ』とされね

ばならないという結論は、誤りではなかろう。 」 [Onderzoek achterstand

1935:483~484]

ここからも、トウモロコシが作られたと考えてほぼまちがいなかろう。
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第　7　章　　世界恐一院と　ブスキ住民農業

本章では、ブスキ理事州の住民農業がどのような構造的特質を持ち、 1930年

代にそれがどのように変化したのかを検討するo以下、先ず、恐慌の影響を受

ける以前の時期を主要な対象としてこの地域の住民農業の特質を検討したい。

第1節　ブスキ住民農業の特質

1、耕地の状況

先ず、この地域の耕地の状況から検討しよう。既に序章で指摘した通り、こ

の地域では1930年段階で耕地化率(耕地面積が全領域面積に占める比率)は38.1

%にすぎず、なお未墾地が広大に残っていたo　また、水田と乾地の割合を見ると

ほぼ4対6の割合で乾地の方が広いことが特徴的である。このことは、乾地農業

も農民経済にとって重要な役割を果たしていたことを示唆するものである。ま

た、後述のように未墾地や乾地から新たに水田を造成する可能性が1930年代に

なってもなお残っていたことを意味している。

さて、以上のような耕地状況も理事州を構成する各部分毎に見ると、いくら

かの地域差が看取されるJ-!表に従えば、耕地化率は最も高いボンドウオソ県

が48. 、ジュンブル県は42.9%、パナルカン県40.7%であるのに対して、バニュ

ワンギ県は27.9%とかなりの開きがある。この県は最も開発が遅れているといえ

ようo　しかし、もう少し細かく郡毎の数字を見ていくと、同一県内でも非常に

大きな差があるo　また、水田と乾地の比率も、ジュンプル県では水田が全耕地

の47.8%を占め比較的多いのに対して、その他の県では水田は40%を下回ってお

り、乾地が圧倒的に広いo　そして、これについても水田が15.3%と極端に少ない

Pradjekanのような郡から60%を越えるRambipoedjiのような郡まで、郡毎の差は

大きいo　これらのことは、理事州内でも地域によって農業条件がかなり異なっ

ており、そこで展開される住民農業にはかなりの地域差があることを示唆する

ものである。この点については、後に詳しく述べることにしよう。

2、栽培状況

次に1930年代のブスキ理事州の住民農業を概観したト1表から、恐慌の影響が

まだそれほど及んではいない1930年の時期に住民が何を栽培していたかを概観

しておこう。全作物収穫面積に対する各作物の収穫面積の比率から見ると、ト
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ウモロコシ(38.4%)、水稲(29.6%)が群を抜いて多く、以下、煙草(6.1%)N大豆

(4.5%)、陸稲(4.3%主　カッサバ(3.0%)と続く。先に第3章で見たスラバヤと比

較すると(a)トウモロコシの方が水稲よりも広く栽培されていること、 (b)煙草

栽培が多いこと、 (C)陸稲がかなり広範に作られることという違いがある。

これらの差のうち、 (b)については前章で検討した通りである(a)(c)につい

ては、この地域の乾地面積が極めて広大であるという耕地状況に規定されたも

のと見られるo　また(a)は、トウモロコシがこの地域では通常時にも住民の主食

としてより多く利用されている1)ということとも、関係が深いと思われる。た

だいずれにせよ、煙草を例外にすれば食糧作物が栽培の中心であった点ではジ

ャワ一般の傾向と変わるものではない。

なお、ト1表は一年生作物のみを対象にしているためにここには示されないが、

この地域では果樹栽培も盛んであり、特にバニュワンギ県のココヤシ栽培は同

県の農民経済にとって規定的な意味を持った。更に、全域にわたって牛の飼育

も非常に盛んに行われており、これまたその経済的意義は大きかった。これら

の点については後に触れることにしたい。

さて、こうした住民農業はどの程度に耕地を利用していたのかにも触れてお

こうoト1表によれば1930年の全作物収穫面積が全耕地面積に占める比率は120.

8%であるo　この数字は同年のジャワ・マドゥラ全体の平均値102.0%[ト11表]を

大きく上回り、スラバヤのIll.3%[3-3表]よりも更に高い。乾地面積が広大であ

るにもかかわらずこの数億が高いことは、この地域の農業条件が一般的には良

好であり、土地の集約的利用がかなり進んでいたことを示しているといえよう。

3、生産性の高さとその要因

以上に述べた農業条件の良さは、この地域の農業生産性の高さにも示される。

以下、水稲を例にこの点を見ることにしよう。

(1)水稲の単位面積当たり収量の高さ

7-1表によると1930年の水稲のha当たり平均収量は3.36トンであるが、この数字

は全ジャワ・マドゥラ平均の2.06トン[ト11表]をはるかに上回り、また港北整備

が著しく進んでいるスラバヤ理事州の2.77トン[3-3表]をも凌ぐ高い数値である。

いま、更に詳しく郡毎に単位面積当たりの籾収量を見るとト2表の通りである.

ジャワ・マドゥラの全423郡中で収量が20キンタルを越えるのは77郡(18.2%)である

が、ブスキの場合には18郡中の15郡　83.3%)が20キンタルを越えており、 Poeger郡の

29.95キM)は423郡中で最高の収量であるo

したがってまた、この地域では凶作の発生も少ない。ジャワ・マドゥラの19
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30年代の水稲凶作率(凶作面積÷栽培面積)は、それが比較的低い40年(1.5%)、

39年(2.6%)、 30年(2.9%)以外の年は3.5%(38年) 7.5%(34年)に上るが[ト11表]、

ブスキの場合は最も高かった35年でも2.5%にすぎない。Z)

(2)高収量の要因

こうした状況の要因は、第1にこの地域の水田の大半が極めて地味豊かな火

山性の土壌からなる[MvO Besoeki 1938]という地質学的好条件に求められよう。

それでは水利条件はどうであろうかo　先ずこの地域の降雨条件を見ると、 7-3表

に示されるように、先に3-2表で見たスラバヤと比較すれば一般に寡雨であると

いってよく、中でもSoemberwaroe郡は年降雨量が1,000mmに満たず、ジャワの中

でも最も寡雨な地域である。それでは濯亨既整備状況はどうであろうか.この理

事州全体はPekalen-Sampean濯概区(irrigatie-afdeeling)に属し、各県ゐ濯概

はその下部組織である分区(sectie)によって管理調整されている。3)以下、各

県毎に水利状況を概観しておこう。

パナルカン県はSampean分区に属し、その濯瀬状況は7-4表に示される通り周

年擢概水田がほとんどであるo　このことはこの地域が糖業の集中地帯であるこ

とと関係が深いと見てよいo　ただ、同表には含まれないSoemberwaroe郡は、水

源であるBanjoepoetih河(1938年の濯概面積は約4,900八つ)の水量が少なく雨季

も乾季とほとんど変わらないことからしばしば水不足が発生し、雨季水稲作は

砂糖黍を作らない水田の7の机こしか達しないといわれ[MvO Besoeki 1938]、例外

的にしばしば凶作が発生した。4)

ボンドウオソ県もSampean分区に属するが、ここでは水田面積33,357;ドゥのう

ち、住民濯概が約23,000rウと70%近くを占め、技術濯酎ま約4.700Aつ巾4%)、半

技術清聴約5,000;rウ(15%)と濯概の整備は遅れているo Lかしこの県は乾季にも

水が豊かであり、完全に天水に依存する水田(sawah tadahan)は実質的にない。

この結果、水不足による凶作はPradjekan郡を除いてほとんど発生しない　Onde

rzoek achterstand 1935:475^

ジュンブル県は東部がSampean分区、西部がBondojoedo分区に属する。ここで

は、住民港北39,100がウ(34%)、技術濯糖65,150㍍ウ(57%)、半技術濯概10,100ハや

り(9%)の数字に示されるように、濯泥整備は比較的進んでいるo　これは、特に

1925年以来、県南部を中心に大規模な工事が進められたことによるものであり

【ibid.]、この時期の糖業の新設と関連が深い。

バニュワンギ県はKalibaroe分区に属し、 31年の濯概水田面積は約40,000haで

あるが、技術濯酎ま約8,000ha(20%)にすぎず、必要な施設が不足して分水が困

難であった　Rijstcultuur Banjoewangi 1932:450]しかし、乾季にも河川の水

量は十分であり[MvO Besoeki 1938上　また、利用可能水量との関連で水田を雨

-　249　-



李に受水するブロック(rendeng)と乾季に受水するブロック(ketiga)に分けると

いう、特別な水利規則が施行され、上流での不必要な水使用は厳しくチェック

されたので[MvO Besoeki 1934]、大規模に水不足が発生することはなかった.

このようにこの地域では濯概整備状況はスラバヤと比較すれば遅れているが、

若干の例外的な地域を除けば水利条件も比較的良好であったということができ

るo　このことが土壌条件のよさともあいまって、米の高収量を実現できた理由

であった。

4、米の輸出と流通

(1)農産物輸出と商品化

このような生産性の高さに支えられて、この地域は米、トウモロコシ、大豆

などの農産物を他地域に輸出してきたo　いま、そのことを米について見ると、

パナルカン、ボンドウオソ県の生産は地域内の消費を満たす程度であったが、

ジュンブル、バニュワンギ両県は大量の余剰米を出し、それらは鉄道やバニュ

ワンギ県の港を経由してト5表に示されるように30年代初めには王侯領やジャワ

北岸の米不足地域へと輸出されていた。そして後になると、輸出先は外領にま

で拡大した[Memori Residen Besuki 1922:166; MvO 1934; Onderzoek achters

tand 1935:480; Rijstcultuur Banjoewangi 1932:451],

以上のことは、これらの主要作物の多くの部分が商品化されていたことを意

味している。実際、例えばボンドウオソ県の農民は「煙草と稲の栽培、及びト

ウモロコシその他の裏作物」を主要な現金収入源としており、「8-9月頃の稲の

収穫は借金の返済に充てられる。端境期にワルンから買った物の支払い、デサ

ヘの支払い(デサ労役の買上げ、衣類の購入など)、質草の受出し、デサ住民か

らの借金の返済、籾買付業者から受けた前貸金の返済などである。」 [Linden 1

932:19]と報告されるように、農民は農産物の多くを販売しており、その収入は

日常生活を再生産する上で不可欠?ものであ-たo
それでは、それはどのように流適したのであろうか。以下、米を例に考えて

みたい。　　　　　　　　　　　　　、

(2)米の流通　　　　　　　　　　　　　　＼

この地域の米流通に特徴的なことは、精米所の活動が盛んであることであろ

う　1931年、理事州内には46の精米所があったが、それは大消費市場を抱える

バイテンゾルフ(115ヶ所)、バタヴイア(90ヶ所)に次ぐ多きであった[/.y.1932

II:tabel 229]州内では特にバニュワンギ県に精米所が集中しており、またジ

ュンブル県にも比較的多いが、5)このことはこれら両県が大量の米を輸出して
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いたことと関係が深いと見てよいO　経営者には、華人やアラビア人が多かった

[Memori Residen Besuki 1922:167]。

7-6表は30年代のブスキにおける精米所の操業状況を一覧したものであるO　こ

こから直ちに、加工原料の量が第3章で見たスラバヤの場合の数倍に達するこ

とが見て取れるo　この地域の農民は、それだけ大量の稲や籾を精米所に販売し

ていたのであるo　しかもこれらの精米所は30年代を通じて基本的には営業を拡

大する傾向にあり、農民が精米所へ売る稲や籾の量が増加傾向にあることが示

されるo　加えて、 31年にはボンドウオソ県にある3つの精米所が大量のジュン

プル産米を買い付けた[Onderzoek achterstand 1935:480]と報告されるように、

精米所の活動は県境を越えて他県にまで及んだのであった。さてそれでは、精

米所と農民との関係はどのようなものであっただろうか。以下、 2つの報告か
ら見ることにしたい。

第1はバニュワンギ県に関する1932年の報告であり、大要以下の通りである。

この県では特に精米所に対する販売が多いので、農民は稲の栽培に当た

っては、精米所が好んで買い付ける米の種類、すなわちBali lengkoeng、

Djaraman、Gropak、 Koentoelan、Oentoep、 Srikoening、 Ketoerabar、Hooing

などを選択するo　稲は精米所へ直接に売られることもあるが、仲買人に売

る方が一般的であるo仲買人には自前の資本で活動する者、精米所から現

金を先に受け取って、購入した籾をその価格で精米所に引き渡し、手数料

を受け取る者、あるいは特定の精米所専属で給料を貰ってデサを回る者な

どがあるo　彼らはデサの入り口や十字路といった適当な場所で買付けを行

い、籾を一時的に保管し、まとめてトラックで精米所に搬入する。この場

合、農民に対する支払いは現金払いである。しかし、青田買いや、前貸金

供与による引渡しの的束取付けも極めてしばしば行われる。これは、農民

の現金不足が理由である。

[Rijstcultuur Banjoewangi 1932:451]

第2はVerslag Woeker所収のジュンプル理事州に関する報告であり、 20年

代末頃の状況を表したものと思われる。

ジュンブル理事は「精米所の高利貸」に関して嘆いており、「彼らは収穫の

数ヶ月前に代理人をデサに送り込み、まだ植わっている稲に対して前貸し

を供与する」と述べているo　収穫後、前貸しされた1レイクス9㌧ルデル(rijks-

daalder)毎に稲1ヒoコルを精米所に提供しなければならない。 「数年来、精

米所はいわゆるボルグという、十分な資産を持った仲介人を利用するよう

になったが、彼らにはflO,000までの金額の前貸しを信用貸することがで

きる。」
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(中略)

理事は、バニュワンギ県における稲の現金払いでの買付けは、特にBan

joewangi、 Rogodjampi郡ではほとんど行われず、栽培中の稲のほぼ全てが

既に買い付けられており、その結果、精米所は貸し付けた金から法外な利

益を実現するだけではなく、その工場のために十分な量の稲を確保するの

であると書いている。

Rogodjampi郡長は、郡内にある7ヶ所の精米所は主として「収穫前の買

上げシステム」のおかげで存在していると報告した。

[Verslag Woekerll :bij.2,37]

これらから共通してわかることは、先ず農民の精米所に対する依存性の高さ

であろうo　次に、仲買人の存在は両者とも指摘しているが、これは20年代中ご

ろに始まった制度であることが明らかになる。さて精米所の支払い方式を見る

と、後者の史料ではバニュワンギ県でも基本的には全て前貸制であるのに対し

て、前者では現金払いが主流であると報告される。このことから見ると、前貸

制は恐慌期に入って次第に減少し、現金払いが増えてきたのではないかと考え

ら・れるが、このことの意味については後に論じることにしたい。いずれにせよ、

恐慌前の時期においては、精米所は農民に対する一種の金融機関的役割をも果

たしていたのであった。6)

5、理事州内各県の農業上の差異

さて、先に触れたように理事州内各地には耕地条件や清瀬条件にかなりの地

域差があったが、加えてその地域が糖業地帯であるのか、それとも煙草地帯で

あるのかということも、そこで展開される住民農業に影響を及ぼしていたと考

えられるo　ここでは、各県毎に住民農業の特徴を検討していくことにしたい。

ところでブスキ理事州は1929年に一時的にボンドウオソ、パナルカン両県か

らなるボンドウオソ理事州と、ジュンプル、バニュワンギ両県からなるジュン

ブル理事州に分割されたため、 1929年と30年の両年についてはこれらの地域毎

の農業統計(ト7表)が得られるO　この表によれば、両地域の農業の性格はかなり

対照的であるo　第1に耕地に占める水田の比率は後者の方がかなり高く、また

後者の地域では耕地拡大が見られる。第2に陸稲、カツサバ、サツマイモなど

のイモ類、落花生や大豆、そして前章で見た住民煙草は前者ではあまり栽培さ

れず、後者が栽培の中心である。逆にトウモロコシ栽培は前者の方が盛んであ

るo　第3に、土地利用の集約度を見ると後者の方が若干高い。以下では、この

ことも踏まえて、各県毎の住民農業の特徴を見ていきたい。
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[パナルカン県]

∫-8表によると、本県では水田面積は耕地の33.5%であり、乾地の方がかなり

広いo　郡毎にみるとPanaroekan、 Sitoebondoは比較的水田が多いが、 Besoeki、

Soemberwaroeは乾地が圧倒的である。

さて、先ず7-8表からSoemberwaroe郡を除く3郡の1928~31年の主要作物栽培

状況を概観しておこうo　ここから明らかなことは、この地域では水稲とトウモ

ロコシの2作物が圧倒的な比率を占め、それ以外の作物の栽培は極めて少ない

ことであるo　また、 Besoeki郡では特にトウモロコシの比率が商いが、これはこ

の郡の乾地の比率の高さと対応したものであると考えられる。以下、これらの

点を水田、乾地に分けて更に詳しく検討することにしよう。

ト9表はこの県の水田における主要な作物の収穫面積を示したものであるが、

糖業の栽培縮小が本格化する前の1931年の数字を見ると、この県の水田農業で

最も重要なのは水稲、これに次ぐのがトウモロコシであるが、両作物の収穫面

積合計は全作物収穫面積の94.8%を占め、これ以外の作物はほとんど重要性を持

っていないことがわかる。先に見た通りブスキ理事州全体では大豆栽培が比較

的重要であり、 30年の数字によれば全収穫面積の4.5%を占めたのであるが、こ

の県ではその31年の収穫面積は824Aつバ水田における全収穫面積の1.9XHこすぎ

ない目し10表]。

それでは、これらはどのように栽培されていたのであろうかO　先ず、ト8表に

示される水田の全作物収穫面積の水田面積に対する比率を見ると、いずれの郡

も100%をかなり越えているが、この地域では糖業が広大な面積を栽培に使用し

ていることを考慮すれば、住民が実際に利用可能な水田面積に対する利用頻度

はこの数字を大きく上回ると見られ、水田利用の集約度はかなり高いと判断さ

れる。すなわち、裏作もかなり盛んに行われてきたと見てよい。

さて、水稲栽培の特徴をト11表に示される1935年の月毎の作付・収穫面積か

ら見ておこう。ここから先ず明らかなことは、 Soemberwaroe郡のみ栽培パター

ンが他の3郡とはかなり異なり、年中平均して作付がなされているということ

であるo　これはこの地域の農業条件がよいからではなく、先に述べたように雨

季乾季の流水量にあまり差がないということのためであると考えられる。他の

3郡での栽培は比較的明確に雨季作、乾季作に分かれるが、その中でもSitoeb

ondo郡では乾季作がこの年の作付全体の4.1%と少ないのに対して、 Besoeki郡で

のそれは1,083㍍り、 17.;と比較的広範に作られているという差がある。もっと

も、 32年の調査報告によると、 「乾季米は比較的少ないO　東モンスーン期には

住民の大半がトウモロコシを栽培する。」[Onderzoek Panaroekan 1932】と指摘さ

れ、乾季米の栽培はそれほど盛んではなかったと考えられる。ところで、この
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地域は糖業地帯であるので、水田は糖業への貸出との関連で一般にsawah lama

k(貸出前の水田)、 sawah patok(砂糖黍栽培後の水田)、 sawah rama(前後に砂糖

黍栽培が行われない水田)に区分される[Soekasno 1937a:329]しかし、 sawah

lamakにも晩稲が作られ、他の多くの糖業地帯でのように早稲を作ることはな

かったo　ただ、田植え時期は他の水田に比べて早くなり、播種は910月、収穫

は3~4月であるo　こうしたことが可能であるのは、清瀬規則や栽培規則が良好に

実施されているからであるという[ibid.; MvO Bondowoso 1931]。7)

・水田乾季作ではトウモロコシがほとんどを占めるo　作付は5~11月に行われ、

収穫期は8~1月であるo　収穫されたトウモロコシの大半は、主食用として自家消

費のために保存されるという[Soekasno 1937a:335]なお、大豆は先に見たよ

うに恐慌前にはほとんど栽培されなかったが、 7-10表に示される通り30年代に

入ってSitoebondo郡を中心に急速に栽培面積が拡大し、 35年には水田裏作中の

15.7%を占めるに至った[7-12表]o一般に作付は5~7月、収穫は8-11月に行われ
る。

次に乾地について見ると、先ず7-13表から明らかなように1931年段階ではト

ウモロコシが全体の76.2%を占め、カッサバはこの段階では2.3削こすぎない。た

だし、その後、カッサバの栽培は大きく拡大して1935年には比率も7.8射こまで

上昇しているo　この推進力となったのはBesoeki郡であり、そこでは31年の収穫

面積673A㌣が35年には4,259;r>)と6倍以上に増加した【Soekasno 1937a:336 337]

また、 「その他の作物」が比較的多いことも特徴的である。乾地では比較的多

角的な作物選択が行われているといえよう。

乾地の利用頻度については7-8表から窺うことができるが、乾地面積に対する

収穫面積の比率は当然に水田ほど高くはない。このことは、この地域の乾地は

地味が極めて悪く、雨が正常に降らないとトウモロコシ栽培が凶作になる(193

0年には1,424/Vウが凶作)[MvO Bondowoso 1931]と報告されるように、農業条件

があまりよくないこととも関係があると思われる。しかしそれでも、この数字

を先に見たスラバヤ南部の30年代初の数字と比較すれば、かなり高い水準にあ

るo　そして表示される3郡の中でBesoeki郡の数字が飛び抜けて高いことは、こ

の郡の乾地が広大であることに対応したものと考えられる。このことは乾地農

業の重要性という先の指摘を裏付けるものであろう。なお、この表には含まれ

ないSoemberwaroe郡についても、乾地が多いことを考えると、 Besoeki郡と同じ

ように利用頻度が高かったと推定されよう。8)

乾地の中でも、屋敷地ではカツサバなどの根菜類がよく栽培されるが、果樹、

特にマンゴーが重要である[Soekasno 1937a:338 339]ただし、 1938年の理事

覚書によると、行政側は屋敷地栽培を強力に奨励し、必要な場合には農業指導
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届の手で苗などが提供されたと述べられており[MvO Besoeki 1938]、 30年代初

期の段階ではあまり集約的な利用は行われていなかったといってよい。他には、

扇ヤシやココヤシ、更にはデサの通路沿いに植えられるカポック、幹線道路沿

いに街路樹として植えられるタマリンドなども重要な副収入源であった[Onder
zoek Panaroekan 1932],

[ボンドウオソ県]

I-8表で見ると、乾地が圧倒的に多い地域であるが、 35年の数字でも耕地面積

は104.636A。ウ、水田面積は33,357;一つであり、水田比率は31.9%とこの傾向はほ

とんど変わっていないo　この県の主要な栽培作物は水稲、トウモロコシ及び前

章で触れた煙草である[Onderzoek achterstand 1935:475 476]ただし、 Prad

jekan郡では煙草栽培は行われず、代わりに豆類の栽培が盛んである[Linden 1
932:16],

さて、この県の雨季米作で特徴的なのは、煙草の栽培が9 10月に作付して収

穫が11~12月、時には1月初めまでかかるので、水稲の田植え時期は2-3月であり、

したがって収穫も8~9月と遅いことである[Linden 1932:19],米は先に述べたよ

うに地域の需要を満たす程度の生産であったが、県内4郡のうちBodowosoとPr

adjekanでは不足し、 32年には相対的に収量が多いWonosari、 Tamanan両郡の余

剰米を回さなければならなかった[ibid∴479 480]糖業への貸出前の水田にも

晩稲を栽培することはパナルカン県と同様である[MvO Bondowoso 1931]

トウモロコシは、 29年の理事覚書によれば、米の収穫後には至るところで水

田に栽培され、 28年の水田トウモロコシ収穫面積はパナルカン県と合わせて約

33,000;ドゥ、水田の50%であると指摘されるから[Memori Residen Bondowoso 19

29:179]、この県でも15,000/ドゥ程度の栽培が行われていたと推定される。しか

し、トウモロコシ栽培は乾地における方がより重要であり、 28年の収穫面積は

パナルカン県と合計して94,000;¥すりであるから[ibid.]、この県の収穫は約50,0

oorウほどに上り、乾地面積の70%程度を占めていたことになる0　35年の調査に

よれば、この県では後述のジュンプル県とともに、 2-6月に作付して7-9月に収

穫収穫する(最盛期は8-9月)栽培と、 9 11月作付、 2-4月収穫(最盛期は2-3月)

の栽培との年2回の栽培が行われていたという[Onderzoek achterstand 1935:

486　487]

他には、カッサバ栽培が比較的重要であり、これは補助食糧として利用され

る他、 Tamananの工場でガプレックに加工される[MvO Bondowoso 1931　大豆栽

培は従来行われていなかったが[Onderzoek achterstand 1935:475勺76]、 1934

-35年に行政当局が奨励した結果、 Pradjekan郡で栽培されるようになった[MvO

Besoeki 1938]
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屋敷地は集約的な栽培にはほとんど利用されていない【Onderzoek achtersta

nd 1935:488]この他に住民経常のコーヒー園があり、 1931年には398㍍ウ、 33

年には528;ドゥの栽培を行っていた[ibid.:475-476]

[ジュンブル県]

∫-8表によると、本県は理事州内で最も水田の比率が高い県である。特にRam

bipoedji郡は60%を越えているO　このことが土地の肥沃さ、比較的良好な港北整

備ともあいまって豊かな米生産をもたらし、理事州内では最も人口密度が高い

にもかかわらず米輸出を可能にしたのであった。

さて、先ず、稲作の特徴を7-14表に示されるDjember郡の1925-31年の月毎の

稲の収穫面積から検討しようo　ここから明らかなことは、 (a)水稲作は雨季作に

限られ、乾季作はないこと、 (b)雨季作稲の収穫期が比較的遅いこと、 (C)陸稲

栽培は20年代後半期にはごく僅かであったが、 30 31年に急増していることであ

るo　これらの特徴のうち、 (b)についてはこの郡が農園煙草地帯であることと関

連が深いoすなわち、前章で述べたように乾季に作られる農園煙草が12月まで

かかることによって、それに使用する水田の田植えは年明けに開始されるので

あるo　したがって、この傾向は煙草地帯である他の郡についても共通している
と見てよい。

次に(a)も全県に共通する特徴である　Onderzoek Djeraber 1932:bijl.N0.7

によると、 1930年から32年にかけての県全体の乾季米収穫面積は13/1㌣、25がり、

3561ドゥにすぎず、 Tanggoel、 Rambipoedji、 Djember郡では全く行われていない。

それでは、雨季作の水稲が収穫された後には主として何が栽培されるのだろう

かo　レッテによれば、西モンス-ン稲の後にはどこでも水田にはトウモロコシ

が植えられ、その他にかなりの収入をもたらす物としては大豆が重要であり、

特にジュンブル郡では大きな収入源であるという[Lette 1933 I:108-109]同

郡の大豆栽培の状況は7-15表に示した通りであるが、水田作が中心で畑地では

ほとんど栽増されないこと、水田作は収穫時期から見ると5-6月頃に作付される

こと、 20年代後半期にはほとんど増えていないが31年に急増していることがわ
かる。

他方、乾地の栽培状況は7-16表に示される通りである。最も広く栽培される

のはトウモロコシであるが、表の中でその収穫面積が乾地面積を上回っている

ケースがあることに示されるように、場所によっては年2回の栽培が行われる。

例えばジュンプル郡では、ト17表に示される月別収穫面積から明らかなように、

作付は雨季の初めと終わりの2回行われるo　そして、畑地作の収穫面積は30年

から激増しているが、それは住民がこの時期になって初めてこの栽培により注

意を払うようになったからであるという[ibid.]ただし、 7-16表による限り、
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Woeloehan郡やDjember郡ではトウモロコシが乾地作物の中で占める意義はそれ

ほど圧倒的ではない。前者では煙草が比較的重要であり、また後者では「その

他」が最も多く栽培の多角化が進んでいることが窺える。そして、全郡を通じ

て「その他」はかなりの比率を占め、この県でも乾地作の場合には様々な作物

が作られていることがわかる。またこの県ではパナルカン県などとは異なって

この時期には陸稲の栽培もかなり盛んであるが、郡毎、年毎に偏差が大きい。

乾地の利用頻度は、ト16表から窺われるように概してかなり高いと見てよい。

ただし、 Poeger郡のように50%前後と極端に低い地域がある反面、 Djember郡や

Tanggoel郡では高いというふうに郡毎の差が大きく、また年によって大きく変

化している。こうしてみると、この地域の乾地農業は地域的な気候条件の変化

から強く影響を受け、それほど安定したものではなかったと見ることができよ

う。

[バニュワンギ県]

∫-8表によればこの県でも乾地面積が水田を上回るが、 Rogodjarapi郡のみは水

田の方が多い。さて、この郡の水稲栽培の特徴は7-18表に示されるが、他の県

とは大きく異なって、ほぼ年間を通して栽培・収穫される。そしてこの郡の水

田面積は12,867haであるから[ト8表]、 30年栽培面積22,115/rウ=15,702haからす

れば3,OOOha近くの水田では二期作が行われていることになる。こうした傾向は

ほぼ県全体のものであり、稲作はpadi rendeng(純然たる雨季作)、 padi walik

damen(水に対する権利のある栽培後に行われる、水を使用する権利のない稲作)、

padi ketigo(雨季には休閑するので乾季に水使用権を持つ稲作)の3つに分け

られる[Rijstcultuur Banjoewangi 1932:450]このような形で稲作が展開する

自然的条件は、この地域では東モンスーン期にも雨が多く雨季と乾季の差がは

っきりしないことであり(このことはト3表の月別平均降雨量からも窺える)、人

為的には先に見たような特殊な水利規則によって水管理が行われたからである

[Lette 1933 bijl.Rogodjampi:1/　そして経済的には、精米所が多いので可能

な限り大面積に米を作ることが現金収入を上げるのに重要であったことによる

[MvO Besoeki 1938]こうした状況であるので、水田作トウモロコシは全く重

要ではなく、 Rogodjampi郡の1928年の月平均収穫面積は83flやり、数値の高かった

31年でも183Aやウに過ぎなかった[Lette 1933　bijl.Rogodjampi:1]要するにこ

の地域の水田作は米に特化していたのであるが、その傾向は30年代後半に至っ

ても変わらなかった0　9)

他方、乾地での栽培の中心はトウモロコシである　Rogodjampi郡のケースで

はこれまた毎月収穫され、 30年には月平均収穫面積は430;ドゥと拡大したibid.]

この年間収穫面積は同郡の30年乾地面積の31.8%に当たる.これ以外の一年生作
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物ではカッサバが1930年にl,604jrウ収穫されたが[ibid.]、これは乾地面積の9.

9%を占めるO　また、県全体で見ると陸稲もかなり広範に栽培されている　7-7表

と7-16表の数字を使って計算すると、この県の30年の収穫面積は12,670がりに達

するが、これは30年乾地面積の14.4%に達するo　おそらくは、この収穫も水稲と

同様に精米所へ提供されたと推定される。

以上に述べた栽培以外にこの県で極めて重要な意義を持つのが、ココヤシの

栽培であるo　ココヤシは主としてコプラに加工されて輸出されるのであるが、

ト19表から窺えるようにこの地域は重要な輸出地帯であった。県内ではBanjoe

wangi、 Rogodjampi郡が栽培の中心地であり、ここではこの栽培は住民の主要な

収入源の1つであったが、 Genteng、 Blambangan郡ではそれほどではない[Soek

asno 1938b:539]各副郡毎の35年のヤシ園面積はト20表の通りであるが、実際

の栽培はもっと広範に行われていると考えてよい　10)

ココヤシは、 1ケ月半の間隔で収穫するのが正常な方法であり、この場合に

は木1本当たり417個の収穫があるo収穫された実は仲買人によってデサ内やヤ

シ園で買い付けられ、輸出業者やコプラ製造業者の手に渡り、加工された上で

輸出されるo　したがって、ココヤシ栽培は年間を通して安定した収入をもたら

すことになるo　スカスノは、栽培中心地の両郡における1935年のここから得ら

れる住民収入をf500,000以上と計算しているが、この額は両郡の地税粗査定額

f392,510を上回るもめであった[ibid.:540~543]

6、牛の飼育と流通

ブスキ住民農業のいま1つの特徴は、先に触れたように牛(rundvee)の飼育と

流通が極めて盛んなことであるo　州理事の34年の覚書によると、特に土地耕起

の時期には主としてマドゥラ種のあらゆる種類の牛が市場から市場へと輸送さ

れるといわれるが川vO Besoeki 1934]、大きく見るとマドゥラから輸入された

牛がボンドウオソからジュンブルを経てバニュワンギに至る流れがあり、その

輸入頭数は1931年6,714、 32年5,539、 33年7,602に上った[Onderzoek achterst

and 1935:489]輸入された牛は農民の手で飼育され増殖されることになるが、

数字の得られた3県の飼育頭数はト21表、ト22表、 7-23表の通りである。この

ように飼育が盛んなのは、この地方に多いマドゥラ人が概して家畜飼育に関心

が強く、更にトウモロコシ栽培が広範に行われており、その茎が飼料に利用で

きるからであるという[Soekasno 1937a:344]

さて、それではこれらの牛はどのように利用されたのであろうか。ジュンブ

ル県に関する調査報告によると、農民が牛を購入するのは水田耕作開始の直前
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が多く、特に新規の開墾、乾地の水田への転換が牛購入の動機となるといわれ

[Onderzoek Djember 1932]、またパナルカン県では「農民は土地耕作に際して

常に牛を使用する。　　　鍬だけでの耕作はほとんどない。」 [Soekasno 1937a

:345]といわれるように、先ず、農耕用に利用された。更に、糖業地帯では、牽

引力としても利用されたと考えられる。

しかし、より重要なことは、牛が投資の対象として利用されたことである。

ボンドウオソ県における調査の報告によれば、牛の頭数と住民収入の間には明

確に相関関係があり、 1931年に飼育頭数の増加が2,991頭に落ち込んだのは煙草

価格が低かったからである、また32年には煙草価格は上昇したものの栽培は縮

小されたし、籾その他の穀物価格が暴落したことが飼育頭数停滞の理由である

とした後、 「かくして、牛は大なり小なり一時的な投資として見なければなら

ないo　銀行融資を含めて家計に剰りがある場合には人々は牛を購入し、現金が

必要になるや否や再びそれを手放すのである。 」と指摘している【Onderzoek a

chterstand 1935:491] ll)

この場合、飼育にかかる手間や費用を考えるならば、販売する時には購入時

よりも高く売れることが必要であり、また、余裕があれば子牛を生ませて販売

することが目的となろう。以下の事例はそれを示すものである。

Aは雌牛(een stiertje angon)をf26で購入し、 Bとの間でこれを飼育

するという協定を結ぶo　この時、購入価格はf30であると決め(したがって

実際の価格よりf4大きい)、後にこれを売る場合には、利益は折半すると

取り決める。売った時の収入がf50の場合には、 Aはそこからf30を取り戻

し、残りのf20はAとBとで折半する(ngala adhegan)。　Aが若い雌牛

(een vaars)を買って、それがかなり経ってから子牛を生んだ時には、子

牛(kalf)はBのものである。 Aが雌牛(koe)を買ってそれが子牛を生んだ

時には、子牛の収入は共同の利益となるか、あるいは雌牛(koe)がすぐに

子牛を生んだ時には、最初の子牛はAのものになる。なぜなら、 Bは委ね

られた雌牛を未だ長く飼育していないからである。 2番目の子牛はB、 3

番目はA、 4番目はBのものとなる。この雌牛(母牛)が最初の子牛を生ん

だ後に売られた場合には、最初の子牛は共有物となる。 Bが次の子牛を期

待できないからである。所有者と飼育者が順番で子牛を手にするこのシス

テムは　ngalak ghadhoeanといい、雌牛を購入するときに通用される。

[Linden 1932:20]

ここでは、所有者Aが契約を結んでBに飼育させるのだが、その目的は成長

した牛を購入価格より高く売る、あるいは子牛を生ませて売り、利益を上げる

ことが目的になっている。また、ここでは経済的に優位にあるAが資本を投下
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し、 Bに飼育させるという、 「牛小作」とでもいうべきシステムがとられてい

ることが注目されるo　このことは、利殖目的の牛への投資が広範に行われてい

たことを示すものであろう。

以上、恐慌の影響が本格化する以前の時期のブスキ住民農業の特徴を概観し

てきた。それをまとめれば、次のようになろう。

第1に、この地域では未開地と乾地がなお広大であり、水田拡大の余地が残
っている。

第2に、主要な作物を見るとトウモロコシと水稲が圧倒的に多いが、他にも

煙草、陸稲、カッサバが比較的広範に栽培され、更にココヤシ栽培と牛の飼育

が重要であるo　しかし、その栽培には地域差が大きかった。すなわち水田雨季

作の中心が水稲であることは理事州全体に共通するが、水田乾季作と乾地作の

主要作物ではパナルカン県(水田乾季作:トウモロコシ、乾地作:トウモロコシ、

その他)、ボンドウオソ県(水田乾季作:トウモロコシ、煙草、乾地作:トウモロ

コシ、カッサバ)、ジュンブル県(水田乾季作:トウモロコシ、大豆、煙草、乾地

作:トウモロコシ、カッサバを含むその他、陸稲、煙草)、バニュワンギ県(水田

乾地作‥水稲、乾地作:トウモロコシ、陸稲、カッサバ、その他、そしてココヤ

シ栽培)という差が見られるのであったo　スラバヤとは異なって、乾季米がバニ

ユワンギを例外とすればそれほど重視されていないことが特徴的である。

第3には、一般に良好な農業条件に恵まれて、この地域の住民農業は生産性

が高く、この結果、米、トウモロコシ、大豆などを他地域へ輸出してきたこと

が上げられる。

第4には、そのゆえに農業の商業化が進んでおり、特に米流通が盛んであっ

たが、その場合、精米所を経由する流通が酎こ盛んであったということである。

それではこうした特徴を持つ住民農業に恐慌は如何なる影響を及ぼしたので

あろうかo　それによって、何が変化し、また何が変化しなかったのか、それは

何故なのか、以下、節を改めて検訂しよう。

第2節　世界恐慌下における住民農業の変化

1、 30年代における水田の拡大

さて、 30年代を通じての住民農業の変化を見ると、先ず目につくのが水田面

積の拡大であろう0 7-1表によって耕地の増減を見ると、 30年代を通して耕地面
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積は僅かに増加しているが、それは時期的には30年代前半期と36年に集中して

いること、そしてその中味を見ると、水田面積は一貫して増え、特に3537年の

増加が著しいが、逆に乾地は減少しており、やはり3537年の時期に最も減少が

著しいこと、このことはブースが指摘した通り、かなりの面積の乾地が水田に

転換されたことを示唆している[Booth1988:81]ただし、 36年の数字によると

水田増加の60%ほどは荒蕪地から造成きれた結果であるo　ちなみに1930年から4

0年までのジャワ・マドゥラ全体の耕地増加の数字を上げると、水田では113,0

39ha、 3.5%増、乾地では168,924ha、 3.9%増、合計して281,963ha、 3.7%増[I.U.

1932II:tabel 192, /.4/.1941II:tabel 179より計算]であるから、水田が18.6

%拡大し乾地が4.3%縮小したブスキの30年代耕地動向は全体の傾向とは大きく異
なるものである12)

さて、それでは水田拡大は、理事州内のどの地域で発生したのであろうか。

先ず、パナルカン県とボンドウオソ県では「多少の意味あるような耕地の拡大

は観察されない→ [MvO Besoeki 1938'とあり、 7-12表のパナルカン県の35年の

耕地面積をト8表の30年の面積と比較してもむしろ減少している。ボンドウオソ

県については、 Onderzoek achterstand 1935:475が掲げる耕地面積は水田33,

357fl。ウ、乾地71.278Aやり、合計104,636/Tウであるが、 30年と比べれば水田では1,

346ft*ウ、乾地は783ftやりの減少である。

これに対してジュンブル県では30~32年に耕地が拡大し、また、乾地の水田へ

の転換が進んだと報告され[Onderzoek Djember 1932]、また33 34年の測量時に

は乾地からの転換による4,000haの水田増加が確認されている。バニュワンギ県

でも、この測量では13,OOOhaの水田増加が見られるという。更に、この県では

森林が耕地に転換されることも多かった[MvO Besoeki 1938'

このように水田拡大は、ジュンブル、バニュワンギ両県で行われた。そして、

この基本的な要因は両地域でこの間に濯概の整備が進んだことにあった。

いま、 34年までの時期の清瀬整備状況を見ると、パナルカン、ボンドウオソ

両県で古事後者のPakisan給水区の工事が1933年に竣工した以外は、既存の施設の

改良にとどまっているoこれに対し野-ンブル県ではBondojoedo分区におい
て進行中の工事が完工されたのに加えて、 Tanggoel河下流の堤防工事によって

同分区南部の洪水を防止すること.ができた、 Besinin河湾曲部の切取りによって

県南西部の大湿地帯(Rawa Padomassan)の排水が改善され、水田に適した土地が

拡大したなど、大規模工事が実施された。また、バニュワンギ県ではKalibaro

e施設の工事が進行中であり、 34年には七の給水地域35,0001ドゥのうち、6,816/ド

ゥの技術濯概が完成することになると報告される[MvO Besoeki 1934]このよう

に、この時期の濯概整備はジュンプル、バニュワンギ両県で中心的に進んだの
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であった。

しかし、この時期には植民地政庁の経費節減のために、「残念なことに、この

南バニュワンギの発展にとって極めて重要な(Kalibaroe施設の)工事の進展は・

・現在、大きく遅れているo」 「利用できる資金との関連で、この施設が完工

するまでにはなお5年はど必要であるo」 [ibid.]といわれるように、濯概整備

の進展ははかばかしいものではなかったo　これが、本格的に進み始めるのは、

経済状態が回復期に入った30年代後半期からであった。

193538年の時期の濯概整備状況を見ると、パナルカン県、ボンドウオソ県、

及びジュンブル県東部では新規工事はなく、通常の施設維持の他には給排水改

良と配水の改善に限定されるo　またジュンブル県西部でも、この時期には目立

った工事の進捗は見られなかったo　これに対してバニュワンギ県では、この時

期、 1938年初にKalibaroe施設が竣工する予定であると報告され、この間にこの

工事が大きく進捗したことが窺われるo　この結果、この県における濯涯水田面

積は合計71,395㍍ウ(50,690ha)、このうち技術濯概38,6i7;rウ(27,418ha)、半技

術港北3,805がり(2,702ha)、住民濯概28,973㍍ウ(20,571ha)になるといわれるが

[MvO Besoeki 1938]、先に見た30年代初期の数字と比較すると、濯概水田面積

では約IO.OOOha、技術酎既では20,OOOha近く増加している。このように、この

時期にはバニュワンギを中心に港北の整備が進んだことが、ト1表で見た水田増

加の主要な原因であった。13)

なお、スラバヤの場合と同様に、この地域でもプランテーションの栽培縮小

に伴う住民利用可能面積の増加が見られたOト24表は水田面積全体から各時期

の糖業の栽培使用面積を引いてそれを算出したものであるが、 32年乾季から33

年乾季にかけてこの影響はかなり大きいと考えられる。そして、この表には含

まれないが、前章で述べたように32年から農園煙草が大幅な栽培縮小を実施し

たことも、ジュンブル県を中心にして7~12月の利用可能水田面積を約15,000;ド

ゥほど拡大させることになった。

それではこうした条件下で、住民農業がこの時期にどのような展開をしたの

であろうかo　エルソンがパスルアンに関して展望したように土地利用の集約化

は進んだのであろうかo　また、農民はどの作物を志向したのであろうか。次に

その間題を検討したい.

2、作付面積と作付率の推移

最初に、作付面積が全体としてどのように推移したかを検討しよう1932年

6月~40年10月の期間に関しては、各作物毎に月毎の作付面積等データが得られ
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るので、主要な作物について一覧表を作成した.すなわち水稲収穫・作付面積

(7-25表)、トウモロコシ収穫.作付面積臣26表)、大豆収穫・作付面積(7-27表)、

カッサバ作付面積(7-28表)、陸稲収穫・作付面積(ト2g表)及び全作物作付面積

(7-30表)であるO　これらと前章で見た住民煙草統計(6-2表)、及び作付面積デー

タが得られなかった30~31年については7-1表の収穫面積データなどにもとづい

て作成したのが7-31表「ブスキにおける1930~39年主要作物作付面積」である0

またト32表は、水田作付面積の推移を雨季と乾季に分けて一覧したものである。

先ず、 7-31表から全作物の年毎の作付面積の推移を見よう。直ちに目につく

ことは、水田作付率はスラバヤより低く、乾地は逆に上回っていることである。

前者はより乾燥が激しい気候条件や濯概の差、後者はこの地域の乾地の持つ意

味が相対的に大きかったこと(そのことは、重要な換金作物である煙草や、主要

食糧の1つであるトウモロコシが広範に栽培きれることにも示される)に原因が
あろう。

さて、スラバヤの場合には、第3章で述べたように、 30年代には耕地利用の

集約化が基本的に進んだが、 33年までの作付拡大は「外縁的拡張」であって、

本格的な集約化の進展は34年以降であり、その契機となったのは農産物価格の

上昇であったo　また、乾地における集約化の進みぐあいの方が著しかった。ブ

スキの場合には、どうであろうか。

7-31表によると、ここでも基本的には30年代に作付率は上昇しており、一般

的には、農民はスラバヤにおけると同様に、この時期の経済状況に土地利用の

集約化で対応したと見てよい。

1930年から31年にかけて作付面積と作付率が大きく下降しているのは、スラ

バヤの場合と同様の事情によるものであろうo　いま、両年の作付面積を見ると、

30年には前半期が394千)tやり、後半が316千がク、 31年は前半218千八やり、後半281干

)ドゥであるが[Nota Regentenconerentie 1932]、 7-30表によれば、一般にこの地

域では年前半の作付面積の方が大きいのが普通である。したがって、 31年には

特に前半期に気候条件が極めて悪かったことが推定される。実際、この年の1月、

特に東端地方では降雨量が少なかったといわれる[L.E.V.2e kwrt.1931(mr 143

2/31)]また、この地域の水稲凶作率は30年が0.1%と30年代を通しても最も低

いのに対して、 31年には2・3射こ跳ね上がっており、また別のデータによると全

作物の凶作面積は30年前半が0・2千がウ(収穫面積の0.1%)、後半が0.9千)ドゥ(0.2

%)、 31年は前半9・2千八㌣(2.6%)、後半4・8千Jl㌣(1.8%)である[Nota Regentenco

nerentie 1932]0 31年には、 7-18表で見たRogodjampi郡の水稲作付面積が31年

には大幅に減っていることに示されるように、これによって水稲などの作付が

阻害されたと見ら・れる。
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32年には作付面積は493千haであるが、年前半と後半に分けるとそれぞれ393

千㍍ウ、 306千がりであるo　前年を139千ha上回り、後半期は30年を10千がりほど下

回るものの前半期はほぼ30年水準を回復した。そして作付率は30年水準には至

らなかったものの、スラバヤとは違って前年より大きく上昇した。この年の耕

地増は水田がl,670ha、乾地がl,841haであり、また精業の縮小による利用可能

水田面積増は8,453ha、更に農園煙草の縮小による乾季の利用可能水田面積増は

12,500ha程度と見られるから、この年の作付増加にはこれらの要因はあまり影

響を及ぼしていないo　したがって、この作付増の理由としては別の要因を探さ

なければならないo　先ず、気候条件を見ると、 32年の水稲凶作率は1.2%と前年

よりかなり小さく、また年前半の全作物凶作面積は2.3千Jtつ亘0-7%)[ibid.]とス

ラバヤとは異なり低下しており、少なくとも年前半の気候は良好であったと考

えられる。14'このことが前半期に多い水稲作付などの拡大をもたらしたと考え

られるo　ただ、農民の作付意欲が高まり、積極的に集約的利用を進めたか否か

はわからない。

33年には、耕地全体の作付率が前年を若干上回った。作付面積は30年水準を

越え、前年より25,500ha程度増加した○　利用可能面積増は10,910haであるから、

それによらない作付増が14,600ha程度あったことになる。先ず、この年のどの

時期に作付拡大が進んだかを見ようoト30表から年前半と後半の全作物作付面

積を比較すると、この年も後半期の方が多く、前半期に気候条件が特に悪かっ

たことが想定できるのであるが、前年と比べて乾季(ただしデ-夕が完全でない

ので6~9月)には水田で22,746ha、魔地で20,900ha増、 10~12月期にはそれぞれ9,

922ha、 9,799ha増であり、年後半期合計で水田32,668ha、乾地30,699haの増加

があったことになるo　したがって、年前半の作付は大きく減少したが、後半期

になると先ず乾季作が大拡大(前年比42.8%増)し、 10~12月期(13.6%増)にもこの

傾向が継続していたことになるo　各時期の利用可能面積に対する作付面積比率

を算出すると、水田では6~9月60.2%(前年同期は48.9%)、 10-12月が36.2%(30.2

冗)、乾地では6-9月22.8%(14-2%)、 10つ2月45.8%(41.8%)となり、利用頻度が高

まったことがわかる。

実際、この年の気候条件は水稲凶作率(2.4%)から見ると31年と同様に悪いの

であるが、特に前半期には1月のブスキ平地での水不足[Oogst en aanplant Ja

nuari 1933(E-v.1933):1443;、 3月前半には豪雨のためトウモロコシのための土

地耕作がかなり遅れた[ibid. Maart 1933(f.〟.1933):1796]などの報告も見られ

るo　しかし、後半期になると、 6月は東ジャワで雨が多かったので乾季稲作に都

合がよく、パナルカン、バニュワンギなどでは既に田植えがかなりの部分終わ

っている[ibid. Juni 1933(f.〟-193311):127]、 7月の東ジャワは雨不足であっ
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た[ibid. Juli 1933(E.W.1933II)‥351]が、 8月のブスキは煙草の苗床が被害に

あうほどの大雨[ibid. Augustus 1933(E.W.1933II):540]などと報告されるよう

に、特に乾季に例年に増して降雨が多かったo　このことが、前半期の作付減と、

後半期、特に乾季の作付激増の背景にあったと考えられよう。少なくとも、年

後半期になると農民はこうした良好な気候条件を利用して、作付を拡大したの
であった。

34年には、先ず乾地での大きな作付減(18,201ha減、作付率は7.0ポイント下

降)が顕著であるが、その原因はスラバヤでの減と同様に悪かった気候条件にあ

ると考えられるo　他方、水田では作付は4,039ha増加しているが作付率はほとん

ど変化がないo　スラバヤでこの年に作付大拡大が見られたのとは対照的である。

水田の各時期の作付状況を細かく見ると、 1~4月の作付増は12,881/rウであり、

利用可能水田面積増3,150;ドゥを9,731;ドゥ上回っている。前年後半期以来の集約

的利用が進行していると見てよいo　この時期の水田作は大半が水稲であり、そ

の増加(前年比13,721㍍り増)がこの作付拡大の要因である。この時期の著しい多

雨はトウモロコシなどには大きな被害をもたらしたが、15)水稲作付には幸いし

たのであるo　また、 33年前半期は先に見た通り、作付が大きく減少した時期で

あったと思われるから、前年比の増加は当然大きくなると見られる。ところが

5~9月の乾季には、前年に比べて利用可能水田面積が3,577㍍り増えているにもか

かわらず水田作付は2,287ha下回ったo　この時期に増加したのは煙草だけであり、

他の作物はすべて減っているo　理由は不詳であるが、少なくとも7月に例外的に

大雨が降った[ibid.(F.AU934):1384]以外には通常の年よりも乾燥の激しかっ

たという気候条件が大きく影響したといえよう。また、ブスキの場合には、前

年乾季の作付が大面積であったことも影響しているように思われる。 10-12月期

にも作付は前年より減少しており、一見するとスラバヤとは対照的であるO　し

かし、ブスキでは33年にはこの時期の作付が13.975Aやり拡大しているのに対して、

スラバヤでは逆に4,997㍍ウ減少しており、 2年前の32年同期と比べれば両地域の

作付増加にはそれほど差があるわけではない。ちなみに10つ2月期の水田全作物

作付面積とがこの時期の利用可能水田面積に占める比率を見ると、ブスキでは

32年30.2%、 33年78,36.2%、 34年33.6%、スラバヤでは32年30.4%、 33年25.7%、

34年34.1%となるO　両地域ともに、 32年から見ると確実に上昇しているのである。

次に35年以降の時期について検討しよう。先ず水田における作付面積は、ト

31表に従えば36、 37年に減少しているが逆に35年、 38年は拡大が顕著であり、

全体的傾向としては大きく増加し、作付率も上昇している。ところでこれをト

32表により雨季と乾季に分けて検討してみると次のようになる。雨季作は34/3

5年のシーズンを例外とすれば作付面積は一貫して拡大している。利用可能面積
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に対する作付率も34/35年の他に36/37年、 37/38年の時期にも若干後退している

が、全体としてはやはり上昇傾向が窺えるo　他方、乾季作は36年の大幅な減少

があるが、これはト30表からわかるようにスラバヤの場合と同様に雨季作の作

付時期が遅れ・た結果によるものと見られ、やはり35年以降を通して見ると大き

く拡大していることがわかるo　このように、この地域の農民は少なくとも30年

代中h後半期には水田の集約的利用を進めたといってよい。

他方、乾地の場合は、水田とはかなり様子が異なっている。すなわち、 35年

にも作付は大きく減少し、 36年に激増、16)その後、再び減少傾向にあるが、 3

0年代末の作付面積はなお33年の水準とほとんど変わっていない。そして、作付

率も35年までは下降の一途をたどるが、 36年に急増し、その後、再び低下して

いるo　ただし、 39年段階でもなお33年よりかなり高い数億である。

以上からいえることは、次のようであろうo　ブスキ理事州でも恐慌期に、基

本的には土地利用の集約化が進んだが、それはスラバヤの場合と同様に、恐慌

による経済の酎ヒに即座に対応して始まったとは必ずしもいえないO　農産物価

格とのかかわりはスラバヤの場合ほど明確ではないが、 30年代後半期に作付率

が上昇していることを考えれば、やはりここでもそれが影響しているように思

われるo　また、耕地別に見ると、乾地での伸びが特に大きいわけではない。お

そらくは、乾地の利用頻度がもともとかなり高かったことが原因であろう。こ

うして見ると、この地方の農民が恐慌による経済の悪化に対して直線的に「土

地をますます非情に経営して」対応したというイメージは描くことができない

ように思うo　農民の対応はもう少し複雑なものであったといえよう0

それではこうした中で農民はどの作物を重視したのであろうか。次にその点

を検討し、そこからこの時期のブスキ住民農業の変化の特徴を考えることにし
たい。

3、主要作物の栽培動向

先ず、ト31表、 7-33表及びト34表から各主要作物の栽培動向を概観しておこ

うo　水稲作付は36年のかなりの減を除けば年々拡大しており、 30年代未の面積

は33年比で見ても23%以上の伸びであるo　また7-1表によれば37年以降は凶作率

がずっと低くなり、それとともにもともと高かったha当たりの平均収量も更に

上昇している。この背景には先に見た濯概整備の前進があったと考えられるが、

いずれにせよ、ブスキの水稲作は大きく発展し、特に30年代末には高い安定性

を持っていたということができるo　全作物比も増減はあるが比較的安定してお

り、この栽培が住民農業の主軸であり続けていることが示される。
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次にトウモロコシの作付面積は増減を繰り返しているが、比率では水田、乾

地ともに低下傾向にある。これに対してカッサバは30年代後半期から作付が急

増し、 39年の比率は33年の2倍を越えるに至った。また、大豆も顕著に拡大し、

水田作では着実にその比率が高まっている。他方、煙草は水田、乾地ともに減

少傾向にあり、陸稲は36年の激増を例外として着実に減少している0

このように、一般的には水稲作の安定的発展、トウモロコシの比重の低下、

カッサバと大豆の大きな拡大、煙草の減、陸稲栽培の衰退といった傾向が見て

取れるのであるが、以下ではこれらの動向を水田と乾地とに分けて更に詳しく

検討し、その背景を考察することにしたい。

(1)水田における栽培動向

[雨季作]

7-32表によれば、水田雨季作では米とトウモロコシの合計作付面積の占める

比率は94.9~97.8%と圧倒的に高く、しかもこの数値は30年代を通してあまり変

化していない。雨季にはこの2作物以外の選択がほとんどありえない状態が一

貫して続いていたのである。そして、雨季米の作付最盛期はここでも1~4月期で

あり、全作物作付の96.3~98.1%を占め、スラバヤと同様にほぼ全てが米である

といってよい。これに対して10~12月期は雨季作トウモロコシの作付最盛期であ

り、米かトウモロコシのいずれかが選択されることになる。この時期の米の比

率は概してスラバヤより低いが、これはトウモロコシがスラバヤの場合よりも

相対的に重視されたからだと思われる。

さて雨季稲作全体の推移を見ると先ず33/34年に大拡大しているが、この時期

には10 12月期の大幅拡大にもかかわらず、 1~4月期にも引き続いて大きく拡大

していることが特徴的である。このことは、 「東ジャワの米価はより低い水準

から始まったが、輸入禁止措置の結果、 2月半ばまで急上昇し(Banjoewangi bi

asaは100kg当たりf5.30からf6.50に上昇した)、その後、市場はfGで落ち着いた。

・ ・ ・これは通常の季節的上昇を上回るものである。 」 [L.E.V.le kwrt.1934

(E・〟・1934):900]と報告される、米輸入条例施行の結果として生じた34年初の米

価安定と関係があろう。また、それ以降も一貫して拡大傾向にあり、ここでは

スラバヤで生じたような30年代後半期の作付減は見られない。このことは、利

用可能水田面積が年々増加していることを考えれば当然であろう。しかし同時

に、ブスキは米輸出地域であり、農民にとって米はスラバヤにおける以上に貴

重な現金収入源であったと思われるから、 30年代後半期にも米価が安定したこ

と、そしてそれによって精米所の籾買付量がト6表に示されるように34年から激

増したことも、栽培拡大を支えた条件であったと考えられよう。

次に、 10~12月期の米とトウモロコシの選択の問題を考えよう.先ず目につく
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のは、 32年10つ2月期には46.0%にすぎなかった米の作付比率が33年同期には58.

3%へと18.0ポイント急上昇していることであり、ブスキでもこの時期にトウモ

ロコシから米へのシフトが生じたことを示しているo　この背景には、 33年10月

に「ボンドウオソ、パナルカン、バニュワンギでは既に(水稲)雨季作の田植え

を行っているo 」 [Oogst en aanplant October 1933(f.〟.1933):868]と報告さ

れるように、この時期には良好な気候条件に恵まれてこのシーズンの雨季作は

早まったことがあるo　しかし、 34年には更に比率が上昇し、気候条件が悪かっ

た35年にも65.3%という高い水準にあること、17)その後も低下傾向にはあるが

なお32年の比率を大きく上回っていることを見ると、単に気候条件だけでは説

明できないo　やはり、雨季作では米がトウモロコシよりも重視されるようにな

ったと考えるべきであろうo　スラバヤと同様に、ブスキでも農民は気候条件が

許す限り10 12月期には水稲作付を優先したのである。

[乾季作]

最初に、ト32表から各作物の作付比率を見よう。第1に指摘できることは、

乾季作の場合には、農民にとって作物選択の余地は雨季作より大きいことであ

るo第2にスラバヤと比較すれば、大豆の重要なことは同様であるが、乾季米

の比重が小さくトウモロコシがより重要である、煙草が重要であるという違い

があり、また、これら以外の作物が占める比率は小さく、作物選択の帽は限定

されているo　第3に各作物の作付比率の推移を見ると、乾季米は36年の落ち込

みはあるが、全体としてそれほど顕著な増減は目立たない。これに対して、ト

ウモロコシは特に30年代後半期に比率をかなり低下させており、逆に大豆の伸

びが大きいO　また、煙草は減少傾向にあり、 「その他」は3436年に一時的に比

率が高まったが、 38年以降になると元の水準に戻ったといえる。以下では、こ

れらを踏まえて主要作物の栽培動向をいま少し検討してみよう。

先ず、乾季米について見よう　7-32表からは33年以降の作付面積しかわから

ないが、別のデータによればブスキ理事州の30~32年作付面積は30年14千八やウ、

31年13千)1+ウ、 32年13千)Vウであり["L.E.V.3e kwrt.1934"(F.肌1934):1925]、ス

ラバヤとは違って32年には増えていないo　この地域で拡大が始まったのは33年

であり、 7-32表の数字に従えば前年比で8,000冊あまり増加した。しかし、ス

ラバヤでは大拡大が見られた34年には2,400八やりほど縮小している。ところが、

30年代後半期には、 36年の減はあるが、全体としてはスラバヤとは逆に増加傾
向にある。

こうしてみると、乾季米の作付の増減は糖業や農園煙草の栽培面積の動きと

は関係が削、ように思われるo　先ず、 32年には、乾季の利用可能水田面積はジ

ュンプルの農園煙草の栽培縮小と糖業の栽培縮小により大きく増加したのであ
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るが、ブスキでは乾季米は全く増えていないo先に見たように、この年の気候

は前半期には良好であったが、 7~9月期の東ジャワは一転して激しい乾燥に襲わ

れたといわれ[ibid.3e kwrt.1932(Bijvoegsel e.〟　2 December 1932):3]、こ

のことが影響を与えたであろうことは、ト25表で32年と33年の6-9月期の作付面

積を比較することから推定できるo　しかし、この年の7-9月の東ジャワの水稲作

付面積は、乾燥が激しいにもかかわらず拡大し、 1928/31年平均の33%増である

と報告され[ibid.]、それは第1章で見たように明らかに糖業の縮小の影響が大

きかったのであるが、ブスキではそれが現れていないのである。このことはま

た、 7-9表で見た糖業の中心地パナルカン県の33年水稲収穫面積が、利用可能水

田面積増加により全作物収穫面積が増加しているにもかかわらず31年より減っ

ていることからも、窺えようo　こうして見ると、 30年代前半期、糖業や農園煙

草の縮小によって返還された水田に、農民はほとんど乾季米作付を拡大しなか

ったと考えられるo更に、 30年代後半の作付増は糖業の栽培拡大と同時並行的

に現れているo　したがって、少なくともこの時期の拡大は、従来からこの栽培

の中心地であったバニュワンギ県で水田が増加したことと関係が深いと考える
べきであろう。

さて、乾季作としてどの作物を選択するかには、気候条件とともに価格動向

が雨季作以上に影響すると考えられるo　ブスキはジャワの中でも籾米価格の落

込みが特に激しかった地域といわれ、 31年6月米価は27-28年同月平均の50%台前

半にまで低下した[Nota voedselvoorziening 1931]このことは、とりわけ米

を大量に輸出してきたジュンプル、バニュワンギ両県には深刻であったと考え

られるo前者では、籾価格は29年以来低下して32年価格は22-29年平均の30%と

いう異常な低さに至り、この結果、米輸出額はf300万も減少したという[Rijke

1934:31]また、後者でも7-35表から32年価格が31年を更に下回っていること

がわかるo　そして、このことは農民の籾米販売に困難をもたらすものであった。

すなわち、ハエュワンギ県では「精米所は現在の事態の推移の中で、多くのス

トックを抱え込もうとはほとんどしないようであるo可能な限り、買付けと製

品の販売とのバランスを取ろうと努めている。」 【Rijstcultuur Banjoewangi 1

932:451]と精米所の買付量の減少が指摘され、ボンドウオソ県やジュンプル県

でも精米所は以前ほどには集中的に買付けをしなくなったといわれる　Onderzo

ek achterstand 1935:486],また、精米所の支払方式については、既に前節で

恐慌期に入ると前貸制が次第に減少し現金払いが増加したことを述べたが、こ

のことはジュンブル県に関して「32年籾価格の異常な低さのため多数の前貸しを

行った者がかなりの損失を出し、 33年価格も常に下がり続けるので・ ・この

収穫に対しては以前よりも前貸しが減少した」 [Rijke 1934:39-40]と報告され
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ることからも確認できる18)
oこのように、30年代前半期には、価格の低下によ
って利益を上げることが困難になった米商人や精米所に農民の籾を買い控える

傾向が広まり、農民は価格低下に加えて販売自体が困難になり、また、前貸提

供を受けることもできなくなり、米作から以前のように容易に現金収入を上げ

ることができなくなったのである。

こうした状況を見れば、少なくとも34年初にバニュワンギ市場で米価が安定

するまでの時期、農民がそれまでの乾季作物を米に切り換えるインセンティブ

など起こりようがなかったといってよいoしたがって、33年の拡大は気候条件

回復による牢ころが大きいと思われる。

それでは、34年の作付後退はどのように説明できるのであろうか。先ず、気

候条件がスラバヤより特に悪かったということは窺えない。スラバヤとの違い

は価格の動きにあったo先に見た通り、ブスキでは雨季稲作はスラバヤとは異

なり33年1012月期作付から大拡大したoまた、34年の凶作率はそれほど高くは

ないoこの結果、34年4~6月の収穫は例年を大きく上回るものとなり、そのこと

が「ジュンプル県では当初、籾米価格への信頼を人為的に高めることによって、

価格を支えることが必要であったo」[L.E.V.2ekwrt.1934(F.y.1934):1426]と

あるように、年初以来の価格上昇傾向を再びストップさせることになったので

あるoこうして乾季米作付期に至って価格が低迷したことが、その作付意欲を

そぐ原因になったと思われる。

しかし、この頃から米をめぐる状況は好転し始めたのも事実である。先に述

べたように籾米価格は次第に安定し、精米所の買付けも拡大した。パナルカン

県では「もう営業している精米所はないにもかかわらず、デサ内での籾の個人

的取引は決して小規模ではないo加えて、籾の買付けは県外の精米所や商人の

手によっても行われるoパナルカン県の経済報告によると、1936年第2四半期に

はブスキ郡で約10,000ヒoコルの籾がプロポリンゴから来た商人によって買い付け

られたというO→[Soekasno1937a:334]と述べられるように、再び米流通は活発

化したoこうして、米は再び有利な商業作物としての地位を取り戻したのであ

る030年代後半期の乾季米作付拡大の背景には、このような事情があった19)

ただ、こうした作付拡大にもかかわらず、その全作物に占める比率は30年代

を通してそれほど高いものではなく、利用可能水田面積に対する比率も最も高

い39年で11.2射ことどまっている.このことは、バニュワンギ県を除いて住民が

乾季水稲作にそれほど重きをおかないという構造が続いていることを示唆する

ものであろう。

乾季作でより重要なのはトウモロコシと大豆である。先ず、トウモロコシは

前節で見たように、それをほとんど栽培しないバニュワンギ県を除くと水稲収
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穫後、至るところに栽培される最重要の裏作であった。トウモロコシ価格は第

3章で見たように30年代初期に急善し、シドアルジョなどでは他の裏作物への

転作が進んだo　ブスキでも価格は激しく低下し、この結果、 30年代前半には、

例えばパナルカン県のAsembagoes地区では「生産物買上げ、特にトウモロコシ

の買付けは華人もアラビア人も行うが、現在では市場価格、輸出価格の低下が

続いているため、ずっと少なくなっている。以前には慣行であった前貸しはほ

とんど姿を消し、もはや慣行ではなくなったといってもよい. 」 [Niggebrugge

1934:402 403]と報告されるように、米と同様に流通が停滞するという状況が

現れたO　ブスキのトウモロコシは収穫面積で見ると全ジャワ・マドゥラの10%前

後を占め、従来からかなりの部分が他地域へ輸出されていたのであるが[Nota

voedselvoorziening 1931:31; Rijke 1934:31]、この時期には農民にとって現

金獲得の手段としての意義は低下したのである。

しかし、この時期、ブスキではこの栽培に対する農民の意欲は高かった。乾

地作も含めた栽培面積は、ト31表によると明らかに33年頃までは拡大傾向にあ

るo　そして、水田作についても、 32年8月の報告はその拡大の原因として「特に

砂糖黍、煙草栽培の制限によって土地が自由になったこと」 [Nota Regentenco

nferentie 1932]を上げ、ボンドウオソ県の農業指導官が「1932年の後期作煙草

はほとんどの部分がトウモljコシに代えられたと考える方がよい」 [Onderzoek

achterstand 1935:484]と指摘するように、農民は利用可能水田の増加に先ず

トウモロコシ栽培の拡大で対応したと見られる。また、 35年には農園煙草の栽

培制限が緩められ、農園煙草栽培面積が乾季に6,000;ドゥ程度拡大したにもかか

わらず、トウモロコシ乾季作はこの年にも作付を増やしている。こうして乾季

作の作付面積は33 35年の間、高い水準を保ち、全作物比は4時符後を占め、利

用可能水田面積に占める作付比率はそれぞれ26.i 、 25.6%、 27.3%と、 1/4強を

占めた0　30年代前半期、水田乾季作としてトウモロコシは最重要の地位を占め

続けたのであるO　それはおそらく、この地域ではトウモロコシが米に次ぐ主要

な主食作物であるので、利用可能水田拡大という状況に対して、農民はさしあ

たりそれまで通りの栽培パターンで対応したということを意味するものであろ
う。

ところが、 36年から栽培自体が急減し、 38年までは前半期より一段低い水準

にあり、比率も低下したo　このことの理由としては、 36年乾季には砂糖黍栽培

面積も拡大したこと、 30年代後半期の水田拡大が水田トウモロコシをほとんど

作らないバニュワンギ県に集中したことなどが上げられよう。しかし、スラバ

ヤの場合にはこの時期にもトウモロコシは拡大傾向にあること、後述する乾地

作でも比率が30年代前半より下がっていることを考えれば、やはりトウモロコ
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シの地位が相対的に低下したと判断せざるを得ない。その理由は不詳であるが、

この時期の価格上昇にもかかわらず、ブスキ農民は他の作物をより重視したの

である。

そして、水田乾季作の場合、 30年代後半期にトウモロコシに代わって最も重

要な地位を占めるようになったのは大豆であったo大豆作付拡大もまた、 32年

に砂糖黍栽培制限地が利用可能になったことをきっかけに始まった[Nota Rege

ntenconferentie 1932]ブスキでもスラバヤと同じように大豆はほとんどが水

田乾地作であるから、収穫面積の推移はほぼ作付動向を示すものと見てよい。

7-1表によると、それは31 32年には落ち込んでいるが、 33年から大拡大したこ

とがわかるo　このことはこの時期の収穫量が、 31年の9,017トンから32年には9,5

12トンに増え、 33年には一挙に14,214トンへと50%近く増加している[spoorvervoer

kedelee 1935:218~219]ことからも窺える。

ところが34年には、スラバヤとは違って作付は若干減少している。この理由

は、気候条件を別にすれば次のようである0　33年の大豆作は東ジャワ全域で糖

業の縮小地への作付が拡大した結果、大豊作を記録し、約30,000トンの過剰生産

となった[Nota 4de Afdeeling 1934]そのため大豆価格は全般的に下落したが、

それは特に拡大の著しかったマディウン、クデイリ、ブスキで激しく現れ、こ

れらの地域では33年後半期に約40%の価格低下が発生した[L.E.V.3e kwrt.1933

(Bijvoegsel E.〟・ December 1933):9]そして、理事州内の栽培中心地ジュ

ンブル県での34年価格は29年の1/4にまで落ち込んだ[Rijke 1934:31],このよ

うに、価格低下が特に激しかったことが、栽培を減少させた理由であった。し

かし、大豆作付はこの一時的な停滞を除けば、その後も急速に拡大している。

そしてそれに伴って比率も上昇、 36年にはトウモロコシを上回り、 38年以降は

40%を越えるに至った。ブスキの農民は、トウモロコシよりも大豆を重視するよ

うになったのである。

こうした大豆の拡大の一般的背景としては、 30年代前半期には価格低下が相

対的に緩やかであったこと、後半期に入っても大豆輸入ストップにより価格が

安定しており、販売も好調であったという、先に1章、 3章で上げた状況があ

ったと思われる。ところで、この地域の大豆生産の1つの特徴は、先に見たよ

うに州内でもジュンブル県に集中していることであり、それは30年代半ばに至

っても変わらなかったと思われる　20)さて、ジュンプル産大豆はもともと他地

域への輸出が多く、鉄道によってジョクジャカルタ、スマランへ輸送され、ま

たパナルカン港やバニュワンギ港からも北海岸沿いに輸出されていた。いまそ

れを中心とするブスキ産大豆の輸出量を見ると、 31年には2,009トン(生産高の22.

3%)、 32年3,047トン(32.0%)、 33年4,917トン(34.6%)と、生産増に伴って輸出量、比
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率ともに急増しており、33年の輸出量は全理事州中で最大である[spoorvervoer

kedelee 1935:218~220]したがって、 34年に大豆輸入が制限され、実質的に外

国産大豆の輸入がストップすると、ジュンブル産大豆に対する需要はますます

高まったと考えてよい。 30年代後半期の大豆作付面積の急激な拡大の背景には

このような事情があったのであり、先に上げた一般的背景は、ブスキでは一層

強く影響を与えたのであった。

こうしてこの地域の1940年大豆収穫面積はジャワ・マドゥラ全体の16.3%に達

し、ブスキはジャワ最大の生産地の地位を占めるに至った[∴〝.194111:tabel

193]そして、これに伴う価格の安定は大豆生産農民に大きな収入をもたらす

ものであったと考えられよう。そしてこのことは、ブスキ、とりわけジュンブ

ル・の農民が30年代後半期、煙草に代わる有利な現金収入源を獲得できたことを

意味するものであった。

(2)乾地における作付動向

乾地作の中心的な作物トウモロコシの作付面積は、ト31表によれば33年から

35年までは減少し、 36年に激増した後、再び減少傾向に入る。 35年と36年の大

きな変動には気候条件が大きく作用していると思われ、21)ここからはそれが重

視されたか否かは把握しにくいが、ト34表から作付比率を見ると、 33年、 34年

には60%を越えていたのが30年代後半からは下降して、 39年には50射こまで低下

している。乾地でのトウモロコシの地位は相対的に低下しつつあるということ

ができよう。

また、陸稲も大きく減少している。この原因は、トウモロコシあるいはカツ

サバへの転作によるものであるとされる[Oogst en aanplant Februari 1938(F.

A/.1938):927:が、なぜ転作が行われるかの理由は不詳である　22)なお、 36年の

作付面積が大きく拡大しているのは2月~3月及び11月の拡大によるところが大き

いが【7-29表]、これはこの年の雨季の気候条件が極めて良好であったことによ

る　23)いずれにせよ、陸稲作付の推移は他作物の動向に左右される面が大きく、

農民がそれ自体を優先したわけではなかったのである。

これらとは逆に、特に30年代後半に栽培が拡大し比率が高まったのは、カッ

サバと「その他」であったo　カッサバはほぼ一貫して作付を伸ばし、 30年代末

には倍増している。その直接的な要因として、先ず行政当局の農業政策を上げ

なければならない。 38年の理事覚書によれば、行政側はこの栽培をボンドウオ

ソ、パナルカンでは持続的に奨励してきたという。この結果、ボンドウオソ県

では栽培は継続的に拡大し、それは従来ほとんど集約的に利用されて来なかっ

た屋敷地においても拡大した。パナルカン県では食糧事情の改善を計るため、

特に乾燥地帯での栽培を奨励し、ボンドウオソから大量の苗を輸入したという。
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また、パナルカンでは、既に農民が自主的に各地でカッサバ栽培に着手してい

るとも述べられる[MvO Besoeki 1938]

しかし同時に、 30年代後半期に特に栽培が拡大した理由としては、第3章で

述べた価格の変化をも見る必要があろうo特にブスキでは、カッサバは補助食

糧として自家消費される24)だけではなく、かなりの部分が販売されていたと考

えられるからであるo　先に見たようにボンドウオソ県ではガプレック工場が営

業していたし、またスカスノによれば、パナルカン県では個々の農家のカッサ

バ栽培は小面積にすぎず、そこから税や負債返済などの現金を稼ぐのは難しい

が、市場での小取引に出して日々必要な現金を稼ぐために重要な作物であると

指摘されるのである[Soekasno 1937a:338]こうしてみると、価格の上昇もカ

ツサバ栽培拡大の背景にあったと見なすことができよう。

以上のように、乾地では30年代後半期からカッサバ志向が次第に強まるとと

もに、スラバヤとは異なり栽培作物の多角化が進行したのであった。25)

(3)ココヤシ栽培の動向

次にココヤシの動向に触れておこうo　栽培の中心地バニュワンギでは、 31年

後半期に生産量が半減したといわれるが[Verslag arbeid 1931:33]、それはこ

れが基本的にはコプラなどに加工される輸出向け作物であり、ト36表に示され

るようにコプラ価格が30年後半から暴落したことによるものであった。その後、

32年初めの数カ月には状況は若干回復し、バニュワンギでのコプラとヤシ油の

輸出はコプラ換算で7,620トンまで上昇した(30年は4,306い、 31年は2,699トのが

[Nota Regentenconferentie 1932]、表示のように32年中ごろには再び価格が低

下したo　消費国が自給政策をとったこと、油脂を含む作物が世界的に増産にな

ったこと、鯨油が増産されたことなどが、その理由である。こうt,て輸出が減

少したため、栽培農民は東インド内の抽工場への販売を増やし、ヤシ油の大半

は内地消費され、住民の照明用、燃料用に向けられるという状態であった[I.u.

1934I:154~155]しかし、 35年からは価格上昇が始まり、輸出量も増勢に転じ

たという[Ondernemingscultuur 1935:744]o　このことは、バニュワンギの農民

経済にとっては大きな意味を持つものであった。

(4)牛飼育の後退

最後に牛の飼育についても見ておこうOト37表は各県毎の33年、 36年、 37年

の飼育頭数ヰ示したものであるが、いずれの県でも30年代後半期にはかなり減

らしているo　その理由は、価格が下がったことによって投資先としてのうまみ

が減少したことにある[MvO Besoeki 1938]この地域の牛価格を見ると、ボン

ドウオソ、ジュンブル県では1928年にはf48であったのが、 29年f45、 30年f35、

31年f30、 32年f20、 33年にはf12にまで低下した[Onderzoek achterstand 1935
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:490,500]またパナルカン県では31年に1頭f30であったのが35年にはf6-flOに

なった[Soekasno 1937a:346~34?:このように既に20年代末から下がり始めた

価格が30年代に入っても低下する一方であったことにより、時間をかけて飼育

しても利益を生まなくなったのであるo　更に、第5章で見た通り、糖業の栽培

縮小及び牽引力としての利用が減ったことも要因の1つとして上げられよう。

4、住民農業変化の構造と意味

以上に述べてきた30年代恐慌期におけるブスキ住民農業の変化は、以下のよ

うにまとめられるであろう。

第1に、この地域の住民農業は水田拡大という形で外縁的に拡大するととも

に、土地利用の集約化をも進めることによって、この時期に発展したというこ

とができるo　しかし、ここでもやはり集約化は恐慌による経済の酎ヒに即応し

たものではなく、農産物価格の安定が契機となったと考えられる。

第2に栽培作物の点では、米は主軸であり続けたが、もう1つの主要作物で

あるトウモロコシや煙草の地位は明らかに低下した。代わって、この時期には

大豆とカッサバが重要になったのであるo　そしてこうした変化に対して、精業

の栽培動向はスラバヤのように大きな影響を及ぼすものではなかったが、それ

は糖業の占める比率がスラバヤほどは大きくなかったことからすれば、当然で

あろうo　これらの変化をもたらした基本的な要因は価格の動向にあり、農民は

有利な作物を巧みに選択したといってよいo　しかし、それによってもなお、各

県毎の地域的な特徴は、 30年代を通してそれほど変化しなかったと考えられる。

第3に、農産物の流通はスラバヤと同様に30年代初めには一時的に停滞した

が、すぐにまた盛んになった。そして、 30年代を通して農産物輸出地域として

のブスキの地位はむしろ高まったのであり、この結果、この地域の住民農業の

商業的性格は変わらなかったのである。

それでは、このような状況は、 5章、 6章で検討した農園農業の変化ともあ

いまってこの地域の農民経済にどのような影響を及ぼしたのであろうか。次章

では、このことを考察することにしよう。
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」T3　7　串　　　言主

1)この地域に住むのは、本来ここの原住民であったウシン人とマドゥラ人及

びジャワ人であるが、ウシン人はバニュワンギ県の、特にRogodjampi、 Ban

joewangi郡に多い。他方、マドゥラ人とジャワ人の分布状況を見ると、バニ

ユワンギ県を除いてマドゥラ人の方が多く、特にパナルカン、ボンドウオソ

両県ではほぼ全てがマドゥラ人である[Volkstelling 1930III:17,22],この

ようにブスキに住む人々の大半はマドゥラ人であるが、彼らは、普通、トウ

モロコシ1、米2の割合で混ぜたものを主食にする[Soekasno 1937a:3-34]

2)この地域での凶作の原因の多くは、パナルカン県の例ではmeritekと呼ばれ

る根やされ病であり、厚い雲に覆われた時期と厳しい日照の時期が交替する

気候の年に集中的に発生するという[Meraori Residen Bondowoso 1929:179]

3) Pekalen-Sampean濯概区は、 1907年6月11日付けの政庁命令n0-3(Bijblad

no.6741)で設置きれたが、この地域で技術濯瀬が展開するのはそれよりもず

つと以前のことであり、パナルカン県Sitoebondo郡で1832年に最初の石造り

の堰が建設されたSampean施設が最初である。詳しくはMvO Bondowoso 1931

を参照。

4)例えばこの郡では、乾燥の激しい月になると毎年、数百家族がgadoeng(学

名はDioscorea hispida、イモの一種で、正しく調理しないと有毒)を採集す

るために郡東部のBaloeran山へ移動すると報告され[Voedseltoestand 1931]、

乾季には恒常的に食糧不足が発生していたことが窺える。 30年代に入っても

例えば35年9月の報告に、この郡のいくつかのデサから早魅の結果、普段よ

り多くの人が森の中でgadoengを採集するためにBaloeranへ出かけた　Versl

ag voedseltoestand September 1935:4]、 36年9月には理事州全体の食糧事

情は良好であるが、この郡だけはトウモロコシ凶作のために見通しが悪い

[ibid September 1936:3]、 12月にも乾地での第2回目のトウモロコシ栽培の

凶作のために食糧事情は悪い[ibid December 1936:6]とあるように、しばし

ば凶作が発生して食糧事情は悪化した。特にこの36年の食糧不足は深刻であ

り、政庁は37年初め、困窮度の激しい人々に対して食糧の無償援助を行うべ

くfl.OOOの予算を用意した。しかし、それだけでは不十分であり、経済部は

3月18日、東ジャワ省知事の提案にもとづいてさらにf2,500を追加するよう

総督に申請している。これについては、 Economische Zaken 1937b及び　G。

uverneur OosトJava 1937b　を参照。

5)同時期の県別分布を示すデータは得られなかったが、 20年代初めのバニュ

ワンギ、ジュンブル両県の精米所数が27[Memori Residen Besuki 1922:166]、
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32年のバニュワンギ県では大規模精米所が17、他にそれ以上の数の水力を利

用する小規模精米所がある[Rijstcultuur Banjoewangi 1932:451 、 32年に

ジュンブルでは精米所が11ある[Onderzoek achterstand 1935:480'とこれら

の県では精米所が多いのに対して、ボンドウオソ県では31年には2ヶ所[MvO

Bondowoso 1931 、 32年には3ヶ所【Onderzoek achterstand 1935:480]と少

ない。パナルカン県については不詳である。

6)なお、この時期にこのような前貸しの対象になったのは稲だけではない。

ジュンプル理事は、この精米所の高利貸の他に栽培中のトウモロコシに対す

る前貸しをも上げており、それは「特にBanjoewangiとBadjoelmatiの間の地

域で現れる現象である」と指摘している[Verslag Woekerll,bijl.2:37]。

7)なおト11表に示される各郡の雨季作の作付時期を見ると、 10 12月期の作

付はSitoebondo郡が最も比率が高く、以下、 Soemberwaroe郡、 Panaroekan郡

と続くが、これは糖業の36/37年栽培の面積の大小と照応したものである。

Besoeki郡で10~12月期の作付が極めて小面積なのはこの郡では糖業が栽培を

停止したままであることによると考えられる。

8)下表は1935年の乾地利用状況を示したものであるが、 3郡の数値はト13表

に示される数字とほぼ一致しており、またSoemberwaroe郡では利用頻度が高
いことが窺われる。

那 a ,1935年 b ,19 35年 bノa

乾 地 面 積 収 穫 面 積 x 10 0

Si toe bon do 9 ,4 68 7 ,074 74

P an ar oek an 6 ,64 5 5 ,7 88 87

B es oe k i 23 ,125 24 ,9 70 108

S oem b erwa r oe 2 3 ,612 3 0 ,3 34 128

パ ナ ル カ ン 県 62 ,8 50 68 ,1 66 10 8

単位:)ドゥ

出所: Soekasno 1937a:337

9)例えばMvO Besoeki 1938によれば、この段階でも裏作物栽培の奨励が、

なお大きな問題であると述べられている。

10)ココヤシは特別なヤシ園だけでなく、屋敷地や水田の畦の上でも栽培され

るo例えばRogodjampi郡では、屋敷地のほとんどにこの栽培が見られるとい

う[Lette 1933, bijl.Rogodjampi:1]

ll)同様の指摘は、パナルカン県についても見られる。これについての詳柵は

Soekasno 1937a:346 347　を参照。

12) 30年代に水田面積が拡大した地域としては他にもバクヴイア、バイテンゾ

ルフ、プリアンゲル、チルボンの各理事州が上げられるが、増加率はいずれ
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もブスキよりかなり小さいo　また、乾地はハンテン、バイテンゾルフ、プリ

アングル、ジョクジャカルタ、スラバヤなどでかなり増加した。ブスキも含

めてこれらの地域は基本的に周辺部に位置しており、こうしたところではな

お耕地の外縁的拡張による農業発展の可能性があったといえよう。これらに

ついての詳細は/.V.1932II 1935II:tabel 192、 /.y.193611 1941II:tabel

179　の数字を参照。

13)このような連載の整備を背景にして開墾を担ったのがどのような人たちで

あったかは不詳であるが、バニュワンギ県の場合、特に水田拡大が著しかっ

た1935 37年の時期には県南部に多数の移民が流入していることが注目され

る[MvO Besoeki 1938]ここでは彼らが水田開墾に当たったと考えてLもよか

ろうo　他方、ジュンブル県では、 Poeger郡にあるAlas Moening森林区(1,400

)l㌣)に対して、既に1929年から開墾申請が様々な人々によって出されていた

が、 31年になって初めて約soonやりについて住民に開墾許可が出されたO　しか

し、この時、開墾者はこの森林の木に対する補償金として住民側はf300を納

めなければならなかった。その後も開墾許可は増加し、 34年までには1,240

)ドゥの森林地が開墾のために住民に与えられたという。またこの1934年には、

煙草農園の真ん中に位置するNogosarenの森林を伐採後に水田として開発す

る決定が東ジャワ省知事によって下された。こうして1936年には32.6ha、37

年には77haの森林地の開墾許可が与えられた。ところで、この場合、開墾に

は当初f75月ドゥの許可料を払うことが必要であったという(もっとも、この額

は後にf35に減額された)[ibid.　この2つの例では、開墾に際して納入する

金額がかなり高額であることが注目される。その負担能力から考えると、こ

れらに当・たったのは近隣の上層農民であった可能性が高い。

14)この年の乾季のジャワの気候は、一般に4-6月は多雨であったが、 5月には

ブスキだけは例外的に小雨であった[L.E.V.2e kwrt.1932(Bijvoegsel e.u.

2 September 1932):3].ところが7~9月期の東ジャワは一転して激しい乾燥

に襲われたという[ibid.3e kwrt.1932(Bijvoegsel E.〟_ 2 December 1932)

:3]これ以降の気候条件については、特別な記載がなく、ほぼ平年並みで

あったと判断される。

15) 1月にはバニュワンギとパナルカンで豪雨のため、月末に多数のトウモロ

コシ栽培が大きな被害を受け[Oogst en aanplant Januari 1934(f.〟.1934)

:319]、トウモロコシ凶作面積は2月が2,034;¥やウibid. Februari 1934(f.〟.

1934):482]、 3月が4,090八つ碇及び、この月にはジュンブルの栽培中の大豆

も状態が悪い[ibid. Maart 1934(E.^.1934):713,715]、 4月には大雨のため

にトウモロコシのための土地耕起がスム-ズに進まない、煙草のための土地
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耕起も停滞し、多数の苗床が被害を受けたibid. April 1934(f.A/.1934)

61,863]と報告される。

16) 35年に、水田作付が拡大したにもかかわらず乾地での作付が大きく減って

いることの最大の原因はトウモロコシの減であるが、 7-26表で見ると特に4

~6月、 1112月という作付最盛期に少ないo　この理由は恐らく、 4月には大雨

[ibid. April 1935(E.U.1935):847]、 5月~6月の激しい乾燥[ibid. Juni 19

35(」.〟・1935):1175 、後述する11月から12月初めにかけての早魅という気候

条件に求められるであろうo　逆に36年の乾地作付面積の拡大は異常に大きい

が、先ず、一般的にはこの年はジャワ全域で気候条件が雨季も乾季も極めて

良好であり、 1917年以来の20年間では1930年に次いで凶作面積が少ない年で

あった[I.L.1936(F-〟・1937):842,843,1942]という事情が上げられよう。ブ

スキの場合も7-31表によって月毎の作付面積を前年同月と比較すると、ほと

んどの月で前年を上回っていることがわかる。ただ、拡大が極めて著しいの

は1月(前年同月比+22,105がり)、 2月(+17,177;ドゥ)、 4月(15.164Aつり、 11月

(24,259;rウ)、 12月(27,256;ドゥ)であり、雨季に集中している.このうち、前

半期は前年の10~12月期には作付が35年同期と比べて31,411がり減少しており、

これを取り戻した形になっている。このことは、 36年2月の農業監督官の陸

稲に関する報告に「特にブスキ理事州では、ここ数カ月にわたって深刻な水

不足を克服しなければならなかった地域において、現在なおかなりの面積に

作付がなされている。このシーズンの陸稲栽培の合計は1935年よりも大きい

が、これは多分、西モンスーン水稲作が少なかったことが幸いしたものであ

ろう。 」 [ Oogst en aanplant Februari 1936(E.A/,1936):532]とあることか

らすると、 35/36年雨季の前半には雨が不足していたので乾地作の作付に支

障が出たが、年が明けて天候が順調になり一挙に作付が進んだことを意味し

ていよう。したがってまた11、12月の大きな伸びも、前年同期の作付面積が

かなり小さかったことに原因のかなりの部分があるとみてよい。

17) 36年10~12月期の気候条件については註16)を参照0

18)同様の報告はVerslag Economischen Toestand 19331 :40にも見える。

19)なお、 36年には作付面積、比率ともにかなり低下しているが、この理由は

次の通りであると推定されるo　先ず、 7-25表からこの年の前半期の水稲作付

面積を見ると前年より後にずれており、この結果、 5-9月期の収穫面積も約

5,000;ドゥ大きいから、おそらくは雨季作の遅れにより乾季作に利用できる水

田が前年より少なかったことが関係しているものと思われる。したがって、

乾季作全体の作付も減少し、また乾季米よりもそれほど水を必要としない他

作物への切換えが行われたと見られるのである。そしてそれとともに、やは
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り価格の動きが関係していよう　3-25表によると東ジャワのカンポン米価格

は各月において前年を下回っており、したがって、農民は別の作物への転作

傾向を強めたと考えられる0

20) 30年代に入って、確かにその他の県でも大豆栽培は拡大したが、 34年に政

庁内務部が農業指導局と協議の上でボンドウオソ県低地部、パナルカン県と

バニュワンギ県で大豆栽培キャンペーンを実施している[MvO Besoeki 1934]

こと、 7-10表で見たパナルカン県の1935年の水田大豆収穫面積2,717;再はた

しかに31年と比べると+i,200/rウ(+229.7%)と激増しているが、 35年のブスキ

理事州全体の水田作大豆収穫面積44,688flやり[ト27表]の6.1%にすぎず、また

33年から35年までのパナルカン県の増加1,200八判ま、理事州全体の増加6,7

72八11ウの17.7%にすぎないことから考えると、ジュンブル県集中は30年代半ば

にも変わっていないと見てよい。

21)　これについては註16)を参照こ

22)陸稲が減少傾向にあるのは、ジャワ・マドゥラ全体の傾向でもある。これ

についてはト13表を参照。

23)この点については註16)を参照。

24)ブスキでも、 34年にパナルカン県(Besoeki郡Besoeki、 Djatibateng副郡、

Soemberwaroe郡Ardjasa副郡)とボンドウオソ県(Pradjekan郡Klabang、 Tjer

me副郡)の山間地域で実施された食糧事情に関する調査によると、カツサバ

はトウモロコシとともに主食の地位を占めていたという[MvO Besoeki 1938]

25)このようなことの例として、ブスキではキャベツ栽培の拡大も上げられる。

インドネシアでは既に恐慌前から都市近郊を中心に野菜や果樹の栽培が盛ん

拡行われていたが、これらの一部はシンガポールなどへ輸出もされていたo

そして、この輸出は恐慌期には大きく増加し、ブスキを主産地とするキャベ

ツの場合には、 1937年には2,400トンに達したというO　詳しくは　Bruyn1941:

30~31を参照。
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第　8　章　　世界恐J院と　ブスキ農民轟至済

本章の課題は、これまで述べてきた農園企業、住民農業の恐慌期の変化をふ

まえて、この時期にブスキの農民経済がどのように変化し、そのことが社会経

済構造に如何なる影響を与えたかを検討することである。以下先ず、この地域

の農民経済の特色に触れておきたい。

第1節　ブスキに於ける農民経済の特色

ブスキ理事は1938年の引継覚書で、この地域の経済の一般的特徴を次のよう

に述べている。

この農業地域、それは特にマドゥラ人地区に関してであるが、そこには

質実な住民が住み、どこでも土地と牛の所有から大きな収入を上げている。

一般的にいって決してヨーロッパ農園栽培に完全に依存しているわけでは

なく、またそれが主要な収入源ではない。加えて、良好な煙草価格から極

めて長期にわたって利益を得てきた　　　　　　　[MvO Besoeki 1938]

要するに、この地域の農民経済は(a)完全な農企業依存型ではない、 (b)住民

農業からの収入が豊かである、 (C)煙草栽培が大きな利益をもたらしてきた、と

特徴づけられるのである。このように、この地域の農民経済は相対的には豊か

なイメージでとらえられている。

しかし、これまで見てきたことから明らかなように、理事州内でも農企業の

分布や住民農業のあり方には地域差が大きく、農民経済を考える場合、この点

を考慮する必要があろう。以下、いくつかの側面からこの地域の農民経済の特

徴を見ていきたい。

1、農民の収支の特徴

この時期の調査報告は、ジュンブル県とボンドウオソ県では「端境期は存在

しない」ということをしばしば指摘している。その理由として上げられるのは、

西モンスーン期には水田耕起とそれに続く田植え、煙草乾燥小屋での労働、煙

草輸送が多数の人手を必要とし、労働力の輸入さえ必要であること、東モンス

-ン期には稲が収穫され、同時にコーヒーとゴムの農園が収穫、タッビングを

行い、1)また、煙草農園は借入地で栽培を開始し、糖業は土地耕起と収穫を行

うので労働力需要がピークに達するということであり[Onderzoek Djember 193

2]、各作物の収穫期を見ると水田では稲3~8月、煙草in月、トウモロコシ9~1
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月、乾地では煙草7~9月、トウモロコシ7-9月及び2~4月と、収穫が年間を通して

切れ目なく規則的に続くことである[Onderzoek achterstand 1935:486]

以上の記述は、明らかに煙草栽培農民を念頭においたものである。しかし、

同一地域に存在するのではない精業と煙草農園、コーヒー・ゴム園での労働機

会を一緒に扱うなど、いささか無理な議論だという感も否めないO　そこで、以

下では先ず煙草栽培農民の収入状況をもう少し検討してみよう　Lette 1933 I

:109 114によると、ジュンブル農民の月毎の経済状態は以下のようである。

1~2月:水田耕起開始、もしくは終了した直後の時期。煙草からの収入は

大半が手元に残っている。質入は増加するが、水田作トウモロコ

シの収穫によって若干緩和される。

6,7月:レバランと端境期のために質入は増加する。ただし、ジュンプル

では(a)煙草からの収入が多いこと、 (b)12~l月に水田作、 2~3月

に畑作トウモロコシの収穫が多いこと、 (C)煙草農園の借地の半

分は住民が使用できることのために端境期は厳しくない。

6月:水稲収穫がピーク.質入は最も少なく、逆に受出しが極めて多いO

これ以降、 11月に転換点が訪れるまで質入は再び増加傾向に入り、

受出しは減少傾向に入る。

8、9月:大豆収穫により質入上昇カープは鈍る。

10月:質入が最も多い月。

11 12月:煙草からの収入。受出しが特に増加し、質入は縮小する。2)

以上のように、煙草栽培農民の場合には収入は年中あるが、それが最も多い

のは水稲収穫時期である6月の前後と、煙草栽培からの収入がある11~1月であるO

それでは、農民はこれらの収入をどのように使ったのであろうか。前章でも

触れたが、ボンドウオソの農民のケースでは、稲の収穫から得た硯金収入を端

境期にワルンから掛売で買ったものに対する支払い、デサ労役の買上げなどデ

サに対する支払い、質草の受出し、デサの住民からの借金の返済、籾買付業者

から受け取った前貸金の返済などに充てるという。もし、これらを払い終わっ

て手元に何がしかが残った場合には、煙草収穫期までの問の生活のために蓄え

られるが、普通、稲からの収入は先に述べた支払いではば尽きてしまう。他方、

煙草からの収入は借金の返済、税支払い、家の修理、衣服の購入、水田借入れ、

庶民銀行への返済に充てられる。こうして農民はこの時期にも収入を数日間か

ら長くても数週間で使ってしまい、庶民銀行への返済の直後に再び融資の申請

に来ることが多いという。それは、煙草栽培期に売ってしまった牛を次の稲の

耕起のために買わなければならないことや、3)農具の購入・修理、更に家計維

持の必要のためである[Linden 1932:19　20]
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以上のように、煙草栽培農民の家計では、特に水稲収穫期の6月前後と煙草栽

培からの収入がある年末年始の頃の最も収入が多いが、その他の時期にも裏作

からの収入があるo　このように、その家計はたしかに完全に煙草農園に依存し

ているのではないO　また、先の「端境期は存在しない」という指摘も一応は当

たっているといえようo　ただ、同時に質入や借金がしばしば行われていること

に示されるように、やはり主たる収入のある時期に比べるならば家計状況がよ

くないことは事実であろう。

さて、ボンドウオソ県でもPradjekan郡では煙草栽培は行われておらず、主要

作物は稲、トウモロコシ、豆類であるが、ここでの農民の収入状況はどうであ

ろうかo　庶民銀行の貸付・返済状況を見ると、この郡では貸付は10~2月に集中

し10月か11月がピ-クである。返済は乾季にピークとなるが、必ずしも水稲収

穫期と一致しない、 1930年には豆の収穫期に返済が最も多かったと報告される

【ibid∴16]ここから、おそらくこの郡の農民は水田耕作費用に充てるために

庶民銀行からかなりの借金をせざるを得ないのであり、そのことによって102

月期に貸付が集中すると考えられるo　煙草地帯ではこの時期が最も収入の多い

時期の1つであったことと比べると、状況はかなり異なっている。また、豆類

は商品として栽培されるものであり、かなりの収入をもたらすものであったと

いえよう。

また、ジュンブル県でも南部は糖業地帯であり、住民煙草の栽培も行われる

が、農民経済の様子は農園煙草地帯とはかなり異なると考えられる。例えば19

35年5月の食糧事情に関する報告には、 「南ジュンブルでは糖業の栽培が完全に

消滅し煙草の栽培制限が適用されたことによって、多数の人々は十分な食糧を

入手するために必要な現金を利用できなくなった。」 [Verslag voedseltoestan

d Mei 1935:3]とあり、農民経済は糖業の動向に大きく左右されるものであった

と思われる。

パナルカン県に関しては以上のような史料は得られなかったが、第5章で見

た通り糖業が集中しており、また上述した南ジュンブルと比べても住民煙草栽

培はなお少ないことから考えれば、農民経済は糖業依存が高かったと推定され

るo　したがって、糖業の不振は農民経済に深刻な影響を及ぼすことになろう。

バニュワンギ県では、先に見たように水稲栽培は年中行われるので、そこか

らの収入時期は農民によって様々であるが、ヤシ栽培が年間を通して収入をも

たらすので、収入の年較差は小さくなる。そして、籾の商品化率が高いこと、

ヤシは全て商品作物であることから、農民経済はこれらの価格動向に大きく左

右されると思われる。

以上のように、農民経済は煙草地帯、糖業地帯、それ以外の地域でかなり状
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祝が異なっているo　ただ、農民の経済は決して以上に述べたような農業や農園

との係わりだけで成り立っているのではないo　以下に、ボンドウオソ県のデサ

銀行の貸付に関する33年の調査からいくつかの例を示そう。

[B.S.(デサ　P)]

・s.は以前から(Pデサ銀行から)融資を受けていたが、最近では1933年3

月10日にf4を借り、現在、既に返済している。

彼女は返済状況が良好であり、滞納したことはない。しかし、彼女はデサ

内の最貧困層であると見なされる。

彼女の占有物は小さなアンベラ製の家、狭い屋敷地と1/4 )Vウの畑地であ

るo家族構成は、夫、妻、子供3人であるo借入れ金は(米、果物などの)小

商いに用いられるo　彼女には他からの借金はなく、質入した物もない。

夫は小作人、牛の飼育小作(deelfokker)として働いており、子供達は、一

番下は11歳であるが、手伝をするo作付と収穫は妻も手伝い、この時期には

商いを止めるo　この時、彼女はデサ銀行から金を借りることはない。現在も

そうであるo (彼女は、現在、煙草を小作で栽培している)

最近の貸付は、日々の販売で得られたより多くの収入から返済された。 f4

の融資額は毎週fO.48づつ、 10過にわたって返済されなければならなかった。

彼女は、その仕事から毎日fO.20稼ぎ、週毎のfO.48の分割払い(tjitjilan)

をすることは容易であったという。

ルマジャンの副農業指導官と共同で行った調査の際、彼女は我々に1amet

ほどの籾と1,000本ほどのトウモロコシ(djagoeng simpenan)を見せた。

病気や何も売れなかった時にはどうやって現金を稼いだかという私の問に

対して、彼女はジャワ・ジャガイモ(Javaansche aardappelen)を小作で栽培

し、これを石油缶一杯売ることができ、 fO.50の収入があったので、これか

ら銀行への支払いができたと述べた。

作付時期に現金が必要な時には、彼女は上に述べたのと同じ物を商う。彼

女は籾とトウモロコシを買う必要はない。

だから、貸付は過払いとの関連からそれほど負担ではない。

彼女は1933年の税を既に完納している。

[Onderzoek desabanken 1933:988　989]

[B.N.(デサ　M)]

B.N.は1933年4月1日に(Mデサ銀行から)毎週用.60、 10週返済の条件でf5

を借りたが、負債残額は3x fO.60=fl.80である(滞納額ではない).彼女

は以前からしばしば融資を受けたが、決して滞納したことはなかった。

彼女の占有物は家1軒(半分が石、半分がアンベラ)と屋敷地である。家族
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は夫、妻、義理の母、 2人の小さな子供からなり、子供はまだ手伝いできな

い。

夫は小作人であり、田植え、栽培管理、収穫を行い、貸金として　5bawon

毎にIbawonを得る。更に彼は小作人土地耕作者(deelbouwer一grondbewerker)

として、籾を)tやウ当たり4ヒoコル受け取るo彼は、 1シーズンに1.5 2)¥やりを耕
作する。

妻と義理の母はラギ(ragi　揚げて味付けしたココナツ)を作る1000個の

ラギを作る場合、費用はfO.65である. 10個当たり2セントで売れるから、 1000

個のラギの収入は　f2 -fO.65 - fO.33 (Klakahまでの往復輸送費と市場入
場税)-fl.02である。

1000個のラギを作るには、 3日かかるo　だから彼女の1日当たりの稼ぎは

fO.34であり、週にfO.60の分割払いは容易である。彼女は1933年の税f4.55

を完納している。

[ibid∴989'

[P.A. (テすサ　L)]

P.A.は1933年4月16日にf12を(L農民銀行から)借りたO　彼は既に分割払い

でf4.50を返済し、残りはf7.50であるo　彼は滞納したことはない。借金の目

的は栽培期間中の生活費に充てるためである。

彼は石造りの家と屋敷地、及び水田1・5;rウを持っており、家族構成は夫、
妻と子供2人である。

水田栽培は妻が管理し、夫は煙草の商いで1日平均fO.25稼ぐ。妻は他に

小さなワルンを経営し、 1日平均fO.15の稼ぎがある。合わせた収入は1日

fO.40であるo　生活費は1日あたりfO.20(彼らは籾とトウモロコシを持って

いる)なので、 1日にf-0.20の残りから負債を返済するのは容易であるo

[ibid言1062つ063'

以上の史料の中の..s.とB・帰ま、家の様子や占有地の規模、小作を行ってい

ることから見て、貧困層に属するといってよい。これに対してP.A.は水田占有

面積が1・5㍍りあること、家が石造りであることから、平均〆以上の農民である

と思われるo　また、いずれも糖業とのかかわりはなく、煙草栽培についてはB.

S・が小作でかかわりを持っているだけである。

さて、いずれの家族にも共通していることは、農業以外に様々な副業を行っ

ており、それが家計の中で重要な役割を占めていることであろう。これはおそ

らく、この地域の農民に共通した惟格であろうと推定される。次に、これらの

家族がいずれもデサ銀行からしばしば借金をしていることも共通している。融

資はいずれも3~4月という農栗収入がない時期に行われている.この場合に注目
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されるのはP.A.であるO　彼の一家は水田からの収入以外に副業で生活費の倍の

現金収入を稼いでおり、かなり生活に余裕があると思われるのに、金を借りて

いるo　こうしてみると、ブスキの場合にもやはりスラバヤと同様に、端境期の

借金は広範な農民にとって不可欠であったと考えられよう。

2、高利貸支配

さて、農民はこうした必要な現金を公的な金融機関からのみ借り入れていた

のではもちろんないo　むしろ、それ以外の方が多かった.と考えられるO　すなわ

ち、この地域でもスラバヤと同様に華人やアラビア人の高利貨の活動が活発で

あったO　このことを恐慌前の時期について見ておこう.

1929年の当時のジュンブル理事の報告によると、市場で活動する高利賃の大

半は華人であり、 Rogodjampi郡(バニュワンギ県)ではこのいわゆるmindringの

数は1924年にはわずか2名であったが、 27年には49名、 29年には101名に激増し

たこと、またGenteng郡(ジュンブル県)では名前の判明するIindringは53名で

あるが、実際は100名を下らないであろうことが指摘される。また、ポンドウオ

ソ理事も、華人が高利貸を営んでいると報告している【Verslag WoekerII,bijl

工　34]ただ、これらの場合、一般に貸付は小額であり、また主として市場で

の住民の小商いを対象にしたものであるo　また、アラビア人高利貸についても

やはり市場での小額貸付を行うと報告されるが、同時にかなりの高額貸付を行

って借用証書を求める例や、給料の前貨を行うことも見られた[ibid.b汀蝣1.II:

12] 4)これに加えて、華人やアラビア人は前章で述べたように、精米所や買上

商人の活動を通しても農民に前貸の形で金融を行ってきた。

しかし、この地域での高利賃の最大の特色は、ジャワ・マドゥラでは一般的

に「アラビア人や華人と比較すれば、原住民で金貸しを職業とする者は少ない」

のであるが、ここではハジでそれを行う者が多数いる[ibid.bijl.I:6;という

点であろうo　すなわち、ブスキでは富裕で有力な住民が高利貸を営むことが特

に多いのであるo　いま、そうした事例の1つを、 1929年6月の調査から以下に掲

げよう。

その後、私はマントリと一緒にデサ(Petoeng,ボンドウオソ県)に入り、

様々な人々に質問を行ったO　ここでは1 2Aやりの水田を占有するデサ住民が

多い。

彼らが言うところでは、ここでは多数の者がより富裕なデサ住民から金

を借りている。なぜ県銀行から借りないかという私の間に対して、それは

それはどたやすいことではない、なぜなら現金は一度に必要になるのでは
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なく、 2叫3回に分けて借りるからだと答えたO　また、それはそれはど多く

の額ではなく、普通はflOを越えるものではないという。

どれだけの金額を借りるのかという問に対しては1kerapot、 2kempotな

どという答であった。その方式は次のようである。

あるデサ住民が例えばIkempotに対して借り入れる場合には、彼はある

額の現金を手にすることができるが、それは1kempot、すなわち5glajo

engの籾で返済するo彼がいくらの現金を手にできるかは、金貸しがどれ

ほど彼を信用しているかにかかっている○　ある者は例えばf1-25を受け取

り、他の者はfl.50、あるいはfl.75であるが、彼らが返済する籾の量は同

じであるo　ある借手はflOを受け取り、 8kempotすなわち40glajoengを返

済しなければならなかったが、これははぼf16の価値があり、だから(利子

は)決して安くはないo　多くの人々が借りるのはf4からflOの間である。

華人の前貸しは行われてこなかったo　たしかに籾はデサ内で華人のため

に買い付けられるが、これは原住民買付商人の手でなされ、彼らはこれに

よってfO.05/ヒoコルを得るo

[Banck 1929:364　365]

この事例では現金貸付に対して籾で返済するのであるが、.このことは金貸し

である有力農民が利子からの収入とともに、こうして集積した籾を販売するこ

とによっても利益を上げていたことを推定させるものである。また、貸し手と

借り手が同一デサに住み顔見知りであり、借りることができる金額が信用度に

よって異なるということは、この貸付を通してデサ内に支配・被支配関係が形

成されることを意味しているo　この意味では、金貸しが村外に住む華人やアラ

ビア人の場合よりも、この貸付の社会的な影響はより直接的なものであったと

いえよう。

そして、こうした融資が土地に対して向けられることもあった。以下の事例

はそのことを示している。

「東洋外国人の高利貸ほどには知られていない」 「ハジの高利貸」の事例

として、ジュンブル理事は2つのケースについて報告している。

(l)Soemoは、 2年前にあるハジに対して買戻し権付きで売却した水田(広

さは1㍍ウ)を買い戻すためにf150必要であったが、この金額を紺Sから借

り、「Soemoは毎月flOの利子、すなわち年利80%を払わなければならない」

という協定を結んだo　この利子はSoemoの家の賃貸料であり、その家は負

債が完済されない限り、腔Sの所有物として見なされた。

(2)WMは、 1926年に彼の水田2・5㍍りをf500で肝Abdoelradjakに売却し
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たo　この時、水田は3年後に買い戻きねばならないと決められたが、それ

まではこの水田は債権者の耕作に提供しなければならなかった。

[Verslag Woekerll ,bijl.II :29]

ここではハジ、すなわち有力「原住民」が土地を担保にして金を貸しているo

(1 2の事例ともに、それは一定期間後に借りた金を返せば水田を取り戻すこ

とができるという「買戻し権付き売却」の形をとっており、元の占有者はそれ

までは土地の使用権を喪失するのであるo　そして、それは(1)の事例に示される

ように、しばしば新たな負債を生じさせることになる。こうした取引の結末が

どうなるかについては、後に詳しく述べることにしよう。

以上述べてきたように、ブスキの農民経済には、糖業地帯であるか、煙草地

帯であるか、あるいはそれらの栽培が行われていないかといった諸条件に規定

されて、かなりの地域的差異が見られるo　しかし、その中でも共通しているの

は、地域によって程度の差はあるものの、農業収入には時期的な偏りがあり、

それを補うためには副業や借入れが不可欠であったことである。そしてこの結

果、高利貸の活動が活発に展開したが、この地域では特に「原住民」高利貸が

多数を占めることが特徴的であったo次節では、こうした特徴を持つブスキの

農民経済が恐慌の影響によってどのように変化したのかを検討しよう0

第2節　恐慌期ブスキ農村経済の変化

1、経済変化の概観

この地域で恐慌の影響が感じられ始めたのは、 31年後半期のことであった。

この年の10~11月の経済状況に関する記述によると、特に北部諸郡において糖業

での労働機会縮小の影響が出始めた　enquete voedselverhouding 1932] 5)こ

の年はまだ糖業の栽培縮小が本格化する以前であるから、パナルカン県などの

糖業地帯では翌年以降、第5章で触れたように経済状態は更に悪くなったと推
定できる。

しかし、煙草地帯では様相がやや違っていた。その中心地であるジュンブル

ではたしかに31年後半期には影響が出始め、 「食糧は安く現金は高い」という

農民の声が聴かれたが、他地域に比べるとその程度はずっと低いという。そし

てその理由として、農民の多くがなお煙草栽培からかなりの副収入を得ている
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ことが上げられている[Lette 1933 1:136~137:また、 32年の調査報告も、ジ

ュンプル県では砂糖黍と煙草の栽培制限の影響で貸金や労働機会が縮小したの

は確かだが、マドゥラ人輸入労働力の減少によってむしろ土地の住民にとって

は労働機会が拡大したと述べている[Onderzoek Djember 1932]更にこの時期

の貸金の下がり方は僅かであり、これに対して日用品や衣服の価格低下の方が

大きく、貸金労働者はむしろ利益を受けたとさえ報告される[Lette 1933 1:13

6]o　こうしてみると、煙草地帯では糖業地帯より遅れて恐慌の影響が出始めた

と考えられよう。

これに対してバニュワンギのヤシ栽培地帯では最も早く経済が悪化した。こ

こでは籾価の下落に加えて第7章で見たようにヤシとコプラ、更にバナナの価

格が暴落したが、ジュンブルなどとは違って煙草や糟業からの副収入によって

それが一時的に緩和されることがなかったので、すでに31年から農民の収入は

大きく減少したといわれる【ibid. Bijl.Rogodjampi:16】。

このように、地域の農業構造によって恐慌の現れ方は一様ではなかったが、

38年の理事覚書によれば全体として恐慌の影響が最も深刻になったのは1935~3

6年のことであった。

前任者が本理事州を離任した時(=1934年)、恐慌の最も深刻な時期はブ

スキではまだ始まっていなかった。　・最も暗い時期は1935年から36年

初めにかけて訪れた。この時、あらゆる分野で激しい後退が観察きれたの

であるが、それはまた農産物価格の低落と1934/35年西モンスーン期の煙

草作の凶作のせいでもあった。このことは特に最も恐慌の打撃を受けたパ

ナルカン県(Besoeki郡、 Soemberwaroe郡)とボンドウオソ県(Pradjekan郡)

についていえる。このことは、貨幣流通が激減したことからも明きらかで

ある。住民は次第に最後の蓄えに手をつけ、牛を手放した。更に彼らは金

の装身具や宝石を華人買上商人に譲り渡したが、華人買上商人達は質札を

も買い上げて、貴重品を質屋から受け取った。

[MvO Besoeki 1938]

こうした状態が回復期に入るのは36年末-37年初からである。同じ理事覚書に

よれば、 37年は一般的には住民にとってよい年であったが、それは第1に籾価

格が良好であったことによるものであり、第2にトウモロコシ、大豆の価格は

良好な状態が続いたこと、更にコプラとカッサバにも長期にわたって高値がつ

いたことによるものであったというo　この結果、ブスキ州内から州外へと輸送

される産物の量は、 36年と比較すると8-1表に示されるようにほとんどの品目で

増加した。

ただ、理事覚書は同時に、この回復期には生活費が上昇し、特に米価の上昇
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は非土地占有者や貸金生活者にとっては不利であったこと、また、農産物価格

上昇の利益は必ずしも土地占有者のものになった訳ではなく、しばしば土地を

担保に金を貸している者の手に落ちたとも指摘しているo　この最後の点は、後

に詳述することにして、以下では、こうした経済状況の変化の内容について検
討してみたい。

2、恐慌期農民経済の変化の中味

恐慌期のジャワ農村経済の変化については、一般的に現金不足、貧困化とい

うことがしばしば指摘されてきたが、この地域でも、先に引いた38年理事覚書

にあったようにやはり同様の事態が生じたo　それでは、それはどの程度であっ

たのか、またこれまで述べてきた農民経済構造の地域差とどう係わっていたの

であろうかo以下では、地税納入状況の変化と庶民金融の動向から考えてみよ
う。

(1)地税納入状況から見た農民経済の変化

先ず、各時期の査定額と恐慌減額の比率をデータの得られた限り示すと、 8-

2表のようになるo　ここから、恐慌減額は32年から実施されたこと、その後、そ

の比率は引き上げられたが、それには地域差があり、特にジュンプル県の比率
が低いことがわかる。

さて、パナルカン、ボンドウオソでは既に31年に農産物価格の下落のために

地税の徴収にかなり困難を伴ったと報告されるo　これは、恐らくは27年1月及び

28年1月に、この地域に新しい査定が実施され、かなりの増税となったことと関

連があろうo　この結果、理事覚書は32年に予定されている中間増税は延期され

るべきであると提言している[MvO Bondowoso 1931],

こうして32年にはこの地域でも10"20%の恐慌減額が実施されるが、 Soemberw

aroe郡のみは状況が特に悪かったので、減額率は最終的には3輔こ引き上げられ

た[MvO OosトJava 1933]。しかし32年のパナルカン県各部の納入状況は、 8-3表

に示されるように、恐慌減額にもかかわらず前年より後退している。これは糖

業が縮小したことと関連が深いと見てよいO　ただ特に状況の悪いSoemberwaroe

郡ではこの年に栽培縮小は実施されておらず、住民農業の不振が原因であると
思われる。

次に、 8-4表でジュンブル県の30~32年の納入状況を見ようO　31年の納入状況

は前年よりは後退しているが12月末には完納しており、経済状況の変化はそれ

ほどではなかったことがここからも窺えるo　ところが32年には納入状況はかな

り悪くなっている。中でもDjemberからRambipoedjiまでの4郡の動きは極端で、
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8月末まで10%台であったのが翌月には90%近くに上昇している。この理由は、煙

草農園がこ_の月まで地税支払いを遅らせていたためであり、 9月に払込が行われ

た結果、急上昇したのであるo煙草農園は栽培に使用しない借入地の地税につ

いても、この年は従来通り全額を負担したという[Lette 1933 I:139]。 Tanggo

el以下の3郡は砂糖黍栽培が行われ、農園煙草は多くない郡である。納入状況

は8月までは煙草地帯4郡を上回っていたが、 9月末の数字は逆に下回るものと

なったo　このことは、この地域の農民経済が糖業の栽培縮小によってより大き

な影響を被ったことを意味しているo　しかし、結局、この年も年末の滞納額は

わずかfllOに過ぎず[Rijke 1934:38]、ほぼ完納することになった。

さて、 34年にパナルカン県で行われた地税の中間評価改訂は恐慌減額とは別

にかなりの地税引下げをもたらした[Soekasno 1937a:362 363'乾地について

は引下げ率は50%以上に及んだo同様の改訂は35 37年に残る3県でも実施され、

更にパナルカンについては38年1月に再改訂が実施された。このことによって、

地税査定額はかなりの減額になったという[MvO Besoeki 1938]

地税納入状況に影響を与えるいま1つ重要なことは、新たに増加した水田に

対する査定の問題であるo先述のようにジュンブル県、バニュワンギ県では33

~34年に水田の増加がそれぞれ4,000ha、 13,OOOha確認された。これらの水田は

収量が良く、次の査定額改訂に先行するグループ分けでは最上グループに入れ

られるべきものであったが、この時の査定では経済状況を考慮して最も地税が

低いグループに分類され、課税額は抑えられたという[MvO Besoeki 1938]。6

したがって、これらの新田の地税納入は比較的容易であったと考えられる。

それでは34年の納入状況はどのようであっただろうか。 8-5表はそれを示した

ものであるo納入状況が相対的に良くないのはパナルカン県(特にSoemberwaroe.

那)、ボンドウオソ県、バニュワンギ県のBanjoewangi、 Rogodjampi郡であるが、

理事によると若干の状態の惑い副郡を除けば、年末には査定額全体が完納され

るであろうという見通しが述べられる[MvO Besoeki 1934]

35年以降の納入状削ま8-6表に示されるOやはりジュンブル県が群を抜いて良

好であるが、他の3県についても37年、 38年頃から滞納率が1%を下回るように

なり、 30年代前半期に比べるとずいぶんと改善されていることが窺われる。ま

た38年の理事覚書も、この時期の地税徴収について「特別な困難はなかった。

各年末の滞納は特別の手だてを取ることを必要とするようなものではなかった。

強制執行の書類はたいていの場合、執行に移す必要がなかった。」と述べている

[MvO Besoeki 1938]

こうして地税納入状況を見てくると、先ず第1にこの地域ではそれは一般に

かなり良好であった印象が強いo　このことは、この地域の納入状況をト40表に
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掲げたジャワ・マドゥラ全体の状況と比較すると明きらかである。ジャワ・マ

ドゥラ全体では、滞納率は早くも31年には8・紺こ達し、以降、 35年までは10%台

を記録、 36年から大きく減り、 37年になってようやくほぼ通常の数字に戻って

いるo　こうした巨額の滞納はブスキでは発生しなかった。第2に、州内の地域

的な違いを見ると、大ざっぱにいって煙草地帯は納入状況が良く、糖業地帯凝

びバニュワンギのココヤシ地帯は相対的に良くないといえよう。そしてSoeube

rwaroe郡は特に状況が惑いが、これはこの郡の農業条件の悪さによるものであ

る。

(2)庶民金融から見た農民経済の変化

次に庶民金融の点からも農民経済の状況を見ておくことにしよう。先ずはデ

サ銀行についてである0 8-7表は33年までの銀行数の推移を示したものであるが、

ジュンプル県とバニュワンギ県では30年代前半期にも数が増加している。いず

れにせよ、これらの銀行は先に引いた農民の生活に関する史料からも明らかに、

この地域の農民にとって極めて重要な役割を果たしていたといってよい。7)

8-8表はこれらの銀行の営業状況を見たものであるo　ここからわかることは、

第1にどの県でも貸付の引締めを実施していることであるが、これによって恐

慌による経済の悪化に対応しているのであるo　第2には、返済状況が極めて良

好であるということであろうo滞納はポンドウオソ、パナルカンで若干あるが、

ごく僅かであるo　同様のことはボンドウオソ県のデサ銀行の状況を示した8-9表、

ジュンプル県に関する8-10表からも窺えるo　そしてこれらの点については、 19

34年の理事覚書も「本理事州ではデサ金融(デサ銀行等)は極めて良好な状態に

あるo　規則が良く練られており関係官吏が厳しく管理を実行しているおかげで、

実質的に滞納はないo　バニュワンギ県ではこの2年間にデサ銀行数がかなり増

加したが、それはこの地域における発展の安定によって、それに対する需要が

大きかったからであるo 」 [MvO Besoeki 1934]と、高い評価を下しているO

それでは、一般に貸付額や規模がデサ銀行よりも大きい庶民金融銀行につい

てはどうであろうかo　先ず30年代前半期(1930年8月~32年9月)の各月末の滞納状

況を　蝣11表で見ようo　ここからわかることは、第1にどの銀行も次第に滞納率

が上昇しており、また、先に見たデサ銀行と比べると遥かに高いということで

あるo　しかし第2に、その中でも、ジュンブル県の状態は相対的に良好であり、
蝣0

滞納率が10%を越えるのは32年7月になってからである。これに対してボンドウ

オソとパナルカンは特に滞納率が高いことがわかる。また、バニュワンギは滞

納率が10%を越えるのは早いが、その後の上昇カーブは緩やかである。

次にジュンブル県の例から、この時期の営業状況をいま少し見ておきたい。

8-12表は1910~33年の時期の貸付件数等の数字を示したものであるが、ここから
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明らかなように、 31年から貸付件数、貸付額が急減しており、かなりの引締め

を実施したことが看取できるoそれは31年には家畜価格が低下し、 32年には糖

業の土地借入れ中止と農園煙草の栽培制限が実施されたことに対応したもので

あった(先の8-11表で滞納率が32年後半から急増しているのは明らかにこの影響

によると見られる)oそしてこの結果、特に32年後半から33年にかけてはf500以

下の貸付は通常年の1/3に減少したという[Rijke 1934:32-33]しかし、同時に

この県では滞納対策も集中的に進められたOすなわち滞納状況調査によれば、

この県の滞納の少なさは、 「第一義的にはしっかりした規律を維持し、同時に

集中的な滞納対策を実施したところに求められねばならない」とされ、その具

体例として、 32年には581件、 33年第1四半期には435件、 34年には59件の告発を

実施したことが上げられる[Onderzoek achterstand 1935:516-517　このよう

に、相対的に状況がよいジュンブル県銀行では、恐慌による経済変化に対応し

て引締め策をとるとともに、大規模な滞納対策を実施したのであった。これに

対してボンドウオソ県銀行の状況は8-13表に示されるOここでもやはり32年か

ら急激な引締め策がとられていることがわかるo　しかし、年末の滞納率は格段

に大きいOその内訳は8-14表に示される通りであるが、前年以前の貸付分が焦

げついているのであるoその原因について、先に引いた滞納状況調査は、この

県での滞納対策の手ぬるさを上げている[ibid.]

いずれにせよ、以上から見る限り、 30年代前半には一般に各銀行は引締め策

をとったが、営業状削こはかなりの地域的差異があったO　こうした状況につい

て、 34年理事覚書も「庶民金融銀行ではジュンブル県のものが最も状況が良い。

状況の変化を遅れることなく見分けるこの銀行の支配人のよろしき指導と見通

しの確かさのおかげで、ここでは滞納は決して9%を越えることはない。 」 「バ

ニュワンギの銀行の貸付政策はあまりに慎重すぎて・ -それゆえ、何人かの

アラビア人高利賃の活動に好都合な分野を提供することになった。 」 「ボンド

ウオソの銀行は・　一昨年の滞納をかなり抑えることができた。　-この

銀行をパナルカンの銀行とともに1人の支配人の管理下におくことが提案され

ているというo　これは、極めて多額の滞納を抱える後者の銀行の憂慮すべき状

態からすると、現状では考えられる対策であると思う。 」 [ibid.]と指摘してい

るo　こうして見ると、 34年にはジュンブル県やボンドウオソ県では滞納が減少

したこと、バニュワンギ県では強力な引締めを実施したこと、また、パナルカ

ン県では依然として滞納が多いことがわかる。

それでは、 30年代後半の状況はどうであろうか0 8-15表は35-39年の各県銀行

の状況を一覧したものである0 38年の理事覚書によれば、 35-36年にはジュンブ

ル県を除いて滞納額はかなり多かったというが[MvO Besoeki 1938]、たしかに
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それは表から窺えるo　ただし、パナルカン県は36年にはかなり改善されている

し、また状況の悪いボンドウオソ、バニュワンギの数字も8-11表で見た32年段

階のように大きなものではないoそして県毎に差はあるが、この頃から滞納率

は減少傾向にあるといってよいoいま、各県銀行の36年と37年の第4四半期の貸

付額合計を比較すると8-16表のようになるが、ジュンブル県を除いて貸付は拡

大しているoそしてそれにもかかわらず滞納が減少していることは、この時期

の経済の回復を反映するものである。

以上のことから明らかになるのは、次のことであろう。第1に庶民金融銀行

の滞納状況では、 30年代前半には特にパナルカン、ボンドウオソで多額の滞納

を出し、後半期にはボンドウオソとバニュワンギが状態が悪かったこと、これ

に対してジュンプル県は一貫して状態が良かったということであるo　ここでも、

地税納入状況から見た経済の地域差とほぼ同様のことが窺われるのである。し

かし、これらは37年頃には経済状況回復とともに大きく改善されている。第2

に、デサ銀行、庶民金融銀行ともにかなりの引締め政策を実施したことである。

先に見たように、この地域の農民経済の中では端境期の借金が不可欠であった

ことを考えるならば、このことの意味は大きいo農民は当然のこととして、他

の融資者に向かわざるをえなくなるo先に引いた34年の理事覚書にある、高利

貸の活動の活発化というバニュワンギでの事態は、どこでも起こるのである。

3、経済変化に対する農民の対応

以上のような経済状況の変化に、やはりここでも農民は先ず生活の切詰めで

対応した。例えばレヅデは、ジュンブル県では既に31年に生活を倹約しなけれ

ばならないという観念が徐々に広まっていった[Lette1933 1:117]、またバニ

ユワンギ県Rogodjampi郡では、この観念の広がりとともに、スラメタン8)の回

数がずっと減り金もかけなくなった、より少ないもので我慢し賛沢品は手放す、

鋼製の台所用品をブリキ製や土器に代えるといったことが行われたと指摘して

いる[ibid, bijl.Rogodjampi:14~16]

そしてこうしたことは、特に現金取引をできる限り減らす方向に向かった。

例えば以前には現金納入が普通であったパンチ・ェン労役は、現物納入が増えた

[ibid.] 9)また、従来、農民は収穫期には比較的容易に籾を手放して現金に代

え、それで牛や装飾品を購入していたが、煙草地帯でも可能な限り籾のストッ

クには手をつけなくなったo　だからこの時期にも、農民の手元には現金がなく

なった[Onderzoek achterstand 1935:486; Lette 1933 1:117]売買では、例

えば鶏と米、石油と米といった形での物々交換が増加した[Onderzoek Djember
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1932; Lette 1933 bijl.Rogodjampi:14]この結果、市場における取引は後退

したO　そのことは、 8-17表に示されるように各県評議会(regentschapsraad)が

受納した市場税額の変化10)に現れているoただ、ここでもジュンブル県の減少

の仕方が相対的に緩やかであることが注目される0 32年のジュンブル県討査も

「市場からの収入の低下は、よそではもっと激しく、またより早く始まった」

と述べている[Onderzoek Djember 1932],

また住民農業では、雇用労働力に対する貸金、牛の借り賃などは低下しただ

けではなく、現物支払いに換えられ[Lette 1933 bijl.Rogodjampi:15]、相互扶

助の適用が増加した[Soekasno 1937:348]。 1i)

以上に加えて、この時期、この地域の農民が積極的に経済の悪い状況を切り

抜けようとしたことも同様であったoそのことは、第7章で触れた農業の集約

化や作物選択に示されるo更に、パナルカンでは地域間の僅かな価格差を利用

した小規模な生産物取引が大きく拡大した[Onderzoek Panaroekan 1932]、バニ

ユワンギでは小商業の発展が見られる[bedrijf VCW 4e kwrt.1936:170]と報告

されるように、農民は農外副業収入をも積極的に拡大しようとしたのであった。

いずれにせよ、こうした形でこ・の地域の農民は恐慌期を切り抜けたのであっ
た。

第3節　恐慌期の社会構造変化

さて、これまでは恐慌期の農民経済の変化を農民一般について論じてきたの

であるが、最後にそれがこの地域の農村社会構造にどのような変化をもたらし

たかという点を検討しておきたいo　序章で紹介したように、エルソンにしたが

えばパスルアンでは大土地占有者の没落によって農民層分解は中農平準化に向

かったということになるのであるが、こうしたことはブスキでも生じたであろ

うかo　以下では、この間題を特に大土地占有者に焦点を当てて検討してみたい。

1、土地所有と地主制

(1)不在地主制の展開

ブスキ理事州の土地所有形態もパスルアンと同様に世襲的個人占有であるた

め、糖業への土地貸出し、煙草栽培などとの関連で早くから農民層分解が進み、

大土地占有が発展してきた[植村1983a; 1983b]

この結果、パナルカン県では20年代末~30年代初め、不在地主制が広範に展開
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しており[MvO Bondowoso 1931 、その対極には多数の土地なし農民が存在した。

32年の調査は、 「耕地を持っていない戸主は、地方行政当局の見積ではSitoenb

ondol7,000人、 Panaroekan 9,500人、 Besoeki 16,000人であるo」 [Onderzoek

Panaroekan 1932]と指摘している。

同様の状削ま、 30年代半ばのスカスノの調査からも窺うことができる。 8-18

表は、その記述をまとめたものであるo先ず占有者1人当たりの平均占有面積

は、ジャワ.マドゥラ平均(675ルー-1.35がウニほぼ0.96ha)とほぼ等しい。しかし、

「水田占有規模別人数」から明らかなように、 5A*9を越える農家がかなりの数

に上っているoそして、 「水田非占有家族数」は全家族の半数を越えており、こ

れに水田占有規模が1)ドゥに満たない農家数を加えると87%近くに達する。スカス

ノによれば、これらの農家は十分な収入の上がる乾地を持っていない場合には

農業収入のみでは生活がかなり困難な状態にあるという。更にスカスノは、 17,

742家族、全家族の約26%が家は持つが耕地を持っていない、 14,465家長、約21

%が家も耕地も持たないと推定している[Soekasno 1937:329],

そして不在地主が極めて多いことについては、次のように指摘されている。

この地域の土地占有形態は世襲的個人占有であるので、居住デサ以外で

土地を購入すること(djoeal lepasまたはilang)が容易である。行政当

局が収集したデータによると、パナルカン県では28%を越える水田占有者

が、その土地があるデサとは別の場所に住む。水田占有者の大半が別のデ

サ居住者のデサさえあるo例えば、テ㌣ Kedoengdowoでは429人の水田占有

者の内、 235人が他のデサに住む者である.テttサKilenでは、 158人の水田

占有者の内、139人が他デサに住み、このデサに住む水田占有者は19人にす

ぎない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ibid.:353]

パナルカン以外の3県のこの時期の地主制の展開状況については史料がなく

具体的にはわからないが、バニュワンギではやはり大土地占有の多いことが報

告されている[Lette 1933 bijl.Rogodjampi:1　また、この地域で特徴的なこ

とは、ヤシ園を対象とした不在地主制が発展していることである。スカスノの

調査では、次のように述べられる。

生産物を確保するための最も決定的な方法は、そこに植えられている木

を含めてヤシ園を買い上げる(djoeal beli bebas)ことである。この地域

の土地占有形態は世襲的個人占有なので、自分が住んでいる以外のデサの

土地占有を手に入れるのは容易であるo　その結果、デサではしばしば土地

面積の多くの部分が他デサ居住者の占有するところとなった。こうして、

例えばデサSoekodjatiのヤシ園の80%以上が、デサPakistadji, Pondokno

ngko, Soemberdjo, Kaliredjo, Pakis及びBanjoewangi市の住民のもの
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であるo　デサ当局のデータによると、 200人余りのヤシ園所有者のうち、

このデサに住む者は47人にすぎない。

ただし生産物を確保するためだけには、この方法は普通は用いられない。

[Soekasno 1937b:543~544]

以上見てきたように、この地域では土地所有の分解が大きく進展し、不在地

主制が広範に展開していたo　それでは、こうした地主経営はどのような内容を
持っていたのであろうか。

(2)地主経営の特徴

この地域の大土地占有者は、基本的には分益小作で土地を経営した。パナル

カンでは、それは以下のようやあったO

"lakoan"(分益小作)の場合、土地区画の処分権を持つ者は、占有者であ

れ債権者であれ、その土地を収穫の半分を受け取る条件で他人に耕作させ
る。

(中崎)

この契約では、決して書かれた契約書は作られない。稲作の場合には、

地主側が種籾を前貸しし、その分は後に収穫の際、初めて収穫物から引か

れるo　更に地主側は栽培費用を負担し、地域によっては播種費用をも負担

するところもあるo　その他の作業のコストは小作人負担である。収穫物の

分配に関しては、この地域では一般的には2つのバリエーションがある。

第1のものは主としてBesoeki郡で見られるが、小作人が種籾分を引いた

後の1/3を受け取るというものである　Sitoebondo、 Panaroekan、 Soembe

rwaroe郡では、収穫物の中から種籾分の他に、なお一定の量(土地の肥沃

度に応じて20 100glajoeng)の籾がいわゆる"panadjahoeng"として引かれ

るが、これは地税支払いに充てられるものである。残った中から、小作人

は半分を取り分として得る。

[ibid∴350~351]

こうした分益小作の展開状況については8-19表に示されるが、特にブスキ郡

での小作人比率が群を抜いて高いo　こうした地域差が生じる理由は不詳である

が、この数字は必ずしもそのまま地主制展開の度合いを示すものではない。そ

れは、この地域の大土地占有者の土地経営は分益小作以外の方式でも行われて

いたと考えられるからである。例えばこの表で小作人の比率が低いPanaroekan

郡やSitoebondo郡では、次に掲げるような形での定額小作制度がかなり広範に

行われていた。

外部調査によると、主としてPanaroekan郡のみで土地貸出し(tapsiran)

が良く見られる。
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あらゆる危険を回避するために、この地域の大土地占有者は予め決めら

れた2 4 amet/八やりの量の籾を収穫後に支払うという条件で、土地を他人に

貸し出すo　この取引は、この地域では"tapsiran"の名で知られている。ニ

ッへブルッへ(E.Niggebrugge)支配人は、 200ハやりと推定される水田を持つ

Sitoebondo郡の大土地占有者について言及し、彼はその土地をほとんど

"paron"(収穫を折半する条件での分益小作)または"tapsiran"で第三者に

耕作させていると述べている　　　　　　　　　　　　[ibid∴352]

この方式は、凶作のリスクを負担しないでも済むという点で、地主側にとり

~層有利であった。 29年の理事覚書に「(不在地主制のために)これらの水田は

西モンスーン期の適切な時期に田植えを実施することは困難である。また、こ

の地方では東モンスーン期には規則的な栽培は_あまり多くない。」 [Memori Res

iden Bondowoso 1929]と述べられ、また38年の理事覚書でも同じことが指摘さ

れるように、こうした地主経営が生産力的にはあまり安定したものではなかっ

たことを考えれば、それはなおさらであったということができよう。

他方、ボンドウオソ県では、 1929年4月に　テやサToempangで行われた調査によ

ると、 「以前にはクーリーは現金を支払われることはなく、収穫の一部で支払

いを受けたのであり、分益小作であった。農民銀行開設後、デサの人々はもは

やこの方法をとることはなくなったが、それはクーリーに現金で払う方が有利

であると考えたからである。 」 [Banck 1929:217]と指摘され、地主経常は現金

借入れの容易化とともに分益小作から定額小作、あるいは農業労働者雇用へと

移行する傾向があったことが窺えるo　また、ジュンプル県での大土地占有者の

経常は史料がなく不詳であるが、第6章で触れたように、農園煙草栽培などの

場合にはやはり小作を使用したと思われる。

バニュワンギ県の場合には、大土地占有者が多い地域では水田耕起は貸労働

で行われることが多く、以前には1ha当たりf30 35が支払われていたが、 32年現

在ではf17.50~f25に下がった、分益小作は様々な形態があるが、極めて頻繁に

用いられるという[Rijstcultuur Banjoewangi 1932:450~451]そして、ここで

の稲作労働慣行を見ると「田植え時には他人の助けを求めるが、それは隣人で

ある場合が多い。後で除草と収穫も行う田植え手伝いの女性は、収穫の際に地

域の慣行にしたがって収穫の1/6つ/9を手にする。除草は1~2回が普通である。 」

[ibid.]とあるが、このことは収穫労働に参加できる者が既に田植えに参加した

者に限定されているか、あるいは少なくとも田植え参加者のバウォンは特別な

額であったということを示していようo　このような慣行がある場合には、一般

に地主有利であると考えられる。

バニュワンギではこれまで述べてきたようにヨーロッパ資本の農園は少なく、
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したがって土地なし層にとっての最大の現金収入源は地主のもとで労働機会を

見つけることであったo　したがって、上に述べたように貸金の引下げが行われ

ても、地主側が労働者を見つけることに困難を覚えることはなかったと思われ

るo　こうした地主側有利な条件が、上述した労働慣行の背景にあったのではな
いかと推定される。

2、大土地占有者と恐慌

さて、恐慌の影響は、エルソンによれば、大土地占有者に最も壊滅的な打撃

を与えたとされるのであるが、果たしてそうであろうか。以下、いくつかの点

から検討しておくことにしよう。

先ず、この地域でエルソンのいうように小作人が小作料を払えなくなって、

地主制が衰退したであろうかo　この点では先に引いたSitoebondoのある大土地

占有者に関する報告に「彼はデサ内における影響力によって県内最大の土地占

有者になったが、それは多くの小農民の犠牲によるものであったoそれでも彼

は、常に新しい借り手を見つけることができるo 」 [Niggebrugge 1934:404]と

あり、小作人希望者がこの時期にも多かったことが示され、また、先述のよう

に定額小作さえ行われたことを考えるならば、この地域では状況が異なってい

たと考えられよう。

さて、この大土地占有者は地主経営を行うとともに、土地の多くを複数の糖

業に貸し付けていたo　それでは、彼は糖業の栽培縮小によって壊滅的な打撃を

被ったのであろうかo彼は、 「いくつかの糖業は、彼が補償にもかかわらず、

糖業が長期借地した土地の不使用あるいは各使用時期の延期にに合意しなかっ

たので、かなりの損失を出すことになったo 」[ibid.]とあるように、契約変更

交渉で糖業側の提案を受け入れることを拒み、結局、以前のままの借地料収入

を手にすることができたのであるo　このような大土地占有者の抵抗については

既に5章で述べたが、この地域では糖業の栽培縮小によって大土地占有者がエ

ルソンのいうように単純」こ大きな打撃を被ったわけではなかったのである。

次に、農産物価格の暴落に対して、大土地占有者がどのように対応したかを

見ることにしようoバニュワンギに関する32年の調査は次のように述べている。

収穫が始まるとともに、たいていの農作物の場合と同様に(籾の撒引は

大きく停滞したようであるo　特に負債を返済しなければならない者が販売

した。より豊かな農民はストックを貯蔵し、現金の必要に応じて販売した。

- ・富裕農民は、供給量が多くて価格が下がる場合には、収穫時には売

らないo　彼らは良い時期に売れるように、生産物を後まで貯蔵する。しか
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し、ほとんどの農民は収穫直後や、乾燥させた直後に売ってしまう。

[Rijstcultuur Banjoewangi 1932:451】

こめように、大土地占有者は価格上昇まで売控えしたのであるが、同様のこ

とはパナルカン県についても報告される。

農民は既に収穫直後に、その財政的義務を果たすた馴こ籾の大半を手放

してしまうo　そして大半の農民は1-3ケ月経つとストックが底をついてし

まうo　いわゆる資本力ある農民だけがそれよりも長い期間ストックを保持

するのであるが、その唯一の目的は生産物を良い値で売るためである。

・9月に1ヒoコル当たりfl.45という合理的な価格で実施されようとした政

府による買上げが失敗に終わったという事実の原因は、ここに求められる

べきであろうO　この時には住民から20,000ヒoコルを買付けできると予測が立

てられたのであるが、実際には350ヒoコルにとどまり、この結果、買付けは

どこでも中止されたo　たいていの農民は既にストックを手放しており、他

の者はより高い価格を求めた。

[Soekasno 1937a:334],

このように、恐慌による籾価格の低落はたしかに農民全体に減収をもたらし

たのであるが、現金不足は中小の農民にとってより厳しく作用し、経済力に余

裕のある大土地占有者はこの段階でも相対的には多くの利益を追求することが
できたのであった。

以上要するに、大土地占有者は恐慌期の経済変化の中でも様々な方法により

収入減を最小限に食い止めることができたのであり、エルソンがいうように壊

滅的な打撃を受けて没落したのではなかったo　それどころか、彼らはこの時期

にも農民負債の激化という状況を利用して土地支配を拡大している。次に、そ

れがどのようなメカニズムで行われたのかを検討することにしよう。

3、農民負債の激化と大土地占有者の土地支配の拡大

(1)農民負債の激化

恐慌期のブスキ農民経済のもう1つの特徴は、ジャワ・マドゥラー殿におけ

るのと同様、現金不足に起因する農民負債の深刻化ということであった。それ

がどの程度に進行していたかということは、 1937年にパナルカン、バニュワン

ギ両県で農民負債状況調査が実施されたこと、それを跨まえてこの年の末まで

にパナルカンでは門5,294、バニュワンギではf21,426が負債解決のために政府

から支出されたこと[MvO Besoeki 1938]などの事実から窺えようO　そして、こ

のことはまた、農民負債が理事州内では特にこの2県で深刻であったことを物
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語っている12)

それでは、この時期になぜ農民負債の問題が深亥‖としたのであろうか。先に

見たように、この地域の農民経済の中では現金の借入れそれ自体は当たり前の

ことになっており、また、農産物買付けに際して前貸金が提供されることも通

常のことであったo　こうした形での負債は、いわば農家経済の再生産にとって

不可欠の構成部分をなしていたともいえようo　ただし、それは農民経済の収支

バランスがとれている限りにおいてであった。

ところが30年代、恐慌期にはこの状況に変化が起こった。第1に、農園企業

の不振、農産物価格の低下によって農民の収入は減少したが、支出はそれに見

合った形では低下しなかったoそのことは、 8-20表に示した籾価と地税額の下

がり方の違いを見れば明きらかであるo　また、逆に恐慌からの回復期には貸金

や借地料は上昇したが、それは物価上昇には追いっかなかった[MvO Besoeki 1

938],第2に、前章で述べたように農産物の買付け自体が一時的に減少し、ま

たその際の前貸しも以前より少なくなったo　このことは、前貸しに頼ってきた

農民にとっては決して負債からの脱却を意味するものではなく、新たな融資者

をさがす必要が生じただけにすぎなかったo　しかし、先に見たとおり、この時

期には政庁の庶民金融機関はいずれも大規模な引締め策をとり、しかもその融

資手続きには時間がかかり煩雑であった13)

こうして、経済力の弱い農民は、とりわけ高利賃に頼らざるを得なくなるの

であったo　それでは、こうした農民負債の状況はどのようなものであり、それ

は大土地占有の拡大とどのようにかかわっていたのであろうか。以下、この間

超をパナルカン県、バニュワンギ県での実態調査をもとに検討することにした
い。

(2)大土地占有者の土地支配の拡大

[パナルカン県]

パナルカン県では30年代、次のような農民への前貸制度が広く行われていた。

全県に広く見られる融資制度は、収穫後に一定量の籾を返済する条件で

個人が行う前貸しであり、デサではparenの名で知られている。この融

資は作物が植わっている時にも土地耕起時にも行われるが、時にはそれ以

前になされることさえあるo (これが近しい血縁間で行われる場合には)貸

付に対しては補償はほとんど要求されない。 - ・しかし、別の場合には

厳しい条件での貸付が行われることがある。例えば、土地耕起時、あるい

はそれ以前にf2.50~f3.50を借りた場合、収穫後に1ametの籾を返済しな

ければならないo　籾価格は収穫直後にはf6 f7.50/ametであるから、金貸

しは5~6ケ月後に少なくとも100%の利子を実現することになるO　収穫数ケ
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月後には籾はf9 flo/ametになり、金貸しはこの価格で販売すると更に高

い利子を実現できるo農民はこの間、食糧ほどには多くの現金を必要とは

しないので、彼は借りた金を再び籾に換えねばならず、それはたいていデ

サに住み籾のストックを持っている前貸し提供者自身から、貸付が行われ

た時期の市場価格で買うことになるoつまり、農民はf3というせいぜい

1ノ3 araetの籾しか買えない額の借金によって、数ヶ月後には3倍を返済し

なければならないoかくしてデサKaliangetのPa.BはげMからのf6の借

入れに対して収穫後に2ametの籾を返済しなければならなかったが、こ

の金額は実際には2/3ametの籾を買えるだけのものでしかない。だから彼

は実際には元金の3倍を返済しなければならなかった。同じデサのPa.W

は収穫の2ケ月前にBo.B.からf2借りたo　これに対して、彼は25gla

joengを返済しなければならなかったo　この金額でこの間に彼が買えたの

は籾10glajoengでしかなかったO結局、彼は2ケ月後に借入れ額の2.5

倍を返済しなければならなかった。

現物が貸し付けられる場合には、 2倍、時には5倍の量を返済しなけれ

ばならないoテやサSoemberanjarのPaAは、 G.B.T.から3缶(blikken)のト

ウモロコシを借りたが、収穫後に15缶を返済しなければならなかったo P

a Dは、同じ華人金貸しから借りた2缶のトウモロコシについて約6ケ月

後に10缶を返済しなければならなかったoこの金貸しは、かくして約6ケ

月で400%を下回らない利益を手にした。

現物で借りたものを現金で返済する場合には、その金額は貸付時に予め

定められている　PaM(チ.tサKapongan)はBo.S.から25 glajoengの籾を借

り、 1ケ月後にflOを返済したo　このことは、借り手は少なくとも80-gla

joengの籾を、借金の返済のために売らなければならないことを意味した。

したがって利子は1ケ月当たり220射こ達する。

[Soekasno 1937a:359~360]

以上の記述から、こうした前貸しが極めて高利であり、金貸し側が大きな利

益を実現できることは明きらかであるが、同時に注目されることは金貸しがG.

i.T.を除けば「原住民→であるということであるOわれわれは先に20年代末の

ジュンブル理事州においてハジ、すなわち富裕な「原住民」が高利貸を行うこ

とが多いということに触れたが、パナルカンでも事態は同様であったといえよ
う。

さて、こうした負債は通常時であればそれほどには負担にはならなかったと

思われるが、この時期には先述したような農民経済の収支バランスの酎ヒによ

って農民にとっては極めて重い負担となる　Sitoebondo郡の負債調査によると、

-　302　-



こうした負債の返済は地税納入義臥　ルンブンから借りた籾の返済、家計の維

持、市場価格低下の結果、ほとんど不可能であると思われると指摘されるEco

nomische Zaken 1937]こうした結果、負債関係は継続し、更に次の段階へと
発展することになる。

農民が彼の水田占有を質入せざるを得なくなるにはそれほど時間がかから

ないo　・- 'デサKedoengdowoのPa M.はPa S.に対する負債がflOに達

した時、 1934年、 1/2灯りの水田をこの金額のために、 Pa S.のところへ質

入したo　しかし、彼はこれを分益小作することを認められた。また、更に

借金を重ねることを認められた。しかし、現在、収穫の半分しか手にする

ことができないことにより生じた収入減のため、彼はこの間、諸義務を完

遂することがますます困難になったo　だから、負債額がしばしば引き上げ

られてf34にまでなるのに時間はかからなかったo金貸し側は、貸付を更

に引き上げることを危険であると考えたので、この水田は他の者に分益小

作に出されることになった。

[Soekasno 1937a:364]

この質入では、土地は負債の返済時までは金貸し側により支配きれるが、地

税は金貸しが負担するo負債は一定の回数の収穫を経た後に返済しなければな

らない(返済できる)が、期限が采でも返済できなかった場合には、一般に契約

は質入側が借りた金を返済できるようになるまで継続される。このように金貸

し側は土地支配を長期間継続しようとするのであるが、このために分割返済が

できないことが特に決められるというibid.:353 354]

こうして質入された土地は、上述のように元の占有者あるいは第三者に分益

小作させるのが慣例であるが、金貸しにとって更に有利な定額小作(tapsiran)

契約で貸し付けることも見られた[ibid∴365],

このように、この段階では占有権それ自体の移動はないものの、事実上の地

主小作関係が成立することになるo　こうした関係がどの程度に広がっていたか

については、 Sitoebondo郡負債調査では調査デサの土地占有者の約4紺こ及ぶと

いわれる【Economische Zaken 1937]また8-21表、 8-22表に示される数字から
もその広がりが窺えよう。

さて、こうした質入は更に次の段階、すなわち土地占有権自体の喪失へと発

展することになるo　スカスノは、その事情を次のように述べている0

農民は一度、上述した方式で質入を始めると、その土地占有を再び自由

にすることは、一般に不可能であるo　幾度となく繰り返す現金不足のため

に、彼はしばしば新しい質入契約を結ぶことになる　Pa A(デサKedoeng

dowo)は、彼の水田3.350;¥㌣の内、 1931年に0.438;rウをf60で質入し、 32年
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には他の部分0.218/rウをf80で、 33年には再び0.288Aすりをf60で、そして

1935年には最後に0.342;ドゥをf50で質入したOテやすKenditのPa S.は彼の

水田面積3.081がウの中から、 1929年に0.250Jドゥをf90で質入し、 32年には

0.248;rウをf50で、 34年には0.220/rウをf20,35年には0.125;再をf12.50で、

3時には0.125;ドゥをf18で質入したo　これらの水田は公式にはなおこの農

民の名前になっているが、彼は現在、 1.25がりを使用できるだけであるO

貸付額の引上げ、あるいは新しい質入契約を結ぶことがもはや不可能に

なると、現行の土地質入を若干の追加払いによって買上契約(djoeal ila

ng)へと転換することが普通であるo例えば、デサDjetisのBo.E.は水

田0.220㍍りをPa S.にf30で質入したが、 193時にこの金貸しにf6.50の追

加払いを受けて土地を売却したo同じデサのBo.S.は、 193時にf20の借

入れ額にf12の追加払いを受けて0.130㍍ウの水田を金貸しに売った。

[Soekasno 1937a:365　366]

このようにして土地占有農民は土地なしに転落し、その対極では大土地占有

者の一層の土地集積が進むことになる。その最も顕著な例が、先に見たSitoeb

ondo郡に住む約2001日の土地を支配する大土地占有者であった。彼もまた「金

貸しを職業とし、　・土地を担保に、貸付額が一定の量の生産物と一緒に返

済されなければならないという条件で現金を貸し付ける」 [Nggebrugge 1934:4

04]ことを出発点にして、その広大な土地支配を実現したと見られるのである。
[バニュワンギ県]

バニュワンギ県に関する農民負債調査で問題にされるのは、ヤシの木に対す

る前貸制であるo　これはヤシの実を確保する目的で行われるものであり、 kont

rakan、 taoenan、 sendenの3形態があったo　その広がり具合については、 8-23

表のデサの抽出調査データに示される通りであるo　さて、この状況を調査した

スカスノによれば、各契約の内容は大要次の通りであった。

kontrakanとは、融資者に対して生産物を全部売るという条件で、ヤシ

の木の占有者に前貸しを行うことであるが、この場合、価格は金貸し側が

ほぼ一方的に決めることになり、提供されるコプラの価格は同時期の自由

市場の価格よりもかなり低く設定される。例えば、デサPakisのPa M.

はげR・からこの契約によって　f7.50の前借りをした。彼の栽培は約

90本であり、このうち40本が実を付けており、 1回の収穫で平均して200

個のヤシがとれたが、 1936年12月に彼は100個当たりfl.50の価格でこれを

農園で引き渡したo当時の平均市場価格はf2.75であるから、この価格に

このデサからバニュワンギまでの輸送費100個当たり15セントを加味して考え

ると、木の所有者は収穫毎に、この負債関係のために2x fl.10-f2.20
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の収入減となったことになるo更に、これが収穫毎に繰り返されることを

考慮すると、年間の減収は8x f2.20=f17.60であり、借りた金額の2

30%を越えることになる　　　　　　　　　[Soekasno 1937b:544]

さて当時、ヤシの価格は変動がかなり激しいかったが、これに対してこの契

約関係ではどのような対応が行われたのであろうか。

デサPakisのJ・は約50本のヤシを栽培し、これらは毎回の収穫では平均

400個のヤシをもたらしたo　ロゴジャンどの華人K.S.からの負債f50によ

って、彼はヤシ全部をこの華人に予め定められた100個当たりflという価

格で、ロゴジャンピで引き渡さなければならなかったが、取引に入った時

(1936年10月)の一般取引価格はf2.50であったO　この負債関係によって木

の占有者は少なくとも各収穫毎に　4x fl.50=f6、年間では　x f6=

f48の収入減となったO　これは、借りた金の9細こ当たる。そして、この

間、 1936年12月初めにロゴジャンピ市場の価格は100個当たり　f3.80にま

で上昇したのであるが、引渡し価格は据置かれ、この上昇分から生じる利
益はそっくりK.S.のものとなった。

他方、市場価格が協定価格よりも低下した際には、市場価格で生産物を

引き渡させることができたo例えば1930年頃、 PakistadjiのPa.SはPa.L.

からf220を前借りしたO　この年の平均市場価格はf3.75/100個であったが、

ヤシ引渡し価格はf3/100個に設定されたo　しかし、次の年からヤシの価格

がかなり低下したので、 Pa LはPa S.の経済状況の悪さにつけこんで市

場価格で提供させることに成功したというo　こうしてPa S.の栽培は1

収穫当たり平均して500個のヤシを収穫できたが、負債は6年間経っても

f120にまでしか減らなかった　　　　　　　　　　[ibid∴546-547]

次に"taoenan"は、正式には"djoeal beli taoenan"であり、債務者がそのコ

コヤシを1年以上にわたって債権者に委ねる条件での融資であり、設定された期

間が過ぎると、融資関係は停止するという一種の貸借協定である。以下はその
事例である。

デサPakistadjiのPa B.は1934年、 60本のヤシの木をf12.50の価格で2

年間貸し出したo　しかし、 1年後、 f33の支払いを受けて貸出期間は3年

間延長されたoそして、 1936年、彼は再びf30の借金をし、貸出しを4年

間延長したoつまり彼は9年間にわたって門5.50で貸し出したことになり、

年平均ではf8-40であるo他方、借り手の収入は8x300個=2400個のヤ

シとなり、これは100個当たりflという極めて安い価格で計算してもf24

の粗収入をもたらし、収穫コスト、輸送コストを控除した後の純益はf14

になるo　同じデサのPa M.は70本のヤシの木を、1935年11月にf61.60で10
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年間、 Pa M.に貸し出したo　この貸出しは、翌年には貸出料をf79に引き

上げることによって12年間に延長されたo　これによると年平均の貸出料は

f6.50であるoヤシの収穫は年平均でだいたい8x400=3200個であり、

少なくとも粗収入でf32、純益でf19をもたらすoやはり同じデサの更に別

の占有者Pa S.は、彼のヤシは80本であり、 1回の収穫で450個の収穫が

あると述べた1935年、彼はSoekodjatiのPa M.と貸出契約を結んだo　こ

れによって彼は4年間、 f22.50で貸出しをすることになった。この年、彼

には更に現金が必要であったので、この金貸しに更に借金を求め、貸出期

・限は7年間に延長されたoそして彼はf20を追加払いされた。したがって、

ここでは年平均の借入れ料f6.07に対して、 3600個のヤシの収入、現金に

換算すると少なくとも粗収入でf36、純益ではf22前後となる。　・集

められたデータによると、例えばテ㌣ Pakistadjiでは貸出契約の50%以上

が、 5年以上の期間のものである。

[ibid∴548~550]

第3のsendenとは、木を対象にする場合もあるが、一般にはヤシ園を担保に

した貸付である　Soekasnoの上げる事例は次のようである。

デサPakistadjiのげS・は、 60本の木からなるヤシ園を1935年12月に

テ㌣KarangbendoのD・に対して、受出しは2年後から可能であるという条

件でf37.50の金額で質入したo　この栽培は1回の収穫で400個、年間3200

個の収穫があるo　当時の価格(fl.25/100個)で計算すると年間の収入は

32x fl.25=f40、輸送コストと収穫コストを引くと約f32になるが、こ

れは借りた金の85%強になるo (現在の価格f3/100個の場合には、これは粗

収入でf96、純益でf88となり、借りた額の235%程になる0 )

同じデサの軒B・は水田にある合計16本の木を1936年7月に、 flOでA

に質入したo収穫毎の平均収量は150個であり、質入が行われた時の価格

fl.70/100個で計算すれば1.5x fl.70 -f2.55、純益はf2.15となり、年

間の純益は　x f2.15=f17.20、すなわち借りた金の172%に達するO (現

在のヤシの価格によると、いわゆる利子は約f33、元金の330%である。 )

1928年、デサPakisのS.N.はバニュワンギのけS・に対して、 f50で35本

を質入したo金貸し側は現在、既に9年間にわたって収穫物を享受してい

るが、これは1収穫で平均250個を生産するo　平均価格をf2.70/100個と設

定すると(中央統計局のデータによれば、 1928-36年におけるバニュワンギ

のヤシ価格は100個当たりで、それぞれf5.95,f4.70, f3.75, f2.625, f

2.- , fl.75, fO.70, fl.05, fl.82である)、この取引は金貸し側に1収

穫で粗収入f6.75、純益f6をもたらし、年間ではf48、つまり貸付の9細こ
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なる。

デサPakisのD.M.から1928年に11本をfllで質入されたDの取引はもっと

利益が多い0 1回の収穫では約100個がとれるので、この取引は金貸し側

にf2.20もたらすことになる0 1年間ではf17.60、160%となる。

[ibid∴550　552]

この契約では、ヤシ園、あるいは木の所有者が元金を返済するまでは、それ

らから上がる収益は利子として金貸し側のものとなる　taoenanの場合のように、

貸付を再度延長して再び借金することもできないo　しかも、ここでは質入側が

地税を負担するのが慣例であるo結局、質入側はヤシからの収入を失い、税負

担だけが残ることになるのであるo　したがって、この契約はヤシ園占有者にと

って最も条件が悪いものであるoスカスノは述べていないが、こうした関係が

ヤシ園の売却につながることは明きらかであろうo　この地域のヤシ園に不在地

主が多いのは、こうしたことによるものと考えられる。

さて、こうしてヤシ園を質入した農民は家計維持、税負担のための現金収入

を得るために、しばしば籾の収穫を担保にして前借りしたり、水田をgarapan契

約で貸し出したりするというo前借りの場合では、土地耕起の際、あるいはそ

れ以前にf0-50借りると収穫後に1ヒ。コJLの籾を返済しなければならない。収穫

直後の籾価格はfl・引「f2.-/ヒoコルであるから、利子は5-6ケ月間で少なくとも20

0陀達するO水田貸出契約では、貸出者側がそれを分益小作するのが慣行であ

るo　しかし、この場合、農民はヤシの質入での収入減に加えて水田収入も半減

するので現金不足は更に深刻化し、水田貸出契約を延長することが多いという。
以下はその事例である。

デサPakisのPa D.が語ったところによれば、彼は1935年に水田にある

ヤシの木15本をf13で腔0・に質入したo現金不足(特に地税と関係した)

を埋めるために、彼は翌年もこの金貸しからfll借りなければならなかっ

たが、この代わりに水田0.355haを彼に対して2"garapan"で委ねなければ
ならなかった。

Pakisのある農民はヤシの木40本をf72.50でPa D.に質入した。また、

残りの130本をバニュワンギの軒S・にf62で質入したo彼の水田占有0.

776haを、 4"garapan"、 f20で貸し出したが、この契約は総額でf27.50の金

で7　garapan"に延長された。

同じデサの別の農民Pa D.は、 1931年に30本をf53.50で腔S.に質入

し、 33年には更に50本をf32で、 35年には7本をf3.50で同じ金貸しに質入

したo　これに続いて、彼は水田0.958haの半分を1936年にf30、 4"garapan

"で腔D・に貸し出し、その後、残り半分をf14で2"garapan"、華人Tj.に
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貸し出した。

[ibid.:552~554]

こうした前貸制度、水田貸出しがパナルカンの場合と同様に、やがて水田占

有権自体の移動を伴う土地売買へと発展し、所有の分解が進行することは凱＼
ないことであろう。

4、恐慌とブスキにおける農民層分解

以上、史料の得られたパナルカン、バニュワンギ両県について、恐慌期の農

民層分解の様相を述べてきたoしかし、これが恐慌の影響によるブスキの社会

構造変化であるとするには、なお2つの閉居が残っているOそれは、こうした

傾向が果たしてブスキ理事州全体のものであるのか、それとも県毎の経済状況

の差を考慮に入れる必要があるのではないかという点と、こうした状況が恐慌

期の経済状況変化とどのような関連があるのかということである。

先ず前者については、ボンドウオソ県や、と。わけこれらと比較して経済状

態が相対的には良好であったジュンブル県に関する史料が得られなかったので、

明確な答を出すことは困難であるが、若干の見通しを述べておきたい。筆者は、

これらの地域では煙草栽培からの収入が農民負債をある程度は緩和しただろう

とは思うが、やはり基本的には同様の事態が進行していたと考えている。それ

は、これらの地域でも土地所有は世襲的個人占有であり、.農民問には土地占有

規模にもとづいた経済格差が厳然として存在していたと見られるので、その結

果、大土地占有者と零細農民との恐慌への対応の仕方には、当然先に述べたよ

うな差が生まれ、大土地占有者が零細農民の土地を集積する契機が発生すると
考えられるからである。

後者の問題については、ブスキにおける地税負諜対象地の売買の登録件数を

示した8-24表から考えておこうOここに示される土地売買は、 1935年第1四半期

の報告書が「(東ジャワでは土地価格が安いため)現在、利潤追求のために土地

を売ろうとしたり売ることができる者はいないので、この取引は一方に窮迫販

売があり、他方に資本力の削、者の買上げがあることを示しているj[L.E.V.

le kwrt.1935(」.〟・1935):891]と指摘していることから考えると、これまでパナ

ルカン、バニュワンギ両県について見てきたケースにおける土地喪失と同様の

性格を持ったものであるといってよいoただし、この数字はそのまま土地権の

移動状況を表すものではないoブスキでの土地買上契約(djoeal ilang)は登録

されないことが極めてしばしばである[Niggebrugge 1934:405]から、実際の土

地の移動はここに掲げた数字をかなり上回るものであると推定される。しかし、
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この数字が土地所有の分解に関するおおよその傾向を示していると考えること
は可能であろう。

以上を踏まえて、数字の動きを見ると、恐慌の影響が出始めた32年から35年

までは登録件数は低下すること、しかしそれでもかなりの売買が行われている

こと、経済の回復期に入るころから大きく増加していることがわかる14)この

ことから、先ず、恐慌の影響によって農民層分解のテンポは鈍化したというこ

とができようoそれは、この時期、農産物価格の暴落と販売自体の縮小のため

に、地主経営が必ずしも以前のように有利ではなくなったことと関係があるも

のと思われるo　しかし、土地所有の分解それ自体は依然として継続していたの

であったoそして、 30年代後半、経済の回復によって農産物価格が上昇し、販

売がスムーズに行われるようになると、地主経常は再び利益多いものとなり、

この結果、分解に拍車がかかったのであった。

おわりに

以上に見てきたように、ブスキでは恐慌による経済状況の変化の中で、それ

まで既に大きく進展していた農民層分解は速度が緩まったものの継続し、 30年

代後半期には一層拡大した0 30年代恐慌期のブスキ農村社会は、エルソンがい

うように大土地占有者が没落し、中農が安定していたというイメージを描ける

ようなものでは決してなかったのであったo　こうして恐慌期を通して、それま

でこの地域において支配的であった農村の社会経済的関係は維持され、むしろ
拡大さえしたのであった。
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第　8　草　　書主

1)ブスキ理事州には永粗借地上でゴムとコーヒーを栽培する農企業が多数あ

り、 1931年の数字では101に達し、ジヤ、ワ・マドゥラの全理事州中で最も多

い[/.」'.193211:tabel 229]理事州内では、これらはジュンプル、ボンドウ

オソ両県に集中している[MvO Oost-Java 1931】.これらは地域住民に労働機

会を提供し、関係する住民に貴重な現金収入をもたらした。

2)ただし、煙草からの収入は、農園煙草と住民栽培ではやや時期がずれ、前

者では11つ月であるのに対して、後者はやや遅れて1-2月になる　Onderzoek
achterstand 1935:486]

3)牛購入に対する貸付は下表のポンドウオソ県とジュンブル県の1928-33年

の数字に示されるようにかなりの額に上った。

年 ボ ン ドウ オ ソ ジ ュ ンブ ル

融 資 頭 数 平 均融 資 額 融 資 頭 数 平均 融 資 額

1 928 4 ,9 65 f 49 .- 5 ,79 9 f6 4 .

19 3 1 4 ,7 03 f4 8 .- 7 ,83 8 f4 0 .-

19 32 2 ,3 12 f3 2 .- 7 ,09 8 f 27 .ー

193 3 1 ,54 0 f 25 .- 5 ,68 7 f 17 .5

出所　onderzoek achterstand 1935:500

4)アラビア人高利貨による高額貸付の事例は次の通り。

a,Atmo某はアラビア人高利賃からf200を借りたが、 10ケ月後にf500を返済す

るという内容の借用証書に署名した。

b,Soeraoはアラビア人からf20を借りたが、 4ケ月後にf35を返済するという借

用証書に署名しなければならなかった。

c,Tirtoatmodjoはアラビア人からf75を受け取り、 5ケ月後にf90を返済する

という借用証書を渡した。

d,ある華人の婦人は(借用証書を渡してアラビア人から借りた)f500に対して、

毎月、利子をf30、年利では72%払わなければならない。

e,あるハジは(借用証書を渡してアラビア人から借りた)fl,000に対して約

6ケ月後にf700ほどの利子を払わなければならなかった。

また、アラビア人高利貸による給料の前貸しの例は、 「ごく最近、バニュ

ワンギのある氏名不詳のアラビア人が、各月の20日から月末の問に国鉄の駅
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を訪れ、そこで働く職員やクーリー達に、その貸金の『前貸し』を供与する

ことを職業にしているo」というものである。

5)例えばパナルカンでは失業した糖業労働者の中に魚釣りに従事する者もい
たといわれる

6)なお、 1931年6月2日に開催された地税の軽減問題を検討するための会議の

席上での東ジャワ省知事マン(deMan)の発言によると、 「ジュンブル県の水

田は低すぎる(地税査定)グループに分類された結果、 (地税納入状況は)異常

に良好な状態にあり、 (地税額を)もっと大きく引き上げてもよいとするのに

十分な根拠がある。」[Notulen landrente-conferentie 1931]ときれ、ここで

はこれ以前にも水田の地税査定は低く見積もられたようである。

7)もっとも、全てのデサに村落銀行が設置されていたのではない。各県の

1930年のデサ数はボンドウオソ県192、パナルカン県134、ジュンブル県213、

バニュワンギ県134であるから[Verslag Volkscredietwezen 1930:70]、最大

時にはそれぞれ29.2%、 32.8%、 37.6%、 37.3%のデサにこの銀行が設置されて
いたことになる0.

8)ただし、 Onderzoekachterstand 1935:492によると、ジュンブル県では

「現在のような状況のもとでさえ、スラメタンにはなおかなりの金額が充て

られるようであるo　レバランやスラメタンへの伝統的な出費だけでも年間で

はf15程度になることは、ここではなお普通のことである。もし、結婚式、

新札、あるいは葬式が加わるならば、多くの場合、収支バランスが完全に崩

れることは自明である。 →と、恐慌下でもなおこれに多くが支出されたこと

が指摘されており、 Rogodjampi郡のケースとはややイメージが異なるように
も思われる。

なお、ブスキでのスラメタンは、 a,農業に関するもの、 b,イスラムに関す

るもの、 C,人生の節目毎に行われるものに大別されるoパナルカン県におけ

るそれぞれの内容は次の通りである。

農業に関するもの-①abibit:収穫前に行う、 ②olot:脱穀前に行われるこ

とがある、 ③naik sanggar:稲が積み上げられた後で行う。

イスラムに関するもの-①Malema祭(Poeasa月21,23,25,27日に実施、コス

トはfl)、 ②Lebaran祭(Lebaran Poeasaの日及びPoeasa明け7日後、約f5)、

ゥHadji祭(Hadji月中、約fl.50)、 ④Asjoera祭(Asjoera月中、約fO.50)、 ⑤

Sapar祭(Sapar月中、約fO.25)、 ⑥Moeloed祭(Moeloed月中、約fl)、これら

のうちで最も重要なのはLebaranであり、宴会が最も大規模であるだけでな

く、新しい衣服のための出費も行われる。

人生の節目に行われるもの-①誕生(約f5)、 ②割礼(#ffl.50)、 ③結婚(約
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flO)、 ④葬式(約f5~flO)

これ以外に、デサのスラメタン(slamatandesa)が行われ、その費用は年

間20~50セントであるという【Soekasno 1937a:358]

9)パンチェン労役はこの地方ではkemitanと呼ばれ、年酎1 f2の現金払い、

または10~20glajoengの籾で買い上げられることが普通であった[Soekasno
1937a:358]

10)この金額は、市場取引の後退以外に市場税自体の引き下げ、また、パナル

カンでは小取引に従事する多くの者が市場税を逃れるためにデサの道路沿い

で商いをするようになったと報告される[ibid.:343]ような事情によっても

規定されるが、おおよそ取引の状況を示すものと考えられる。

ll)相互扶助はここでは"djhak-ngadjhak"または"toeloeng-menoeloeng"と一

般的には呼ばれ、食事が出されるだけであるo食事の提供は朝食(sarapan、

行政当局の見積では1人当たり約2・5セ用と、完全な食事(約5セント)である。

援助がまる1日続けば、 2回目の食事を出すのが普通である。農民は援助者

の助けを利用した後は、自分自身がこれを行うことを義務づけられる。もし、

差し障りがある時には、代理を指名しなければならないのが普通である。だ

から、この相互扶助は、当然、農民が自分でできること以上に大きなサービ

スを求めないことになるo　この相互扶助はたいていの場合、家族構成員や近

所の人々といった、デサの中の小さい「小村」を構成する狭い範囲の中に限

定されるoデサ外の人がこの援助を提供することは、滅多にない。裏作栽培

における労働提供の場合もたいていは稲と同様の方式がとられ、作業の大半
は相互扶助で行われる。

ただし、水田耕作の中のいくつかの作業は、依然として貸金労働で行われ

ていたo例えば、田植えはたいていの場合、貸金労働によるが、この場合、

1㍍クの水田は午前中(6つ1時)1回に20人程度の女性労働力を投入すれば終え

ることができるo支払い額は1人当たり4セントであり、これに朝食がつく。以

上の点について詳しくはibid.:348 350, 359を参照0

12)この際、パナルカンではデサによって農民に対して6年返済の負債解消貸

付が行われ、貸付を受けた農民は自分の土地を分益小作で耕作して借入れを

返済するという方式がとられたというo　しかし、こうした政庁による高利貸

対策は、しばしばそれによって支払われた現金を高利貸が再び新たな貸付に

利用するという結果を招いたといわれる[MvO Besoeki 1938],

13)例えば、煙草買付業を営むMは、運転資金調達のために庶民銀行から融

資を受けることをせず自分の牛を売ったが、その理由について次のように述

べているo 「(ジュンブル)庶民銀行からの融資は時間がかかりすぎ、面倒な
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ことが多すぎるo申請してから1ケ月以上経ってようやく、申請額を受け取

れるのか、あるいは融資が拒否されたかがわかる。」[Krossok-rapport 1939

:486]ところで、ジュンブル県銀行は以前から貸付手続きの煩雑きが問題に

されてきたので、 1937年第2四半期に改善が計られ、 「申請の処理にかかる

平均時問は、現在では長くても14日間に短縮された」 [bedrijf VCW 2e kwr

1.1937:624]と報告されるのであるが、上の例から見る限り、あまり効果が

上がっていないように思われる。

14)なお、この表でブスキにおける増加時期がジャワ・マドゥラ全体の傾向と

比較すると遅れて始まるのは、先に見たように、恐慌による経済悪化の時期

がこの地域では一般的に述べられる時期よりも遅いことを反映していると考
えられる。
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終車　1旦界恐J臼完と　ジャ　ワ農村社会

これまで本稿ではスラバヤとブスキという2つの地域を対象にして、世界恐

慌が地域の農村社会にどのように波及したのか、それによって社会経済構造に

どのような影響が及んだのかを具体的に論じてきた。最後にここでは、それら

のことを頗まえて、いくつかの点を整理しておきたい。

1、ジャワの農民にとっての恐慌

先ず、ジャワの農民にとって世界恐慌とは一体何であったのかを考えておき

たいo　両地域に関する分析から共通していえることは、農民経済は輸出向け農

園農業、食糧作物生産を通じて、世界市場の価格変動の影響をまともに受けざ

るを得なかったということであ3.すなわち、世界的な砂糖価格、煙草価格の

暴落の影響が、ジャワの農民経済には雇用の縮小、借地料収入の大幅な低減と

いう形で現れ、また世界の穀物価格の暴落がそれと連動していた農産物内地価

格を引き下げこ　この結果、農民に大きな収入減をもたらすことになったO　要す

るに、ジャワ農民にとっての恐感とは、何よりも失業と収入減であり、その結

果生じた深刻な現金不足であったo　そして、それはジャワの農村経済が19世紀

の後半以来、東南アジアの植民地間分業を前掛こして、輸出向け作物生産へと

特化させられてきたこと、すなわちオランダの植民地支配によって社会経済構

造がモノカルチャ-化されてきたことの必然的な帰結であったということがで

きよう。

こうした状況に対して、ジャワの農民は先ず生活の切詰めで対応した。それ

は特に、現金使用を可能な限り縮小するという方向に向かった。しかし同時に

農民は、積極的に恐慌を乗り切ろうとした。それは第1に、耕地利用の集約化

という形をとって現れた。しかしそれは、恐慌の影響によって経済が悪化し始

めたことに即応したものではなく、むしろ、政庁の米、大豆などの輸入規制が

行われたことの結果、農産物価格が安定期に入ったことを契機に始まったので

ある。農民は決して経済の悪化のためにやむを得ず土地利用の集約化を進めた

のではなく、そのことが販売利益をもたらすからこそ土地利用頻度を高めてよ

り多くの生産を上げようとしたのであった。このことは、ジャワの住民農業が

商業的性格が強いこと、すなわち農民は作物価格の動向に極めて敏感であるこ

との反映である。そしてそれゆえにこそ、農民は積極的な対応の第2番目の形、
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すなわち、少しでも有利な作物を栽培するという、作物選択を通しての対応を
取ることになったのである。

こうして、両地域ともに米を初めとする食糧作物の生産は大きく発展した。

この結果、経済の酎ヒの中でも、 30年代ジャワの食糧事情は比較的安定してい

たo　しかし、そうした食糧増産は必ずしもそのまま農民一般の利益となったわ
けではなかった。

30年代前半の経済の悪化が激しかった時期には、農民は様々な現金負担を遂

行するために、農産物をその価格の低下のゆえに以前よりも多く手放さなけれ

ばならなかったoそして、それは必要部分までをも販売せざるを得ない窮迫販

売としての性格が強かったのであるが、この時期には農産物の取引は一時的に

停滞し、その販売すら困難に直画したo　ただ家計に余裕のある有力農民、大土

地占有者だけが、価格が上昇する時期まで完控えすることが可能であり、彼ら

はこの時期にも相対的には有利な販売を展開することができた。

30年代後半期、農産物価格が安定期に入ると、農産物取引は以前のような活

発さを取り戻したoそして、酎こ輸入規制によってジャワ産の米や大豆は牡鼠qー

という新たな販路を兄いだすことになったのであったo　しかし、それにもかか

わらず、やはり大多数の農民は収穫直後に作物を手放すか、あるいは前借りし

た現金のためにそれを高科貨や商人の手に委ねてしまわなければならなかった

のであったo　また、より多くの魂が精米所等を通じて外領へ流出し、米価が上

昇した結果、とりわけ下層農民は米を入手することが困難になり、 30年代に入

って始まった主食がより安いカッサバなどへシフトする傾向はいっそう強くな

ったo　このようにして、大多数の農民は、農産物価格の安定と流通の活発化か

ら利益を引き出すことができなかったのである。

そうした状況の下で、両地域とも共通して高利貨の土地支配が拡大すること

になるo　これらの地域の農民経済は現金や籾の借入れを家計の不可欠の構成部

分としてきたのであり、既に恐慌前の時期においても高利貸支配が進んでいた

のであるが、恐慌による現金不足の深刻化すなわち農家経済の収支バランスの

悪化、そして低利での金融が最も必要なまさにこの時期に、政庁の金融機関が

貸付を引き締めたことによって、農民は一層高利貨への依存を強めなければな

らなくなったのであったo　こうして、 1930年代には農民負債が極めて深刻な状
況に至るのであるO

しかしながら、以上に述べた一般的な状況は、地域の社会経済的な特徴に規

定されて様々な現れ方を見せるoそれがどのようであったかを、次に考えるこ
とにしよう。
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2、世界恐慌と地域の特徴

(1)精業地帯と煙草地帯

本稿で対象としてきた地域を先ず輸出向け産業の違いから見ると、糖業地帯

(スラバヤ南部3県及びパナルカン県)と煙草地帯(ボンドウオソ県及び特にジュ

ンブル県)に大別されるo　そして、両者における恐慌の影響の波及の仕方はかな

り逼ったものであった。

糖業地帯では、農村社会経済はあらゆる面で糖業への依存が強かった。水田

のほとんどが糖業に貸し出され、多数の農民が糖業労働者として賃金を得てい

ただけではなく、住民農業に対するその規定性も、栽培のローテーションや淳

概規則などから窺えるように極めて強かった。したがって、糖業の栽培縮小は

農村社会経済に直接的な影響を及ぼすことになった。

そして何よりもそれは、農民にとって最大の現金収入源の消滅を意味するも

のであり、その結果、農民の現金不足は一挙に深刻化したO　とりわけ、スラバ

ヤ南部3県の農民経済の酎ヒは土地税納入状況に示されるようにジャワ・マド

ゥラの平均を上回るペースであった。また、ブスキ理事州でも、経済の悪化は

糖業地帯においてとりわけ顕著であった。

これに対して、ジュンプル県に,代表される煙草地帯の場合は、 30年代に入っ

ても経済状況は相対的に良好で由ったO　これらの地域でも糖業の栽培縮小の影

響は大きかったと思われるが、その農村社会経済はスラバヤの場合ほど糖業に

対する依存が強かったのではない。糖業に貸し出される水田の比率はそれほど

高くはなく、また、農民の圧倒的多数が糖業で労働者として雇用されているわ

けでもなかった。そして住民農業に対する精業の規定性もスラバヤほど強いも

のではなく、ここでは食糧生産は十分であり、他地域へ輸出さえ行ってきた。

むしろ、農民にとっての最大の現金収入源は煙草栽培であった。煙草栽培農

民はその生産物が輸出されることを通じて世界市場と結びついており、ヨーロ

ッパにおける価格の暴落によって大きな影響を被らざるを得なかったが、その

事情は糖業地帯とはかなり異なっていた。それは、煙草栽培の場合、農園への

土地貸出期間は乾季の半年にすぎず、主要な栽培期である雨季を犠牲にする必

要がなかったこと、つまり農園煙草の栽培は住民農業の乾季作として、本来の

栽培パターンをそれほど崩すことなく実施することが可能であったこと、さら

に1農家の栽培面積はせいぜい1/2八期こすぎなかったこと、したがって、煙草

の価格が不振の場合は比較的容易に他作物への転作も可能であったことなど、

糖業の場合と比較すると農民のそれへの依存性がそれほど高くはなかったこと

によるものである。更にまた、煙草はすべてが輸出向けに栽培されたわけでは
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なく、とりわけ30年代には内地向け販売が増加し、そのことによって外国市場

低落の影響が緩和されたことによるものであったo　こうした結果、地税納入状

況や庶民銀行の営業状況は糖業地帯とは異なり、相対的には良好であった。

以上要するに、ここでは農村経済のモノカルチャー化が糖業地帯ほどには進

展していなかったことが、恐慌のショックを和らげたということができよう。

他方、こうした農園がほとんど意義を持たなかったバニュワンギ県では、農

業生産の中心は米とココヤシであり、これらはいずれも商品作物としての性格

が強かったoすなわち前者は精米所を通して大量に他地域へ輸出され、また、

後者はコプラに加工され、外国へと輸出されてきたo　この結果、この地域の農

民経済はこれらの価格動向に大きく規定されることになり、この地域の農民経

済は最も早く1931年には悪化することになったのであった。

これらのことは、恐慌の影響を検討する上で、地域の経済構造、世界市場と

の結びつき方の違いを考慮に入れることが極めて重要であることを示している。

したがって、ジャワの恐慌期の社会経済変化をトータルに論じるに当たっては、

なおいくつかの地域的検討が必要であろうo本稿で対象とした地域は、いずれ

も何らかの作物を通じて世界市場と結びついた地域であり、また生産力的には

先進地帯であったことを考えるならば、とりわけ、輸出向け農業が十分には展

開されていないような経済的後進地帯、例えばポジヨネゴロやマドゥラといっ

た地域における恐慌の問題の検討は、残された課題である。l)

(2)共同占有と個人占有

次に、定期都督制共同占有(スラバヤ)と世襲的個人占有(ブスキ)という水田

占有形態の遵いが、恐慌期において持った意味を考えておこう。

第1にそれは、糖業の栽培縮小に対する貸出者農民の抵抗のあり方の通いと

卑って現れたoスラバヤでは共同占有に適合的なデサ単位の集合的借地契約が

一般的であったために、栽培縮小に対して土地貸出者はデサぐるみで抵抗し、

その結果、運動は単なる経済要求の枠を越えて地域の秩序をも脅かすものに発

展したo　そしてそれゆえに、政庁の厳しい弾圧を受け、比較的早期に壊滅せざ

るを得なかったのであったo　これに対して、個人契約が普通であったブスキの

場合には、運動は村落内の大土地占有者がリーダ-シップを取る、諸個人の抵

抗として展開し、また、経済要求に終始することになったのであった。そして、

これによって運動はより長期間持続することとなったO

第2は、農民層分解のあり方に決定的な差をもたらしたことである。ジャワ

の農民層は一般的にいって耕地占有農民、屋敷地のみを占有する農民、土地な

し農民に分類できるが、前者の土地所有制度のもとでは少なくとも制度的には

各耕地占有者の水田占有面積は同一であり、差を生じさせる唯一の要因は村落
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支配層の職田にあったo　そして土地の売買は禁じられており、これを通しての

土地集積はあり得なかったo　ただ、現実には借地を通じての経営面積の拡大が

かなり一般化しており、村落首長を中心とした有力農民の土地支配が進展し土

地占有農民は決して一様な階層ではなかったのであるが、それはそれほど大規

模な階層差を村落内で発生させるものではなかったo　土地集積は、むしろ村外

の華人やアラビア人高利貨の手による担保地の事実上の集積という形で進行し

たと考えられるOそして、このために、恐慌による経済悪化は村落支配層を革

めた全階層を没落させることになり、農民は村外高科賃の支配下により深く従

属し、高利貸の土地支配は更に一層進むことになったのであった。

これに対して、後者の形態のもとでは早くから農民層の分解が展開しており、

村落内で実質的な経済的支配権を保持していたのは大土地占有者であった。彼

らの多くは不在地主として地主経営を展開するとともに高利貸をも兼ねており、

それを通して土地集積を実現したのであった。そして、そしてまた、これらの

大土地占有者は恐慌期の経済状況の変化にも、一般農民と比較するならば相対

的には有利に対応することができたo　この結果、村落内の経済的格差はこの時

期にますます拡大することになり、恐慌期にも彼らの土地集積はより一層進行

したo　こうして、この地域では1930年代を通して農民層の両極分解は一層進展

することになったのであった。 ,

以上のよう・に見るならば、水由所有における共同占有と個人占有の差は、農

村社会の構造それ自体をも規定するものであり、この段階でも極めて大きな意

味を持っていたということができようo　そしてその解消は、独立後、 1960年の

農地基本法が全ての土地に近代的な所有権を付与するまで待たなければならな

いのであった。2)

おわりに

最後に、本稿では十分に論じられなかったことを2点だけ上げておきたい。

第1に、本稿では社会経済の変化を輪出向け農業と住民農業の分析を軸にし

て検討したが、農外産業についての検討は先行研究がほとんどなく、また十分

な史料も得られなかったため、不十分であったといわざるを得ない。とりわけ、

農村工業とスラバヤ沿岸部における漁業(養魚地)の問題は、これらの地域の経

済をトータルにとらえる上で重要な検討課題として残されている。

第2に、分析を地域の社会経済構造の変化に集中したため、この時期のイン

ドネシア経済を取り巻く状況変化との関連は必ずしも十分には論じられなかっ

たo　特に1930年代には第一次世界大戦期以来の日本のインドネシアへの経済連
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出がますます盛んになり、とりわけ日本産の安価な綿製品が市場に大量に溢れ

ることになった。そして、それは1934年以降、断続的に行われた日蘭会商と称

きれる貿易制限をめぐる交渉を導くことになったのであるが、3'本稿で検討し

た地域の社会経済構造変化がそうしたインドネシア全体の状況変化の中にどの

ように位置づけられるかということは、植民地期インドネシア経済の構造的特

質を解明する上で重要な課題であると思われるo

しかし、これらのテーマの解明のためには、分析の対象とする時期を押し広

げることが必要であり、また、ジャワのみならず外領、更にはアジア全体の経

済動向をも視野に入れて論じなければならない。今後の検討課麿としたい。
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終:申　　　請」三

1)管見の限りではこれらの地域における恐慌期の問題を扱った専論はないが、

地域史研究としてポジョネゴロについては　Penders 1984、マドゥラについ

てはKuntowijoyo 1980　がある。

2) 1960年農地基本法(Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraia、 9月24日制定)は、それまでインドネシアの土地

法政を規定してきた1870年農地法を廃止し、新たな原則を定めたものである

が、その第2部「転換規定」第2条1項でそれまでの様々な形の土地権を世襲

的排他的な土地所有権へ転換することを宣言している。詳しくは、日本国際

問題研究所1973:110~125　を参照0

3)戦前期日本のインドネシア進出については、村山1982、村山1986、杉山

1990、中風1990、ブース1990　などを参照。
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